
令和５年９月８日開会
令和５年10月11日閉会

宮 崎 県 議 会

令和５年９月定例会会議録



( 1 )

令和５年９月宮崎県議会定例会会議録 目 次

９月８日（金曜日）

１．出席議員 3

１．地方自治法第121条による出席者 3

１．開 会 4

１．会議録署名議員指名 4

１．議会運営委員長審査結果報告 4

野﨑幸士議会運営委員長 4

１．会期決定 4

１．議案第１号から第10号まで上程 5

１．知事提案理由説明 5

休 会
自９月９日（土曜日）

至９月12日（火曜日）

９月13日（水曜日）

１．出席議員 11

１．地方自治法第121条による出席者 11

１．代表質問 12

12日髙陽一議員質問（宮崎県議会自由民主党）

・日本一挑戦プロジェクトについて

・子供政策について

・観光政策について

・産業政策について

・交通政策について

・農業政策について

・教育政策について

・国スポ・障スポ大会について

・宮崎の魅力発信について

42野﨑幸士議員質問（宮崎県議会自由民主党）

・知事の政治姿勢について

・宮崎県政への思いについて

・財政運営について

・企業局の経営状況について

・人口減少対策について

・デジタル行政の取組について



( 2 )

・林業行政の取組について

・農畜水産行政の取組について

・県産品の輸出拡大に向けた取組について

・盛土対策・国土強靱化の取組について

・建築行政の取組について

・警察行政の取組について

・医療・福祉行政の取組について

９月14日（木曜日）

１．出席議員 75

１．地方自治法第121条による出席者 75

１．代表質問 76

76重松幸次郎議員質問（公明党宮崎県議団）

・知事の政治姿勢について

・県民の命と暮らしを守る取組について

・文化の振興について

・福祉行政について

・ゼロカーボン社会への取組について

・地域経済の活性化について

・農畜産業の振興について

・未来への県土づくりについて

・地域の課題と暮らしの安全について

95岩切達哉議員質問（県民連合立憲）

・男女格差の問題について

・障がい福祉局の設置について

・地方の税財源偏在是正議論に係る報道等について

・みやざき読書アンバサダーについて

・高校における朝課外の問題について

・子供の自殺予防の課題について

・災害対策について

・原油高、物価高について

・伐期が到来している分収林について

・ＡＬＰＳ処理水海洋投棄の影響について

・道路の草刈りの機械化について

・延岡市における「空飛ぶクルマ」について

・企業局のゴルフ場経営について



( 3 )

松本哲也議員関連質問（延岡市における「空飛ぶクルマ」について）

９月15日（金曜日）

１．出席議員 117

１．地方自治法第121条による出席者 117

１．一般質問 118

118後藤哲朗議員質問

・知事の政治姿勢について

・海上防災体制の整備について

・中山間地域振興について

・地域福祉の推進について

・企業成長促進プラットフォームについて

・「スポーツランドみやざき」の推進について

・農業水利施設の長寿命化対策について

・県土整備行政について

・教育行政について

131齊藤了介議員質問

・県と市町村の関係について

・国スポ・障スポ大会について

・食の安全保障について

・教育について

145山下 寿議員質問

・新型コロナウイルス禍で売上げが減少した事業者に対して行われた「ゼ

ロゼロ融資」について

・マイナンバー制度について

・南海トラフ巨大地震について

・佐賀県で発生した豚熱に対する県の対応について

・こども未来戦略方針について

・宮崎国スポでの天皇杯獲得に向けた計画について

・東京電力福島原子力発電所における処理水の放出について

158荒神 稔議員質問

・農業・林業について

・子育て環境について

・高等学校について

・ＮＩＥについて

・新陸上競技場等について



( 4 )

・都城警察署庁舎建設等について

休 会
自９月16日（土曜日）

至９月18日（月曜日）

９月19日（火曜日）

１．出席議員 173

１．地方自治法第121条による出席 173

１．一般質問 174

174山内佳菜子議員質問

・日本一プロジェクトについて

・特別支援学校の給食・登校について

・長期入院中の子供の教育について

・こども療育センターについて

・医療的ケア児について

・マイナンバーカードについて

・公文書について

・文書センターについて

・県立図書館について

・ＬＧＢＴＱの相談体制について

・パートナーシップ宣誓制度について

・同性婚について

187永山敏郎議員質問

・知事の政治姿勢について

・就職氷河期世代への支援について

・ひきこもり支援について

・都城志布志道路と周辺の整備について

198本田利弘議員質問

・知事の政治姿勢について

・財政支出の財源確保について

・産業活動の価値向上施策について

・農業振興について

・環境森林施策について

・情報戦略について

・コロナ５類移行後の対応について

・県央（宮崎市高岡片前）地区公共土木施設における災害復旧工事につい

て



( 5 )

・宮崎県物産貿易振興センターについて

・宮崎県人会世界大会後の展開について

213日髙利夫議員質問

・知事の政治姿勢について

・コロナ後の財政状況について

・県有施設の老朽化対策について

・大規模災害時等における輸血用血液製剤安定確保対策について

・介護事業の人材確保と予防事業について

・ローム（株）の本県立地に向けた支援について

９月20日（水曜日）

１．出席議員 229

１．地方自治法第121条による出席者 229

１．議案第11号追加上程 230

１．知事提案理由説明 230

１．一般質問 230

231坂本康郎議員質問

・知事の政治姿勢について

・水産施策について

・教育施策について

・防災・減災対策について

244内田理佐議員質問

・人口減少対策について

・ジェンダー平等について

・農振除外について

・熊本県へのＴＳＭＣ進出について

・台湾交流について

・記紀編さん1300年について

・延岡市の環状道路等の整備について

・新県体育館について

・ＪＲ日豊本線「佐伯－延岡間」について

・養殖業の支援策について

・子宮頸がんワクチンについて

・アスリートとしての成長について

・西南戦争終結150年について



( 6 )

259図師博規議員質問

・無縁社会と地方自治について

・子ども家庭福祉の推進について

・障がい児教育について

・障がい者スポーツ支援について

・県立自然公園における安全確保について

１．議案に対する質疑 270

前屋敷恵美議員 271

１．議案第10号採決 273

１．議案第１号から第９号まで及び第11号並びに請願委員会付託 273

１．議案第12号から第16号上程 273

１．知事提案理由説明 273

常任委員会
自９月21日（木曜日）

至９月22日（金曜日）

休 会
自９月23日（土曜日）

至９月24日（日曜日）

９月25日（月曜日） 常任委員会

９月26日（火曜日） 特別委員会

休 会
自９月27日（水曜日）

至９月28日（木曜日）

９月29日（金曜日）

１．出席議員 277

１．地方自治法第121条による出席者 277

１．議席の一部変更 278

１．常任委員長審査結果報告 278

山下 寿総務政策常任委員長 278

重松幸次郎厚生常任委員長 279

佐藤雅洋商工建設常任委員長 281

安田厚生環境農林水産常任委員長 282

山内佳菜子文教警察企業常任委員長 283

１．討 論 284

前屋敷恵美議員 284

１．議案第１号から第９号まで及び第11号採決 285

１．請願第４号採決 285

１．請願第２号及び第３号採決 286



( 7 )

１．閉会中の継続審査及び継続調査案件採決 286

１．議員発議案送付の通知 286

１．議員発議案第１号から第４号まで追加上程、採決 287

１．議員派遣の件 287

１．決算議案に対する質疑 287

前屋敷恵美議員 287

１．議員発議案送付の通知 291

１．議員発議案第５号上程、採決 291

１．議案第12号から第16号まで決算特別委員会付託 291

１．議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果） 291

休 会
自９月30日（土曜日）

至10月１日（日曜日）

決算特別委員会
自10月２日（月曜日）

至10月３日（火曜日）

休 会
自10月４日（水曜日）

至10月５日（木曜日）

10月６日（金曜日） 決算特別委員会

休 会
自10月７日（土曜日）

至10月10日（火曜日）

10月11日（水曜日）

１．出席議員 295

１．地方自治法第121条による出席者 295

１．決算特別委員長審査結果報告 296

日高博之決算特別委員長 296

１．討 論 298

前屋敷恵美議員 298

１．議案第12号採決 300

１．議案第13号から第16号まで採決 301

１．閉 会 301

１．資 料 303

令和５年９月定例会日程 305

議案送付文書 307

代表質問時間割 310

一般質問時間割 311



( 8 )

議案・請願委員会審査結果表 312

決算議案委員会審査結果表 313

閉会中の継続審査・調査申出一覧 314

１．議案議決件名一覧表 315

１．議員発議案等 319

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書 321

地方の中小企業・小規模事業者への支援充実を求める意見書 322

私学助成の拡充・強化を求める意見書 323

生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書 324

決算特別委員会の設置について 326

議員派遣（地方議会活性化シンポジウム2023） 327

議員派遣（第23回都道府県議会議員研究交流大会） 328

１．請願一覧表 329

１．議事経過 339



９月８日（金）

- 1 -



- 2 -



令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時２分開会

出 席 議 員（38名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）33番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 江 藤 利 彦

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡

- 3 -



開 会◎

これより令和５年９月定例会○濵砂 守議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、本田利弘○濵砂 守議長

議員、岩切達哉議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○濵砂 守議長

題といたします。

本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、野

﨑幸士委員長。

〔登壇〕 おはようございま○野﨑幸士議員

す。御報告いたします。

去る９月１日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和５年９月定例会の会期日

程等について協議いたしました。

本定例会に提案されます知事提出議案は合

計10件、その内訳は、補正予算２件、条例５

件、予算・条例以外３件であります。このほ

か、５件の報告があります。

また、決算議案等が追加提案される予定と

なっております。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から10

月11日までの34日間とすることに決定いたしま

した。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

本定例会は、９月13日から２日間の日程で代

表質問、15日、19日、20日の３日間の日程で一

般質問を行います。

一般質問終了後、人事案件を採決し、その他

の議案・請願について、所管常任委員会への付

託を行い、その後、決算議案の上程となりま

す。

９月21日から３日間の日程で各常任委員会を

開催し、29日の本会議で、付託された議案・請

願の審査結果報告及び採決を行います。

引き続いて、決算特別委員会を設置の上、同

委員会に決算議案を付託することにしておりま

す。

決算特別委員会は、９月29日から10月６日ま

での間に開催し、11日の最終日に、決算特別委

員長の審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

決算以外の特別委員会については、日程表に記

載のとおりであります。

議員各位におかれましては、円滑かつ充実し

た議会運営に特段の御協力をいただきますよう

お願いいたします。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○濵砂 守議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○濵砂 守議長

す。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から10月11日までの34

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

令和５年９月８日(金)
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とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第10号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、知事から、議案第１号から第10号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和５年９月県議会定例会の開会に当

たり、ただいま提案いたしました議案の御説明

に先立ち、４点御報告を申し上げます。

１点目は、台風第６号による被害についてで

あります。

本県では、８月８日から10日にかけて、局地

的に猛烈な雨に見舞われました。小林市や日之

影町では、１時間降水量が観測史上１位を更新

したほか、宮崎市や延岡市など４市町において

は、緊急安全確保が発令されるなど、災害の危

険度が急激に高まる状況となりました。

県では、８月４日に情報連絡本部を設置し、

８日に災害警戒本部に格上げするなど、警戒態

勢を早期に立ち上げ、全庁的な情報共有や非常

時の初動対応の確認等を行ってまいりました。

現時点で判明している被害は、人的被害が軽

症１名、住家被害が27棟であります。被災され

た皆様に心よりお見舞い申し上げます。

また、昨年の台風第14号により被害を受けた

箇所が再び被災しており、このうち、椎葉村野

地地区の国道327号においては、昨年の台風で路

肩が崩落して全面通行止めとなり、早期の復旧

に向けて工事を行っておりましたが、今回の台

風で大規模な斜面崩壊が発生し、その復旧に多

くの時間を要すると見込まれております。

私は、８月10日に現地に赴き、大きく崩れた

道路斜面や激しく増水した耳川の様子を目の当

たりにするとともに、早期の復旧を待ち望んで

おられた地域の皆様の生の声を伺い、改めて被

害の深刻さを実感しました。

この被災箇所を含め、今回の台風で被災され

た皆様が、一日も早く日常を取り戻していただ

けるよう、国や市町村、関係機関と連携しなが

ら、早期の復旧に向けて全力で取り組んでまい

ります。

なお、台風第６号災害対策につきましては、

現在、補正予算の編成作業を進めており、市町

村や関係機関と連携し、準備が整い次第、必要

な対策を県議会にお諮りしてまいりますので、

その際はよろしくお願いいたします。

２点目は、家畜伝染病の豚熱についてであり

ます。

先月末、佐賀県の養豚農場において豚熱の患

畜が確認されました。ついに一大養豚地域であ

る九州で確認される事態に至ったことを受け、

９月５日には、国が防疫指針に基づき、本県を

含む九州全域をワクチン接種推奨地域に設定し

ました。

本県では、これまでも家畜保健衛生所による

養豚農場への巡回指導等により、ウイルス侵入

防止対策を徹底しているほか、豚熱経口ワクチ

ン対策協議会を設立し、野生イノシシへの経口

ワクチン散布の体制整備などを行ってきており

ます。

今回の発生を踏まえ、ワクチン接種実施者の

養成を当初の予定より前倒しで進め、早期のワ

クチン接種を目指すとともに、今後生まれる豚

にも継続的にワクチンが接種できる体制を構築
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するなど、何としても豚熱の侵入を防ぐという

強い決意の下、さらなる緊張感を持って本県で

の対策に万全を期してまいります。

３点目は、国際定期便「宮崎－ソウル線」の

再開についてであります。

同路線につきましては、令和２年３月から運

休となっておりましたが、濵砂議長をはじめ、

県議会や経済団体の皆様とともにアシアナ航空

本社を訪問し、要望活動を行ってきた結果、今

月27日から待望の運航再開が決定しました。

これにより、韓国との一層の交流拡大が図ら

れ、県民の利便性向上やインバウンドの増加な

どに結びつくものと大いに期待しております。

県では、本路線を将来にわたって安定的に維

持するため、県民のパスポート取得支援など、

積極的な利用促進に取り組んでまいりますの

で、県議会をはじめ、皆様の御理解、御協力を

賜りますようお願い申し上げます。

４点目は、新しい県体育館「アスリートタウ

ン延岡アリーナ」のサブアリーナ供用開始につ

いてであります。

当施設につきましては、令和９年度の国民ス

ポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向け

て、延岡市民体育館の敷地に整備を進めており

ましたが、８月20日に供用を開始いたしまし

た。

アリーナの内装などに県産材をふんだんに使

用しており、木の温かみが感じられる施設と

なっております。

当日は、濵砂議長にセレモニーに御出席いた

だき、車椅子バスケットボール選手による模範

ゲームのほか、県民向けのイベントなどを実施

したところであります。

今後、メインアリーナにつきましても、令和

７年12月に完成する予定です。

新体育館が、県北地域における「スポーツラ

ンドみやざき」の新たな拠点として、各種大会

やスポーツキャンプ等に活用されるとともに、

スポーツの振興や健康増進はもとより、県民の

皆様に親しまれ、県北地域の振興につながるも

のとなるよう、しっかりと整備を進めてまいり

ます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計146億4,400万8,000円であ

ります。この結果、一般会計の予算規模は6,984

億6,845万9,000円となります。今回の補正予算

による一般会計の歳入財源は、国庫支出金2,583

万6,000円、繰入金6,488万2,000円、繰越金145

億1,729万円、県債3,600万円であります。

なお、財源のうち、繰越金は令和４年度決算

の実質収支であります。

続きまして、今回の一般会計補正予算案に計

上した主な事業の概要について説明いたしま

す。

まず、子牛価格の急激な下落に対応するた

め、宮崎県和牛繁殖経営維持緊急対策事業に取

り組みます。これは、国の子牛価格差補塡制度

が適用される繁殖農家に対して、県独自の上乗

せ補助などを行うものであり、国制度への独自

の上乗せ補助は全国初の取組となります。

次に、日本一挑戦プロジェクトに係る事業で

あります。

グリーン成長関連といたしまして、森林由来

Ｊ－クレジット認証促進事業では、森林所有者

等に対するＪ－クレジット制度の周知ととも

に、クレジット認証等に要する費用の補助を行

います。

また、スポーツ観光関連といたしまして、プ
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ロチームキャンプ受入強化事業では、Ｊリーグ

の春季キャンプに合わせ、大会形式での強化試

合を実施するものであります。

主な事業については以上でありますが、これ

らの事業のほか、令和４年度の決算により生じ

た剰余金の一部について、地方財政法の規定に

基づき、県債管理基金などへの積立てを行うこ

ととしております。

最後に、主な債務負担行為についてでありま

す。

県有スポーツ施設整備事業につきましては、

運動公園のテニスコート及び新県営プールを整

備するための費用について、債務負担を設定す

るものであります。

また、議案第２号「港湾整備事業特別会計補

正予算」につきましては、細島港の埠頭用地造

成等に係る繰越明許費を計上するものでありま

す。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第３号は、県税窓口における証明手数料

について、証紙払いが廃止されることに伴い、

申請者の支払い時期を変更するほか、宮崎県屋

外型トレーニングセンターの使用料について改

正を行うものであります。

議案第４号及び第５号は、新型コロナウイル

スの法律上の位置づけが５類感染症に改められ

たことに伴い、職員等の手当の改正を行うもの

であります。

議案第６号は、宮崎県屋外型トレーニングセ

ンターにおいて、指定管理者が徴収する利用料

金の上限額の改正を行うものであります。

議案第７号は、動物用生物学的製剤（豚熱ワ

クチン）の交付手数料の徴収について、取扱い

を希望する市町村に権限を移譲するための改正

を行うものであります。

議案第８号は、土地改良施設突発事故復旧事

業の市町村負担金について、議会の議決により

額を決定するものであります。

議案第９号は、防災救急ヘリコプターの取得

について、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第10号は、教育委員会委員、高木かおる

氏が令和５年10月９日をもって任期満了となり

ますので、その後任委員として、松山竜也氏を

任命いたしたく、議会の同意を求めるものであ

ります。

今回提案いたしました議案の概要については

以上であります。議員の皆様におかれまして

は、よろしく御審議のほどお願いいたします。

〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

明日からの日程をお知らせいたします。

明日９日から12日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時から、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時17分散会
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令 和 ５ 年 ９ 月 1 3 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

監 査 事 務 局 長 米 良 勝 也

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の代

表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、日髙陽一

議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○日髙陽一議員

はようございます。自由民主党、日髙陽一で

す。９月定例会に当たりまして、議長より許可

を得ましたので、質問通告書に従いまして質問

を進めてまいりたいと思います。

さて、この１月、河野県政４期目がスタート

して、はや８か月がたとうとしております。

これまでを振り返りますと「現場主義」「対

話と協働」を基本姿勢に、口蹄疫や新燃岳から

の復興、そして近年は、困難な調整や決断を余

儀なくされた新型コロナウイルスの対応や、そ

の後のコロナ禍、物価高騰からの宮崎再生に真

正面から取り組まれまして、堅実な県政運営に

対する県民の期待は高いものがあります。

しかしながら、国内外で先行きの不透明感が

増大している時代にあって、県政のかじ取り役

である知事には、喫緊の課題への的確な対応は

もちろん、将来を見据えて県民に夢や希望を与

え、郷土への誇りを取り戻せるような施策、

メッセージを打ち出すことも必要であります。

昨年末、元職との激しい選挙戦を通じて、知

事は、「将来に希望を持てる県にしてほしい」

という県民の強い願いや期待を肌身に感じたと

おっしゃっておりました。

私は、このような県民の思いに応えるべく、

４期目の目玉政策として、全国に誇る本県の強

みを生かし、「子ども・若者」「グリーン成

長」「スポーツ観光」の３つの分野で日本一に

挑戦するプロジェクトを、さきの６月議会で打

ち出されたものと受け止めております。

そこで、この「３つの日本一挑戦プロジェク

ト」の具体化に向けた知事の思いを伺います。

また、本日は、子供政策と観光政策に関する

質問を通告しております。これらの質問に先立

ち、子ども・若者プロジェクトとスポーツ観光

プロジェクトについて、目指す姿とそれを実現

するための取組を、福祉保健部長、そして商工

観光労働部長にお伺いいたします。

以上で壇上の質問を終わり、以下の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。日本一挑戦プロジェク

トについてであります。

御指摘のとおり、このプロジェクトは、宮崎

再生を成し遂げるとともに、本県の強みを生か

して、県政を次なる飛躍へと導くことが皆様の

期待に応えることになるという思いから、今年

度に入って検討を指示したものであります。

まず、子ども・若者の分野では、県と市町村

が一丸となって子育て環境を整備し、合計特殊

出生率で日本一を目指すなど、日本一子供を生

み育てやすい県づくりに挑戦することで、喫緊

の課題であります人口減少の抑制にもつなげて

まいります。

また、グリーン成長分野では、豊富な森林資

源を守り、生かすという観点から、再造林率日

本一への挑戦を核としまして、ゼロカーボン社

会と地域資源を活用した産業成長の実現を図っ

てまいります。

令和５年９月13日(水)
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さらに、スポーツ観光分野では、「スポーツ

ランドみやざき」を世界基準へと進化させ、野

球・サッカーなどのプロチームのキャンプ数を

日本一とするなど、スポーツ環境日本一を目指

すことで、地域経済の活性化や観光振興にもつ

なげてまいります。

現在、来年度予算におきまして、これまでの

枠にとらわれない本県独自の施策を構築すべ

く、私も議論を主導しながら、具体的な事業等

を検討しているところであります。

この任期中に、しっかりと成果を出し、本県

の新たな未来を切り開くため、日本一という高

い目標の実現に向けて、全力で取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（川北正文君）

えします。子ども・若者プロジェクトについて

であります。

子ども・若者プロジェクトでは、「日本一生

み育てやすい県」の実現を目指し、現在検討を

進めているところであります。

主な取組としては、新型コロナ等の影響によ

り婚姻数が大きく落ち込んでいることから、出

会いや結婚支援の充実・強化を図るとともに、

出生数の回復に向けて、特に第２子以降の希望

を後押しする施策等を構築することとしており

ます。

あわせて、様々な環境にある子供の学びを支

え、安心して子育てができる教育環境を整備す

ることで、子ども・若者政策の好循環を創出す

ることとしております。

これらの取組により、合計特殊出生率で日本

一を目指すなど、希望どおりに家族を持つこと

ができ、子育てを楽しいと感じられる宮崎づく

りを進めてまいります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お答えします。スポーツ観光プロジェクトに

ついてであります。

本県の強みである恵まれたスポーツ環境や、

これまで培ってきたキャンプ受入れのノウハウ

などを進化させ、より多くの国内外代表チーム

のキャンプや国際大会等が実施されるよう、

「スポーツ環境日本一」を目指しております。

プロジェクトの主な取組といたしましては、

キャンプ・合宿や大会を誘致するための体制強

化をはじめ、スポーツ施設の戦略的・計画的な

整備や市町村との連携強化を柱に、各施策を構

築してまいります。

これらの取組により、プロチームのキャンプ

数を日本一とするなど、「スポーツランドみや

ざき」のブランド力の向上はもとより、地域経

済の活性化や観光振興などの好循環を創出して

まいります。〔降壇〕

今回、日本一という高い目標○日髙陽一議員

に挑戦するということで、多くの県民が期待し

ていると思います。河野知事におかれまして

は、これまでの３期の経験と実績を生かしなが

ら、このプロジェクトの先頭に立って取り組

み、そしてしっかりと目に見える成果を出して

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

それでは、子供政策に関する質問を進めてま

いります。

まず、国の次元の異なる少子化対策について

であります。

この問題については、私も２月議会において

取り上げました。また、６月議会においても、

ほかの議員が取り上げたところでありますが、

それだけ関心が高く、皆さん強い危機感を持っ

ているのだと思います。

国においては、少子化は我が国が直面する最
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大の危機であり、2030年までが今の少子化傾向

を反転させるラストチャンスであるとしていま

す。児童手当の拡充といった今後３年間で取り

組む具体的な施策のほか、2030年代初頭までの

子供予算倍増に向けた方向性を示した「こども

未来戦略方針」を今年の６月に公表したところ

であります。

現在、戦略方針の具体化に向けた検討が進め

られているところでありますが、そこで、「こ

ども未来戦略方針」について、知事はどのよう

に評価しているのかお伺いいたします。

この少子化対策は、本○知事（河野俊嗣君）

県が持続的に発展していく上で、また我が国の

今後の国力を考える上でも極めて重要かつ待っ

たなしの課題でありまして、私も強い危機感を

持っております。

このような中、国の「こども未来戦略方針」

は、これまで本県が要望してまいりました、保

育士の配置基準や処遇の改善が具体的施策とし

て盛り込まれたほか、男性育休の取得促進など

は、現在本県が進めております施策を後押しす

るものでありまして、大いに期待を寄せている

ところであります。

一方、施策の実現に向け必要となる財源につ

いては、明確に示されていないところでありま

す。

現在、全国知事会の地方税財政常任委員長と

して、来年度の予算編成、また税制改正に向け

て要望活動を行っているところでありますが、

そのときにも必ず子供財源の確保について議論

を持ち出し、意見交換を行っているところであ

ります。幅広い合意形成の下、財源の安定確保

を含む道筋を早期に示すとともに、地方の負担

が増大しないよう、全国知事会等を通じた要望

活動を行っております。

こども・子育て政策の推進に当たりまして

は、国と地方が車の両輪となって取り組んでい

くことが重要であります。地方の声にしっかり

耳を傾けていただくよう、これからも国に求め

てまいります。

国の次元の異なる少子化対策○日髙陽一議員

の動きと、また本県の子ども・若者プロジェク

トの動き、さらには市町村との連携も含め、効

果的な施策の展開を期待しております。

続いて、子供の貧困対策について伺います。

県は昨年、コロナ禍における子供の生活状況

の把握などを目的として、中学２年生とその保

護者を対象に「子どもの貧困実態調査」を実施

しましたが、令和３年に国が実施した全国調査

の結果と比較すると、本県では大卒以上の進学

を希望する世帯の割合が親子ともに低く、収入

の水準が低い世帯では、さらに低いという結果

が示されたところでした。

貧困の連鎖を断ち切るためには、教育の格差

を生じさせないことが重要と考えますが、子供

たちが経済的理由により進路を諦めることのな

いよう、県が行っている取組について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

県では、令和○福祉保健部長（川北正文君）

元年度に策定しました「第２期子どもの貧困対

策推進計画」におきまして、「教育の支援」を

対策の４つの柱の一つと定め、生活困窮世帯の

子供に対する学習支援や授業料の減免のほか、

奨学のための給付金や補助金により、低所得世

帯の教育費の負担軽減を図っております。

また、進学や就職に関する様々な支援制度を

まとめた冊子「桜さく成長応援ガイド」を毎年

作成して、県内全ての中学・高校の生徒に配付

し、周知するなど、進学につなげる取組も行っ

ているところであります。
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今後とも、本県の将来を担う子供たちが、経

済的な理由に左右されることなく、夢や希望を

持って進路を選択できるよう、しっかりと支援

に取り組んでまいります。

続いて、ヤングケアラーにつ○日髙陽一議員

いて伺います。

昨年度、県が実施しました実態調査によりま

すと、家族のお世話をしている子供は、小学６

年生と中学２年生が3.8％、高校２年生が3.2

％、そのうち約１割の子供は、１日７時間以上

お世話をしているとのことでありました。

ヤングケアラーの中には、夏休みの期間、一

日中、家族のお世話をしていた子供たちもいた

と思います。家族のお世話をすることは、お手

伝いレベルであればいいことかもしれません

が、子供の大切な時間が犠牲になっているので

あれば、やはり支援が必要となります。

そこで、県として、ヤングケアラーに対しど

のような支援を行っているのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

ヤングケア○福祉保健部長（川北正文君）

ラーの背景には、介護、貧困、ひとり親世帯な

ど、多岐にわたる問題が絡んでおり、関係機関

の連携が大変重要であります。

このため、県や市、教育委員会、介護支援専

門員協会等の民間団体などで構成する検討委員

会を立ち上げ、関係者同士の連携を深め、ヤン

グケアラーを早期に発見し、適切な支援機関に

つなげる体制の構築を進めているところです。

また、この問題は、子供や家族、周囲の大人

がヤングケアラーについて理解することが重要

ですので、子ども・若者総合相談センター「わ

かば」にコーディネーターを配置し、様々な相

談に応じるとともに、学校等向けの研修や県民

向けの講演会を開催し、社会的認知度向上に向

けた普及啓発に積極的に取り組んでおります。

続いて、県民一体となった機○日髙陽一議員

運醸成についてお伺いいたします。

少子化対策を進めるに当たっては、社会全体

の意識改革や働き方改革を正面に据えた総合的

な対策が必要とされており、国は、次元の異な

る少子化対策の中で、「社会全体の構造や意識

を変えること」を基本理念の一つに掲げ、こど

も・子育て政策の抜本的な強化に取り組むこと

としております。

これを具体化する取組の一つとして、今年７

月に、子育て支援等に対する国民の理解を深め

るための国民運動をスタートさせ、今後、各地

域でシンポジウムの開催など、子供や子育てに

優しい社会に向けた機運醸成の取組を進めると

報じられています。

本県においても、少子化対策に関する県民の

理解や関心を深めるための取組が必要ではない

かと考えております。

現在、国では、次元の異なる少子化対策の一

環で国民運動が展開されておりますけれども、

県の取組について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

婚姻数や出生○福祉保健部長（川北正文君）

数の減少傾向が続く中、社会全体で出会いや子

育てを応援する機運の醸成を図ることは、大変

重要であります。

このため県では、これまでの「子育て県民運

動」に「出逢い・結婚応援」の視点を加え、今

年度から「ひなたの出逢い・子育て応援運動」

を展開し、若者や企業・団体等との意見交換の

場を設けるなど、県民の理解や関心を深める取

組を進めております。

また、子育て応援フェスティバルの開催や、

企業等が実施する出会いや子育て支援に対する
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補助など、子供の未来を育む環境づくりにも取

り組んでいるところであります。

こうした取組を積極的に展開することによ

り、行政や企業等が一体となって、出会いや子

育てを応援する機運を高めてまいります。

出会い・結婚、子育てを応援○日髙陽一議員

する機運の醸成は、少子化対策の一つとして非

常に重要と考えますので、引き続き、県民一体

となった応援運動の取組を進めていただきたい

と思います。

次に、観光政策に関する質問を進めてまいり

ます。

先日、本県を代表する観光スポット、青島に

行く機会がありました。観光客で大変にぎわっ

ており、駐車場も県外ナンバーが多く見受けら

れました。報道等を見ても、観光地の人出や交

通各社の利用状況は、コロナ禍前に近い数字に

回復してきているように思います。

一方で、観光客を受け入れるホテル・旅館な

どの宿泊施設においては、人手不足の状況が続

いているようです。コロナ禍で離職した従業員

が戻らず、「部屋を十分に稼働できない状況に

ある」との声を県内の宿泊事業者からも聞いて

おります。

今後、さらなる観光需要の回復が見込まれる

中で、宿泊客を受け入れられないなどの影響が

懸念されますが、人手不足の状況にある宿泊業

に対し、県としてどのように支援を行うのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

コロナ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

禍で落ち込んだ観光需要が回復する中で、宿泊

業における人手不足は重要な課題と認識してお

ります。

このような中、限られた人員でも宿泊客の受

入れができる体制づくりに向けて、本年６月補

正予算において創設した宿泊業の生産性・サー

ビス向上支援事業の中で、自動チェックイン機

や清掃ロボットなど、業務の省力化につながる

デジタル機器の導入等に対する支援を行ってお

ります。

業界の皆様からも、このような支援を活用し

たいという声を多くいただいており、本事業を

通じて、宿泊業の生産性向上につながる取組を

支援してまいります。

新型コロナの５類感染症への○日髙陽一議員

移行等によりまして、人流が戻りつつある中、

本県が他県との競争に打ち勝ち、観光客から選

ばれるためには、多様化する旅行ニーズに対応

しまして、宮崎ならではの魅力を最大限に生か

した観光誘客に取り組むことが、何より重要で

あると考えております。

そこで、本県の強みを生かした観光誘客の取

組について、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

本県が○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

観光地として選ばれるためには、宮崎でしか味

わうことのできない感動や体験を提供していく

必要があります。

このため、本県ならではの観光資源である神

話ゆかりの地を巡る「キキタビ」をはじめ、自

然や森林等から得られる癒やしをテーマとした

「デトックス・トリップ宮崎」や、サイクルな

どのスポーツツーリズムのツアー造成に取り組

むとともに、食をテーマとした観光キャンペー

ンを実施することとしております。

今後とも、多様化する旅行ニーズを的確に捉

えながら、市町村や観光関連事業者等と連携

し、神話や自然、森林、食、スポーツといった

本県の強みである「５つのＳ」を生かした観光

プロモーションを展開し、さらなる誘客促進を
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図ってまいります。

続いて、屋外型トレーニング○日髙陽一議員

センターについて伺います。

このトレセンは、本年４月から供用開始とな

り、既に５か月がたちました。

今週日曜日に行われました、ラグビーワール

ドカップフランス大会の大切な初戦であります

チリ戦で、日本は42対12で勝ち点５を獲得し、

現在首位でございます。これは、宮崎、トレセ

ンでの合宿が生かされていると、解説の方も

おっしゃっておりました。あれだけ多くの国民

が注目している大会で、宮崎合宿と言っていた

だけると、このトレセンができてよかったなと

実感しているところであります。

今後も、国内外の代表クラス、サッカーやラ

グビーなどのプロチームがトレセンを利用する

ことを想像すると、「スポーツランドみやざ

き」のさらなる発展が大いに期待されるところ

です。

トレセンは、今後「スポーツランドみやざ

き」の推進に必要不可欠な施設であり、将来的

には、国のナショナルトレーニングセンターと

して、中核拠点施設の指定も目指していると聞

いております。

そこで、この施設を生かした今後の「スポー

ツランドみやざき」の取組について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

屋外型○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

トレーニングセンターにつきましては、開設以

降、多くのアスリートに御利用いただいており

ますが、議員からもお話にありましたように、

ラグビー日本代表からも「世界トップクラスの

施設である」との高い評価をいただいたところ

であります。

県では、本施設を核とした「スポーツランド

みやざき」のさらなる推進を図るため、屋外型

競技の中核拠点施設の指定に向けて国への要望

を行うとともに、キャンプ・合宿の新たな誘致

や、その効果を全県下に波及させる取組を実施

しております。

また、本定例会において、Ｊリーグ春季キャ

ンプ強化試合の実施や、トレーニング機器の整

備などに係る補正予算をお願いしており、本施

設の活用促進や充実化を図り、「国際水準のス

ポーツの聖地」としての地位を築いてまいりま

す。

ぜひ、世界基準の「スポーツ○日髙陽一議員

環境日本一」を実現して、地域経済の活性化や

観光振興の好循環につなげていただくことを期

待しております。

続いて、インバウンド対策について伺いま

す。

９月27日からアシアナ航空による宮崎－ソウ

ル線の国際定期便の再開が決定いたしました。

この路線は、平成13年４月の就航以来、本県と

韓国を結ぶ重要な国際線として、国際交流の促

進やインバウンドによる地域経済活性化等に大

きく貢献してきたところであります。

新型コロナの影響で、令和２年３月から長ら

く運休が続いておりましたが、今回、官民挙げ

ての働きかけが功を奏し、３年半ぶりの待望の

再開となりました。

本県の外国人延べ宿泊者数を国別に見てみる

と、コロナ禍前は全体の３割から４割を韓国が

占めるなど、ゴルフ客を中心に、多くの韓国の

お客様に本県を訪問していただいております。

このため、定期便再開により韓国からの本県へ

のインバウンドの増加が大きく期待されるとこ

ろであります。

そこで、このアシアナ航空の定期便再開を受
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けて、今後、韓国からのインバウンド誘客にど

のように取り組むのか、知事にお伺いいたしま

す。

本県にとりましてソウ○知事（河野俊嗣君）

ル線は、韓国との交流促進を図る上で、非常に

重要な基盤であります。

７月に濵砂議長や経済団体の皆様とアシアナ

航空本社を訪問し、同社の幹部と直接交渉を行

い、これは初めてのことでしたが、その場で定

期便再開を決定、そして発表いただいたところ

で、大変感激したところであります。これまで

御尽力いただきました関係の皆様に、心から感

謝を申し上げます。

本県では、国際定期便の運休が長く続いてお

り、外国人観光客の回復が伸び悩む中で、ソウ

ル線再開が今後のインバウンド回復の起爆剤に

なるものと大きく期待しておりまして、県とし

ても誘客対策を強化することとしております。

具体的には、韓国の若者、比較的富裕層を中

心に人気が高まっておりますサーフィンによる

誘客対策に新たに取り組み、夏場の需要の掘り

起こしを図ってまいります。

また、訪日外国人の旅行形態が個人旅行にシ

フトしておりますことから、現地での旅行博へ

の出展や、ＳＮＳをはじめ様々な広報媒体を活

用した情報発信等によりまして、本県が誇る自

然や食等の魅力について、幅広くプロモーショ

ンを展開し、個人観光客の誘客を強力に進めて

まいります。

本県には、師走祭りや埋蔵文化財の共同研究

など、歴史的・文化的なつながりもあります

し、プロ野球などのスポーツキャンプの受入れ

というようなつながりもあります。材工一体に

よる輸出に取り組む木材利用を通じたつながり

等もあります。

また、本県の方言である「てげ」とハングル

の「テゲ」が同じ意味を表すとか、いろんなつ

ながりがあるものです。

今後とも、アシアナ航空や現地旅行社と緊密

に連携し、韓国からの誘客拡大を図り、本県経

済の再生につなげてまいります。

念願でありましたソウル線の○日髙陽一議員

再開を契機として、これまで旅行を控えていた

県民が韓国を訪れる機会も増えてくることが予

想されます。

国際線を安定的に維持するためには、インバ

ウンドに比べて利用者の少ないアウトバウンド

の拡大を図ることが重要だと考えます。

そこで、ソウル線の再開を受け、今後、アウ

トバウンド対策にどのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

ソウル線の○総合政策部長（重黒木 清君）

安定的な維持を図るためには、インバウンド・

アウトバウンド双方において、バランスのよい

利用が重要であると認識しております。

このため県では、様々な媒体等を活用して県

民への利用を呼びかけるとともに、本年６月の

補正予算におきまして、パスポート取得の際の

支援対象を全県民に拡大したほか、グループ旅

行や修学旅行の際に人数に応じた支援を行って

おります。

また、アシアナ航空は、アメリカやヨーロッ

パなど世界にネットワークを有しており、ソウ

ルでの乗り継ぎによる利便性もアピールしてい

るところでございます。

本県にとりましてソウル線は、経済活性化や

韓国との交流拡大を図る上で重要な交通基盤で

ありますので、航空ネットワークの維持・充実

に向けて、引き続き積極的なアウトバウンド対

策に取り組んでまいります。
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再開を待ち望んでいた県民も○日髙陽一議員

多いと思いますので、今後も安定的に維持して

いくことができるよう、アウトバウンド対策に

しっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

次に、産業政策に関する質問を進めてまいり

ます。

先般、ローム株式会社より、ソーラーフロン

ティア旧国富工場の取得について、基本合意し

たとの発表がありました。

現時点では、投資額や雇用数など具体的な計

画は明らかにされていませんが、九州で半導体

企業の投資が活発化する中、次世代のパワー半

導体を量産されるとのことであり、その発表を

うれしく受け止めたところであります。

そこで、立地決定に至るまで、まだ整理すべ

き課題等はあると思いますが、今回、ローム株

式会社が本県で新たな半導体製造拠点の設立を

目指すことについて、知事の所感をお伺いいた

します。

半導体関連事業につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、企業立地の重点産業分野の一つに今

年度から加えるなど、県としても戦略的にその

誘致を進めているところであります。

また、九州全体として、熊本のＴＳＭＣの立

地等を契機としまして、シリコンアイランドの

復活を目指していこうと九州各県が連携しなが

ら取り組んでいる状況の中で、電気自動車など

で急速に需要が拡大しておりますパワー半導体

の分野で世界シェアトップ10に入るローム株式

会社が、大規模な事業を本県で展開されること

は、大変ありがたく、心から感謝しているとこ

ろであります。

先般、私も中別府国富町長とともに、京都市

にありますロームの本社を訪問し、さきの発表

に対するお礼、さらには、しっかりと連携を深

めていきたいという方針をお伝えするととも

に、ローム社の経営戦略や本県での操業計画を

お聞きしてまいりました。

投資や雇用の具体的な計画については、現

在、調整中ということでありましたが、ローム

の製品に対する需要というものは極めて堅調で

ある、需要は底堅いものがあるということ、さ

らに今回の本県への進出は、今後、ローム社が

世界シェアトップを目指す上での主力生産拠点

として位置づけられるということでありまし

て、本県経済の発展にも大きく貢献いただける

ものと期待しているところであります。

県としましては、ローム社が計画どおり来年

末に稼働できるよう、引き続き、地元国富町と

連携しながら、しっかりと支援してまいりま

す。

本県経済にも大きなインパク○日髙陽一議員

トをもたらす立地案件になると思いますので、

まずはスムーズに工場を取得できるよう、地元

国富町と連携して、できる限りの御支援をお願

いいたします。

一方で、人材確保、従業員確保は大丈夫かと

いう心配が出てくるわけでありますが、これは

熊本県で工場建設が急ピッチで進んでいるＴＳ

ＭＣにおいても、同様の課題があるようであり

ます。

そこで、人材確保についてどのように対応す

るのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

今回の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ローム社の進出は、これまでにない大型の立地

案件であり、若者の県内就職への転換、専門人

材の県外からの呼び込みなど、新たな産業人材

の育成・確保につながる大きなチャンスと捉え
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ております。

このため、県といたしましては、速やかに庁

内や関係市町との連携体制を整え、新規学卒者

やＵＩＪターン希望者に向けた案内など、円滑

な立地操業に向け、積極的に支援協力を行って

まいります。

また、半導体産業の人材育成については、産

学官が連携し、九州全体が一体となって動き出

しており、本県としても、工学系の地域枠や半

導体に特化したプログラムを創設される宮崎大

学等と連携し、専門人材の育成に向けて、ス

ピード感を持って取り組んでまいります。

続いて、事業承継の実態につ○日髙陽一議員

いて伺います。

団塊世代の経営者が引退する時期を迎える

中、事業承継が円滑に進まなければ、地域経済

を支える中小企業等の廃業により雇用や技術が

失われるため、事業承継対策は喫緊の課題であ

ります。

新聞報道でありましたが、県事業承継・引継

ぎ支援センターが県内全市町村の中小企業者を

対象とした「事業承継に関するアンケート調

査」に取り組んでおり、今後の事業計画につい

て約１割が「廃業を検討」と回答しており、そ

の理由は「後継者がいない」が約７割であった

とのことです。

こうしたことから、廃業を検討している事業

者に、支援センターや県、市町村、商工団体な

どが連携して、タイミングよく事業承継支援を

行っていくことが、次の世代に地域経済を支え

る基盤や雇用の場を引き継いでいく取組とし

て、ますます重要となっていると考えておりま

す。

そこで、宮崎県事業承継・引継ぎ支援セン

ターの今年度の取組実績と県の支援策につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎県○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

事業承継・引継ぎ支援センターは、平成27年度

に国が宮崎商工会議所に設置しておりますが、

事業承継の新規相談、成約ともに年々増加傾向

にあり、今年の４月から７月の新規相談件数

は167件、成約件数は24件となっております。

また、御指摘のとおり、事業承継は、地域の

雇用や生活基盤を次世代へつなぐ喫緊の課題で

ありますことから、県といたしましても、これ

までの第三者承継の費用負担軽減を図る市町村

事業への間接補助に加え、今年度から新たに、

後継者育成や後継者が行う新事業展開への直接

補助を実施しております。

今後とも、市町村や商工団体と十分に意見交

換を行いながら、支援策の充実を図ってまいり

ます。

続いて、本県産業のデジタル○日髙陽一議員

化について伺います。

デジタルといえば、最近ではチャットＧＰＴ

など、生成ＡＩに関する話題を毎日のように見

かけるようになり、我々議会においても、タブ

レット端末による情報共有や資料配付などが進

んでおります。

このような社会のデジタル化に取り残されな

いために、また、人口減少社会における人手不

足などの地域課題を解決していくためにも、本

県産業のデジタル化を進めていかなければなり

ません。

本県においても、しっかりとＤＸを進めてい

る事業者がいる一方で、中小・小規模事業者に

おいては、どのようにデジタル化を進めていけ

ばいいのか分からず、ペーパーレス化のような

デジタル化の一歩目もなかなか進んでいない

ケースが多いのではないかと思います。
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このような中小・小規模事業者を含む県内事

業者のデジタル化を支援するための相談窓口と

して、県では、６月30日に産業ＤＸサポートセ

ンターを開設したと伺っております。

本県産業のデジタル化を力強く後押しする取

組として大いに期待しているところであります

が、これまでにどのような相談が寄せられてい

るのか、相談件数などの実績や相談対応の状況

について、総合政策部長にお伺いいたします。

産業ＤＸサ○総合政策部長（重黒木 清君）

ポートセンターは、県内事業者のＤＸを一歩目

からトータルサポートすることを目的に設置し

たものであり、８月末現在で78事業者から延

べ132件の相談を受け付けております。

相談内容は、製造業や小売業、建設業など

様々な業種から、ＤＸの始め方や技術的な内

容、補助金の問合せなどの相談が寄せられてお

ります。

相談に対しましては、必要な回答を速やかに

行うほか、相談者の現行業務の課題整理や分析

といった継続した支援が必要な場合は、県内の

ＩＴ企業と連携してサポートを行うなど、必要

な対応をワンストップで行っております。

このような中で、これまでの相談者からは、

「ＤＸに関する公的な相談窓口の存在はありが

たい」など、評価する声をいただいているとこ

ろであります。

開設から２か月で、既に78事○日髙陽一議員

業者から問合せがあるということで、関心の高

さがうかがえます。これからも丁寧に、それぞ

れの事業者の悩みに寄り添った相談対応をよろ

しくお願いします。

さて、産業ＤＸサポートセンターによる支援

がスタートしたことで、産業のデジタル化が加

速していくものと期待しておりますが、それぞ

れの事業者が抱えている課題や、求めるデジタ

ル化のレベル感は、それぞれ異なると思いま

す。

まずは、社内の意識啓発や担当者の育成など

の段階から支援が必要なケースもあれば、既に

具体的なシステム等の導入に向けた支援が必要

なケースもあるのではないかと思います。

そこで、県内産業のデジタル化に向けて、ど

のように取り組んでいくのか、総合政策部長に

お伺いいたします。

県内産業の○総合政策部長（重黒木 清君）

デジタル化を進めるためには、事業者の啓発・

理解促進、人材育成、デジタル技術等の導入と

いった、段階に応じた支援が必要であります。

このため、まず啓発・理解促進としまして、

様々な先進事例等を紹介する「ＤＸセミナー」

を年６回実施しております。

次に、人材育成としまして、実践的な連続講

座の「ＤＸ塾」のほか、経営層や一般従業員な

ど、それぞれに必要なデジタル技術を学ぶリス

キリング研修を実施しております。

最後に、デジタル技術等の導入支援としまし

て、ペーパーレス化のようなデジタル化の一歩

目や、ＡＩ等の高度な技術を活用した需要予測

システムなど、事業者のレベルに合わせた補助

事業を実施しております。

産業ＤＸサポートセンターとこれらの支援メ

ニューを組み合わせることで、県内産業のデジ

タル化をしっかりと後押ししてまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

次に、交通政策に関する質問を進めてまいり

ます。

まず、ローカル鉄道の再構築について伺いま

す。
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人口減少や新型コロナウイルスの影響によ

り、公共交通機関の利用者数は大きく減少した

ところであり、中でも大きな赤字が生じている

ローカル鉄道について、国は有識者検討会を立

ち上げるなど、昨年来、その在り方を検討して

きました。

また、国は必要な法改正等を行い、先日、再

構築を進める上での基本方針を公表しました

が、これによりますと、再構築の対象は、輸送

密度4,000人未満の線区か否かを目安とした上

で、当面、拠点都市間を特急列車が結ぶ線区な

どは対象外とし、特に利用者の少ない1,000人未

満の線区から優先し、対応するとのことです。

この方針に基づけば、本県では、ＪＲ吉都線

及び日南線「油津－志布志間」等が、再構築の

優先対象になるものと見込まれますが、ローカ

ル鉄道の再構築に関する国の動きを受けて、県

として今後どのように対応していくのか、知事

にお伺いいたします。

県におきましては、こ○知事（河野俊嗣君）

れまで、沿線自治体と連携し、鉄道の利用促進

や路線の維持に向けた要望活動に取り組むとと

もに、特に利用者数が少なく、これまでも度々

災害に見舞われてまいりましたＪＲ日南線「油

津－志布志間」につきましては、被災した際に

復旧が難しい場合なども想定し、他県の事例を

研究するなど、将来を見据えた取組も進めてき

ているところであります。

このような中、今回のローカル鉄道の再構築

は、利便性と持続可能性の高い地域公共交通を

維持するため、「廃止ありき」「存続ありき」

といった前提を置かず、国が主体となって、鉄

道の在り方について関係者間の協議を促すもの

でありまして、人口減少等が進む中、一定の評

価をしているところであります。

一方、ＪＲ吉都線や日南線は、県民の日常生

活や観光面において大きな役割を果たしており

ます。長年親しまれた交通機関でもありますの

で、県としましては、沿線自治体やＪＲ九州の

考えを十分伺いながら、必要な対応を行ってま

いります。

この吉都線と日南線は、いず○日髙陽一議員

れも住民の日常生活になくてはならない重要な

移動手段であります。先ほど知事がおっしゃっ

たように、沿線自治体やＪＲ九州とも十分に意

思疎通を図っていただき、慎重に対応していた

だくようお願いいたします。

また、２月のＷＢＣ侍ジャパンの合宿で、日

南線を利用した県外のお客様からは、交通系の

ＩＣカードが使えず、大変不便を感じたという

声も伺っております。路線維持に加えて、利用

者の利便性向上への対応も、引き続きよろしく

お願いいたします。

続いて、バスを中心とした地域公共交通計画

について伺います。

鉄道と同様、バスは地域住民にとって重要な

移動手段であり、このうち、複数の市町村をま

たぐ地域間幹線バスについては、県、市町村、

バス事業者において、運行形態の見直しに向け

た議論が重ねられています。

また、県においては、昨年度から宮崎県地域

公共交通計画の策定に取り組まれており、６月

議会では、常任委員会において、計画の骨子等

について報告があったところでありますが、先

ほど申し上げたとおり、バスは住民にとって重

要な移動手段であり、特に地域間幹線バスは、

本県交通網の骨格をなすものであります。

そこで、地域公共交通計画の策定について、

今後どのように進めていくのか、総合政策部長

にお伺いいたします。
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宮崎県地域○総合政策部長（重黒木 清君）

公共交通計画につきましては、本年６月末に開

催した、行政、事業者、利用者代表等から成る

地域公共交通協議会におきまして、計画の骨子

を審議するなど、順次、策定作業を進めている

ところであります。

計画の中では、「人口減少等に伴う利用者数

の減少」をはじめ、「高齢化の進展に対応した

移動環境の整備」「移動実態・ニーズを的確に

捉えた地域公共交通サービスの提供」「運転士

不足、交通事業者・行政負担の増加への対応」

の４点を課題として整理して、現在、解決に向

けた施策や取組について検討を行っているとこ

ろでございます。

また、昨年来、取り組んでおります地域間幹

線バスの見直しにつきましても、改めて市町村

やバス事業者と方向性を協議しているところで

あり、今後、これらの内容を取りまとめ、パブ

リックコメントを実施した上で、年度内の策定

を目指してまいります。

人口減少やライフスタイルの○日髙陽一議員

変化が進む中、どのように移動手段を確保して

いくか、非常に難しい問題でありますけれど

も、しっかりと対応をよろしくお願いいたしま

す。

続いて、長距離カーフェリーについてお伺い

いたします。

宮崎カーフェリーにおきましては、コロナ禍

において厳しい経営状況が続いておりました

が、令和４年度の決算では、新船効果や行動制

限の緩和により、貨物・旅客の回復などもあ

り、３期ぶりの黒字決算を計上したとお聞きい

たしました。

このような中、トラックドライバーの時間外

労働時間が制限される、いわゆる「物流の2024

年問題」によって、海上輸送へのモーダルシフ

トが注目されており、本県と関西を結ぶ長距離

フェリー航路は、その受皿になることが期待さ

れております。

そこで、「物流の2024年問題」もある中、宮

崎カーフェリーは今後どのような方向性で取り

組んでいくつもりなのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

宮崎カー○総合政策部長（重黒木 清君）

フェリーでは、「物流の2024年問題」を海上輸

送への転換期と捉え、「2024年問題への対応と

新規顧客の開拓」を貨物営業の戦略に掲げ、乗

船実績が少ない地域への営業活動を積極的に展

開し、新規顧客の獲得を進めております。

また、県としましても、本年６月の補正予算

におきまして、トラック事業者が長距離フェ

リーを利用する際の高速道路利用料の助成のほ

か、陸送から本県航路に転換した際に助成を行

うなど、モーダルシフトを推進するための施策

を展開しております。

「物流の2024年問題」は、現在のトラックに

よる陸上中心の輸送体系が海上輸送へシフトす

る契機になると考えておりますので、今後とも

宮崎カーフェリーとの連携を図りながら、モー

ダルシフトを推進してまいります。

次に、農業政策に関する質問○日髙陽一議員

を進めてまいります。

まず、Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機とした取

組について伺います。

４月に開催されたＧ７宮崎農業大臣会合で

は、ロシアのウクライナ侵攻に端を発し、世界

的な課題となった食料安全保障の強化に向け、

Ｇ７各国による議論が交わされました。

本会合での議論の結果、今後の農業・食料政

策の方向性として、自国の生産資源を持続可能
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な形で活用すること、農業の生産性向上と持続

可能性の両立、あらゆる形のイノベーションに

より農業の持続可能性を向上させることについ

て、共通認識が得られ、これらを進めていくた

めに、「宮崎アクション」が採択されました。

全国有数の食料供給基地、また会合の開催県

として、本県が「宮崎アクション」の実践に積

極的に取り組むべきだと思いますし、知事も、

農業の持続性向上に向け、全国のモデルとなる

よう取り組んでいく旨を発言されております。

本県の農業をさらに成長・発展させていくた

めには、生産性を向上させながら、持続性の向

上にも取り組んでいくことが大変重要だと考え

ます。

そこで、Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機とし

て、本県農業の成長に向け、どのような取組を

進めているのか、知事にお伺いいたします。

世界的に食料安全保障○知事（河野俊嗣君）

が大きく課題になる中で、全国を代表する農業

県、本県でこのような農業大臣会合が開催され

たことは、改めて意義深いものがあると考えて

おりますし、その成果を将来につないでいく必

要があると考えております。

本県農業が今後とも成長していくためには、

生産性の向上はもとより、持続性の向上にも積

極的に取り組んでいく必要があると考えており

ます。

このため、既存の農業技術に加えまして、

「宮崎アクション」にも掲げられたように、新

たな発想や革新的な技術を取り込み、新しい価

値を生み出す、いわゆるイノベーションの創出

に向けて、全国に先駆けて取り組んでいるとこ

ろであります。

具体的には、この農業大臣会合を契機としま

して、民間企業等と複数の連携協定を締結を

し、企業等が有するアイデアや技術により、化

学肥料から有機肥料への転換や、家畜排せつ物

のさらなる有効活用など、新しい取組を進めて

いるところであります。

また、今月、生産者や県内外の企業が参画す

るプラットフォームを設立いたしました。この

プラットフォームをベースとしまして、多様な

事業者の連携を促すことで、農業におけるイノ

ベーションをさらに加速してまいります。

これらを通じて、より生産力が高く、持続可

能なみやざき農業の実現に向けて、しっかりと

取り組んでまいります。

本県がこれからも全国有数の○日髙陽一議員

食料供給基地として発展し続けるよう、しっか

りと取り組んでいただきますよう、よろしくお

願いいたします。

続いて、農業における人材確保について伺い

ます。

食料安全保障の議論が進展する中、本県の基

幹産業である農業を今後維持していくために

は、人材の確保が何よりも大切です。

本県農業は、経営規模の拡大が進む一方で、

人手不足の中、雇用者の確保に大変苦労してお

ります。特に外国人材は、近年、日本で働くメ

リットが低下し、現地での募集自体が難しく

なっているという話を聞いております。

また、現在、国において技能実習制度等の見

直しに向けた検討が進められており、人材確保

を目的とした新たな制度の創設などについて、

近く方向性が示される予定となっております。

このように課題や状況が変化する中、７月上

旬に知事はベトナムを訪問しましたが、農業人

材の確保に向けた訪問の成果について、知事に

お伺いいたします。

私自身、今回、初めて○知事（河野俊嗣君）
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ベトナムを訪問しまして、県と連携合意を締結

しておりますナムディン省や、ベトナム国立農

業大学の方々と交流することができ、大変有意

義な機会となりました。

ナムディン省では、コロナ禍で十分な交流が

できない状況が続いておりましたが、その交流

を再開させるべく、ナムディン省の知事や人民

評議会議長と意見交換を行い、早速、先週、ナ

ムディン省の議長や副知事など関係者が来県し

て、農業高校や法人等を視察されたところであ

ります。

また、ベトナム国立農業大学では、昨年、連

携協定を締結し、ラン学長と再会して意見交換

をするとともに、今年末から本県での実習を予

定し、今現在、来日に向けて準備を進めており

ます宮崎クラスの13名の学生、またその他の学

生や学校関係者に対し、私自ら、本県の農業、

そして本県の魅力について講義を行ったところ

であります。

一方で、現地では、円安の影響や賃金面か

ら、日本ではなく、台湾や韓国を選ぶ若者が増

えていると伺いました。黙っていてもそういっ

た人材が確保できるというようなことではな

く、緊張感を持って取組を進めていく必要があ

ると考えたところでありまして、今後は、県内

の受入れ環境をさらに整えるとともに、様々な

交流の中で、温暖な気候や生活のしやすさ、食

や観光など、宮崎の魅力をしっかりとアピール

して、選ばれる宮崎となるよう取り組んでまい

ります。

今年は、日本とベトナムの外○日髙陽一議員

交関係樹立50周年という歴史的な節目でありま

して、このタイミングを逃さず知事が訪問され

たことは、本県の積極性を示す、いい機会で

あったと思います。

今後、国内外での人材確保の競争は激しく

なっていくと思われますが、人と人との信頼関

係を築きながら、着実に確保につなげるよう、

今後の取組をよろしくお願いいたします。

続いて、試験場の試験研究についてお伺いい

たします。

本県には、農業、畜産、水産において、それ

ぞれ試験場が整備されており、これまで、農畜

水産業のスマート化や新奇病害虫などの危機事

象に対応した技術開発、そして加工用米等の需

要ニーズに対応した新品種育成など、多くの研

究成果を上げられ、本県の農畜水産業の発展に

貢献されてきました。

引き続き本県の農畜水産業が発展するには、

試験場が果たす役割が非常に大きいものと考え

ており、地域が抱える課題の解決、他県の産地

に負けない技術等の開発を進め、これらを速や

かに生産現場に定着させていくことが重要だと

思っております。

そこで、農政水産部が所管する試験場の研究

方針と、総合農業試験場の本年度の取組につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

まず、試験場○農政水産部長（久保昌広君）

の研究方針につきましては、新時代の扉を開く

技術開発拠点として、また、広く県民に親しま

れる開かれた試験場として、高度な革新的技術

で、生産現場の期待に応える研究開発を目指し

ております。

次に、総合農業試験場の本年度の取組としま

しては、施設キュウリにおいて、生産性の高い

養液栽培のコスト低減を図る技術の確立や、お

茶の機能性成分に着目した付加価値を高める製

茶技術の開発、さらに、暑さに強く、日もちの

よいスイートピーの新品種育成等を行っており

ます。
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また、今年度から、研究成果の迅速な普及に

向け、研究員が直接現地に出向き、普及指導員

と連携した現地指導を実施するなど、生産現場

に寄り添った活動を新たに開始したところで

す。

総合農業試験場が本年度か○日髙陽一議員

ら、研究成果を迅速に普及させるため、新たな

活動を開始されたとのことですが、この取組に

よって、生産現場と試験場の連携強化が一層進

みまして、本県農業の強みになっていくことを

期待しておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

続いて、耕種農業の産出額について伺いま

す。

本県農業の産出額は3,478億円で、全国４位を

誇りますが、米・野菜・果樹生産など、いわゆ

る耕種部門については、平成６年の1,865億円を

ピークに、直近の令和３年には1,139億円と、

ピーク時の61％まで減少しております。

このため県では、第八次宮崎県農業・農村振

興長期計画において、目標年の令和７年には、

基準となる平成30年の産出額から100億円アップ

させる目標を掲げており、さらに令和４年度か

らは、目標の達成に向けて、県内関係者が一体

となって取り組む機運を醸成するため、取組内

容である施設園芸の収量向上の「Ｓ」、水稲経

営の規模拡大の「Ｓ」、露地園芸の作付拡大の

「Ｒ」の頭文字から銘打った「ＳＳＲ運動」を

展開されております。

近年、燃油・資材の高騰や台風等の自然災害

による被害など、耕種農業を取り巻く環境が大

変厳しい中、ＳＳＲ運動の取組を具現化しなが

ら、この状況に負けない力強い農業経営体や産

地の育成を図り、農家所得を向上させていく必

要があると考えております。

そこで、耕種農業の産出額アップに向けた取

組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、県では、耕種農業の産出額アップに向け、

「ＳＳＲ運動」を令和４年度から展開しており

ます。

具体的には、施設園芸では、デジタル化によ

る収量向上を図るため、ハウス内の環境データ

を集約し活用する、共有基盤の整備に取り組ん

でおります。

また、水稲経営では、農地の集約や区画拡大

等により、経営面積30ヘクタール以上の経営体

数が増加しております。

さらに、露地園芸では、加工・業務用野菜に

おける作業の機械化・分業化を支援し、機械作

業の受委託を前提とした契約取引の拡大を進め

ているところです。

今後とも、生産性の向上につながる取組を着

実に推進しながら、耕種農業の産出額アップに

取り組んでまいります。

続いて、お米の価格について○日髙陽一議員

伺います。

近年の米価は、国内の人口減少に加え、食卓

で米離れや、コロナ禍で外食向けの需要減少、

ブランド米をはじめとする価格競争の激化の影

響などにより、低迷が続いています。

国の報告によりますと、玄米60キログラムの

米価は、特にコロナ禍前後では、約12％低下し

ております。

さらに、最近の食料品の消費者物価は上昇傾

向にありますが、国内自給率の高い米価は値が

上がりにくく、稲作農家の経営はますます厳し

い状況にあります。

そこで、米価低迷に対する県の取組につい
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て、農政水産部長にお伺いいたします。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、米価の長引く低迷は、稲作農家の経営に大

きな影響を与えております。

米価は、全国的な需給バランス等で決定され

ますので、県では、国や市町村等と連携し、適

正な生産量の達成に向けた取組を進めておりま

す。

また、県独自の取組として、県内でのスポー

ツイベントや、高校の部活動等への新米の提供

によるＰＲ活動、学校給食における利用促進、

さらには、今後需要の増加が見込まれる外食産

業等との契約販売の拡大を推進しているところ

です。

今後とも、米の需給動向を注視しながら、需

要に応じた米の生産を図るとともに、県産米の

販売強化に取り組んでまいります。

食料自給率向上に貢献する米○日髙陽一議員

の価格低迷は、生産現場から食卓、外食産業ま

で大きく影響する重大な問題であります。需給

動向を注視しまして、引き続き対策をよろしく

お願いいたします。

続いて、生産資材の価格高騰対策について伺

います。

コロナ禍による世界的な物流の混乱や、ウク

ライナをめぐる情勢、円安の大幅な進行等の影

響により、重油などの燃料や、ビニールやマル

チなどの被覆資材、原料の海外依存度が高い化

学肥料等の価格が高騰し続けているため、県内

農業者の経営に大きな影響を及ぼしています。

現在、これらの農業生産資材費の上昇分を販

売価格に転嫁する制度や仕組みが必要との声が

聞かれるところでありますが、まだこれらの制

度が整備されていない状況を考えますと、農業

経営にダメージを受けている農業者に対し、直

接、負担軽減が図られる支援を届けることが重

要だと考えております。

そこで、燃料や資材、肥料の価格高騰に対し

て、県ではどのような支援に取り組んでいるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

農業における○農政水産部長（久保昌広君）

価格高騰対策につきましては、昨年度に引き続

き、今年度も６月補正予算において必要な対策

を措置したところです。

燃料については、国のセーフティネット構築

事業に参加する農家の積立金相当額の一部を支

援するとともに、ビニール等の資材について

は、価格上昇分の２分の１程度を支援しており

ます。

また、肥料については、国が行う価格上昇分

の７割を支援する事業に、15％の上乗せ補助を

実施しています。

現在、農業者等からの申請受付や交付決定な

ど、早期実施に取り組んでおり、今後も、価格

高騰の状況や国の動向も注視しながら、農業者

の負担軽減につながる支援を行ってまいりま

す。

続いて、肉用牛繁殖農家への○日髙陽一議員

支援についてお伺いします。

最近の子牛価格の相場は昨年よりも大幅に低

下して推移しており、また、配合飼料をはじめ

生産資材価格の高止まりが続く中、肉用牛繁殖

農家を取り巻く環境は一層厳しさを増し、農家

からは、この状況が続けば経営を継続できない

との声も聞きます。

このような状況を踏まえ、肉用牛繁殖農家に

対しては、国は今年の１月から、和子牛生産者

臨時経営支援事業により、地域ブロック別での

四半期における平均子牛価格が60万円を下回っ

たとき、その差額の４分の３を補塡していま
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す。

このような中、国は、今の厳しい農家の窮状

を救済するために、地域ブロック別の平均子牛

価格が、従来から実施されている肉用子牛生産

者補給金制度の保証基準価格を下回り、さらに

全国平均を下回った場合にも、追加して補塡す

る支援を８月に発表したところであります。

私は、県内の肉用牛繁殖農家の大変厳しい経

営環境の状況を考えると、この国の支援事業の

拡大は、農家の不安解消につながるいい施策だ

と思います。

知事は、国の生産者支援策をどう評価して、

また県として今後どのような施策に取り組んで

いくのかお伺いいたします。

最近の子牛価格の低迷○知事（河野俊嗣君）

は、本県肉用牛の生産基盤の弱体化を招きかね

ないと、大変危惧しているところであります。

私も年が明けてから県内全ての家畜市場を回

りましたが、足元の厳しい状況を訴える声、ま

た今後の経営に対する不安の声、様々な声を

伺っております。

このような中、国では、御指摘がありました

ような、従来からの肉用子牛生産者補給金制度

に加えまして、今年１月から和子牛生産者臨時

経営支援事業を措置し、８月には、子牛価格の

さらなる下落を踏まえ、地域ブロック別の平均

価格が全国平均を下回った場合にも、補助金を

上乗せすることが発表されたところでありま

す。

迅速な対応に感謝するとともに、この支援拡

充は、農家の不安にしっかりと応えていただく

もので、本県としても、とてもありがたく、高

く評価しているところであります。

県としましても、今議会におきまして、国の

和子牛生産者臨時経営支援事業に合わせた県独

自の上乗せ補助や、高齢母牛更新の支援事業を

お願いしているところであります。

今後とも、国・県・市町村・関係団体が一丸

となって、農家の声を伺いながら、本県肉用牛

の生産基盤の維持・強化に努めてまいります。

続いて、豚熱対策について伺○日髙陽一議員

います。

先月８月30日に、佐賀県の養豚農場において

家畜伝染病である豚熱が発生し、翌日にも１万

頭規模の大規模農場で豚熱の発生が確認されま

した。

平成30年９月に、岐阜県において国内では26

年ぶりに発生し、それ以降、本州と沖縄の養豚

農場において継続的に発生していましたが、平

成30年以降、九州初となる発生が佐賀県で確認

されたところです。

この豚熱は、県内養豚農場において発生した

場合、本県は全国でも有数の養豚地帯であるこ

とから、畜産だけでなく、地域経済にも甚大な

影響を与えることが予想されます。

今回、佐賀県の農場で豚熱が続発し、九州に

おいて発生リスクが高まっている状況にあるこ

とから、９月５日に本県を含む九州７県がワク

チン接種推奨地域に設定されました。

そこで、佐賀県での豚熱の発生を受けて、本

県における養豚農場での豚熱対策について、知

事にお伺いいたします。

先月末、佐賀県におい○知事（河野俊嗣君）

て豚熱が確認される事態に至ったことを受けま

して、過去、口蹄疫も経験し、そして豚の飼育

頭数が全国第２位である本県では、養豚農家の

みならず、関係者にも非常に危機感が高まって

いるところであります。

このため県では、直ちに養豚農家や関係者を

参集して緊急防疫会議を開催し、改めて飼養衛
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生管理基準の遵守の徹底や早期通報等の指導を

行ったところであります。

また、早期のワクチン接種体制構築のため、

ワクチン接種を担う登録飼養衛生管理者を養成

する研修会を、９月から実施しているところで

あります。

今般、国が本県を含む九州７県をワクチン接

種推奨地域に設定したことを踏まえ、接種体制

の構築や資材の準備等を早急に行い、九州各県

とも連携しながら、接種開始の時期を可能な限

り前倒しし、今月中のワクチン接種のスタート

を目指しているところであります。

さらに、野生イノシシでの感染状況調査も対

象頭数を増やして行うなど、最大限の緊張感を

持って、防疫体制の強化にしっかり取り組んで

まいります。

豚熱侵入防止に向けて、引き○日髙陽一議員

続き高いレベルでの防疫対策に、関係機関と連

携しながら、しっかりと取り組んでいただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

続いて、地域計画について伺います。

昨年度、農業経営基盤強化促進法等が一部改

正となり、地域の協議により、将来の農地利用

の姿を明確化する地域計画を、市町村が令和６

年度までに策定することとなり、現在、県内各

地域でも、策定に向けた取組が始まっておりま

す。

農家の高齢化や担い手不足等の深刻な問題が

ある中で、地域計画は、意欲のある担い手への

農地集積・集約化などにより農地利用の最適化

を進め、10年後の地域農業の在り方を示す大変

重要な計画であり、それぞれの地域で十分議論

されることが必要であります。

このように地域農業の将来を築く上で大変重

要となる地域計画の策定に当たっては、市町村

任せにすることなく、県もしっかりと後押しし

ていくことが大切であります。

市町村が地域計画を作成するに当たり、県と

してどのように支援していくのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

地域計画につ○農政水産部長（久保昌広君）

きましては、市町村が主体となって、それぞれ

の地域の農業者や関係機関と連携しながら、令

和６年度までの策定に向けて取組が進められて

おります。

県では、昨年12月に策定に向けた実施方針を

定め、地域での推進体制の在り方や計画策定の

手順等を示すとともに、本庁及び西臼杵支庁、

各農林振興局に支援チームを設置するなど、各

市町村の取組を支援してきたところです。

これらの取組に加えて、現在、県内17市町

村20地域で先行モデルの構築を関係機関と連携

しながら進めております。このモデル構築で蓄

積したノウハウも生かしながら、地域の実情に

応じた将来の農業の在り方をしっかりと描いて

いけるよう、引き続き市町村を支援してまいり

ます。

地域計画は策定するだけにと○日髙陽一議員

どまらず、その後の実現に向けた取組が非常に

重要になってくると思います。

実現するためには、農地集約・集積に向け

て、農地を大きくしたい、道路を広くしたいと

いった圃場整備の話など、様々な課題が浮き彫

りになってくると思います。

圃場整備については、私も地区の農家の方か

ら、いろいろな相談を受けております。農家の

仲間は皆、地域農業に危機感を抱いておりま

す。

今後、農業の担い手が高齢化・減少していく

中で、少ない人数でも産地の生産力を維持・強
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化していくためには、大型機械などによる効率

的な農業に転換していく必要があり、これらの

導入を実現する圃場整備は、必要不可欠な事業

だと考えております。

そこで、地域計画を実現するための圃場整備

について、県はどのように取り組んでいくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

地域計画を実○農政水産部長（久保昌広君）

現するためには、担い手への農地の集積や集約

を加速化させる圃場整備などの基盤整備は、大

変重要な取組であります。

圃場整備には、農道拡幅や用排水路整備、換

地による農地集約、さらには畦畔除去による区

画拡大等、様々な手法があり、それぞれの地域

計画に応じて事業を実施する必要があります。

県では今年度、農政水産部内に、地域計画の

策定から実現までを一体的に推進するために、

新たに農村振興局を設置したところですが、こ

の農村振興局が中心となって、市町村や土地改

良区等の関係機関と連携しながら、地域ビジョ

ンに沿った事業計画を提案するなど、地域計画

の実現に向けた圃場整備の推進に積極的に取り

組んでいるところです。

続いて、農業用ため池につい○日髙陽一議員

て伺います。

近年、全国的に線状降水帯や台風などによる

豪雨等で、多くの農業用ため池が被災し、甚大

な被害が発生しております。

７月、ＮＨＫのニュースウォッチ９におい

て、「西日本豪雨から５年 農業用ため池決壊

のリスク」と題し、ため池の決壊とその危険性

が報道されました。

この中で、全国のため池はおよそ５万5,000か

所、その多くが江戸時代以前に造られ、老朽化

が進んでいるものの、劣化などの調査は全体の

半数、約２万7,000か所しか行われておらず、予

算確保やマンパワー不足などから、対策が遅れ

ているとの印象を受けました。

また、ハード対策に時間がかかる現状で、決

壊したとしても、命を守るための対策も重要と

の専門家の意見もありました。

本県のため池は、周辺が都市化や混住化が進

んでいるところも多く存在しています。決して

人ごとではなく、身近に潜む危険ではないかと

思われます。

そこで、県内における農業用ため池の防災対

策の進捗状況について、農政水産部長にお伺い

いたします。

本県では、655○農政水産部長（久保昌広君）

か所の農業用ため池のうち、422か所を「ため池

特措法」に基づき、防災重点農業用ため池に指

定し、決壊した場合の影響度や危険性などを考

慮して、51か所の対策工事を優先的に進めてい

るところであります。

一方で、未着手のため池については、劣化に

よる安全性を検証するための調査を進めてお

り、現在７割に着手し、令和７年度末には調査

完了の見込みです。

今後、対象工事に順次着手する予定ですが、

完了には期間を要することから、災害時の備え

として、令和６年度までに全ての防災重点農業

用ため池でハザードマップを作成するなど、引

き続き関係市町と連携して、ハード・ソフトの

両面から、ため池の防災対策に取り組んでまい

ります。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

次に、教育政策に関する質問を進めてまいり

ます。

７月末に全国学力・学習状況調査の結果が公

表されました。ここ数年、本県の子供たちの学
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力は「全国平均を下回った」と報道されること

があります。

正答率などで表される学力はもちろん大事で

すが、それよりも、今の子供たちが生きる未来

は予測困難な時代と言われ、そのような時代を

生き抜くためには、物事に対する意欲やコミュ

ニケーション力、人を思いやる心などの非認知

能力を子供たちに身につけさせていくことが、

これからは大変重要になってくるのではないか

と考えております。

子供たち自身が「やってみよう」「みんなで

話し合って考えてみよう」と、課題解決に向け

て意欲的に取り組んだり、友達と協力し合って

学んだりするなど、いわゆる「学びに向かう

力」の育成が必要であり、そこに着目していく

ことが、結果的に正答率等で表される学力につ

ながっていくのではないかと考えております。

そこで、全国学力・学習状況調査の結果か

ら、「学びに向かう力」を育成することが大切

だと考えますが、教育長の見解をお伺いいたし

ます。

本年度の調査結果○教育長（黒木淳一郎君）

から、自ら課題の解決に取り組んだり、他者と

学び合ったりする児童生徒ほど、教科の正答率

も高く、議員の御指摘にもありましたとおり、

子供たちの「学びに向かう力」の育成が重要で

あると捉えております。

県教育委員会といたしましては、今年度より

「ひなたの学び」として、問いを持つこと、仲

間と学び合うこと、深く考えることを、目指す

子供の学びの姿と整理し、授業改善等に取り組

んでいるところであります。

今後も、市町村教育委員会をはじめ、学校や

家庭、地域等が一体となって、幼稚園から高

校、特別支援学校までの全ての学びの場におい

て、「学びに向かう力」の育成を推進してまい

ります。

ぜひ、子供たちの「学びに向○日髙陽一議員

かう力」の育成について、一層の推進をよろし

くお願いいたします。

続いて、教育の情報化の取組についてであり

ます。

文部科学省が令和元年12月にＧＩＧＡスクー

ル構想を打ち出し、本県では１人１台端末環境

での学習が、小中学校段階では令和３年度か

ら、高校でも令和４年の入学生からスタートし

ております。

私も学校に視察に参りましたが、１人１台端

末を使って生き生きと授業を受けている多くの

子供たちの姿を見ることができ、また、熱心に

授業を行っている先生方の話を伺い、ＩＣＴの

活用が進んでいる状況を確認する機会がありま

した。

一方で、ＩＣＴの活用については、地域や学

校の取組状況に違いが見られ、授業を行うに当

たって、先生たちがＩＣＴの活用方法に戸惑っ

てしまったりするなど、課題も見えてきている

のではないかと思います。

今後ますます進展していく情報社会を生き抜

く子供たちを育成していくためには、先生方の

ＩＣＴを活用した指導力の向上が非常に重要に

なると考えます。

本県における教員のＩＣＴ活用指導力につい

て、現状を教育長にお伺いいたします。

本県におけるＧＩ○教育長（黒木淳一郎君）

ＧＡスクール構想に基づく、１人１台端末の活

用がスタートして３年目を迎えますが、これま

でモデル授業の公開や教員の能力に応じた研修

を実施したことにより、本県教員のＩＣＴ活用

指導力は、県の調査においても着実に向上して
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おります。

一方で、各学校での取組状況の違いや、進級

・進学による学びの継続の課題等が見えてきた

ことから、今年度は、県内を７つのエリアに分

け、小・中・高・特別支援学校の垣根を越えた

ＩＣＴ教育エリアミーティングを新たに実施

し、情報の共有と改善への研修を行っておりま

す。

今後とも、宮崎県「教育の情報化」推進プラ

ンに基づき、教員の指導力の向上にしっかり取

り組んでまいります。

先生方が忙しい中でも、児童○日髙陽一議員

生徒のために研究や研修などに御尽力されてい

ることが分かりました。

子供たちは、小・中・高、どの段階において

も、切れ目なくＩＣＴを活用することとなりま

す。そのため、先生方が垣根を越えて情報を共

有することは、とても有効だと思いますので、

ＩＣＴ教育エリアミーティング等の有意義な取

組をぜひ進めていってもらいたいと思います。

さて、ＩＣＴ活用を推進していくためには、

ハード面の整備も重要だと考えております。

ＧＩＧＡスクール構想により、県内各学校に

おいても、大容量ネットワークや１人１台端末

の整備が進められておりますが、運用していく

上で、ＩＣＴ環境整備面において問題はないの

か、気になるところでございます。

そこで、学校におけるＩＣＴ環境整備の現状

と今後の課題について、教育長にお伺いいたし

ます。

１人１台端末や高○教育長（黒木淳一郎君）

速大容量の通信ネットワークの導入によって、

学校における環境整備は、ほぼ計画どおりに進

んでおります。これまで市町村によって様々な

環境にあった校務を支援するシステムも整って

きたところであります。

現在、市町村からは、端末の更新費用やライ

センス料等の維持管理費について、その負担を

国に働きかけるよう、随時要望を受けておりま

す。

県教育委員会といたしましては、これらのＩ

ＣＴ環境整備費に係る財政措置を、引き続きあ

らゆる機会を捉えて、国に要望してまいりま

す。

続いて、不登校の問題につい○日髙陽一議員

て伺います。

新型コロナの５類感染症への移行により、学

校は、授業や行事、スポーツイベント等もコロ

ナ前の風景を取り戻しつつあるようです。

一方、学校の課題としては、国の調査結果に

よりますと、本県における暴力やいじめは減少

したものの、不登校については増加傾向にあ

り、コロナ禍における影響がその一因となって

いるのではないかと考えているところでありま

す。

特に小学校の不登校児童の増加の割合が顕著

であると聞いておりますが、その現状と対策に

ついて、教育長にお伺いいたします。

本県の公立小学校○教育長（黒木淳一郎君）

における不登校児童数は、令和３年度は560人

で、５年前と比較すると、約2.7倍の増加となっ

ております。

県教育委員会では、児童生徒の悩みに対応す

るために、スクールカウンセラーなどの専門ス

タッフの配置・派遣や、24時間子供ＳＯＳダイ

ヤル、ＳＮＳ等による教育相談窓口を設置して

おります。

学校では、校内教育支援センターでの支援、

フリースクール等民間団体・施設との連携、Ｉ

ＣＴ等を活用した学習支援など、多様な手だて
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を講じているところであります。令和４年度か

らは、新たに小学校専任のカウンセラーを配置

しております。

今後とも、市町村を支援しながら、小学校に

おける不登校対策の充実に取り組んでまいりま

す。

続いて、日本語指導について○日髙陽一議員

伺います。

法務省の資料によりますと、日本に在留する

外国人の数は、新型コロナによる入国制限等が

緩和されたことにより、回復傾向にあります。

こうした外国人の中には、日本の小学校や中

学校に通う年齢の子供たちと一緒に来日される

方もおり、そうした家庭の子供たちは、住んで

いる近くの小学校、中学校に通っていると聞い

ております。

調べてみると、外国人の子供たちは、保護者

が希望する場合、日本の義務教育が法律等で保

障されているようです。

この場合、外国の子供が日本の子供と一緒に

安心して学べるためには、日本語の指導などの

支援が必要と考えますが、本県内の学校におけ

る児童生徒への支援の現状と今後の対応につい

て、教育長にお伺いいたします。

本県の公立小中学○教育長（黒木淳一郎君）

校における日本語指導が必要な児童生徒数は、

令和５年３月末現在で、８市４町に76名在籍し

ております。

このような中、県教育委員会といたしまして

は、約７割の特に支援が必要な児童生徒に対し

まして、国の加配を活用した日本語指導支援教

員等を配置し、学習支援や通訳等のサポートを

行っております。

現在、支援の必要な児童生徒数は増加傾向に

あることから、今後は対象となる全ての児童生

徒の支援に向け、市町村や関係機関等と協議会

を設けるなど、効果的な支援の在り方について

取組を進めてまいります。

ぜひ日本語指導を必要とする○日髙陽一議員

全ての児童生徒が、安心して学べる環境づくり

に取り組んでいただきますよう、よろしくお願

いします。

また、所得水準を世界的に見て、アメリカ

が10と考えたときに、ヨーロッパは９、韓国が

７、日本は５だそうです。その日本の中でも、

東京に比べると稼ぐには厳しいこの宮崎です。

金銭面ではなく、しっかりとサポートできる体

制を整えることが大切だと思います。

これは警察行政になりますけれども、運転免

許の試験に関しても、外国の方が今受けると、

事前面接など２か月待ちで、試験の言語も英語

しかありません。インドネシアやフィリピンな

どの英語圏以外の国の方が、県外まで試験を受

けに行くそうです。いろいろな部分で住みやす

い環境への改善をよろしくお願いしたいと思い

ます。

続いて、教師の人材確保についてお伺いいた

します。

社会は、刻一刻と目まぐるしく変化しており

ます。そのような中で、学校教育には、子供た

ちが変化の激しい社会を生き抜いていく力を身

につけ、将来を担う人材として育成する大切な

役割があり、その直接の担い手が教師であると

認識しているところであります。

しかしながら、令和５年６月の文部科学省の

発表によりますと、全国における教育委員会

の43％が、教師不足の現状を「悪化している」

と回答しております。昨今の教師不足、教師の

成り手不足の問題には、私も大きな危機感を抱

いております。
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そこでまず、教員採用試験における受験者数

の現状について、教育長にお伺いいたします。

本県における教員○教育長（黒木淳一郎君）

採用選考試験の受験者数につきましては、全国

と同様、年々減少傾向にありまして、県教育委

員会におきましては、この現状を大変重く受け

止めているところであります。

今年度、実施いたしました教員採用試験で

は、363人の募集人員に対し、受験者数は1,012

人となっております。

過去、受験者数が最も多かった平成23年度実

施の1,701人と比較しますと、約700人の減少と

なっております。

教育長の答弁にもありました○日髙陽一議員

が、12年前は教員を希望する人が1,700人を超え

ており、そこから年々減少傾向が続き、ここ数

年は厳しい状況にあるということです。

この受験者数の減少傾向が続いている、いわ

ゆる教師の成り手不足の要因について、教育長

にお伺いいたします。

本県の採用試験に○教育長（黒木淳一郎君）

おける受験者数減少の状況を分析しますと、受

験者に占める新規学卒者の数はほぼ変わらない

ものの、既卒者の数は大幅に減少しておりま

す。

これは、平成24年度以降、定年退職者が増加

したことに伴う採用枠の拡大で、講師等が順

次、正式採用となり、さらには、平成31年度の

年齢制限撤廃で、幅広い年齢層における講師等

の正式採用が一気に進んだことが、主な要因で

あると考えております。

また、教員免許保有者の中に、教師という仕

事に不安を持ち、受験に至らない者が一定数い

ることも、要因の一つと考えております。

県教育委員会として、教師の○日髙陽一議員

成り手不足解消のために、採用試験の見直しや

宮崎大学等との連携、県内の優れた指導力を有

する教師を新聞で連載するなど、現在も様々な

手だてを講じていることは認識しております

が、先ほどの要因を踏まえた上で、新たな取組

があればお聞かせください。

今、議員の御指摘○教育長（黒木淳一郎君）

にもありましたように、まずは宮崎で教師を目

指す人材を確実に確保するため、宮崎大学との

連携で「県教員希望枠」が拡大されたところで

あります。

また、本県教育の将来を担う中高生に対し

て、教師の魅力・夢に関して語り合う場として

「ひなた教師ドリームカフェ」を開催する等、

教師の魅力発信に取り組んでおります。

さらに、教員免許を持っていながら教職に就

いていない方々に対しまして、教師の仕事に対

する不安を解消するための説明会を新たに実施

いたしました。

なお、次年度の採用試験は、少しでも早く合

格通知が出せるように、試験日程を九州各県と

も調整いたしまして、３週間前倒しする予定で

あります。

今後とも、優秀な人材を一人でも多く確保で

きるよう取り組んでまいります。

教師の人材確保のため、現状○日髙陽一議員

を踏まえた上で、様々な取組を行っていること

について理解ができました。

一方で、学校における働き方改革も、学校教

育における大きな課題の一つであります。

現在、社会においては、働き方に関する価値

観やライフスタイルが多様化する中で、精神

的、肉体的、社会的によい状態である、いわゆ

るウェルビーイングの実現に向けた環境整備が

進められています。
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学校における子供のウェルビーイングの実現

のためには、教師自身がウェルビーイングを実

現することが必要であると考えますが、教育長

の考えをお伺いいたします。

学校における子供○教育長（黒木淳一郎君）

のウェルビーイングとは、子供たちが自らの存

在と成長を実感し、生き生きと学校生活を送る

ことと考えております。

また、その実現のためには、今議員の御指摘

にもありましたとおり、私も教師のウェルビー

イングの実現が欠かせないと考えております。

教師のウェルビーイングは、まずは教師自身

が心身ともに健康で、公私において充実した生

活を送ることが必要であり、さらに、教師の仕

事に誇りと生きがいを持って取り組むことで、

実現できるものだと考えております。

ウェルビーイングの実現により、子供も教師

も毎日、生き生きと学校の門をくぐることがで

きる、それが私の願いでもあります。そのため

にも、学校における働き方改革にしっかりと取

り組んでまいります。

教師のウェルビーイングが実○日髙陽一議員

現していくことで、学校はより魅力ある職場と

なり、担い手不足の解消にもつながると思いま

す。そのためにも、学校における働き方改革は

欠かせません。

今年３月に、第二期「学校における働き方改

革推進プラン」を策定されたと伺っておりま

す。平成31年度から昨年度まで実施した第一期

「学校における働き方改革推進プラン」では、

県内全ての学校で学校閉庁日が制定され、９割

を超える学校で週２日以上の部活動休養日が制

定されるなど、成果が上がっております。

今後、この第二期推進プランを基に、どのよ

うに学校における働き方改革に取り組んでいか

れるのか、教育長にお伺いいたします。

第二期「学校にお○教育長（黒木淳一郎君）

ける働き方改革推進プラン」では、第一期に引

き続き、教職員の業務改善と意識改革に取り組

んでまいります。

具体的には、まず管理職研修を一層充実させ

ます。さらに、スクール・サポート・スタッフ

等の活用や、教育のＤＸ化によって、長時間業

務解消に取り組みます。また、部活動の地域移

行に向けた指針の作成を含め、家庭や地域との

役割分担の協議をさらに進めてまいります。

10月実施の勤務状況調査においては、教職員

の声をより今後の施策に反映させるため、教師

のウェルビーイングの調査項目を新たに追加い

たします。

今後とも、学校における働き方改革に積極的

に取り組んでまいります。

働き方改革でありますが、こ○日髙陽一議員

の夏、県外のプールで男子児童が溺れて死亡す

る悲しい事故が起きました。この事故は学童保

育中に起きたものでありますが、学校現場にお

いても起こり得るものであります。教師にとっ

て、プール指導は、命を預かる大変リスクのあ

る授業であります。教師不足で一生懸命働いて

いる先生の負担を減らすためにも、プールの授

業を廃止すれば大きく改善するのではないで

しょうか。

プール指導を民間スクールに委託すること

で、より高い技術を学べますし、夏だけではな

く年間を通して学ぶことができます。先生の責

任負担もなくなりますし、プールの維持管理費

もなくなります。教師の負担軽減を様々な角度

から対策することも重要であると考えておりま

す。

先日、新聞の投稿欄で、中学時代の恩師との
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出会いにより、小学校教師を目指すようになっ

たという記事を拝見しました。その先生は母の

ような存在で、笑顔で明るく、生徒に寄り添っ

てくださる先生だったそうです。

本県には、教師としての誇りや、やりがいを

持って、目の前の子供たちのために尽力してい

る先生方が多く存在することを改めて感じた次

第です。今後とも、子供たち、そして教師お一

人お一人のウェルビーイングの実現に向けた取

組を進めていただきますよう、お願い申し上げ

ます。

続いて、自転車乗車時のヘルメット着用につ

いて伺います。

改正道路交通法において、今年４月から自転

車利用者のヘルメット着用が努力義務となりま

した。

全国的に自転車乗車時のヘルメット着用が、

社会的関心事となってきており、大人、子供を

問わず、自転車乗車時にヘルメットを着用し、

「自分の身は自分で守る」という理解が徐々に

進んでいるようであります。

本県では、全ての公立中学校で、自転車乗車

時のヘルメット着用が校則等に入っているよう

ですが、高校には、校則等によるヘルメット着

用に関する一律の取決めはないと聞いていま

す。

そこで、高校生のヘルメット着用の現状と学

校の取組について、教育長にお伺いいたしま

す。

４月以降、学校か○教育長（黒木淳一郎君）

らは、自主的にヘルメットを着用する高校生の

姿が少しずつ増えてきたとの報告を受けており

ます。

県教育委員会では、ヘルメット着用を促進す

るための３年計画の初年度として、今年度を着

用周知期間と位置づけ、学校への啓発や講演会

を実施するなどの取組を行っております。

各県立高校では、生徒会による意識調査やＰ

ＴＡからの着用の呼びかけ、中学校から高校ま

で使用できるヘルメットの導入を中学校と協議

するなど、学校の実態に応じた取組が始まって

おります。

県教育委員会といたしましては、生徒による

ルールメイキングを大切にし、校則等への位置

づけも含め、生徒が自ら命を守る行動ができる

よう、引き続きしっかり支援してまいります。

さて、先ほどヘルメット着用○日髙陽一議員

の話にも出てまいりましたが、校則についてで

す。各学校では、その見直しが進んでいると聞

いております。

文部科学省では、校則は、児童生徒が健全な

学校生活を送り、よりよく成長・発達していく

ために設けられているものとしており、社会通

念に照らして、合理的と見られる範囲内で、学

校や地域の実態に応じて定められているものと

説明しています。また、学校や地域の現状、社

会の変化等を踏まえて、絶えず見直しを求めて

いるようです。

そこで、この校則の見直しの現状について、

教育長にお伺いいたします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和２年度以降、県立学校に対して、校則

の見直しに関する通知文や、そのポイントをま

とめた資料を紹介し、積極的に見直しを進める

ように指導してまいりました。

各学校では、学級活動や生徒総会など様々な

場面で、校則についての話合いを行っておりま

す。その過程において、保護者アンケートを基

に、生徒と教師で協議した内容をＰＴＡ役員会

や学校評議員会等で示し、意見をいただくな
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ど、現在も髪型や服装に関する見直しは進めら

れております。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

校則の見直しを通じて、生徒のよりよい成長・

発達につなげてまいります。

続いて、宮崎海洋高校の実習○日髙陽一議員

船「進洋丸」について伺います。

本年３月に第６代目となる進洋丸が竣工しま

した。私は、４月の竣工式や７月の文教警察企

業常任委員会での調査の際に、船内を見学させ

ていただきましたが、その立派なたたずまいや

船内の随所に見られる新しい設備に感激いたし

ました。

この進洋丸の建造中は、コロナ禍やウクライ

ナ情勢の影響を受けて、資材が高騰したり、部

品の入荷が遅れたりするなど困難があったそう

ですが、最新の航海機器や冷凍装置、新たな排

ガス規制に対応した脱硝装置等が搭載されまし

て、すばらしい船が出来上がり、まさに本県の

新たな宝が誕生したものだと受け止めておりま

す。

そこで、この第６代進洋丸について、現在の

活用状況と今後の利活用について、教育長にお

伺いいたします。

第６代進洋丸は、○教育長（黒木淳一郎君）

多くの関係の皆様の御協力を得て、無事竣工い

たしました。心より感謝申し上げます。

４月の竣工式以来、生徒の乗船実習を７回行

い、種子島や神戸などに寄港いたしました。現

在は62日間にわたる長期乗船実習を行っており

まして、ハワイへの寄港を予定しております。

そのほか、５月にＮＴＴドコモと連携して、

海上の基地局としての防災訓練を実施し、また

６月からは、小学生をはじめとする一般の方を

対象とした、海に親しむための多目的航海を14

回実施したところであります。

今後は、通常の乗船実習に加えて、他の高校

や大学等と連携した海洋環境調査等にも取り組

むこととしております。

これからも、本県の海洋産業を担う人材の育

成はもちろん、より一層県民の船としての役割

も果たせるよう取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

続いて、読書の推進について伺います。

先日、文教警察企業常任委員会において、都

城市立図書館を視察させていただきました。と

てもすばらしい施設の中に、様々な仕掛けや工

夫が施されており、若い世代の利用者も多く見

られ、来館者数累計500万人という実績に納得し

たところでありました。

一方で、新聞報道によりますと、2020年度の

本県における公立図書館１人当たりの貸出し冊

数は2.6冊で、九州・沖縄で最下位、全国で45番

目ということでありました。

これは、県立図書館と市町村立図書館の貸出

し冊数についての数値ということであります

が、これから各地域の「知の拠点」として、ま

すます重要な役割を担う図書館としては、さら

に県民の方々が利用しやすい図書館を目指して

いく必要があるのではないかと感じています。

読書をする環境につきましては、各市町村の

施設や予算、立地等によって実態の違いがある

と思いますが、県としては、県立図書館を公立

図書館の中核として、県内どこでも、生涯にわ

たって読書に親しむことができる環境づくりを

支援していくことが大切ではないかと考えてお

ります。

そこで、お尋ねします。県は「読書県みやざ

き」を目指すとしておりますが、県内公立図書
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館の中核としての県立図書館の役割を踏まえ、

読書の推進について、県の取組状況を教育長に

お伺いいたします。

図書館は、地域住○教育長（黒木淳一郎君）

民の読書活動を支える拠点として、重要な役割

を担っておりますが、市町村によっては、様々

な支援が求められていると認識しております。

そのため、県立図書館では、県内の図書館を

ネットワークで結び、相互に図書の貸し借りが

できる配送システムを構築するとともに、職員

の専門性の向上を図る研修の実施などに取り組

んでおります。

引き続き、市町村を支援するとともに、電子

図書サービスの導入に向けた検討や、「みやざ

き読書アンバサダー」に就任いただいた歌手の

米良美一さんの活動などを通して、県民が生涯

にわたって読書に親しむ「読書県みやざき」の

取組を推進してまいります。

14もの答弁をありがとうござ○日髙陽一議員

いました。

次に、国スポ・障スポ大会に関する質問を進

めてまいります。

令和９年の国スポ・障スポにつきまして、昨

年７月に本県開催が内定となり、大会に向けた

準備もいよいよ本格化してくるものと思いま

す。

また、大会に向けて整備が進められている主

要３施設につきましては、新宮崎県体育館のサ

ブアリーナが先月20日に供用開始となるなど、

徐々に目に見える形で進んできております。

そこで、国スポ・障スポに向けた準備状況と

主要３施設の整備の進捗状況について、総合政

策部長にお伺いいたします。

国スポ・障○総合政策部長（重黒木 清君）

スポの開催に向けましては、開催準備総合計画

に基づき、会場地市町村の選定や競技役員の養

成、宿泊・輸送等の体制づくりなどに取り組ん

できており、おおむね順調に進んでおります。

また、主要３施設につきましては、御質問に

ありましたように、新宮崎県体育館「アスリー

トタウン延岡アリーナ」の一部となるサブア

リーナが先月、供用開始したほか、陸上競技場

とプールにつきましても、順調に整備が進んで

おります。

大会を４年後に控え、来年には日本スポーツ

協会及び文部科学省による総合視察が行われ、

夏頃に本県での開催が正式決定される予定であ

ります。

開催準備も一層本格化してまいりますことか

ら、引き続き、市町村や関係団体の皆様と連携

し、両大会の成功に向けてしっかりと取り組ん

でまいります。

大会に向けた準備状況につき○日髙陽一議員

ましては、施設整備も含めて、おおむね順調に

進んでいるとのことでありました。引き続き、

計画的な事業推進をお願いいたします。

さて、本議会には、主要３施設のほかに、国

スポのテニス競技の会場となる「ひなた宮崎県

総合運動公園庭球場」の改修について、債務負

担の議案が提出されております。

昨年度、県全体のテニスコートの整備状況等

を総合的に判断して、ハードコート化を決定し

たと伺っていますが、今回、インドアコートを

整備するに至った経緯と、整備によりどのよう

な効果が見込めるのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

ひなた宮崎○総合政策部長（重黒木 清君）

県総合運動公園庭球場の改修に当たりまして

は、令和２年度以降、日本テニス協会から、ま

た今年６月には、県テニス協会と県ソフトテニ
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ス連盟の合同により、熱中症対策や円滑な大会

運営等に効果があるとして、インドアコート設

置の要望を受けてきたところであります。

県としましては、国スポに向けた整備はもち

ろんのこと、国際大会の開催や日本代表の合宿

等による観光振興など、スポーツを生かした地

域活性化が期待できるとの観点から、インドア

コート整備の方針を決定いたしました。

また、日本テニス協会から、施設改修後にＪ

ＯＣ認定の競技別強化センターとして申請予定

と伺っており、認定されることにより、各種大

会や合宿等の誘致に弾みがつくものと考えてお

ります。

このインドアコートが整備さ○日髙陽一議員

れることで、国際大会や日本代表の合宿が見込

まれ、スポーツを生かした地域活性化にさらに

弾みがつくということでありますので、非常に

期待しております。

国スポ・障スポをきっかけに、そのほかにも

多くのスポーツ施設の整備が検討・実施されて

おりますが、大会終了後も有効に活用し、「ス

ポーツランドみやざき」の全県化、そして通年

化、多種目化につながることを願っておりま

す。

続いて、大会開催が４年後に迫る中、県民の

盛り上げをいかに図っていくかが重要でありま

す。国スポ・障スポでは、県民総参加型による

「おもてなしの心あふれる大会を目指す」との

基本方針を掲げておられますが、今後、県民の

機運を高めるために、どのような取組を行って

いくのか、総合政策部長にお伺いいたします。

４年後の国○総合政策部長（重黒木 清君）

スポ・障スポでは、県民総参加型の大会を目指

していることから、県民の皆様の興味・関心を

高め、多様な参加機会をつくることが重要と考

えております。

このため、県準備委員会に広報・県民運動専

門委員会を設置し、今年度は、昭和54年に開催

した「日本のふるさと宮崎国体」のパネル展

や、各種イベントでの広報活動により、大会の

周知を行うとともに、公募によるイメージソン

グの制作や募金活動などの県民運動を実施して

いるところであります。

今後も、市町村や競技団体等と連携しなが

ら、ボランティアの募集や花いっぱい運動な

ど、県民が自発的・積極的に参加できる取組を

進めるとともに、節目イベント等の開催を通し

て、県民の機運醸成に一層努めてまいります。

続いて、成年有望選手の確保○日髙陽一議員

について伺います。

天皇杯の確保に向け、県では、今年５月に

「成年有望選手確保方針」を決定し、国スポ本

番での本県選手団約900名の半数を占める約450

名の成年選手に関し、新たに約280名の有望選手

の確保に取り組んでいくこととしたところで

す。

この約280名の内訳は、県や県関係団体職員の

ほか、民間企業や県内自治体等での採用職員と

なっておりますが、これだけの人数を国スポ本

番までに確保していくためには、今後ますます

取組を加速していく必要があるのではないかと

考えております。

そこで、国スポに向けて、成年有望選手の確

保にどのように取り組んでいくのか、総合政策

部長にお伺いいたします。

宮崎国スポ○総合政策部長（重黒木 清君）

において天皇杯を獲得するためには、成年種別

における有望選手の確保が大きな課題となって

おり、県と県関係団体、民間企業、市町村との

連携した取組が大変重要であると考えておりま
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す。

このため、現在、県においては、教員の特別

選考採用を進めており、今年度からは、将来の

スポーツ振興を担う専門職員の採用にも取り組

んでおります。

また、民間企業や市町村などでの採用を進め

るため、アスリートとのマッチングを図る仕組

みを構築するとともに、私自身も県内企業等を

訪問し、協力をお願いしているところでありま

す。加えて、県スポーツ協会を想定した職員の

採用につきましても、現在、検討を進めており

ます。

今後とも、県内企業や市町村等との連携を深

めながら、成年有望選手の計画的な確保に取り

組んでまいります。

どうぞよろしくお願いしたい○日髙陽一議員

と思います。

次に、宮崎の魅力発信に関する質問を進めて

まいります。

まず、神楽についてであります。

新型コロナの５類移行で、地域の祭りなどが

再開される中、私も３年ぶりに神楽の舞手を務

めました。披露できることのありがたさや喜び

を実感しましたが、一方で、忘れてしまってい

た舞もあり、思い出すまでに大変苦労いたしま

した。

民俗芸能を途絶えさせることなく、ずっと伝

えていくことが、いかに難しく、そして尊いも

のであるかを考えさせられ、改めて、ふるさと

宮崎の、そして日本の宝である神楽をしっかり

と守り、伝えていかなければならないと強く

思ったところであります。

神楽のユネスコ無形文化遺産登録は、県内・

国内全ての神楽保存団体や地域の人々に活力を

与え、神楽の保存・継承や担い手育成に向けた

モチベーションを高める上でも、大きな力にな

ると期待しております。

そこで、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に

向けた進捗状況について、知事にお伺いいたし

ます。

神楽のユネスコ無形文○知事（河野俊嗣君）

化遺産の登録に向け、昨年10月、本県が提唱し

まして、全国神楽継承・振興協議会を設立して

おります。この取組に賛同する動きが全国で広

がっておりまして、現在、国指定の40の神楽の

うち、約９割の35の神楽に加入いただいており

ます。先月、２回目の総会を開いて、登録に向

けた結束を一層強めたところであります。

私自身、５月に国へ早期登録につきまして要

望を行うとともに、今月４日にも、この協議会

の会長であります高千穂神社の後藤宮司ととも

に京都の文化庁に伺いまして、都倉長官に宛て

た要望を行ってまいったところであります。

また昨日、神社関係の全国大会で来県されま

した参議院議員の山谷えり子議員、有村治子議

員、これまでもこの運動に向けて力強く御支援

いただいておりますが、現在の状況について御

報告申し上げ、さらなるお力添えをお願いした

ところであります。様々な立場の皆様から理解

いただいて、強力に応援いただくことが必要で

あろうかと考えております。

今後、来年３月にユネスコへ提案されること

を目指しまして、文化庁にも後押しをいただき

ながら、残る５つの未加入神楽への働きかけを

重ねるとともに、宮崎県人会世界大会など、あ

らゆる機会を活用して、県内外に登録の意義を

広く伝え、さらなる機運の醸成を図ってまいり

ます。

神楽を大切に守り伝えてこられた全ての人々

の勇気や活力につながるよう、ユネスコ登録の
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の勇気や活力につながるよう、ユネスコ登録の

実現に向けて、より一層、邁進してまいりま

す。

ぜひよろしくお願いいたしま○日髙陽一議員

す。

続いて、宮崎県人会世界大会について伺いま

す。

開催まで、いよいよ１か月余りとなりまし

た。この大会は、ふるさと宮崎への思いを共有

し、その魅力を再発見していただき、県内外に

いらっしゃる本県ゆかりの方々と本県との絆を

深めていただく、とても意義深いものとなって

おります。

私も若い頃、ロサンゼルスに住んでいたとき

に、いろいろとお世話になった方々にお会いで

きると思うと、非常に楽しみであり、今から大

会当日を待ち遠しく感じているところでありま

す。

県人会の方は宮崎のファンだったりするの

で、その意識を一つにするような有意義な大会

としていただきたいと考えておりますが、宮崎

県人会世界大会の開催に向けた意気込みについ

て、知事にお伺いいたします。

置県140年を記念して開○知事（河野俊嗣君）

催します県人会の世界大会まで、残すところ40

日余りとなりました。市町村や関係機関と連携

を図りながら、着実に準備を進めているところ

であります。

これまで、多くの企業等からの御協賛をはじ

め、沿道における花の植栽や、社屋への大会看

板の設置により、この大会をＰＲしていただく

など、本大会に対する応援の輪が広がっており

ます。改めて深く感謝を申し上げます。

また、県民の皆様を対象にした記念式典等へ

の参加募集におきましても、募集定員を大きく

超える申込みをいただくなど、徐々に県民の皆

様の間における機運の高まりも実感していると

ころであります。

大会には、国内外の県人会から約250名、県民

の皆様約300名をはじめとして、全体で700名以

上の参加を見込んでおります。

この大会に国内外から参加される県人会の

方々には、本県の魅力を再発見していただくと

ともに、やはり将来につながる大会にすること

が大事でありまして、この大会を契機としまし

て、国内外の県人会と県民が強固な絆で結ば

れ、その絆を未来へとつなげていけるような大

会にしてまいりたいと考えております。

宮崎県人としての絆であった○日髙陽一議員

り誇りであったり、宮崎県人会と県民との強固

なつながりをしっかりとつなげて、宮崎を元気

にしていく、意義ある大会にしていただきたい

と考えております。

今回は、日本一挑戦プロジェクトに向けた取

組をはじめ、子供政策、観光政策など、県政の

重要課題について質問させていただきました。

日本一挑戦プロジェクトの中で、知事から

「これまでの枠にとらわれない本県独自の施策

を構築すべく、具体的な事業等を検討してい

る」との答弁もありました。

県民誰もが楽しさや幸せを実感できる社会を

実現するには、県民一人一人がその力を存分に

発揮することができる環境を整えていくことが

不可欠であり、これまでの施策とは全く違った

視点で、県民一人一人に働きかける施策の構

築、実行が必要となります。

このような施策は、行政のみでできることで

はなく、行政と民間との協働が大事でありま

す。財源の厳しい本県にあっては、官民ともに

無駄をなくし、公共サービスの質の向上を図る
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意識を強く持って課題解決に当たること、そし

て県民の力をうまく引き出していくことが何よ

りも重要であると考えます。

官民が連携して、効率的かつ効果的に課題解

決を図る指標として、成果連動型の民間委託契

約方式、ＰＦＳというものがあります。実際に

この方式を活用した自治体からは、「限られた

予算の中で、従来型の手法では想像できなかっ

た民間ならではの魅力的な提案により、その効

果を実感できた」などの成功事例が数多く報告

されております。

こういった事例も参考としながら、前例にと

らわれることなく、新たな視点や手法を積極的

に取り入れて、県民一人一人の幸せの実現のた

めに、着実に成果を出していただくことを期待

しております。

以上で私の質問の全てを終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士議

員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○野﨑幸士議員

んにちは。昼間の忙しい中、傍聴席にも何人か

いるみたいで、ちょっと緊張しておりますが、

今から代表質問をさせていただきます。

宮崎県議会自由民主党の野﨑幸士です。９月

定例議会に当たり、議長のお許しをいただきま

したので、通告に従い質問を進めてまいりま

す。

昨年12月の宮崎県知事選挙を振り返ります

と、３人が出馬され、結果を見れば、事実上、

河野知事と東国原候補の一騎打ちでした。河野

知事は、４期目挑戦の政策提案を「宮崎再生」

と掲げる一方、東国原候補は「稼げる宮崎」等

を掲げ、その論争となりました。選挙は政策で

選ばれる有権者も多くいることを鑑みますと、

「宮崎再生」を掲げる河野知事への県民の期待

が大きいことになります。

それから約半年、６月定例会において、その

宮崎再生への取組を反映した６月補正予算280億

円、「宮崎再生」「未来創造」に向けた計100の

事業が可決されました。

世界を見ますと、５月８日から新型コロナの

取扱いが５類感染症に移行し、各地域では様々

なイベントや行事等が再開され、コロナ禍前の

にぎわいが徐々に戻りつつあると感じています

が、３年以上に及ぶコロナ禍により、経済への

大打撃をはじめ、生活、仕事、教育、医療等々

において、県民の皆様に多大なる御負担や御苦

労をおかけしたのも事実であります。

また本県は、燃油・物価高騰をはじめ、昨

年、台風14号と、百年に一度と言われる難局に

直面しております。

今年はコロナ禍等からの宮崎再生に当たる最

初の年、「再生元年」であり、あらゆる分野に

勢いをつけなければならない年に当たると考え

ますので、宮崎再生に取り組む本県のリーダー

としての知事の意気込みを、県民へのメッセー

ジとしてお伺いいたします。

次に、７月11日に本県の副知事に就任された

佐藤副知事にお尋ねします。

先ほど、知事へ宮崎再生にかける意気込みを

質問させていただきましたが、佐藤副知事が感
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じておられる本県のイメージや可能性・将来性

等、また知事の補佐役としてどのように取り組

んでいかれるのかお伺いいたします。

佐藤副知事に続いて、７月15日に就任された

田中政策調整監にお尋ねします。

政策調整監は、全国知事会、九州知事会にお

ける広域的な連携や調整を行うために、令和３

年度から設置されました。

現在、知事は、全国知事会の地方税財政常任

委員長という重職を務められており、知事とし

ての任期を重ねられた今年４月からは、全国知

事会の副会長も務められています。

このように、全国知事会でも大変な御活躍を

されている知事でありますが、政策調整監とし

て、知事会活動などに関して知事をどのように

サポートしていく必要があると考えておられる

のかお伺いいたします。

次に、８月25日に本県の警察本部長に就任さ

れた平居秀一警察本部長にお尋ねします。

平居本部長におかれましては、三重県の御出

身で、警察庁に入庁された後、警察庁の所管す

る様々な部局、また数々の自治体で御活躍され

ています。

県内の治安情勢は年々複雑・多様化している

上、新たにサイバー犯罪への対策等、時代に合

わせた警察の取組がこれまで以上に求められて

います。

また、人口減少などを踏まえ、中長期的に進

められている交番・駐在所の統廃合による住民

の不安払拭や全県的な治安の維持等、県民の期

待と信頼に応えていく必要があると考えます

が、県警本部長に着任に当たっての所信につい

てお伺いいたします。

壇上からの質問は以上とし、以下、質問席か

ら進めてまいります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

コロナ禍や長引く物価高騰による影響、そし

て激甚化・頻発化する自然災害、また、急速な

少子高齢化、人口減少、それに伴う様々な産業

分野における担い手不足など、本県は困難な課

題に直面し、先行きの不透明感も増してきてお

ります。

まずは、一刻も早く深刻な打撃を受けた県民

の暮らしや経済活動を元に戻す宮崎再生を実現

し、その後のさらなる飛躍につなげる必要があ

り、今年はその取組を本格化させる起点となる

重要な年であると認識しております。

このような中、これまでの取組の結果、直近

におきましては、Ｇ７宮崎農業大臣会合の成功

や、国際定期便「宮崎－ソウル線」の再開決

定、半導体企業の立地に向けた動き、また、侍

ジャパンやラグビー日本代表合宿の成功もあり

ました。将来の飛躍につながる様々な成果も着

実に現れてきていると考えております。

一方で、依然として厳しく混沌とした状況の

中で、このような、よい流れを本格的な本県の

再生・発展につなげていくためには、不安や苦

悩を抱える県民一人一人に寄り添いながら、明

確なビジョンと道筋を示し、力強く実行してい

くことが、知事である私に課せられた使命であ

ると考えております。

このため、アクションプランの策定や、過去

最大規模となります予算編成を行うことにより

まして、喫緊の課題に迅速・的確に対応し、宮

崎の安全・安心の基盤を確かなものとしつつ、

さらには、全国に誇る本県の強みを生かした３

つの日本一挑戦プロジェクトなどの取組を通

じ、力強い成長の実現を目指すこととしており

ます。
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私は、県政のかじ取り役を担うリーダーとし

て、その先頭に立ちまして、県民の皆様の心に

夢や希望の光をともし、そして県民の総力を結

集し、輝かしい活力ある宮崎の未来を切り開く

ため、これからも全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（佐藤弘之君）

します。

私は、副知事に就任する直前まで、国土交通

省で、国土づくりの方向性を示す国土形成計画

の策定に携わっておりました。

この計画は、重点テーマとして、食料安全保

障の強化に向けた農林水産業の活性化、また

カーボンニュートラルの実現を図る地域づくり

などのグリーン国土の創造といったものを掲げ

ており、さらには、分野別施策として、文化・

スポーツが育む豊かで活力ある地域社会といっ

たようなものが掲げられております。

こうした観点から見ましても、宮崎県は、全

国有数の食料基地であるとともに、豊かな森林

資源、充実したスポーツ環境、神話・神楽など

の歴史・伝統文化に恵まれるなど、これからの

県づくりを進める上で、多くのポテンシャルを

併せ持つ将来性豊かな県であると感じておりま

す。

知事の補佐役として、私は国土交通省の出身

でありますので、国とのパイプ役はもちろん、

まずは県民の期待の大きい高速道路網の早期整

備、それから防災・減災、国土強靱化対策につ

いて、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

また、商工業、林業の振興、環境対策をはじ

め、それ以外の分野につきましても、私がこれ

まで培ってきた経験や知識、ネットワークを最

大限に活用するとともに、河野知事の基本姿勢

である対話と協働、徹底した現場主義の下で、

県議会をはじめ県民の皆様と積極的に交流し、

現場の声に耳を傾け、関係する方々と丁寧に議

論を重ねながら、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

今後、できるだけ多く県内各地を回り、本県

の実情やニーズ、課題を把握するとともに、日

隈副知事ともしっかりと連携しながら、本県の

さらなる成長、発展に貢献できるように全力を

尽くしてまいります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○政策調整監（田中克尚君）

します。政策調整監としての取組についてであ

ります。

全国知事会や九州地方知事会では、国に対す

る要望活動や広域的に連携した取組を行ってお

り、河野知事は任期を重ねる中で、全国知事会

の地方税財政常任委員長などの要職を務めてお

ります。

このため、私は政策調整監として、地方の実

情や課題をきめ細かに把握し整理するととも

に、関連する庁内部局との連携、国の情報収

集、他都道府県との調整を的確に行うことによ

り、国への提言の取りまとめ等を行い、本県を

含む地方の発展につながるよう、知事を支え、

尽力していく所存であります。

これまで国や他の自治体で得た経験等も十分

に生かしながら、知事が掲げている「宮崎再

生」などの実現にも知事会活動を通して貢献で

きるよう、精いっぱい取り組んでまいります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（平居秀一君）

いたします。

県警察の諸課題に対する議員からの御指摘を

踏まえまして、宮崎県の治安責任を担う者とし

て、決意を述べさせていただきます。
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県警察の運営におきましては、運営方針であ

ります「県民の期待と信頼に応える強くしなや

かな警察」を基本といたしまして、社会情勢の

変化を的確に捉えながら、県民の皆様が安心し

て暮らせるよう、良好な治安の確保に最大限努

力してまいる所存であります。

皆様におかれましては、警察活動に対する一

層の御理解、御協力、御支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。以上でありま

す。〔降壇〕

次に、財政運営について質問○野﨑幸士議員

します。

８月10日に、本県の令和４年度の決算見込み

が発表されました。その概要を総務部長にお伺

いいたします。

令和４年度の一般○総務部長（吉村達也君）

会計決算見込みにつきましては、歳入が、新型

コロナや物価高騰対策の財源である交付金の増

加、企業業績の回復に伴う県税収入の増加等に

より、前年度比0.6％増、過去２番目の7,343億

円余、歳出が、防災・減災、国土強靱化対策に

係る事業の平年化等により、前年度比1.3％減で

ありますが、過去３番目の7,075億円余となって

おります。

また、歳入から歳出を差し引いた額から、翌

年度に繰り越すべき財源を控除した実質収支

は、過去最大の145億円余となっております。

なお、県債発行額は、臨時財政対策債の大幅

な減により、前年度比28.9％減の609億円余で、

県債残高は、前年度比1.5％減の8,441億円余で

あります。

本県では、財政健全化に不断○野﨑幸士議員

に取り組み、健全な財政運営を進めています

が、全国を見ますと、今年７月に新潟県が起債

許可団体に移行しました。都道府県では、北海

道に次ぐ２団体目であります。

起債許可団体とは、地方税や地方交付税な

ど、自治体の標準的な収入規模に対する公債費

などの借金返済額の割合である実質公債費比率

が18％を超えた団体であり、起債をするために

は国の許可が必要となります。

本県の令和３年度の実質公債費比率は10.6％

で、今すぐに県財政を強く圧迫することは想定

されませんが、今後、コロナ禍からの再生や物

価高騰対策、社会保障関係費の増加や公共施設

の老朽化への対応、国スポ・障スポ大会の施設

整備など、財政需要はますます増加することが

予想されます。

現時点では、健全な財政運営が進められてい

ますが、本県の今後の財政運営は問題ないの

か、知事にお伺いいたします。

本県の財政状況を見て○知事（河野俊嗣君）

みますと、いわゆる県の借金に当たります県債

残高は減少傾向にあり、また、貯金に当たりま

す財政関係２基金の残高が適切に確保されるな

ど、今御指摘がありました様々な財政指標を確

認しても、健全性が維持されているものと考え

ております。

一方で、御指摘のとおり、今後も社会保障関

係費の増加や公共施設の老朽化対策など、多額

の財政需要が見込まれます。

そのため、県の実質的な負担を可能な限り抑

制し、今後の財政支出を平準化するため、地方

交付税措置のある有利な地方債や国庫支出金の

活用、県有施設維持整備基金などの特定目的基

金の設置と計画的な活用に取り組んでいるとこ

ろであります。

今後とも、物価高騰など喫緊の課題や人口減

少対策、本県の強みを生かした未来創造など、

こうした様々な政策課題に適切に対応できるよ
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う、財政の健全性を維持しつつ、適切に財政運

営を行ってまいります。

６月定例会で示された令和５○野﨑幸士議員

年度予算の編成を見ますと、本県は、自主財源

が41.6％と本当に乏しい脆弱な財政基盤である

中、義務的経費が34.2％を占めている状況で、

財政の硬直化も見てとれます。このような財政

状況は、全国の自治体でも数多く見られ、各自

治体も様々な工夫を凝らしながら財政の安定運

営に取り組んでいるようです。

その中で、財政を支える柱の一つになってい

るのが、ふるさと納税です。令和４年度のふる

さと納税による寄附額は、都城市が全国の市区

町村でトップの約196億円でした。このふるさと

納税の寄附金を使って、教育や子育て、高齢者

等の福祉の支援、地域振興等々が推進されてい

ます。

ふるさと納税の活用は、貴重な財源の一つと

考えますが、県が実施しているふるさと納税の

実績と、寄附額の増加に向けた今後の取組につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

令和４○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

年度の県に対するふるさと納税の実績は、4,473

件、約１億300万円であります。これまで県で

は、マンゴーや宮崎牛、焼酎など魅力ある県産

品で返礼品の充実を図るとともに、関係部局や

包括連携協定を締結している民間企業等と連携

し、ふるさと納税のＰＲに取り組んでまいりま

した。

ふるさと納税は、議員御指摘の財源の確保に

加え、地場産業の振興、また、地域の認知度向

上に寄与する制度であると考えており、今後さ

らに、観光やスポーツといった本県ならではの

魅力を体験できる返礼品を設けるなど、効果的

なＰＲに努めてまいります。

本県の自然やスポーツ、もの○野﨑幸士議員

づくり等、自ら体験できる返礼品等は、本県の

魅力が直に伝わると思いますし、ふるさと納税

には、企業が国の認定した地方公共団体の地方

創生プロジェクトに対して寄附を行う企業版ふ

るさと納税制度もあるので、併せて推進してい

ただきたいと思います。

さきの６月定例会においては、宮崎再生にか

ける予算配分、また全国初、九州初、宮崎初と

なる12の新事業から見える未来創造への取組

等、知事の意気込みが感じられました。

宮崎再生元年がスタートし、いよいよ来年度

からは提案された事業が具現化され、成果が求

められる年になっていくと思います。

そこで、令和６年度当初予算では、知事が掲

げた宮崎再生及び未来創造に向け、どのように

予算編成に取り組まれていかれるのかお伺いい

たします。

現在、宮崎再生に向け○知事（河野俊嗣君）

て、生活者支援や事業者支援などに積極的に取

り組んでいるところでありますが、物価高騰の

長期化、また先行き不透明な国際情勢など、今

なお、多くの県民の皆様や企業等から、生活や

経営が苦しいという切実な声をお聞きしている

ところであります。

そのため、今年度につきましても、国の動向

等を注視しながら、引き続き、柔軟かつ継続的

に対応するとともに、来年度の当初予算編成に

おきましても、宮崎再生を成し遂げるために、

大変厳しい状況にある方々や、農林水産業、中

小企業等に寄り添う施策に積極的に取り組んで

まいります。

さらに、未来創造の取組としまして、本県の

強みを伸ばし、さらなる飛躍につなげるため、

３つの日本一挑戦プロジェクト、「子ども・若
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者」「グリーン成長」「スポーツ観光」の３つ

の分野におきまして、目指す姿や目標を明確に

示した上で、前例にとらわれることのない意欲

的な取組というものを積極的に予算計上してま

いります。

どのような事業、予算編成に○野﨑幸士議員

なるか、期待しながら注視していきたいと思い

ます。

ここからは、公営企業会計の決算について質

問します。

公表された公営企業会計決算見込みによりま

すと、水力発電を主とする電気事業では、純損

失３億7,700万円余で、昭和49年度以来の赤字で

あります。

さらに、日向市の細島地区に工業用水を供給

する工業用水道事業でも、純損失1,800万円余で

平成17年度以来の赤字、新富町で一ツ瀬川県民

ゴルフ場を運営する地域振興事業でも、純損

失900万円余で令和２年度以来の赤字であり、こ

のように、令和４年度決算において、３事業全

てで赤字決算の見込みとなっているようです

が、その要因について企業局長にお伺いいたし

ます。

令和４年度決算見○企業局長（井手義哉君）

込みにおきまして、電気事業につきましては、

部品価格や委託先の人件費の高騰に伴い、今年

度以降の水車発電機精密点検工事に備えるため

の特別修繕引当金が増額となりましたこと等か

ら、昭和49年度以来の純損失を計上したところ

であります。

工業用水道事業につきましては、令和４年台

風第14号により、浄水場が浸水被害を受けまし

たことから、その復旧に係る修繕費等がかさ

み、平成17年度以来の純損失を計上したもので

あります。

地域振興事業につきましても、同じく台風

第14号による冠水被害で臨時休業したことに伴

い、利用者数が減り収入減となったほか、コー

スの復旧に多額の事業費を要しましたことか

ら、令和２年度以来の純損失を計上したもので

あります。

赤字の要因は分かりました。○野﨑幸士議員

企業局の事業の中で、一番柱となるのが電気

事業です。昭和13年から本県の豊富な水資源を

活用した水力発電に取り組んで、現在、14の水

力発電所を運営しており、将来にわたって安定

した経営が重要であると考えます。

この電気事業の今後の経営見通しについて、

企業局長にお伺いいたします。

企業局の発電所○企業局長（井手義哉君）

は、運用開始から60年を超えるものが多く、計

画的に更新を進める必要があります。

今後、売電量が最も大きい綾第二発電所の大

規模改良工事が本格化し、発電が停止すること

等により、令和９年度まで赤字が続く見込みで

あります。

しかし、発電開始後は、売電収入の増加等に

より、更新期間の赤字分の回収も含め、黒字に

戻る見通しであります。

企業局といたしましては、中長期的な収支の

均衡を保ちながら、計画的に設備の更新に取り

組むなど、引き続き、将来にわたっての健全経

営の維持に努めてまいります。

この電気事業では、利益の一○野﨑幸士議員

部を積み立てた地方振興積立金から、過去、平

成28年度から３年間、計30億円を県営電気事業

みやざき創生基金の原資として、また、令和２

年度と３年度の２年間で計20億円を宮崎県国ス

ポ・障スポ大会開催基金の原資として、２度、

一般会計に繰り出されています。このように、
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本県の地域振興などに多大に貢献されています

ので、今後も安定した電気事業が進められるよ

う要望いたします。

このように、本県の財政、企業会計は健全か

つ建設的に運営される中で、本県が抱える大き

な問題の一つが、少子高齢化に伴う人口減少で

す。

本県の人口を見ますと、2030年には100万人を

切り、2040年には90万人を切る推計となってお

り、人口構造の変化は、県民の生活をはじめ、

あらゆる分野に様々な影響を及ぼしていきま

す。

このような大きな問題を背負いながら、将来

の本県のあるべき姿を見据え、あらゆる施策を

進めるために、県は宮崎県総合計画を策定し、

各種施策を進めています。

新たな県総合計画2023のアクションプラン

は、さきの６月議会を受けて策定され、その一

つ前の県総合計画「未来みやざき創造プラン」

におけるアクションプランは、令和元年に策定

されています。

これまでの取組は、宮崎県総合計画審議会で

評価がなされているようですが、令和元年に策

定された前のアクションプランに対する政策評

価結果の概要について、総合政策部長にお伺い

いたします。

前アクショ○総合政策部長（重黒木 清君）

ンプランに基づく４年間の政策評価につきまし

ては、総合計画審議会に諮問し、目標値の達成

状況を参考に、新型コロナの感染拡大など、社

会情勢による影響等も勘案した総合的な観点か

ら評価をいただき、先月、答申を受けたところ

であります。

評価結果としましては、５つのプログラムの

うち、「危機管理強化プログラム」が成果が出

ているとして「Ａ」評価を、「人口問題対応プ

ログラム」「産業成長・経済活性化プログラ

ム」「観光・スポーツ・文化振興プログラム」

「生涯健康・活躍社会プログラム」の４つが、

一定の成果が出ているとして「Ｂ」評価を受け

たところであります。

この政策評価の結果を受け○野﨑幸士議員

て、今後、特にどのような施策に力を入れて取

り組んでいく必要があると考えておられるの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

今回は、新○総合政策部長（重黒木 清君）

型コロナの影響や、その対応状況等も含めて評

価をいただいたものでありますが、例えば、観

光分野では、入り込み客数や消費額等の回復状

況は、コロナ前の８割程度にとどまっており、

まずは落ち込んだ需要の回復、物価高騰等への

対応など、県民生活や地域経済の安定化を図っ

てまいります。

また、新たな総合計画に掲げておりますよう

に、人口減少対策は引き続き喫緊の課題と認識

しております。

このため、県内就職や移住など、一定の成果

が出ている施策につきましては、さらなる向上

を目指すとともに、より踏み込んだ対応が必要

と指摘を受けた出生数・出生率の低下や、女性

・若年層の県外流出につきましては、施策間・

部局間の連携を一層図りながら、新たなアク

ションプランにおきまして、しっかりと必要な

対策を講じてまいります。

今の答弁でも若年層の県外流○野﨑幸士議員

出が問題視されていましたが、私も、本県の人

口減少対策の重要な取組の一つが、県内高校生

の県内就職率アップだと考えております。

本県は、高校を卒業した生徒の県内就職率

が、平成27年に54％の全国ワーストとなり、若
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い世代の県外流出が大きな問題になりました。

それから、３年以上に及ぶコロナ禍で移動制限

されたことなどで、県内志向が高まり、昨年３

月に卒業した高校生の県内就職率は62.5％と、

過去10年間で最も高かったものの、全国では

ワースト２位でした。

今年の春、県内高校の就職内定者に占める県

内内定者の割合は65.2％と、コロナ禍前と比べ

て高い水準を維持しているようですが、新型コ

ロナが落ち着き、移動や行動制限等が解除さ

れ、徐々に高校生を中心とする若者の県外流出

が進んでいくことが懸念されます。

本県の高等学校の状況について、公立、そし

て私立を合わせての学校数は、分校を除くと50

校、通信制を除く令和４年度の全生徒数は２

万8,060人です。

今回は、本県の高等学校全生徒数の約３割を

占める私立高等学校について質問します。

私立高等学校では、建学の精神に基づく多様

な教育活動を通じて、進学・スポーツをはじ

め、地域社会の即戦力となる専門人材の育成

等、ふるさと宮崎の若者人材育成の一翼を担っ

ています。

しかしながら、公立と私立高校では、高等学

校等就学支援金制度等で保護者への教育費の負

担軽減が図られていますが、まだまだ私立高校

のほうが負担が大きいのが現実です。

本県として、私立高校に通う保護者等の経済

的負担を軽減するため、どのような取組を行っ

ているのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

私立高校生○総合政策部長（重黒木 清君）

に対する就学支援につきましては、令和２年度

に国の制度が大幅に拡充され、保護者等の授業

料の負担が大きく軽減されているところであり

ます。

県では、こうした国の制度を活用し、保護者

等の年収に応じて就学支援金を交付するととも

に、低所得者世帯を対象に、授業料以外の、制

服や文房具などにかかる教育費に対して給付金

を支給し、保護者の負担軽減を図っているとこ

ろであります。

さらに、県独自の取組として、私立高校が行

う低所得者世帯の授業料減免に対する補助を

行っております。

今後とも、国の就学支援制度の動向を踏まえ

つつ、学校設置者等と意見交換を行いながら、

効果的な事業実施に努めてまいります。

国が打ち出した私立高等学校○野﨑幸士議員

等授業料軽減補助金制度は、所得に応じて支給

額が２段階あります。

世帯収入が91 0万円未満であれば年間11

万8,800円を上限に、世帯収入が約590万円未満

なら年間39万6,000円を上限に、補助金が支給さ

れます。

昨年９月に実施された県内の令和４年度私立

高等学校の就学資金の支給状況調査では、年

収590万円未満の世帯が約６割、年収590万円以

上910万円未満の世帯が約25％と、590万円を境

に約３倍の格差が生じるわけです。

この格差は、国の制度上、生じた問題であり

ますが、保護者負担を少しでも軽減する目的

で、既に27都府県で独自に支援制度が実施され

ていますので、本県でも、この制度の取組を調

査研究していただき、本県私立高等学校の保護

者負担軽減をさらに進めていただくことを強く

要望いたします。

また、ＩＣＴ教育を進めている中で、私立で

は１人１台端末の取組の遅れが指摘されていま

すし、無線ＬＡＮ等の整備においても、国の補
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助はあるものの巨額の費用がかかるため、進ん

でいないのが現状であります。

ＩＣＴ教育がこれからの本県の教育の中核を

担っていくことや、進化するＤＸ社会へ対応す

る人材育成等を鑑みれば、その充実を図ること

は重要だと考えますので、何らかの支援策を講

じていただくよう要望いたします。

次に、専門学校について質問します。

職業教育機関の中核である私立専門学校は、

令和４年度時点で本県には31校あり、3,685人が

就業的自立とともに、キャリアアップ、キャリ

アチェンジを目的に学んでいて、本県において

は、地元高校生の進学先としても定着している

状況です。

卒業後の地元定着率も高く、社会が求める専

門人材の輩出に貢献しているとともに、冒頭に

申しました、若者の県外流出の防波堤的な役割

を果たしていると思います。

このような中、平成25年度に制度化された文

部科学大臣認定の職業実践専門課程には、本県

では11校26学科が認定され、より実践的な職業

教育が実施されています。

この認定校に対しては、令和４年度から国の

特別交付税による地方財政措置が講じられてい

ますが、本県では職業実践専門課程を有する専

門学校に対する補助が予算化されていないのが

現状であります。

県として何らかの予算措置を講じることがで

きないのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

本県の専門○総合政策部長（重黒木 清君）

学校におきましては、議員御指摘のとおり、現

在、その約３割に当たる11校26学科が職業実践

専門課程の認定を受けており、企業と連携した

実践的かつ専門的な教育が行われております。

これらの職業実践専門課程は、本県の産業人

材の育成・確保に重要な役割を果たしており、

卒業生の約７割が県内に就職しております。

県といたしましては、県内就職率のさらなる

向上等について、学校設置者と意見交換を行

い、他県の状況も参考にしながら、支援の効果

や必要性について検討してまいります。

答弁にありましたように、卒○野﨑幸士議員

業生の約７割が県内に就職し、即戦力として社

会で活躍していますので、この専門学科に対す

る支援も強く要望しておきます。

若者を県内に定着させるということは、地域

社会の活性化はもとより、結婚や出産等にもつ

ながり、人口減少という問題の大きな解決策の

一つになることは間違いないと確信しています

ので、本県に暮らす全ての若者に着目し、本県

の宝という思いを持って、若者に対する人材育

成、県内定着の取組を進めていただくよう要望

いたします。

次に、マイナンバーカードの取組について質

問します。

まず、マイナンバーカードに関わる手続等の

時系列を振り返りますと、平成27年10月中旬か

ら、住民票を有する方全員にマイナンバーが通

知され、平成28年１月から、マイナンバー制度

の開始と同様に、同時に市町村の窓口でマイナ

ンバーカードの交付が開始されました。

また、平成29年11月から、行政機関が保有す

る自分に関する情報を確認したり、子育てや介

護などの行政手続オンライン窓口であるマイナ

ポータルのサービスが本格的に開始されまし

た。

このような流れで進められたマイナンバー制

度ですが、「個人情報が誰かに見られてしまわ

ないか心配だ」等の国民の不安もあり、なかな
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か普及しない現状を打破し、その活用を促進す

るとともに、消費を活性化させるため、今年２

月末までにマイナンバーカードを申請すること

を条件に、最大２万円のマイナポイントが付与

される事業が今年９月末まで行われます。

こういった中、全国では、公的証明書交付

サービスで、別人の証明書が発行されたり、同

姓同名など他の人の情報とひもづけてしまうな

ど、トラブルが相次いでいますが、本県でも７

月、知的障がい者向けに発行する療育手帳の情

報とマイナンバーのひもづけを2,336件誤ったミ

スが判明しましたが、この要因と、今後、同様

のミスを発生させないための対策について、福

祉保健部長にお伺いいたします。

このたびは、○福祉保健部長（川北正文君）

関係する皆様方に御心配と御迷惑をおかけして

おりますことに対し、深くおわび申し上げま

す。

今回のひもづけ作業につきましては、確立さ

れた作業手順がない中、膨大な事務処理を手作

業で行ったところであり、組織的なチェック体

制が不十分であったことが誤りの主な要因と考

えております。

そのため、今後、作業マニュアルを整備し、

複数の職員によるチェックを徹底するなどの再

発防止対策を講じてまいります。

また、療育手帳の適切な管理とひもづけ作業

等の事務効率化のため、今年度中を目途に「療

育手帳発行管理システム」の構築も進めている

ところであり、国の方針も踏まえ、的確な事務

処理体制を確立してまいります。

徹底したデータ管理の下、作○野﨑幸士議員

業体制の効率化を進めていただくよう要望しま

す。

マイナンバーカードに関するミスの原因で最

も目立つのは、人為的ミスです。答弁にありま

したように、確立されたひもづけ作業の手順が

ない中、細かなデータ処理など膨大な仕事量と

求められるスピードで、職員の負担も相当なも

のがあると思います。

このように、マイナンバーカードに関するミ

スは、急増する膨大な仕事量に携わる職員の疲

労等、働き方にも原因があると思いますが、こ

のマイナンバーカード関連に限らず、これまで

の職員の負担軽減に向けた働き方改革の取組に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

多様化・複雑化す○総務部長（吉村達也君）

る行政ニーズに限られた人員で対応するために

は、業務の効率化をはじめとした働き方改革の

推進が重要であります。

このため県では、公務能率や県民サービスの

向上を念頭に、不断の取組として、業務見直し

や簡素化等を図るとともに、デジタル技術によ

る定型的な作業の自動化なども積極的に進めて

いるところであります。

また、職場内での自由闊達な議論を通じてコ

ミュニケーションを図り、職員が互いに助け合

う風通しのよい職場づくりに取り組んでいるほ

か、鳥インフルエンザや新型コロナなど、危機

事象等においては、全庁を挙げて対応し、職員

の負担軽減を図っております。

今後とも、職員一人一人がやりがいと意欲を

持つことができる、働きやすい職場環境づくり

に努めてまいります。

「私だけが」とか「１人で」○野﨑幸士議員

とかいう感情が、一番のストレスにつながりま

すので、みんなで助け合うということを念頭

に、働きやすい職場環境をつくっていただくよ

う要望します。

マイナンバーカードの質問に戻りますが、マ
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イナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐ

中、自治体によってはカードを自主返納される

人が増えているようですが、県内におけるマイ

ナンバーカードの返納の状況について、総合政

策部長にお伺いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードは、カードの有効期間満了、国外転

出、死亡、本人の希望等の理由により、返納さ

れることとなっております。

市町村に確認したところ、カードに関するト

ラブルが報道され始めた今年の３月から８月ま

での６か月間において、県内で返納された件数

は2,071件です。

このうち、本人の希望により返納された件数

は147件で、６月以降は、それまでの月に比べて

件数が多くなっている状況にあります。

相次いでトラブルが報告され○野﨑幸士議員

てから返納件数が増えているようですが、カー

ドを自主返納された理由は、マイナンバー制度

に対する不信や不安であり、もう少しメリッ

ト、安全性、また運用手続やマイナンバーカー

ドの使い方等を周知すべきだったと思います

が、今後、マイナンバーカードの周知をどのよ

うに進めていかれるのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードは、デジタル社会を支える重要な社

会基盤であり、運転免許証等との一体化が進め

られているほか、県内自治体でもカードを活用

した電子母子手帳の導入や各種手続のオンライ

ン化などが広がってきており、一層利便性が高

まることが期待されております。

また、安全性に配慮し、カードには税や年金

などのプライバシー性の高い情報は入っておら

ず、加えて、顔写真や暗証番号により、悪用困

難な仕組みとなっております。

しかしながら、一連のトラブルによる不安の

声もあることから、県では全国知事会を通じ

て、国に対し、広く国民の理解が得られるよう

丁寧な説明を求めているところであります。

県といたしましても、市町村と連携しなが

ら、ホームページや広報紙などの活用により、

一層の周知を図っていくとともに、現在、行わ

れているマイナンバーの総点検にしっかりと対

応し、制度の適切な運用を進めてまいります。

政府は、「マイナンバー情報○野﨑幸士議員

総点検本部」を設置し、今年11月末を期限とし

て、さらに点検を行うとともに、点検の進捗状

況についても公表することにしています。

この総点検の結果や再発防止策を様子見する

人が増えると想定できますので、改めてマイナ

ンバーカードの制度内容等の周知徹底に努めて

いただくことを要望します。

次に、林業行政について質問します。

知事は、さきの６月議会において、本県の強

みを生かした未来を創る３つの日本一挑戦プロ

ジェクトの一つとして、「グリーン成長で環境

を守り、地域経済を伸ばす」取組を掲げられ、

現在、その体制の構築や具体的な取組内容の検

討などが進められているところだと思います

が、この林業分野に当たるグリーン成長プロ

ジェクトの目指す姿と、実現に向けた取組を環

境森林部長にお伺いいたします。

グリーン成長○環境森林部長（殿所大明君）

プロジェクトでは、ゼロカーボン社会と地域資

源を活用した産業成長の実現を目指しておりま

す。

その取組の柱として、「森林資源の確保、二

酸化炭素の吸収、山地災害の防止につながる循

環型林業の推進」「海外資源への依存を抑える
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循環型農水産業の推進」「各産業部門の成長に

結びつける脱炭素経営の推進」の３つを掲げて

おります。

特に、循環型林業を推進する上で重要となる

再造林をこのプロジェクトの核として位置づ

け、再造林率日本一に向けて、意識醸成や支援

体制の充実、多様な担い手の確保、林業採算性

の向上、県産材の需要拡大などに、林業関係者

・県民・大学・行政が一体となって取り組む

「宮崎モデル」の構築を進めてまいります。

本会議で森林由来のＪ－クレ○野﨑幸士議員

ジット認証促進事業も提案されていますし、グ

リーン成長プロジェクトでは、再造林率日本一

を掲げられています。

再造林においては、森林所有者の経営意欲の

低下や再造林経費の負担増、また、何より少子

高齢化と人口減少による人材の確保が課題にな

ると思われます。

そこで、再造林の担い手確保に向けた取組に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

県ではこれま○環境森林部長（殿所大明君）

で、県内外における就業相談会の開催や、みや

ざき林業大学校における研修等により、林業担

い手の確保を図ってきたところです。

また、再造林の担い手確保に向けては、今年

度から、植栽作業を行うインターンシップを県

内外から広く募集する取組や、新たに造林事業

を開始する事業体が、造林保育作業者の装備品

を導入する際の支援等を実施しています。

さらに、グリーン成長プロジェクトでは、再

造林対策の強化に伴い、造林保育作業者がこれ

まで以上に必要となることから、多様な担い手

の確保について検討を進めてまいります。

それぞれの取組をしっかり進○野﨑幸士議員

めながら、担い手確保に努めていただくよう要

望します。

このように、人材不足が深刻な林業分野にお

いて、幼少期から木に触れ親しむ、いわゆる木

育の推進は、森林・林業・木材産業、そして環

境を理解し、守っていくために、非常に重要な

取組の一つだと思います。

木育は平成16年に北海道で誕生し、平成18年

９月に閣議決定された森林・林業基本計画にお

いて、木育の促進が明記されました。

本県でも、木育の推進に取り組まれているよ

うですが、本県のこれまでの木育への取組状況

について、環境森林部長にお伺いいたします。

県では、平○環境森林部長（殿所大明君）

成22年度から、木育に関する指導者や支援者を

養成するための研修会を開催するなど、木育活

動を積極的に推進しているところです。

また、平成28年度からは、県産材の地産地消

に取り組む「みやざき木づかい県民会議」に、

幼稚園、保育園や企業、グループなど157団体で

構成する「木育ネットワーク部会」を設け、部

会員が行う木育活動や、県産材を使った遊具導

入への支援などに取り組んでおります。

今後とも、このような推進体制を生かして、

さらなる木育の推進に取り組んでまいります。

「みやざき木づかい県民会○野﨑幸士議員

議」ですが、本県林業の活性化と、豊かな森林

を次世代に引き継ぎ、県民一人一人が木材のよ

さや利用の意義について理解を深め、県民全体

で県産材の地産地消に取り組むことを目的に平

成25年１月に設置され、本県の県産材の普及啓

発活動や、県産材を利用した木造住宅の建築の

促進等を進めているようです。

知事は、この「みやざき木づかい県民会議」

の会長を務められていますが、今後、木育を含

めた木材需要の拡大について、どのように考え
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ておられるのかお伺いいたします。

木育活動などを通じ、○知事（河野俊嗣君）

幼少期から木に触れ、木への親しみを感じる機

会を持つことは、将来、木造住宅や木造の家具

を選択する動機づけとなり、県産材の需要拡大

を図る上でも大変重要であると考えておりま

す。

私は、実家が家具の小売店舗でありますの

で、幼い頃から木に囲まれて育つと、このよう

な素直なよい子が育つ、時々そういうアピール

をしたりしております。

また、県産材の需要拡大は、「伐って、使っ

て、植えて、育てる」という資源循環型林業を

確立する上で不可欠でありまして、現在、検討

を進めております「グリーン成長プロジェク

ト」におきましても、重点的に対策を講じるべ

き課題の一つに位置づけております。

このため、私が会長を務める「みやざき木づ

かい県民会議」においての普及啓発等を通じ、

県産材について、住宅はもとより、店舗やオ

フィスビルなどの木材利用の進んでいない非住

宅分野での需要開拓や、県外、海外への販路拡

大などに、しっかりと取り組んでまいります。

本県の自然環境で育った木の○野﨑幸士議員

ぬくもりや香り等も伝えながら、県産材の需要

拡大にしっかり取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、農畜水産行政について質問します。

本県の農業の抱える様々な課題については、

これまで数多くの議論が行われておりますが、

そのような中、本県を歴史のある農業県として

全国に印象づけたのが、平成27年12月の高千穂

郷・椎葉山地域の世界農業遺産の認定です。

世界農業遺産の目的は、地域環境を生かした

伝統的な農法や生物多様性、農村文化・農村景

観が守られた「農業システム」として一体的に

維持し、次世代へ継承していくことです。

この地域が世界農業遺産に認定されて、もう

じき８年が経過しようとしていますが、こう

いった資源を活用した地域振興や関係人口の増

加、さらには本県の農業を魅力あるものにつな

げる取組も重要だと考えます。

そこで、世界農業遺産認定後の地域活性化の

現状と今後の取組について、農政水産部長にお

伺いいたします。

高千穂郷・椎○農政水産部長（久保昌広君）

葉山地域では、平成27年度に世界農業遺産の認

定以来、地元５町村や県で構成する協議会が中

心となり、伝統的な農林業や優れた景観、文化

等を、「活かす」「育てる」「繋げる」の３つ

の視点で様々な取組を進めております。

その結果、特産品ブランドの開発や棚田保全

の活動等で、地域活動の輪が広がるとともに、

地域を支える若い世代への教育活動が定着して

きたところです。

県としましては、本年４月に開催されたＧ７

宮崎農業大臣会合においても、世界に高く評価

されたこの地域の住民が、今後とも農林業や関

連産業で生計を立てながら誇りと豊かさを実感

できるよう、持続可能な地域の実現につながる

取組を支援してまいります。

本県では、私の地元、田野・○野﨑幸士議員

清武地域の「大根やぐら」と「日南かつお一本

釣り漁業」が日本農業遺産として認定されてい

ます。世界農業遺産、日本農業遺産を生かした

地域振興、農業振興の取組にも力を入れていた

だくよう要望します。

次に、県職員獣医師について質問します。

本県の県職員獣医師は、将来を鑑みたときに

大変厳しい状況にあります。
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本県は、全国でも有数の農業県であり、その

中でもトップレベルの畜産県です。本県の農業

産出額は全国第４位、うち約66％を占める畜産

算出額は全国第３位です。

令和３年度にスタートした第八次宮崎県農業

・農村振興長期計画の畜産版アクションプラン

「みやざき畜産共創プラン」によると、畜産物

輸出の目標値を令和元年の44億円から令和７年

には66億円と拡大しており、これらの成長促進

対応として、令和７年度までに新たな食肉・食

鳥処理施設の整備が２か所掲げられています。

また、県内屠畜場における屠畜頭数も、令和

元年の109万2,000頭から、令和７年度には113

万9,000頭に増やす目標値も掲げられています。

一方、獣医師をめぐる情勢は、全国を見ます

と、獣医系大学の卒業生は、ペット診療に従事

する小動物診療分野に約５割が就職する一方

で、産業動物診療や公務員分野では低い就職率

となっています。

本年、農水省が公表した獣医大学卒業者の就

職状況を見ますと、公務員分野に12％と、ここ

数年、特に新卒者の公務員獣医師への就職率が

減少している状況です。

本県の獣医師採用試験の現状を見ても、獣医

師が十分に確保できていない状況が続いていま

すし、今後、定年退職を迎える年齢層の職員が

一定数おり、さらに厳しい状況が見込まれます

が、県職員獣医師の過去の採用状況と、今後の

退職者予定者の見込みについて、総務部長にお

伺いいたします。

獣医師の採用につ○総務部長（吉村達也君）

きましては、令和２年度が採用予定者12名に対

して、受験者は12名、最終的な採用者が８名、

令和３年度が採用予定者11名に対して、受験者

は13名、最終的な採用者が７名、令和４年度が

採用予定者12名に対して、受験者は10名、最終

的な採用者が５名となっております。

また、今後の退職予定につきましては、定年

年齢が今年度から２年に１歳ずつ段階的に引き

上げられることから、令和６年度及び令和８年

度にそれぞれ８名の定年退職者が見込まれてお

ります。

採用者が採用予定数を下回る状況に加え、今

後も一定の退職が見込まれることから、必要と

する獣医師の確保は大変厳しい状況にありま

す。

答弁の数字からも、獣医師確○野﨑幸士議員

保は大変厳しい状況にあります。

平成22年４月、本県で発生した口蹄疫では、

畜産業のみならず、地域経済や県民生活に大き

な影響を及ぼしました。また、度々発生する鳥

インフルエンザ等、本県職員獣医師が本県畜産

を支える重要な役割を担っているわけです。

現在、本県職員獣医師の労働状況を見ます

と、家畜保健衛生所では、獣医師１人当たり全

国１位の105戸の畜産農家を担っていますし、家

畜飼養頭羽数を牛の頭数に換算した家畜衛生単

位では１万2,731と全国１位、屠畜・食鳥検査員

においては、１人当たりの検査数が九州で１位

と、県獣医師１人当たりの負担も非常に大きい

状況です。

このように、食の安全、動物愛護、食肉検査

など、獣医師は幅広い分野で業務を行ってお

り、特に食肉検査では、今後力を入れていく牛

肉等の輸出業務を担っています。また、西都市

に新たな食肉処理場も整備される計画となって

います。

このような中、県では獣医師確保推進協議会

をつくり、総務部、福祉保健部、農政水産部が

連携して獣医師確保の取組を行っていると聞い
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ています。

本県畜産振興や食肉の安全確保の上で、県職

員獣医師を安定的に確保していくことが非常に

重要だと思いますが、県はどのような取組を

行っているのか、関係部局を代表して、農政水

産部長にお伺いいたします。

県職員獣医師○農政水産部長（久保昌広君）

の役割が重要性を増す一方で、学生の小動物臨

床分野への就職志向が強く、全国的に公務員獣

医師の確保が厳しい状況にあります。

このため、関係部局と連携し、受験年齢の上

限引上げをはじめ、早い段階から公務員獣医師

に関心を持ってもらえるよう、高校生向けガイ

ダンスや、口蹄疫の経験等も踏まえた大学での

出張講義、さらに、興味を持った学生や既卒者

を対象にインターンシップ受入れを行っており

ます。

また今年度、採用試験の回数を増やしたほ

か、新たに業務内容などをＰＲするための動画

配信も行っております。

あわせて、働きやすい環境づくりや、能力向

上のための研修、学会への参加など、職員がや

りがいを持って働くための職場環境づくりに努

めております。

佐賀県では、先月、養豚場の○野﨑幸士議員

豚が家畜伝染病の豚熱（ＣＳＦ）に感染し、相

当数が殺処分されていますし、本県でもワクチ

ンの準備が進められています。このような場面

でも、獣医師の専門的な知識と行動が重要にな

るわけです。

本県の取組は評価しますが、獣医師系の学

生、若者が何を見て就職先を選ぶのか、まずは

給与だと思います。

本県職員獣医師は、先ほど申したように、獣

医師１人当たりが担っている負担が九州・全国

で一番大きい状況にもかかわらず、初任給は九

州で最も低い状況です。

長崎においては、このたび初任給調整手当を

改善したことで、例えば家畜保健衛生所職員の

給与が九州で７番目から２番目にアップするな

ど、給与面からも獣医師確保に力を入れていま

す。また、ホームページ、ＳＮＳでの発信も大

変インパクトがあり、採用試験の回数も、長崎

県は３回行うことで幅広く獣医師確保に取り組

んでおられます。

先ほど答弁にありましたとおり、本県も今年

度、採用試験の回数を増やす見直しをされ、早

速来月に２回目が実施されますが、今後とも、

全国有数の畜産県として、様々な観点から他県

の取組を調査・研究しながら、獣医師確保に全

力で取り組んでいただくことを強く要望いたし

ます。

次に、水産分野について質問します。

水産業においても、他の産業と同様、深刻な

課題が労働力不足であります。

我が国の漁業就業者は、一貫して減少傾向に

あり、本県も同様、５年に１度実施される漁業

センサスの結果に基づく漁業就業者数は、平

成30年は平成25年に比較して475人（17.7％）減

少しており、この状況が続けば、水産物の安定

供給や漁村地域の活力維持に影響が生じること

が懸念されます。

このように労働力不足が顕在化する中で、平

成30年12月に成立した「出入国管理及び難民認

定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

を受け、特定技能外国人の受入れが進められて

います。

そこで、本県の漁業における外国人の現状

と、日本人就業者の確保の取組について、農政

水産部長にお伺いいたします。
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本格的な人口○農政水産部長（久保昌広君）

減少社会を迎え、漁業就業者の確保がこれまで

以上に重要でありますので、県では、外国人材

はもとより、本県水産業の核となる日本人就業

者の確保に取り組んでおります。

その結果、外国人材につきましては、コロナ

禍において一時的に減少したものの、現在は561

名と以前の水準に戻り、コロナの影響も緩和さ

れております。

日本人の漁業就業者につきましては、新規就

業者の確保のために、就業情報の発信や受入れ

経営体での研修等に取り組んでおります。ま

た、人材を育成するために、漁船の運航に必要

な資格取得の支援なども行っているところで

す。

今後とも、関係団体と連携し、漁業就業者の

確保を推進してまいります。

なかなか思っているように成○野﨑幸士議員

果が出ないかもしれませんが、引き続きしっか

り取り組んでいただくことを要望します。

続いて、水産資源についてですが、今年５月

に農林水産省から、昨年の日本の漁業・養殖業

生産量が発表されました。

前年比7.5％減の約386万トンと、調査開始以

来、初めて400万トンを下回りました。しかし、

この水産資源の減少が深刻であることを国民が

感じていないのが現状です。

そこで、水産資源の持続的利用について、本

県はどのように取り組まれているのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

県では、第六○農政水産部長（久保昌広君）

次水産業・漁村振興長期計画に基づき、関係者

と一体となって、水産資源の持続可能な利用管

理を推進しております。

具体的には、アマダイやヒラメなど、沿岸の

主要な水産資源について、水産試験場が科学的

に行う資源評価結果に基づき、県は、魚種ごと

に禁漁期や漁獲量の上限を定め、また、漁業者

は、それらに加えて漁に出るのを控えたり、漁

具の制限等、自主的な資源管理にも取り組んで

おります。

また、漁業者等が稚魚のすみかとなる藻場や

干潟等の保全活動を行い、そこに県などが稚魚

を放流することで、効果的な資源の増殖に努め

ております。

こうした取組に加え、浮き魚礁等の整備によ

る生産性の高い漁場造成を通じて、水産資源の

持続的利用を進めております。

資源には限りがありますの○野﨑幸士議員

で、しっかり取り組んでいただくことを要望し

ます。

去る７月に、環境農林水産常任委員会で宮崎

市青島の水産試験場を視察しました。

水産試験場は、昭和45年に再設置されてから

今年で54年目になり、施設の老朽化が顕著な

上、去る３月には、試験場内の魚の餌を保管す

る冷蔵庫で火災も発生しています。

試験場では、アマダイ類における親魚養成技

術や遺伝子を利用した育苗技術やウナギの稚仔

魚飼育技術等、貴重で重要な研究を行っていま

すし、試験場に勤める職員の労働環境、県民か

ら親しまれる試験場という観点からも、建て替

えが必要ではないかと感じました。

今年度の当初予算に、水産試験研究体制等の

機能強化及び運営の合理化に係る基本計画を策

定するための水産試験研究体制強化事業が新し

く盛り込まれ、現在検討が進められていること

と思いますが、水産試験場の体制強化に向けた

構想はどのような視点で検討されているのか、

知事にお伺いいたします。
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水産試験場は、水産の○知事（河野俊嗣君）

スマート化や資源の有効利用に係る技術開発な

どに取り組んでおりまして、本県水産業の成長

産業化に大変重要な役割を担っております。

水産資源や藻場の減少、担い手不足、さらに

は近年の物価高騰など、水産業を取り巻く現状

が厳しい状況にある中、水産試験場におきまし

ては、最先端の技術を駆使した試験研究の高度

化とともに、老朽化している施設や設備への対

応が急務であると認識をしております。

このため、本年度、施設の再整備も含めた体

制強化の調査及び検討を進めております。

その検討に際しましては、「漁業の現場に密

着した試験研究体制」及び「関係機関との連携

強化による技術開発の効率化」という２つの視

点を持って、研究の高度化と効率化の両立や、

運営体制の合理化を進めることとしておりま

す。

水産試験場が今まで行ってき○野﨑幸士議員

た調査・研究、技術向上等がさらに発展するよ

うな体制を構築していただくよう要望します。

次に、県産品の輸出拡大に向けた取組につい

て質問します。

我が国の農業は、人口減少や食生活の変化な

どの要因で、国内マーケットが縮小傾向にあ

り、将来を描きにくい困難な状況にあります。

一方、海外に目を向けますと、世界の人口は

現在80億人を上回っている状況で、今後も増え

続け、これに伴い、世界の食の市場規模も拡大

すると予想されています。特に人口増加の著し

いアジア諸国では、食の市場規模がおよそ２倍

に増加すると予測されています。

このように、海外での食に対する需要の高ま

りをいかに国内の生産力に結びつけるかが、こ

れからの日本の農業発展に向けた重要なポイン

トであり、全国有数の農林水産業の県である本

県にとって、これからの農林水産物・食品の輸

出促進が、本県産業の発展に大きく寄与すると

思います。

そこで、本県の農林水産物・食品の輸出促進

戦略について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、国際・経済交流や多文化共生社会づくりな

ど、グローバル関連施策を推進するため、「み

やざきグローバルプラン」を策定し、その中

で、「グローバル経済交流の強化」を施策の柱

の一つと位置づけ、県内生産品の輸出促進に取

り組んでおります。

特に、本県が強みを持つ農林水産物・食品に

ついては、今年６月に改定した同プランにおい

て、輸出額を令和３年の約187.5億円から、令和

８年までに210億円に拡大する目標を設定したと

ころです。

同プランでは、輸出先国の市場に対応した商

品づくり、またデジタル化の進展に対応した新

たな販路開拓・拡大等を促進することとしてお

り、目標達成に向け、関係機関と連携しなが

ら、戦略的に施策を展開してまいります。

日本からの輸出先１位の中国○野﨑幸士議員

が、先般、東京電力福島第一原子力発電所にた

まる処理水の海への放出を受けて、日本産の水

産物の輸入を全面的に停止し、今後、様々な影

響が生じることが懸念されますが、輸出促進が

これからの農林水産業に大きな支えになること

は間違いないと思いますので、みやざきグロー

バルプランの目標達成に向けて、しっかり取り

組んでいただくことを要望します。

さて、本県の輸出促進においては、みやざき

「食と農」海外輸出促進協議会において、関係
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者一体となって取組を進められておられるよう

ですが、みやざき「食と農」海外輸出促進協議

会の会長を務めておられる日隈副知事に、これ

からの農畜水産物の輸出拡大に向けての意気込

みをお伺いいたします。

本県農畜水産物につ○副知事（日隈俊郎君）

きましては、４月に開催されましたＧ７宮崎農

業大臣会合におきましても、宮崎牛をはじめ高

い評価をいただき、改めて世界に通用するもの

と、自信を深めたところであります。

今後、コロナ後における経済活動再開の機を

逃さず、輸出拡大に取り組んでいく必要がある

ものと考えております。

具体的には、宮崎牛では「おいしさ日本

一！」を前面に押し出したプロモーションの実

施や、キンカンでは、春節の時期に合わせたア

ジア圏での販路拡大に加えて、中近東のドバイ

など新たな市場の開拓にも取り組んでまいりま

す。

さらに、10月に開催されます宮崎県人会世界

大会や、国際定期便の運航再開などを追い風

に、輸出先国のニーズに合う戦略を取りなが

ら、積極的なＰＲ等の展開に取り組み、一層の

輸出拡大につなげてまいります。

本県で開催される国際的な催○野﨑幸士議員

しなど、あらゆる場面において輸出促進につな

がる仕掛けを講じていただくことを要望しま

す。

次に、土木行政について質問します。

まず、盛土規制法についてであります。

令和３年７月、静岡県熱海市で、大雨によっ

て違法盛土が崩壊し、大規模な土石流により、

甚大な人的・住家被害が発生しました。

このような危険な盛土について、法律による

規制が必ずしも十分でないエリアが存在してい

ることを踏まえ、今年５月に宅地造成及び特定

盛土等規制法が施行されました。

本県においても、昨年の台風第14号の大雨に

より、美郷町において、県が地滑り防止工事の

際に造成した盛土の一部が崩れ、土石流が発生

しています。

今後、県では、新たな法律により、規制区域

を指定していくことが見込まれます。熱海市で

発生した被害を繰り返さないためにも、隙間が

ないよう規制していくことが重要と考えます

が、盛土規制法における規制区域の指定に向け

た取組状況について、県土整備部長にお伺いい

たします。

盛土規制法に○県土整備部長（原口耕治君）

基づく規制区域につきましては、危険な盛土か

ら人命や財産を守るため、盛土等の崩落により

人家等に被害を及ぼし得る区域を、県と中核市

である宮崎市において指定することになりま

す。

このため、昨年度末から、人家の密集度や地

形条件などに応じた異なる２つの区域を設定す

るための基礎調査に取り組んでおり、現時点で

は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわ

らず、県内ほぼ全域がいずれかの規制区域にな

る見込みであります。

県としましては、今年度中に基礎調査の結果

を取りまとめ、来年度に市町村長への意見聴取

やパブリックコメントを実施した後、規制区域

の事前公表を経て、令和７年度に規制区域を指

定する予定としております。

令和７年度の規制区域の指定○野﨑幸士議員

に向けて、しっかりと取組を進めていただくよ

う要望します。

この盛土規制法による規制区域の指定後は、

盛土等を行う際に、様々な制約がかかることに
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なると思いますが、規制区域の指定後に新たに

必要となる手続とその周知について、県土整備

部長にお伺いいたします。

規制区域内で○県土整備部長（原口耕治君）

一定規模以上の盛土等を行う事業者は、あらか

じめ知事または宮崎市長への届出や許可が必要

となります。

許可申請において、技術的基準への適合や、

土地所有者の同意等が必要となり、許可された

後も、工事期間中の定期報告や検査を受けるこ

とになります。

また、規制区域内の土地所有者等に対しまし

ては、過去の盛土を含め、常に安全な状態を維

持する責務が生じます。

このようなことから、現在、事業者となり得

る建設業協会等を訪問し、法の趣旨、許可手続

等についての説明や意見交換を行っているとこ

ろであります。

県としましては、今後とも、規制内容につい

て広く県民への周知に努めながら、危険な盛土

等を防止する取組を関係部局と連携して進めて

まいります。

盛土規制法の趣旨等、周知を○野﨑幸士議員

してもらい、無届けの盛土や危険な盛土等を防

ぐ取組を、関係部局と連携してしっかりと進め

ていただくよう要望します。

続きまして、国土強靱化についてですが、国

土強靱化対策が積極的に進められるようになっ

た、平成23年に発生した東日本大震災の教訓を

生かすべく、平成25年12月に国土強靱化基本法

が施行され、翌年６月には、同法に基づき、国

土強靱化基本計画が策定されました。

その後、平成30年に発生した西日本豪雨や台

風第21号等の被害を受け、「防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策」が閣議決定さ

れました。

平成30年度から令和２年度まで実施された３

か年緊急対策では、約７兆円の予算で集中的に

重要インフラ等の工事が進められました。

政府は、この期日を令和７年度まで延長し、

約15兆円の予算で、現在、国土強靱化５か年加

速化対策として、高度成長期以降に集中的に整

備されたインフラの老朽化への対応や、激甚化

する風水害や大規模地震等への対策等を中心

に、追加的に必要な対策を実行していますが、

これまでの国土強靱化３か年緊急対策、また追

加された５か年加速化対策の取組状況と、その

成果をどのように捉えているのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

国土強靱化の○県土整備部長（原口耕治君）

３か年緊急対策につきましては、河川の浸水対

策や道路ののり面対策、橋梁や港湾岸壁の耐震

対策などに取り組み、５か年加速化対策では、

新たに高速道路のミッシングリンク解消や、イ

ンフラ老朽化対策などを加え、様々な取組を

行っているところであります。

これらの成果としましては、昨年の台風第14

号では、過去の同規模の降水量に対し、家屋の

浸水戸数が減少したことや、東九州自動車道清

武南－日南北郷間の開通をはじめとする高速道

路の整備の促進、橋梁の老朽化対策が前倒しに

なるなど、県土の強靱化は着実に進んでいると

認識しておりますが、いまだその取組は道半ば

であります。

今後とも、必要な予算確保に努め、国土強靱

化にしっかり取り組んでまいります。

引き続き、国土強靱化に関す○野﨑幸士議員

る全ての事業にしっかり取り組んでいただくこ

とを要望します。

現在、進められている５か年加速化対策は、

- 60 -



令和５年９月13日(水)

年次計画において３年目となる令和５年度まで

に約9.9兆円の事業規模となっているようです

が、予算規模総額15兆円の約３分の２が執行さ

れることを鑑みると、残りの予算措置に不安を

抱きますし、残り３か年という短い時間で、県

土強靱化に必要な取組を全て実現することはで

きず、中長期的な視点に立った目標、計画に基

づいた対策を今後とも着実に進めていくことが

必要であると考えます。国土強靱化５か年加速

化対策後も県土の強靱化を持続的・安定的に着

実に進めることが重要と考えますが、必要な予

算の確保に向けた考え、取組について、佐藤副

知事にその思いをお伺いいたします。

国土強靱化は、大規○副知事（佐藤弘之君）

模自然災害から人命や財産、生活を守り、経済

活動を含む社会の重要な機能を維持するための

国家百年の大計であり、持続可能な社会を形成

する上でも、欠かすことのできない取組である

と認識しております。

私は先月、昨年度の台風の被災地を訪問しま

した。災害復旧箇所が工事中に再度被災する

等、本県は風水害や土砂災害等の自然災害の影

響を受けやすく、さらなる強靱化が必要である

ということを実感いたしました。

このようなことから、県民の命と暮らしを守

るために、県土の強靱化を５か年加速化対策後

も、国で策定予定の国土強靱化実施中期計画の

下で、持続的・安定的に推進することが重要で

あるというように、思いを強くしたところでご

ざいます。

私としましては、徹底した現場主義の下、こ

れまでの経験や人脈を最大限に生かし、県土の

強靱化に必要な予算の確保に全力で取り組んで

まいります。

国土交通省で培われたこれま○野﨑幸士議員

での経験を生かし、安全・安心な県土を構築し

ていただけるよう、佐藤副知事にはエールを送

ります。

次に、建築行政の取組について質問します。

まず、木造住宅の耐震化についてですが、過

去に起きた熊本地震では、住家被害は全壊8,667

棟、半壊３万4,719棟に上り、阪神・淡路大震災

では、全壊が約10万5,00 0棟、半壊が約14

万4,000棟に達しました。

この阪神・淡路大震災で死亡された方の約４

分の３は、倒壊した家屋による圧死・窒息によ

るものだと言われ、その大多数が古い木造住宅

であったとされています。

この阪神・淡路大震災をきっかけに、過去の

大震災の教訓を踏まえ、平成７年12月に耐震改

修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法

律）が施行されましたが、木造住宅の耐震化の

現状と今後の取組について、県土整備部長にお

伺いいたします。

本県におい○県土整備部長（原口耕治君）

て、昭和56年改正の耐震基準を満たす住宅の耐

震化率は、令和２年度末で約84％であり、その

うち木造住宅の耐震化率は約79％となっており

ます。

このような中、県では、令和７年度末の目標

とします住宅の耐震化率90％達成に向け、市町

村を通じて補助事業の活用を促すなど、重点的

に木造住宅の耐震化を推進しております。

しかしながら、耐震改修が必要となる木造住

宅の所有者は高齢者が多く、工事費用に負担を

感じたり、耐震化の必要性の認識が薄いなどの

実情があります。

このため、県としましては、耐震化の重要性

の啓発や補助制度の周知、必要な予算の確保な

ど、今後とも、市町村と連携して、住宅の耐震
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化に積極的に取り組んでまいります。

啓発・周知等にしっかり取り○野﨑幸士議員

組んでいただき、木造住宅の耐震化を推進して

いただくよう要望します。

住宅関連で問題が深刻化しているのが空き家

問題です。空き家が増え続ける背景には、長寿

化、持家率の高さ、核家族化が連動しているこ

とがあります。

人口の多い団塊の世代は持家率が86％以上と

言われ、2025年問題にあるように、残り２年で

その世代が75歳以上の後期高齢者となります。

また、2025年以降、日本では毎年150万人以上

が亡くなる多死社会となり、今後、空き家はさ

らに増えていくことが懸念されます。

国としてもこの問題に対処すべく、平成27年

２月に「空家等対策の推進に関する特別措置

法」が施行され、来年４月から相続登記が義務

化されますが、県として空き家対策についてど

のように取り組んでいるのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

空き家対策に○県土整備部長（原口耕治君）

つきましては、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」において、市町村は、空家等対策計

画を策定し、この計画に基づき空き家の活用や

除却等の対策を行い、県は、市町村に対する助

言や援助を行うこととされております。

このため県では「市町村空き家連絡調整会

議」などにより、先進的な取組の情報提供等を

行っているところであります。

また、空き家対策を円滑に進めるため、国は

今年６月に法律を改正し、緊急時における危険

な空き家の除却等の対策を強化する予定である

ことから、県としましては、国からの新たな情

報の収集や提供など必要な支援を行い、引き続

き市町村と連携を図り、良好な居住環境の確保

に取り組んでまいります。

空き家とは異なりますが、木○野﨑幸士議員

造建築物の耐震化の重要性について考えさせら

れた出来事として、今年７月に宮崎市で発生し

た青空ショッピングセンターの事案がありまし

た。住民の安全・安心な生活、地域をつくる上

でも、しっかり取り組んでいただくよう要望い

たします。

次に、警察行政の取組について質問します。

まず、自転車事故対策についてです。

自転車事故の状況は、全国的には２年連続で

増加し、全体の事故の中で、自転車が関連して

いる事故の割合も増加傾向にあるようです。

こういった状況を背景に、今年４月に改正道

路交通法が施行され、自転車を利用する人のヘ

ルメット着用が努力義務になりました。

公布から施行まで約１年間の中で、各都道府

県の警察でヘルメット着用に向けた普及活動が

行われているようですが、本県における自転車

事故の発生状況と、自転車ヘルメット着用促進

に向けた取組について、県警本部長にお伺いい

たします。

昨年の県内の自○警察本部長（平居秀一君）

転車事故発生件数は413件で、平成21年の1,693

件をピークに年々減少しております。

全事故に占める自転車事故の割合は、昨年

は10.9％で、平成21年の15.4％と比較すると減

少傾向にあります。

一方で、過去10年間の自転車乗車中の死者を

見てみますと、死者33人のうち約７割に当た

る23人が頭部を負傷しており、そのうちヘル

メット着用は１人だけでした。

自転車ヘルメット着用促進の取組につきまし

ては、テレビ、新聞、ＳＮＳ等による積極的な

広報啓発を行っておりますけれども、自転車事
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故に関しましては、特に高校生の関与する割合

が28％以上と極めて高いことから、学校等の関

係機関・団体と連携しつつ、交通安全教室等の

機会を通じて着用の促進を図ってまいります。

先月、宮崎市大塚町の県道で○野﨑幸士議員

高校生が、そして宮崎市高岡町の国道で女性

が、いずれも車と自転車の事故によって亡くな

りました。心から御冥福をお祈りいたします。

県においては、９月８日に県警と協力して、

朝の通勤時間に県庁駐輪場においてヘルメット

着用の呼びかけ、啓発チラシの配布を実施しま

した。先ほどのような悲しい事故が起きないよ

う、自分の身を守るという観点から、ヘルメッ

ト着用を強く推進していただきますよう要望い

たします。

次に、高齢運転者による交通事故対策につい

て質問します。

昨今、全国的に高齢運転者による重大事故が

大きな社会問題になっています。

高齢化が進展する我が国において、75歳以

上、80歳以上の運転免許保有者数は年々増加し

ており、令和３年には75歳以上の運転免許保有

者数が600万人を超えました。

高齢運転者の事故の原因として特に多いの

が、ブレーキとアクセルの踏み間違い等の運転

操作ミスです。

本県における高齢運転者の交通事故発生状況

について、県警本部長にお伺いいたします。

県内の高齢運転○警察本部長（平居秀一君）

者による交通事故発生件数は、令和４年から過

去５年間を見ますと、平成30年の1,920件をピー

クに年々減少しております。

また、死者につきましては、令和元年の19人

をピークに、令和３年は７人にまで減少しまし

た。

昨年の県内の高齢運転者による交通事故発生

件数は1,124件で、対前年比で192件減少しまし

たが、全事故に占める割合は29.6％と、高齢運

転者の事故統計を開始した平成18年以降、最も

高くなりました。

また、高齢運転者による事故の死者は11人

で、前年対比で４人増えております。

警察では、高齢運転者の交通事故防止対策は

喫緊の課題であると認識しており、制限運転の

普及促進や、安全運転相談の充実、免許の自主

返納者への支援等の対策を推進し、交通事故防

止に努めてまいります。

本県においても事故件数が減○野﨑幸士議員

少する中で、高齢運転者による事故の割合は高

止まりにあるようです。全国と同様、本県も高

齢者の運転免許保有者が増加しており、今後も

この傾向は続くと推測できます。

このような中、本県では、ここ数年、毎

年4,000～5,000人の高齢者が免許証を自主返納

されているようですが、仕事や買物、通院な

ど、移動手段として車の必要性が大きい特に中

山間地域等においては、返納が難しい現状で

す。

そこで、本県では、令和元年５月から、高齢

者が天候や時間、体調に応じて自分自身で決め

たルールで運転する制限運転の取組が進められ

ており、県警の制限運転の受付箇所を増やすな

どの取組により、その人数は増えているとのこ

とでした。

引き続き、高齢運転者の事故のリスクを減ら

し、少しでも長く安全運転を続けられるよう、

しっかり取り組んでいくことを要望いたしま

す。

次に、少年犯罪について質問します。

令和４年版警察白書によりますと、刑法犯少
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年の検挙人員は、18年連続の減少となっていま

す。少子化もその要因の一つかもしれません

が、同年齢層の人口1,000人当たりの検挙人員

は2.2人と、成人と比べて引き続き高い水準にあ

るようです。

県内における少年犯罪の現状と今後の非行防

止への取組について、県警本部長にお伺いいた

します。

県内における少○警察本部長（平居秀一君）

年犯罪につきましては、令和５年７月末現

在、134人を検挙しており、前年比36人増となっ

ております。

このうち、万引きなどの窃盗が54人と、全体

の40％を占めており、本年の特徴といたしまし

ては、複数の少年らが共謀し、出会い系サイト

などを通じて被害者を呼び出して金品を要求す

る事件や、少年による大麻事犯の検挙も増加し

ております。

警察といたしましては、非行情勢を踏まえ、

学校当局と連携した非行防止教室や薬物乱用防

止教室のほか、地域の防犯ボランティアと連携

した少年補導活動などにより、非行少年を生ま

ない社会づくり活動を推進してまいります。

時代かもしれませんけれど○野﨑幸士議員

も、私が若い頃は、薬物とかＳＮＳ関連の少年

犯罪をほとんど耳にしなかったんですが、本当

に今の犯罪は多様化していると感じます。

昨今、商業施設開業など再開発が進み、コロ

ナ禍の行動制限が緩む中、今年に入って、宮崎

駅東口から文化の森公園にかけて発生した、少

年等による事件の報道をよく耳にします。

また、若者のたまり場となっている宮崎駅周

辺ですが、再開発が進められる中、その周辺を

見ると、宮崎駅西口には交番が設置されていま

すが、東口には警察施設がありません。

警察も治安改善に向け、様々な取組を行われ

ているようですが、宮崎駅周辺における少年非

行等の現状と対策、今後の課題について、警察

本部長にお伺いいたします。

文化の森公園も含○警察本部長(平居秀一君)

めた宮崎駅周辺では、少年による傷害や恐喝な

どが発生するとともに、少年蝟集などによる治

安悪化が懸念されているところであります。

警察では、新設いたしました自動車警ら隊も

投入し、パトカーを常駐させての警戒活動など

のほか、宮崎北警察署が主体となり、教育関係

機関や宮崎駅周辺の企業・店舗関係者らによる

総合対策会議を開催し、官民一体となった取組

を進めております。

引き続き、治安改善に向けた対策を講じてま

いりますが、議員御指摘のとおり、宮崎駅東口

には警察施設がない現状でありますので、今後

の治安情勢を踏まえながら、活動拠点について

も検討してまいります。

総合対策会議の報告による○野﨑幸士議員

と、宮崎駅周辺の刑法犯認知件数が前年同期比

で約３割減ったとのことで、官民一体となった

取組の成果だと思います。

青少年がかけがえのない人生を誤ることなく

健全に歩んでいけるよう、少年犯罪防止に御尽

力いただきますよう要望いたします。

次に、サイバー対策について質問します。

デジタル化の進展に伴い、データを不正に暗

号化し、復元と引換えに身代金を要求するラン

サムウェアによる被害や、匿名性が高いダーク

ウェブを利用した闇バイトの募集や違法薬物等

の取引など、様々なサイバー犯罪が増加してお

り、本県においても、サイバー空間の脅威が深

刻なものとなっています。

この脅威に対処すべく、県警においては、生
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活安全部内にサイバー犯罪対策課が設置されま

したが、通信インフラの多様化を踏まえると、

優秀な人材の確保や育成、さらには、県警が一

体となった対処体制の整備が必要であると考え

ます。

そこで、サイバー空間の脅威に対する警察の

対策と今後の課題について、警察本部長にお伺

いいたします。

現在のサイバー○警察本部長（平居秀一君）

事案は、国境を越え、進化する情報通信技術

が、様々な犯罪に悪用されている現状にありま

す。

そのため、本県警察では、関係部門が一体と

なって事案に対処するとともに、警察庁サイ

バー特別捜査隊と連携するなど、組織的な捜査

を推進しているところであります。

また、これらの捜査を支えるサイバー人財の

確保・育成を図るため、情報工学の枠での採用

制度の導入や、サイバー研修制度の充実などに

取り組んでおります。

今後とも、変容するサイバー空間の脅威に的

確に対処するためには、警察が保有するリソー

スの有効活用が必要であると考えておりますの

で、既存の体制をベースに、部門横断的な体制

の拡充を検討してまいります。

目に見えない脅威ですので、○野﨑幸士議員

県民への啓発・周知活動も含め、しっかり取り

組んでいただくよう要望します。

次に、医療・福祉行政の取組について質問し

ます。

まず、熱中症対策についてです。

熱中症は様々な生活の場面において発生し、

全国の死者数の推移を見ますと、平成13年から

平成17年までの年平均死亡者数に比べ、平成28

年から令和２年までの年平均死亡者数は３倍以

上に増えています。

特に近年は、65歳以上の高齢者が８割を超え

ている状況ですが、本県の熱中症の現状と、特

に高齢者をはじめとした予防啓発の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の今年５○福祉保健部長（川北正文君）

月１日から８月27日までの熱中症による救急搬

送人員は、速報値で754名と、前年同時期より33

名多く、また、17名の方が重症と診断されてい

ます。

年齢区分別では、18歳未満が11.9％、18歳以

上65歳未満が28.8％、65歳以上が59.3％となっ

ています。高齢者が半数以上を占めており、暑

さや水分不足に対する感覚機能の低下により、

特に注意が必要であるとされています。

県としましては、引き続き、市町村等と連携

しながら、各種広報媒体を活用し、適切な室温

管理や小まめな水分補給、高齢者をはじめとす

る周囲の人たちへの目配りや声かけ等、熱中症

予防の啓発に努めてまいります。

引き続き、しっかり取り組ん○野﨑幸士議員

でいただくことを要望します。

こういった現状の中で、今年の７月に山形県

の女子中学生が、部活動を終え、帰宅途中に熱

中症の疑いで病院に搬送され、その後、死亡し

ています。

また８月には、北海道女子児童が体育の授業

中に倒れ、死亡する事案も発生していますが、

本県における学校での熱中症の現状とその対策

について、教育長にお伺いいたします。

学校では、これま○教育長（黒木淳一郎君）

でも熱中症対策としまして、暑さ指数の測定に

よる活動の判断や運動量の調整、健康観察、適

切な水分・塩分の補給等、子供の命を守るため

の取組を行ってまいりました。
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さらに、昨今の気候変動にも鑑み、県教育委

員会では、昨年６月に「学校における熱中症対

策ガイドライン」を作成し、周知しておりま

す。

そのような中、昨年度は２件、熱中症による

緊急搬送がありました。いずれも軽度の症状

で、その日のうちに帰宅しております。

これらの状況を踏まえ、今年度当初、熱中症

の事故防止やガイドラインの活用について、再

度、通知をしております。

ちなみに、今年度の現時点では、この夏、１

件の緊急搬送がありまして、改めて２学期当初

に通知をし、熱中症対策のさらなる徹底を図っ

たところであります。

まだまだ残暑が続くと思われ○野﨑幸士議員

ますので、効果的な普及啓発や注意喚起に取り

組んでいただくよう要望いたします。

次に、感染症対策について質問します。

人類史上まれに見る巨大災害となった新型コ

ロナ、毎年感染が懸念される季節性インフルエ

ンザ、この夏、本県でも流行したヘルパンギー

ナ、マダニが媒介するＳＦＴＳなどの感染症で

すが、今年の夏を中心に、そのおのおのの感染

が幾度となく報じられました。

今後もコロナをはじめ様々な感染症の流行が

懸念され、県民への注意喚起が重要だと思われ

ますが、県の取組について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県では、感染○福祉保健部長（川北正文君）

症の発生動向の把握と、県民への速やかな情報

提供を行うため、発生動向調査を実施し、感染

症週報により公表しております。

特に、新型コロナ対策では、感染拡大時に知

事会見を行うなど県民に注意喚起するととも

に、感染状況を分かりやすくお伝えするため、

県独自の取組として、圏域ごとに流行状況を色

分けし、また、県全体の推計患者数を示してお

ります。

さらに、手洗いや換気など基本的な感染対策

について、新聞やラジオ等を通じて周知してお

ります。

その他、インフルエンザや子供の感染症につ

いては、流行状況に応じて注意報や警報を発表

するとともに、ＳＦＴＳなどのマダニ感染症に

ついては、ダニの活動が活発になる春から秋に

かけて啓発を強化するなど、流行が懸念される

時期に合わせて、随時、県の様々な広報媒体を

通じて注意喚起を行っております。

各感染症においては、本県で○野﨑幸士議員

も重症化や亡くなられる方もいますので、注意

喚起や予防対策の周知等をしっかり行っていた

だくことを要望します。

次に、看護師の特定行為について質問しま

す。

国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を

めどに、住まいを中心に、生活支援・介護・医

療、そして予防が一体的に提供される、地域包

括ケアシステムの構築を推進しています。

担当課にその進捗状況をお聞きしたところ、

ほぼ全県的に中学校区単位でその構築は終わっ

ているとのことでしたので、住民に対して、そ

の周知等を行っていただくよう要望します。

このように、病院から在宅への流れの中で、

地域づくりと並行して在宅医療も進められてい

ますが、医師や看護師不足が懸念され、特に看

護師の役割拡大が重要視されています。

今後の在宅医療などを支えるために、医師が

あらかじめ作成した手順書により、特定行為を

行える看護師の研修が進められているわけです

が、看護師の特定行為研修に関する本県のこれ
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までの取組と現在の状況について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

特定行為研修○福祉保健部長（川北正文君）

制度を推進するため、県では令和２年11月に、

大学や医師会、看護協会等の関係機関と推進検

討会を設置し、医療機関等へのアンケートを通

じた課題等の把握や制度の周知に取り組むほ

か、研修参加にかかる費用の支援を行ってまい

りました。

また、特定行為の研修機関等に対しては、初

年度の運営費や備品購入など開設準備経費の支

援を行っており、令和５年７月現在、県内の指

定研修機関は３施設、研修修了者は26名となっ

たところであります。

県としましては、今後とも関係機関等と連携

して、医療機関の管理者等に対し、看護師の特

定行為の意義やメリット等の周知を図るなど、

引き続き、研修修了者の増加と研修機関の拡充

に努めてまいります。

今後の医療福祉を充実させる○野﨑幸士議員

中で、この看護師による特定行為は必ずその必

要性が高まりますので、さらなる研修修了者の

確保を進めていただくよう要望します。

次に、特定行為研修を修了した看護師の活用

について、県の考えを福祉保健部長にお伺いい

たします。

特定行為研修○福祉保健部長（川北正文君）

を修了した看護師は、胃瘻チューブの交換な

ど、医師の指示を待たずに、あらかじめ定めら

れた手順書に基づき、一定の診療の補助を行う

ことが可能となります。

このため、医療・介護のニーズが高まる中、

特にその役割が期待される在宅療養や介護施設

をはじめ、医療機関における看護師の資質向上

やチーム医療の推進、さらには、医師の働き方

改革に伴うタスクシフトの推進など、本県の地

域医療に寄与するものと考えております。

また、専門的できめ細かな医療・看護の提供

は、患者や家族の医療満足度の向上や安心感に

もつながることから、県としましては、特定行

為研修を修了した看護師が県内各地で活躍でき

るよう、関係機関と連携して取り組んでまいり

ます。

在宅医療を中心に地域医療で○野﨑幸士議員

の活躍が大いに期待されますので、今後の育成

と活躍できる場の確保に取り組んでいただくよ

う要望します。

このように新たな地域医療体制を構築しなが

ら、持続可能な地域づくりで重要なのは、その

地域に若者が暮らし続け、移住者が増加するこ

とです。そのためには、地域で安心して暮らす

ための教育や医療などの環境が整っていること

が必要です。

特に医療環境を鑑みますと、地域によっては

産科医がいなくなってしまって、住んでいる地

域でお産ができなくなったとか、小児科医が高

齢になってきて、夜間の診療対応が難しくなっ

てきたなど、これまで受けられた医療も今後は

受けられなくなったりするのではないかと危惧

しています。

このように、地域医療の格差が生じるべきで

はないと思いますし、その解消に向けての取組

こそが持続可能な地域づくりにつながり、さら

に本県の発展につながると思います。

そこで、県民誰もが安心して医療を受けられ

る体制の構築に向けて、どのように取り組んで

いかれるのか、知事にお伺いいたします。

本県は九州唯一の医師○知事（河野俊嗣君）

少数県でありまして、県央に医師が集中する地

域間の偏在、また小児科・産科等の特定診療科
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の医師不足など、大きな課題となっておりま

す。

このため、小児科、産科等を目指す医師への

専門研修資金の貸与や、産科医の処遇改善のた

めの支援を行うとともに、医師のキャリア形成

プログラムに基づき、地域枠医師の派遣調整等

を通じた医師の地域偏在の是正に取り組んでい

るところであります。

また、ドクターヘリやドクターカーを活用し

た救急医療体制を整備するとともに、中山間地

域におけるＩＣＴを活用した遠隔診療支援シス

テムの構築や、オンライン診療の導入を支援す

るなど、地域医療体制の機能強化を進めている

ところであります。

今後とも、県民誰もが住み慣れた地域で安心

して医療を受けられるような体制を築くことが

できるよう、引き続き、関係機関と連携して取

り組んでまいります。

本当に難しい問題とは思いま○野﨑幸士議員

すが、県民の安心な生活、そして本県の発展の

ためには、医療体制の充実が不可欠なので、引

き続きしっかり取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、医療的ケア児について質問します。

現在、本県での医療的ケア児は192名と伺って

おり、全国でも医療的ケア児が増加している状

況です。

こういった中、医療的ケア児を育てる家族の

負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を

図るとともに、その家族の離職を防止する目的

で、医療的ケア児支援法が２年前に施行され、

国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責

務を担うことが明文化されました。

本県においても、医療的ケア児支援法の施行

に伴い、昨年７月に県立こども療育センター内

に医療的ケア児支援センターを開設し、様々な

対応をされていると思いますが、その相談対応

の状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

支援センターにおきましては、医療的ケア児の

保護者等からの相談をワンストップで受け止

め、適切な支援機関への橋渡しを行うなどの相

談対応を行っており、昨年７月の開設から今年

６月末までの１年間で、保護者や医療機関、福

祉事業所等から合わせて106件の相談が寄せられ

ているところであります。

主な内容として、「子供を預けられる事業所

を知りたい」「入園、入学において不安があ

る」「退院後に受けられる生活支援を知りた

い」といった保護者等からの相談が多く、この

ような相談に対し、センターに配置された保健

師等が、受入れ可能な事業所の紹介や、教育委

員会等を交えたケース会議を実施するなど、地

域の関係機関と連携しながら対応しているとこ

ろであります。

この支援センターの存在は、○野﨑幸士議員

本当に保護者の方にとって心強い存在ですし、

今まで悩んでいた、また諦めていたことの相談

の解決に結びついていますので、これからも支

援の取組をしっかり行っていただくよう要望し

ます。

このように、医療的ケア児に対する法整備

や、それに伴う様々な支援体制が進められてい

ますが、今後、本県において医療的ケア児とそ

の家族への支援をどのように進めていくのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

やその御家族は、生活の中で様々な不安を抱え

ながら過ごされており、医療的ケア児支援セン

- 68 -



令和５年９月13日(水)

ターなどに届いた声にしっかりと寄り添い、必

要な支援につなげていくことが重要でありま

す。

このため、県としましては、医療的ケア児支

援センターを中心とした地域におけるきめ細か

な支援体制を構築するため、相談支援の調整役

を担う「医療的ケア児等コーディネーター」の

養成研修を実施しており、全ての市町村に対

し、配置を働きかけているところであります。

また、引き続き、施設や設備への補助による

短期入所施設等の充実や、医療的ケア児に対応

できる小児科医の育成などを進め、関係する皆

様が身近な地域で安心して生活できる環境づく

りに取り組んでまいります。

医療的ケアは24時間体制で行○野﨑幸士議員

う必要があるため、介護をする家族は慢性的な

睡眠不足や疲労感にさいなまれます。このよう

な状況が軽減され、医療的ケア児がいる家族で

も身近な地域で安心して生活ができるよう、

しっかり取り組んでいただくよう要望いたしま

す。

次に、親亡き後の問題について質問します。

障がいがある子を持つ親が常に心配し、悩ま

しい問題として、親が亡くなった後の我が子の

生活支援や財産管理等の問題が挙げられます。

このような問題の解決策の一つに成年後見制

度があり、本県においても、この制度の利用を

含め、障がいのある子を持つ親への大きな心配

や悩みに寄り添った取組が必要と強く考えます

が、本県における親亡き後の問題への取組を福

祉保健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（川北正文君）

方の親亡き後の生活は、本人やその御家族に

とって大変切実な問題であり、県では、居住の

場であるグループホームの整備に対する補助

や、地域での生活や就労に関する相談支援体制

の整備等を行っております。

また、障がいのある方の財産保護と権利擁護

を図る上で、成年後見制度は有効な手段であり

ますことから、成年後見制度の申立てや後見人

の報酬等に要する経費を補助する市町村への支

援を行うとともに、後見業務を適正に担うこと

ができる法人や、弁護士等の専門職以外で地域

の身近な存在として業務を行う市民後見人の養

成研修なども実施しております。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、障がいのある方の生活を地域全体で支える

ための取組を推進してまいります。

親が元気なうちに、いかに亡○野﨑幸士議員

き後の対策を備えておくかということが重要で

す。制度の周知や受皿となる施設の整備等、障

がいを持つ方、また、その親が安心して生活で

きる社会づくりのために尽力していただくよう

要望します。

次に、老老介護について質問します。

昨年の国民生活基礎調査を見てみますと、65

歳以上で構成される高齢者世帯の夫婦のみの世

帯、単独世帯、また要介護者との同居割合も

年々増加傾向にあります。このような背景から

も、介護者と要介護者がともに65歳以上のいわ

ゆる老老介護が、高齢社会の大きな問題の一つ

になっています。

こうした社会の中で、昨年の11月、82歳の夫

が約40年間介護を続けてきた79歳の妻を、神奈

川県大磯町の海に車椅子ごと突き落として殺害

する事件が起こりました。

被告である夫は、「妻が脳梗塞で倒れて左半

身不随になってから、体が続く限り１人で介護

すると決意した。その気持ちは揺らぐことはな

かったし、今でも変わりない」と法廷で述べて
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います。

２人で仲よく生活を続ける中、妻の体の機能

が急激に低下し、それまで１人でできていた車

椅子の乗り降りが難しくなりました。被告は体

力も落ち始めたこともあり、この頃から妻と無

理心中を考え始めるようになったと話していま

す。

その後、様々な事態を知った長男が費用を負

担して、被害者は施設に入所することが決まり

ましたが、このことが被告に妻の殺害を決意さ

せるきっかけになったと見られています。

およそ40年にわたって妻の身の回りの世話を

全てほぼ１人で担ってきた被告は、「自分は頑

固者で、人の意見を聞かない性格で、誰にも迷

惑をかけないで１人で面倒を見るという意識が

あった。なぜ息子やケアマネジャーに本音をぶ

つけて相談しなかったのか」と後悔を口にした

そうです。本当に痛ましい事件だと思います。

本県でも全国と同様に、夫婦のみや単独の高

齢者世帯が増え、老老介護の割合も今後増えて

いくと思われます。

そこで、老老介護の課題と、介護を行う高齢

者の負担を減らすためにどのような支援をして

いるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

老老介護は、○福祉保健部長（川北正文君）

主な介護者が高齢者であることから、介護に係

る負担により体調を崩しやすい、また周囲に助

けを求めることに抵抗があるなどの課題がある

と認識しております。

このため各市町村では、地域の通いの場の運

営や、相談支援機能を持つ地域包括支援セン

ターを設置するとともに、高齢者の家庭を定期

的に訪問するなど、問題を抱え込み、孤立しな

いよう努めているところです。

また、県では、老老介護対策の先進事例を収

集し、その横展開を図るとともに、地域包括支

援センター職員やケアマネジャーの研修会の開

催等により、市町村の取組を支援しておりま

す。

今後、増加が見込まれる高齢の介護者の不安

を受け止め、負担を軽減することは大変重要で

ありますので、引き続き、市町村や関係機関と

の連携を強化してまいります。

誰一人取り残すことのないよ○野﨑幸士議員

う、その相談支援体制の構築を確実に進めてい

ただくよう要望します。

先ほどの神奈川県の事件ですが、知事はこの

事件をどう感じておられるのか、また、本県の

高齢社会をどう支えていかれようとしているの

かお伺いいたします。

この事件の報道に接す○知事（河野俊嗣君）

るたびに、胸が塞がる思いがしておりました。

およそ40年の長きにわたり、家族や専門家の

支援を断り、１人で妻の介護を続けておられた

夫の苦労、過酷さは、想像を絶するものであっ

たろうと思われますが、一方で、１人の貴い命

が奪われるという重大な結末に至ったことは、

誠に残念なことであり、あってはならないこと

だと考えております。

今回の事件は、少子高齢化が大きな問題とな

る中、介護や社会の在り方について、改めて考

えさせられるものでありました。

本県におきましては、全国を上回るスピード

で高齢化が進んでおりまして、これまで「地域

包括ケアシステム」の構築や、それを支える介

護人材の確保、医療・介護基盤の整備などに取

り組んでまいりました。

今後さらに、高齢夫婦のみの世帯や独居高齢

者などの世帯が増加すると、社会、また地域の

在り方が大きく変容することが想定されるとこ
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ろであります。こうした福祉の分野において

も、防災の分野においても、家族、親族も含め

てでありますが、隣近所などと普段から接す

る、日常的なコミュニケーションの大切さとい

うことを改めて感じております。

県といたしましては、高齢者を含め全ての県

民の皆様が孤立することなく、安心して自分ら

しく暮らし続けることができるよう、世代を超

えて地域住民が支え合う地域づくりを推進し、

本県の高齢社会を支えてまいります。

この事件の状況、結末は、海○野﨑幸士議員

に突き落とされた瞬間、妻は「嫌だ」と大きな

声で叫んだということです。妻はまさか海に突

き落とされるとは全く思っていなかったのだと

思います。本当に深刻で、いろいろと考えさせ

られる事件です。

以上、各項目をるる質問させていただきまし

たが、知事が打ち出した「宮崎再生」、表向き

はコロナ禍前の社会に戻り始めたように感じら

れますが、コロナ禍中の借入れの返済や、先ほ

どの事件のように、新型コロナがなかったとし

ても、社会変化の中で起きる様々な問題を鑑み

れば、「中心部だけでなく、地方の隅々までの

均衡ある発展」と「誰一人とも、どの地域も取

り残さない」政策実現こそが「宮崎再生」だと

思います。

歌手の坂本九さんの歌にありますように、

「上を向いて歩こう、涙がこぼれないよう

に」、涙が、県民が抱えている悩みや苦しみと

いった問題、要望だとしたら、その涙がこぼれ

ないように、顔を上に向かせるのは政治と行政

の役目、優しく背中を押し、希望を持って一歩

ずつ歩かせるのも政治と行政の役目だという思

いをお伝えして、代表質問の全てを終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時57分散会
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令 和 ５ 年 ９ 月 1 4 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、公

明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○重松幸次郎議員

ございます。公明党宮崎県議団、重松幸次郎で

ございます。

通告に従いまして、順次質問させていただき

ますので、知事をはじめ関係部長の明確な御答

弁をお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

新型コロナ分類が２類相当から５類へ変更と

なり、本格的な経済回復を考える時期でありま

すが、2020年の当初から３年にわたって、経済

や社会生活が制約される異常な事態が続いたた

め、この間の日本経済の国内総生産（ＧＤＰ）

水準は、新型コロナ感染拡大前の水準を下回る

状態が続いておりました。

加えて、物価・燃油高騰やデジタル化の遅れ

と半導体不足、さらには将来人口の減少化を見

据えると、たとえ需要が急速に回復したとして

も、供給制約に直面し、インフレを加速する事

態を引き起こしていると、今後の長期的な経済

成長の見通しを多くの経済学者が悲観的に見て

おります。

一方で、2024年問題、働き方改革関連法が適

用される来年４月からは、物流業界のみなら

ず、あらゆる産業の人手が不足し、サービスの

低迷を強いられる社会問題を抱えている現状で

す。

そうした中で本県は、直面する様々な課題や

今後の方向性を改めて整理し、令和22年（2040

年）を展望した「長期ビジョン」と、今後４年

間の実行計画となる「アクションプラン」を策

定されました。

そこで、この４年間、アクションプランの推

進にどのような姿勢で臨んでいかれるのか、知

事にお伺いいたします。

次に、喫緊の課題である原油価格・物価高騰

対策にどのように取り組んでいかれるのか、総

合政策部長にお伺いします。

以上、壇上からの質問とし、以下の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。アクションプランの推

進についてであります。

本県はもとより我が国は、少子高齢化による

人口減少の進行に加え、長引く原油高・物価高

の影響、さらには、デジタル技術等の進展や気

候変動による自然災害の激甚化・頻発化など、

複雑で予測困難な時代に直面しております。

このような情勢を踏まえ、県が定めた新たな

アクションプランにおきましては、まずは、落

ち込んだ県民生活・経済活動の早期回復を図

り、本県を新たな成長軌道に乗せる「宮崎再

生」を第一に掲げますとともに、出生率・出生

数の回復に向けた少子化対策や、若者の県内定

着の促進などの社会減対策、デジタル化・脱炭

素化にも対応した人づくりや産業づくり、災害

に強い県づくりなど、持続可能で未来志向の施

策を盛り込んだところであります。

今後とも、現場主義や対話と協働、常在危機

の意識を徹底した県政運営を基本姿勢として、

県民の皆様の声にも真摯に向き合いながら、こ

のアクションプランを県民一丸となって推進

令和５年９月14日(木)
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し、誰もが幸せを実感でき、夢や希望を持てる

ような宮崎県の実現に邁進してまいります。以

上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（重黒木 清君）

答えします。原油価格・物価高騰対策について

であります。

県としましても、これらの対策は、県民生活

・経済活動の安定化はもとより、宮崎再生の早

期実現や、次なる成長にとっても重要であると

考えております。

このため、国の交付金や宮崎再生基金等を活

用し、これまでも生活者支援として、保育所等

の給食支援や、市町村と連携したプレミアム付

商品券の発行、理容・美容・クリーニングの利

用促進などに、また、事業者支援として、交通

・物流事業者や農林漁業者への燃料・資材等の

価格高騰分の補助などに取り組んできたところ

であります。

しかしながら、影響が長引くなど先行き不透

明な状況が続いておりますので、引き続き、県

内への影響の把握に努めるとともに、全国知事

会等を通じて必要な要望を行うなど、国とも連

携を図りながら、しっかりと対策を講じてまい

ります。以上であります。〔降壇〕

それぞれに御答弁いただ○重松幸次郎議員

き、ありがとうございました。

コロナ禍からの反転、人口減少や社会変化の

対応、国際情勢と最先端技術の進展など、現時

点では予測のつかない状況もあろうかと思いま

すが、であるからこそ全庁を挙げて取り組み、

そして私たち議員も、国や市町村とも連携し

て、若者が将来に希望の持てる社会、活力と安

心・安全な暮らしづくりに、共に前進してまい

りたいと思います。

次に、県民の命と暮らしを守る取組について

伺います。

初めに、台風による豪雨災害など、自然災害

が頻発化・激甚化しています。また、近い将

来、南海トラフで地震が発生することは間違い

ないと指摘されていることは、言うまでもあり

ません。

改めまして、南海トラフとは、大陸プレート

の下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる

場所を指し、このエリアでは、100年から200年

の間隔で蓄積された「ゆがみ」を解放する大地

震が発生しているようで、前回の発生は1944

年、昭和東南海地震であり、間もなく80年が経

過しようとしております。さらに、この震源域

で、前々回の巨大地震である安政東海地震か

ら90年ぶりでの発生となっています。

政府の地震調査委員会は、今後30年以内に南

海トラフ地震が起こる可能性を70％から80％程

度と予測しております。

政府の被害想定では、太平洋側の多くの地域

で震度６強を超える強い揺れが襲い、最大で30

メートルを超える津波が襲来。本県において

は、建物被害は約８万棟の住宅が倒壊・焼失

し、最悪のケースで、人的被害は約１万5,000人

を超えると想定されています。

それら被害の甚大さはもちろんのこと、より

深刻なのは太平洋ベルトでの被害で、経済的な

生産活動は停滞し、例えば鉄道事業者は、運行

を止め、安全確認をしなければならず、製造業

の製造ラインの安全確認、金融・サービス業

は、オフィスビルのエレベーターの閉じ込めの

救出に数日かかり、修理・補修が終わるまで出

勤ができず、業務にならないと指摘されており

ます。

そもそも電力はどの程度で復旧するのか。政

府の被害想定によれば、全国で最大2,930万軒が
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停電すると想定されており、復旧には最大で２

週間かかると考えられています。

また、浄水場や水道管の被害も発生し、その

ほか港湾の被害が出れば、国内外への物流輸送

は停滞し、さらに大量の瓦礫で、道路や河川、

港の機能は著しく低下するであろうと予測され

ております。

まずは、交通と物流のインフラ整備、電力・

水道といったライフラインの回復が最優先であ

り、町並みや住宅の再建は当分の間、後回しに

せざるを得ない。

では、その間の避難所運営や市民生活への救

援、また、医療・介護現場での支援活動など、

どう備えるべきか。

南海トラフ地震だけでなく、台風や風水害、

火山の噴火などなど、改めて「自分の命は自分

で守る」という自助努力を認識し、県民全員へ

の防災・減災への取組を、再度その情報発信を

促していかなければならないと考えます。

そこで本題に入りますが、地域防災の強化を

図るためには、幾つか組織があります。その一

つに、災害時に住民の皆さんが地域ごとに団結

し、自らの手で自らの生命・身体・財産を守る

ために結成された自主防災組織があり、また、

長い歴史を持つ消防団は、住民の積極的な参加

の下に「消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律」も制定されました。日夜、

地域防災に貢献されていることは言うまでもあ

りません。

さらに、防災士は、2002年（平成14年）に設

立された日本防災士機構が認証する民間資格

で、我が国の防災と危機管理に寄与することを

目的に、民間パワーで地域防災力の向上に貢献

されています。

では、防災力を高めるには、地域防災の中核

を担う消防団員や防災士などを確保することが

重要だと考えますが、県の取組を危機管理統括

監にお伺いします。

大規模災害○危機管理統括監（横山直樹君）

時には、自分の命は自分で守る「自助」に加

え、地域住民の支え合いなどの「共助」の取組

が不可欠でありますが、消防団員や防災士は、

その中心的役割を担う重要な存在であります。

このため、消防団員につきましては、県内の

大学生や全ての高校生に、その重要性や魅力を

アピールする募集チラシを配布するとともに、

若手や女性団員による意見交換会を実施するな

ど、その確保に取り組んでおります。

また、防災士については、平成20年度から県

が認定研修機関となり、宮崎県防災士ネット

ワークに委託して、県内各地で養成研修を実施

するとともに、県ホームページで紹介するな

ど、その確保に取り組んでおります。

消防団員、防災士の担い手○重松幸次郎議員

の確保をよろしくお願いいたします。

県の建設工事等入札参加資格に関する事項の

中に、地域貢献として「消防団員の在籍数」を

格付における総合点で加点する仕組みがありま

すが、防災士についてはまだのようでありま

す。

そこでお尋ねいたしますが、本県において建

設工事発注に、建設工事の入札参加資格の認定

において、従業員の防災士の資格取得について

も評価すべきと考えますが、県土整備部長の見

解をお伺いいたします。

建設工事の入○県土整備部長（原口耕治君）

札参加資格におきましては、土木一式工事など

の５業種について、企業ごとに技術力や経営

力、社会性などを考慮して、建設業者の格付を

行っております。
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建設業者は、防災・減災、国土強靱化の中心

的な役割を担い、さらには災害発生時に被災現

場での最前線で対応に当たっていただく、県民

の安心と安全を守る大変重要な存在であり、現

在、従業員の消防団加入を地域貢献として評価

しているところであります。

議員御指摘のとおり、防災士についても、地

域防災力の向上に貢献していると認識しており

まして、防災士の資格取得など、防災意識を高

める取組を評価することは重要と考えておりま

すことから、今後、建設業関係団体の意見も伺

いながら検討してまいります。

ありがとうございます。御○重松幸次郎議員

答弁にありましたとおり、消防団や防災士など

の立場で、災害現場に建設産業の方々がおられ

ることは、災害発生後の連携を図るにも、的確

な対応と機動力を増すことが期待できますの

で、御検討をよろしくお願いいたします。

次に、防災施設におけるフェーズフリーにつ

いて伺います。

フェーズフリーの意味ですが、日常と非日常

のフェーズ（局面）の垣根をなくして、双方の

価値を高めようとするものであります。

このフェーズフリーの質問は、昨年11月の一

般質問で安田厚生議員もされておりまして、そ

の際は、「非常食や防災グッズなどのフェーズ

フリーのものを購入したり、使用したり、サー

ビスを利用することで、自然に防災に参加し

て、結果として防災力を高めることにつなが

る」という内容の議論でありました。今回、私

は、施設や事業にフェーズフリーを周知させる

ことも重要だと思います。

先日、宮崎ブーゲンビリア空港での「南海ト

ラフ防災展」に行ってまいりました。また、今

月19日から27日までは、同じくブーゲンビリア

空港で「私たちの防災展」も行われるようであ

りまして、空港ビルのホームページでは、「宮

崎空港ターミナルビルが地域住民の方々の避難

所になっていることや、近年、全国的にも大規

模な災害が多発していることを踏まえ、今回の

防災展を通して、改めて防災の重要性について

みんなで考え、必要な対策を講じていく機会と

なっていただければと思います」とありまし

た。

会場には県職ＯＢの大坪常務もおられまし

た。熱心に御説明いただきました。

まさにこのような取組を、そして避難所とし

て避難訓練もされているのがフェーズフリーで

あります。

そこで、防災グッズや非常食と併せて、避難

施設や事業にもフェーズフリーの概念が広がる

ことが重要だと考えますが、県の見解を危機管

理統括監にお伺いいたします。

フェーズフ○危機管理統括監（横山直樹君）

リーについて、これまで県では、災害時に備

え、レトルト食品など、ふだん使っているもの

を多めにストックし、使った分を補充するロー

リングストック法などを紹介しておりますが、

災害時の電気自動車の電源利用やホテル避難、

炊き出しに使えるかまどベンチの設置、コンテ

ナホテルの避難所活用などもフェーズフリーの

例として挙げられます。

フェーズフリーは、災害に強い社会をつくる

上で、重要な概念であると考えておりますの

で、県の様々な広報媒体を活用しながら、こう

した事例の紹介を行うことなどにより、フェー

ズフリーが県民に浸透するよう努めてまいりま

す。

民間、行政の施設がいつで○重松幸次郎議員

もフェーズフリーであることが周知されていれ
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ば、いざというときに安心につながりますの

で、さらなる展開をお願いいたします。

命を守る取組の最後に「＃7119」について伺

います。

救急車の出動件数は年々増加傾向にあり、救

急車の利用がさらに増加することが予想されま

す。

本県では、救急車で搬送された方の約４割が

入院を必要としない軽症です。この中には、早

い処置により入院とならなかった方もいます

が、本来、救急車を利用する必要がなかった

が、「救急車を呼べばいいのか判断に迷う」

「今すぐ診てもらえる病院が分からない」など

で、救急車を要請される方も多くおられると考

えます。

既に、東京都、大阪府、京都府、奈良県な

ど、九州では、福岡県が「＃7119」システムを

採用されておりますが、そこで、救急安心セン

ター事業の「＃7119」の導入について、県の考

え方を危機管理統括監にお伺いいたします。

本県の救急○危機管理統括監（横山直樹君）

出動件数は、平成25年に４万1,726件でしたが、

令和４年の速報値では５万1,821件と増加傾向に

あります。

このような中、医療機関を受診する緊急性や

救急車を呼ぶ必要性などに、医師や看護師等が

電話での相談に応じる救急安心センター事業、

いわゆる「＃7119」は、相談者の不安を解消す

るとともに、救急車の適正利用に資するものと

認識しております。

一方、導入に当たりましては、その必要性や

運営費用の負担の在り方等について、県や各市

町村間での合意形成を図る必要があるため、先

ほど議員の御紹介にもありました、福岡県など

から情報収集を行うとともに、県内市町村や関

係機関の意見を踏まえながら、引き続き検討し

てまいります。

御検討をよろしくお願いい○重松幸次郎議員

たします。

また、よく似たサービスに「＃8000」がござ

いますが、こちらは、休日・夜間に子供の病気

の対応に困ったときに相談できる窓口でありま

す。電話をすると、小児科医師、看護師に直接

相談でき、子供の症状に応じた対応や受診のア

ドバイスが受けられます。「＃8000」は全国ど

こでも利用できますので、周知をまたお願いい

たします。

テーマは変わりまして、県民の文化芸術・交

流の促進について伺います。

４月の改選後、宮崎県議会文化芸術振興会

が、日髙陽一会長の下、32名でスタートいたし

ました。引き続き事務局長を仰せつかりまし

た。会員議員の皆さんの御協力をよろしくお願

いいたします。

新型コロナ感染症で、レッスンや公演中止を

余儀なくされた文化団体の皆さんでしたが、今

こそ文化芸術が持つ力を最大限に生かして、

人々の絆や地域の交流を再生し、活力ある社会

へ歩んでまいりたいと思います。

そこで、県の執行部から文化芸術に関する取

組を伺いましたところ、みやざきの神楽の支援

サポート制度や、神話にまつわる講演会などの

企画を伺いました。記紀編さん1300年記念事業

からのさらなる展開に期待するところでござい

ます。

そこで、本県ならではの文化資源を生かした

地域づくりにどのように取り組んでいかれるの

か、知事にお伺いいたします。

本県の文化資源には、○知事（河野俊嗣君）

今御指摘がありました神楽や神話、特色ある伝
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統芸能もあれば食文化もある。また、若山牧水

にちなんだ短歌文学への取組、国際音楽祭、

様々な資源が長い歴史と豊かな風土に培われた

もので、数多く受け継がれているわけでありま

す。

県では、これらの文化資源を再認識し、今後

の人づくりや地域づくりにつなげていくため、

平成24年から９年間、記紀編さん1300年記念事

業を展開するとともに、その集大成として、一

昨年、国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭

を開催いたしました。

これらの取組を踏まえ、文化振興条例及び文

化振興計画を策定したところでありまして、文

化を活用した地域づくりを施策の柱の一つに掲

げ、県民が文化を通じて連携し、地域に活力が

生まれる宮崎づくりを進めております。

現在、県民向け講座であります「神話のふる

さと県民大学」や、神楽の継承を支援いただく

サポーター企業の拡大、神楽のユネスコ無形文

化遺産登録に向けた活動などに取り組んでおり

まして、引き続き、市町村や関係団体と連携し

ながら、本県ならではの特色ある文化資源を最

大限に生かした地域づくりを推進してまいりま

す。

文化・芸術分野のさらなる○重松幸次郎議員

振興と、またスポーツ振興も併せて、宮崎県の

魅力を発信できますよう、よろしくお願いいた

します。

次の項目は、毎年７月上旬に我が党の国会議

員も参加して開催しております政策要望懇談会

に御案内したところ、今年も県内から14の団体

様にお越しいただきました。その中から、県で

取り組めるところの要望をピックアップして、

幾つかお伺いいたします。

初めに、県精神福祉連合会の皆さんからのお

話を伺いましたが、精神疾患や精神障がいのあ

る本人とその御家族は、次第に本人との会話を

しなくなり、部屋に閉じ籠もる。また病院への

受診拒否をするなど、切実な悩みを抱えておら

れました。

そうした中での御要望には、訪問受診の機会

や、また家族会の皆さんと交流し、治療方法や

日常生活などを語り合う居場所の費用助成など

がありました。

また、重度障がい者（児）の医療制度を利用

できるのは、身体障害者手帳１級から２級、療

育手帳Ａか、身体障害者手帳３級及び療育手帳

Ｂ１両方を持っている方であり、精神障がい者

は含まれておりません。他県では県の制度が多

くありました。

そこで、重度障がい者（児）医療費公費負担

事業について、精神障がい者を助成の対象にで

きないか、県の考えを福祉保健部長にお伺いい

たします。

重度障がい者○福祉保健部長（川北正文君）

（児）医療費公費負担事業は、重度の身体及び

知的障がいのある方への医療費助成を行う市町

村に対し、県が経費の２分の１を補助するもの

であり、障がいのある方の健康と福祉の向上を

図る上で、大変重要な事業であります。

議員御指摘のとおり、当該事業では、精神障

がいのある方への助成は対象外としております

が、こうした方々におかれても、それぞれの地

域で安全・安心で充実した生活を営んでいただ

くことは大切なことであります。

今後、他県の状況に関する情報収集に努める

とともに、市町村との幅広い意見交換を行いな

がら、当該事業の在り方について研究してまい

ります。

日向市や木城町などは独自○重松幸次郎議員
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の助成制度があり、また、本年10月からは、新

富町でも助成が始まるようであります。全国で

も多くの県がこの助成制度を採用しております

ので、御検討のほどよろしくお願いいたしま

す。

壇上で述べましたように、新型コロナウイル

ス感染症は５類に下がりましたが、まだ感染者

が東北地方で拡大する中、本県でも定点当た

り19.10（８月28日～９月３日）と、まだ減少傾

向ではないようであります。

その要因として、オミクロン株の新しい変異

株である「ＥＧ.５株」、通称「エリス」が台頭

してきていると報道されております。

５類になる前までは、保健所の皆さんが疫学

調査、検体輸送、濃厚接触者の特定、入院調整

のほか、電話相談、健康観察など、土日や深夜

まで業務に従事しておられ、併せて、健康管理

や食品衛生など多忙な毎日を送られていたこと

に、深く感謝と敬意を表するものでございま

す。

国においても、今月１日に感染症対策の司令

塔となる「内閣感染症危機管理統括庁」が発足

しました。初動体制の遅れや、ワクチンの手配

・接種などの教訓を踏まえ、今後は地元の保健

所や医療機関等も統括庁と連携し、これまでの

経験を生かし、次の感染症に備えていくことは

重要であります。

そこで、保健所における新型コロナ対策の総

括と今後の体制整備について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

保健所は、新○福祉保健部長（川北正文君）

型コロナ対策を最前線で支える機関として、県

民からの相談対応をはじめ、疫学調査や患者の

搬送、自宅療養者の健康観察、事業所における

クラスター対応等、広範かつ重要な役割を担っ

てまいりました。

このため、特に感染拡大期には、全庁的な応

援体制を構築するとともに、市町村等からの支

援や外部委託の活用、あるいは業務のデジタル

化など、体制強化のための各種対策を講じてき

たところであります。

これらの対応を踏まえ、今年度、県感染症予

防計画の見直しや、各保健所ごとに健康危機対

処計画を新たに策定するなど、今後の感染症危

機対応に必要な保健所体制の整備に取り組んで

まいります。

統括庁の設置に合わせて、○重松幸次郎議員

厚生労働省内に「感染症対策部」を新設され、

同庁と連携して関連施策の企画・立案を進めら

れるようであります。県内８か所の保健所の体

制強化をよろしくお願いいたします。

また、その体制強化のためには、公衆衛生医

師の確保が重要です。また、県職員の定年延長

が年次ごとに５年間延ばされるならば、公衆衛

生医師の延長もあるのでしょうか。そのことも

踏まえまして、公衆衛生医師の確保について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

保健所長を担○福祉保健部長（川北正文君）

います公衆衛生医師の確保は、新たな感染症危

機等に対応した保健所体制を整備する上で、最

重要課題の一つでありますが、医師不足が続く

中、全国的にもその確保が困難な状況にありま

す。

このため、本県におきましては、現在、県の

ホームページや医学系専門誌に募集案内を掲載

するとともに、厚生労働省の医師マッチング事

業への登録等により、若手や中堅職員の確保に

努めております。

また、本県の定年は65歳ですが、職員体制等

に応じ、定年後も勤務延長により職員として勤
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務いただくことや、退職後に会計年度任用職員

として勤務いただくことなどにより、本県にお

いて培った知識や経験を、引き続き公衆衛生行

政に生かしていただくよう、働きかけを行って

おります。

予測のつかない新たな感染○重松幸次郎議員

症対策や健康維持のために、先ほどの保健所の

機能強化と公衆衛生医師の確保をよろしくお願

いいたします。

続きまして、宮崎県医師会様から政策要望を

３点いただきました。

こちらも医師不足対策についてであります

が、本県は、医師偏在指標に基づいて、医師少

数県に位置づけられ、あわせて、医師の高齢化

と若手医師の不足、偏在（地域偏在・診療科偏

在）により、救急医療をはじめ、地域医療の確

保が年々厳しさを増している状況であります。

このため、宮崎大学との連携や、僻地などの

地域医療の提供を行える自治医科大学卒業医師

派遣の要望も、西諸医療圏から出されておりま

す。

宮崎県の医療体制の均衡の確保を図るために

は、医師の偏在を是正する必要があると考えま

すが、医師偏在是正に向けた取組について、福

祉保健部長にお伺いいたします。

県内の医師総○福祉保健部長（川北正文君）

数は年々増加しているものの、大半が宮崎東諸

県医療圏での増加であり、地域間の偏在が課題

となっております。

このため、自治医科大学卒業医師の計画的な

配置を行うとともに、医師免許取得後９年間を

県内で勤務し、うち４年間を宮崎東諸県医療圏

以外の医師少数区域等で勤務するキャリア形成

プログラムにより、医師の偏在是正に取り組ん

でおり、今年度は、調整を行った医師20名のう

ち15名が、医師少数区域等で勤務しているとこ

ろです。

今後とも、地域に必要な医療を提供できるよ

う、宮崎大学などの関係機関と連携し、医師の

偏在是正に取り組んでまいります。

地域のニーズに合わせた人○重松幸次郎議員

材の確保・育成に資する働きかけをよろしくお

願いいたします。

あわせて、医師の働き方改革ですが、現在、

労働局、県、宮崎大学、県医師会、医療勤務環

境改善支援センターなど、関係機関が一体と

なって、宿日直許可の取得推進など、医師の働

き方改革に取り組んでおられますが、現在の進

捗状況では、医師少数県の本県において、2024

年４月以降においても様々な課題が残り、救急

や周産期医療をはじめ、地域医療へ深刻な影響

が懸念されるため、県独自の対策をお願いした

いとの要望がございました。

医師の働き方改革に関する県の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

来年４月か○福祉保健部長（川北正文君）

ら、医師の健康確保と長時間労働の改善を図る

ことを目的に、医師の働き方改革が開始されま

す。

県ではこれまで、県内医療機関に対し、制度

の周知や準備状況の把握を行い、個別の相談に

対応するほか、県医師会に設置している医療勤

務環境改善支援センターにおいて、医療機関向

けセミナーや、労務管理、医業経営の専門家派

遣による支援を行っております。

また、救急医療等を担う医療機関には、医師

の労働時間短縮や勤務環境の改善に資するＩＣ

Ｔ機器や休憩室等の整備費用等の補助を実施し

ております。

今後とも、地域の医療体制に影響が生じるこ
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とのないよう、関係機関と連携しながら、医療

機関の取組を支援してまいります。

勤務環境や医療従事者への○重松幸次郎議員

支援、研修機会の確保など、よろしくお願いい

たします。

続いて、看護師・准看護師養成校への支援

と、看護大学の在り方についてであります。

医師会立看護学校は、卒業後に県内医療機関

へ就業し、地域医療への貢献は大きいものの、

近年は、少子化、大学志向等により、定員確保

に苦慮されております。

あわせて、文部科学省が管轄する学校等と、

厚生労働省の基準に基づき指定される看護師等

養成所については、管轄省庁の違いによる補助

金の金額差もあり、運営が厳しくなっておりま

す。

一方、県立看護大学は、かつて３県立病院に

附属していた看護学院を統廃合し、設立された

ものでありますが、看護大学の卒業生のうち、

県内就職する割合は例年４割程度であり、県立

学校として、県立病院への入職を働きかけるこ

とが筋であると考えての県医師会からの要望で

あります。

県内の看護師確保に向けた取組について、知

事にお伺いいたします。

今後、高齢化の進展に○知事（河野俊嗣君）

伴い、看護師の需要拡大が見込まれます。この

ため、看護学生の県内就職と看護師の地元定着

の促進は、大変重要であると考えております。

このため県では、中高生を対象にした看護の

魅力発信や、看護学生への修学資金の貸付けを

はじめ、看護師等養成所には運営費の支援を行

うとともに、県立看護大学の県内出身者推薦枠

を40名に拡大するなど、県内就職の促進を図っ

ております。

また、県ナースセンターによる無料職業紹介

や復職支援、新人看護師研修の充実や勤務環境

改善の普及・啓発など、離職防止の取組も実施

しているところであります。

県民誰もが住み慣れた地域で必要な医療を受

けられる、安心と希望あふれる宮崎を築いてい

くことができるよう、引き続き、県内に定着す

る看護人材の養成・確保に取り組んでまいりま

す。

先ほどの医師の確保と併せ○重松幸次郎議員

まして、看護人材の確保と支援をよろしくお願

いいたします。

昨年、全国の出生数は80万人を下回り、ピー

ク時の３分の１に減少しました。これ以上の減

少は、地域経済の縮小、あらゆる産業や地域コ

ミュニティー、また伝統文化も維持できなくな

るなど、あらゆる面に支障を来してまいりま

す。

そこで、出生数減少の要因と、それを食い止

めるために、子供を生み育てやすい県づくりに

どのように取り組むのか、これも知事にお伺い

いたします。

出生数減少の要因とし○知事（河野俊嗣君）

ましては、子供を産む世代の女性人口の減少に

加えまして、未婚化・晩婚化が進んでいること

や、コロナ禍による婚姻数の減少などがあるも

のと考えております。

このため県では、これまでの「子育て県民運

動」に「出逢い」の視点を新たに加えた「ひな

たの出逢い・子育て応援運動」を今年度から展

開し、社会全体で結婚や子育てを応援する機運

の醸成を図るなど、結婚・出産の希望がかなう

環境づくりに取り組んでおります。

また、妊産婦健診に係る通院費用の補助や、

病児保育利用料の助成といった新たな施策を通
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じまして、子育て世帯の負担軽減を図るなど、

ライフステージに応じた切れ目のない支援にも

力を入れているところであります。

現在、国においては、次元の異なる少子化対

策が検討されており、引き続き、その動きを注

視しつつ、市町村や企業・団体等と十分に連携

を図りながら、子供を安心して生み育てること

ができる県づくりに取り組んでまいります。

宮崎の、そして若者の未来○重松幸次郎議員

のために、出会い・結婚・出産・子育てまで、

切れ目のないサポートをよろしくお願いいたし

ます。

次のテーマは、ゼロカーボン社会への取組で

す。

2050年までに二酸化炭素（ＣＯ ）などの温室２

効果ガス排出量を実質ゼロ（カーボンニュート

ラル）にする脱炭素社会を実現するため、まず

は2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度

比46％削減する目標達成を目指し、政府は2021

年に新たな地球温暖化対策計画を定めました。

計画では、地球温暖化対策の基本的な考え方

として、国民の意識変革と行動変容につなげる

必要性を指摘し、「国民、国、自治体、事業者

など全ての主体が参加し、連携して取り組むこ

とが必要だ」と訴えておりますが、2013年度の

温室効果ガス排出量は、ＣＯ 換算で14億800万２

トン、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年

度比46％削減するには、2030年度までに約７

億6,000万トンまで減らす必要があり、つまり約

半減させることは容易なことではないと思われ

ます。

繰り返しますが、国家国民があらゆる方策を

総動員して取り組むべきでありますが、まずは

県として、2050年ゼロカーボン社会の実現に向

けて、どのように取り組んでいくのか、知事の

御所見をお伺いいたします。

今年の夏は、長期的な○知事（河野俊嗣君）

温暖化の傾向に加えて、エルニーニョ現象の影

響もあるということでありますが、国内の平均

気温が観測史上、過去最高を記録するととも

に、世界的にも複数の地域で最高気温が45度を

超えるような状況にもあります。

国連の事務総長が「地球沸騰化の時代が到来

した」と警告し、各国に気候変動対策を訴えて

いるところであります。

地球温暖化は様々な災害をもたらす気象危機

の要因でありまして、温室効果ガス削減は、地

球の未来に対する、また将来世代に対する、私

たち一人一人の責務であると考えております。

このため県では、昨年度、環境基本計画を見

直し、2030年度に向けた新たな削減目標を設定

するとともに、その達成に向けたロードマップ

を作成し、省エネの推進や再エネの導入などに

取り組んでいるところであります。

さらに、グリーン成長プロジェクトの中で、

本県において温室効果ガス排出量の４割を吸収

しております森林資源を守る再造林の推進とと

もに、ゼロカーボン社会の実現に向けた取組を

展開することとしておりまして、安心して暮ら

せる社会を将来の世代に引き継いでまいりたい

と考えております。

政府によりますと、家庭部○重松幸次郎議員

門のＣＯ 排出量は、2021年の時点で、2013年度２

比約25％の削減まで達成できているとのことで

す。

ＣＯ 排出量の４割が電力由来であることか２

ら、計画では、省エネ家電への買換えやＬＥＤ

への取替え、断熱効果の高い建材による住宅改

修、屋根に設置する太陽光発電、高効率給湯器

の導入促進などを掲げております。今後、実効
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性を高める取組が求められております。

そこで先月、我が党内のメンバーで佐賀県小

城市の市役所に伺い、小城市庁舎防災機能強靱

化事業の取組を見学させていただきました。

令和４年２月から、庁舎の電力を太陽光で発

電した再生可能エネルギーのみで運転する設備

が完成し、制御・蓄電池室から配電された自主

電力で、万一停電になっても外部電力には頼ら

ず、災害時72時間は電源を確保できる設備であ

りました。その効果で、年間電気料金は約1,000

万円、ＣＯ 量が年間361.14トン削減できること２

も御説明いただきました。

そこで、太陽光発電設備の設置など、ゼロ

カーボン社会に向けた県庁舎でのこれまでの取

組と今後の予定について、総務部長にお伺いい

たします。

県庁舎に関しまし○総務部長（吉村達也君）

ては、施設の更新や修繕等に合わせ、省エネ化

や再エネの活用等を進めており、これまで、照

明のＬＥＤ化や空調設備の省エネタイプへの改

修のほか、防災庁舎や議会棟などに太陽光発電

設備を設置しております。

また、今年度は、環境省の交付金を活用し

て、７号館及び延岡総合庁舎に太陽光発電設備

を設置するほか、本館附属棟のＬＥＤ化を予定

しております。

今後も、照明の順次ＬＥＤ化や太陽光発電設

備の設置、公用車のＥＶ化に伴う充電設備の整

備など、脱炭素化を推進する取組を、関係部局

と連携を図り、進めてまいります。

今後さらなる再生可能エネ○重松幸次郎議員

ルギーの活用を推進していただきたいと思いま

す。

次は、木材活用の促進についてであります。

県森林組合さんにも政策要望懇談会に来てい

ただき、意見交換をさせていただきました。

県内の人工林の多くが利用期を迎え、間伐か

ら主伐・再造林へのシフトが加速している中、

資源循環型の林業を確立していくため、県の森

林・林業長期計画では、再造林率の目標を80％

としておりますが、現在は70％前半にとどまっ

ております。人口減少や高齢化が進む中で再造

林を進めていくためには、所有者の意識の醸成

や林業従事者の確保、森林施業の省力化・機械

化、苗木の生産体制の強化など、多くの課題が

あるとのことでございました。

二酸化炭素を吸収し、温暖化対策にも森を守

ることはますます重要になってまいりますが、

再造林の推進に向けた県の取組について、環境

森林部長にお伺いいたします。

県では、再造○環境森林部長（殿所大明君）

林の推進に向けて、森林所有者に対して、座談

会やチラシの配布等による意識の醸成に努める

とともに、森林環境税を活用した上乗せ補助等

により、負担軽減を図っております。

また、林業の省力化や低コスト化に有効なコ

ンテナ苗の生産拡大や、ドローンによる苗木運

搬などの新たな技術の普及に取り組んでおりま

す。

再造林の担い手不足も課題であることから、

造林作業に参入する事業体への資機材等の支援

や、新規就業者の確保・育成も進めているとこ

ろです。

さらに、グリーン成長プロジェクトにより、

林業関係者や県民、大学、行政が一体となっ

て、再造林対策を加速させてまいります。

森林の有する多面的機能の○重松幸次郎議員

維持と、木材供給の安定化のためにも、再造林

の着実な実施に向けての取組を要望いたしま

す。
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さて、ウッドショックと言われました世界情

勢の影響を受け、輸入材に依存することへのリ

スクが顕在化した一方、国内では、少子高齢化

等による木造住宅への木材需要が減少していく

ことが見込まれます。

国民生活に不可欠な木材の安定確保に向け

て、国産材の需要拡大を図ることが重要であり

ますが、非住宅部門への県産材の需要拡大にど

のように取り組んでいかれるのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

県では、木造○環境森林部長（殿所大明君）

率が低い店舗やオフィスビルなどの非住宅分野

での木造化・木質化を推進するため、令和元年

度から「みやざき木造塾」を開催して、木造の

設計スキルを持つ建築士を育成し、「みやざき

木造マイスター」として、現在30名を登録して

おります。

特に、中大規模建築物の木造化については、

品質・性能の確かな部材が求められるため、建

築士や製材工場等を対象に、ＪＡＳ認証材の普

及研修を実施するとともに、新規の認証取得に

要する経費を支援しております。

さらに、県外の建築士や施工業者を対象とし

たセミナーや商談会を開催するとともに、民間

企業等と木材利用の促進に関する協定を締結

し、官民一体となった需要拡大の取組も進めて

おります。

西都市役所や日南市役所な○重松幸次郎議員

ど新しい庁舎には、エントランスや天井に県産

材がふんだんに使われておりました。その優雅

なデザインは、優しさとぬくもりを感じる空間

を醸し出しております。このような建築物の内

装に木材が多く使われることを期待して、次の

テーマに移ります。

地域経済の活性化についてでありますが、先

日、宮崎再生対策特別委員会で県北調査に赴

き、中心部の活性化の取組として、延岡市商店

会連合会さんと、また日向商工会議所さんにて

御説明をいただきました。

延岡市商店街さんでは、商店主やスタッフが

講師となり、プロならではの知識や情報、また

ちょっとしたコツなどを無料でお伝えする「ま

ちゼミ」を開催し、新たな出会いと顧客づくり

につながっていることを伺いました。

そのほかにも、小学生が体験学習として、実

際のお店で働く「子ども商店街」など、ユニー

クな取組を伺い、一方で、新型コロナの影響で

売上げが低迷し、客足が以前のように戻ってこ

ない現状や、軽減税率やインボイスの対応な

ど、商店主にとって負担に感じることなど切実

なお話も聞くことができました。

町なか再生への取組が大事だと思いますが、

商店街や町なかのにぎわい創出のために、県と

してどのように支援を行っているのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、商店街等のにぎわいの創出を図る市町村へ

の補助を行っており、空き店舗を活用したチャ

レンジショップ、地元学生と取り組む夜市な

ど、商店街等の新たな魅力づくりとなる取組が

行われております。

また、コロナ禍の中、これまで取り組んでき

たプレミアム付商品券等発行事業について、物

価高騰等の影響を受けている地域経済の回復を

後押しするため、今年度も引き続き実施してい

るところであります。

今後も商店街等をリードする人材育成を含

め、地域商業の活性化、商店街や町なかのにぎ

わい創出の取組を、市町村等と連携し、促進し

てまいります。
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これまで同様、若手経営者○重松幸次郎議員

へのリーダー研修も含め、活性化支援をお願い

いたします。

次に、最低賃金の引上げについてでありま

す。

今回の見直しで、全国の加重平均で初めて時

給1,000円を超えることとなりました。本県で

は44円アップの897円になりますが、物価高から

県民生活を守り、個人消費を喚起し、経済の活

性化と好循環につなげることになる反面、賃上

げの原資に乏しい中小企業や事業所への目配り

も重要であります。

では、このたび大幅に引き上げられる最低賃

金に対する県の認識と、引上げを受けた今後の

取組について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

最低賃○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

金の引上げは、労働者の所得の拡大や地域格差

の是正など、労働者の生活の向上を図るために

は大変重要であります。

特に、このたび、地方の多くの県で、中央最

低賃金審議会の目安額を上回る大幅な引上げが

実施されることは、若者の都市部への流出を防

ぐなど、労働力の確保にもつながるものと考え

ております。

一方で、原材料価格の高騰等により、厳しい

状況に置かれている中小企業・小規模事業者の

事業継続や雇用維持に悪影響を及ぼすことが懸

念されるところであります。

このため、県といたしましては、国や関係機

関等と連携しながら、最低賃金の遵守や各種支

援策等について周知広報を図るとともに、引き

続き、生産性向上に向けた支援や、新分野・新

技術への取組に対する支援などに取り組んでま

いります。

公明党も、中小企業の賃上○重松幸次郎議員

げを後押しする施策を一貫して推進してまいり

ました。具体的には、賃上げと設備投資を行う

企業に支給する業務改善助成金などの補助金拡

充をはじめ、税制優遇として、法人税から一定

割合を控除する賃上げ促進税制の措置がありま

すので、その周知もよろしくお願いいたしま

す。

賃上げと併せて、先月末、物価高騰や人手不

足などのコスト上昇分を適切な価格に転嫁を促

す協定締結式を、県が呼びかけて行った旨をニ

ュースで知りました。価格転嫁の円滑化に関す

る協定の目的とその内容について、知事にお伺

いいたします。

コロナ禍からの社会経○知事（河野俊嗣君）

済活動の正常化が進展する一方で、中小企業・

小規模事業者は、物価高騰や深刻な人手不足な

どにより、引き続き厳しい状況に置かれており

ます。このような状況に対応するため、先月、

国や県、経済団体、労働団体によりまして、

「価格転嫁の円滑化に関する協定」を締結した

ところであります。

この協定は、今回の最低賃金の引上げで増加

が見込まれる労務費や、原材料費、エネルギー

コスト等の上昇分を適切に転嫁することについ

ての機運を醸成し、サプライチェーン全体での

共存共栄、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を

高めることを目指すものであります。

本協定に基づきまして、価格転嫁に関する情

報収集や支援情報等の周知、発注者側の立場か

ら、取引条件の適正化などを宣言する「パート

ナーシップ構築宣言」の促進に取り組み、県内

事業者の円滑な価格転嫁を推進してまいりま

す。

昨年の中小企業庁の調査に○重松幸次郎議員
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よりますと、コスト上昇分を価格に転嫁できな

い中小企業は２割に上るとありました。受注側

の立場の弱さに付け込んで、発注側が適正な価

格転嫁を拒むことがないよう、指導・助言など

に取り組んでいただきたいと思います。

次の項目です。

令和元年に「めざせ！健康長寿日本一の宮崎

県」について質問し、その取組の中で、「健康

への関心が低い働く世代が、おのずと健康によ

い行動を取れるような環境整備の一つとして、

県内企業に対して健康経営の啓発を行うサポー

ト企業登録制度の創設や、経営者を対象とした

健康経営セミナーの開催等にも取り組んでいる

ところでございます」との当時の部長の答弁が

ございました。

今現在の状況について、健康経営の推進に向

けた県の取組について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

健康経営は、○福祉保健部長（川北正文君）

働く世代への健康寿命延伸の取組の一つであ

り、企業等が従業員の健康管理を経営的視点で

捉え、組織として取り組むことにより、従業員

の活力向上や業績向上などにつながることが期

待されています。

このため県では、企業等の経営者を対象にし

たセミナー開催のほか、健康経営に取り組む中

小企業への知事表彰を実施し、昨年度までに50

社が受賞されました。

また、「健康経営サポート企業」として登録

いただいた企業の協力も得ながら、健康経営や

その普及に取り組む企業等を支援しておりま

す。

今後とも、関係機関と連携しながら、健康経

営への理解と取組がさらに広がるよう努めてま

いります。

健康経営に対するインセン○重松幸次郎議員

ティブ措置では、自治体においては、公共調達

加点評価、つまり公共工事や入札審査で入札加

点が全国で49自治体であり、九州では長崎県が

入札審査点数加点になっておりました。

そのほかの自治体では、融資優遇や保証料の

減額、奨励金、補助金があり、地域金融機関等

でも融資優遇などがありました。安心して働け

る環境づくり、健康経営の取組をお願いしたい

と思います。

次は、本県の基幹産業である農畜産業の振興

について伺います。

昨日の代表質問でもございましたが、子牛価

格の価格低迷に伴い、国の価格差補塡制度に適

用される、県独自の補助をする議案を提出され

ました。畜産農家の経営を安定させ、宮崎牛の

ブランドをさらに高めていくことは重要であり

ます。

そこで、宮崎牛の国内外における販路及び消

費拡大に向けて、県はどのように取り組んでい

かれるのか、知事にお伺いいたします。

県では、「おいしさ日○知事（河野俊嗣君）

本一」を冠としまして、ＷＢＣ侍ジャパンの宮

崎キャンプや、大都市圏の主要駅における宣伝

広告など、継続的かつ集中的な宮崎牛プロモー

ションを展開しているところであります。

来月開催されます東京食肉市場まつりにおき

ましては、全共における「おいしさ日本一」、

さらには先日、九州管内の枝肉共励会での個人

・団体の優勝、こういったものの成績を追い風

としまして、会場を宮崎牛一色に染め上げ、私

も上京して、首都圏の消費者や卸業者に対し

て、直接ＰＲを行うこととしております。

さらに、来月の宮崎県人会世界大会をはじ

め、テレビやＳＮＳなど、あらゆる手段や機会
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を活用して宮崎牛の露出を増やし、新たな客層

の獲得に取り組んでいくこととしております。

また、国外対策として、最重要市場として位

置づけているアメリカ、香港、台湾などにおけ

る商談会への職員の派遣や、現在、整備が進め

られておりますハラール対応食肉処理施設とも

連携しながら、新たな市場の開拓も推進してま

いります。

また、今年50回を迎えるダンロップフェニッ

クスゴルフトーナメントには、松山英樹選手、

またブルックス・ケプカ選手、それぞれディ

ナーで宮崎牛を活用していただいたり、そう

いった選手の参入というものも発表されたとこ

ろでありまして、そういった機会を契機とし

て、改めて宮崎牛の国外に向けたＰＲは、大き

な機会になるものと楽しみにしております。

引き続き、関係機関一丸となって、宮崎牛の

さらなる需要創出に努め、本県肉用牛の生産基

盤を支えてまいります。

知事自らのトップセールス○重松幸次郎議員

に期待して、関係機関が一丸となって、本県肉

用牛の経営基盤を支えていただきたいと思いま

す。

また、本年４月にＧ７宮崎農業大臣会合が開

かれました。Ｇ７メンバー国の日本、フラン

ス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、

カナダ、そしてＥＵの各国からと、そのほか招

待国際機関などが集結し、食材の安定供給の確

保や農業の持続的な発展についての議論、そし

て現地視察など、宮崎の魅力を発信できた有意

義な会合だったと思います。

そこで、本県の農産物の輸出拡大に向けた産

地づくりについて、農政水産部長にお伺いいた

します。

令和４年度に○農政水産部長（久保昌広君）

おける本県の農畜水産物の輸出額は、過去最高

の約112億円となり、このうち、農産物は初め

て10億円を超え、今後とも伸びが期待できるこ

とから、さらなる農産物の輸出拡大に向け、海

外のニーズや規制に的確に対応していくことが

重要であります。

このため県では、健康志向の高まりにより欧

米でのニーズが高い有機茶の生産を支援すると

ともに、台湾の残留農薬基準に対応したキンカ

ンの産地育成を支援するなど、輸出に向けた取

組を進めております。

今後とも、国やジェトロ、県の海外事務所等

から情報収集を行うとともに、輸出に意欲のあ

る生産者等と連携しながら、海外のニーズや規

制に対応した産地づくりを支援し、農産物の輸

出拡大に努めてまいります。

宮崎の農産品をさらに国内○重松幸次郎議員

外に拡大できる好機が到来いたしました。農畜

水産物のさらなる海外展開を推進していただき

たいと考えますが、しかしながら、生産現場で

は、従事者の高齢化や若手人材の入職が不足す

るなど、将来の維持発展のための雇用人材の確

保が危ぶまれております。

そこで、外国人材を含め、農業分野における

雇用人材の確保について、どのように取り組ん

でおられるのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

昨年度、県が○農政水産部長（久保昌広君）

実施した調査では、約４割の農業法人で雇用人

材が不足していると回答があるなど、人材確保

は大変重要な課題と認識しております。

このため県では、多様な人材を呼び込むため

の休憩所やトイレなど雇用環境の整備や、マッ

チングアプリを活用した実証等に対し支援を行

うとともに、農福連携を推進する人材育成を進
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めております。

また、外国人材の確保につきましては、ベト

ナムの教育機関等との連携合意に基づく取組を

進めるとともに、受入れに必要な監理団体の県

内誘致や、県営住宅を活用した住居確保対策に

取り組んでいるところです。

今後とも、多様な人材が農業現場で活躍でき

るよう、関係団体とも連携しながら雇用人材の

確保を進めてまいります。

外国人材の受入れに、住宅○重松幸次郎議員

対策や職場環境の整備促進を進めておられるこ

と、理解いたしました。さらなる人材確保に御

尽力いただきたいと思います。

次は、未来への県土づくりとして、県建設業

協会さんからの要望の中から、建設産業の今後

の方向性についてお伺いいたします。

建設業の時間外労働（残業）に対する上限規

制が2024年４月から厳格化されます。長時間労

働を是正するための働き方改革関連法の適用に

ついて、建設業は運送業などと並んで５年間の

猶予が与えられていましたが、その期限が約７

か月後に迫り、対応が急がれております。

従業員の残業上限は月45時間、年360時間が原

則となり、１人当たりの労働時間が減少するた

め、同じ仕事量をこなすには、より多くの人手

が必要になります。

このため、十分な人手を確保できなければ、

住宅建設やインフラ整備などが停滞するおそれ

があります。そのためには、働き方改革を進め

ていく必要があると考えますが、建設業の2024

年問題に向けた働き方改革について、どのよう

に取り組んでいるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

魅力ある建設○県土整備部長（原口耕治君）

業の就業環境づくりを進め、将来の担い手を確

保していくために、県では、様々な働き方改革

の施策に取り組んでおります。

具体的には、長時間労働を是正するため、工

事の諸経費を割増しした週休２日工事を推進す

るとともに、休日を考慮した適切な工期を設定

しているところであります。

また、建設業従事者の処遇改善や担い手の育

成・確保のため、今年３月に11年連続で設計労

務単価を引き上げたほか、国の改定に準じて、

昨年４月に諸経費や最低制限価格を引き上げて

おります。

さらに、生産性向上に向けて、ＩＣＴ活用工

事の推進、余裕期間制度を活用した施工時期の

平準化にも取り組んでおります。

今後とも、建設関係団体と連携を図りなが

ら、官民一体となって、働き方改革を進めてま

いります。

実は、私の息子も建設業の○重松幸次郎議員

一社員として働いておりますが、長時間労働が

当たり前のように使われていた時期もあり、労

働者確保の機運が出始めた昨今では、徐々にシ

フトが改善されつつあるやに聞いております。

一方で、人材確保と技能者の処遇改善に向け

て、建設キャリアアップシステム、コンストラ

クション・キャリア・アップ・システム（ＣＣ

ＵＳ）の導入は、技術者一人一人の就業実績や

資格を登録し、現場作業の効率化などにつなげ

るシステムでありますが、具体的に、このＣＣ

ＵＳ導入の目的と、制度の普及に向けた県の取

組について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

ＣＣＵＳ（建○県土整備部長（原口耕治君）

設キャリアアップシステム）は、建設現場で働

く技能者の資格や就業履歴を登録し、蓄積する

ことで、技能者が能力や経験に応じた処遇を受
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けられる環境を整備することを目的としており

ます。

このため県では、制度の普及に向け、これま

で事業者に対しまして、登録費用や機器購入費

用の助成などを行ってきております。

また、建設工事の入札参加資格審査における

登録への加点や、ほぼ全ての工事で現場利用料

などを発注者負担とすることで、活用を推進す

るとともに、制度の理解促進のための受発注者

双方を対象とした研修も実施しているところで

あります。

県としましては、このような取組を通じて、

引き続きＣＣＵＳの普及拡大に努めてまいりま

す。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。このシステムの活用により、建設業の技能

者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境

を整備し、将来にわたって担い手を確保するこ

とに資する取組を期待しております。

宮崎県建設業協会の要望は、このほかにも、

高速自動車道路や国県道の整備促進、国土強靱

化整備の延長、公共事業の見積り積算の適正化

と発注時期の平準化など多岐にございました

が、一つ一つまた本会議や常任委員会等で確認

させていただきます。

このテーマの最後に、本県経済の物流拠点で

ある、細島港、宮崎港、油津港の整備促進につ

いてでありますが、この重要港湾３港における

機能強化の状況について、県土整備部長にお伺

いいたします。

本県の重要港○県土整備部長（原口耕治君）

湾３港につきましては、地域の産業や経済を支

える重要な物流拠点でありますことから、高速

道路等の整備と併せて、港湾の機能強化に取り

組んでおります。

宮崎港におきましては、カーフェリーの大型

化に対応するため、サイドスロープ等の整備を

行ったほか、安全な航行を確保するための防砂

堤の整備を進めております。

また、細島港では、貨物船の大型化に伴う岸

壁の水深不足に対応するため、水深９メートル

岸壁の新設工事を進めており、油津港では、大

型化する貨物船の同時接岸を可能とするため、

岸壁を75メートル延伸する工事に着手したとこ

ろであります。

今後とも、港湾を取り巻く環境の変化を的確

に捉えながら、より一層の機能強化に取り組ん

でまいります。

大変重要な港湾整備でござ○重松幸次郎議員

いますので、よろしくお願いいたします。私

も、今答弁にありましたとおり、宮崎港のマ

リーナへの漂砂を改善するための防砂堤の必要

性を提起したところでございますが、港湾整備

は、多くの関係者との協議や長期的な設計も必

要ですし、国からの予算も必要であることも承

知しております。その上で、本県経済の物流を

支える重要港湾の整備促進をよろしくお願いい

たします。

最後のテーマになりましたが、地域の課題と

暮らしの安全について、２点お伺いいたしま

す。

１点目は、猫の遺棄、つまり飼育放棄で置き

去りにすることについてであります。

動物愛護ボランティアの方からの相談があり

まして、今回は、特に宮崎港東地区に遺棄され

た猫の問題であります。

ボランティアグループの調査では、2018年当

時、約250匹の猫が港の東地区に生存していたそ

うであります。

その年の10月、今はグループを解散しておら
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れる元代表の方が、広島県のＮＰＯ法人の協力

を得て、動物基金から獣医師の派遣によ

り、2018年から19年の２年間で、250匹の猫に一

斉にＴＮＲ Ｔはトラップ、捕獲すること、―

Ｎはニューター、不妊手術をすること、Ｒはリ

ターン、戻すこと を行っておられたそうで―

す。

それから５年がたちましたが、現在、港の猫

の数は125匹前後のようであります。つまり125

匹前後と減少しておりますが、そのうち、また

保護とか譲渡された数も100匹近くあり、自然

減、亡くなった猫もいるのに、それでも減らな

いのは、頻繁に誰かが遺棄しているのが現実の

ようであります。

先日、私もボランティアの皆さんと港の中を

調査しましたが、駐車場周辺に17匹、命の丘周

辺に９匹、水門近くに13匹と、あちこちに集団

（コロニー）をつくって生息しておりました。

現在のボランティアの方々も熱心にＴＮＲを

行っていますが、捕獲できない猫の繁殖、そし

てまた、遺棄される猫に手を焼いている現状で

あります。「遺棄は犯罪です」の看板もあちこ

ちに立てられておりました。

国は動物愛護に関する近年の議論の動向を受

け、2019年に「動物の愛護及び管理に関する法

律（動物愛護法）」が改正され、遺棄に対する

罰則について、改正後は、１年以下の懲役刑、

または100万円以下の罰金を科することになりま

した。

もちろん県内あちこちで遺棄されていること

でしょうが、まずは港東地区において、県の港

湾課、福祉保健部、そして警察本部の方々と検

討していただきまして、港湾課さんからは、夜

間に水門ゲートを閉めることを検討されている

ことや、警察本部の方からも、今もパトロール

で巡回されておりますが、さらに強化するとい

うことを御報告いただきました。

猫の遺棄防止に係る県の取組について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

本県の捨て猫○福祉保健部長（川北正文君）

に関する苦情件数は増加傾向にあり、令和４年

度は883件と、令和元年度に比べ約30％増となっ

ております。

県では、最後まで飼うという終生飼養や遺棄

防止の徹底を図るため、県政番組での広報やＳ

ＮＳでの動画配信、ポスターによる啓発等を

行っております。

また、動物愛護センターでは、小学生を対象

とした「いのちの教育」を行い、動物との触れ

合い等を通して、命の大切さについて学ぶ機会

を提供しています。

今後もこれらの取組を継続し、関係機関と連

携して遺棄防止につなげるとともに、特に明ら

かに遺棄と疑われる事案については、警察に通

報するなど、一層厳格に対処してまいります。

全県的な取組をお願いいた○重松幸次郎議員

します。

この質問の前半で述べましたボランティア団

体によるＴＮＲですが、ここ最近では、ＴＮＲ

Ｍという取組に移行しているようであります。

ＴＮＲした後のその子たちをさくら猫といいま

すが、Ｍはマネジメントであり、管理する、つ

まり外へ返した後のさくら猫の見守りでありま

す。

さくら猫とは、不妊・去勢手術済みの目印

で、耳の先を桜の花びらのようにＶ字カットし

た猫のことであります。これは、一目で手術を

終えた一代限りの命と分かるとともに、２度目

の手術がなされないためであります。そして、

リターンした猫たちと、さらに遺棄されて不妊

- 93 -



令和５年９月14日(木)

・去勢手術をされていない、いわゆる野良猫た

ちとも、また集団生活を始めます。

そういう猫たちに餌を食べさせることをタ

ブーとした考えもありますが、後で述べる虐待

防止のための餌や水やりは、どの猫たちにも食

べさせないということはできないですし、次が

重要なんですが、捕獲するためには少しずつな

れさせる、つまり猫と人との距離を縮めていか

なくては捕獲器にも入らない。そうなると、さ

らなるＴＮＲは進まないわけであります。

飼育放棄された猫たちにＴＮＲを施し、劣悪

な環境の中でも余生を少しでも幸せに暮らして

いただきたいという、ボランティアの皆さんの

気持ちであります。

本年７月に、厚生常任委員会で、みやざき動

物愛護センターに調査に行ってまいりました。

県と宮崎市で合わせて約40名の体制で、捕獲や

持ち込まれた犬・猫たちを、衛生管理の下、大

切に、また丁寧に治療や保護を施し、その後、

譲渡会につなげておられる様子を改めて知るこ

とができました。我が党も、動物虐待や犬・猫

の殺処分ゼロに向けて、課題解決のために尽力

してまいりたいと思います。

最後の質問になります。

電動キックボードなどによる改正道路交通法

が本年７月１日から施行されましたが、先日、

東京都・池袋駅近くの歩道で、電動キックボー

ドで歩行者に衝突し、けがをさせた上、逃走し

た疑いで、警視庁は無職の女性を逮捕するとい

う事件が発生しました。

また、大阪府でも、酒気帯び状態で運転して

いた道路交通法違反で書類送検されております

が、安全対策が肝要であります。

そこで、本年７月１日から、16歳以上であれ

ば運転免許なしで利用できる特定小型原動機付

自転車、いわゆる電動キックボードが公道を走

行可能となっておりますが、交通ルールの周知

などの交通安全対策について、警察本部長にお

伺いいたします。

いわゆる電動○警察本部長（平居秀一君）

キックボードにつきましては、議員御指摘のと

おり、道路交通法が改正されて、特定小型原動

機付自転車と定義され、乗車用ヘルメットの着

用が努力義務とされたほか、原則として車道を

通行しなければならないなど、新たな交通ルー

ルが定められました。

特定小型原動機付自転車に係る交通安全対策

としては、交通ルールの周知が重要な課題であ

ることから、ホームページ、ＳＮＳへの掲載や

テレビ、新聞等により、県民に対する啓発を進

めるとともに、販売事業者等とも連携し、購入

者等への交通ルールの周知を依頼しておりま

す。

今後、特定小型原動機付自転車の利用者及び

他の交通主体双方の安全を確保するため、交通

実態に応じて交通指導取締りを実施するなど、

適切に交通安全対策を推進してまいります。

電動キックボードは省エネ○重松幸次郎議員

で手軽な交通手段でありますので、これから一

気に利用者が増えることは予想されます。しか

し、ルールを守り、無事故の利活用ができます

ように、対策をお願いするところでございま

す。

警察本部長におかれましては、県内の治安と

県民の生命・財産を守っていただきますよう、

これから御尽力いただきますことをお願いし

て、全ての質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。
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午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時14分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、県民連合立憲、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合立○岩切達哉議員

憲、立憲民主党の岩切達哉であります。代表質

問を行います。

最初に、県議会に関心を持っていただいて、

傍聴にお越しの皆さん、そしてウェブで中継を

御覧の皆様に感謝を申し上げたいと思います。

さて、９月は障害者雇用支援月間でございま

す。宮崎市の中心地にあるデパートや、県庁８

号館に懸垂幕があり、推進を呼びかけていま

す。一昨日は障害者雇用優良事業所へ厚生労働

大臣表彰を贈るイベントが東京で開催され、10

月には県内の優良企業に知事表彰がなされると

思います。

障がい者雇用について、表彰を受けるほどの

事業所がある一方で、先月８月24日、県各部局

の法定雇用率について、７年連続とか５年連続

とかで、未達成である部局があるとの発表がご

ざいました。誠に残念な報告であります。たま

たま１年下回ることになったということではな

く、７年連続などということは、そもそもこの

課題について認識しているのか、解決する意欲

について疑問を持つところでございます。取組

の強化を求めてまいりたいと思います。

ところで知事は、８月10日、台風第６号の余

波の残る早朝より県庁を出発し、午前のうちに

は、椎葉村の国道327号の斜面崩壊現場にまで視

察に行かれています。現場主義を自認しておら

れる知事ではありますが、素早く行動される姿

勢には、敬意を表したいと思います。

本日取り上げますのは、物価高騰等に対する

対策や１次産業支援、宮崎の女性の課題、子供

の課題などですが、特に生きづらさを持つ女性

が一人でも少なくなるように、知事には、持ち

前の行動力と決断力でもって、課題の解決に向

けて、取組の強化と明快な答弁をいただきます

よう期待して質問していきたいと思います。

最初に、世界経済フォーラムが６月に発表し

た日本のジェンダーギャップ指数は、146か国

中125位で、116位だった去年よりも順位を下げ

たとのことであります。男女共同参画社会基本

法は1999年成立・施行以来、四半世紀がたちま

すが、日本の現状はそのような状況と評価され

ています。

この後、質問いたしますＤＶや中絶の問題に

もつながる、男女の間には様々な格差があると

いうこと、ギャップ、不平等がある実態です。

男女平等は大事ということは共有できると思

いますが、知事に、現状としての男女格差の問

題、ジェンダーギャップに対する所感を伺いた

いと思います。

次いで、宮崎の女性は、賃金について男性の

７割という実態だとか、正規雇用か非正規雇用

かという雇用形態では、男性が非正規雇用２割

に対して、女性はそれが５割という現状があり

ます。雇用労働政策上の大きな課題と思います

が、この課題への対応策について、知事に伺い

ます。

次に、警察本部長に伺います。

今年度、ストーカーやＤＶなどに対応すると

いう人身安全対策課を発足させましたが、その

設置目的について、本部長の思いや、設置され

ての現状の活躍の状況などをお示しいただきた

いと思います。
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以下の質問は、質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、ジェンダーギャップについてであり

ます。

社会的・文化的な性差であるジェンダーによ

る固定的な役割分担意識や差別、不平等を解消

し、性別にかかわらず多様な生き方を選択でき

る社会を築いていくことは、大変重要な課題で

あると認識しております。

しかしながら、日本のジェンダーギャップ指

数は、御指摘のとおり146か国中125位と、教育

などの男女差がほぼない分野もある一方で、特

に政治・経済分野での格差が大きく、その解消

に向けた対策が求められております。

また、コロナ禍の中で、配偶者等からの暴力

が増加・深刻化し、さらには、雇用や所得の男

女格差が顕在化したことなどから、支援を必要

とする女性等が誰一人取り残されることがない

よう、男女共同参画社会づくりの重要性がより

強く認識されるところであります。

県としましては、今後とも市町村や関係機関

とも十分連携しながら、男女共同参画を推進

し、ジェンダーギャップの解消に努めてまいり

ます。

次に、雇用労働政策についてであります。

賃金や雇用形態につきまして、男女間の格差

の是正を図っていくことは、特に生産年齢人口

が減少して、労働力の確保が喫緊の課題となる

中で、より一層重要な課題であると認識してお

ります。

また一方で、働き方における様々な格差の是

正を進める上では、まず、本人の希望やライフ

ステージの変化に対応した、多様で柔軟な働き

方を実現できる環境づくりも必要であると考え

ております。

このため県では、「働きやすい職場「ひなた

の極」」の認証取得の促進を図るとともに、企

業向けの講演会なども行っており、女性も安心

して働き続けられる職場環境づくりを進めてお

ります。

さらに、女性の経験や能力を生かした就業に

つなげられるよう、みやざき女性就業支援セン

ターにおいては、今年度、体制を強化し、希望

に寄り添った相談対応やマッチング支援等に取

り組んでおります。

今後とも、関係機関と連携しながら、これら

の取組を通じて、男女間の賃金や雇用の格差是

正にもつながるよう努めてまいります。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（平居秀一君）

いたします。

県警におきましては、ストーカー・ＤＶ、児

童虐待事案等の人身安全関連事案に迅速かつ的

確に対処することを目的に、本年３月、生活安

全部に人身安全対策課を新設しました。

これにより、これら事案に対し、一元的に指

揮を執り、より迅速かつ適切に判断あるいは対

応ができる体制となりました。

このような体制の下、人身安全対策課におき

ましては、人身安全関連事案への主導的な対応

あるいは被害者等の安全確保を最優先とした保

護対策・検挙措置等の対処能力の向上に取り組

んでおります。以上であります。〔降壇〕

ジェンダーギャップに関して○岩切達哉議員

は、例えばこの議場の中でも、またこちら側の

席でも、人口の男女比に比べれば相当に偏りが

ある状況と、このようなことも課題になろうか

と思います。

我が県の実態でございますけれども、新聞社
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などが都道府県ごとの数字を示したりしており

ます。宮崎県の男女格差の状況をどう捉えてい

るのか、総合政策部長に伺います。

県内では、○総合政策部長（重黒木 清君）

非正規労働者の割合が、令和４年時点で男

性21.1％に対し、女性は52.4％、管理職に占め

る女性割合が、令和２年時点で15.3％など、雇

用や経済の分野での女性の参画が十分に進んで

おらず、令和４年度の県民意識調査におきまし

ても、「社会全体で男女が平等となっていると

感じる人の割合」は14.9％と、依然として低い

状況となっております。

このため県では、男女共同参画プランに基づ

き、ジェンダーによる無意識の思い込みの解消

や、働く女性のためのキャリアアップの講座を

開催するとともに、女性の活躍について企業へ

の働きかけ等を行っております。

今後とも、男女が互いに人権を尊重し、その

個性と能力を十分に発揮することができる、男

女共同参画社会の実現に向けて、積極的に取り

組んでまいります。

最低賃金についてでございま○岩切達哉議員

すが、先ほど、重松議員も取り上げておられま

すが、東京で1,113円、宮崎は853円から44円引

き上げ、897円となりました。この結果、東京都

と宮崎県の差は前年より３円縮小し、宮崎県は

全国最下位ではなくなりました。

そこで、最低賃金引上げ幅に見合う支援策、

特に県内中小企業や小規模事業者に対する支援

が必要と考えるところであります。

賃上げに向けて、事業所支援策を具体的に考

える場や、先ほど壇上で知事に質問いたしまし

た、男女間の賃金や雇用の格差について考えて

もらう場を官民で設置する考えはないのか、商

工観光労働部長に考えを伺います。

物価高○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

騰などの影響により厳しい経営環境にある中、

事業者が適正に賃上げを行うためには、生産性

の向上や適正な価格転嫁により利益を確保する

ことが大変重要であります。

このため県では、事業者の生産性向上や新事

業展開等の取組を商工団体等と連携して支援し

ているほか、先月、国や経済団体、労働組合等

と締結した、価格転嫁の円滑化に関する協定に

基づき、県内企業への聞き取り調査などによ

り、その実現を推進していくこととしておりま

す。

また、男女間の賃金や雇用格差につきまして

は、宮崎労働局が主催し、県や経済団体、労働

組合等で構成される「みやざき働き方改革推進

会議」において、必要な協議を行っているとこ

ろであります。

既に協議の場を持っていらっ○岩切達哉議員

しゃるということでございます。現状は現状と

して、先ほど総合政策部長から御報告がありま

したので、ぜひその中での具体的解決を目指し

ていただきたいと思います。

次に、ＤＶ防止法が、精神的暴力も保護命令

の対象となるなどの改正がなされ、令和６年４

月、来年度でございますが、施行されます。そ

の内容について、最初に福祉保健部長に伺いま

す。

関係機関による協議会の設置が法定化されま

すけれども、対応について伺います。

そして、ＤＶ対策宮崎県基本計画について、

法の改正により、内容充実が求められるところ

ですが、見直しの方向性を部長に伺います。

ＤＶ防止法の○福祉保健部長（川北正文君）

改正により、都道府県においては、令和６年度

から関係機関による協議会の設置が努力義務と
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なりますが、本県では、平成14年度に、国、

県、市町村、民間団体によるＤＶ被害者保護支

援ネットワーク会議を立ち上げ、既に情報交換

や援助方針の検討などを行っていることから、

この会議を基盤として、法律上の協議会への移

行を検討しております。

また、今年度で計画期間が満了となるＤＶ対

策宮崎県基本計画につきましては、国が示した

基本方針に即して、被害者の立場に立った切れ

目のない支援や関係機関等との連携、安全の確

保への配慮等を基本的な視点とし、ネットワー

ク会議での意見等も踏まえながら、今年度中に

見直しを行うこととしております。

ＤＶ対策は、精神的なＤＶ、○岩切達哉議員

そして性的ＤＶの存在もしっかり盛り込んで対

策していく必要があると思います。

精神的ＤＶや性的ＤＶの現状把握と対応につ

いて、福祉保健部長に伺います。

国が設置す○福祉保健部長（川北正文君）

る、被害の相談窓口である「ＤＶ相談プラス」

における令和４年度前期の相談結果によります

と、精神的ＤＶが64.8％、性的ＤＶが8.3％と

なっており、身体的ＤＶなどと同時に、複合的

な被害を受けているケースが多いとのことであ

ります。

また、精神的ＤＶや性的ＤＶも含めた全ての

被害者に対する支援として、一時保護による安

全確保や、自立のために必要な生活指導等を行

うとともに、裁判所に保護命令を申し立てる際

の支援等も行っております。

なお、被害を未然に防止するためには、県民

一人一人が正しい理解を深めることが重要であ

ることから、今後とも、男女共同参画センター

や警察等と連携しながら、広報、啓発を推進し

てまいります。

国の数字を示していただきま○岩切達哉議員

した。なかなか捕捉が難しい問題ではあります

けれども、これから法改正に伴って、注目して

いかなければならない課題でありますので、引

き続き取組方をお願いしたいと思います。

続いて、警察本部長に伺います。

法の改正で、保護命令制度が拡充され、今取

り上げました精神的なＤＶであっても保護命令

を裁判所に求めることができるようになります

が、精神的なＤＶは、身体的な暴力と違い、外

見的な傷などは見られません。

難しい対応になるでしょうけれども、精神

的、心理的なＤＶ、さらには性的ＤＶなど、目

に見えにくい被害に対する相談体制など、法律

の改正を生かすために、警察本部としてどう準

備されているのか、御答弁を求めます。

議員御指摘のと○警察本部長（平居秀一君）

おり、ＤＶ法改正により、保護命令の要件が拡

充されることとなっておりますが、県警ではこ

れまでも、配偶者からの暴力や脅迫の有無にか

かわらず、相談者の意思を尊重しながら、事案

の危険性・切迫性に応じ、取り得る保護対策等

を講じております。

引き続き、法律の的確な運用を図るととも

に、被害者に対して、法の趣旨に基づいた保護

命令制度の教示や申立て支援等を行ってまいり

ます。

精神的に脅迫を受けている、○岩切達哉議員

なかなか立証の難しい相談を受けて支援する。

難しい対応だと思いますので、よろしくお願い

します。

ＤＶ被害の対応で、これまで、被害者が加害

者から逃げる、身を隠す、家から出て行く、そ

ういう結果となることが一般的であり、そんな

支援が続いてきました。
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本来は、守られる側が守られ、加害者側が出

ていくような、そんな対応変化が必要ではない

かという声も大きくなりつつあります。これか

らの警察本部の対応についてお聞かせいただき

たいと思います。

ＤＶ事案等の暴○警察本部長（平居秀一君）

力的事案への対応に当たっては、被害者の安全

確保が最優先であります。

加害者に対しては、事案によっては検挙する

などして、被害者と加害者を物理的に隔離する

という措置を取っております。

被害者の安全確保に向けては、取り得る緊急

的な対応として、さらなる被害を受けないため

に、加害者が知らない場所への避難を促してお

ります。

県警といたしましては、被害者には安全確保

の必要性をしっかり説明し、また、加害者に対

して指導警告等を行いながら、事案の危険性、

切迫性に応じた継続的な対応を図ってまいりま

す。

被害者が生まれ育った、また○岩切達哉議員

生活の基盤をつくっているところから移動しな

ければならないと、そういうことで身を守る。

これは致し方ない面もありますけれども、それ

が正しいのかという問題であります。これから

連携しながら、被害者支援のありようについ

て、ぜひ持ち得る力を発揮いただきたいと思い

ます。

今月、国から出されたＤＶ対策方針には、冒

頭に「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害である」と明記されてい

るところであります。

御承知のとおり、2019年から2021年に裁判所

が出した保護命令件数は、宮崎県が人口当たり

で全国１位であります。これからも福祉と警察

との連携で対応してくださることを期待してお

きたいと思います。

改めて、福祉保健部長に伺います。

宮崎県は人工妊娠中絶の率が高いと報道され

ました。これも数年、全国１位ということであ

ります。望まない妊娠には性的ＤＶの結果もあ

るのではないでしょうか。原因をどう捉えてい

るのか、対策にどう取り組まれてきたのか伺い

ます。

国の衛生行政○福祉保健部長（川北正文君）

報告例によりますと、令和３年度の本県の人工

妊娠中絶率は、前年度の女子人口1,000人当た

り8.2から0.7低下したものの、依然として全国

平均より高い状況が続いております。

このため県では、女性専門相談センター「ス

マイル」や保健所による相談対応、産科等の医

療機関での家族計画指導、また、若い世代に妊

娠・出産の正しい知識を身につけてもらうた

め、助産師やピアカウンセラーとして養成した

大学生による思春期健康教育を実施してまいり

ました。

今後は、中学・高校の各世代に応じた、より

きめ細かな啓発を工夫しますとともに、妊娠・

出産に関する相談機関の合同会議の開催などを

通じ、各部局や市町村、関係機関との連携強化

に努め、人工妊娠中絶率の改善に向けた取組を

進めてまいります。

過去でありますが、平成27年○岩切達哉議員

度にこの問題に対応される福祉保健部長の答弁

がありまして、その調査をしていただきまし

た。結果に基づいて、そういう啓発が足りてい

ないということで、啓発の強化に取り組まれる

ようになった。その頃のお考え、答弁と、あま

り内容的には変わっておりません。

数字は低下しているけれども、他県も低下し
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ているものですから、宮崎県が１位という状況

が続いております。疫学調査では、低用量経口

避妊薬や緊急避妊薬の存在が中絶減少の要因と

するレポートも出てきています。そういうこと

の周知、そしてまた、そういう避妊法に対応す

る避妊薬などを手に入れるとすればどうすれば

いいのか、そういう具体的支援が宮崎ではどの

ようになされているのか。宮崎県が１位を続け

る原因の分析というのをしっかりしていただい

て、その上で対策をしていただきたい。

正しい知識を身につけてもらうというのは当

然でありますけれども、そういう境遇になる女

性たちの心情も受け止めていただいて、対策を

求めたいと思います。

それでは、女性の課題について、知事に伺い

たいと思います。

賃金の格差、そして１位とされています人工

妊娠中絶問題や、ＤＶからの保護命令、それ以

外にも、ひとり親世帯の率、離婚率、これはい

ずれも全国２位、そういう様々な課題を示すも

のがありますけれども、宮崎で生きづらさを抱

える女性への支援充実を求めたいと思っていま

す。

例えば、女性支援の拠点としての女性相談所

ですけれども、これら課題の拡大、そして来年

４月の「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」の施行の前に、より強化が必要では

ないでしょうか。

独立した女性相談所にして、女性相談支援

員、そして心理職、治療する力を持つスタッフ

などを充実し、実行力、対応力を引き上げ、県

内の関係機関の中心に座ることができるよう、

体制充実を求めたいと思っております。

これからの女性支援のありようについて、知

事の見解を伺いたいと思います。

我が国における女性の○知事（河野俊嗣君）

保護・支援というものが、昭和31年の売春防止

法に端を発して取り組まれてきたものであるの

に対して、女性をめぐる課題は、生活困窮、性

暴力、家庭関係の破綻など、複雑化・多様化し

てきておりまして、より包括的な視点から女性

支援体制を強化していくことは、喫緊の課題で

あると認識しております。

このため県では、女性支援の中核を担う女性

相談所において、様々な相談に応じながら、女

性が心身ともに健康で安定した生活が送れるよ

う支援を行うとともに、今年度からＤＶ被害者

が緊急一時的に避難できる民間シェルターに対

し、環境整備のための支援を行うなど、支援体

制の充実を図っているところであります。

また、来年４月には、御指摘がありました、

困難を抱える女性の福祉の増進などをより包括

的な視点から図っていく、いわゆる困難女性支

援法が施行されるため、この法律に基づく県の

基本計画と関連の深いＤＶ対策宮崎県基本計画

との一体的な整備に向けて、作業を進めている

ところであります。

今後も、支援を必要とする女性が誰一人取り

残されることのないよう、民間団体等と緊密に

連携しながら、女性支援に積極的に取り組んで

まいります。

知事には、今年度、都城のほ○岩切達哉議員

うに母子支援施設を建設することについて御理

解いただいて、今、着工していると伺っており

ます。そういうところも、この対応に十分に活

用されることになると思います。

支援を必要とする女性が誰一人取り残される

ことがないようにしたいという決意を今、知事

からいただきました。具体的な姿が現れてくる

ことを期待しておきたいと思います。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。

関連する福祉課題として、福祉保健部長に質

問したいと思います。

この春、組織改正で、農政水産部に３つの局

が置かれました。

福祉保健部においても広範な政策課題に取り

組んでおられますけれども、私は、こども政策

局に加えて、女性局と障がい福祉局を設置する

ことを提案したいと思います。

女性局については、今、思いのほどを全て取

り上げさせていただきました。もう一つ、身

体、知的、精神の障がい３分野を一体的に対応

できる体制が必要だと考えます。

障がい者福祉は、その課題が広範であるがゆ

えに、多数の出先機関で対応され、さらに市町

村との連携、民間組織との連携、福祉事業所の

育成、手帳制度や金銭給付に絡む諸手続など、

複雑広範なそれらの行政課題を統括できる体制

が本当に必要になっています。

今後さらに、見た目問題で悩む方に対する支

援や、療育手帳の対象外となっている知的障が

いの境界層の皆さんへの支援、自閉症スペクト

ラムあるいは高次脳機能障がいなど、きめ細や

かに県民の皆さんに対する支援策の構築と、市

町村やＮＰＯなどと連携して支えていく体制を

つくる必要があると思います。この提案に対す

るお考えを伺いたいと思います。

障害者総合支○福祉保健部長（川北正文君）

援法などの関係法令をはじめ、障がい者福祉に

関する制度や施策は、広範かつ多岐にわたって

おり、現在、障がい福祉課と各出先機関におい

て、市町村や関係機関と連携を図りながら、関

連する施策を推進しております。

一方、既存の制度に当てはまりにくい新たな

課題も生じるなど、県民ニーズは複雑・多様化

しておりますことから、これらに的確に対応で

きる体制を確保していくことが大変重要である

と認識しております。

このため、国や他県の動向等も踏まえなが

ら、組織体制の在り方等について研究するとと

もに、今後とも様々な障がいのある方が身近な

地域で安心して生活できるよう、サービスの充

実や支援体制の整備等を着実に進めてまいりま

す。

福祉に関する課題に、それぞ○岩切達哉議員

れ知事を先頭に、一生懸命対応いただいている

のは承知しているんですけれども、なかなか効

果が見えにくい、確認しにくいという課題であ

ろうかと思います。ぜひ一歩一歩確実な前進を

組織的に対応いただきたいと思います。

話題を替えまして、地方自治の関係で知事に

伺いたいと思います。

去る８月12日、毎日新聞の１面と３面に、河

野知事や宮崎県の総務部長も関係者として登場

する記事がありまして、「分権は出来レース」

という見出しで掲載されていました。

知事が委員長である地方税財政常任委員会

が、国が描くシナリオどおりに展開されたと記

事にあります。

会議内容は、企業が都市に集中している実態

から、地方税財源が都市偏在している、そこ

で、これを是正するための「偏在是正」を強化

したいという話題でありますが、委員会を開く

前に、総務省が関わった事前調整がなされたこ

とが取り上げられています。

新聞の主眼は、国が地方をコントロールして

いるとして批判しているのか、偏在是正そのも

のが問題だとしているのか、読み取ることがで

きなかったのが私の感想なのですが、知事の記

事の受け止めについてお聞かせいただきたいと
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思います。

御指摘の記事は、全国○知事（河野俊嗣君）

知事会の地方税財政に係る国への提言の取りま

とめの経緯について掲載されたものと認識して

おります。

様々な論点はあろうかと思いますが、この提

言の取りまとめに関して、実際の経緯について

申し上げますと、地方税財政常任委員長である

私の責任の下で、事務局である本県が、新たな

地方税財政の課題、前年度要望に対する国の対

応状況や、地方税財政制度に関する国の見解等

を踏まえて作成したものをベースに、この常任

委員会を構成する18の都県が協議を行いまし

て、内容の整理や修正等を行って提言案を決定

したものであります。

こういう文章の修正に関するやり取りには、

相当なエネルギーを割いて、様々な文章表現の

修正意見を調整して行ったものであります。

さらに、この提言案について、７月の全国知

事会議の場では、我々知事同士が真剣に議論を

行って、最終的に47都道府県の総意として取り

まとめたところであります。

今後とも、各都道府県の意見をしっかり伺い

ながら、全国知事会としての意見を適切に取り

まとめてまいります。

およそ都市と地方、東京都、○岩切達哉議員

そういったところと宮崎のような状況にある県

とは、その辺で若干の対立があるところをまと

められたということだと認識します。

そうして取りまとめたものを、さきおととい

の11日に、知事自身が国の関係者に提言という

ことで手渡されたということが新聞にも載って

おりました。

現実の問題として、地方は地元の税源のみに

依存せよという主張が通るとすれば、税源の小

さな地方は、歳入は厳しくなって、疫病にも災

害にも、教育や福祉の遅れにも我慢しなければ

ならないことになってしまいます。

偏在是正は、日本全体の富を地方の隅々まで

公平に行き渡らせ、そして都市と地方の格差を

小さくし、人口の移動にも耐え、食料生産地と

消費地との関係を穏便な関係にしつつ発展させ

ていくためには必要なことと、私は思うところ

であります。

知事には、地方税財政常任委員長として、毅

然とした態度で偏在是正に向けた議論を今後も

リードしていただきたいと考えますが、いかが

でしょうか。

地方が責任を持って行○知事（河野俊嗣君）

政サービスを担っていく上で、地方税は基盤と

なる財源であります。全国知事会としては、か

ねてから、地方税の充実とともに、税源の偏在

性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築

を求めてきているところであります。

これまで累次の偏在是正措置が行われており

ますが、依然として、人口１人当たりの税収額

を見ると、格差が存在しております。

例えば、地方法人２税で考えますと、最大の

東京都と最少の奈良県を比較すると、5.9倍の差

があります。是正措置として行われております

特別法人事業税を含めても、3.5倍の格差がある

という実態がございます。今、地方税収が過去

最高を記録するなど増加傾向にある中で、税収

の格差がさらに広がることも懸念されていると

いうことであります。

このような状況を背景としまして、国の重要

課題や予算編成の方向性を示す今年の骨太方針

で、初めてこの偏在是正が取り上げられた。そ

れを踏まえて、改めて重要課題として国への提

言を行うべきと考えて、各都道府県と意見を調
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整した上で取りまとめたところであります。

今後とも、地方税財政常任委員長として、地

方税財源の確保・充実につながるよう、しっか

りと努めてまいります。

都市部の思いもあろうとは思○岩切達哉議員

いますけれども、ぜひ地方の声を届けていただ

いて、どうしても、農業主体か、そういう企業

が集中するかで、おのずと違ってくるわけです

ので、それでも日本という枠の中でお互いに役

割を果たしているわけですから、偏在を是正し

ていくことは重要な取組になります。ぜひ今後

ともよろしくお願いしたいと思います。

地方自治という絡みで、地方の独自の判断の

行政ということで、１問だけ取り上げさせてい

ただきますが、鳥取県の出来事ですけれども、

鳥取県が18歳以下の医療に係る自己負担を無料

にすることを決めました。県と市町村で半分ず

つ負担するそうですが、鳥取県の負担は17億円

と試算されております。

６月議会でも前屋敷議員が求めましたけれど

も、我が会派としても、改めて求めたいと思い

ます。

知事は「国の責任で」とお答えいただいてい

ますし、「強く要望している」とも答弁されて

います。強い要望と言うには、必要性を認識し

てのことと思います。

宮崎県においても、18歳以下の医療に係る自

己負担を無料化、鳥取県のように県で統一的に

実施するとなれば、日本においては、群馬県、

鳥取県に続く国内３番目ということになるそう

でありまして、国内トップクラスの子育て環境

にあるということが大きく宣伝できる、移入人

口も増加させることができると思うんですけれ

ども、知事に伺いたいと思います。

子供の医療費に対する○知事（河野俊嗣君）

助成は、その健やかな成長と子育て家庭の経済

的負担の軽減を図る上で、大変重要な子育て支

援策と認識しておりまして、県は市町村と連携

して取り組んできたところであります。

これは地方の単独事業ではありますが、今は

全国様々な自治体で同様になされている。た

だ、財政力に応じて、そのカバーする範囲が違

う。そのことがいかがなものかという問題意識

の下で、本来、この制度は国の責任において全

国一律に行われるべきではないかと考えており

まして、全国知事会を通じて要望を行っている

ほか、「みやざきの提案・要望」の中でも重ね

て要望を続けているところであります。

本県の子育て環境は、合計特殊出生率が示し

ますように、国内トップクラスにあると自負を

しておりますが、さらなる充実を図るべく、都

道府県では全国初めてとなる、おむつの定額利

用料の支援のほか、病児保育の無償化など、き

め細かなニーズに対応した施策にも力を入れて

きているところでございます。

大きな制度は、国のほうで、全国統一で行っ

ていただきながら、地方の実情に応じてきめ細

かく対応を図っていく、そのことが重要ではな

いかと考えており、現在、庁内のプロジェクト

チームを中心に、これまで以上に踏み込んだ施

策の検討も進めているところでありまして、引

き続き、「日本一生み育てやすいみやざき」づ

くりに取り組んでまいります。

また議論していきたいと思い○岩切達哉議員

ます。

次に、話題を替えまして、教育長に伺いたい

と思います。

県出身歌手の米良美一さんに「みやざき読書

アンバサダー」を委嘱したとのことですが、今

回、米良さんにアンバサダーを委嘱し、その期
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待する役割はいかがなものなのかお聞かせいた

だきたいと思います。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、これまで「読書県づくり」の取

組といたしまして、どこでも本がある環境づく

りや、読み聞かせボランティアなどの人材育成

を行ってまいりました。

一方で、県民の皆様に読書の魅力をさらに伝

えていくためには、一層の広報が必要であると

考えております。このことから、歌を交えた読

み聞かせ活動を行っていらっしゃる西都市民会

館の館長、米良美一さんに「みやざき読書アン

バサダー」をお願いしたところであります。

米良さんには、県主催のイベントなどを通し

て、読書についての、これまでの御自身の経験

や熱い思いを交えて、読書の魅力を伝えていた

だきたいと考えております。この取組により、

「読書県みやざき」を広くＰＲできるものと、

大いに期待しております。

読書はいろいろなものを前進○岩切達哉議員

させる基礎になると思います。日本一にならな

くても、今以上には頑張ってもらわないといけ

ない課題だと思っていまして、図書館問題等に

ついて、山内佳菜子議員が一般質問でたくさん

取り上げる予定でありますから、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

次に、この夏、現役の高校生から突然電話が

ありました。朝の課外授業の中で教科書が進ん

でいくという内容です。「朝課外に参加するか

否かを選択制にしたというのはうそだ。参加し

ない生徒は授業に追いつけなくなる」と言うの

であります。この朝課外の課題は、これまで何

度か取り上げてきました。教育長として実情は

把握されているでしょうか。

また、私の近所の高校では、朝７時頃から生

徒を送ってくる自家用車の交通整理を先生方が

行っておられます。

生徒は今、制度的に県内一円から入学してく

るようになりました。そして、先生方の働き方

を見直す課題も存在しています。そして、生徒

の自己管理力を伸ばさなければならないという

話もあります。そういう意味で、朝課外の継続

は時代にそぐわないというのが私の意見であり

ます。

大分県や熊本県では一斉廃止をされた。そう

いう動きも踏まえて、責任を持って対応してい

ただくよう強く求めたいと思います。教育長の

お考えをお聞かせください。

朝課外は、保護者○教育長（黒木淳一郎君）

からの要請を受けて希望制で実施しておりまし

て、その実施については、ＰＴＡ総会で承認を

得ることや、教科書の内容を進めないことなど

を、校長とも確認しているところであります。

朝課外についてはこれまでも、生徒の進路実

現の支援や経済的な負担軽減など、一定の役割

を果たしてきたものの、一方で、社会情勢の変

化もあり、実施については、様々な御意見があ

ることも認識しております。このような中、今

年度は、高等学校等37校のうち19校の実施と

なっております。

今後とも、生徒の学習環境の多様化や、教員

の働き方改革の観点を踏まえ、生徒の学習習慣

の確立につながる取組や、ＩＣＴ活用等を含め

た学習支援の方法について、一層議論を深めて

まいります。

各学校長の領域ですから、な○岩切達哉議員

かなか教育長の立場で、やめますとかは言い切

れないものもあると思います。でも、世の中は

こうですよと、きちっとアドバイスすることは

必要だと思います。ぜひそのことを前進させて

- 104 -



令和５年９月14日(木)

いただきたい。いつまでもこういうような電話

が直接かかってきたり、現場を見る様子では、

よろしくないと思います。

次に、子供の自殺予防の課題について、引き

続き教育長に質問します。

おととしの全国の小・中・高校生の自殺件数

は514人となりまして、国もその対策に一生懸命

であります。

今、１人１台端末が提供されています。端末

を使って、個別に子供の悩みにアプローチする

とか、相談したいという思いが直接伝えられ

る、学校内で速やかに共有できる工夫など、既

に他県ではなされているとのことです。

このような取組は、宮崎県内の学校ではなさ

れているのでしょうか。あるとすれば、その相

談体制について御答弁をお願いします。

各学校では、１人○教育長（黒木淳一郎君）

１台端末を活用した健康観察や学校生活アン

ケートなどが行われて、その結果を教育相談に

つなげております。

県教育委員会でも、スマートフォン等から相

談できる窓口を開設し、その窓口につながる

バーコードを記載したカードを全ての児童生徒

に配付しております。

端末からの相談も含めて、多くの相談が寄せ

られておりまして、教育委員会へメールで相談

できる「ひなた子どもネット相談」には、昨年

度1,500件を超えるアクセスがありました。

また、今年度開設した臨床心理士等の専門の

相談員が対応する「宮崎県子どもＳＮＳ相談」

にも、現在、900件に迫る登録がございます。

今後も窓口の周知に努め、子供たちの悩みに

適切に対応できるよう、しっかり取り組んでま

いります。

教育の場で対応いただいてい○岩切達哉議員

るということでございました。

この間、大人を含む自殺防止については、福

祉保健部長の下で熱心に取り組んでいただいて

おりますけれども、子供の自殺防止に限って議

論する場は設けられているのでしょうか。ま

た、取組について、福祉保健部長に伺います。

本県では、子○福祉保健部長（川北正文君）

供の自殺防止に限って議論する場は設けており

ませんが、知事を本部長とした各部局長による

自殺対策推進本部会議や、学識経験者、子供関

係団体代表者等から成る自殺対策推進協議会を

開催し、子供の自殺を含む総合的な自殺対策に

ついて議論しております。

そこでの議論を通して、宮崎県自殺対策行動

計画を策定し、子供・若者に対する支援を施策

の一つに位置づけ、スクールカウンセラーの配

置、電子メールやＳＮＳによる相談対応、教職

員に対し児童生徒が発するＳＯＳの受け止め方

に関する研修等に取り組んでおります。

今後とも、若年層の相談内容の傾向も踏まえ

ながら、子供の自殺対策にしっかりと取り組ん

でまいります。

自殺対策を総合的に頑張って○岩切達哉議員

いただいておりまして、成果も見せていただい

ておりますけれども、2021年の県内の子供の自

死は、衛生統計年報によれば、15歳から19歳未

満という範囲でございますが、８人カウントさ

れています。その前年の2020年は、10歳から14

歳で２人、15歳から19歳で５人、合計７人。ゼ

ロではない現実があるということを重く受け止

めてほしいと思います。

さらに、高齢または中高年の自殺要因と、子

供が自ら死を選んでしまう背景、要因は、おの

ずと違います。特別な対策が必要ということ

で、既にこども家庭庁等で対策会議が設置され
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たと、各都道府県にも設置を頑張れと、こうい

うような話が出てきております。

そこで提案なんですが、総合教育会議という

のがありますけれども、総合教育会議の中で、

「子供の自殺防止」を会議の議題として議論い

ただいて、教育委員会だけではなく県を挙げ

て、子供の自殺防止に取り組んでいただきたい

と考えますが、いかがでしょうか。

県では、知○総合政策部長（重黒木 清君）

事と教育委員会が本県教育の課題を共有し、相

互に連携を図りながら教育行政を推進するた

め、総合教育会議を平成27年に設置しておりま

す。

この会議では、これまで、いじめ防止対策や

共生社会の実現、若者の県外流出防止などにつ

いて協議を行ってまいりました。

総合教育会議は、その時々の教育を取り巻く

諸課題について議論する場でありますので、教

育委員会をはじめ関係機関と連携しながら、子

供の自殺防止について、どのような協議ができ

るのか、検討を進めてまいります。

子供が自ら死を選ぶ子供の自○岩切達哉議員

殺について、しっかりと対策を取られるように

強く要望したいと思います。子供は、本当は生

きていきたいんだという思いを持ちながら、亡

くなっていっているんじゃないかと、そういう

文献も見せていただきました。ぜひそういう思

いを支えられる社会になるように御尽力いただ

きたいと思います。

話題を替えまして、災害対策について伺いた

いと思います。

トイレの男女比について、災害時の避難所に

ついてのガイドラインでは、女性トイレは男性

用の３倍という基準が出されています。実際に

避難先となる各施設での準備状況について、危

機管理統括監に伺いたいと思います。

災害時にお○危機管理統括監（横山直樹君）

ける避難所は、学校や公民館、福祉センターな

ど、国の基準に適合する施設を市町村が指定す

ることとなっております。

こうした避難所におけるトイレの男女比につ

いては、内閣府が作成した「避難所におけるト

イレの確保・管理ガイドライン」に沿った運用

が求められております。

避難所のトイレの設置状況について、県内幾

つかの市町に聞き取りを行ったところ、例えば

宮崎市や都城市では、マンホールトイレを設置

したほか、避難所の状況に応じて迅速に仮設ト

イレが調達できるよう、民間業者と協定を締結

し、ガイドラインに沿った運用ができる体制を

整えているとのことであります。

常備するということにはなっ○岩切達哉議員

ていないですけれども、仮設トイレやマンホー

ルトイレなどの準備をしていると、こういうよ

うなことであったと思います。

災害時に、小中学校の体育館が避難所となる

ことが多いと思います。体育館のトイレが和式

でありますと、高齢者の方はお困りになるので

ないかと思いますが、体育館のトイレの洋式化

の進捗について、教育長の御報告をいただきた

いと思います。

本県の公立小中学○教育長（黒木淳一郎君）

校の体育館におけるトイレの洋式化率につきま

しては、県教育委員会で把握しているところで

は、令和５年９月の時点で約47％となっており

ます。

議員の御指摘にもありましたように、小・中

学校の体育館は避難所として使用する可能性が

高いため、体育館にあるトイレの洋式化は大変

重要であると認識しております。
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県教育委員会といたしましては、引き続き、

設置者である市町村と連携して、学校施設整備

に関する必要な支援を実施してまいります。

避難先で腰を痛めたというわ○岩切達哉議員

けにはいきませんので、ぜひ、それぞれ費用も

かかることですが、よろしくお願いしたいと思

います。

災害対策に関連して、福祉施設には業務継続

計画、いわゆるＢＣＰ作成が来年度から義務と

なるところです。例えば高齢者施設では、介護

を要する高齢者を抱え、日頃からの準備が必要

なところですが、義務化されるＢＣＰ作成支援

の状況について、福祉保健部長に伺います。

介護サービス○福祉保健部長（川北正文君）

は、利用者の方々やその家族の生活に欠かせな

いものであり、感染症や自然災害が発生した場

合であっても、継続的な介護サービスの提供が

求められております。

サービスを継続するため、また、一時中断し

た場合であっても早期に業務再開するために

は、ＢＣＰの策定が重要でありますことから、

県では、介護サービス事業者に対して、今年度

中に策定するよう周知、指導を行っているほ

か、関係団体からの依頼に基づき、職員が出向

いて行う研修などにより、支援に努めていると

ころです。

来年４月から策定が義務化されることから、

年内には新たにオンラインを活用した研修を行

うなど、ＢＣＰの円滑な策定に向けて支援して

まいります。

防災関連で最後に、消防学校○岩切達哉議員

における訓練施設の充実について伺いたいと思

います。

実火災訓練施設について研究課題としている

旨、昨年９月議会で答弁がありましたけれど

も、その後の検討状況を危機管理統括監からお

聞かせください。

近年、火災○危機管理統括監（横山直樹君）

の発生件数は減少傾向にあり、現場活動経験の

少ない消防職員や消防団員が増加しておりま

す。一方、高気密・高断熱住宅等の普及によ

り、建物火災において、急激に炎が広がる現象

に遭遇する危険性が高まっております。

実火災訓練施設は、火災時の炎や高熱、煙な

どを体感しながら消火訓練を実施できるため、

消火・救助の対応力向上に有効な施設でありま

す。

このため県では、他県の整備状況についての

情報収集や、東京消防庁の訓練施設の視察を

行ったところでありますが、今後、県内各消防

本部をはじめとする関係者の意見等も伺いなが

ら、整備費用や訓練内容、運用体制など様々な

観点から、必要な検討を行ってまいります。

よろしくお願いしたいと思い○岩切達哉議員

ます。期待しているところでございます。

話題を替えます。燃油高騰の影響で、じんか

い収集車両、いわゆる一般ごみなどを積む車両

でございますけれども、じんかい収集車両がガ

ソリン代の影響を受けていると伺っているとこ

ろであります。町をくまなく回って家庭ごみを

集めるわけですから、ガソリン代が高くなると

影響は大きいということであります。

環境森林部では、一般廃棄物、産業廃棄物な

どの収集運搬業の皆さんの、燃油高騰に係る課

題について把握されているでしょうか。

全国の一部の市町では、廃棄物収集運搬事業

者に支援を行っているようでありますけれど

も、宮崎県内において、このような支援の状況

があるでしょうか、環境森林部長に伺います。

原油高に対し○環境森林部長（殿所大明君）
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ては、国による燃油価格の高騰抑制対策ととも

に、県においても、交通・物流事業者に対する

補助を行っており、この中に一部、廃棄物収集

運搬事業者も含まれております。

また、家庭用一般廃棄物の収集運搬を委託し

ている市町村においては、燃油価格を考慮した

委託料の積算や改定が行われていると伺ってお

ります。このようなことから、県内において

は、現在のところ、廃棄物収集運搬事業者への

支援を要する状況には至っていないものと考え

ております。

しかしながら、廃棄物処理は、県民の生活環

境の保全や公衆衛生の向上に欠かすことのでき

ない重要な役割を担っておりますので、今後の

状況を注視してまいりたいと考えております。

家庭ごみの収集は、本当に大○岩切達哉議員

事な公共サービスです。それぞれの市町の役所

が中心なんですけれども、契約により一定の価

格でやっていらっしゃると思うんです。そうし

た中、こういう物価高、原油高という状況が新

たに発生している。役所が契約改定をせずに昔

の価格のままということになれば、今、労働者

の賃上げとかの話題もある中で、厳しくなるわ

けです。ぜひ注目して、必要な場合には助言な

どしていただけたらありがたいと思っていま

す。

続いて、環境森林部長にお尋ねしたいと思い

ます。

分収造林が活発に行われた昭和30年代から40

年代、その時代に植えた木が伐採期を超えてい

ます。分収林に参加した住民の皆さんから、存

命のうちに、本来の契約期間が満了した分収林

をぜひ伐採してほしいという相談を受けまし

た。

内容は、森林管理署の判断で、40年の契約期

間を超えても切ってもらえないということで、

相談者は、伐期をこれ以上延ばすと、自分たち

はこの世にいなくなり、相続人等の複雑な問題

になっていくという話でありました。

契約書にある40年とかの期間到来により、伐

期となった分収林について、住民の意向に沿う

形ではなく、国などの分収林経営者の意向で伐

採ができない実態があるのでしょうか、環境森

林部長、お聞かせください。

県では、現○環境森林部長（殿所大明君）

在、約5,000ヘクタールの県行分収造林の経営管

理を行っており、その多くは伐期を迎えており

ます。

分収造林契約に基づく伐採時期が集中する場

合には、伐採量の急増による木材価格の下落

や、伐採作業の労働力不足などが懸念されるこ

とから、伐採面積の平準化を図るため、契約者

に十分説明を行い、理解を得た上で、契約延長

の手続を進めるようにしております。

また、林業公社の分収林においても、県と同

様の対応をしておりますが、国などが行うその

他の分収林の状況につきましては、県では把握

しておりません。

おっしゃるとおり、こういう○岩切達哉議員

状況なのでと納得いただければ、当然そのとお

りになろうかと思います。この御相談いただい

た中身は、そういう納得があったのかどうかと

いう問題かなと想像します。

それでも同じ土地の所有者、国だったり県

だったりとかで分けられますけれども、同じ宮

崎県民、林家の皆さんの悩みでありますので、

ぜひ心温かく寄り添っていただくよう、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、原油価格・物価高騰対策として、農林

漁業者への支援がなされているところでござい
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ますけれども、農林漁業者の例えば離農、法人

の解散など、支援はすれど厳しい結果となった

ということはないか、心配であります。

また、それぞれの１次産業における生産コス

ト上昇を、それぞれの生産物に順調に価格転嫁

できているのか、現状を農政水産部長に伺いま

す。

長引く物価高○農政水産部長（久保昌広君）

騰が生産者の経営を圧迫する中、生産コストの

上昇分を取引価格へ適正に転嫁しにくいこと

が、農林水産業の大きな課題として顕在化して

おります。

このような中、国においては、食料・農業・

農村基本法の見直しに向け、適正な価格形成の

仕組みを構築するための議論がなされておりま

す。本県からも、生産現場の実情等を踏まえ、

要望を行っているところです。

また、県においても、生産・流通・販売のそ

れぞれの代表者による意見交換会を開催するほ

か、啓発動画による消費者の理解醸成に取り組

んでおります。

県としましては、国の状況も注視しながら、

生産コストの取引価格への価格転嫁が進むよ

う、引き続き取り組んでまいります。

続いて、昨日の質問にもあり○岩切達哉議員

ましたので、重ねて申し訳ないですけれども、

家畜市場において子牛価格が異常な安値となっ

ていることについて、原因をどう捉えているの

か、畜産農家に対し、これから行う支援と一緒

に御答弁いただきたいと思います。

子牛価格の下○農政水産部長（久保昌広君）

落につきましては、牛肉需要の低迷を背景とし

た枝肉価格の伸び悩みや、配合飼料価格の高止

まりにより、肥育農家が子牛の購入価格を抑え

ていることが主な要因として考えられます。

このため、宮崎牛の消費拡大に向けたＰＲ

や、配合飼料価格安定制度の生産者積立金の一

部支援に取り組んでいるところです。

加えて、子牛価格下落の緊急対策として、今

議会でお願いしております宮崎県和牛繁殖経営

維持緊急対策事業では、国の事業に合わせて県

独自の補助を行うとともに、高齢母牛の更新を

支援することにより、農家の経営改善を図るこ

ととしております。

今後とも、農家の声を伺いながら、市場価格

などの動向を注視して、必要な対策を講じてま

いります。

飼料が高くなっている、餌が○岩切達哉議員

高くなっているというのは承知しておりました

が、牛肉の需要が低下しているということにつ

いては承知しておりませんでした。肉をみんな

で食べられる、そういう社会をつくっていかな

いといけないということだろうと思っていま

す。

続いて、水産物についてであります。

福島第一原子力発電所から発生する放射性物

質を含む水が海洋投棄されていますけれども、

薄めて放出しているので安全という意見や、計

測されていない核物質があるので危険とか、プ

ランクトンから大型魚まで、食物連鎖による放

射性物質の生体凝縮がなされ、最終的に人の口

に入ることになるという意見など、様々出てい

ます。

今後、この放水によって、宮崎県の漁業に対

する影響と検査などの対策について、農政水産

部長の考えを伺います。

ＡＬＰＳ処理○農政水産部長（久保昌広君）

水が放出されている海域の沖合では、５月か

ら10月頃にかけて本県漁船が操業し、宮城県な

どに水揚げしております。
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この海域では、国が水産物や海水のモニタリ

ングを実施しており、これまでのところ、安全

性に問題はないことが公表されております。

また、県では、本県漁船の水揚げ地の販売単

価を調査しており、これまでに単価の下落など

の影響は確認されておりません。

しかしながら、処理水の放出は長期にわたる

ことから、引き続き、国のモニタリング結果や

市場等の状況を把握するとともに、必要に応じ

て、国の「水産業を守る」政策パッケージの活

用など、漁業者が安心して操業できるよう、関

係団体と連携して対応してまいります。

一般に、野菜にしろ、農畜産○岩切達哉議員

物にしろ、水産物にしろ、第１次産業に従事す

る皆さんは、この国で暮らす人々の食料を確保

するために一生懸命頑張っていただいていると

ころでございまして、第１次産業の従事者は、

十分に守られていく必要があると思います。ぜ

ひそれぞれに十分な対策を今後も強化されるよ

うに要望しておきたいと思います。

次に、県土整備部長に伺います。

県道、国道において、除草剤の影響で茶色に

変色した草が今年の夏も目立ちました。草刈り

の予算が限られているというお話です。大雨の

際には、排水溝周辺の草が排水を邪魔して、道

路が冠水するということが起きています。

私はこれまでも、議場において、人手不足に

対応していくためにも、費用削減のためにも、

草刈りの機械化・合理化を繰り返し提案してい

ます。

この夏には、ＮＥＸＣＯ３社グループ技術交

流会という場所で、車両積載型の草刈り機が紹

介されていました。

それら草刈り機械の導入を前提として、業務

の省力化を図り、道路環境の美化に努めてほし

いのですが、県土整備部長のお考えをお聞かせ

ください。

道路の草刈り○県土整備部長（原口耕治君）

は、道路利用者の安全確保と良好な沿道環境を

形成する観点から、重要な取組でありますが、

限られた予算の中、質の高い維持管理を行うた

めには、作業の効率化等が課題となっておりま

す。

草刈り作業の機械化につきましては、道路際

には縁石や防護柵などの施設があり、形状に合

わせるための機械の性能向上や、維持していく

ための費用など、多くの課題があることから、

全国的に普及が進んでいない状況にあります。

県としましては、業界の人材不足も懸念され

る中、新技術の開発の動向を注視するととも

に、同様の課題を抱える九州各県と意見交換を

行いながら、引き続き、効率的な道路の維持管

理に努めてまいります。

部長がおっしゃった「良好な○岩切達哉議員

沿道環境」、このためにずっと申し上げていま

す。良好な沿道環境は、まさに観光宮崎として

お招きする観光客のためにも必要なことですの

で、ぜひ、これからも道路の草刈りを頑張って

いただきたいと思います。

次に、病院局長に伺います。

延岡市では「空飛ぶクルマ」が話題になり、

その話は、県北の救急救命体制を絡めているよ

うであります。

議論の中では、「空飛ぶクルマ」で医師を運

ぶとかの考えも示されているとのことですが、

病院局においては、この話題について、どのよ

うに関与なり、市側から情報提供が行われてい

るのかをお聞かせいただきたいと思います。

「空飛ぶクルマ」○

を活用したプロジェクトに関して、延岡市から
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初めて具体的な説明がありましたのは、令和４

年６月であります。その際、同プロジェクトが

国の交付金事業として採択され、救命救急医療

への対応力強化を図っていく旨の説明がなされ

るとともに、県立延岡病院の協力を依頼された

ところです。

延岡病院といたしましては、その依頼に応え

る形で、市が設置した同プロジェクトの推進主

体に、宮崎大学医学部附属病院、延岡市医師会

とともに、オブザーバーとして参加しておりま

す。

また、先月22日に開催された事業検討会に、

地元医療機関として延岡病院が出席し、今後の

具体的なスケジュール等について説明を受けて

おります。

この課題については、関連質○岩切達哉議員

問として松本議員に引き継ぎますので、議長の

ほうでお取り計らいをよろしくお願いいたしま

す。

通告がありますので、関連質○濵砂 守議長

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。松本哲也議員。

議長の許可をいただきました○松本哲也議員

ので、延岡市における「空飛ぶクルマ」につい

て、関連質問をさせていただきます。

少し「空飛ぶクルマ」について説明いたしま

すと、車のように空中を移動可能な乗り物です

が、実は明確な定義はないようです。乗車可能

なドローン、プロペラのついた電気自動車な

ど、開発者の主張で「空飛ぶクルマ」と言える

ようです。

車とはいえ、必ず道路を走行するものではあ

りませんが、今一番開発が進められているのが

ドローンを大きくしたタイプで、多くの方がこ

のイメージではないかと思います。2025年国際

博覧会（大阪・関西万博）において、運行実施

を目指して取り組まれている段階のものです。

そのような中に、延岡市が国のデジタル田園

都市国家構想推進交付金を活用して取り組む事

業の一つに、「空飛ぶクルマ」も見据えた新た

な救急搬送体制づくりがあります。

事業では、延岡・県北の課題として、「救急

現場への到着時間や救急病院への搬送時間の短

縮化」「ドクターヘリの片道15分圏の外」が挙

げられています。

目指す姿は、「搬送時間の短縮・迅速な受入

・スピーディーかつ適切な医療処置により、市

民の救命率を向上させ、助かる命を大幅に増や

す」となっています。

そこで、今後の県の役割についてお尋ねいた

します。

先ほどの岩切議員の質問への病院局長の答弁

では、延岡病院は市のプロジェクトにオブザー

バーとして参加、先月開催の事業検討会には、

地元医療機関として出席されたとのことです。

延岡市では、この事業をめぐり、様々な議論

が行われています。市は、「これまで節目節目

で県や近隣自治体には、事業の内容や現在の状

況を説明している」と議会で答弁されていま

す。

そこで、県立延岡病院において、延岡市が進

める「空飛ぶクルマ」に対して、今後どのよう

な役割を果たしていくのでしょうか、病院局長

にお尋ねいたします。

県立延岡病院は、○

県土の約４割を占める延岡西臼杵医療圏及び日

向入郷医療圏をカバーし、高度医療や救急医療

を提供する中核病院として、その役割を果たし

ているところであります。
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「空飛ぶクルマ」につきましては、山間部を

多く抱える県北地域の救命救急医療の強化に向

け、今後、技術面での検証や運用体制の在り方

など、様々な角度から検討がなされていくもの

と認識しております。

このようなことを踏まえ、延岡病院といたし

ましては、県北の三次救急医療を担う立場か

ら、救命救急や災害医療の現場で実際に活用す

るために必要な助言等を行ってまいりたいと考

えております。

それでは、次に移りますが、○松本哲也議員

延岡市は、この事業の説明資料において、空飛

ぶクルマサービスの導入が急務であるとして、

「周辺自治体の医療体制強化にも貢献」や「県

ドクターヘリやドクターカー、救急車との連携

により、更に効果的な運用が可能」であるとい

うことを導入のメリットとしております。

しかし、日向入郷医療圏や西臼杵郡の県民の

方々から、この事業が進むことによって、県北

へのドクターヘリ配備に影響を与えないのだろ

うかと、私には多くの問合せがありました。

私の先輩議員で、勇退されました満行潤一さ

んは、都城市選出でありますが、これまで九州

各県の広域連携や隣県との相互応援協定の視点

など、具体的な事例を織り込みながら、県北へ

のドクターヘリ配備の必要性を何度も訴えてく

ださいました。知事の答弁では、「導入は有益

であるが、財政上の課題が大きい」とあったよ

うです。

先ほどの病院局長の答弁にありましたよう

に、延岡西臼杵と日向入郷の医療圏は、県土の

約４割です。ドクターカーの運行は大変ありが

たく、感謝を申し上げます。ですが、高速道の

整備状況や地理的な事情からいたしますと、ド

クターヘリの配備は、広域行政を担う県に何と

しても導入・整備を行っていただきたいので

す。

そこで、県立延岡病院へのドクターヘリ２機

目導入に対する県の考え方について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

県立延岡病院○福祉保健部長（川北正文君）

にドクターヘリを導入することは、延岡西臼杵

や日向入郷医療圏の救急患者の救命率の向上な

ど、救急医療体制の充実に有益であると考えて

おります。

一方で、新たにドクターヘリを導入するため

には、ヘリの格納庫の整備などの初期導入費用

や、年間約３億円の運航経費の負担のほか、救

急専門医や看護師などのスタッフの確保などの

課題があることから、慎重に検討する必要があ

ります。

県としましては、まずは、令和３年度に導入

された県立延岡病院のドクターカーの安定した

運行が図られるよう、引き続き、宮崎大学と連

携した救急医の養成と地域への派遣などを推進

し、県北の救急医療体制の充実に向けて取り組

んでまいります。

延岡市では、「県立延岡病院○松本哲也議員

との協議の中で、この取組によって延岡での研

修や勤務が期待できることが指摘されている。

県立延岡病院としても、空飛ぶクルマが新たな

医師確保をもたらすことを期待している」と議

会答弁されています。ぜひ様々な角度から、医

師確保を含め、県北地域における救急医療体制

の充実に取り組んでいただきますようお願いい

たします。

また、市が設置したプロジェクトに、宮崎大

学医学部附属病院や延岡市医師会もオブザー

バーとして参加されているということは、少し

安心いたしました。
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しかし、「空飛ぶクルマ」は実証実験中であ

り、その飛行時間や飛行距離など、クルマの性

能もまだまだ不明です。「空飛ぶ救急車」とも

お聞きしています。ドクターヘリを補完するも

のと思いますので、県においては、市の取組に

アドバイスを行いつつも、しっかり配備に向け

て検討を行っていただきたいと思います。

県北地域の救急医療体制の充実にはドクター

ヘリが必要です。早期に導入されることを期待

し、今後も引き続き議論させていただきたいと

思います。

以上で、私の関連質問を終わります。

では、最後の質問を私のほう○岩切達哉議員

から行いたいと思います。

企業局長に伺います。一ツ瀬川ゴルフ場の経

営継続についてであります。

８月の台風第６号によって冠水したと聞きま

す。被害状況と、今後もますます悪化が予想さ

れる気候危機の中、ゴルフ場経営継続に対する

考えをお聞かせください。

一ツ瀬川県民ゴル○企業局長（井手義哉君）

フ場につきましては、去る８月９日に台風第６

号の影響で冠水し、ゴルフコース内に土砂や流

木が流入したほか、バンカーから砂が流出した

ことから、復旧作業のため８日間の臨時休業と

なりました。

当ゴルフ場は、河川敷を利用しているため、

大雨等による冠水被害を受けやすい環境にあり

ますが、被害が一定程度の範囲内であれば、営

業努力等により収益の確保は可能であると考え

ております。

企業局としましては、災害のリスクや今後の

ゴルフ人口の動向も注視しながら、引き続き、

利用者のニーズに応えたコースづくりや各種コ

ンペの開催など、指定管理者との緊密な連携に

より、一層の集客力の向上を図り、安定経営に

努めてまいります。

多岐にわたる質問にそれぞれ○岩切達哉議員

お答えいただきました。女性の問題、子供の自

殺の問題、声なき声にも県は対応いただかなく

てはならない、本当に大変な思いをさせるわけ

なんですけれども、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。

以上で、私の全ての質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で代表質問は終わりまし○濵砂 守議長

た。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時16分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○日高博之副議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。延岡市選挙区の後藤哲朗でございま

す。

前回の選挙後、思わぬ病気にかかりまして、

厳しい闘病生活をすることとなり、自分自身と

向き合う機会を十分に得ることができました。

さて、４年ぶりの質問ということもあり、感

慨深いものがございます。この間、少子高齢化

や人口減少によるマーケットの縮小、労働力の

不足といった構造的な問題の顕在化、デジタル

化、脱炭素化、自治体間の競争の激化などの潮

流の大きな時代の転換期に、議員として、県民

の皆様の地域経済・福祉向上等にいかに貢献で

きるのか、責任をひしひしと感じております。

それでは、どうかよろしくお願い申し上げま

して、一般質問に入ります。

まず初めに、知事にお尋ねいたします。

先月の７日、河野知事と熊本・大分県知事

は、国土交通省や財務省、自民党本部に、九州

の東西軸となる九州中央自動車道と、中九州横

断道路の早期全線開通を求める要望書を提出さ

れました。

関係する３県が一体となって、東西軸の重要

性を防災、経済の観点からアピールしていただ

き、その道路の必要性がより深く国にも伝わっ

ているのではないかと思います。

また、九州・山口で大規模災害があった場合

に、被災県を支援するための備えとして、「九

州・山口９県災害時応援協定」が結ばれており

ます。九州ブロックで支援が行き届かない場合

は、全国知事会による全都道府県で支援する協

定が結ばれており、広域で支援が行われる体制

が構築されております。

これらは国への要望や災害時の広域的な取組

の例ですが、宮崎県単独で取り組むよりも効果

的なものについては、隣県同士や九州が一体と

なって取り組む広域連携の取組が重要だと思っ

ており、私の過去の質問でも、主に観光関係の

取組について何度かお伺いしております。

不在の４年の間に、総合政策部に広域連携推

進室という組織もできておりました。

知事も４期目となり、九州地方知事会の中で

は、熊本県の蒲島知事に次ぐ在任期間と聞いて

おります。これからは、知事会の取組をリード

する立場であってほしいと思っております。

そこで知事に、九州が一体となった広域連携

に今後どのように取り組んでいかれるお考えな

のかお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたしまして、後は

質問席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

九州を取り巻く状況を見ますと、インバウン

ドが回復基調にあり、半導体工場が相次いで進

出する一方で、豪雨災害の激甚化・頻発化と

いった課題もあります。

このように社会経済が大きく変動している中

においては、議員御指摘のように、１つの県だ

けでなく、九州各県が強みや特性を生かして連

携し、広域的に取り組むことで、より大きな効

令和５年９月15日(金)
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果が期待できるものがあると考えております。

九州各県の連携を考えますと、全国他のブ

ロックよりは、より密な連携が図られていると

考えており、九州地方知事会、さらには経済界

と連携した九州地域戦略会議におきましては、

従来から、観光地九州のブランド力の向上、災

害応援などに取り組んできているところであり

まして、これらに、さらにデジタルの取組に一

層力を入れることで、その効果をさらに高めて

いくこととしております。

また、スポーツ面の取組では、九州全体にサ

イクリングのコースを設定しようということ、

また来月には、初めて「ツール・ド・九州」と

いうサイクリングの大会も開催することとして

おります。

議員に御指摘いただきましたように、私も期

数を重ねることによって、九州・沖縄各県の中

では２番目に長い期数の知事となりました。九

州知事会を、その議論を引っ張っていく責任も

感じているところでございます。

各県知事や経済界とも緊密に連携しながら、

九州が一つとなった取組が円滑に進むよう、力

を尽くしてまいります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

「デジタルの力を加えることで広域連携の効果

をさらに高める」というお言葉もありました

が、次の質問は、交通体系等で九州が一つと

なった取組についてです。

それでは、総合政策部長にお尋ねいたしま

す。

九州地方知事会と経済界で構成されます九州

地域戦略会議は、来年の夏までに次世代移動

サービス「九州ＭａａＳ」の事業を始めること

を決められました。

費用の分担方法などの議論はこれからで、事

業化に向けての課題は多いと思われますが、今

後、参加事業者を募り、国内最大の広域サービ

スを目指す方針であります。

ＭａａＳは、一つのサービスとしての移動を

意味します。そこで、この九州ＭａａＳの概要

と期待される効果について、総合政策部長にお

伺いいたします。

ＭａａＳに○総合政策部長（重黒木 清君）

つきましては、専用のアプリを用いて、複数の

交通機関等の検索・予約・決済手続を一括で行

うサービスでありますが、九州ＭａａＳは、こ

のようなサービスを九州全域において提供する

ものでございます。

具体的には、これまでの地域内における鉄道

や路線バスに加えまして、新幹線や高速バスな

ど、県をまたぐ広域的な交通機関も含めたデジ

タルチケットの造成・販売等が可能となり、公

共交通の利用者や周遊型の観光客の増加など、

九州全体の経済活性化が期待されるところであ

ります。

現在、九州各県や交通事業者等から成る準備

会におきまして、アプリの選定作業などを行っ

ており、来年夏頃から段階的にサービスが開始

される予定でありますが、本県にとりまして

も、他県からのインバウンドの取り込みなど、

メリットのある取組でございますので、引き続

き関係機関と連携して準備を進めてまいりま

す。

他県からのインバウンドの取○後藤哲朗議員

り込みということで、本県にとってもメリット

があるようですので、しっかりと準備をしてい

ただきたいと思います。

次に、海上防災体制の整備についてお尋ねい

たします。

本県は、海岸線の長さ約400キロメートル、海
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域の面積は約２万平方キロメートルに及ぶ広大

な海域を抱えており、宮崎海上保安部及び日向

海上保安署により、この宮崎の海の安全・安心

を守っていただいているところであります。

そのような中、昨年12月、高い機動力や最新

設備を兼ね備えた新型巡視船「きりしま」が、

宮崎海上保安部に就役し、これからの活躍が期

待されるところであります。

しかしながら、この「きりしま」は、総トン

数が約200トンで、保安庁の巡視船としては小型

の部類に入り、ヘリコプターも着船できないこ

とから、海がしけた際や、長期間に及ぶ海上で

の活動のほか、ヘリコプターと連携した海難救

助などにおいて課題があります。

そこで、日本各地で発生する海難事故や激甚

化する自然災害など、近年、日本周辺海域を取

り巻く環境は厳しさを増しており、特に本県で

は、南海トラフ大地震による地震や津波の発生

により、大きな被害が想定されていることか

ら、海上防災体制の整備は喫緊の課題だと考え

ます。

そこで、海上保安庁の巡視船が防災対応で果

たす役割について、危機管理統括監にお伺いい

たします。

海上保安庁○危機管理統括監（横山直樹君）

の巡視船が防災対応で果たす役割については、

地震や津波、風水害など、様々な災害に備え、

県が策定しております宮崎県地域防災計画の中

で定められております。

具体的には、津波警報等が発表された場合の

船舶等への周知や、遭難者の救助・搬送、行方

不明者の捜索のほか、救助物資の緊急海上輸

送、排出された油の拡散防止などであります。

また、ミサイルなどの武力攻撃が見込まれる

場合は、沿岸市町や船舶等への情報伝達なども

行うこととされております。

引き続き、海上防災体制の整○後藤哲朗議員

備についてお尋ねいたします。

海上保安庁では、昨年10月に策定された新た

な国家安全保障戦略において、「海上保安能力

を大幅に強化し、体制を拡充する」という大き

な政府方針が示され、今後、海上保安庁の大型

巡視船の整備が進むことから、これら大型巡視

船の主な活動海域となる、南西方面における基

地岸壁の確保も喫緊の課題です。

そのような中、鹿児島県では今年度、6,000ト

ンクラス２隻に、3,500トンクラス１隻の大型巡

視船が新たに就役し、鹿児島海上保安部のみで

大型巡視船が10隻体制となるそうです。

本県に海上保安庁の大型巡視船を配備しても

らうためには、安定的な基地運用のために使用

する岸壁の確保に加え、燃料の供給問題など課

題はありますが、南海トラフ大地震等に備える

ためにも、大型巡視船の配備は必要と考えま

す。

そこで、大規模災害時の海上防災能力を強化

するため、大型巡視船を宮崎に配備するように

要望していくべきだと考えますが、知事に御所

見をお伺いいたします。

我が国は四方を海に囲○知事（河野俊嗣君）

まれておるわけでありまして、海上保安庁は、

海上の安全や治安の確保を図るとともに、大規

模災害時には、海難救助や人員・物資の緊急輸

送を行うなど、その果たす役割は大変重要であ

ると認識しております。

石井海上保安庁長官は、私の大学の同級生

で、鹿児島県知事と同じクラスでありまして、

先日、Ｇ７の警備に対するお礼ということで参

りましたときに、さらなる充実についてもお願

いしてきたところでございます。
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御指摘のとおり、政府方針では、令和７年度

から８年度にかけて、新たに総トン数約3,500ト

ンの大型巡視船５隻が整備されるなど、巡視船

等の大幅な増強が図られることになっておりま

す。

大型巡視船の配備に当たりましては、港湾の

整備はもとより、海上保安庁全体の総合的な船

舶の運用・調整が必要となってくると考えられ

ますことから、宮崎海上保安部など関係機関と

連携を図りながら、必要な対応を図ってまいり

ます。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

次に、中山間地域振興についてお尋ねいたし

ます。

過疎法に基づく過疎地域、過疎地域と同程度

の人口減少が生じている地域などでは、事業者

単位で見ると年間を通じた仕事がない、安定的

な雇用環境、一定の給与水準を確保できないな

どの課題があります。

そのような中、地域の仕事を組み合わせて、

年間を通じた仕事を創出する特定地域づくり事

業協同組合制度の活用は、効果が高いものと考

えますが、県内の特定地域づくり事業協同組合

の設立状況について、総合政策部長にお伺いい

たします。

特定地域づ○総合政策部長（重黒木 清君）

くり事業協同組合は、過疎地域などにおいて、

人手不足に悩む複数の事業者が組合を設立し、

主に県外から採用した職員を、季節ごとに複数

の仕事に従事するマルチワーカーとして、各事

業者へ派遣するものであります。

県内の状況につきましては、今年１月に県内

で初めて設立された２つの組合、日南市の「Ａ

Ｃにちなん事業協同組合」と諸塚村の「協同組

合もろつかわーく」があり、派遣職員が、農業

や宿泊業、福祉事業などに従事しております。

このほかにも、複数の市町村で設立に向けた

検討が始まっており、中でも椎葉村は、今年度

中の事業開始に向けまして、８月に設立総会を

開催するなど、具体的な手続を進めているとこ

ろであります。

引き続きお尋ねいたします。○後藤哲朗議員

特定地域づくり事業協同組合制度は、移住・

定住の促進にも有効と考えますが、総合政策部

長に御所見をお伺いいたします。

特定地域づ○総合政策部長（重黒木 清君）

くり事業協同組合制度は、人手不足解消の一助

となることに加え、地方での暮らしを希望する

都市部の方々など、働く側にとっても、安定し

た雇用条件の下、様々な業務を経験しながら、

地域の実情を学ぶことができるメリットがあり

ます。

実際に、県内で先行する２つの組合では、こ

れまでに採用した職員７名全員が県外からの移

住者であり、そのうち２名は派遣先に正式採用

されるなど、移住・定住の促進にも効果が期待

できるところであります。

こうしたことから、県としましては、引き続

き、市町村や地域の事業者に対して、制度の周

知と理解促進に努めるとともに、組合設立に向

けた動きを積極的に支援してまいります。

総合政策部長、この制度は、○後藤哲朗議員

人手不足に悩む事業者と地方への移住希望者、

そして人口減少に悩む地域のいずれにもプラス

になる、まさに「三方よし」の制度であると思

いますので、ぜひその推進に御尽力いただきた

いと思います。

続きまして、祖母・傾・大崩ユネスコエコ

パークについてお尋ねいたします。

2017年６月に、祖母・傾・大崩ユネスコエコ
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パークが登録されました。このユネスコエコ

パークの特徴は、急峻な山岳地形と美しい渓

谷、幅広い植生と希少性、豊かな自然の保全と

活用であります。

そこで、これまでの祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパークへの取組について、総合政策部長に

お伺いいたします。

祖母・傾・○総合政策部長（重黒木 清君）

大崩ユネスコエコパークにつきましては、平

成29年の登録以降、宮崎、大分両県と関係６市

町による協議会を中心として、様々な啓発活動

や魅力発信に取り組んでまいりました。

具体的には、北川湿原や五ヶ所高原など、貴

重な生態系の調査に加え、高校生による登山道

整備や小学生の交流キャンプ、ロッククライミ

ングやトレッキングなど、地域活性化につなが

る取組も進めているところであります。

このような中、来年度は、国内10か所で構成

する「日本ユネスコエコパークネットワーク」

の現地研修・交流会等を開催する予定であり、

関係者間で情報の収集や共有を図りつつ、祖母

・傾・大崩ユネスコエコパークの魅力を広く発

信していきたいと考えております。

今後とも、地元市町や関係団体等と連携し、

ユネスコエコパークが目的とする「自然と人間

社会の共生」を目指しながら、地域振興を図っ

てまいります。

このたび、延岡市では、エコ○後藤哲朗議員

パークの保存機能、学術的研究支援、経済と社

会の発展という３つの機能が相互に強化される

関係を維持することと併せ、多くの観光客を呼

び込むとともに、エコパークを身近に体感でき

るよう、北方地域ユネスコエコパーク拠点施設

整備構想を策定いたしました。

準拠点施設に位置づける旧下鹿川小学校を、

登山やロッククライミングなど、アウトドアス

ポーツ等の体験拠点としての機能を併せ持った

宿泊型滞在施設に改修します。非常に地元の期

待も高いので、今後とも、地元市町や関係団体

と連携した地域活性化の取組をよろしくお願い

いたします。

引き続き、ユネスコエコパークの関連とし

て、県土整備部長にお尋ねいたします。

質問の前に、延岡市でのありがたい光景を述

べさせてください。

７月22日、まつりのべおか、出会い神輿とば

んば総踊りが、天候にも恵まれ、コロナ５類移

行ということもあり、大盛況のうちに開催され

ました。私もみこしのほうに参加いたしまし

た。

このみこしは、幾つかのグループごとに担ぐ

順番を決めております。その中に、県延岡土木

事務所の職員さんたち15名が参加されていまし

た。地域に溶け込もうとする姿勢と元気な担ぎ

ぶりには、感謝感激でありました。ありがとう

ございました。

それでは、エコパーク関連の質問に戻りま

す。

このエコパークの魅力の一つに、大崩山とい

う、登山家の間では一度は挑戦してみたいとい

う人気の山があります。この山の正式な登山口

は２か所あります。ただし、この登山口までの

県道２路線が、申し訳ありませんが、不人気で

あります。

先日、北方総合支所を訪問し、エコパークの

取組についてヒアリングしてまいりましたが、

この２路線の整備要望がほとんどでした。

そこで、県道上祝子綱の瀬線と県道岩戸延岡

線の整備状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。
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県道上祝子綱○県土整備部長（原口耕治君）

の瀬線につきましては、下鹿川工区において、

見通しが悪く、離合が困難な12か所で、部分的

な拡幅などを進めてきており、これまでに４か

所が完成しております。

また、今年度から、下鹿川工区に続く片内工

区におきましても、整備に着手したところであ

ります。

次に、県道岩戸延岡線につきましては、幅員

が狭く、通行の支障となっております黒岩小中

学校付近の930メートル区間で、歩道整備を伴う

拡幅工事を進めており、これまでに約510メート

ルが完成しております。

さらに、今年度から、この区間に続く桑平橋

までの450メートル区間の整備に着手したところ

であります。

今後も引き続き、予算の確保に努め、必要な

整備を行ってまいります。

部長、よろしくお願いいたし○後藤哲朗議員

ます。

次に、福祉行政全般についてお尋ねいたしま

す。

本日９月15日は、私も対象である「老人の

日」であります。「国民が老人福祉についての

関心や理解を深めること」「高齢者が自身の生

活の向上に努めるように促すこと」「高齢者福

祉などの啓発を呼びかける日」などを目的とし

た日です。

県内の老人クラブ「さんさんクラブ宮崎」で

は、生きがいや健康づくりなど、高齢者自身の

生活を豊かにする活動や、環境美化活動など地

域を豊かにする社会活動に積極的に取り組んで

おられ、シニアパワーを生かした社会活動を実

践されています。地域の高齢者福祉にとっても

重要なクラブだと考えています。

そこで、老人クラブの会員数と加入率など、

現状について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

県内の老人ク○福祉保健部長（川北正文君）

ラブは、令和５年３月末時点で901クラブ、会員

数は３万2,216名となっており、３年前の令和２

年３月末時点と比較して、クラブ数が97、会員

数が6,171名減少しております。

また、60歳以上の人口に対する加入率の推移

では、令和２年には9.7％でありましたが、令和

５年には7.6％に低下しております。

加入率低下の理由といたしましては、定年延

長による就労継続やライフスタイルの変化など

が影響しているものと思われます。

次に、高齢者の生きがいや健○後藤哲朗議員

康づくりなどに重要な役割を担う老人クラブの

活動の活性化を図っていくことが必要と考えま

すが、県の見解について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

老人クラブ○福祉保健部長（川北正文君）

は、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織で

あり、高齢者の生きがいや健康づくりだけでな

く、介護予防と相互支援という観点からも、そ

の役割が期待されております。

これまで県では、老人クラブが行う見守り活

動や介護予防活動などに対して助成しておりま

すが、昨年度からは、新規会員獲得や健康づく

り・介護予防を目的として、県老人クラブ連合

会が新たに実施している「ｅスポーツ・ニュー

スポーツ体験交流会」にも助成を行っておりま

す。

県といたしましては、引き続き、市町村や県

連合会と連携し、地域社会を支える重要な担い

手である老人クラブの活動活性化を支援してま

いります。
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次に、発達が気になる子供た○後藤哲朗議員

ちへの対応についてお尋ねいたします。

「発達が気になる子」と聞きますと、「病気

や障がいのある子」と捉えがちですが、「発達

が気になる子、配慮を要する子」とは、「関わ

り方が分からない子」と考えられています。

病気や障がいが原因とは限らず、家庭環境や

保護者との関わり、その子自身の生活や発達の

バランスなど、いろんな要因が基となると思い

ます。その要因によって、子供たちの間に差が

できてしまい、周囲にとっても気になる存在と

なっていくものと思います。

気になる子とは、私は、発達障がいの診断を

されていないけれども、個別に支援が必要な子

供さんのことと考えます。

こうした「発達の気になる子供」は、障がい

の診断がないゆえに、周囲が気づきにくく、療

育など様々な支援の手も届きにくい状況にある

のだと考えています。

そこで、「発達が気になる子供」に対し、個

別の支援をどのように行っているのか、県の取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

障がいの傾向○福祉保健部長（川北正文君）

はあるが、診断にまで至らない、いわゆる「発

達が気になる子供」につきましては、障がい児

と同様、早い段階で、特性に応じた個別の支援

につなげていくことが重要であります。

このため県では、「そうだんサポートセン

ター」を県内10か所に設け、宮崎市設置の３か

所とも連携しながら、障害者手帳を所持してい

ない子供についても、身近な地域で相談や訓練

等を受けられるよう、巡回訪問や外来療育によ

る支援を行っております。

また、こうした子供が日常生活を送る上で

は、周囲の大人が理解を深め、その特性を受け

入れていくことが重要であり、保護者向けセミ

ナーの開催やペアレントメンターの活用によ

り、理解促進を図るとともに、早期支援の重要

性を啓発してまいります。

引き続きお尋ねいたします。○後藤哲朗議員

このような発達が気になる子は、幼稚園・保

育園において、他の園児よりもうまくコミュニ

ケーションが取れなかったり、落ち着きがな

かったりといった、気になる行動が見られる傾

向にあるのではと思います。

保育園や幼稚園の子供たちでいえば、その子

が伸びる可能性のある環境の中、知識や技術の

ある優しい意欲的な保育士・教諭がいる、子供

たちの輪に入れる、適切な環境の中で過ごせる

ことが重要と思いますが、保育士数が足りな

い、療育支援の余裕がないというのが現状と考

えられます。

そこで、発達が気になる子供への対応につい

て、幼稚園や保育所に対し、どのような支援を

行っているのか、福祉保健部長に県としての取

組についてお伺いいたします。

発達障がいな○福祉保健部長（川北正文君）

ど、特別な配慮を要する子供の教育・保育に当

たっては、障がいの程度や特性に応じたきめ細

かな対応が重要であります。

このため県では、毎年実施する「保育士等

キャリアアップ研修」のカリキュラムとして、

障がい児保育分野に関する研修を行い、現場で

子供の対応に当たる保育従事者の専門的知識や

技術の向上を図っております。

また、保護者を支援するため、その支援手法

を学ぶ「ペアレント・トレーナー養成講座」を

開催し、各施設内に指導者を養成しているほ

か、県の幼児教育スーパーバイザーを各施設に
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派遣し、園内研修を実施するなど、実態に応じ

た支援を行っております。

こうした取組を通じ、今後とも、保育従事者

の資質向上や人材育成に取り組んでまいりま

す。

次に、地域福祉の推進につい○後藤哲朗議員

てお尋ねいたします。

令和３年３月に策定されました県の地域福祉

支援計画（第４期計画）では、「ともに支え合

い、自分らしく活躍できる、地域共生社会の実

現」という基本理念の下、様々な福祉課題に対

応した施策の方向性を示されています。

その中で、施策の展開として、「地域共生社

会の実現に向けた体制づくり」「地域共生社会

を支える多様な担い手づくり」「ともに支え合

い、助け合う地域づくり」の３つの基本目標を

掲げております。

その中の「地域共生社会の実現に向けた体制

づくり」では、地域共生社会の意識醸成、包括

的な支援体制の整備、住民参加で進める地域福

祉活動の推進、市町村地域福祉計画の推進支援

を大きな柱と位置づけています。

この地域福祉支援計画策定後に、社会福祉法

に基づく新たな事業、重層的支援体制整備事業

が国において創設されました。

これは、市町村において、既存の相談支援等

の取組を生かしつつ、地域住民の複雑化・複合

化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制

を構築するため、相談支援、参加支援、地域づ

くりに向けた支援を一体的に実施する事業だと

考えます。

そこで、市町村がこの重層的支援体制整備事

業に取り組む意義について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

重層的支援体○福祉保健部長（川北正文君）

制整備事業は、複雑化・複合化した地域の支援

ニーズに対して、市町村が多様な主体と連携し

ながら、包括的な支援体制を構築するため取り

組むものであります。

本事業の実施により、例えば、80歳代を迎え

た親が、ひきこもり状態の50歳代の子を世話す

る、いわゆる8050問題といった複合的な課題を

抱えた世帯に対して、高齢、障がい、生活困窮

といった分野を超えて、より包括的できめ細か

な支援をすることが可能になります。

さらに、本事業は自由度が高く、地域の実情

に合った取組が可能であるため、市町村の創意

工夫でより高い効果が期待できるものと考えて

おります。

それでは、次に、重層的支援○後藤哲朗議員

体制整備事業に関する県の取組について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

重層的支援体○福祉保健部長（川北正文君）

制整備事業では、県は実施主体である市町村を

後方支援する役割を担っております。

県ではこれまで、市町村等の職員に対し、事

業の枠組みや全国の先進事例を紹介する研修を

実施するとともに、事業の中核を担う市町村社

会福祉協議会職員や地域の活動団体の方々を、

地域福祉コーディネーターとして養成するなど

の支援に取り組んでおります。

また、今年度からは、事業の対象となる世帯

を継続して訪問支援するアウトリーチや、支援

を行う様々な関係機関の調整に必要な経費など

について、その一部を県で負担しております。

今後とも、市町村が円滑かつ効果的に本事業

に取り組めるよう支援してまいります。

それでは、地域福祉の推進の○後藤哲朗議員

ためには、県民一人一人の暮らしと生きがい、

地域を共につくっていく社会を目指す「地域共
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生社会の実現」に取り組んでいく必要があると

考えますが、知事の御認識をお伺いいたしま

す。

県民の皆様が安心して○知事（河野俊嗣君）

幸せに暮らせる社会を築く上で、福祉の充実は

その根幹をなすものと考えております。

社会環境が大きく変化する中で、従来からあ

ります高齢、障がい、貧困などの課題に加え、

近年ではヤングケアラーやひきこもりなど、地

域の福祉課題が複雑化、複合化しております。

個別の施策だけでは対応できないケースも出て

きており、より柔軟な発想や支援体制が求めら

れていると考えております。

そのため、議員御指摘のとおり、様々な福祉

課題を包括的に捉え、従来の枠を超えて一体的

に取り組むとともに、行政だけでなく、地域住

民も含め多様な主体が参画し、人と人が世代や

分野を超えてつながり、地域を共につくってい

く「地域共生社会の実現」が極めて重要であ

り、そのための取組をさらに推進していく必要

があると考えております。

引き続き、市町村や関係機関と一体となっ

て、県民福祉の充実に向けてしっかり取り組ん

でまいります。

ありがとうございました。本○後藤哲朗議員

当によろしくお願いいたします。

続きまして、企業成長促進プラットフォーム

について、お尋ねいたします。

宮崎県総合計画アクションプランでは、本年

度から４年間に重点的・優先的に取り組む５つ

の重点プログラムを設定しております。その中

で、「力強い産業の創出・地域経済の活性化」

を掲げております。項目として、産業を支える

多様な人材の確保・育成、新産業の創出と地域

経済の活性化、稼げる農林水産業への成長促進

を主な内容としています。

県ではこれまでに、産・学・金・労・官、13

機関で構成する「企業成長促進プラットフォー

ム」を立ち上げ、県内経済の循環拡大や雇用の

貢献等、中核企業として成長が期待できる企業

である成長期待企業を支援していると思います

が、その支援の成果について、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

議員の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お話にありました企業成長促進プラットフォー

ムでは、県外からの外貨獲得や県内経済の循環

拡大、雇用への貢献など、将来、中核企業とし

て成長が期待できる企業を「成長期待企業」と

して、平成28年度より支援を実施しておりま

す。

これまでの成果でありますが、一定の支援を

終えた22社の中で、３社が売上高30億円を超

え、中核企業へと成長したほか、そのうち１社

は株式上場を果たしております。

また、認定前の状況と支援後の状況を比較し

ますと、売上高の合計は、認定前の207億円か

ら253億円へ、およそ46億円増加するとともに、

新規雇用を413名創出しております。

私は、この支援の成果につい○後藤哲朗議員

ては、高く評価させていただいております。

そこで、新型コロナウイルスなど経営環境が

目まぐるしく変化している中でも、成長期待企

業等の中核企業には良質の雇用の創出を期待し

ていますが、県として、今後、中核企業の育成

に向けて、どのように取り組んでいかれるの

か、知事にお伺いいたします。

ただいまの部長答弁の○知事（河野俊嗣君）

ように、成長期待企業については一定の成果が

現れているところでありますが、今回のコロナ

禍を経験する中で、厳しい環境の変化にも柔軟
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に対応できる企業を育成することの重要性を改

めて認識したところであります。

このため、県におきましては、令和４年度か

ら、環境の変化に柔軟に対応しながら、新たな

ビジネスモデルの実現に向けて積極的に挑戦

し、また県内経済の牽引が期待できる企業を

「宮崎県次世代リーディング企業」として認定

し、コーディネーター等による集中的な支援を

行っているところであります。

中小企業には、人口減少・少子高齢化の進行

や脱炭素社会に向けての対応など、今後、様々

な環境変化への対応が求められることとなりま

す。

県といたしましては、宮崎県産業振興機構を

はじめ、関係機関と連携を図りながら、本県経

済の中核を担う、良質で安定した雇用の創出が

できる企業の育成支援に、引き続き取り組んで

まいります。

次に、「スポーツランドみや○後藤哲朗議員

ざき」の推進についてお尋ねいたします。

新しい県体育館「アスリートタウン延岡ア

リーナ」のサブアリーナの供用開始のセレモ

ニーが、先月の20日に執り行われました。

ネーミングライツのスポンサー企業の御挨拶

の中で、令和７年12月完成予定のメインアリー

ナが「スポーツランドみやざき」の全県下展開

の県北の拠点となり得るように、大いに期待

し、応援したい旨のありがたいお言葉をいただ

きました。

そこで知事に、「スポーツランドみやざき」

の全県化の推進に向けて、新体育館をどのよう

に活用されるお考えなのかお伺いいたします。

新宮崎県体育館「アス○知事（河野俊嗣君）

リートタウン延岡アリーナ」につきましては、

先日、私もサブアリーナのオープニングセレモ

ニーに出席したところであります。

県産材がふんだんに使用され、木の温かみが

感じられる内装、すばらしい施設であります

し、その中で、車椅子バスケットボールや新体

操などのアスリートが躍動する姿を目の当たり

にして、その完成を大変うれしく思ったところ

であります。

令和７年12月に完成予定のメインアリーナ

は、サブアリーナが約500席でありますが、観客

席を約4,000席に、そのような形で整備されるわ

けでありまして、バレーやバスケットの公式戦

をはじめ、トップアスリートも利用できる高水

準の仕様を備えた施設となる予定であります。

これらの施設は、今後、屋内競技の大会等を

県北に誘致するための重要な拠点となるもので

あります。また、スポーツを中心にしながら

も、体育館は、イベント、またコンサート、そ

ういった多目的での利用というものも大変楽し

みであります。

県としましては、今回進めております「ス

ポーツ観光プロジェクト」におきまして、まず

は地元延岡市を中心として、市町村、そして競

技団体等と一層の連携を図りながら、この施設

を活用した屋内競技のキャンプ・合宿や、国際

大会の誘致・受入れを図るなど、「スポーツラ

ンドみやざき」の全県化に取り組んでまいりま

す。

引き続き、「スポーツランド○後藤哲朗議員

みやざき」に関連してお尋ねいたします。

国民スポーツ大会では、延岡市では、水泳

（オープンウォータースイミング）が開催され

ます。会場は、日豊海岸国定公園内の須美江海

岸の湾内です。この須美江海岸は、環境省が選

定する「快水浴場百選」や「日本の水浴場88

選」にも選ばれている名所です。
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このたびのオープンウォータースイミング大

会開催は、リハーサル大会、本大会、大会後、

そして大会の機運醸成と大会の成功に向け、ま

た、リハーサル大会前のプレ大会の開催に向け

て、盛り上がろうとしております。

この大会は、日向市のサーフィンと同様に、

自然のすばらしい海を生かしたアウトドアス

ポーツの観光への可能性があります。

今回、県が立ち上げた「スポーツ観光プロ

ジェクト」では、スポーツ環境日本一を目指

し、キャンプ・合宿や大会を誘致するための体

制強化をはじめ、スポーツ施設の戦略的・計画

的な整備や市町村との連携強化を柱に、各施策

を構築すると伺っております。

そこで、オープンウォータースイミング大会

のような地域の特色のあるイベント大会を、

「スポーツ観光プロジェクト」の中でどのよう

に位置づけていかれるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

地域の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

特色あるスポーツイベントや大会は、経済効果

はもとより、地域の魅力発信や活力づくりに寄

与するものであり、今回の「スポーツ観光プロ

ジェクト」では、県内全域のスポーツ環境の充

実を柱の一つに位置づけ、市町村による地域の

魅力の掘り起こしや磨き上げを支援してまいり

たいと考えております。

現在、県北地域では、日向市での様々なサー

フィン大会や、「ゴールデンゲームズｉｎのべ

おか」「レッドブル・クリフダイビング高千穂

大会」などが盛んに開催されております。

今後、お話にありましたオープンウォーター

スイミング大会のような特色あるイベントや大

会が、これまで以上に開催されるよう、市町村

等と連携を図りながら、「スポーツ観光プロ

ジェクト」を推進してまいります。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

次に、農業水利施設についてお尋ねいたしま

す。

本県の土地改良施設は、昭和初期に造られた

ものや、昭和40年代の高度経済成長期に集中し

て整備されたものが大半を占め、老朽化に伴う

機能の低下が進んでおり、今後、営農への影響

が懸念されています。

中でも、農業水利施設に至っては、地域住民

の多くが農家だった頃は、農業を行いながら施

設を整備することで、地域の水環境を保全する

ことができました。

しかし、現在は、農家の数が減り、非農家の

数が圧倒的に多くなっています。非農家は、地

域環境の整備を少なくなった農家に依存してい

る状況なのです。今こそ農業水利施設につい

て、流域の水環境を支える施設なのだから、地

域で管理するという捉え方が必要なのではとい

う思いがあります。

そこで、農業水利施設の保全管理の現状につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

県内の農業水○農政水産部長（久保昌広君）

利施設は、延長１万2,000キロメートルを超える

用排水路をはじめ、655か所の農業用ため池

や、1,235か所の頭首工などが活用されておりま

すが、その多くが昭和40年代の高度経済成長期

に整備・改築され、経年劣化等により施設の老

朽化が進んでおります。

また、施設を管理する土地改良区や水利組合

は、日常点検や水路の泥上げなどを適時行って

おりますが、農業者が急速に減少、高齢化して

いることから、今後の保全管理が十分に行えな

くなるおそれがあり、早急に対策を講じる必要

があると考えております。
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引き続きお尋ねいたします。○後藤哲朗議員

昨年５月、愛知県豊田市にある取水施設「明

治用水頭首工」で大規模な漏水が発生しまし

た。

近年は、全国で年間1,000件を超える突発事

故、災害以外の原因による施設機能の損失が発

生し、その８割が老朽化が原因とされていま

す。さらに、災害などで損壊した場合は、周辺

地域に大きな被害をもたらす可能性がありま

す。

また、水田は、地下水の涵養や雨水貯留など

を通じ、下流域を支えております。近年は、洪

水発生時に田んぼダムとして、水を一時的に貯

留することが期待されています。

そこで、今後の農業水利施設の長寿命化に対

する県の考え方について、農政水産部長にお伺

いいたします。

本県の農業の○農政水産部長（久保昌広君）

持続的な発展を図っていくためには、農業水利

施設を適切に管理し、機能を維持していくこと

が大変重要であると認識しております。

このため、平成31年３月に改訂した「宮崎県

農業水利施設ストックマネジメント対策基本方

針」に基づきまして、適時適切に補修や更新等

の対策工事を進めております。

また、施設の軽微な補修等を行う多面的機能

支払制度を活用し、地域住民との共同活動によ

る保全管理も推進しております。

県といたしましては、引き続き、関係機関と

連携しながら、計画的な施設の長寿命化対策を

図ってまいります。

続きまして、県土整備行政、○後藤哲朗議員

流域治水についてお尋ねいたします。

流域治水とは、気候変動の影響による水災害

の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダ

ムの再生などの対策をより一層加速するととも

に、集水域（雨水が河川に流入する地域）から

氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定される

地域）にわたる、流域に関わるあらゆる関係者

が協働して、水災害対策を行う考え方でありま

す。

県では、流域の関係者で構成する協議会を県

内58水系全てにおいて設置しており、流域全体

で実施すべき治水対策の全体像、流域治水プロ

ジェクトを策定・公表し、流域治水を推進する

取組を行っております。

そこで、五ヶ瀬川水系流域治水プロジェクト

の今後の展開について、県土整備部長にお伺い

いたします。

五ヶ瀬川水系○県土整備部長（原口耕治君）

につきましては、令和２年度に流域治水プロ

ジェクトを策定し、河川掘削やダムの事前放流

などの対策を推進しているところであります。

現在、国においては、気候変動の影響によ

り、2040年頃には、降雨量が約1.1倍に増加する

と見込まれることから、全国の一級水系で、流

域治水の取組をさらに加速化、深化させる「流

域治水プロジェクト2.0」を策定していくことと

しております。

五ヶ瀬川水系では、令和３年度に国が先行し

て見直した河川整備基本方針を踏まえ、プロ

ジェクト2.0についても、関係機関が一体となっ

て、今年度中の策定に向け、必要な追加対策の

設定等について検討を進めております。

今後とも、国や関係自治体等と連携を図りな

がら、治水対策のさらなる強化に取り組んでま

いります。

今お話にありました「流域治○後藤哲朗議員

水プロジェクト2.0」、まさしくこれはバージョ

ンアップだと私は思います。
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昨年の台風第14号では、五ヶ瀬川流域におい

て家屋の浸水被害が発生いたしました。今後と

も治水対策のさらなる強化への取組をよろしく

お願いいたします。

続きまして、教育行政についてお尋ねいたし

ます。

延岡市では、今月の１日から、不登校児童生

徒向けのオンライン学習支援をスタートいたし

ました。児童生徒は自宅で学校貸与のタブレッ

ト端末を使って学習し、参加日は学校長の判断

で「出席扱い」とすることも可能となりまし

た。

市は、「学校に来づらくても、子供たちが

ずっと社会とつながり続けることを実現するこ

とで、誰一人取り残さないことを実現すること

を目指す」としています。

不登校の小学生、中学生が大幅に増加してお

り、危機感を抱いた市教委は、先進自治体の視

察などを重ねて準備、今年度からは、誰一人取

り残さない「新たな学びのフィールド」構築事

業として、カリキュラムの作成などを行ってき

たとのことです。

この例にありますように、ＩＣＴを活用した

学習支援など、居場所づくりも含め、不登校の

子供たちの学びの選択肢を増やす取組が必要だ

と考えます。

そこで、各市町村においても、不登校支援と

して、これまで適応指導教室の設置などの取組

が行われてきたと思いますが、現在の取組な

ど、義務教育における不登校の子供たちの支援

について、県内の状況を教育長にお伺いいたし

ます。

義務教育における○教育長（黒木淳一郎君）

不登校児童生徒に対しましては、これまで、段

階的に学校に通えるよう、教育支援センター、

いわゆる今議員のほうから御指摘のありました

ような適応指導教室を校外に設け、一人一人の

実態に合わせた学習指導や、社会とのつながり

を持つための社会体験等を支援してまいりまし

た。

一方で、新たに校内の空き教室を利用して、

専任の支援員等を配置する校内教育支援セン

ターの設置が市町において進んでおり、そこで

は、自分に合ったペースで学習・生活できる環

境が校内にも整えられようとしております。

今後とも、国の動向を注視し、それぞれの実

態に応じた体制の整備を各市町村に支援してま

いります。

最後に、教育長にお尋ねいた○後藤哲朗議員

します。

オンラインでの学習支援など、児童生徒は１

人１台の端末を含め、ネット環境の中で生活し

ている状況であり、家庭も含めＩＣＴの活用が

当たり前、日常的なものとなる環境が整ってき

ます。

そこで、ネット社会で生活していく子供たち

にとって、情報モラルは非常に重要だと考えら

れますが、情報モラル教育についての県の取組

について、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会では○教育長（黒木淳一郎君）

これまで、情報モラルに関するリーフレットの

作成や、学校へのＩＴ専門家の派遣等に取り組

んでまいりました。

また昨年度は、モデル校を指定し、情報モラ

ル教育の研究と授業公開を行い、ＳＮＳ等にお

ける正しい情報の見極め方や、言葉の感じ方が

人によって異なること等について分かりやすく

学べる教材、「ＧＩＧＡワークブックみやざ

き」を小学生向けと中高生向けに分けて作成

し、県内の公立学校に配付いたしました。
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さらに今年度から、リーフレットを私立学校

も含めた県内全ての児童生徒を対象に、毎月

テーマを変えて配付するとともに、ＩＴ専門家

に加え、学校の現状に精通した事務局職員を派

遣する等、取組の充実を進めているところであ

ります。

それぞれに御答弁をありがと○後藤哲朗議員

うございました。

若干というか大分時間がありますので、一点

感想を述べさせてください。

それは、海上防災能力の強化のための大型巡

視船の配備の件であります。

先月の29日、防災減災・県土強靱化対策特別

委員会で、宮崎海上保安部を視察先として訪問

いたしました。その際に、宮崎海上保安部長の

貴重な体験談や思いを聞くことができました。

それは、東北大震災を経験され、福島沖での

大型巡視船で被災者の救出、そして長期にわた

り捜索任務に当たったときのことであり、その

任務を通して感じられたのが、南海トラフ巨大

地震の被害が想定される宮崎沖での海上防災体

制の整備の必要性とのことでありました。

まさしく現場の声、体験からの進言だったよ

うな気がいたします。被害がないことが一番で

はありますが、「備えあれば憂いなし」であり

ます。今回、質問もさせていただきましたが、

南海トラフ巨大地震への備えという意味で、大

型巡視船の配備は、宮崎沖での海上防災体制が

強化されることになると考えます。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、齊藤了介議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 志誠会の齊○齊藤了介議員

藤了介でございます。

宮崎県議会議場で質問させていただくのは、

初めての機会であります。４月30日に任期をい

ただきまして、いろんな方から「齊藤さん、県

議会ってどんなね。市議会と違うね」とたくさ

ん聞かれました。そのたびに私が答えているの

が、私がこれまで県議会を認識していたのと、

実際に議員になって仕事をしたときに、全く違

うということを県民の方にお伝えしました。

といいますのが、私も市議時代、宮崎県庁は

すぐ近くだったんですけれども、そんなに市議

会の仕事と県の仕事というのは、同じ行政です

から、違いはないだろうと思っていました。

しかし、常任委員会、特別委員会でいろんな

話を聞いたり、それから県内の施設を訪問した

り、そういう中で、自分が知らないこと、県と

いう行政が行っていることの大きさだとか、何

よりも県庁という巨大な組織にたくさんの職員

がいらっしゃって様々な事業を行っているとい

うこと、さきの代表質問、そして先ほどの一般

質問、６月議会もそうですけれども、先輩議員

たちと違って、やはりいろんなことを勉強しな

くちゃいけないなと、本当に反省しているとこ

ろです。

今回、基本的な質問で、どうか先輩議員にお

かれましては、温かい心でお聞きいただけると

幸いでございます。

それでは、質問に入らせていただきます。

まず、県と市町村の関係についてお伺いいた

します。

総務省官僚として、国の立場から地方自治に

従事され、宮崎県の総務部長、副知事、そして

知事を務める中で、知事が理想とされる宮崎県

づくりのために、県と市町村の関係はどうある

べきか、そのお考えをお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以後は質問

者席から行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

県と市町村の関係におきまして、基礎自治体

である市町村には、住民に身近な行政サービス

の提供、そして広域自治体である県には、市町

村間の連携・調整や補完、広域での総合的な施

策の推進が求められております。それぞれの役

割と責任をしっかりと果たしていく必要がある

と考えております。

私はこれまで、国の役所、さらには各県の県

庁、そして市役所、それぞれで地方行政を経験

してまいりました。それを踏まえると、国・

県、市町村が適切な役割分担の下に力を合わせ

ていくことは極めて重要であるということ、ま

た、課題解決のヒントは現場にあるという信念

に基づきまして、一貫して徹底した現場主義で

取り組んでまいりました。

県が抱える様々な課題の解決、また県政のさ

らなる発展のためには、住民に最も身近な現場

で行政を担う市町村と十分な意思疎通を図り、

協働して各種施策を進めていくことが重要であ

ると考えております。以上であります。〔降壇〕

今、知事がおっしゃった現場○齊藤了介議員

主義ということなんですけれども、実は私も会

社勤めが結構長くて、そのときも、結構上司の

方から現場をとにかく大事にしろということを

言われましたので、そのお考えには本当に賛同

する者の一人であります。

今回、質問するに当たりまして、改めて県議

会という組織のすごさを感じたのが図書室で

す。図書室の蔵書が、やはり市議会の図書室と

比べると本当に数も多いですし、そして司書の

方がいらっしゃって、いろいろと投げかけた質

問に関して資料を出していただける。だから、

我々議員にとっても、働きやすい環境が整って

いるなということをすごく感じました。

その司書の方から準備していただいた資料

で、「地方自治法基本解説 第８版」というのを

ちょっと拝見しました。そこに、今知事が御答

弁になられましたような、県の仕事ということ

が書かれていました。

「都道府県は、市町村を包括するものとされ

ています。これは、都道府県の区域は、これに

含まれる市町村の区域の全部を合わせたもので

あるという意味であって、都道府県が市町村の

上位に立つ地方公共団体であることを意味する

ものではありません」ということです。

あと、都道府県と市町村の関係の中で、「現

在の社会生活の進展は、住民の日常生活圏の拡

大をもたらし、市町村の区域や都道府県の区域

を超えた事務の処理を要請するようになってお

り、地方公共団体の間での協力が求められてい

ます」と、また「地方公共団体の協力・協働に

よる事務の処理は、事務の効率化や、単独で処

理することが困難な事務への対応といったこと

からも必要とされるようになっています」と記

載がされていました。

続きまして、次の質問に移ります。

市町村は、農林水産、商工、観光、福祉、教

育、防災と、様々な分野において各施策に取り

組んでおり、同様に県も各施策に取り組んでい

るものの中には、効率化を図れるものや、さら

に連携を強化すべきものがあると考えます。県

と市町村の間の課題解決のための議論の場があ

るのか。

また、宮崎市議時代に、県が関係する案件

で、時折、市の職員の方から県に対する不満を

耳にしてきました。

これは様々な事情があると思いますので、大

切なことは、県と26の市町村の首長や職員が常
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にコミュニケーションを取り、そしてお互いの

立場を理解し合いながら、一つになって本県の

発展のために行政の仕事を進めていくことだと

私は考えます。

そこで、本県のリーダーとして、河野知事は

どのようにして県と市町村間で課題解決に取り

組まれているのか、お考えをお伺いします。

先ほどの答弁で申し上○知事（河野俊嗣君）

げましたように、私はある市役所で勤務したこ

とがあります。そのときに、県庁と仕事したと

きに、その県がとても偉そうだったという印象

を受けております。それじゃいかんと、今御指

摘がありましたように、上下関係ということで

はなしに、対等・協力であると。様々な政策課

題について互いの役割を理解し、施策の目的や

進め方について十分な共通認識を持つ必要があ

ると考えております。

そのため、私が就任してから、県・市町村連

携推進会議というものを設けまして、県の幹部

職員と全市町村長が一堂に会して、課題に対す

る認識や施策の方向性を共有するため、率直な

意見交換を行っているところであります。

また、私自身が県内各地に出向いて、ブロッ

クごとの市町村長と議論を交わす円卓トークと

いうものも実施しておりますし、またさらに

は、市町村の役場で職員とスクラム談義という

ことで、市町村職員との直接の意見交換なども

行う中で、各地域が抱える実情や将来の展望な

どを直接語り合い、その思いを受け止めるとと

もに、知事として、また県の思いというものも

伝えるという取組を進めているところでありま

す。

引き続き、このような取組を継続し、市町村

としっかり連携して、様々な課題の解決に取り

組んでまいります。

今のお話を聞いて、本当に県○齊藤了介議員

民の一人として、河野知事の下で、県内の市町

村職員も一緒になって、一つの方向に向かえる

なというふうに確信を得ました。

そこで、市町村規模ではどうしても職員の考

え方というのも住民目線になりがちで、だから

こそ私は、県全体を大局に見ることができる県

という組織の存在が重要になってくると思いま

す。当然市町村同士だと、お互いに遠慮があっ

たりだとか、昔、ある首長経験者の方から、そ

ういったことを耳にしたこともあるんです。だ

からこそ、やはり県がそこを引っ張っていって

ほしいんだということでした。

最後に、先ほど河野知事もいろいろとお考え

を述べていただいたんですけれども、もう一度

改めて、宮崎県づくりを行っていく中で、知事

を支える県庁職員、県内26市町村の首長をはじ

めとする市町村の職員、そして宮崎県の発展を

願って、様々な分野で宮崎県づくりに関わって

いらっしゃる105万人県民に対して、知事の思い

と決意をお伺いいたします。

本県は、コロナ禍や物○知事（河野俊嗣君）

価高騰、相次ぐ台風災害によりまして、県民の

暮らしが大きな影響を受ける中で、本格的な少

子高齢化、人口減少でありますとか、デジタル

化、脱炭素化の急速な進展、深刻化する気候変

動問題など、大きな時代の転換点を迎えている

と考えております。

このような中、本県が再び輝きを取り戻し、

誰もが安心して暮らすことができ、楽しさや幸

せを実感できる、安心と希望あふれる宮崎を実

現していくためには、県のみならず、県議会、

市町村、企業・団体、県民の皆様の英知やエネ

ルギー、ネットワークを結集した県づくり、そ

のまとまる力、結束する力、これは極めて重要
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だと考えております。

そうした強い信念の下、就任以来、現場主義

に徹して、積極的に県内各地に公私ともに足を

運び、現場の実態を把握し、地域の皆様の様々

な御要望や御意見に耳を傾け、まさに対話と協

働で県政を進めてきたところでございます。

先ほど御説明しました、県・市町村連携推進

会議、円卓トーク、さらにはふれあいフォーラ

ム、様々な場面で対話を重ねるとともに、例え

ば新型コロナ対策や物価高騰対策におきまして

も、医療機関や飲食店等の訪問や、様々な分野

の皆さんとの意見交換を行うことによりまし

て、現場の実態に即した感染拡大防止対策や、

宮崎再生基金の創設などに結びつけてきたとこ

ろであります。

今後とも、こうした対話と協働、さらには徹

底した現場主義の基本姿勢の下で、将来を見据

えた明確なビジョンと道筋を示し、本県のリー

ダーとして私が先頭に立って、県民の皆様と一

丸となって、本県のさらなる発展に向けて取り

組んでまいります。

知事は、先ほどほかの議員さ○齊藤了介議員

んのお話にもありましたけれども、全国知事会

の中で副会長という要職をお務めになられて、

そして知事会も議会と一緒で、常任委員会、特

別委員会があるようです。

そこでも、地方税財政常任委員会の委員長、

それから文教・スポーツ常任委員会の副委員

長、そして国土交通・観光常任委員会の委員

と、宮崎県に本当にふさわしい委員会に所属さ

れて、活躍、活動されているということで、ど

うかお体に気をつけて、ますます頑張っていた

だきたいと思います。

それでは、２問目、第81回国民スポーツ大会

・第26回全国障害者スポーツ大会についてお尋

ねします。

2027年に本県で開催が予定されております、

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者ス

ポーツ大会におきまして、各競技会開催市町村

の施設整備や運営に係る財政負担が大きいとい

うことで、県に対して、補助金や交付金の拡充

についての要望が各市町村から上げられている

ようであります。

宮崎県で大会が予定される時期は、９月か

ら10月と暑さがまだ厳しい時期であり、体育館

や選手控室内に選手の体調管理のための空調設

備の設置要望が、各競技団体から開催市町村に

上げられているようですが、現時点では、大会

運営補助金要綱に、この取扱いについて明らか

になっていないようです。

また、予定されていた会場のレイアウトが変

更になることで、仮設で整備される数が増える

ことも予想されますので、要綱上も補助金交付

金の柔軟な対応をお願いしたいようです。

このような市町村の施設整備や大会運営に対

する支援拡充の要望に対して、県はどのように

対応していくお考えか、総合政策部長にお尋ね

します。

国スポ競技○総合政策部長（重黒木 清君）

会場につきましては、市町村が円滑に競技施設

の整備を行えるよう、国や関係団体の交付金等

を最大限活用するための助言を行っているほ

か、令和３年度から、競技施設の基準を満たす

ための整備に当たり、既存施設の改修は２分の

１以内、県内に競技施設がないため、仮設整備

を行う場合は、10分の10以内の補助を行ってお

ります。

また、議員御指摘の空調設備の設置など、大

会運営に係る支援につきましては、令和６年度

から経費調査を行うこととしており、市町村と
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十分な意見交換を行いながら、必要な支援を検

討してまいります。

以前、何かの本で読んだんで○齊藤了介議員

すけれども、最初の国体が宮崎で開催される前

に、岩切章太郎翁が当時の知事に対して、日本

最大の運動公園、現在の木花の総合運動公園だ

と思うんですけれども、その要望をされて、県

とかなり押し合いがあったというふうに記憶し

ております。

なぜ宮崎でそれだけの規模の運動公園を造る

必要があるのかと言う県に対して、岩切章太郎

翁は、後々の県の発展を考えたときに、これは

絶対やるべきだということで譲らなかったとい

うことを知ったときに、その後の「スポーツラ

ンドみやざき」の礎は先人たちが築いた、であ

るならば、私も今度、次回の国民スポーツ大会

で、さらなる礎を築くべきだと思いますので、

何とぞよろしくお願いいたします。

続きまして、今お話ししました、昭和54年に

開催されました「日本のふるさと宮崎国体」

が、その後の本県の「スポーツランドみやざ

き」の礎になったとの話を当時の関係者からた

くさん耳にしてきました。2027年の大会におき

ましても、我が国における「スポーツランドみ

やざき」の地位を確固たるものにするために、

取組が必要と考えます。

一つ参考にしたいのが、青島太平洋マラソン

です。県外から毎年たくさんのランナーが参加

され、国内でも評価の高い大会なんですが、参

加者からは、「高校生たちの給水箇所でのお手

伝いや声援がとてもうれしかった」との声を耳

にしてきました。

県民運動リーフレットにも記載されています

とおり、県民総参加で大会を成功させていかな

ければなりませんが、その中心に高校生ボラン

ティアを置き、若い世代を大人が支える形で大

会を盛り上げていくことは、スポーツを生かし

た「未来のみやざき」づくりにもつながると思

いますが、総合政策部長に伺います。

令和９年の○総合政策部長（重黒木 清君）

国スポ・障スポは、県民総参加型のおもてなし

の心あふれる大会を目指しており、多くの県民

が様々な立場で大会に参加・協力していただく

ための県民運動を展開しているところでありま

す。

議員の御質問にありました、高校生など若い

世代のボランティア等への参加につきまして

は、大会の盛り上げや若い視点による本県の魅

力発信に資するほか、郷土愛を育み、支え合っ

て生きる社会づくりの意識の醸成など、「未来

のみやざき」を担う人材の育成にもつながるも

のと考えております。

このため、市町村や関係機関と連携し、若い

世代を含む多くの県民による大会ボランティア

への参加や競技会場での応援など、積極的な参

加を促すための取組を進めてまいります。

今回、テニス競技会場となり○齊藤了介議員

ます、ひなた宮崎県総合運動公園の庭球場を24

面のハードコートに改修し、うち６面をインド

アコートにされると、そして照明設備も国際水

準に整備していくということは、私は、野球、

サッカー、ラグビーに続いて、「スポーツラン

ドみやざき」の名前をテニス界にとどろかせる

ことになると期待しております。

その中で、北海道で開催されました全国高校

総体で、佐土原高校男子テニス部の選手がシン

グルスで優勝と準優勝、ダブルスで準優勝、団

体で３位と、また、シングルスで優勝した大岐

優斗選手は、インターハイの後の全日本ジュニ

アテニス選手権18歳以下の部の男子シングルス

- 135 -



令和５年９月15日(金)

でも優勝したということは、本当に我々県民に

とりましても、夢と希望を抱いたことでありま

す。

国民スポーツ大会での天皇杯、そして皇后杯

を目指して、本県ジュニア世代の育成というの

は重要な課題でありますけれども、県立高校の

部活動における練習環境の整備をどのように進

めていくお考えか、教育長にお伺いいたしま

す。

佐土原高校男子テ○教育長（黒木淳一郎君）

ニス部のインターハイでの試合を、私も北海道

の会場で応援してまいりました。頂点を必死に

目指す姿に心から感動し、大変頼もしく感じた

ところであります。

2027年の宮崎国スポに向けましては、練習拠

点施設の整備を計画的に進めております。

具体的には、県総合運動公園内の施設以外

に、県立高校にも整備しておりまして、昨年度

までに、延岡星雲高校のアーチェリー場と相撲

場、宮崎工業高校の水球プールが完成し、今年

度は８月に宮崎北高校の体操場が完成したとこ

ろであります。

このような整備は、高校の特色づくりにもつ

なげなければならないものでありますし、ま

た、国スポの後も、本県の一層の競技力の向上

を支える施設でなければならないものと考えて

おります。

ぜひとも佐土原高校テニス○齊藤了介議員

コートをハードコートに整備してほしいと思い

ますし、先ほど話した大岐選手たちが近い将

来、錦織圭選手のように世界の４大大会で活躍

して、そのテレビ放送を見た宮崎県内のスポー

ツ選手たち、高校生たち、そしてもっと若い子

供たちが影響を受けて、そこに続く、そういう

未来への投資をぜひお願いしたいと思います。

続きまして、３番、食の安全保障についてお

伺いいたします。

日本は人口が減少しておりますけれども、こ

れから世界の人口はますます増えていきます。

その中で心配していますのが、人が生きていく

上で最も大切な水と食料の問題であります。国

も食料危機に備えて、食料・農業・農村基本法

の改正に向け、動いております。

私は市議時代、農業分野は本当に全然分かっ

ていなかったものですから、詳しい議員の方に

任せて、ほとんど農業のことに触れることはな

かったんですけれども、でも今はそれじゃいけ

ないと、自分も消費者の一人として、農林水産

業の分野に関心を持ってやるべきだということ

で、農業の経験というのは、知り合いの方のビ

ニールハウスの張り方を手伝ったぐらいしか分

からなくて、本当に情けない国民の一人なんで

すけれども、しかし、その立場から質問したい

と思います。

今回は、農・林・水産といずれも重要なんで

すけれども、農業に絞ってお伺いいたします。

本年４月22日、23日に、シーガイアコンベン

ションセンターにおきまして、Ｇ７宮崎農業大

臣会合が開催されたことは、本県農業にとって

誇らしいことであります。

しかし、「Ｇ７農業大臣声明2023」や「宮崎

アクション」を見ますと、持続可能という言葉

が出てきますが、食料自給率の低下や担い手不

足、高齢化が進む我が国農業の現実を見ます

と、私、個人的には、持続不可能の直前まで来

ている気がしてなりません。

このことは、農業関係者だけの問題ではな

く、農業の恩恵を受けている我々消費者、国民

にも責任があると思います。消費者にも今の農

業の現実を突きつけて理解してもらって、他人
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ごとではなく我が事として巻き込んでいかない

と、国防同様に我が国の農業の存続はないので

はないかと危機感を持っております。

そこで、食の安全保障に対する知事のお考え

をお伺いいたします。

不透明な国際情勢や気○知事（河野俊嗣君）

候変動、さらには爆発的な世界人口の増加、こ

ういったものを背景に世界的な食料不安が懸念

されている中で、食料の多くを海外に依存する

我が国にとりまして、食の安全保障は極めて重

要な課題であります。Ｇ７宮崎農業大臣会合で

も、中心的なテーマとして活発に議論されたと

ころであります。

国においては、食料・農業・農村基本法の見

直しの方向性を示した答申がまとめられ、法改

正に向けた準備が進められております。

このような中、全国第４位の農業産出額を誇

る本県には、国民に安定的に食料を供給してい

く役割があり、その責務がますます高まってい

るものと認識しております。農業というものが

産業の単なる一分野ではなく、我々の命を支え

る産業であるとともに、国家存立の基盤でもあ

ると、そのような認識もしております。

県では、担い手の減少や高齢化など、構造的

な課題に対して、農地集約による大規模化に加

え、デジタル技術を用いたスマート農業の導入

等によりまして、生産性の向上を図り、我が国

有数の食料供給基地として、農業生産力の維持

に努めてまいりました。

今後は、これら生産力の強化を加速させると

ともに、地域資源を活用した肥飼料の生産やエ

ネルギーへの転換など、資源循環の取組を進

め、持続可能な農業のモデルとして全国をリー

ドし、食料安全保障の強化に貢献してまいりま

す。

ぜひともお願いいたします。○齊藤了介議員

「食料を自給できない国は独立国ではな

い」、これはフランスのシャルル・ド・ゴール

大統領の言葉です。

「君たちは、国民に十分な食料を生産自給で

きない国を想像できるかい。そんな国は、国際

的な圧力をかけられている国だ。危機にさらさ

れている国だ」、これはジョージ・ウォーカー

・ブッシュ大統領の言葉です。

「60％の食料を外国に頼っているということ

は、外国に生命線を握られているということで

す。国としては独立してますが、食べ物に関し

ては従属国家でしかない」、これは農学博士の

小泉武夫先生のお言葉です。

元農林水産事務次官の末松広行さんが書かれ

た「日本の食料安全保障」という本を読みまし

たけれども、イギリスも1966年にはカロリー

ベースで45％の自給率しかなかったそうです

が、1996年には79％まで上げ、2019年には70％

ということで、何とか維持しているということ

でした。このことは、イギリスではパンが主食

というスタイルが変わっていないことが大きい

というふうに、末松先生は分析されてました。

我が国の場合、日本人１人が１年間に食べる

米の消費量が、1962年、１人当たり118.3キログ

ラム、これが現在は50キログラム程度だそうで

す。半分を割っているそうです。そのことに

よって、ほかのものから多くカロリーを摂取す

るようになって、自給できる米の消費が減り、

その他のものは国内生産ができないということ

で、自給率が低下しているのではないかと書か

れていました。

私も実は毎朝パンを食べていまして、今朝も

この質問をするから御飯を食べてこなくちゃと

思ったんですけれども、妻がパンを置いていっ
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て、賞味期限を見たら、これはちょっと腐らせ

るので、今朝はパンを食べてきました。知り合

いにもパン屋さんがいらっしゃって、この問題

はどうしていくのが一番いいのかなと考えたと

ころ、ここに書かれてあったのが、炊いて食べ

る御飯以外の需要を増やすと。

どういうことかというと、パック御飯です。

パックですぐに食べられる御飯であったりと

か、米を粒ではなくて粉として食べる米粉、こ

ういった方法を増やしていくべきじゃないかと

書かれてました。

御承知の方も多いと思うんですけど、新潟県

は微細製粉技術というのを開発して、県内の自

治体で新潟製粉株式会社をつくって、パンやパ

スタで米の消費拡大をしているということでし

た。

もう一つ、知事のほうにお伺いします。

私たち人や動物、植物にとって、水は大切な

命の源であります。その大切な守るべき水源を

含む森林が、北海道をはじめ日本全国で外国資

本に売買されているとの話を耳にしてきまし

た。

先日も地元テレビ局でこの問題が取り上げら

れていたのを見ましたが、いよいよ他県の問題

ではないということを改めて認識しました。

都城市安久町の山林約700ヘクタールが海外資

本に買収され、農林水産省が発表している他県

の報告面積とも桁違いの大きさだと報じられて

いました。

先ほどの海外企業は届出をせずに、後に県か

らの接触で書類を提出され、森林の取得・管理

のみが記載されていたということで、この件に

つきましても、山下博三議員が再三、問題視さ

れ、議会でもただされていることと思います。

そして宮崎県議会でも、10年以上も前から特

別委員会を設置して、国への意見書を提出した

り、宮崎県水源地域保全条例を制定されたとい

うことを知りまして、心から敬意を表します。

我が国の法律では、海外資本の土地の売買を

規制することはできないのですが、県民の命の

源である水源地域を県は今後どのようにして

守っていくのか、知事にお伺いいたします。

本県が誇る豊かな森林○知事（河野俊嗣君）

は、先人がたゆまぬ努力によって守り育ててき

たものであります。木材供給はもとより、二酸

化炭素を吸収・固定し、災害や洪水から私たち

の生命や財産を守るとともに、水資源を確保す

るという大切な役割を果たしているところであ

ります。

御指摘のとおり、現行の法令下では、森林の

土地売買そのものを規制することは難しいた

め、県では、森林法や国土利用計画法による土

地の取引に係る事後の届出制度に加え、先ほど

紹介いただきました、平成26年に制定しました

宮崎県水源地域保全条例によりまして、事前の

届出を義務づけ、所有者に対し、森林の適正な

管理に係る指導・助言を行っているところであ

ります。

県としましては、引き続き、豊かな水源が将

来にわたって確保されるよう、法令に基づく届

出の周知徹底と、適正な指導・助言に努めると

ともに、伐採後の速やかな再造林など、適切な

森林整備にしっかり取り組んでまいります。

国が法律を定めて、我々の大○齊藤了介議員

切な財産を守っていくべきなんでしょうけれど

も、日本は160を超える国とＧＡＴＳ（サービス

の貿易に関する一般協定）があって、30近い条

約を改正しないとこれができないということを

知りました。

しかし、アメリカ、ニュージーランド、オー
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ストラリア、スイス、韓国は規制しております

し、ましてや中国とかインドネシア、フィリピ

ンは、外国人の土地所有を認めておりません。

私有林を市町村が代わって管理する森林経営

管理制度も活用して、大切な我々の水源となる

山林が、適切に所有、管理されることを願って

おります。

続きまして、本県農業の担い手の現状につき

まして、農政水産部長にお伺いいたします。

2020年の農林○農政水産部長（久保昌広君）

業センサスによりますと、令和２年２月１日時

点で、本県の総農家戸数は３万940戸で、５年前

の平成27年と比較して7,488戸減少、また、ふだ

ん仕事として主に農業に従事している基幹的農

業従事者数は３万1,570人で、同じく５年前と比

較して１万112人減少しております。

また、基幹的農業従事者に占める65歳以上の

割合は61.9％で、５年前と比較して４ポイント

上昇しており、担い手の高齢化が進行しており

ます。

本県には、農業を学べる県立○齊藤了介議員

高校は何校あって、何名の高校生たちが学んで

いるのか。そして、定数割れは起こしていない

のか。あわせまして、これらの高校を昨年度卒

業した生徒のうち、就農や農業・食品関連産業

に就職した生徒の数はどのくらいいるのか、県

内と県外の割合についても、教育長にお伺いい

たします。

本県で農業を学ぶ○教育長（黒木淳一郎君）

ことのできる県立高校は８校ありまして、令和

５年５月１日現在の生徒総数は1,610名でありま

す。定員を満たしている学校や学科もあります

が、充足率は約75％となっております。

議員の御質問にありました農業に関連する進

路につきましては、令和４年度卒業生578名のう

ち、就職は137名で、うち農業法人による雇用を

含めた就農は20名となっております。

農業関連の大学や専修学校等への進学は113名

となっており、合計しますと、約43％の生徒が

農業関連への就職、または進学をしておりま

す。

このうち、就農も含めた就職では、県内が77

％、県外が23％、進学では、県内が76％、県外

が24％となっております。

本県は県立農業大学校を持っ○齊藤了介議員

ているんですけれども、ここを卒業した学生の

うち、就農や農業・食品関連産業に就職した学

生の数はどのくらいいるのか、また県内と県外

の割合、あわせまして、卒業後、４年制の農業

系大学に３年次編入された学生の数を農政水産

部長にお伺いいたします。

県立農業大学○農政水産部長（久保昌広君）

校の令和４年度卒業生51名のうち、就農が21

名、ＪＡや食品加工会社など関連産業への就職

が23名、合計44名が就業しており、そのう

ち、89％が県内、残り11％が県外となっており

ます。

また、令和４年度卒業生に農業系大学へ編入

した学生はおりませんが、大学への編入が認め

られた平成22年度以降、宮崎大学農学部などへ

５名が編入しております。

県立農業大学校では、２年後○齊藤了介議員

期に海外農業研修があるようですが、どこの国

に行って、そしてどのようなことを研修するの

か、お伺いいたします。

また、本校卒業時に宮崎県農業士と専門士の

称号が授与されるようですが、どのようなもの

なのか、農政水産部長にお伺いいたします。

県立農業大学○農政水産部長（久保昌広君）

校の海外農業研修につきましては、グローバル
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な視点を備えた人材を育成するため、最近で

は、令和元年度にニュージーランドで、農業体

験や農場視察などの研修を実施しております。

なお、近年は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、国内研修に振り替えております。

次に、称号についてですが、宮崎県農業士

は、農業に必要な専門知識や技術などを習得し

たことを証するものとして、本県が独自に授与

しているものです。

また、専門士は、平成22年度に県立農業大学

校が文部科学大臣の認めた専門学校となったこ

とを受け、新たに授与が可能となったもので、

４年制大学への編入資格となるものです。

第八次宮崎県農業・農村振興○齊藤了介議員

長期計画によりますと、農業戸数や基幹的農業

従事者の数の減少や高齢化が進んでいるもの

の、組織単位で経営を行う農業法人は増加して

いると記載がありました。

農業法人は、新規就農者の受入れ組織として

大きな役割を果たしているようですが、本県で

農業法人が増加している状況について、農政水

産部長にお伺いいたします。

農業法人は、○農政水産部長（久保昌広君）

担い手の減少や高齢化が進む中、産地の維持や

雇用の受皿など、大変重要な役割を担っていま

す。

このような中、県内の農業法人数は、令和５

年１月１日現在で910法人と、５年前と比べ17％

増加しており、売上高１億円以上の法人が全体

の４割を占め、県内で１万人以上の雇用を生み

出しております。

これは、規模拡大や経営の多角化等に伴い、

家族経営からの法人化や他産業からの参入等に

より、法人数が増加傾向にあるためです。

法人経営は、高度かつ多岐にわたる経営管理

能力が求められることから、県としましては、

引き続き、相談内容に応じた専門家の派遣な

ど、農業法人の育成や支援に取り組んでまいり

ます。

７月下旬に、宮崎再生対策特○齊藤了介議員

別委員会で、都城農業協同組合の方と意見交換

する大変貴重な経験をしました。

その場では、子牛価格が下がっていること

や、酪農家の経営実態、飼料や肥料、燃料の高

騰について、現場に関する話をお聞きしたので

すが、飼料や肥料も海外に依存している我が国

農業の現実を改めて認識しました。

その中で、農業に必要な飼料や肥料の生産を

地元で調達するための体制づくりについて御意

見があったのですが、今後どのようにして飼料

や肥料の海外依存度を下げていくお考えか、農

政水産部長にお伺いいたします。

近年、海外か○農政水産部長（久保昌広君）

ら輸入される飼料や肥料の原料価格の高騰が常

態化する中、原料の海外依存度を低減させるこ

とは、農家経営の安定を図るためにも大変重要

であると認識しております。

このため県では、畜産農家と耕種農家の連携

強化を進めており、具体的には、配合飼料の代

替となる飼料用米の生産・利用の拡大や、稲わ

らと堆肥の循環システムの確立に向けた取組に

対し支援を行っております。

また、化学肥料の使用を低減するため、県産

の豚ぷん堆肥を原料とした低コスト肥料生産の

取組にも支援しているところです。

今後とも、地域資源を持続可能な形で活用

し、県産飼料・肥料の生産や利用のさらなる拡

大に努め、海外依存度の低減を図ってまいりま

す。

平成13年に設立されました○齊藤了介議員
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「みやざきの食と農を考える県民会議」の取組

を知りまして、その内容のすばらしさに感銘を

受けました。

活動の一つに、小学生向けの「味覚の授業」

があり、五味五感を学ぶ体験型の食育授業で

す。食について学ぶことは、人が生きていく上

でとても大切なことであり、農業県である宮崎

県の発展につながる、とても重要な事業と評価

しております。

宮崎の子供たちは、必ず一度は受講してほし

い授業であり、運営団体と県の努力によりまし

て、毎年開催校数を伸ばしているようですが、

一方では、年々活動量が増えていくことで、人

手不足など御苦労されている現実がございま

す。また、県内全ての小学校で実施されるため

にも、教育委員会の協力は不可欠であると考え

ます。

今後もこの重要な事業を継続させてほしいと

願っておりますが、「味覚の授業」の課題と今

後の取組について、農政水産部長にお伺いいた

します。

「味覚の授○農政水産部長（久保昌広君）

業」につきましては、子供の味覚を発達させる

点で大変重要な取組であり、本県では、「食と

農を考える県民会議」と一体となって、平成27

年度より取り組んでいるところです。

その結果、昨年度、全国トップレベルとな

る71の小学校で実施し、3,180名の子供たちが参

加していますが、一方で、サポートしていただ

く人材の確保が課題となってきております。

このため県民会議では、この活動を広く周知

するとともに、地域で食育活動を行う栄養教諭

や栄養士など様々な方々に「味覚の授業」の運

営に協力をいただいているところです。

今後とも、市町村や教育委員会等との連携を

強化しながら人材確保に努め、できるだけ多く

の子供たちがこの授業に参加できるよう取り組

んでまいります。

先ほどお話ししました県民会○齊藤了介議員

議だよりの最後のところに、本当に今の日本の

農業を解決する大事な心が、精神が書かれてい

ましたので、ちょっと御紹介させてください。

「いただきます」からはじめよう宣言

最近、あなたは「いただきます」を言いま

したか？

子どもたちには教えているけれど、あなた

は今日「いただきます」と手を合わせました

か？

この言葉が、暮らしの中から少し遠くなり

ました。

それと同時に、私たちの食生活から「本当

の豊かさ」が消えていきました。

畑が工場になり、農産物が商品になり、食

卓から季節と家族団らんの会話が消え、子ど

もたちは、野菜の本当の色も、香りも、手触

りも覚えていません。

食べ物が遠くの見知らぬところから運ばれ

るようになってから、生産者の汗や土のにお

いも食卓に届くことはなくなりました。

すべての野菜や畜産物は、自然から生まれ

た「いのちの恵み」です。

生産者も、消費者もこの「いのちの恵み」

を食べて生きています。生かされています。

このことが、「食」と「農」の原点である

ことを、私たちはもう一度自分たちの「自然

な感覚」として取り戻す必要があると思いま

せんか。

でもそれは難しいことではありません。当

たり前のことをやればいいのです。

身近にあるものをおいしくいただく。身近
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にある食材を生かした料理を選ぶ。

畑の土に触れ、遊び、語り合い、そして食

事の時には生産者も消費者も「いのちの恵

み」にそっと手を合わせ、感謝の心を伝えれ

ばいいのです。

それが「いただきます」。私たちのこれか

らの食生活を豊かにする言葉です。

私たち宮崎県民は、この「いただきます」

という言葉で食卓を満たし、私たちの食生活

を豊かにする運動を今日から始めます。

ということで、本当にすばらしい内容に私は感

銘を受けました。私もこのことを県民の一人と

して周りの人に伝えていきたいと思います。

最後、教育についてお伺いします。

私は、政治が最も力を注がなくてはならない

テーマは教育であると考え、これまでも議員活

動を行ってきました。

子供の頃、小学校で教わった「日本は石油の

ようなエネルギー資源を持たない国であり、国

民こそが大切な資源である」との考えは、今で

も強く心に残っております。

県議会議員として、本県教育の向上に向かっ

て仕事をしていく上で基本的なことをお伺いし

ますが、県の教育委員会並びに26市町村教育委

員会の関係性とそれぞれの役割について、教育

長にお尋ねします。

法におきまして○教育長（黒木淳一郎君）

は、県教育委員会は、市町村教育委員会に対し

まして、必要な指導、助言等を行うことで、教

育行政サービスの向上を図ることとされており

ます。

また、県の教育振興基本計画等を策定し、そ

れらに基づき、県全体の教育施策を推進するこ

とが求められております。

市町村におきましては、こうした県の方針等

を踏まえつつ、地域の実情に応じた特色ある施

策に主体的に取り組むことが求められておりま

す。

今後も、各市町村の自主性を尊重しつつ、互

いに連携しながら、県全域でよりよい教育の推

進に取り組んでまいります。

今の教育長の御答弁の中で、○齊藤了介議員

必要な指導、それから助言等を行うという表現

があって、また県と市町村の関係ともつながっ

てくるんですけれども、私がちょっと危惧して

いるのが、あまりにも市町村の自主性を重んじ

ることによって、全体の調和が、もしくは全体

が向かうべき方向がぶれるんじゃないかなとい

う懸念がありまして、もう一度確認したいの

が、県の教育委員会は市町村の教育委員会を統

治できる、よくコーポレートガバナンスという

言葉があるんですけれども、そういう捉え方で

いいのかお尋ねします。

今申し上げました○教育長（黒木淳一郎君）

ように、県の教育委員会は、市町村教育委員会

に対しまして、必要な指導、助言、もしくは援

助を行うこととなっておりまして、統治はそこ

には含まれておりません。

今後も、市町村教育委員会とは互いに連携し

ながら、本県教育の推進に取り組んでいくつも

りでございます。

それでは、本県の教育を向上○齊藤了介議員

させていくために、県の教育長と市町村の教育

長とが現場にある課題の解決に向けて議論して

いくことは重要であると考えますが、そのよう

な場はあるのか、その詳細について、教育長に

お伺いいたします。

教育現場の諸課題○教育長（黒木淳一郎君）

の解決に向け、県教育委員会と市町村教育委員

会とが連携を密にすることは大変重要であると
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考えております。

このため、例年、市町村教育委員会連合会と

２度にわたり直接意見交換を行ったり、翌年度

の事業に関して、市町村教育長と情報の共有を

図るなどしております。

そのほかにも、教育次長が全市町村の教育長

を訪問し、教育課題について議論するなど、連

携を深めているところであります。

また、今年の７月には、私自身、市町村教育

長の代表者の方々と直接、喫緊の課題である部

活動の地域移行や不登校対策について意見交換

をしたところであります。

今後も、市町村教育委員会とさらなる連携を

図りながら、教育現場の課題解決に取り組んで

まいります。

ぜひよろしくお願いいたしま○齊藤了介議員

す。

本県教育の向上に最も重要なのが教職員であ

ります。教職員の成り手が減ってきているとの

話を聞きますが、教職員の採用についてお伺い

いたします。

私は、教員に必要なものは、教育に対する強

い信念と、そして子供に対する深い愛情と情熱

だと考えております。そのような教員を採用す

るために、どのような工夫を行っているのか。

また、採用後の教員の質の向上に向けて、どの

ようなことに取り組んでいるのか、教育長にお

伺いいたします。

今年度の教員採用○教育長（黒木淳一郎君）

選考試験では、１次試験におきまして、関係法

令や専門性等を問う筆記試験を実施いたしまし

た。

また、２次試験におきましては、指導力や使

命感、社会性等を評価する模擬授業と個人面接

に加え、コミュニケーション力や人間性等を多

面的に評価するグループワークを実施しており

ます。

これらを通して、人間的魅力にあふれた教員

の採用を目指しております。

採用後につきましては、経験年数などに応じ

た研修や、教員同士で学び合うメンター制度を

実施するとともに、今年度からは、新たな研修

制度の下、教員の主体性と管理職との対話を重

視しながら、資質能力の一層の向上を図ってお

ります。

我が国の仕事の中で、先ほど○齊藤了介議員

話しました国民の命をつくる農業の担い手が

減っていること、そして国民を立派な人間に育

てていく教師の成り手が減っていること、この

ことは、国家としても本当に重大な危機だと

思っています。日本の始まりであります神武天

皇御生誕の宮崎県こそが、この危機から脱する

ために、県民が一丸となって、日本全体に対し

て、こういった危機を救う県になるべきだと私

は思っておりますので、何とぞよろしくお願い

します。

続きまして、６月議会で可決されました新規

事業の「世界と繋がろう！高校生海外留学支援

事業」は、本県高校生の留学を促進し、グロー

バル人材の育成を目的とした、すばらしい事業

であると評価しています。

私は、世界における日本人の役割は、和の精

神をもって、弱肉強食型の世界から共存共栄型

の世界に変えていくことだと考えております。

そのことを実現するために、各分野において

世界と渡り合えるスキルを持った若者を育てて

いくことが重要であり、世界の情勢を知り、語

学力のある若者を育てていくための、よいきっ

かけになる事業ではないかと期待しておりま

す。
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先ほどの農業の問題にもつながりますが、本

県農業の未来への種まきとして、本事業と同様

に、世界の農業先進国に本県で農業を学ぶ高校

生を留学させるお考えはないか、教育長にお伺

いいたします。

Ｇ７宮崎農業大臣○教育長（黒木淳一郎君）

会合における「高校生の提言」プロジェクトで

は、本県の高校生が、現在学んでいる学科を超

えて、農業の未来について直接語り合い、互い

に理解し合い、提言に反映する、頼もしい姿が

ありました。

その成果を生かすべく、今年度取り組んでお

ります「世界と繋がろう！高校生海外留学支援

事業」では、地域や県内企業を支え、宮崎から

世界へ挑戦するグローバル人材の育成を目指し

て、事業の推進に鋭意取り組んでいるところで

あります。

農業先進国への留学につきましては、受入れ

等の条件が現在は十分に整っていないことか

ら、現時点では、情報を収集している段階にあ

りますが、その意義は大変大きいと考えており

ます。

最後の質問になります。○齊藤了介議員

知事はアメリカの大学に留学された御経験も

お持ちのようでありますが、そのときの御経験

―ですとか、３人の父親として子育てをされ

そして最近、お孫さんも御誕生されたと聞きま

したけれども、知事の教育に対するお考えをお

尋ねいたします。

教育というものは、大○知事（河野俊嗣君）

きく捉えると、悠久のときを経て培われた人類

の英知を、その存亡をかけて次の世代へと託す

営みであろうかと考えております。

また、私たち一人一人にとりましては、多様

な個性や能力を輝かせ、人生を豊かにするとと

もに、あらゆる世界の知見を得る鍵と、そして

未来を切り開く力を与えると、そういう重要な

役割を果たしていると考えております。

自分自身が受けてきた教育、そしてアメリカ

で学んだ留学の経験、さらには３人の子供たち

を育てた、そういった経験から、そのような教

育の力というものを感じるところであります

し、年を取れば取るほど、また知事として年数

を経れば経るほど、教育の大切さ、人づくりの

大切さということを痛感しております。

私は危機管理について語るときに、長岡藩の

教えである「常在戦場」を参考に、常在危機の

意識を徹底していこうということを呼びかけて

おりますが、長岡藩には米百俵の故事がござい

ます。窮乏する長岡藩に支援策として届けられ

た米百俵、これを食べてしまうとそれで終わり

ですが、それを教育に充てることによって、明

日の１万俵、100万俵になると。

教育の大切さを語るに、これほどそれを的確

に表している故事はないなと思います。今、

我々が我慢してでも、教育という将来、未来へ

の投資に充てることによって未来を切り開いて

いこうとする、すばらしい姿勢だと考えており

ますし、先ほど議論があった森林・林業を支え

る、これは木を植える営みにも相通ずるものが

あるのではないかなということを感じておりま

す。

そのような思いがあったかどうかは分かりま

せんが、若山牧水が子の成長を若竹に例えた歌

があります。

「若竹の伸びゆくごとく子ども等よ真直ぐに

のばせ身をたましひを」

これはすばらしい歌だなと思いますし、それ

を支えるような教育でなければならないという

ことも感じておるところであります。
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私は、就任しましてから毎年、小中学校や特

別支援学校を訪れて、私自身が授業を行う「知

事の白熱教室」というものを行っております。

いつも子供たちのはつらつとした姿や笑顔に元

気づけられておりまして、改めて子供が地域の

宝、社会の希望であるということを感じており

ます。

希望ある未来の世界や日本、そして宮崎県を

築いていくための最大の財産は「人」である

と、そのような認識の下に、これからも「人づ

くり」に力を入れてまいります。

今、知事から大変ありがたい○齊藤了介議員

お言葉をいただいて、私が政治家として活動し

ていく上で、すごく刺激を受けた詩があるんで

す。それを最後に皆様に御披露して終わりたい

と思います。

坂村真民先生の「あとからくる者のために」

という詩です。

あとからくる者のために

田畑を耕し

種を用意しておくのだ

山を川を海を

きれいにしておくのだ

ああ

あとからくる者のために

苦労をし我慢をし

みなそれぞれの力を傾けるのだ

あとからあとから続いてくる

あの可愛い者たちのために

みなそれぞれ自分にできる

何かをしてゆくのだ

こういう宮崎県づくりに、私も39名の１人と

して、38名の方たちに追いつけるように、これ

からも頑張っていきたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○日高博之副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、山下寿議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○山下 寿議員

んにちは。私は、自由民主党、児湯郡選出の山

下寿でございます。

皆様から多大なる御声援をいただき、２期目

の当選をさせていただきまして、最初の一般質

問であります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

さて、世界を混沌の渦に陥れた新型コロナウ

イルス感染症も、令和５年５月以降、感染症法

上の位置づけが２類相当から５類感染症に移行

されたことを受け、やっと普通の生活を取り戻

してまいりました。でも、新型コロナウイルス

がなくなったわけではありません。県民の皆様

におかれましては、引き続き感染防止対策に留

意してお過ごしいただきたいと思います。

一方、河野知事におかれましては、さきの県

知事選挙で再選を果たされ、４期目の県政運営

をスタートされたことは、大変喜ばしいことで

あります。

河野知事の４期目にかける思いは、昨年末、

県知事選挙の翌日に、宮日新聞のインタビュー

で思いの全てを語られております。皆さん、宮

日新聞のユーチューブチャンネル「４選の河野

知事に聞く」を御覧になってください。河野知

事の思いがたくさん詰まっていますから、ぜひ
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見ていただきたいと思います。

そのとき、河野知事がお話しになった中で印

象に残ったところがありますので、御紹介した

いと思います。

４期目にかける思いを聞かれた知事は、「宮

崎により深く根ざし、政治家として一皮も二皮

もむけなければならない。今までのようにしっ

かり仕事をして成果を出す。そしてそれを県民

の皆さんへ伝える発信力を磨いていくんだ。そ

れともう一つ、県職員との緊張感が重要だ。私

が継続したことで、「このままでいいんだ」と

いう感覚が、改革・チャレンジの機運を薄めさ

せてはいけない。政治家として緊張感を持って

もらう接し方が必要であると思っている。「与

えられた４期目は、今までとは違う知事、政治

家としての力を発揮しなければいけない。４期

目だからこそ経験を生かしてできることがあ

る」と語られております。

全国知事会でも、地方税財政常任委員会委員

長などの要職を務められるなど、私たちも河野

知事の御活躍を大変期待しているところであり

ます。引き続き、よろしくお願いいたします。

県議会は今年度、３つの特別委員会を設置

し、たくさんの課題に向き合っております。

私もその中で、コロナ禍、物価高・原油高か

らの宮崎再生に関する所要の調査活動を行うこ

とを目的とした宮崎再生対策特別委員会に所属

し、県内各地を回らせていただき、県民の皆様

方から貴重な御意見を伺っております。

先日、その宮崎再生対策特別委員会の県北調

査で、とある機関の役員の方のお話をお聞きす

る機会がありました。その中で、いわゆるゼロ

ゼロ融資の返済が始まるため、経営が非常に厳

しいというお話がありました。

このゼロゼロ融資というのは、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、売上げが減少した事業

者に対して無利子・無担保で融資する制度であ

ります。

そこで、改めて商工観光労働部長にお尋ねし

ます。コロナ対策の一環として行われたゼロゼ

ロ融資の県内の融資総額についてお伺いしま

す。

以上で壇上の質問を終わり、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お答えします。ゼロゼロ融資についてであり

ます。

県では、令和２年３月から新型コロナ感染症

の影響を受けた中小企業者への資金繰り支援と

いたしまして、原則無利子・無担保のいわゆる

ゼロゼロ融資を実施したところであります。

お尋ねの融資実績ですが、本県独自の県コロ

ナ関連貸付けが3,030件、約579億円、全国統一

要件の国コロナ関連貸付けが9,681件、約1,232

億円となっており、これらを合わせた融資総額

は、１万2,711件、約1,811億円となっておりま

す。〔降壇〕

新型コロナウイルスが、感染○山下 寿議員

症法上、５類感染症になったことは先ほど申し

上げました。そのため、私たちの行動態様は大

きく変化して、気分的にもかなり楽になったと

思いますが、事業者の体力は、ゼロゼロ融資を

返済できるまで回復していないようです。

先ほどの役員の方のお話では、コロナ禍前の

６～７割までしか回復していないところに、燃

料高騰と急激な物価上昇が、回復の足を引っ

張っているそうです。

燃料高騰と物価上昇の価格転嫁をこれから消

費者の皆さんに説明して、御理解をいただかな

ければならないところに融資の返済が始まって
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しまう。本当に厳しいとのことでした。

そこで、商工観光労働部長にお尋ねします。

先ほどの宮崎県におけるゼロゼロ融資の総額

は1,811億円との御報告がございました。現在ま

でのゼロゼロ融資の返済状況についてお伺いし

ます。

本県に○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

おける７月末時点でのゼロゼロ融資の残高は、

１万868件、約1,177億円となっております。こ

のうち約８割の事業者におきまして、元金返済

が始まっております。

また、融資残高のある約１割の事業者におい

て、返済困難な状況となっており、国や県の要

請に基づき、金融機関や県信用保証協会におい

て、据置期間の延長など、柔軟な対応をいただ

いているところであります。

借りたお金は返す、ごく当た○山下 寿議員

り前のことですが、今回こんなにも多くの事業

者の方々が返済に苦慮されているのはどうして

でしょうか。それは、ゼロゼロ融資の制度が、

新型コロナウイルスによる影響が長期間になる

ことを想定していなかったからではないでしょ

うか。つまり短期間で終息すると思って設計さ

れていたからなのではないかと私は思うのであ

ります。

想定を超えたコロナの影響。そこで、商工観

光労働部長にお尋ねします。このままでは、コ

ロナ禍を一生懸命に生き抜いてこられた事業者

の経営が危ない。ここで廃業してしまったら元

の木阿弥になって、そもそも融資をした意味す

らなくなってしまう。それだけは何としてでも

防ぎたい。返済が困難となった事業者に対し

て、どのような対策を考えているのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

ゼロゼ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ロ融資の返済本格化や物価高の中で、県内の中

小企業者が事業を存続していくためには、経営

状況を把握し、課題解決に向けた取組が大変重

要であります。

このため県では、これまでの資金繰り支援に

加え、金融機関等で構成する中小企業支援ネッ

トワークの取組といたしまして、定期的に事業

者の経営状況のモニタリングを行い、必要に応

じて関係機関がアドバイスを実施する取組を継

続しております。

また、支援ネットワーク関係者を対象とした

研修の充実や、専門家による伴走支援体制の強

化を図るとともに、販路開拓の支援といたしま

して、県外のバイヤーを招聘した協働商談会を

実施しております。

今後も関係機関と連携し、事業者の経営支援

にしっかりと取り組んでまいります。

本当に百年に一度のことでご○山下 寿議員

ざいますから、どうぞ手厚くよろしくお願いし

ておきたいと思います。

次に、マイナンバー制度についてお伺いしま

す。

マイナンバー制度が始まってから耳にするこ

とが少なくなった住民基本台帳ネットワークシ

ステム、いわゆる住基ネット、その住基ネット

にも住基カードというものがあったのですが、

皆さん、どんなカードか、どんな機能が備わっ

ていたか覚えていらっしゃいますか。私はほと

んど覚えていません。

では、今多くの方が保有されているマイナン

バーカードには、どんな機能があるのでしょう

か。マイナンバーカードを取得すると、本人確

認用書類として利用することができたり、健康

保険証として利用できるそうです。

そんなマイナンバーなんですが、現在いろん
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な問題が生起しているのは皆さん御存じのとお

りであります。

そこで、総合政策部長にお尋ねします。マイ

ナンバー制度の当初の設立目的についてお伺い

いたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バー制度は、デジタル社会の基盤として、国民

の利便性向上と行政の効率化を併せて進め、よ

り公平・公正な社会を実現することを目的とし

ております。

具体的には、国民の利便性向上として、行政

機関への申請において、課税証明といった添付

書類が削減されるなど手続が簡素化され、国民

の負担が軽減されます。

また、行政の効率化として、国や地方自治体

との情報連携が進むことで、情報の照合・転記

等に要する時間・労力が大幅に削減されるとと

もに、手続が正確でスムーズになります。

さらに、公平・公正な社会の実現として、税

や社会保障の負担を不当に免れることや不正受

給の防止などが可能になります。

現在マイナンバーカードに関○山下 寿議員

するトラブルは、次のようなものがあります。

マイナ保険証に他人の情報が登録されてい

た、コンビニで他人の証明書が発行された、登

録抹消の印鑑証明書が発行された、住所変更未

反映の証明書が発行された、公金受取口座が別

人のマイナンバーに登録されていた、マイナポ

イントが他人に付与されていた、などとなって

おります。

2023年８月末時点で、マイナンバーカードの

地域別保有率全国１位の宮崎県においても、マ

イナンバーカードに関するミスが確認されまし

た。

そこで、知事にお伺いします。全国でもマイ

ナンバーカードに関するトラブルが報告されて

いる中、宮崎県でもミスが確認されたことを受

け、今後どのような対応をされるのかお伺いい

たします。

今年７月に公表しまし○知事（河野俊嗣君）

た、療育手帳情報とマイナンバーとのひもづけ

誤りにつきましては、事務処理を手作業で行う

中で、組織的なチェック体制が不十分であった

ことが主な原因でありまして、反省すべき点が

多々あったものと、重く受け止めているところ

であります。

療育手帳につきましては、今年度、構築して

おります管理システムの活用によりまして、的

確な事務処理体制を確立することとしておりま

す。

また、あわせて、その他のマイナンバーとの

ひもづけが必要な業務につきましても、制度を

所管する国の方針も踏まえながら、改めて作業

マニュアルを整備するなど、再発防止対策を徹

底してまいります。

マイナンバー制度は、住民の利便性向上と行

政手続の効率化の両立を図り、公平・公正な社

会を実現するための重要な社会基盤であります

ので、現在、国が進めておりますマイナンバー

の総点検にもしっかりと対応し、県民の皆様の

信頼を回復するとともに、引き続き、市町村と

も連携しながら、制度の適切な運用に努めてま

いります。

ここまでトラブルが続出する○山下 寿議員

と、制度自体のレジリエンス、いわゆる強靱性

が心配になってしまいます。

マイナンバーカードには、被保険者情報や公

金受取口座の口座番号など、個人情報がたくさ

ん入っていると私は以前から、思っていました

が、周りにもそう思っている人が多くいます。
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だからマイナンバーカードが怖いと。

もしマイナンバーカードが盗まれたり、落と

してしまって、よからぬことを考えている人た

ちの手に渡ってしまったら、私の個人情報が悪

用されてしまうのではないかと心配になってし

まいます。

そこで、総合政策部長にお尋ねします。ハッ

カー集団などから私たちの大切な個人情報を守

るためのセキュリティー対策はどうなっている

のかお伺いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードに記録されている情報については、

住所、氏名などに限定され、税や年金等のプラ

イバシー性の高い情報は入っておらず、不正に

情報を読み出そうとした場合は、ＩＣチップが

自動で壊れる仕組みとなっております。

また、マイナンバーにひもづけられた情報

は、漏えいのリスクを考慮し、一元的に管理せ

ず、それぞれの情報を所管する機関ごとに管理

されているほか、インターネットから切り離さ

れた専用ネットワーク内で利用されておりま

す。

さらに、定められた行政手続以外での不正利

用については、厳重な罰則があります。

このように、マイナンバー制度には、丁寧な

セキュリティー対策が講じられておりますの

で、県としましても、制度の安全性について、

しっかりと周知を図ってまいります。

次は、南海トラフ地震への取○山下 寿議員

組についてお伺いします。

西暦1923年、大正12年の９月１日、東京、神

奈川を中心とする南関東で、マグニチュード7.9

と推定される大地震が発生し、約340万人が被災

し、約10万5,000人が死亡あるいは行方不明に

なったとされる関東大震災が発生しました。

あれからちょうど100年、阪神・淡路大震災か

ら28年、東日本大震災から12年の時を経ても、

忘れてはいけないものがあります。そして近

年、声高に叫ばれている危機が、南海トラフ地

震の発生の可能性であります。

地震の専門家で構成される南海トラフ地震に

係る評価検討会は、今後30年以内にマグニチ

ュード８から９クラスの南海トラフ地震が発生

する確率は、70％から80％であると評価してい

ます。いつ起きても不思議でない南海トラフ地

震、令和２年３月、県が策定した「宮崎県地震

・津波及び被害の想定について」では、最大ク

ラスの津波を引き起こす南海トラフ巨大地震が

発生した場合、甚大な被害をもたらすと想定さ

れています。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。南

海トラフ巨大地震により想定される甚大な被害

とは、どのような被害なのかお伺いいたしま

す。

議員の御質○危機管理統括監（横山直樹君）

問にありました、令和２年３月に県が公表いた

しました南海トラフ巨大地震の被害想定では、

静岡県の駿河湾から日向灘まで延びる南海トラ

フ内全体で、マグニチュード９クラスの地震が

発生した場合、県内では、宮崎市や日南市、川

南町など６市７町で最大震度７の極めて強い揺

れに襲われ、沿岸市町への津波の到達時間は最

短で14分、高さは最大で17メートルとされてお

ります。

これにより、県全体で約１万4,360ヘクタール

が浸水し、死者約１万5,000人、負傷者約２万

人、建物の全壊約８万棟のほか、停電約59

万1,000軒など、県内全域にわたり大きな被害が

出ることが想定されております。

これは大変な被害が想定され○山下 寿議員
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ています。政治の仕事は被災する人たちを１人

でも減らすこと、そのためには、効果的な防災

訓練の実施が必要であります。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。県

の防災訓練の実施状況についてお伺いします。

県では、○危機管理統括監（横山直樹君）

様々な災害を想定した図上訓練に加えまして、

毎年、大規模災害を想定した実動型の総合防災

訓練を行っており、今年度は11月に高鍋町をメ

イン会場として、南海トラフ巨大地震の発生を

想定した訓練を行うこととしております。

この訓練では、関係機関による道路上の瓦礫

除去や、救助・消火活動などの訓練に加え、避

難タワー等を活用した避難や避難所開設、炊き

出し、広域避難者受入れなど、住民参加型の

様々な訓練を行うこととしております。

このほか、11月の「津波防災の日」に合わせ

た県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクア

ウト」を実施することとしておりますが、例年

多くの団体がこれに合わせた避難訓練を行って

おり、昨年度は約６万3,000人が参加したところ

であります。

人はパニック状態になると、○山下 寿議員

あり得ない行動を取りますから、適切かつ確実

に県民を安全な場所に誘導できるよう、引き続

き効果的な訓練の実施をお願いいたします。

次に、防災への備えについて質問します。

災害発生時など、被災地に送るための救援物

資を備蓄する倉庫を、高鍋町にある県立農業大

学校の敷地内に建設予定だと聞いています。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。災

害支援物資拠点施設整備の進捗状況についてお

尋ねします。

議員お尋ね○危機管理統括監（横山直樹君）

の災害支援物資拠点施設は、南海トラフ地震な

どの大規模災害に備え、平時は県の備蓄物資を

集約して保管する備蓄拠点として、また、災害

時には国からのプッシュ型による支援に円滑に

対応できる広域輸送拠点の２つの機能を有する

施設として、来年度までに整備するものであり

ます。

今年度は、測量と設計・建物施工の業者選

定、地質調査を行うこととしておりますが、測

量につきましては先月までに完了しており、現

在、設計及び建物の施工について、公募型プロ

ポーザル方式により、受注業者の選定を行って

いるところであります。

さらに今後、年度末までに地質調査を行うこ

ととしております。

県立農業大学校は高鍋町にあ○山下 寿議員

りますから、トラックなどを活用して速やかに

被災地に物資を届けるためには、最寄りの高鍋

インターチェンジを利用するのが自然な流れに

なると思われます。

県の津波浸水想定によれば、高鍋インター

チェンジは津波浸水区域から外れていますが、

これはシミュレーションの結果であり、想定外

が起こらないとも限りません。

南海トラフ巨大地震により想定される津波の

高さが、高鍋町で最大11メートルであるのに対

して、東児湯消防組合消防本部のある高鍋イン

ターチェンジ入り口付近の標高は10.3メートル

であるという実情を鑑みると、高鍋インター

チェンジは津波の影響により使えなくなると想

定して準備するほうが、危機管理上、極めて合

理的な判断ではないでしょうか。

では、その合理性を具現化する方策として考

えられるのが、川南パーキングエリアを活用す

る案であります。

川南パーキングエリアは標高が高く、津波の
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影響を受ける可能性はほぼないため、川南パー

キングエリアにスマートインターチェンジを整

備することにより、より速やかに、より確実に

救援物資を被災地に送ることが可能となると思

われます。

そこで、知事にお尋ねします。川南パーキン

グエリアにスマートインターチェンジを整備す

ることについて、知事のお考えをお伺いしま

す。

南海トラフ地震等の大○知事（河野俊嗣君）

規模災害に備えるために、高速道路をはじめと

する道路ネットワークの強化は喫緊の課題であ

りまして、高速道路へのアクセス性向上を図る

上で、スマートインターチェンジの整備も有効

な手段の一つであると認識しております。

議員お尋ねの川南パーキングエリアは、私も

度々立ち寄りますが、多くの人でにぎわってい

るなと、親しまれているなと感じております。

ここは高台にありますことから、津波や洪水

に対する安全性を有しておりまして、こうした

防災上の観点からは、整備に適した場所ではな

いかと感じております。

一方で、スマートインターチェンジの整備に

つきましては、最終的には国が判断するものに

なりますが、まずは地元自治体が中心となっ

て、広域的な視点から、国や西日本高速道路株

式会社等とともに、将来の交通の流れや産業へ

の効果等を踏まえたインターチェンジの必要性

について、総合的に検討していく必要がありま

す。

このため、県としましては、地元の御意見を

伺いながら、必要な支援を行ってまいります。

私も地元自治体といろいろと○山下 寿議員

話しながら、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、令和５年８月30日、佐賀県唐津市の農

場で、豚熱に罹患した豚が確認されました。こ

れを受けて、宮崎県では、速やかに県内の防疫

体制を強化し、養豚農家さんと緊密な情報共有

を行い、必要な処置を行っており、今のとこ

ろ、宮崎県内での豚熱の発生は確認されていま

せん。

やはり私たち宮崎県は、このような家畜伝染

病には苦い記憶があります。13年前の口蹄疫と

鳥インフルエンザ、そのとき感じた感染拡大を

局限するための教訓を一つ紹介すると、その疑

いも含めて、家畜伝染病が発生した場合、初動

と封じ込めが一番大切であります。

とにかく防疫体制を確立して、防疫措置を完

了させる。その中で何が一番大変かというと、

殺処分なのです。現場では１人でも多くの人手

が必要になります。その作業に慣れた人が１人

でも多くいると、作業効率は格段に向上し、迅

速な防疫措置につながります。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。豚熱

が他県で発生した場合の協力体制についてお伺

いいたします。

養豚農場で豚○農政水産部長（久保昌広君）

熱等が発生した県において、速やかな防疫措置

が困難と判断した場合は、他県の家畜防疫員の

派遣を国へ要請し、国は、各都道府県と調整の

上、必要な人数を発生県へ派遣することとなっ

ております。

本県では、口蹄疫の際に全国から人的支援を

受けた経緯を踏まえ、国から派遣要請があった

場合は、積極的に対応することとしており、国

内で豚熱が確認された平成30年度以降、中部地

方や関東地方など６県に対し、延べ20名の家畜

防疫員を派遣しております。

一方、今回の佐賀県での事例のように、九州
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内で豚熱等が発生した場合は、九州各県との申

合せにより、家畜防疫員の派遣は見合わせ、県

内の養豚農場における発生防止対策に専念する

こととしております。

令和５年９月５日、農林水産○山下 寿議員

省は、宮崎県を含む九州７県をワクチン接種推

奨地域に設定しました。

その通知を受けた県は、接種プログラムを農

林水産省に提出し、提出したプログラムの宮崎

県豚熱ワクチン接種実施要領に規定している登

録飼養衛生管理者の認定要件を満たすための研

修会には、約500人もの申込みがあったそうで

す。

そのほかの要件を満たせば、いよいよ豚熱ワ

クチン接種が開始されると思われますが、準備

は整っているのでしょうか。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。本県

での豚熱ワクチン接種のための資材等の確保状

況についてお伺いいたします。

県内には、○農政水産部長（久保昌広君）

約350の養豚農場に約80万頭の豚が飼養されてお

り、今回の初回接種は、生後間もない子豚など

を除く全ての豚が対象となり、そのワクチン接

種を迅速に行うためには、ワクチンに加え、注

射器等の資材について、必要な量を確保するこ

とが重要となります。

ワクチンにつきましては、国が全国の需給調

整を行っていただいたことで、初回接種の開始

に必要な頭数分のワクチンを、９月下旬までに

確保できることとなりました。

また、注射器等の資材につきましては、県に

おいて取扱業者と調整を行ったところ、９月下

旬までに一定量を確保できる見込みとなってお

ります。

続けて、農政水産部長にお尋○山下 寿議員

ねします。豚熱ワクチン接種についての今後の

取組についてお伺いします。

県では、ワク○農政水産部長（久保昌広君）

チン接種の打ち手を確保するため、農場の管理

者等を対象とした研修会を９月から10月まで実

施を予定しておりますが、前倒しでの受講を呼

びかけたところ、９月末までに約500名が受講す

る見込みとなっております。

また、９月12日には、本県のワクチン接種プ

ログラムが国の承認を受けましたので、家畜伝

染病予防法に基づき、県内全域の豚やイノシシ

の所有者に対し、ワクチン接種命令を近日中に

行う予定であります。

これら体制整備や手続等に加え、必要な資材

等の確保を並行して行いながら、豚の流通上の

つながりが特に強い熊本県や鹿児島県とも緊密

に連携し、９月下旬には県内の農場で初回接種

を開始できるよう、準備を進めているところで

あります。

今後、九州各県で豚熱ワクチ○山下 寿議員

ンの接種が開始されることになると思われます

が、流通には影響しないのでしょうか。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。九州

での豚熱ワクチン接種が種豚や精液などの流通

に与える影響についてお伺いします。

国が定めた豚○農政水産部長（久保昌広君）

熱の防疫指針によって、豚熱ワクチンを接種し

た農場からは、種豚や精液等を非接種区域に流

通させることができないこととされておりま

す。

このため、今回、本県での豚熱ワクチンの接

種により、県内で生産された種豚や精液等は、

非接種区域である北海道へ流通させることがで

きなくなります。

一方で、今後、本県を含めた九州各県が接種
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区域となることから、九州内での種豚や精液等

の流通については、これまでと変わりありませ

ん。

我が国で豚熱が発生したた○山下 寿議員

め、日本から豚及びイノシシ並びにこれらに由

来する製品に係る輸出検疫証明書の交付が一時

停止されております。

基本的に、輸出相手国の受入れ再開の確認が

取れたものから輸出が可能となります。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。豚肉

の輸出が停止された場合の養豚業者に与える影

響についてお伺いします。

我が国からの○農政水産部長（久保昌広君）

豚肉の輸出が可能な国においては、豚熱の発生

がなく、かつ豚熱ワクチンを接種していない都

道府県で生産・処理された豚肉であること等の

条件があり、今後、県内でのワクチン接種によ

り、本県からの豚肉の輸出ができなくなりま

す。

本県はこれまで、香港やシンガポールへの輸

出拡大に取り組み、令和４年度は43トンを輸出

しましたが、これは、県内の豚肉生産量の0.1％

未満に相当します。

このことから、輸出停止による県内養豚業者

への影響は限定的なものと考えておりますが、

海外に５店舗ある宮崎ブランドポークの指定店

や、海外に取引先を持つ法人経営においては、

輸出停止の影響があるものと認識しておりま

す。

養豚農家も飼料高騰で大変苦○山下 寿議員

労しておられますので、手厚い御支援をよろし

くお願いいたします。

次に、「こども未来戦略方針」についてお伺

いします。

政府は、令和３年12月、「こども政策の新た

な推進体制に関する基本方針」を策定し、それ

に基づく「こども家庭庁設置法」など、子供施

策に関する法律が施行され、異次元の少子化対

策を強力に推進する体制を強化しました。

その異次元の少子化対策の方向性を示すもの

の一つに、令和５年６月、「こども未来戦略方

針」の策定が挙げられます。

その中で、３つの基本理念、１つ、「若い世

代の所得を増やす」、２つ、「社会全体の構造

・意識を変える」、３つ、「全てのこども・子

育て世帯を切れ目なく支援する」が示されてお

ります。

ここまで手厚い子供に関する施策を私は今ま

で見たことがありません。政府は本気で少子化

対策をやろうとしています。そのレベルが物す

ごく高く、それを実現するために相当な困難が

予想されると考えられます。

そこで、知事にお伺いします。「こども未来

戦略方針」に示された３つの基本理念の実現可

能性についてお伺いします。

今御紹介がありました○知事（河野俊嗣君）

３つの基本理念のうち、「若い世代の所得を増

やす」、また「社会全体の構造・意識を変え

る」という２つの理念につきましては、賃上げ

等による成長と分配の好循環をはじめ、男性育

休の取得促進等によります、仕事と育児を両立

できる環境づくりなど、経済界と一体となって

取り組むことが不可欠でありまして、それらの

実現に当たっては、企業・団体等に対する支援

や働きかけが重要であると考えております。

また、３つ目の理念であります「全てのこど

も・子育て世帯を切れ目なく支援する」につき

ましては、幼児教育・保育の充実や、母子に対

する伴走型支援の強化といった国の具体的な施

策と連動して、地域の実情に応じた施策も組み
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合わせるなど、より効果を高める取組が必要と

考えております。

国は2030年までが「日本のラストチャンス」

と捉えまして、少子化対策と経済成長の実現に

向けて、不退転の決意を示しているところであ

りまして、安定的な将来に向けての財源の確

保、さらには、国民、また社会の構造なり意識

を変えていく、しっかりとこうした取組を進

め、本県としましても、国や市町村等と連携し

ながら取り組んでまいります。

６月１日付、共同通信のイン○山下 寿議員

ターネット記事で、「政府の「次元の異なる少

子化対策」の素案に、子ども政策の予算規模を

今後３年間は年「３兆円半ば」とし、「ス

ウェーデンに達する水準となり、画期的に前進

する」と明記することが分かった」と報道され

ました。

スウェーデンは、1999年に出生率1.5で最低と

なった以降、様々な施策を通じて2010年に1.98

へと出生率を回復した国であります。私たち日

本人が少子化対策を学ぶ上で大変参考になる国

の一つであることは間違いありません。

そんなスウェーデンが少子化対策を行ってき

た施策が、今回、政府が「こども未来戦略方

針」で示した３つの基本理念に相通ずるものが

あるのではないかと思っております。

私は大変期待しておるのですが、年に約３兆

円の予算を確保するのは非常に大変なことと

思っております。財政的に大丈夫なのか心配に

なってしまいます。

そこで、福祉保健部長にお尋ねします。「こ

ども未来戦略方針」の実施に当たっては、国、

地方とも多額の予算を必要としますが、本県は

どのように対応するのかお伺いいたします。

今回、子供・○福祉保健部長（川北正文君）

子育て予算の倍増に向けた大枠が示されたとこ

ろでありますが、安定的な財源の確保に向けた

具体的方策については、まだ明確になっており

ません。

一方、児童手当の拡充をはじめ、保育士等の

職員配置基準の改善や、産前・産後ケアの充実

など、子供・子育て世帯の支援拡充につながる

施策が示される中、これらの実現に当たって

は、県や市町村も相応の負担が生じるものと理

解しております。

このため、国に対して、全国知事会等を通じ

て幅広い合意形成を進め、財源の安定確保に向

けた道筋を早期に示されるとともに、地方の負

担が増大しないよう強く要望しており、引き続

き、国への働きかけを行ってまいります。

ここまで予算の規模が大きく○山下 寿議員

なると、補助金や給付金の給付などがメインの

施策のように思われがちですが、そうではあり

ません。実は、基本理念は、子育て世帯への金

銭的支援、あるいは制度的な優遇を施すことだ

けを求めているわけではありません。

基本理念の２つ目の「社会全体の構造・意識

を変えること」は、具体的な例を挙げれば、育

休制度などの改革がそれに当たると思います。

つまり、これまで一般的な認識として、女性

が育休取得の対象であった会社などが多かった

と思います。その対象が男性に広がったりする

可能性があります。そうなると、少子化の影響

で、ただでさえ働き手確保が難しくなっている

中での男性社員の育休取得という状況が生起す

る可能性があろうかと思われます。

そこで、知事にお尋ねします。国が強化を進

めている育児休業制度について、県内の企業へ

の普及に向けてどのように取り組むのかお伺い

いたします。
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今年６月に国が決定し○知事（河野俊嗣君）

た「こども未来戦略方針」におきましては、施

策の一つとして、働き方改革の推進と、それを

支える育児休業制度の強化が掲げられておりま

して、その実現のために、男性の育児休業取得

率の引上げや、中小企業に対する助成措置の大

幅な拡充などに、官民挙げて取り組んでいくこ

ととされております。

私も今、改めて自分なりに少子化対策につい

ていろいろ調べ物をしておりますが、議員御指

摘のように、スウェーデンやフランスでは、少

子化の傾向というものが国の存立や国力にも直

結する重大な課題だということで、抜本的な対

策に踏み切った。そのことが出生率の改善につ

ながっているということでありまして、その中

でも、育児休業制度の充実というのは、非常に

大きな要素になっていると考えております。

私自身も、同じ志を持つ知事と活動いたしま

す「日本創生のための将来世代応援知事同盟」

におきまして、育児休業を取得しやすい環境整

備の促進や、人的・金銭的制約の多い中小企業

に対する支援の強化等につきまして、今年８

月、国に対し提言を行ったところであります。

県といたしましては、宮崎労働局と連携しな

がら、国が強化を行う育児休業制度や助成措置

につきまして、広報紙等による周知を行うとと

もに、「働きやすい職場「ひなたの極」認証制

度」の啓発などを通じて、引き続き、安心して

働き続けられる職場環境づくりの促進に取り組

むことで、県内企業への制度の普及・定着を

図ってまいります。

政府が掲げた基本理念・施策○山下 寿議員

ではありますが、国に任せっきりにすることな

く、宮崎県の特性等に応じた形で施策を推進し

ていただく覚悟が必要であると思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、2027年に本県で開催が予定されている

国民スポーツ大会についてお伺いします。

昭和54年の第34回「日本のふるさと宮崎国

体」以来、48年ぶりにここ宮崎で、「第81回国

民スポーツ大会」の開催が予定されています。

そのため、現在、宮崎県におきましては、多

額の予算をかけ、国スポで使用する競技施設の

整備を進めているところであります。

先日、延岡市に新設された「アスリートタウ

ン延岡アリーナ」のサブアリーナ完成式典に出

席してまいりました。現在、都城市に陸上競技

場、宮崎市にプールの整備が進められておりま

す。今後、順次供用開始される予定になってお

ります。

そして、次に気になるのが、選手の育成状況

をはじめとする競技力向上です。開催地は開催

地のメリットがあります。ホームであることは

もちろん、大会と同じ施設で競技できるなどの

環境的メリットは大きいと思います。

そこで、総合政策部長にお尋ねします。宮崎

国スポに向けて、どのような計画により競技力

向上に取り組んでいくのかお伺いいたします。

宮崎国スポ○総合政策部長（重黒木 清君）

に向けた競技力向上につきましては、県競技力

向上基本計画の中で、大会開催までの年次目標

を設定し、その達成に向け、現在、推進体制の

整備・充実や選手の育成・強化など、様々な取

組を進めております。

こうした取組により、昨年の栃木国体では、

カヌーやボクシングで競技別優勝を収めるな

ど、一定の成果が上がっております。

しかしながら、宮崎国スポで天皇杯を獲得す

るためには、全ての競技の底上げを図るととも

に、特に、競技得点の高い団体競技での入賞が
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必要となります。

このため、各競技団体と十分な情報交換を行

い、課題を共有し、少年競技力の強化や成年有

望選手の確保を図りながら、競技ごとの強化計

画を充実させるなど、競技力向上に向けた取組

を進めてまいります。

ホーム開催というのは、県民○山下 寿議員

の皆さんの思い入れが違うと思います。やはり

それだけ心が熱くなるものです。私はぜひ、天

皇杯を獲得してほしいと思っています。県民一

丸となって頑張ろうではありませんか。

そこで、競技力向上対策本部の本部長であら

れる日隈副知事にお尋ねします。宮崎国スポの

天皇杯獲得に向けて、競技力向上対策本部長で

ある副知事の意気込みについてお伺いいたしま

す。

宮崎国スポでの天皇○副知事（日隈俊郎君）

杯獲得に向けて、現在、私が本部長を務めてお

ります県競技力向上対策本部を中心に、関係機

関や各種団体と一丸となりまして、計画的かつ

戦略的に競技力向上に取り組んでいるところで

あります。

特に今年度からは、官民を挙げた総合的な取

組をさらに推進するため、県教育委員会から総

合政策部に担当業務を移管しまして、本県の課

題であります成年の有望選手の確保にも積極的

に取り組むとともに、各競技にそれぞれ担当者

を割り当て、きめ細かな強化対策を進めている

ところであります。

このような中、一昨日は、鹿児島特別国体に

向けた壮行式で、県議会から濵砂議長と、そし

て山下寿議員にも御出席いただきまして、激励

をいただいたところでありますが、本部長とし

て、選手や関係者の皆様とともに、さらなる競

技力向上に向け、決意を新たにしたところであ

ります。

競技力向上対策本部としましては、引き続

き、開催に向けて競技力向上の機運を高め、県

民の皆様の御理解と御協力、御支援をいただき

ながら、宮崎国スポにおける天皇杯獲得という

大きな目標の達成に向け、全力を挙げて取り組

んでまいる所存でございます。

私たちも次の国体は見ること○山下 寿議員

はできないと思っております。48年ぶりの国体

でございますから、どうか天皇杯に向けて頑

張っていただきたいと思います。

それでは、最後に、東京電力福島第一原子力

発電所における処理水の海洋放出についてお伺

いします。

東京電力は、令和５年８月24日午後１時頃、

放射性物質を除去する装置（ＡＬＰＳ）で、ト

リチウム以外の放射性物質を除去した処理水の

海洋放出を開始しました。

ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に当たっては、Ｉ

ＡＥＡ、第三国の分析機関の関与を得て、放出

前に規制基準値を下回っていることを事前に確

認済みであります。

それにもかかわらず、日本の周辺の国から

は、処理水の海洋放出に関する抗議が相次ぎ、

挙げ句の果てには、日本産魚介類の全面輸入禁

止措置を実施してくる国まで出てきていること

は、皆さん報道などで御存じのとおりでありま

す。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。東京

電力福島第一原子力発電所における処理水の海

洋放出による海産物等への影響についてお伺い

します。

ＡＬＰＳ処理○農政水産部長（久保昌広君）

水は、放出前に、国及び第三者機関により、含

まれる放射性物質の安全基準を下回っているこ
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とが確認されるなど、厳格に管理されて放出が

行われています。

また、海洋生物のＡＬＰＳ処理水での飼育試

験や周辺海域の海水や魚類、海藻類のモニタリ

ングも行われております。その結果、海洋生物

に放射性物質が蓄積しないことや、モニタリン

グによる測定値に異常がないことが確認されて

おります。

このことから、処理水の海洋放出による海産

物等への影響は、今のところありません。

海洋放出された処理水は、放○山下 寿議員

出された瞬間、海水と混ざってしまい、検出器

で検出できないぐらいトリチウムが希釈されて

しまうため、その影響がないのは当然のことだ

と思いますが、検出器でトリチウムが検出され

ないということは、全くトリチウムがないとい

うことと同義語ではありません。

そこで、環境森林部長にお尋ねします。処理

水に含まれるトリチウムがもし仮に体内に入っ

たとした場合、どのような影響があるのかお伺

いします。

トリチウムは○環境森林部長（殿所大明君）

自然界に広く存在する放射性物質であり、日本

では、人は食物や空気中などから自然放射線を

平均で年間2.1ミリシーベルト受けております。

また、国際放射線防護委員会が勧告する自然

放射線及び医療放射線を除いた被曝の放射線量

の限度は、年間１ミリシーベルトとされていま

す。

このことを踏まえて、国は、原子力発電所か

らのトリチウムの排出について、トリチウムを

含む水を毎日２リットル飲み続けたとしても、

人が受ける影響は年間１ミリシーベルトが限度

となるよう、基準を定めております。

今回の希釈されたＡＬＰＳ処理水は、この基

準の40分の１未満で放出されていることから、

国は、環境や人体への影響は考えられないとし

ております。

政府は、処理水の海洋放出○山下 寿議員

で、風評被害による水産物の買い控えなどに対

する対策のため、基金の設立などによる総額

約1,000億円もの漁業支援を行っております。

宮崎県内の漁船の中には、東北沖など、遠い

太平洋の沖合で操業するものもあります。

水揚げされた魚の安全性が科学的に証明され

ていても、今騒いでいる国は、科学的根拠をあ

まり求めていないようです。ということは、県

内で水揚げされる魚介類も、いつ風評被害に遭

うか分からないことになります。

そこで、知事にお尋ねします。宮崎県内で水

揚げされる魚介類も風評被害の懸念があるが、

県の対応についてお伺いいたします。

国は、ＡＬＰＳ処理水○知事（河野俊嗣君）

の放出は、厳格な管理の下で行われておりまし

て、魚介類などの食品の安全上の問題は生じな

いということや、処理水放出によって生じる諸

問題に対し、処分が完了するまで全責任を持っ

て対処するとしております。

私としましては、風評被害はあってはならな

いと考えておりまして、まずは、科学的根拠に

基づいた正確な情報をあらゆる機会を通して伝

え、漁業関係者や消費者の方々の様々な不安や

懸念を払拭していくことが重要と考えておりま

す。

現在のところ、本県水産物の販売単価に影響

は出ておりませんが、万が一、風評被害が生じ

た場合には、被害を受けた方々が、国の「水産

業を守る」政策パッケージを円滑に活用して、

安心して事業を継続できるよう、きめ細かな相

談対応を行うとともに、実情に応じた支援を国
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に求めてまいります。

以上で、準備しました質問は○山下 寿議員

終わりましたが、とにかく先ほどからいろいろ

お伺いしましたように、大変困難ないろんな問

題が山積しております。どうか皆さん緊張感を

持って、私ども議員もそうでございますが、県

民の安全・安心、幸せのために一生懸命頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上で終わります。（拍手）

次は、荒神稔議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○荒神 稔議員

んにちは。自由民主党、都城市選出の荒神稔で

ございます。よろしくお願いいたします。

河野知事におかれましては、４期目の御当

選、おめでとうございます。ますますの御活躍

をお祈りいたします。

私も今年４月の統一選挙におきまして、地域

の思いを背負い立候補いたし、今回壇上に立た

せていただくことができました。ありがたさと

同時に、地域の皆様方に感謝の気持ちでいっぱ

いであります。

私の議員の始まりを紹介いたしますと、今は

合併により地方自治体としては存在しない旧北

諸県郡山田町で議員活動を、２年半在籍し、合

併となり、失職から新都城市議会議員となりま

した。

ふるさとの自治体が合併により消滅する町議

会最後の日の寂しさは、当時の町長をはじめ、

執行部、同僚議員、複雑な気持ちで無言になっ

た時間を今でも忘れられません。

県議会議員でも、この体験をした中山間地域

の議員は数少ないと思います。それから中山間

地域の問題に対するふるさとの声が山積して、

今日に至っています。

県政につなぐふるさとの代弁者として、中山

間地域の活性化はもとより、諸問題や課題の解

決策を県政に提言するなど、県勢発展のために

精いっぱい頑張ってまいります。

そして今日は、私の育ての親とも言える後援

会から、多数の傍聴に来ていただいておりま

す。本当に心強い気持ちでございます。

それでは、９月の定例会に当たり、議長より

お許しをいただきましたので、通告に従い質問

を進めてまいります。

まず初めに、中山間地域が抱える農林業の課

題についてであります。

本県の課題として、人口減少に伴う労働・担

い手不足があります。人口減少対策としては、

若い世代が安心して子育てができる社会環境を

整えることが、国の政策で必要であると私は思

います。

また、中山間地域では、人口減少とともに核

家族化による空き家等の問題をはじめ、農業及

び林業の高齢化による農林業の担い手不足があ

ります。高齢の農業経営者の方が、担い手の不

足から離農となり、それに伴い、農地や山林等

の荒廃地が年々増加の一途をたどっておりま

す。

みやざき行財政改革プラン（第四期）の記載

でも、我が国は、本格的な少子高齢化で人口減

少社会を迎え、特に本県は、全国平均より早く

高齢化が進んでおり、このまま人口減少が続け

ば、生産年齢人口の減少による深刻な労働力不

足や社会保障ニーズの増加、税収不足による住

民サービスの低下への懸念など、多くの課題に

直面するため、対策の急務が求められておりま

す。

さらに、県の令和５年度から令和８年度の中

山間地域振興計画では、中山間地域は高齢化率

が高く、生産年齢の若い世代の人口減少が進
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み、集落活動を支える担い手の確保が課題と

なっていることも明記されています。

このことから、中山間地域が抱える農林業の

課題について、今後どのように取り組んでいか

れるのか、河野知事にお考えをお伺いいたしま

す。

以上を壇上からの質問といたしまして、あと

は順次質問席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

県土の約９割を占めます中山間地域は、高齢

化等の急速な進行に伴い、農林地の保全管理や

生産活動の低迷等が懸念され、地域の存続が危

惧される状況にあります。

しかし、日本の原風景であります豊かな自然

や多様な伝統・文化・絆が継承される、かけが

えのない地域でありまして、何としてもこれを

守り、将来に引き継いでいかなければならない

と考えております。

このため、中山間地域の主要産業であります

農林業について、より効果的、継続的な施策に

より振興する必要があると考えております。

具体的には、農林地等の維持管理や鳥獣被害

対策、複合的経営体の育成などによりまして、

農林業の下支えとなる活動を支援するととも

に、集落住民が共に支え合い、地域資源を保全

・活用する仕組みづくりを推進し、集落機能の

維持・強化を図っております。

さらに、先人が守り育ててきた豊かな森林資

源を次世代に引き継ぐべく、再造林を核とした

循環型林業を推進しているところであります。

今後とも、中山間地域で暮らす人々が、誇り

と活力を持って持続的に農林業に取り組めるよ

う、しっかりと支援してまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

答弁をありがとうございま○荒神 稔議員

す。今後とも、中山間地域で暮らす人々が、持

続的な農林業に取り組める支援をしていく内容

の答弁だったと思います。

農林水産省が発表された2023年の農業構造動

態調査によりますと、今年２月１日現在では、

農家や法人などが前年比4. 7％減少し、92

万9,400であります。

近年の経営件数は、数％ずつ減少する傾向が

続いているようでございます。高齢化などを背

景に個人経営の離農が進み、法人などは逆に増

加しているような現状です。

本県の現状を見ますと、農林業センサスによ

りますと、平成27年度の農業従事者が、５年後

の令和２年度は１万人以上減少して３万1,570人

と、これは午前中にもありましたが、減少の人

数でございます。

一方、市町村と農業委員会が、通常の農作業

では作物の栽培が不可能と判断した荒廃農地に

ついては、以前の答弁で、2020年11月末時点で

耕地面積の４％に当たる2,860ヘクタールで、こ

のうち再生利用が可能な荒廃農地の面積は

約1,254ヘクタール、そして再生利用が困難な荒

廃農地は1,605ヘクタールとあります。

県として、今後、高齢化が進むわけでござい

ますが、担い手不足で離農となり、遊休農地か

ら耕作放棄地、そして荒廃農地等のおそれがあ

りますが、この中で、中山間地域における遊休

農地について、県はどのような対策を考えてい

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

中山間地域で○農政水産部長（久保昌広君）

は、農業従事者の減少に加え、農地が分散し、

条件不利地域も多いことから、遊休農地等が増

加してきております。

このような中、現在、市町村においては、地
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域農業の将来の在り方を定める地域計画の策定

が進められており、遊休農地等も含めて、農業

に利用される区域と農業上の利用が困難な区域

に明確化される予定であります。

県としましては、今後、農業に利用される区

域は、担い手が効率的な営農活動ができるよ

う、関係機関と連携しながら、農地の集積・集

約や基盤整備等を推進してまいります。

一方、農業上の利用が困難な区域では、鳥獣

を寄せつけないための緩衝帯の設置や放牧、計

画的な植林などの取組を後押ししてまいりま

す。

基盤整備のできる中山間地域○荒神 稔議員

はいいんですけれども、基盤整備が難しい地域

もあるということを私たちは危惧しておりま

す。

また、農業法人も地域外から借り手をいろい

ろと模索するわけですが、どうしてもコストの

問題、条件が合わずに、年々荒廃地が増えてい

くのが現状でございます。

先ほど「関係機関と」という答弁がありまし

たが、私は関係機関にはＪＡも存在するのでは

ないかと思っております。

ＪＡ都城は、過去、組合員日本一を誇ったＪ

Ａでありますが、持続可能な農業と地域の活性

化等をどのように図るか、それを支えるＪＡの

経営基盤をどのように維持するか、ＪＡグルー

プは喫緊の課題として、平成29年３月から県域

ＪＡ統合を検討されてまいりました。来月10月

２日、合併臨時総会が開催されるようです。

県域ＪＡ構想は、組合員へ一層貢献ができる

ように、「一人は万人のために、万人は一人の

ために」を掲げ、未来に花を咲かせるために

は、今こそ土づくり、種まきを検討されること

が不可欠だと言われております。県でも、ス

ピード感を持って、中山間地域の土地利用の対

策を願っています。

それでは、山林の登記と集積・集約化につい

てお尋ねいたします。

これも午前中に質問がございましたが、登記

名義人の死亡後、相続人が変更されていない相

続未登記山林や農地が年々増加しております。

本県の相続未登記農地面積は、農地面積

の28.4％にも当たると言われております。この

問題は、未登記の問題により集積・集約化を妨

げると言われています。

中山間地域振興計画によると、県内の中山間

地域全1,861集落のうち、市町村が将来の消滅可

能性を懸念している集落が、昨年４月時点で１

割超の234集落になり、65歳以上の高齢者が住民

の半数以上を占める限界集落の割合も、昨年４

月の時点で46％に上り、深刻な人口減少や高齢

化が加速し、集落の維持・存続が難しくなって

いる状態であります。

そこで、森林所有者が自ら管理できず、手入

れの行き届かない森林の増加にどのように対処

していくのか、持続可能な森林活用には、

「伐って、使って、すぐ植える」サイクルが不

可欠だと語られております。環境森林部長にお

伺いします。

森林所有者の○環境森林部長（殿所大明君）

経営意欲の低下などにより、手入れの行き届い

ていない森林については、その意向に基づき、

市町村が主体となって、効率的な林業経営と適

正な森林管理を行うための仕組みとして、森林

経営管理制度が令和元年度に創設されました。

市町村においては、森林の取扱いに関する意

向調査に順次取り組んでおり、管理を委託する

意向のあった森林のうち、林業経営に向いてい

るものは、市町村が林業事業体に経営を再委託
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し、そうでないものは、市町村による間伐等の

森林整備が行われています。

県としましては、森林経営管理支援センター

による市町村職員への研修の実施等、きめ細か

な支援を行い、森林の集積・集約化にもつなが

る本制度を推進してまいります。

ただいまの答弁は、森林経営○荒神 稔議員

管理制度を推進していくということで、これは

所有者が明らかになっている方が窓口で申請す

るわけでございまして、心配しているのは、未

登記とか、山林の所有者が不明、またその制度

を無関心でまだ知らない、いろんな条件の方が

いると思いますが、そういう管理が不可能な山

林所有者への急務な対応策が必要じゃないかと

思っておりますので、この件は提言しておきま

す。

それでは、本県の杉丸太の生産量32年連続日

本一がいつまで続くのか不安でございますが、

持続可能な時期についてでございます。

令和３年度は、林業産出額も木材生産部門で

初めて日本一となったようでございます。本県

の再造林率は70数％ですが、山主の後継者不足

や経費負担等を理由に再造林が追いついていな

い荒れる山林の現状を踏まえ、本県における将

来の森林資源量の見通しについて、環境森林部

長にお伺いいたします。

第八次森林・○環境森林部長（殿所大明君）

林業長期計画の試算では、杉・ヒノキの民有人

工林において、現状に近い70％の再造林率で、

現状と同程度の量を伐採し続けた場合、伐採可

能な資源量は、20年後に約10％、45年後に約20

％減少する見通しとなっております。

また、本県における伐採の多くは、道に近い

など採算性が高く、効率的な林業経営が可能な

森林で行われており、このような場所で再造林

が進まないと、本県林業の高い競争力が失われ

るだけでなく、森林の持つ二酸化炭素吸収や山

地災害防止などの機能の低下が懸念されます。

このため県では、グリーン成長プロジェクト

において、再造林率日本一という高い目標を掲

げ、持続可能な林業の確立を目指してまいりま

す。

再造林率日本一という目標を○荒神 稔議員

掲げて確立されるということでございますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、再造林には欠かせないわけですが、再

造林には苗が必要です。杉コンテナ苗の生産拡

大に向けた新規生産者への支援についてお尋ね

いたします。

農業就業の高齢化と農業担い手不足により、

将来に向けて産地として持続的な農業振興に欠

かせないのが新規就農でございます。

この取組でございますが、所得向上を目的

に、ハウス施設に植栽時の活着率が高いコンテ

ナ苗の生産に従事する新規就業者は、林業に属

する規定から、新規就農者には該当しないのが

現在の規定です。

杉コンテナ苗の生産拡大に向けた新規生産者

への支援について、環境森林部長にお伺いいた

します。

コンテナ苗○環境森林部長（殿所大明君）

は、植付けが容易で活着がよく、通年での植栽

が可能であるため、再造林の効率化・省力化に

は大変有効でありますが、新たに生産を始める

には、施設整備等の初期費用や高い生産技術が

必要となります。

このため県では、新規生産者に対し、自家採

穂園の造成や生産施設の整備、挿し付け用の穂

木の採取経費など生産に要する経費について、

支援しております。
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また、穂木の採取、挿し付け方法等の研修会

や、優良苗木生産者による個別指導を行うな

ど、生産技術の向上を図っております。

県としましては、コンテナ苗の新規生産者を

育成し、生産拡大を図ることにより、再造林に

必要な苗木の安定供給にしっかりと取り組んで

まいります。

先ほど知事の答弁にもござい○荒神 稔議員

ましたが、先人が守り育ててきた豊かな森林資

源を、次世代に何としてでも将来、引き継ぐこ

とが大事でございまして、そのためにもいろい

ろな策を練っていただければと思います。

新規就農支援の中ではいろいろと策があるわ

けでございますが、今後も、杉コンテナ苗生産

者も農地を所有している人もいるわけでござい

ますので、林業、農業の区別なく、若い方々が

就農する場合は、同等な支援策が必要ではない

かということを提言して、次に移ります。

次に、子育て環境についてでございます。

「ひなたの出逢い・子育て応援運動」につい

て、４月からこども家庭庁も発足され、九州の

地方新聞社４紙の子育て支援に対するアンケー

ト実施では、子育てに対する意見として、教育

費の支援を訴える声がありました。

少子化の大きな要因は、未婚者が増える若い

世代が結婚・子育てに将来の展望を描けない現

状の課題があります。

本県の県民所得は228万8,000円で、全国平

均297万5,000円より68万7,000円少ないです。県

は、人口減少を踏まえ、本年度から取り組まれ

た「ひなたの出逢い・子育て応援運動」による

議論を踏まえて、推進会議を行っております。

その会長として、どのようにこの応援運動を

推進していくのか、知事にお伺いいたします。

未婚化や晩婚化などの○知事（河野俊嗣君）

影響で少子化がどんどん進んでいる。それに加

えて、コロナ禍の影響によりまして、出会いや

結婚が減っている。婚姻数や出生数の減少に歯

止めがかからないという厳しい現状に直面して

おります。

このため県では、これまでの「子育て県民運

動」に「出逢い」の視点を新たに加えました

「ひなたの出逢い・子育て応援運動」を今年度

から展開し、社会全体で結婚や子育てを応援す

る機運の醸成を図っているところであります。

この運動の司令塔の役割を果たします推進会

議におきましては、会長である私自ら、各分野

の代表者と意見交換を行い、本県の少子化の現

状や課題を共有しながら、今後の推進方針を定

めるとともに、高校生や大学生など若い世代や

実務者レベルによる部会を通じて、各企業・団

体による取組を推進しているところでありま

す。

このほか、県内各地で、少子化をめぐる問題

につきまして市町村長と議論を重ねるなど、地

域の実情を肌で感じ、私の思いを直接伝える取

組も行っているところであります。

今後とも、推進会議を中心としまして、県民

や市町村、企業・団体等と一体となって、少子

化対策に全力で取り組んでまいります。

今後の推進会議には、高校生○荒神 稔議員

や大学生、若い方々を取り込まれた部会に大変

期待しているところでございます。

次に、県独自の学校給食費無料化についてで

ございます。

東京都の人口は過去最高の1,408万5,000人で

あり、一極集中で地方の人口減少に拍車をかけ

ると言われております。日本の人口は、2010年

１億2,638万2,000人をピークに、総人口は12年

連続減少であり、将来を担う14歳以下の人口
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は、総人口に占める割合、過去最低の11.6％と

言われております。

政府は、次元の異なる少子化対策の柱に位置

づける児童手当で、新たに高校生までの支給と

か所得制限の撤廃、多子世帯への加算、児童手

当拡充と学校給食の無料化など、いろいろと対

策を練り、今後３年間で加速して、24年度に拡

充されるとあります。

学校給食の無償化による県内の状況と県の取

組について、教育長にお伺いいたします。

今年度の市町村を○教育長（黒木淳一郎君）

対象に実施した調査では、学校給食の実施主体

であります市町村において、26市町村中、７町

村が実質無償化となる全額補助を行っておりま

す。

５月には、市町村担当者会を開催し、現段階

での給食費補助の情報提供や、今後の各市町村

の取組について、情報交換等を行いました。

また、本県で開催した九州地方教育長協議会

におきましても、交付金による一時的な措置で

はなく、長期的な視点での切れ目のない支援に

ついて協議し、８月に国へ要望を行ったところ

であります。

現在、国では、学校給食費の無償化の実態調

査と課題の整理が進められておりますので、今

後とも国への働きかけを行うとともに、動向を

注視してまいります。

午前中も出ましたけれども、○荒神 稔議員

本県は人工妊娠中絶の実施率が４年連続最多で

あるとか、人口10万人当たりの自殺者もワース

ト３とか、いろいろと報じられておりますが、

この「ひなたの出逢い・子育て応援運動」に大

変期待をかけているところでございます。今、

教育長のほうから答弁がございましたが、国で

も動向があるわけですけれども、私は、どこの

地域でも、日本国どこに住んでも、子供は一緒

の教育を受け、学校に行けるのが普通ではない

かと思っております。

今、子育て中の世帯が、もし学校給食無償化

が進めば、一人っ子の子が２人、そして２人の

子が３人へと、いろいろとにぎわいのある家族

が増えることが今は必要ではないかと私は思っ

ています。

それでは次に、愛知県大村知事が、少子化対

策として、事実婚のカップルから生まれた子供

に法的保護を与える制度の創設の要望で、全国

知事会で趣旨を説明されたと書かれておりまし

た。

全国知事会で発言のあったこの制度につい

て、知事の感想をお聞きしたいと思います。

今回の愛知県知事の提○知事（河野俊嗣君）

言というものは、結婚や家族の在り方について

考える一つの問題提起になったのではないかと

考えております。

実は、全国知事会に先立って、先ほど答弁で

申し上げました、将来世代応援知事同盟とい

う23県の知事から成る会合が岩手で開催されま

した。そのときにもこの問題が議論になりまし

て、今、性の多様性というものを社会で受け止

めようというような動きが広まる中で、結婚、

妊娠・出産をめぐっても、多様な在り方、価値

観というものを認める、そういう議論があって

もいいのではないかということであります。

ただ、これを出生率回復の特効薬と位置づけ

るのは、なかなか課題があるようであります。

一つには制度的な問題、一つには過去のデータ

の分析の問題ということであります。

制度的な問題で申し上げますと、フランスな

ど海外におきましては、結婚観や宗教上の違い

のほか、婚姻手続の負担などから、事実婚の割
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合が高くなっているということであります。

例えばフランスなどでは、離婚の際に、裁判

上の手続までが必要になってくるというような

ことで、結婚、離婚というものはハードルが高

い。それでは事実婚を選択をしようと。そのと

きに、民事連帯契約制度（ＰＡＣＳ）という制

度が用意されて、それに沿って届出をすると、

嫡出子と同じような保護を与えられるという制

度があるということで、事実婚の割合が高く

なっているという状況がございます。

一方、我が国においては、結婚と法律婚を同

一と捉える考え方が主流でありまして、婚姻手

続の負担も比較的軽いことなどから、事実婚の

割合が極めて低い状況になっている。そういう

制度的な違いがあるというのが一つあります。

それから、フランスについてもよく言われま

すが、婚外子が増え始めたのが1970年代後半か

らで、ただ、当時は出生率は低下傾向にあっ

て、出生率の回復は90年代になってからという

ことでありますので、出生率の回復の要因とし

て、婚外子の増加を挙げるのは無理があるので

はないかという専門家の指摘もなされていると

ころであります。

いずれにしましても、今回の提言につきまし

ては、国民的な議論を要する婚姻制度や結婚観

に関わる問題でもあります。

また、必要に応じて、民法の改正とか所要の

法整備なども必要になってくるという非常に重

要な課題でありますので、今後の国の動き、ま

た議論の動向を注視してまいります。

御感想をありがとうございま○荒神 稔議員

した。

それでは、次の質問に移ります。

高等学校の内容についてでございますが、来

年度、2024年度の県立高校の募集定員は、延岡

商業と高鍋高校が各40人ずつ減るため、80人少

ない7,320人のようであります。

今回、工業高校についてでございますが、工

業高校土木学科改編について、要望の内容をお

聞きいたしました。建設業界の担い手不足を解

消する要望の内容でございますが、このことに

ついてお尋ねいたします。

県内の県立工業高校には、以前、土木学科が

延岡工業高校と都城工業高校の２校に存在して

いましたが、都城工業高校に限っては、平成14

年に建築科と土木科が統合されて、建設システ

ム科となっております。総合的に建設のことを

学べるようになっているようです。

２年生のときに、２級土木施工管理技士１次

の試験、そして３年のときに２級建築施工管理

技士１次の試験、このそれぞれの試験を取得で

きるようになり、どちらも合格率90％を超える

と聞いております。このことにより、就職活動

のときに、土木系の建設会社に就職するか、建

築系の建設会社に就職するか、選択肢が増える

と言われています。

県内の土木科のない工業高校も、総合的に学

べる建築システム科のような形に移行して、建

設のことを総合的に学べる学科を増やしたらい

いんじゃないかという内容の御意見をいただき

ました。

そこで、県内の工業高校において、建築や土

木など総合的に学べる学科の改編等ができない

のか、教育長にお尋ねいたします。

本県高等学校教育○教育長（黒木淳一郎君）

につきましては、令和３年３月策定の「宮崎県

立高等学校教育整備基本方針」におきまして、

令和10年度までの在り方を、多方面から様々な

御意見を賜り、それを取りまとめた形で示して

おりまして、現在、それに基づいた魅力ある高
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等学校づくりを推進しているところでありま

す。

その中で、工業も含めた専門学科の学びにつ

きましては、可能な限り学科を維持することと

しておりまして、専門性の深化を図るための学

びができるよう努めております。

一方で、議員御指摘の今後の学科の在り方に

つきましては、近年のコロナ禍の影響や不透明

な国際情勢、本県が直面する人口減少等、直面

する諸課題を踏まえることが大切でありまし

て、その時々の社会情勢や保護者・地域のニー

ズなどを適切に把握していく必要があると考え

ております。

10年前から都城工業高校がそ○荒神 稔議員

ういうふうに総合的にやって、保護者、本人、

また事業者から、選択肢が増えた、やはりこれ

は若い人たちが県外に流出しないためにも広げ

るべきじゃないかということでございますの

で、今後、検討の余地があると思います。よろ

しくお願いいたします。

それでは、次のＮＩＥについて質問させてい

ただきます。

このＮＩＥについてでございますが、学校で

新聞を教材として活用する活動のことでありま

す。このことは、過去に同僚議員も質問されて

いるようでございます。

新聞を教材として活用する活動のＮＩＥにつ

いて質問させていただきます。

私も市議会議員当時、質問にこの問題を取り

入れたことがございます。この当時の教育長の

答弁を紹介しますと、校長会や教頭会を通じ

て、新聞活用のよさを理解していただくこと、

ＮＩＥに関する教職員の研修や教材研究の時間

の確保等、それぞれのことをいろいろ当時の市

議会で答弁されました。

また、新聞を教材として活用することは、身

近な社会問題へ関心を深め、地域社会の一員と

して自覚を育むことになり、加えて読解力、思

考力、判断力、表現力の育成のために大変意義

があるとも語られておりました。

私の感想として、県の教育委員会の御理解と

御尽力が必要不可欠だなと当時から思って、今

回、一般質問の中に取り入れた理由でございま

す。

昨年８月、宮崎市でＮＩＥの全国大会が開催

されました。今年８月、県内の教諭を中心に、

新聞を教材にする楽しさを体験してもらうＮＩ

Ｅ宮崎県大会の第１回が行われたわけですが、

ＮＩＥの全国大会や県大会の開催により、どの

ような効果が期待されるのか、教育長にお伺い

いたします。

ＮＩＥは、子供た○教育長（黒木淳一郎君）

ちの社会への興味・関心を高め、言語能力や情

報活用能力など、学習の基盤となる資質・能力

を育成するものでありまして、ひいてはキャリ

ア教育にもつながるものと考えております。

昨年度、本県で開催された全国大会では、県

内外から２日間で延べ2,100人の参加があり、パ

ネルディスカッションや公開授業、実践発表等

を通して、新聞の効果的な活用が、今、国や県

が推進している「主体的・対話的で深い学び」

につながることを共有する機会となりました。

この全国大会をきっかけに、本年８月、初め

ての県大会が開催され、本県におきましても、

新たな一歩を踏み出したところであります。

ただいまの答弁は、新たな一○荒神 稔議員

歩を踏み出したということでございますが、今

後のＮＩＥの取組についてお伺いしたいと思い

ます。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）
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は、ＮＩＥ推進協議会と連携・協議しながら、

これまで延べ236校を実践校として指定し、その

効果的な取組は、県教育研修センターのホーム

ページからも閲覧できるようになっておりま

す。

また、今年度は、指定校やＮＩＥアドバイ

ザーの数を増やすことで、活動の広がりや充実

を目指しております。

さらに、先ほど述べました初めての県大会に

おきましては、今年の全国大会の報告やアドバ

イザーの実践を共有でき、まさにＮＩＥを広く

発信するための、大変意義のある取組となった

ところであります。

県教育委員会といたしましては、今後、ＮＩ

Ｅの実践が、指定校や担当者だけで終わる一過

性のものではなく、広く継続して行われるよ

う、しっかり取り組んでまいります。

ただいまの答弁は、一過性の○荒神 稔議員

ものでなく、県内教職員向けのＮＩＥアドバイ

ザーの実践報告の発信、教育研修センターによ

るＮＩＥマニュアル等の情報発信をするという

内容でございました。私は今回質問して、大変

価値があったなと思っているわけでございま

す。今後、ＮＩＥの実践が県内に広く継続して

取り組まれることを再度提言して、次の質問に

移ります。

次に、新陸上競技場についてお尋ねいたしま

す。

河野知事におかれましては、都城市の新陸上

競技場、延岡市の新県立体育館、宮崎市のプー

ル施設整備事業の議会の答弁で、「様々な立場

から御意見をいただき、大変難しい問題であり

ましたが、今回の整備に至った」という内容を

語っておられます。

都城市に新陸上競技場を整備することに、私

ども都城市民の一人としても大変ありがたく、

そして当時の県議会にも心から感謝を申し上げ

るところでございます。

そこで、国スポ・障スポの開催決定を来年に

控え、改めて大会に向けた知事の思いをお伺い

いたします。

国スポ・障スポを４年○知事（河野俊嗣君）

後に控え、先月20日にはアスリートタウン延岡

アリーナのサブアリーナが供用開始するなど、

スポーツ施設の整備が目に見える形で着実に進

んでまいりました。

昭和54年の前回国体の施設整備が、今日の

「スポーツランドみやざき」の展開に結びつい

てきたように、48年ぶりの大会を契機として、

スポーツを通した地域振興を県内全域に広げて

いきたい、そしてそのことが本県のさらなる発

展につながると、そのような思いで主要施設の

分散整備を決断し、現在準備を進めているとこ

ろであります。

また、本県アスリートが躍動する姿は、県民

に夢や感動を与え、スポーツに対する関心を一

層高めることにもつながります。

そのため、天皇杯獲得という高い目標を掲

げ、競技力の向上を推進するとともに、地域ス

ポーツの振興や県民の健康づくり、生きがいづ

くりにつながるような大会を目指してまいりま

す。

さらに、大会には多くの方が来県されますこ

とから、本県ならではの「おもてなしの心」で

温かくお迎えするとともに、本県の多彩な魅力

を全国に向けて発信する大会としてまいりま

す。

県民への大会周知と機運醸成○荒神 稔議員

が重要であるというような答弁と思いますが、

開催日程公表の時期を来年に控え、大会イメー
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ジソング募集から、大会イメージソング制作の

進捗状況と、機運醸成にどう活用していくの

か、若い人に暮らしたいと思われる宮崎にした

いと語られている総合政策部長にお伺いいたし

ます。

イメージソ○総合政策部長（重黒木 清君）

ングにつきましては、大会の周知と機運醸成を

図るため、歌詞及び曲を公募により制作してい

るところであります。

歌詞につきましては、先月25日まで県内在住

者を対象に募集し、400件を超える応募がありま

した。

現在、県準備委員会の広報・県民運動専門委

員会において審査を行っており、10月下旬か

ら、歌詞に合った曲を募集し、完成したイメー

ジソングの発表は、来年夏頃を予定しておりま

す。

活用につきましては、各種イベントでの使用

や、イメージソングに合わせたダンス等を制作

し、学校や地域への普及を図るなど、若い人々

をはじめとする多くの県民が、様々な場面で耳

にすることができるような取組を進めてまいり

たいと考えております。

様々な場面で耳にすることが○荒神 稔議員

できる取組を進めるということでございますの

で、私は、イメージソングをしつこいぐらい使

用されて、スポーツに関心がない人でも鼻歌が

出るぐらいに機運醸成を図っていただきますよ

う提言いたします。

それでは次に、国スポ・障スポ開催、開会・

閉会式における輸送・交通対策について、現在

の取組状況を総合政策部長にお伺いいたしま

す。

開閉会式に○総合政策部長（重黒木 清君）

は県内外から多くの来場者が見込まれますこと

から、円滑な輸送・交通対策が重要であると考

えております。

このため、会場周辺道路の拡幅や交差点の改

良工事を進めているほか、貸切りバス・タク

シーの県内保有状況や、会場周辺の臨時駐車場

及び輸送ルートに関する基礎調査を実施してき

たところであります。

今年度は、交差点等の交通量やバスの実走に

よる調査、交通規制の検討など、開閉会式に係

る輸送計画の策定に向けた総合調査を実施して

おります。

今後、これらの調査結果を踏まえ、関係機関

・団体と十分連携しながら、必要な対策を検討

してまいります。

「スポーツランドみやざき」○荒神 稔議員

として、開催後のスポーツ観光と地域活性化に

ついて、県は、スポーツ観光プロジェクトに新

陸上競技場などを活用して、地域活性化に取り

組むということでございますが、この件につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、国スポ・障スポに向け、新陸上競技場をは

じめ、体育館、プールなど、高水準の仕様を備

えた施設の整備を進めており、これらは「ス

ポーツランドみやざき」を全県に展開していく

上で、新たな拠点となる大変重要な施設であり

ます。

このため、今回のスポーツ観光プロジェクト

では、これらの施設の活用を念頭に、市町村や

競技団体等と一層の連携を図り、誘致活動を強

化することとしております。

特に、新陸上競技場につきましては、日本陸

連の第１種公認を取得いたしますことから、陸

上競技を筆頭に、ラグビーやサッカーなどの国

際大会や、国内外代表クラスのキャンプ・合宿
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の誘致・受入れを目指し、地域経済の活性化に

つなげてまいりたいと考えております。

今後のスポーツ観光が都城市○荒神 稔議員

をはじめ各自治体と連携されて、地域活性化に

つなげるような政策を提言して、次の質問に移

ります。

次は、都城警察署建設についてでございま

す。

まず、南海トラフ巨大地震を想定した後方支

援都市である都城、そして都城市民の役割の周

知と、市民に自助としての防災力を啓発できて

いるのか、課題がございます。

県議会では、防災減災・県土強靱化対策特別

委員会で警察署への研修は行っていないことか

ら、ここでお伺いいたすわけですが、大規模災

害における後方支援都市と、警察との連携につ

いて、８月25日付で新警察本部長に就任されま

した、平居警察本部長にお伺いいたします。

警察と大規模災○警察本部長（平居秀一君）

害時後方支援拠点都市等との連携につきまして

は、これまで宮崎県南部地域大規模災害対策連

携推進協議会に参加する自治体が主催する訓練

等に、防災関係機関の一つとして参加してまい

りました。

今後も、同協議会に参加している関係自治体

や防災関係機関との連携を図ってまいります。

次に、国スポ・障スポの開催○荒神 稔議員

に向けた警察の対応策について、本部長にお尋

ねいたします。

令和９年に本県○警察本部長（平居秀一君）

での開催が内定しております、国民スポーツ大

会、障害者スポーツ大会につきましては、県外

から多数の選手や関係者等の来県が見込まれ、

ソフトターゲットとしてテロ等の標的となり得

るほか、交通渋滞の発生なども懸念されます。

警察といたしましては、県や関係機関等と連

携を図りながら、市民生活への影響やニーズも

考慮しつつ、必要な警備措置、交通対策を講じ

てまいります。

国スポ・障スポに向けた県警○荒神 稔議員

の対応の内容を教えていただきましたが、先ほ

ど申しました都城警察署は、日本一古い警察署

であります。

昨年の当初予算に、都城・高岡警察署の庁舎

調査費が計上されておりますが、このことか

ら、都城警察署の建て替え計画について、本部

長にお伺いいたします。

まず、一般論で○警察本部長（平居秀一君）

ございますけれども、警察署につきましては、

治安基盤や防災活動拠点としての機能を十分に

発揮できる施設が必要であると考えておりま

す。

この点、都城警察署の建て替えにつきまして

は、警察法施行令第５条第２号において、警察

署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便

利であるように、他の官公署との連絡等の事情

を参酌して決定するということにされておりま

すことに加えまして、警察署建替調査事業の結

果や人口動態あるいは犯罪や交通事故の発生件

数などの治安情勢、さらに過去の災害状況など

から、総合的に判断する必要があります。

現在、これらを踏まえて、建て替えの計画を

進めているところであります。

今、建て替えの調査費は計上○荒神 稔議員

されているけれども、まだ話せる段階ではない

のかなと思いました。この理由には場所の選定

等もあろうかと思います。

私の思う適材地は、都城盆地の中央地域であ

り、交通体系の利便性もある沖水地区も候補の

一つに取り上げられるとありがたいなと思って
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いるところでございます。

国スポ・障スポの開催地が、日本一古い都城

警察署から日本一新しい警察署で、「おもてな

しの心」に間に合うような計画をしていただけ

れば、大変ありがたいなと思っております。こ

れに加えて、南海トラフの後方支援都市でもあ

りますので、急務な計画をお願いしておきま

す。

今回の質問は、いろいろと中山間地域に住ん

でいればこその内容で、住民からのいろんな相

談事がございます。そして農地の活用、今後、

活用できるものは、その再活用に目を向けな

きゃいけないかなと。そして学校給食も、どこ

よりも先に県が取り組めば、目の前には国の動

向もあるとは聞いておりますので、その辺も大

事かなと。そして工業高校のほうも、人手不

足、こういう状況の中で、いかに若い人が流出

しないように取り込むかも一つの問題だと思い

ます。

また警察のほうも、南海トラフ地震があって

はなりませんが、国スポ・障スポは目の前にあ

りますので、「おもてなしの心」で、日本一の

警察でお迎えしていただければと思っておりま

す。

これで私の一般質問を全て終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

次の本会議は、19日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会
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令 和 ５ 年 ９ 月 1 9 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

内佳菜子議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○山内佳菜子議員

ございます。９月19日、皆さん、今日は何の日

か御存じでしょうか。

ニュージーランドの女性の友人からＬＩＮＥ

が届きました。読ませていただきます。

「９月19日は、世界で初めて国レベルでの女

性参政権をニュージーランドが獲得した日です。

今年は130年目の節目の年。記念式典をＺｏｏｍ

で一緒に見ませんか」という誇りに満ちた文面

内容でした。

片や、新閣僚に５人の女性が登用されたもの

の、副大臣28名、政務官26名の全てが男性とい

う内閣人事が行われているというのが、日本の

現状です。

記念すべき日に、一人の議員として登壇でき

ることに身の引き締まる思いです。

そのような中、今日は、私の事務所のイン

ターン生、宮崎公立大２年の長友陽奈詩さん、

奈須成美さんが来てくれています。ありがとう

ございます。

２人は、県内の大学生15チームが参加した政

策立案コンクールで優勝を果たしました。２人

のテーマは「みんなの声が届く日本」。生まれ

育った宮崎のジェンダーギャップ指数の低さに

着目して、女性を含む多種多様なリーダーが必

要として、解決策を提案しました。

先人の知恵と努力、そしてこれから羽ばたく

若者のみずみずしい感性には、時代をつくる力

があると信じています。

まずは足元から、みんなの声が届く宮崎の実

現に向けて、質問に入ります。

１問目は、日本一挑戦プロジェクトの「子ど

も・若者」について、知事に伺います。

日髙陽一議員の代表質問に対し、河野知事は

「合計特殊出生率日本一」という目標を示し、

「特に第２子以降の希望を後押しする」との答

弁もありました。

この話を聞いたとき、国や全国の自治体の子

供支援策でも、第２子以降、つまり多子優遇策

があふれる中で、「宮崎は第１子から応援しま

す」と打ち出すことはできないのかなと、私は

感じてしまいました。

そこで質問します。「子ども・若者プロジェ

クト」において、第２子以降の希望を後押しす

ることの意図を知事に伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、その後の質

問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

県では、子育て支援対策として、これまで全

ての子供・子育て世帯に対し、ライフステージ

に応じた切れ目のない支援に取り組んできたと

ころであります。

しかしながら、夫婦が理想とする子供の数

と、予定する数にはまだまだ開きがあることか

ら、少子化対策を進める上で、希望する家庭が

希望する子供の数を持てるように支援すること

が重要と考えております。

本県の特徴としまして、多子世帯の割合が高

いことなどが挙げられ、その背景には、通勤時

間の短さや男性の家事時間の長さなど、夫婦で

子育てしやすい恵まれた環境があり、こうした

強みを生かした施策が有効であると考えており
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ます。

このため、もちろん第１子も含めて子供を持

つ、そういう希望をかなえるサポートにしっか

り取り組んでいくわけでありますが、今申し上

げましたような考え方、事情・背景から、特に

「子ども・若者プロジェクト」では、第２子以

降の希望を後押しする施策を構築することとし

たところであります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○山内佳菜子議員

県内自治体でも、第１子支援が既に始まって

います。人口増加率県内トップの三股町は、９

月から制度上、第１子の保育料無償化に乗り出

しました。理由として、「世帯内の児童数に関

わらない支援が行える」「現行制度に多子世帯

優遇の不満感を抱く保護者もいる」との説明が

ありました。

代表質問で答弁がありましたが、これまでの

枠にとらわれない来年度予算、知事の強いリー

ダーシップに注目しています。

ここからは、子供の命や学びに関わる問題

を10問取り上げます。

まず最初に、ホーユーの業務停止に伴う特別

支援学校における県の対応について、教育長に

伺います。

ホーユーの業務停○教育長（黒木淳一郎君）

止に伴い、影響を受けた特別支援学校は５校で

あり、今回の事態を受け、各学校で保護者説明

会を行った後、学校とホーユーとの契約は、県

教育委員会により、９月９日付で解除いたしま

した。

契約解除直後は、５校とも給食を停止し、弁

当などで対応しておりましたが、順次給食を再

開し、本日までに全校で給食を再開しておりま

す。

なお、給食業務を行う調理員につきまして

は、新たな委託業者との契約が決定するまで、

県で直接雇用することとしております。

特別支援学校の給食は、刻み食やペースト食

にするなど、より慎重な対応が必要であるた

め、今後とも各学校と連携し、児童生徒に安全

・安心な給食を提供できるよう努めてまいりま

す。

本日から全５校で給食を再○山内佳菜子議員

開できるとの答弁に、ひとまず安心いたしまし

た。

担当の財務福利課に確認したところ、今回影

響を受けたのは、特別支援学校５校の全児童生

徒約373人、そのうち外注弁当で対応したの

は290人、家庭から弁当を持参しなければならな

かったのは69人、さらに別の１人は刻み食が必

要な児童生徒でしたが、家庭の事情で弁当を

持ってくることは難しく、弁当対応を行った４

日間については、昼食の前に早退して、デイ

サービスに連れていって刻み食を食べるという

対応を迫られたと聞いております。

約20年前までは、県が直接雇用する調理員が

調理していましたが、行財政改革の一環で民間

委託が進みました。ホーユーとの契約開始は８

月１日からで、僅か１か月余りでこのような事

態が起きたわけです。

民間に委託する際の契約の在り方、民間に委

託するのではなく、行政が守るべき分野もある

のではないか。命に関わる公共サービスの在り

方が問われる出来事です。今後もしっかりとし

た対応を求めて、次の質問に移ります。

県内の保護者からメールをいただきました。

読ませていただきます。

小学５年と５歳の２人の息子を育てなが

ら、フルタイムの仕事をしています。５歳の

子はダウン症で、来年度にはみやざき中央支
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援学校に入学する予定です。新１年生の通学

は原則、保護者送迎となっているそうです

が、受入れ時間は８時40分と決められ、それ

以前は不可。この方針は昔からですとの説明

でした。

地域の公立小学校に通う長男は７時半に登

校し、同じ義務教育なのに、この差はどうし

てなのかなと疑問です。

周囲に聞くと、時間まで駐車場で待つ、職

場に相談して、時短勤務やフレックスタイム

のような調整をする。ファミリーサポートセ

ンターの有償ボランティアにお願いするもの

の、対応できるボランティアがいるかも分か

らない状況です。

今は共働き世代も多いですし、頼れる身内

もいない家庭では、このルールは非常に厳し

く、今の時代に合っていないと思います。

困っていることを知っていただくことが必要

だと思い、連絡させていただきました。突然

で申し訳ありません。

という、とても丁寧な文面でした。

そこでお伺いします。特別支援学校の登校時

間を早めることができないか、教育長に伺いま

す。

特別支援学校にお○教育長（黒木淳一郎君）

きましては、登校時、保護者から引継ぎを受け

た直後から、児童生徒一人一人の個性や障がい

に対して、職員が常に対応できる体制を取るた

め、それらを基に登校時間を定めております。

登校時間を早めることにつきましては、一部

の保護者からの要望があることは認識しており

ます。

一方で、登校時間を早めることは、遠方の児

童生徒のスクールバス乗車時刻を早めることに

つながったり、各家庭において、登校に向けた

準備に要する時間が切迫するなど、児童生徒や

保護者の負担過重につながることも懸念されま

す。

このような状況を踏まえますと、登校時間を

早めることは困難でありますが、今後とも、ど

のような支援ができるのか、福祉等の関係機関

とも情報を共有してまいります。

希望する児童生徒だけでも○山内佳菜子議員

早めに受け入れることができないか、研究を続

けていただきたいと思います。

一方、大阪府枚方市では、障がい児の通学を

支援する事業があります。国や県の補助を受け

て市町村が実施する地域生活支援事業の一環

で、対象は一人で通学が難しい児童生徒。市が

契約を結んだ事業所約40か所の中から通学ガイ

ドヘルパーを派遣し、１か月上限2,000円の自己

負担で利用できます。

そこでお伺いします。ほかの自治体の事例を

踏まえ、本県においても、地域生活支援事業に

より、障がい児の通学支援に取り組むことはで

きないか、福祉保健部長に伺います。

地域生活支援○福祉保健部長（川北正文君）

事業による障がい児の通学支援につきまして

は、県内では、３市町において、大阪府枚方市

と同様の条件で、事業の対象として位置づけら

れておりますが、近年の実績はございません。

市町村が実施する地域生活支援事業は、障が

いのある方が自立した生活を営むことができる

よう、国や県の補助を受けて、地域の実情に応

じ、多様なサービスを提供するものであります

が、市町村の財政負担が大きくなっているのが

現状であります。

このため、県としましては、今後とも国に対

し、地域生活支援事業実施のための十分な財政

支援措置を要望するとともに、他自治体の事例
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等を市町村と情報共有することにより、地域に

おける効果的なサービスの提供につながるよう

取り組んでまいります。

今の御答弁でありました○山内佳菜子議員

が、県内では、えびの市、高鍋町、木城町が制

度化をしているものの、保護者の疾病など、対

象条件のハードルがあり、利用実績がないと

伺っています。

子供の学びの機会を保障する、そのために

は、保護者の就労を支えることも大切です。今

後も、教育と福祉でしっかりと連携し、共働き

やひとり親が増えている現在の実態に合った登

校の在り方の検討をお願いします。

話題を替えて、９月は世界小児がん啓発キャ

ンペーン月間です。今年から、ＮＰＯ法人日本

小児がん研究グループの取組に協力いただき、

県庁もゴールドにライトアップいただいていま

す。ありがとうございます。

先日、県内で小児がん患者を受け入れている

宮崎大学医学部附属病院で話を伺いました。

医療の発達で、７割以上の子供たちは長期的

に生存できるようになりました。「子供たちが

自分らしく社会生活を送るためには、入院中や

療養中の学習支援が非常に重要。入院前にいた

学校に戻る際に、せめて授業が分かる状況でな

いと、自分の居場所を見つけられなくなる」と

いう先生方の御意見を伺いました。

同病院には清武せいりゅう支援学校の院内学

級がありますが、授業時間が非常に限られ、医

学部生や看護学生がボランティアで勉強を教え

てくださっています。

そこでお伺いします。長期入院中の子供など

に教育を行う訪問教育学級の現状について、教

育長に伺います。

訪問教育において○教育長（黒木淳一郎君）

は、障がいの状態や入院治療等の事情により、

学校で教育を受けることが困難な児童生徒に対

しまして、教員を派遣して教育を行っておりま

す。

その場合、教員が児童生徒の家庭で行う場合

と、入院する病院内で行う場合とがございま

す。今年度５月現在、県内７校の特別支援学校

で、33名の児童生徒が訪問教育を受けておりま

して、そのうち、17名は家庭で、16名は入院す

る病院内で学んでおります。

訪問教育の授業時間につきましては、学習指

導要領において、実情に応じて適切に定めるこ

ととなっております。本県では、児童生徒の体

調の変化等に十分配慮しながら、教員の移動時

間や学級編制等の状況も踏まえ、小中学部は週

に６時間、高等部は８時間を原則としておりま

す。

非常に限られた時間数だと○山内佳菜子議員

感じます。

オンライン対応などにより、授業時間を増や

すことはできないか、教育長に伺います。

訪問教育では、当○教育長（黒木淳一郎君）

該児童生徒の体調等により、対面では予定して

いた授業を受けられないことがあります。

その際、児童生徒の体調の回復や、治療の状

況に応じてオンラインを活用して授業を行うな

ど、まずは予定していた授業時間の確保に努め

る必要があると考えております。実際、コロナ

禍におきましては、オンラインを活用して授業

を行ってまいりました。

今後は、入院前に在籍の小中学校等とつなぐ

など、オンラインのさらなる活用も視野に入

れ、授業時間の増加について研究してまいりま

す。

ぜひ研究を続けていただき○山内佳菜子議員
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たいと思います。

この３連休は、病気と向き合いながら学び続

ける県内の中高生３人のお話を伺う機会があり

ました。

１人は、学校と医療機関がしっかりと連携

し、授業の様子をオンラインで見せてくれたこ

とに「対応が神」と保護者と口をそろえる子、

また別の子は、事故をきっかけに情報処理能力

が落ち、ほかの子よりも何倍も時間と努力が必

要で、「進学を希望しているけれど大変」と話

し、また別の子の保護者は、「障がい者の就職

の難しさは聞くが、就学もこんなに大変とは」

と言葉少なに話してくださいました。「学校や

先生によって対応が全く違う」という話も聞い

ております。

名古屋医療センターがまとめた「長期療養中

の高校生の希望に応える好事例集」という冊子

では、在籍校、教育委員会、医療機関で連携し

て、長期入院中の生徒のリアルタイムの情報を

共有する体制をつくること、教育委員会や学校

がコーディネーターの役割を担い、オンライン

を含めて、その子に合った教育を提供する方法

や必要性を、実例を交えて紹介しています。

教育委員会としても、特別支援学校だけでな

く小中高校を含めて、誰一人置き去りにしない

教育の研究を深めていただくことを強く求め

て、次の質問に移ります。

清武町にある県立こども療育センターは、児

童福祉法に基づく障がい児療育拠点施設であ

り、医療法による小児整形外科病院としての機

能を備えた県内唯一の施設です。

センター内には医療的ケア児支援センターが

昨年７月に開設され、医療的なケアが必要な子

供を支えるための重要な拠点ともなっていま

す。

そこで質問いたします。こども療育センター

の施設・設備の経年劣化が問題になっていると

聞いていますが、現状と今後の対応について、

福祉保健部長に伺います。

県立こども療○福祉保健部長（川北正文君）

育センターにつきましては、昭和62年に整備し

てから36年が経過しており、一部で雨漏りも見

られるなど、施設の老朽化による課題が顕在化

してきております。

このため、今年度は診療への影響が懸念され

る診察室等の応急補修工事を行うとともに、建

物全体の防水補修工事のための調査・設計を

行っているところであります。

また、建物以外についても、老朽化した設備

の計画的な更新や、利用者のニーズに応じた機

器の導入等により、当センターの機能の充実を

図り、利用者の利便性向上に努めてまいりま

す。

命に関わる施設ですので、○山内佳菜子議員

早急な対応をお願いいたします。

こども療育センターの入所状況を見ると、小

児科の診察が必要な患者の入所は、５年前の平

成30年度は48人でしたが、直近の令和４年度

は575人と、10倍以上に増えています。小児科の

対応が必要な一方で、現在の常勤医は整形外科

だけです。

そこでお伺いします。医療的ケア児などの利

用が増える中、常勤の小児科医の確保が重要と

考えますが、どのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。

近年、たんの○福祉保健部長（川北正文君）

吸引や経管栄養等を日常的に必要とする医療的

ケア児等への支援ニーズの高まりから、こども

療育センターにおける入所児童への小児科の診

察件数は、年々増加傾向にあります。
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こうした中、現在、当センターの小児科で

は、非常勤の医師が交代で診療を行っておりま

すが、療育拠点施設としてのさらなる充実・強

化を図っていくため、常勤小児科医の配置が重

要な課題であると考えております。

このため県では、当センターなどで医療的ケ

ア児等の診療に携わる小児科医の確保・育成を

目的として、宮崎大学と連携した研修等を実施

するとともに、引き続き同大学と意見交換など

を行いながら、小児科医の確保に取り組んでま

いります。

県内唯一の施設で、最後の○山内佳菜子議員

とりでですので、引き続きの御努力をお願いい

たします。

ここからは、地域での受皿となる事業所のこ

とを質問いたします。

８月28日、医療的ケアが必要な子供や大人を

受け入れている宮崎市の事業所「ＨＡＬＥたち

ばな」を運営するホームホスピス宮崎が、宮崎

県に対して要請書を提出、私も同席させていた

だきました。

「ＨＡＬＥたちばな」の堤育子施設長は、こ

うお話しされています。「ゼロ歳で人工呼吸器

をつけた子供を受け入れる保育所はもちろん、

施設はほとんどありません。若い親が重症の子

供を24時間介護し、夜も眠れず、仕事もできま

せん。目をかけてもらえない兄弟の精神も不安

定になり、家族が壊れるケースもたくさん見て

きました」と、地域の受皿の必要性を強く訴え

ています。

ここでお伺いします。県内における医療的ケ

ア児とその受皿となる短期入所施設の現状につ

いて、福祉保健部長に伺います。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

の現状につきましては、医学の進歩を背景に、

近年、増加傾向にあり、全国では約２万人と推

計されており、本県では、今年３月末時点の調

査で確認できた方が192人となっております。

また、御家族の休息や一時的な外出のため、

医療的ケア児等を受け入れることが可能な県内

の短期入所施設は、現在、医療機関が運営する

「医療型」の施設は５か所、福祉事業所が常勤

の看護師を１名以上配置して運営する「福祉

型」の施設は11か所となっております。

医療的ケア児は増えている○山内佳菜子議員

一方で、受皿が足りません。その一つの要因が

報酬の低さです。

「ＨＡＬＥたちばな」のケースで見ると、16

歳の人工呼吸器を装着した子が２泊３日短期入

所した場合、経費16万5,400円に対して報酬は３

万2,730円、僅か５分の１です。

さらに、「ＨＡＬＥたちばな」は「福祉型」

で、報酬が約３倍の「医療型」との報酬の大き

な開きが全国的にも問題視されています。

松戸市には独自の補助制度もあります。要請

書では、国に報酬の見直しを求め、県の独自支

援策を求めていますが、これは、「四つ葉の

会」など、県内の医ケア児のお母さんでつくる

団体も賛同しているところです。「事業所が増

えること、事業所の経営が安定して、サービス

を安心して継続的に使えることが願いです」

と、お母様方からも伺っております。

そこでお伺いします。医療的ケア児を受け入

れる事業所への支援について、県の考えを福祉

保健部長に伺います。

医療的ケア児○福祉保健部長（川北正文君）

等の支援については、より身近な地域におい

て、短期入所や日中一時支援などの受皿を増や

し、御家族の負担軽減のための環境を充実させ

ていくことが重要であります。
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このため県では、医療的ケア児を受け入れる

事業者への支援として、必要な施設・設備の整

備に対する補助や人材育成のための研修に取り

組んでいるほか、九州各県が一体となって、国

に対し、短期入所施設の報酬体系の見直しにつ

いての要望を行っているところです。

引き続き、他県等の情報収集や、関係団体の

皆様との意見交換を行うとともに、来年度の障

害福祉サービスの報酬改定に向けた動向を注視

してまいりたいと考えております。

医療的ケア児などの支援に○山内佳菜子議員

ついて、県としてどう取り組むのか、知事にも

お伺いいたします。

昨年７月、医療的ケア○知事（河野俊嗣君）

児支援センターの開所式で、こども療育セン

ターに赴いた際にも、療育の現場を目の当たり

にし、医療的ケア児とその御家族が、社会から

取り残されることなく、安心して健やかに過ご

せる支援体制づくりが重要であると、改めてそ

のような認識をしたところであります。

本県では、医療的ケア児支援センターに届い

た、医療的ケア児の保護者等からの生の声を

しっかりと支援に結びつけるとともに、各地域

における医療的ケア児等コーディネーターを核

とした、医療・保健・福祉などの関係機関によ

る協議の場の拡充を図ってきております。

今後とも、よりきめ細かなサポート体制の構

築に取り組むとともに、市町村や関係する皆様

と意見交換を行いながら、医療的ケア児とその

御家族が、身近な地域で安心して生活できる環

境づくりを進めてまいります。

受皿がなければ、コーディ○山内佳菜子議員

ネートもできません。現場の声、当事者の声を

施策に反映するよう強く求めて、次の質問に移

ります。

ここからは、情報を守る観点から９問、質問

します。

マイナンバーカードと保険証を一本化するマ

イナ保険証について、県内の市町村国保におけ

るマイナ保険証の利用登録率を、福祉保健部長

に伺います。

国の調査によ○福祉保健部長（川北正文君）

りますと、令和５年６月１日現在で、本県の市

町村国保の被保険者23万5,810人のうち、マイナ

保険証の利用登録者数は14万31人であり、利用

登録率は約59％となっております。

なお、全国における被用者保険も含めた医療

保険全体での利用登録率は、国が８月に公表し

た資料によりますと、52％となっております。

マイナンバーカード取得率○山内佳菜子議員

が全国一の本県で、登録率も伸びているようで

す。ただし、野﨑議員の代表質問でもありまし

たが、県内で１月から７月に、本人の希望で返

納されたマイナンバーカードは135件。トラブル

発覚後の６月以降、増えています。

そこでお伺いいたします。マイナ保険証を持

たない方には、資格確認書が交付されるとのこ

とですが、交付の流れや有効期間について、福

祉保健部長に伺います。

資格確認書に○福祉保健部長（川北正文君）

つきましては、原則、本人の申請に基づき各医

療保険の保険者が交付することとされておりま

したが、国において見直しが行われた結果、当

分の間、マイナ保険証を持たない方全員に、本

人の申請によらず、保険者が職権により交付す

るよう運用が変更されたところであります。

また、資格確認書の有効期間につきまして

は、５年以内の期間で、各保険者において設定

することとされております。

まだ様々なことが不確定で○山内佳菜子議員
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すし、資格確認書を誰に送るのかの確認などの

作業でも、ミスの発生や混乱が予想されます。

デジタル化は日本にとって喫緊の課題ではあ

ります。ただ、強引に突き進むと、かえって国

の情報管理に対しての信頼が落ち、デジタル化

が後退してしまうことにつながるのではないか

と、私は危惧しています。

各種世論調査では、健康保険証の廃止につい

て延期や撤回を求める声が７割を超えていま

す。岸田首相が言う「国民不安に丁寧に対応す

る」とは、民意に応えて、来年秋の健康保険証

の廃止という方針を一旦延期して、今の健康保

険証を存続させた上で、徹底的な総点検を行っ

た上で、国民自らの判断で、マイナカード、マ

イナ保険証を選ぶ道筋をつくることではないで

しょうか。

７月に共同通信が行ったアンケートでは、保

険証の廃止について、「１、予定どおり廃止、

２、延期すべき、３、撤回すべき、４、その

他」を質問し、県内26市町村首長のうち、11首

長は「予定どおり廃止」を、延岡市などの11首

長は「延期すべき」を選択しました。河野知事

は「その他」を選び、「地方の声を聞きながら

進めてほしい」と回答されたようです。

ここで改めて伺います。マイナカードをめぐ

る問題への対応の精査や、紙の保険証を使い続

けたいという国民の声に応えるために、紙の保

険証の廃止については、延期または中止すべき

だと思いますが、知事の考えを伺います。

マイナ保険証につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、より正確な情報に基づく、適切な医療

の提供につながるとともに、就職や退職に伴う

保険証の切替えが不要になるなど、多くのメ

リットがあるとされております。

一方で、マイナンバーカードをめぐっては、

本県でも療育手帳のひもづけの誤りがあったわ

けでありますが、全国的に様々な問題が発生を

しており、このような事案が重なりますと、制

度全体への信頼を損ないかねないことから、こ

うした誤りの是正、そして再発防止に向けた取

組、精査というものは極めて重要だと考えてお

ります。

また、国民への丁寧な説明や、安心してサー

ビスを利用できる環境を構築することを全国知

事会を通じて国へ要望しているところでありま

す。

紙の保険証の廃止につきましては、国におい

て、国民の不安を払拭するための措置が完了す

ることが前提とされておりますので、総点検や

再発防止策などの対策を十分に講じるととも

に、現場や地方の声を踏まえて判断することが

重要だと考えております。

しっかりと国の動向を知事○山内佳菜子議員

として見極めていただきたいと思います。そし

て、この宮崎から声を上げていただきたいと思

います。

次に、情報を守るという観点から、平成30年

９月議会の代表質問で、県議時代の渡辺創衆議

院議員が取り上げた公文書管理について質問い

たします。

渡辺議員は「公文書管理について考える上で

最も大切にしたい視点は、政治・行政の政策判

断は、未来からの検証に耐え得るものでなけれ

ばならないということ」と述べました。その

後、時は流れ、森友・加計学園問題や「桜を見

る会」などでの公文書改ざん、廃棄が問題とな

り、改めてその管理の重要性が高まったところ

であり、また近年では、デジタル化が進む公文

書をどのように保管するかも、国が検討を行っ

ているさなかにあります。
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そこで確認します。公文書の適正な管理につ

いて、現在どのような取組を行っていますか。

また、公文書のデジタル化にどのように対応し

ていくのか、総務部長に伺います。

県では、公文書を○総務部長（吉村達也君）

適正に管理するため、文書取扱規程に、保存期

間をはじめ、作成から廃棄に至るまでの統一的

な基準を定めております。

また、平成30年度に不適正な文書管理が発生

したことから、毎年度、全職員を対象とした文

書取扱チェックシートによる自己点検や、集中

して文書の引継ぎや廃棄、書庫の整理に取り組

む文書整理推進期間の設定により、公文書の適

正管理に対する意識向上を図っております。

さらに、公文書のデジタル化については、次

期文書管理システムの令和７年度運用開始に合

わせて、公文書の管理方法を全体的に見直すこ

ととしており、その中で、デジタル化に対応し

たルールを整理することとしております。

歴史的な価値がある公文書○山内佳菜子議員

は、歴史資料文書と判断され、文書センターに

保存する流れとなっています。

この文書センターは約７万冊保管されていま

すが、研究者から「どんな資料があるのか分か

らない。他県のように保管している資料の目録

を公開してほしい」など、利便性の向上を求め

る御意見をいただき、担当課に伝えたところで

す。

そこで、文書センターについて、県民などが

より利用しやすい運営が求められていますが、

県の取組を総務部長に伺います。

文書センターは、○総務部長（吉村達也君）

歴史的価値のある公文書等を選別収集し、適切

に管理保存することを目的に設置しており、県

民との共有財産として所蔵資料を広く活用して

いただく観点から、閲覧サービスも実施してお

ります。

現在、さらなる利便性向上を図るため、所蔵

している文書とその内容を整理した公開用目録

を作成するとともに、利用者が求める資料を速

やかに特定し、的確に案内できるよう、国立公

文書館が認証するアーキビストという公文書管

理の専門職の養成を進めております。

今後とも、公文書等の適切な管理保存を図る

とともに、様々な方が利用しやすい文書セン

ターの運営に努めてまいります。

迅速な対応をいただき、あ○山内佳菜子議員

りがとうございます。今後も未来の県民の財産

を守り、活用する方法を研究いただくことを要

望して、次からは県立図書館の質問に移りま

す。

県立図書館の施設整備について、老朽化の状

況を教育長に伺います。

現在の県立図書館○教育長（黒木淳一郎君）

は４代目に当たり、開館から35年が経過し、施

設の老朽化が見られるところであります。

具体的には、建物の壁にひび割れや、書庫の

一部に雨漏りが見られたり、電気や空調、それ

を管理する中央監視盤にも、不具合が生じたり

しております。

そのため、現在、電気設備の更新を行ってい

るところでありますが、今後も、その他の改善

が必要な箇所につきましては、計画的に対策を

講じていきたいと考えております。

先月ヒアリングに伺ったの○山内佳菜子議員

ですが、そのときは１階南玄関が雨漏りのため

閉鎖、中央監視盤の不具合のため、空調を手動

で操作しなければならず、火災の際も手動で行

うこととなり、大火に見舞われた図書館の歴史

を振り返ると、対応が必要ではないでしょう
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か。16ミリフィルムがよじれて視聴できない状

態になっているものもありました。

そこで、県立図書館における資料の保存状況

について、教育長に伺います。

県立図書館では、○教育長（黒木淳一郎君）

古文書や一般資料、フィルムなどを保存してお

り、それぞれの資料に応じて、適正な温度や湿

度での管理に努めているところであります。

しかしながら、歴史的価値のある16ミリフィ

ルム等の郷土資料の中には、経年劣化により、

例えば昭和34年の「宮崎県政だより」に収めら

れた映像など、視聴が困難なものも出てきてお

ります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

適正な保管の在り方について、必要な検討を

行ってまいります。

16ミリフィルムの中には、○山内佳菜子議員

視聴できるかどうか業者に委託して確認しない

と分からないけれども、その確認さえ予算が伴

うため、確認できていないというものも少なく

ないと聞いております。

続いて、県立図書館の収蔵能力の現状と今後

の対応について、教育長に伺います。

現在、県立図書館○教育長（黒木淳一郎君）

は、約84万点の資料を収蔵しておりまして、毎

年約１万4,000点ずつ増えております。

令和３年度に、書庫の収蔵能力についての実

態調査を行った結果、令和13年度には96万点と

なり、上限に達すると想定したところでありま

す。

そのため、既存施設の活用や書庫の増設、資

料のデジタル化など、あらゆる視点から、収蔵

スペースの確保に向けた研究を行い、できるだ

け早く方針を固めていきたいと考えているとこ

ろであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

利用者や時代のニーズを適切に把握し、県民の

財産である貴重な資料等を後世に残せるよう努

めてまいります。

年間１万4,000点ずつ資料が○山内佳菜子議員

増える中、令和13年度、つまりあと８年しかタ

イムリミットがないということです。

令和２年には、日本図書館協会の図書館施設

委員会委員が代表を務める「栗原研究室」か

ら、「宮崎県立図書館の機能強化に向けての調

査報告書」というものが提出されています。

約100万冊の収蔵能力増が必要とされ、図書館

西側に別棟で５階建ての書庫棟増設が提案され

ていますが、その後、具体的な検討や計画はな

されていません。この増設構想を含め、既存施

設の活用、市町村との連携も含めて、早急な検

討が必要ではないでしょうか。

県立図書館の開館は1902年、全国で３番目に

古い公立図書館です。敗戦直後に県民が打ちひ

しがれている際には、宮崎出身の作家、中村地

平を館長に招き、青島での臨海文庫や、農山漁

村に本を運ぶ農村文庫などのユニークな取組満

載で、現在の図書館サービスの基礎となってい

る事業は数多いと伺っております。

現在の４代目の図書館は、1988年に落成、当

時の松形知事が、置県百年記念事業として、宮

崎大学農学部跡地に約400億円をかけて、県民文

化の拠点、宮崎県総合文化公園の一角に整備し

ました。

15日の齊藤了介議員の一般質問で河野知事

は、教育について「未来を切り開く力を与える

もの」「年を重ねるたびに教育の大切さ、人づ

くりの大切さを感じている」と語られました。

私は、今回の一般質問で述べた、長期療養中

の子供たちへの学び、公文書、文書センター、
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県立図書館も、先人が培った歴史を学び、人を

育てるための唯一無二の財産、未来への投資に

値するものだと思っております。

そこでお伺いします。「知の拠点」である県

立図書館の役割認識と、今後の施設整備につい

て、知事に伺います。

明治35年に開館した県○知事（河野俊嗣君）

立図書館は、御指摘のとおり、京都、秋田に次

いで全国で３番目に古い、当時の教育関係者の

情熱によるものでありますが、120年以上にわ

たって「知の拠点」として、県民の生涯の学び

を支えるとともに、宮崎の歴史・文化を伝える

上で重要な役割を担っているものと認識してお

ります。

私もよく図書館を利用しておりますが、特集

コーナーや新刊コーナーにどんな本が並んでい

るか、それを拝見するのが楽しみであります

し、絵本が好きなものですから、子供の本コー

ナーに入り浸って読むこともありますが、親子

連れで読み聞かせなどをしている姿は大変いい

ものだなと思います。

カウンターで本の貸し借りをする日常的な風

景に加え、参考書を横に置いて学んでいる学生

の姿、また、展示された郷土資料などを見る

方々などの姿を目にして、改めて図書館という

ものが、県民の皆様にとって大切な場所である

と感じているところであります。

本県は、子供から大人まで、生涯にわたって

読書に親しむ「読書県みやざき」づくりを推進

しております。

ただいま様々な課題というものを指摘いただ

いたわけですが、しっかりと現場の声、実態と

いうものを受け止めながら、今後とも計画的に

整備の検討を行うとともに、これまで以上に県

民に愛され、親しまれる図書館づくりを目指し

てまいります。

岩切達哉県議の代表質問で○山内佳菜子議員

も取り上げられましたが、以前は日本一の読書

県を目指されていたという経緯もあると思いま

す。

今回は、県立図書館に絞って取り上げました

が、文書センターや博物館、美術館と併せて、

置県140年の節目に合わせて、文化拠点、知の拠

点の今後の在り方、役割を総合的に考える、よ

い節目になるのではないでしょうか。特に、図

書館はあと８年というタイムリミットもあるの

で、県民、市町村、有識者も交えて考えるきっ

かけとしていただきたいと思います。

最後に、多様な社会・人権を守る観点から、

性的マイノリティー関連で４問、質問します。

２月議会で西村賢議員が提案した対応マニュ

アルについて確認いたします。

性的マイノリティーの児童生徒から相談が

あった場合の対応について、マニュアルなどの

作成は進んでいますか。また、当事者の声は反

映されているのか、教育長に伺います。

教職員が相談を受○教育長（黒木淳一郎君）

けた場合の対応マニュアル等につきましては、

法律や個別の事情に配慮する必要性等を示した

文部科学省の資料を踏まえ、現在、作成中であ

ります。

また、県内で啓発、講演活動に取り組まれて

いる当事者や関係の方々の御意見も参考にしな

がら、作成を進めてまいります。

あわせまして、今年６月に、いわゆるＬＧＢ

Ｔ理解増進法の制定もありましたので、リーフ

レットも見直しております。

今後の計画といたしましては、リーフレット

も含め、年度内に作成を完了し、各学校へ配付

いたします。次年度の初めには、管理職向けに
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説明、周知を行い、教職員に向けた研修にも取

り組んでまいります。

西村議員も紹介された黒木○山内佳菜子議員

瑞季さんは、心は女性なのに体は男性で生まれ

たトランスジェンダーです。

学校のトイレに行けない、いじめられて死に

たいと追い詰められるなど、苦しい幼少期を経

て、子供たちに絶対に自分と同じ思いはさせた

くないという強い思いから、学校や行政で講演

を多数行い、宮崎県男女共同参画地域推進員と

しても活動されています。

黒木さんは、「学生時代、一番相談したかっ

たのは、親でも先生でも医師でもなく、当事者

の人だった。どう生きていけばいいのか、当事

者に一番聞きたかった」とおっしゃっており、

当事者を交えた相談体制の充実を提案していま

す。

そこでお伺いいたします。性的マイノリ

ティーに関する相談窓口に当事者を配置するな

ど、当事者と連携する考えはないか、総合政策

部長に伺います。

県では、性○総合政策部長（重黒木 清君）

的マイノリティーに関する相談について、内容

に応じて、宮崎県男女共同参画センターの総合

相談や、宮崎県人権啓発センターの人権相談窓

口などで対応しており、令和４年度は、男女共

同参画センターで23件、人権啓発センターで１

件の相談を受けております。

各窓口では、相談者に寄り添い、助言を行う

とともに、必要に応じて、より適切な相談機関

を案内しておりますが、相談者の御要望により

ましては、県内の当事者団体を案内するなどと

いった対応を取ることとしております。

県といたしましては、今後も当事者団体等の

御意見を伺いながら、相談体制の充実に努めて

まいります。

23件、１件、県の相談件数○山内佳菜子議員

は非常に少ないと感じます。当事者と連携し

て、生きづらさを抱える人に寄り添う体制づく

りを強く求めます。

ここからは、これまでも数多くの議員がこの

宮崎県議会で質問してきました、パートナー

シップ宣誓制度についてお伺いします。

県はどのように取り組んでいるのか、総合政

策部長に伺います。

パートナー○総合政策部長（重黒木 清君）

シップ宣誓制度については、当事者の悩みや困

り事などを県民に理解していただく基盤づくり

が重要であると考えております。

このため県では、今年３月に作成したハンド

ブックを活用し、性の多様性の理解に向けた研

修会や、県政番組等での啓発に取り組んでおり

ますが、さらに、県職員が性的マイノリティー

の方々に対応するためのハンドブックの作成等

も進めているところであります。

また、当事者の困り事の解消のための住民

サービスにつきましては、市町村の理解と協力

が必要であるため、昨年度からこれまで、９市

５町と個別に意見交換を進めております。

宣誓制度を導入済みの自治体からは「導入済

みの他の自治体との連携に取り組んでいきた

い」、未導入の自治体からは「制度導入に関す

る住民の要望等は寄せられていない」等のお話

を伺っております。

意見交換を進める上で、県○山内佳菜子議員

が今後どのように対応されるのかということを

非常に注目しているところではあります。

県は昨年７月から、県営住宅で入居できる同

居親族として、パートナーシップ宣誓をしてい

る同性パートナーを認めています。入居は認め
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ているのに、県はその前提となる制度を持たな

いのでは、組織内で矛盾を抱えているようなも

のではないでしょうか。県も制度の導入へ向け

て努力すべきではないでしょうか。

47都道府県のうち、制度を導入済みなのは14

都府県で、10月から導入する香川、島根県を含

めると16都府県になります。人口カバー率は70

％を超えています。６月のＬＧＢＴ理解増進法

の施行も後押しとなっているようです。

そこでお伺いいたします。都道府県レベルで

パートナーシップ宣誓制度の導入の動きがあり

ますが、ほかの都道府県の事例を調査研究して

いますか。また、する考えはありますか、総合

政策部長に伺います。

パートナー○総合政策部長（重黒木 清君）

シップ宣誓制度に係る他都道府県の取組につい

ては、これまでも導入の有無や、導入している

場合にはその内容について、必要な情報収集を

行っているところであります。

今後も、他の都道府県の動向については、継

続して把握してまいります。

ぜひその研究の、その先の○山内佳菜子議員

対応についても強く求めたいと思います。

宮崎市の当事者支援団体「レインボービュー

宮崎」が、県庁のライトアップの時期に合わせ

てパレードを始めて５年になります。

私は昨年から参加しています。知事は参加さ

れたことはありますか。今年の様子を伝える動

画は御覧になりましたか。Ｘ（旧ツイッター）

での再生回数は１万8,000回を超えています。

「河野知事、宮崎県でも県単位のパートナー

シップ宣誓制度を一日も早く導入してくださ

い」というメッセージを参加者全員でコールし

ました。

そこでお伺いします。パートナーシップ宣誓

制度導入の方向性について、知事に考えをお伺

いします。

先ほどのパレードに参○知事（河野俊嗣君）

加したことはありませんが、報道等でそのよう

なパレードが行われていること、そのメッセー

ジについても理解しているところであります。

御質問のパートナーシップ宣誓制度は、性的

マイノリティーの方々の生きづらさの解消を目

的に、各自治体が同性カップルに婚姻に相当す

る関係であることを証明するものであります。

この制度については、制度が必要とされる背

景などを県民の皆様に理解していただくととも

に、行政サービスを提供する市町村の協力を得

ることが不可欠でありまして、そのような基盤

づくりに取り組んでいくことが重要であると考

えております。

このため、県としましては、引き続き、この

制度を含めた性的マイノリティーの人権問題に

つきまして、県民への啓発活動を進めるととも

に、これからも、市町村、当事者の方々との丁

寧な意見交換にしっかりと取り組んでまいりま

す。

パートナーシップ宣誓制度○山内佳菜子議員

は、カップルを認めるだけの制度にとどまら

ず、人権問題を解消するための一つの入り口と

して、一人一人が安心して生活できる自治体を

目指していますという、メッセージ性が強い政

策だと感じています。

昨年12月に宮崎日日新聞が知事選立候補者に

行ったアンケートで、「パートナーシップ宣誓

制度を県も導入すべきだ」という質問に対し

て、候補者の３人中２人は「○」、つまり賛成

と答え、河野知事だけが「△」、どちらとも言

えないと回答しています。

そもそもパートナーシップ宣誓制度を自治体
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が導入するのは、日本で同性婚が認められてい

ないことが背景にあるのですが、今年４月の県

議選立候補者アンケートでは、「同性婚を法的

に認めるべきだ」という問いに対して、当選し

た39人、今現在、議場にいる議員39人の皆様で

すが、その半数を超える21人が「○」と回答し

ています。

改めて、同性婚について、知事の考えをお伺

いします。

我が国の法制度上、現○知事（河野俊嗣君）

在の法制度上では同性婚は認められておりませ

んが、このことに伴う生きづらさを訴える当事

者がおられ、様々な動きも出てきております。

当事者も様々な思いを抱えた方がおられます

ので、しっかりとその思いに寄り添いながら、

今後、社会全体において、多様な議論を進めて

いくべきものと考えております。

６月には、先ほど御指摘いただきました、い

わゆるＬＧＢＴ理解増進法が公布・施行され、

地方自治体についても、性の多様性の理解増進

に係る努力義務が定められたところでありま

す。

県といたしましては、今後の議論の動きを注

視しながら、性的マイノリティーの方々が安心

して暮らせる地域社会づくりに向けて、しっか

りと取り組んでまいります。

ありがとうございます。今○山内佳菜子議員

日は合計26問、質問させていただきました。議

場でお聞きの皆様、そしてインターネット中継

をお聞きいただいている皆様、御視聴いただき

ありがとうございました。

私の意見、そして県の考えを、皆様が今どの

ように受け止めておられるのかを今後もしっか

り研究して、皆様の声が届く宮崎となるように

精進してまいりたいと思います。

また、河野知事にも一層の御理解と御協力を

お願いして、私の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

次は、永山敏郎議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○永山敏郎議員

は。都城市選出、県民連合立憲の永山敏郎で

す。今回が初質問となります。これまで、市役

所職員として当局の答弁の作成等には関わって

おりましたが、実際に自分が質問する側になり

ますと、やはりどうしても勝手が違っておりま

す。大変緊張しておりますが、どうぞよろしく

お願いします。

それでは、通告に従い質問させていただきま

す。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

先日の代表質問でも取り上げられましたが、

８月12日付の毎日新聞の朝刊で、「分権は出来

レース」という見出しで、税収の偏在是正措置

をめぐるやり取りが報道されました。「対等関

係骨抜き」という小見出しも大変センセーショ

ナルに感じました。

この記事の内容についてはここでは問いませ

んが、地方分権の在り方と、国と地方の関係性

を問う、非常に興味深い内容でした。

1993年の国会における「地方分権の推進に関

する決議」以降、長い年月をかけ地方分権が進

められてきました。2000年に地方分権一括法が

施行され、国から地方への権限移譲も進み、国

と地方の関係性も「上下・主従関係」から「対

等・協力関係」に転換することになったと言わ

れています。

自分たちの地域に関することは、自分たちが

主体となって決めるという理念に従い、地方分

権が進められてきましたが、まだまだ道半ばと
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感じています。

そこで、地方分権に関する認識と、国と地方

の関係の在り方について、知事のお考えをお伺

いします。

以上、壇上からの質問とし、以降の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

地方分権は、地方が自己決定、自己責任の原

則の下、自らの発想と創意工夫により、それぞ

れの地域の特性に応じた、魅力ある地域づくり

を進めるための基盤となるものであります。

これまで、義務づけ・枠づけの見直しや、国

から地方への税源の移譲など、地方分権の取組

は着実に進展してまいりましたが、制度運用に

当たっての「従うべき基準」をはじめとした、

地方に対する国の関与が依然として残るなど、

今後も国と地方の役割の見直しや明確化が必要

であり、その取組をさらに進めることが重要で

あります。

私は、国と地方の関係はあくまで対等であ

り、それぞれの役割の下、互いに協力し、諸課

題に対応していくことが重要であると考えてお

ります。

このため、本県知事として、また全国知事会

の副会長や地方税財政常任委員長など、地方の

代表として様々な役割を担う中で、本県はもと

より地方の意見を国に対してしっかり伝えると

ともに、国と地方がそれぞれの責任を果たすこ

とで、地域の多様性の維持・発展を図っていく

ことができるよう、引き続き取り組んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。知事○永山敏郎議員

も、地方分権の推進には、まだまだ解決すべき

課題があると認識されていると理解いたしまし

た。ぜひ、引き続き全国知事会でも連携いただ

き、課題解決に向け、御尽力いただきますよう

お願いいたします。

国と県、そして基礎自治体は、連携・協力す

べきパートナーと認識しております。新型コロ

ナウイルスの対策でもそうでしたが、国や地方

を取り巻く課題の解決において、三者の連携は

不可欠です。引き続きしっかりと連携をお願い

します。

次に、就職氷河期世代への支援についてお伺

いします。

少し私自身について話をさせていただきま

す。

私は1977年生まれ、現在46歳になります。地

元都城市の小学校、中学校、高校を卒業し、県

外の大学を卒業したのが1999年、まさに就職氷

河期真っただ中でした。民間企業の採用は絞ら

れ、公務員試験にも応募が殺到し、公務員にな

るにも高い倍率をくぐり抜けなければなりませ

んでした。

当初、教員を志望していた私は、教員採用試

験をパスすることができずに実家に戻り、１年

間、就職浪人として過ごしました。短期のアル

バイト等もしておりましたけれども、あの「自

分が社会から取り残されているのではない

か」、そのような感覚、焦燥感は、いまだに忘

れることができません。

私は翌年、何とか市役所に採用となりました

が、私と同世代やその前後の氷河期世代の多く

の仲間は、希望する就職ができず、現在も不安

定な仕事に就いていたり、あるいは無業の状態

にある方も多く存在していると認識していま

す。

国は、2019年に「就職氷河期世代支援プログ

ラム」を取りまとめ、社会全体で支援を行って
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いく方針を打ち出しました。これまで自己責任

論にさらされてきた氷河期世代に対し、ようや

く支援の手が差し伸べられることになりまし

た。

それでは、初めに、本県における就職氷河期

世代への支援体制と県の役割について、商工観

光労働部長にお伺いします。

就職氷○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

河期世代の方々への支援体制につきましては、

令和元年に策定された、国の「就職氷河期世代

支援プログラム」に基づき、宮崎労働局が主催

し、県や各種経済団体等で構成する「みやざき

就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」が

設けられています。

このプラットフォームでは、令和２年度から

４年度までを第一ステージ、令和５年度から６

年度までを第二ステージとする事業実施計画を

策定し、各構成機関において様々な取組が進め

られております。

また、プラットフォームにおける県の主な役

割は、その運営において、宮崎労働局をサポー

トするとともに、市町村との連絡調整等を担っ

ております。以上でございます。

国、県、各種経済団体が連携○永山敏郎議員

しての支援体制、「みやざき就職氷河期世代活

躍支援プラットフォーム」での取組が、現在４

年目と理解いたしました。

それでは、「みやざき就職氷河期世代活躍支

援プラットフォーム」の支援対象者とその数に

ついて、商工観光労働部長にお伺いします。

支援対○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

象者は３つの区分に分かれており、その数は、

区分ごとに国において独自に推計されていま

す。

まず、正規雇用を希望しながら非正規雇用を

余儀なくされているなど「不安定な就労状態に

ある方」は、本県では4,400人となっています。

次に、就職を希望しながら十分な就職活動が

できていないなど、「長期にわたり無業の状態

にある方」は2,367人となっています。

最後に、ひきこもりの状態にあるなど「社会

参加に向けた支援を必要とする方」は、必ずし

も就労に向かうことが望ましいとは限らないこ

とから、推計の対象とされておりません。

なお、これらの数値は、あくまで推計値との

ことで、プラットフォームにおいて取組を進め

る上では、ハローワークの求職者数や就職実績

なども活用しております。

繰り返しますが、対象を３つ○永山敏郎議員

の区分に分け、「不安定な就労状態にある方」

が4,400人、「長期にわたり無業の状態にある

方」が2,367人、「社会参加に向けた支援を必要

とする方」については、推計の対象としないと

いう答弁をいただきました。

では、「みやざき就職氷河期世代活躍支援プ

ラットフォーム」の具体的な支援内容を伺って

いきます。

当初、就職氷河期世代支援については、３年

間の集中的な支援に取り組む方針が打ち出され

ていました。

「みやざき就職氷河期世代活躍支援プラット

フォーム」が第一ステージとして位置づけた、

令和２年度から４年度までの３年間における事

業実施計画の目標とその達成状況について、商

工観光労働部長にお伺いします。

第一ス○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

テージの事業実施計画における目標及び達成状

況につきましては、まず、「不安定な就労状態

にある方」ですが、主な目標として、「令和４

年度末の正規雇用者数2,400人増」を掲げたとこ
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ろ、宮崎労働局によりますと、就職氷河期世代

の方全体で5,051人の増加となっております。

次に、「長期にわたり無業の状態にある方」

につきましては、主な目標として、「みやざき

若者サポートステーションでの相談件数1,100

件」を掲げていましたが、こちらは新型コロナ

の影響もあり、963件と目標を下回っておりま

す。

最後に、「社会参加に向けた支援を必要とす

る方」ですが、主な目標として、「地域レベル

でのひきこもり相談窓口の明確化・周知」を掲

げ、これについては、県内全市町村で相談窓口

を設置することができたところです。

それぞれ目標達成、未達の項○永山敏郎議員

目がありますが、とりわけ「不安定な就労状態

にある方」への支援について、正規雇用者数の

増加が、目標の2,400人を大きく上回る5,051人

の増加とのことであります。プラットフォーム

での取組の成果と捉えます。ありがとうござい

ます。

それでは、引き続き、第二ステージとして位

置づける、令和５年度から令和６年度までの２

年間における宮崎県の事業実施計画の目標とそ

の達成の見通しについて、商工観光労働部長に

お伺いします。

第二ス○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

テージの事業実施計画における目標等につきま

しては、まず、「不安定な就労状態にある方」

ですが、主な目標として、「ハローワーク紹介

による正社員就職者数を3,400人」とすることを

掲げています。

次に、「長期にわたり無業の状態にある方」

ですが、主な目標として、「みやざき若者サ

ポートステーションの新規登録者を90人」とす

ることを掲げています。

最後に、「社会参加に向けた支援を必要とす

る方」ですが、主な目標として、「幅広い相談

支援を行うための専門チームの配置」を掲げて

います。

これらの目標の達成に向けては、プラット

フォームの構成機関と協力して取組を推進する

必要がありますので、第一ステージでの取組状

況も踏まえながら、引き続き連携を図ってまい

ります。

この第二ステージは、新型コ○永山敏郎議員

ロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の変

化を捉え、新たに設定されたものです。支援策

による正規雇用者数の増加は見られましたが、

一方で、正規雇用から失業に転じる方々が生じ

るなど、効果が相殺された側面があると分析さ

れています。

先ほどの第一ステージにおける正規雇用者

数5,051人の増加は、減少分は含まれていないと

のことですので、支援対象者は依然として多く

存在すると考えます。第二ステージにおきまし

ても、ぜひ目標達成に向けた取組をお願いしま

す。

それでは、さらに踏み込んで、３つの区分そ

れぞれの対象者への支援策についてお伺いして

いきます。

まず、「不安定な就労状態にある方」に対す

る県の支援内容について、商工観光労働部長に

お伺いします。

「不安○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

定な就労状態にある方」につきましては、不本

意ながら非正規雇用で働いている方が多いこと

から、早期の正規雇用化に向けた支援が必要と

考えております。

このため、県におきましては、就職のための

スキルアップや新たなキャリアへの挑戦のため
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の支援として、支援対象者を含む全ての求職者

を対象とした、職業能力等の習得を目指す訓練

を実施しております。

特に支援対象者の方々に対しましては、人材

を求める県内企業との出会いの場として、令和

３年度から「就職氷河期世代マッチング支援事

業」を実施し、対面とオンラインでの合同面談

会を開催しております。

職業能力訓練やマッチング支○永山敏郎議員

援に取り組んでいるとのことです。

それでは、「就職氷河期世代マッチング支援

事業」について、これまでの実績と今年度の計

画をお伺いします。また、宮崎労働局が実施し

ている同様の事業との連携の状況についても、

併せて商工観光労働部長にお伺いします。

「就職○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

氷河期世代マッチング支援事業」につきまして

は、令和３年度からの２年間で、合同面談会を

６回開催しており、全体で119名の参加があった

ところです。

この事業の就職決定者数は、対象世代が限ら

れた中ではありますが、令和３年度が13人、令

和４年度が19人であり、これまで32人の方々を

正規雇用に結びつけることができました。

また今年度は、面談会を９月９日にイオン

モール宮崎で対面により開催したところであ

り、今後は10月と１月にオンラインでの開催も

予定しております。

同様の面談会は、宮崎労働局においても実施

しており、実施時期の調整や周知・広報の協力

など、様々な連携を図っているところでありま

す。

実際に私も９月９日土曜日に○永山敏郎議員

行われました合同面談会を見学してまいりまし

た。服装自由、入退室自由、履歴書不要、飛び

込み参加オーケーと、気軽に参加しやすい工夫

がなされておりました。私も窓口に行きました

ら、「当日受付はこちらです」と、気軽に声を

かけていただいたところです。

就職に結びついた人数は、支援対象者全体か

らすると少数かもしれませんが、実際に効果の

ある事業であります。

国との連携についても、宮崎労働局は９月26

日火曜日に面談会を予定していますが、開催時

期や曜日など、すみ分けが工夫されていると認

識いたしております。多くの方に参加いただけ

ますよう、引き続き周知等をよろしくお願いし

ます。

次に、「長期にわたり無業の状態にある方」

への県の支援内容について、商工観光労働部長

にお伺いします。

「長期○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

にわたり無業の状態にある方」につきまして

は、支援施設として国が設置しているみやざき

若者サポートステーションにおいて、社会参加

や就労に踏み出していただくための個別相談や

各種セミナーなど、様々なプログラムが行われ

ております。

県といたしましても、本人の適性に応じた支

援を行う観点から、これらの国の支援プログラ

ムに追加して、心理カウンセリングや短期の

ジョブトレーニングを行っているところです。

さらに県では、福祉事務所等への出張相談

で、支援対象者の掘り起こしを行いながら、ハ

ローワーク等との連携の上、個人の状況に応じ

た相談対応を行っております。

若者サポートステーション、○永山敏郎議員

通称サポステは、働くことに悩みを抱えた若者

を支援する目的で、国と県との協働で設置した

機関ですが、対象年齢を49歳まで引き上げ、サ
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ポステ・プラスとして就職氷河期世代への支援

が開始されました。

それでは、みやざき若者サポートステーショ

ンにおける、就職氷河期世代の登録者数と利用

状況についてお伺いします。また、利用促進に

向けた課題と今後の取組についても、併せて商

工観光労働部長にお伺いします。

みやざ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

き若者サポートステーションは、宮崎市、都城

市、延岡市の県内３か所に設置されており、就

職氷河期世代の方々の新規登録者数は、令和２

年度が24人、令和３年度が36人、そして令和４

年度が54人と、年々増加しております。

また、新規登録者も含めた就職氷河期世代全

体の利用状況につきましては、令和２年度が503

件、令和３年度が1,058件、そして令和４年度

が1,496件と、こちらも年々増加しているところ

であります。

今後、一層の利用促進を図るためには、支援

対象者のさらなる掘り起こしが必要と考えてお

り、県といたしましても、関係機関と連携しな

がら、継続的な周知・広報に取り組んでまいり

ます。

新規登録者数、利用件数とも○永山敏郎議員

に増加傾向となっています。就労に向けた個別

相談以外にも、セミナーやジョブトレ、職業体

験などに参加される方も多いと考えます。

私も実際にみやざき若者サポートステーショ

ンを見学させていただきました。相談ブースも

プライバシーに配慮した造りになっています。

スタッフの皆さんも、利用者一人一人に合わせ

た対応、大変丁寧な支援を心がけていただいて

おり、大変ありがたく思います。引き続き、き

め細かな相談対応をよろしくお願いします。

さて、支援対象者のさらなる掘り起こしが必

要であるという認識でありますけれども、今年

度、県事業として実施する「就職氷河期世代ア

ウトリーチ強化事業」について、商工観光労働

部長にお伺いします。

「就職○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

氷河期世代アウトリーチ強化事業」につきまし

ては、県として、今年度から新たに実施するも

のであり、みやざき若者サポートステーション

の都城及び延岡の相談所に、支援員をそれぞれ

１名ずつ配置し、支援対象者の掘り起こしや訪

問相談等を行っているところであります。

この事業により、遠距離で来所が困難であっ

た方や、来所での相談に心理的負担を感じてい

た方などにとっては、今後、継続的に、また安

心して相談いただけるものと期待しておりま

す。

県といたしましては、引き続き、支援対象者

の状況に応じた支援メニューを提供すること

で、就職氷河期世代の方々のさらなる雇用につ

なげてまいります。

相談にサポステまで足を運ぶ○永山敏郎議員

ことのハードルが高い方も多いと思います。訪

問支援による訪問相談等で、多くの方に支援が

行き届きますよう対応をお願いいたします。

ひきこもり状態にあるなど、「社会参加に向

けた支援を必要とする方」への支援について

は、対象が就職氷河期世代にとどまらないこと

から、後ほど別項目で質問いたします。

2019年、令和元年に、兵庫県宝塚市が全国に

先駆けて、就職氷河期世代を対象とした職員採

用試験を実施しました。３名の募集に対し、北

海道から沖縄まで、全国から1,800人を超える応

募があり、報道でも大きく取り上げられまし

た。インタビューを受ける受験者たちの切実な

声。就職氷河期世代の問題が、社会問題として
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改めてクローズアップされた瞬間です。

国は同年、「就職氷河期世代支援に関する行

動計画2019」を策定し、その中で、国家公務

員、地方公務員の中途採用の促進にも取り組む

方針を打ち出しました。それを受け、翌年以

降、全国の多くの自治体で、就職氷河期世代を

対象とした公務員採用試験が実施されました。

それでは、就職氷河期世代を対象とした、本

県の職員採用選考の実績と今年度の計画につい

て、総務部長へお伺いします。

当該世代を対象と○総務部長（吉村達也君）

した採用試験につきましては、年齢や一定期

間、正規雇用労働者として雇用されていないこ

となどの要件を満たす方を対象に、令和２年度

以降、毎年度実施しております。

これまでの実績は、令和２年度が採用予定者

３名に対して175名から応募があり、３名を採

用、令和３年度が採用予定者４名に対して111名

から応募があり、４名を採用、令和４年度が採

用予定者６名に対して117名から応募があり、６

名を採用しております。

今年度は採用予定者数を３名とし、現在、10

月15日に実施する第１次試験の受験者を募集し

ているところであります。

採用予定者数に対し、多くの○永山敏郎議員

応募があったようです。

今年度の試験案内を確認しましたところ、受

験資格については、今年度53歳になる方から38

歳になる方が対象となります。まさに就職氷河

期世代を広く対象とした試験になっています。

また、「一定期間、正規雇用労働者として雇

用されていないこと」も条件にされておりま

す。本来の趣旨、不本意ながら不安定な職に就

いている方を対象とした採用試験になっている

と感じます。

採用予定人数には限りはありますが、県とし

てもしっかり対応いただいていることに感謝申

し上げます。

受付期間が９月28日までとなっております。

初回の令和２年度以降、応募者数は減っている

ようですが、多くの対象の方に採用試験の情報

が届きますよう、ＳＮＳ等、様々な媒体での告

知をお願いいたします。

続いて、県内市町村における就職氷河期世代

を対象とした職員採用選考の実施状況につい

て、総務部長にお伺いします。

令和４年度の実施○総務部長（吉村達也君）

状況になりますが、延岡市と門川町が当該世代

に限定した職員採用試験を実施しております。

また、９市町村が同世代も対象年齢とした職

員採用試験を実施しており、合わせて11市町村

で13名が採用されております。

令和４年度の採用人数が県内○永山敏郎議員

市町村で13名、県職員の６名と合わせましても

約20名、なかなか狭き門となっております。

国の方針にもありますとおり、民間企業にお

ける正規雇用の推進と併せ、公務員の中途採用

の促進にも積極的に取り組んでいかなければな

りません。

今年度から、公務員の定年引上げが実施され

ます。その影響で、どの自治体でも新規採用者

数を抑制することが考えられますが、就職氷河

期世代への支援を目的とした採用試験の実施に

ついて、引き続き、県を挙げて取り組んでいた

だきますようお願いいたします。

また、公務員の中途採用については、採用後

の賃金格差の問題も存在します。県、そして県

内市町村でも、中途採用による賃金格差につい

て認識いただき、改善に向け議論を進めていた

だけますよう、併せてお願い申し上げます。
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これまで、就職氷河期世代の支援に関し質問

をしてまいりました。官民を挙げての様々な支

援の効果が現れていると認識いたしますが、ま

だまだ支援が必要な対象者は多く存在すると感

じます。関係部局におかれましては、第二ス

テージの目標達成に向け、引き続き対応をよろ

しくお願いします。

それでは、就職氷河期世代への支援につい

て、知事の認識をお伺いします。

私たちの就職は、昭○知事（河野俊嗣君）

和63年、まさにバブルの頃であります。それか

ら10年ほど違うだけで、就職氷河期世代の方々

におかれましては、バブル崩壊後の雇用環境が

大変厳しい時期に就職活動を行われ、その中に

は、不安定な就労を余儀なくされている方や、

長期にわたり就労できていない方など、今もな

お様々な課題に直面している方々が数多くい

らっしゃるものと、胸の痛む思いがしておりま

す。

このため、県におきましては、これまで部長

が答弁しましたように、宮崎労働局をはじめ、

市町村や各種関係団体等とも連携しながら、支

援対象者の状態に応じて、就職や正規雇用化を

促進するとともに、社会参加に向けた支援にも

取り組んでいるところであります。

今後とも、このような就職氷河期世代の方々

をはじめ、復職や社会復帰等に向けて再チャレ

ンジしようとする全ての方々が、それぞれの個

性や能力を発揮し、生き生きと活躍できる社会

の実現を目指してまいります。

知事から就職氷河期世代への○永山敏郎議員

メッセージと受け取ります。ありがとうござい

ます。

就職氷河期世代の問題は、経済問題と人口構

造、働き方の転換等の要素が重なってスタート

しています。不況による非正規労働者への転

換、増加が大きな要因の一つ。公務部門でも、

会計年度任用職員が増加し、例えば、公的図書

館の司書についても、７割が非正規職員とも言

われています。非正規公務員の問題について

は、また別の機会に触れたいと思います。

少子化が大きな社会問題となっています。団

塊の世代に次ぐ人口のボリュームゾーンである

団塊ジュニア世代、そしてポスト団塊ジュニア

世代は、就職氷河期世代と重なります。安定し

た職に就き、家庭を持ち、子供を生み育てる。

それまで当たり前と思われてきた生き方を選べ

なかった仲間たちが大勢います。第３次ベビー

ブームは起こりませんでした。少子化問題と就

職氷河期世代問題は、無関係ではないと考えて

います。

昨今は、教員不足をはじめ、あらゆる業界で

人手不足と言われています。しっかりと就職氷

河期世代を活用していただきたいと思います。

次の質問項目に移ります。

就職氷河期世代支援の対象でもあります、ひ

きこもり状態にある方への支援についてお伺い

します。

ひきこもり問題は、これまでも多くの議員が

一般質問で取り上げています。継続して取り組

んでいく重要な課題であります。

まずは、このひきこもり問題に関し、県の認

識と取組について、知事にお伺いします。

ひきこもりは、本人だ○知事（河野俊嗣君）

けでなく、職場や学校、家族など、様々な要因

が複雑に絡み合っている問題です。また、長期

化すると、家族の孤立や困窮につながるおそれ

があることから、社会全体で考えていかなけれ

ばならない問題であると認識しております。

このため県では、精神保健福祉センターに
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「ひきこもり地域支援センター」を設置し、医

療や福祉、雇用、教育など幅広い分野と連携を

図りながら、当事者やその御家族の支援ニーズ

に沿った相談対応や、家族会への支援、県民向

けセミナーの開催等に取り組んでおります。

さらに今年度から、身近な地域においても、

ひきこもりの方やその御家族の状況に応じて、

様々な相談に対応できるよう、市町村の支援体

制整備にも取り組んでいるところであります。

県としましては、これらの対策を進めること

で、より多くの方々が社会とのつながりを回復

できるよう取り組んでまいります。

ありがとうございます。「ひ○永山敏郎議員

きこもり地域支援センター」での支援、そして

市町村での支援体制整備にも取り組んでいると

の御回答をいただきました。まさに、地域や社

会全体で取り組んでいかなければならないと認

識しております。

８月６日付の宮崎日日新聞の１面で、厚生労

働省が全自治体を対象に、ひきこもりに関する

初の実態調査を行うとの報道がありました。8050

問題が深刻化する現状を踏まえ、課題把握に努

め、ひきこもり当事者や家族を支援するマニュ

アルづくり等に反映させる目的とのことであり

ます。

全国調査に先駆け、本県では独自のひきこも

り実態調査を平成30年度と昨年度に実施してい

ます。この本県実施の実態調査についても、こ

れまでの一般質問で取り上げられております

が、改めて実態調査の結果を福祉保健部長にお

伺いします。

県では昨年○福祉保健部長（川北正文君）

度、ひきこもりの方の傾向や特徴を把握するた

め、民生委員・児童委員に対する調査を実施し

ました。

平成30年度の前回調査と回答方法が異なるこ

とから一概に比較できませんが、把握できた該

当者は、前回とほぼ同数の600人となっておりま

す。

年代別では、40歳代が26.8％と最も多く、次

いで50歳代、60歳代となっており、また、ひき

こもりの期間は10年以上が34.8％と最も多く、

前回を6.2ポイント上回り、長期化・高年齢化が

進んでいることがうかがえます。

さらに、今回初めて当事者や家族を対象に実

施した支援ニーズ調査では、「身体・精神面に

ついての専門機関への相談」や「生活費につい

ての相談」「就労に向けた準備に係る支援」を

必要とする方の割合が高くなっております。

把握できた該当者は600名、平○永山敏郎議員

成30年度とほぼ同数との回答であります。

４年間でひきこもり状態から脱した方もいれ

ば、新たにひきこもり状態になられた方もい

らっしゃるのだろうと考えます。

今回の調査の回答率も60.1％となっておりま

すので、実際には、もっと多くの支援を必要と

する方が存在すると考えます。年代でも40代が

最も多く、支援のニーズについても、「就労に

向けた準備に係る支援」を必要とする方の割合

が高いということですので、やはり就職氷河期

世代の問題とひきこもり問題がリンクしている

ことがうかがえます。

それでは、「ひきこもり地域支援センター」

における相談件数の推移について、福祉保健部

長にお伺いします。

これまでの相○福祉保健部長（川北正文君）

談件数の推移につきましては、延べ件数で、令

和２年度が1,363件、令和３年度が1,606件、令

和４年度が1,751件と、年々増加しております。

本当に年々相談件数が増加し○永山敏郎議員
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ております。令和４年度のセンターの年報によ

りますと、昨年度の相談実人数は149人で、本人

居住地別では、多い順に宮崎市が76人、都城市

が12人、日南市が９人と続きます。県内各地か

ら相談が寄せられています。

一方で、センターの人員体制については、セ

ンター長１名、正職員１名、会計年度任用職員

５名と、昨年と同様の体制です。センターの人

材不足については、昨年９月の一般質問で図師

博規議員も指摘されております。県の実態調査

で把握しているだけでも、県内600人の該当者が

存在し、今後ますます相談が増加することが予

想されます。

センターの負担軽減、また当事者や家族が相

談しやすい体制を構築するため、県内全域での

相談体制の構築、強化が必要です。

そこで、今年度、県が実施しています「市町

村ひきこもり支援体制整備サポート事業」の内

容について、福祉保健部長にお伺いします。

ひきこもりの○福祉保健部長（川北正文君）

方やその御家族は、それぞれ異なる経緯や事情

を抱えているため、一人一人の状況に応じ、寄

り添う支援が重要であります。

このため、市町村において、福祉や雇用、教

育など、幅広い関係機関が連携して支援を行う

プラットフォームの県内全市町村での設置に向

けた研修会の開催や、市町村支援アドバイザー

によるそれぞれの地域の課題に応じた助言を行

うこととしております。

また、当事者や御家族の理解者となる「ひき

こもりサポーター」による、ひきこもりの方の

見守り活動や、家族会の活動への協力など、身

近な地域でのサポート体制を強化する取組を進

めております。

ありがとうございました。ひ○永山敏郎議員

きこもり当事者への支援は、それぞれの状況に

合わせた対応が必要で、時間もかかります。相

談の窓口も一つではなく複数開いておくと、き

め細かな対応が可能です。引き続き、市町村と

も連携し、ひきこもり当事者と家族の支援につ

いて、県全体で取り組んでいただきますようお

願いします。

次に、県土整備、総合交通網の整備について

お伺いします。

宮崎県議会議員として４月30日に任期がス

タートし、４か月余り。この間、多くの道路建

設促進に関する大会が開催されました。人や物

の移動に関し、自動車に頼るところの大きい本

県において、道路整備は喫緊の課題であるとい

うことを改めて認識いたしました。

それでは、地域高規格道路「都城志布志道

路」に関連して質問します。

初めに、都城志布志道路の宮崎県側の残り区

間であります、都城インターチェンジから乙房

インターチェンジ間の整備状況について、県土

整備部長にお伺いします。

都城志布志道○県土整備部長（原口耕治君）

路の都城インターチェンジから乙房インター

チェンジにつきましては、現在、国が整備を進

めているところであり、令和６年度の開通に向

けて、橋梁工事や道路改良工事が進められてお

ります。

これらの区間の整備が完成しますと、宮崎県

側の区間が全て開通し、都城志布志道路全線の

約93％が供用されることになります。

都城志布志道路は、防災、経済、医療など

様々な分野への波及効果が期待されているた

め、引き続き、国や鹿児島県と連携を図りなが

ら、早期の全線開通に向け、予算確保などに取

り組んでまいります。
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令和６年度開通予定というこ○永山敏郎議員

とですので、最長で令和７年３月末まで、残り

１年半の期間を残すこととなります。まだまだ

先は長いと認識しております。

さて、現在の宮崎県側の終点となっています

乙房インターチェンジ付近ですが、朝夕の通勤

ラッシュ時はもとより、平日午前中も渋滞が見

受けられます。渋滞の原因の一つは、乙房イン

ターチェンジを降り、北側に位置する乙房交差

点で、東側へ右折する車両に起因するものでは

ないかと認識しております。

この流れに起因する渋滞については、残り区

間が開通すれば大きく緩和されることと思いま

すが、最長で１年半の期間を残しております。

乙房インターチェンジ開通が令和４年３月12

日、そこから数えますと、実に３年間という長

い期間、渋滞が発生する見込みで、渋滞緩和の

対策が必要と考えます。

また、残り区間が開通した後についても、交

通の流れが大きく変わり、今度は乙房交差点の

西側から乙房インターチェンジ方面へ向かう車

両が増加すると考えられます。

そこで、乙房インターチェンジ付近におけ

る、残り区間の開通前及び開通後の渋滞緩和策

を警察本部長にお伺いします。

警察におきまし○警察本部長（平居秀一君）

ては、令和４年３月12日に、横市インターチェ

ンジと乙房インターチェンジの間が開通した

後、同インターチェンジに接続する県道御池都

城線と財部庄内安久線とが交わる乙房交差点に

おいて、同インターチェンジから国道10号に向

かう右折車両の交通量が増加していることを把

握しております。

当該交差点につきましては、令和４年４月８

日から踏切などの道路環境を考慮した上で、交

通渋滞を緩和するため、右折矢印信号の延長を

しております。都城志布志道路の全線が開通す

るまで、交通流の変化に応じて、引き続き信号

機の調整を実施していきたいと考えておりま

す。

また、全線開通後も、交通量を確認しなが

ら、随時、同様の渋滞緩和策を実施してまいり

ます。

ありがとうございます。渋滞○永山敏郎議員

の状況については、乙房インターチェンジ開通

後に交通量の増加を把握し、現在も信号機の調

整で対応いただいているということです。

この乙房交差点は、もともと交通量も多く、

付近に踏切があるなど、渋滞発生の要因も抱え

ています。調整のバランスを取るのが難しいと

思いますが、引き続き、交通の状況を確認いた

だき、対応をお願いします。

また、残り区間開通後についても、交差点の

東西の右折信号の設置も視野に入れ、渋滞緩和

に向けた対応を併せてお願いいたします。

さて、交通量の増加に伴い心配されますのが

交通事故です。乙房交差点では、実際に車両が

歩道に乗り上げる事故や接触事故も発生してい

ます。現在は、ラバーポールやポールコーンと

も呼ばれる、白いラインが３本入ったオレンジ

色の軟らかい棒が１本だけ設置されています。

乙房交差点付近には乙房小学校もあり、毎日

多くの児童が交差点を横断して通学していま

す。また、自転車で中学校や高等学校へ通学す

る生徒も存在します。

交通量の増えている乙房交差点における通学

児童・生徒の安全対策が求められますが、その

取組について、県土整備部長にお伺いします。

通学路の安全○県土整備部長（原口耕治君）

対策につきましては、「通学路交通安全プログ
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ラム」に基づき、緊急度の高い箇所から順次整

備を進めているところであります。

議員お尋ねの乙房交差点につきましては、昨

年度行った、地域の方々や学校、市町村、警察

などとの通学路合同点検において、近年、交通

量が増加していることから、さらなる安全対策

が必要との指摘がありました。

このため、歩道上で信号待ちをしている通学

児童・生徒の安全を確保するために、車両用防

護柵を設置することとしており、来月上旬には

完了する見込みであります。

県といたしましては、今後とも、関係機関と

十分に連携を図りながら、通学路の安全対策に

取り組んでまいります。

ありがとうございます。自治○永山敏郎議員

会やＰＴＡなどからも安全対策への声が上がっ

ていたと思います。来月上旬には車両用防護柵

が設置完了ということで、大変安心いたしまし

た。引き続き、交通量が増加している箇所への

安全対策をお願いいたします。

都城志布志道路と周辺の整備について質問さ

せていただきました。

都城インターチェンジから乙房インターチェ

ンジ間の残り区間の開通まで残り１年半。渋滞

緩和を目的とした地域高規格道路の整備によ

り、一時的に渋滞が起こるというジレンマが発

生しています。これは、これまで終点となって

いた、横市インターチェンジや平塚インターチェ

ンジなどでも同様に発生していた問題です。

道路の完成により、利便性の向上や、防災、

経済、医療と様々な効果が期待できますが、完

成までの期間、どうしても渋滞や安全面の問題

が発生します。その間、沿線やインターチェン

ジ付近の住民は、日々、騒音や振動などに悩ま

されながら生活しています。

災害の渋滞緩和策は、１日でも早く全線開通

することです。引き続き、国や鹿児島県とも連

携いただき、早期全線開通に向け対応いただき

ますよう、知事、そして関係部局にお願いしま

す。

本日は、就職氷河期世代の問題、ひきこもり

支援、県土整備について質問させていただきま

した。いずれも国や市町村と連携が不可欠で

す。「国と地方はそれぞれの役割の下、互いに

協力し、諸課題に対応していくことが重要」、

冒頭の知事のお言葉をお借りしまして、本日の

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○日高博之副議長

きます。

次は、本田利弘議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○本田利弘議員

は。宮崎市選出、自民党の本田利弘です。議長

よりお許しをいただきましたので、発言通告に

従いまして、一般質問を進めてまいりたいと存

じます。よろしくお願いいたします。

まず、本日傍聴にお越しくださいました皆

様、また配信動画で御視聴いただいている県民

の皆様、ありがとうございます。

今日は、傍聴席には、日頃からお世話になっ

ている皆様がお越しくださっています。大変力

をいただきます。また、インターンシップでお

世話になっている皆さんも、今回駆けつけてく

ださいました。
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まずもって、４月の選挙におきまして御支援

いただき、誠にありがとうございました。この

場に登壇できるありがたさと責任の重大さを改

めて感じております。

初登壇に当たりまして、私のプロフィール等

のお話をさせていただき、議員としての思いと

決意をお話しし、質問をいたします。

私は、大学卒業後に上京し、32年間の一部上

場企業での事業経験を踏まえ、郷里宮崎へＵ

ターンし、この場に立たせていただきました。

初めて政治に携わり、４か月半ではございま

すが、私の使命は、県民の皆様の福祉に貢献す

ることはもちろんでございますが、東京で培っ

てきた経験や人脈、情報を宮崎につなぎ、宮崎

の発展に寄与することだと改めて思いを新たに

したところでございます。

地元にこだわり、宮崎に関わる大きなきっか

けは、私が大学２年時に１年間、渡米した際、

アイスクリーム店でアルバイトをしていた同世

代の女性の一言にあります。

その言葉は、「Do you know KABUKI ?（歌舞

伎を知っていますか）」という言葉でありま

す。この言葉が私の大きな転機になったと言っ

ても過言ではありません。

このことは、18年間、日本で教育を受け、三

味線の名取りとして、そして剣道も小学生低学

年から続けていたこともあり、日本の文化等に

詳しい、そう思っていた私に、自国についての

知識不足を突きつけてくれました。

学生時代に海外へ憧れてアメリカに渡ったわ

けですが、学んだことは、自国のこと、自分の

ルーツを学び、知ることの重要性でございまし

た。

帰国後、1986年からの宮崎大学での学生時代

は、町や村おこし、そういった地域活性化の機

運の中で、郷里高岡町での祭り、映画祭といっ

たイベントを邁進する学生生活を送り、そのと

きに郷土に対する思いを醸成することになった

わけです。

その後、就職は東京となりましたが、32年間

企業に従事しながら、郷土の会の運営を先輩か

ら任され、在京県人会の役員を経て、この場に

立たせていただきました。

前職では、営業・マーケティングを主とし従

事しました。企業は、売上げを上げ、利益を向

上させ、社員の福祉を守り、納税する、そして

成長していくことが求められます。会社では、

日々数字とにらめっこの生活を送ってまいりま

した。

県もやはり成長していくためには、県民の皆

様の福祉を担保し、県内総生産を向上させるた

めに利益を追求していく必要があると感じま

す。この利益イコール付加価値が上がれば、県

民の皆様の所得の向上にもつながり、企業や事

業の成長も実現できます。そして税収の向上に

も連携していきます。

宮崎県をオール宮崎の事業体とするならば、

成長のみならず、付加価値を生んでいく施策を

展開し、稼げる県にしていく必要があると確信

します。

そこで、付加価値を生み出していく県の取組

について、知事の政治姿勢をお伺いしたいと存

じます。

また、知事は、４期目を迎えられ、知事会の

中でも存在感が高く、全国知事会における副会

長及び地方税財政常任委員長を務められており

ます。

ある記事で知事は、「本県と同様の課題を抱

えている地方の声を代弁するため」、そして

「地方が発展することが日本の発展につながる
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という、自治省時代からの思いを宮崎から実現

していく」とお話をされていましたが、大変印

象に残っております。

宮崎を中央に、そして世界につなぎ、様々な

行政関係者や宮崎ファン、宮崎出身者を巻き込

まなければ宮崎の発展は望めないと確信しま

す。県外の関係者とのつながりを本県の発展に

生かしていくことが重要だと思います。知事の

この点に関するお考えを伺います。

以上を壇上からの質問とし、あとの質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、付加価値を高めるための施策展開に

ついてであります。

議員御指摘のとおり、産業活動における付加

価値を高めて経済成長を図り、県内総生産や県

民所得の向上につなげることは、県政の発展を

図る上で大変重要であると考えております。

このため、県におきましては、本県の強みで

あります農林水産業を生かし、県内における加

工・製造により付加価値を高め、外貨を稼ぐ

フードビジネスの振興をはじめ、地域経済を牽

引する次世代リーディング企業やスタートアッ

プ企業の育成、企業誘致・観光振興などに、官

民一体となって取り組んでいるところでありま

す。

また、このような取組を通じて好循環を創出

し、医療・福祉や教育の充実、安全・安心の確

保など、県民の幸福度向上につなげることも重

要であります。

今後も、「人」「くらし」「産業」の各施策

を戦略的に展開しながら、本県のさらなる魅力

や価値の向上を図り、安心と希望、そして活力

にあふれる県づくりに尽力してまいります。

次に、県外の関係者とのつながりについてで

あります。

本県は、豊かな自然や農林水産資源に恵まれ

ている一方で、大消費地から遠く、都市部のよ

うな人・物・金・情報の集積に乏しいというハ

ンディを背負っているわけであります。

したがいまして、県民の総力を結集して取り

組むことはもとより、本県出身者をはじめとす

る県外の本県関係者、団体とのつながりを最大

限に生かしていくことも、大変重要であると考

えております。

このような考え方の下、これまでも県政の推

進に当たりましては、個人や企業のふるさと納

税、企業・団体との連携協定に取り組むととも

に、みやざき大使やみやざき応援隊など様々な

仕組みの中で、多くの宮崎ゆかりの皆様に、本

県の経済活性化や地域づくりなどの幅広い分野

で大いに貢献をいただいております。県外の県

人会とのつながりも同様であります。

私自身も知事としての任期を重ねる中で、全

国知事会等での役職を担うことをはじめ、培っ

てきた国との太いパイプをはじめ、経済界、ス

ポーツ、県人会の方々など、県外の、そして国

外の多くの皆様と個人的なつながりを深めてま

いりました。

今年10月には、宮崎県人会世界大会が開催さ

れます。ふるさと宮崎を中心とした強固なネッ

トワークを構築しようとするもので、開催後も

そのネットワークを生かし、日本一の宮崎牛等

の食や、神話、スポーツ環境など、世界に誇れ

る宮崎の魅力を国内外に向け発信し、交流人口

の拡大や観光、物産の振興など、本県の活性化

につなげてまいります。

今後とも、ふるさと宮崎の希望と活力あふれ

る将来を切り開くべく、私がこれまで丁寧に築

き上げてきた人脈も含め、県内外の宮崎を応援
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する皆様のネットワークをさらに強固なものと

し、私がその点、先頭に立って、総力を結集し

た県政運営を力強く進めてまいります。以上で

あります。〔降壇〕

知事の御見解をいただきまし○本田利弘議員

た。この２点の重要性を改めて共有させていた

だいたところでございます。付加価値を高める

意識を皆様とさらに醸成し、宮崎ファン、宮崎

関係者の裾野を広げていくことを、私も全力で

取り組んでいきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。

次に、財政支出の財源確保についてお伺いい

たします。

本県を再生させ、成長軌道に乗せるために

は、付加価値を生む分野に積極的に投資すべき

であると考えます。

野﨑議員の代表質問で答弁がありました。令

和４年度の決算状況を踏まえると、当県の財政

は健全性を維持していると確認したところで

す。

投資余力を生むためには、義務的な歳出をで

きるだけ抑制していく必要がありますが、社会

保障関係費などの財政需要は、今後も増加する

と見込まれます。

本県の成長につながる財政支出の財源を確保

するために、どのように取り組んでいらっしゃ

るのか、知事のお考えを伺います。

本県を新たな成長軌道○知事（河野俊嗣君）

に乗せ、飛躍させるためには、御指摘のとお

り、社会保障関係費などの義務的な財政需要の

増加に適切に対応しつつ、その時々の様々な政

策課題に的確に対応していくための政策的経費

を確保・措置し、本県の強みをさらに伸ばして

いく必要があります。

そのため、歳入確保策として、産業振興など

の取組を通じ、地域の稼ぐ力を高め、将来の税

収の増加につなげるとともに、国庫支出金や、

交付税措置のある有利な県債の積極活用に加

え、企業版ふるさと納税など、寄附金の確保な

どにも取り組んでいるところであります。

さらに、全国知事会地方税財政常任委員長と

して、本県をはじめとする全国共通の課題であ

ります、一般財源総額の確保・充実などを図る

ため、地方税財政制度の見直しを国に強く求め

ているところであります。

引き続き、本県のさらなる成長を図る施策を

展開していくため、歳入確保に積極的に取り組

んでまいります。

県の財政の健全性を図りなが○本田利弘議員

ら、企業でいう利益を向上させていく。言い換

えると、付加価値を向上させる投資をしっかり

と行っていけるような財政運営を強化いただく

ようお願いいたします。

本日も新聞の記事に企業版のふるさと納税が

出ておりましたけれども、そういった財源を確

保していき、各部局としっかりとした取組をお

願いしたいと思っております。

そして、その実である各部局の政策に連携さ

れて、初めて県民の皆様への還元につながると

確信しております。

まず、食と農の価値向上の施策について、

「みやざきフードビジネス振興構想」について

伺います。

県産品の付加価値を高めて、産業競争力強化

や地域活性化を目指す「みやざきフードビジネ

ス振興構想」が改定されました。令和５年度か

ら８年度を期間として、飲食、観光業などの飲

食関連産業生産額１兆6,000億円を目標に、官民

一体で施策を推進するとしています。

同構想は平成25年に制定され、一定の成果を
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上げてきたという認識です。フードビジネス振

興構想について、改定の背景と今後どのような

姿を目指していくのか、総合政策部長に伺いま

す。

フードビジ○総合政策部長（重黒木 清君）

ネスにつきましては、平成25年３月に構想を策

定し、豊富な農林水産物という本県の強みを生

かした食関連産業の成長産業化を目指して、

様々な取組を推進してきたところであり、一定

の成果を上げてまいりました。

一方で、さらなる高付加価値化や生産性向上

などの課題もあり、また、近年のコロナによる

消費行動の変化や、環境負荷に関する意識の高

まりなど、フードビジネスを取り巻く環境も大

きく変わっております。

このため、今年６月に構想を改定し、これま

での産地加工の推進や６次産業化などの取組に

加え、新たに首都圏や海外に向けた戦略的な販

路開拓、食関連事業者の規模拡大に取り組むと

ともに、フードテックなどの先端技術の導入を

推進し、フードビジネスのさらなる発展につな

げてまいります。

ありがとうございます。宮崎○本田利弘議員

再生に向けて、全庁での重要な構想になると確

信します。積極的な推進を要望いたします。

続きまして、食品製造業者付加価値向上への

取組についてお伺いします。

宮崎県は、農業産出額が令和３年度は全国第

４位を誇ります。それに対して、食料品・飲料

等の出荷額は全国22位となっています。

このことは、県内で生産された豊富な食材が

そのまま出荷されていると、県外で加工され、

素材供給型の産業構造が変わっておらず、付加

価値をつけていく伸び代があると確信いたしま

す。

本県の食品製造業の付加価値を高めていくた

めに、どのような支援を行っているのか、商工

観光労働部長に伺います。

食品製○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

造業の付加価値を高めるためには、魅力ある新

商品の開発、食品の安全管理、生産体制の強化

が重要と考えております。

このため、食品開発センターによるフード・

オープンラボ等の設備や、ノウハウを生かした

技術支援のほか、県産素材を活用した商品開発

の経費への支援を行っています。

また、第三者認証の取得や衛生面の施設改修

への補助を行い、安全管理に係る信頼性を高め

ることで、海外展開も含めた取引拡大を促して

います。

さらに、さきの６月補正により、県外に流出

する食品加工を県内に取り戻すことなどを目的

に、新たに、受託製造や事業拡大のための設備

導入の支援に取り組み、生産体制の強化を進め

ております。

今後とも、人材育成を含め、付加価値向上に

努めてまいります。

宮崎県の産業活動の付加価値○本田利弘議員

を上げていくために、豊富な素材を活用し、加

工品に結びつけていくための食品製造業者への

支援をよろしくお願いいたします。

続きまして、ローカルフードプロジェクトに

ついてお聞きいたします。

フードプロジェクトの一環として、これま

で、１次産業者が２次、３次への事業を拡大す

る、６次産業化が図られてまいりました。今後

は、農林漁業者や加工、販売業者らの連携を強

化し、「餅は餅屋」で強みを出し合い、高付加

価値化を図る取組が重要と考えます。

具体的な施策として、農林水産省が令和３年
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度から、地域食品産業連携プロジェクト、ロー

カルフードプロジェクトを推進されておりま

す。課題はあるものの、本県は全国トップの取

組と、県内外の事業者から伺っております。非

常に期待しているところであります。

そこで、本県におけるローカルフードプロ

ジェクトの現状と今後の取組について、農政水

産部長に伺います。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、県では、農林水産物の高付加価値化に向

け、多様な食と農の関係者が連携し、それぞれ

の強みを出し合いながら、新ビジネスの創出に

挑戦するローカルフードプロジェクト 略し―

てＬＦＰと申しますが、このＬＦＰを推進して

おります。

令和３年度に設立しましたＬＦＰの推進母体

であるプラットフォームに、８月末現在で234の

事業者が参画しており、具体的には、県産の小

麦を活用したギョーザや、未利用の魚肉を原料

としたハンバーガー用パテの開発など、これま

で計21件のプロジェクトを支援しているところ

です。

今後とも、このような推進体制の下、フード

ビジネスの関係部局と連携しながら、開発され

た商品等の情報発信や販売促進にも取組を拡充

するなど、ＬＦＰの取組を一層強化してまいり

ます。

様々なビジネスが生まれてい○本田利弘議員

く可能性に満ちあふれている取組だと思いま

す。今後ますます取組が広がり、スピード感が

ますます加速する支援をお願いいたします。

続きまして、農業振興と農業従事者を守る施

策についてお伺いいたします。

まず、所得安定対策についてでございます。

ウクライナ危機に端を発する異常な物価高騰

は、農家経営の生産コスト圧迫に拍車がかか

り、肥料や飼料、燃料、電気などのエネルギー

の物価上昇にとどまりません。

働き手の不足と人件費の上昇、さらには2024

年問題など、農畜産物の流通に関わる問題もあ

り、農業者への経済負担は増え続けています。

就農者やＪＡ関係者から直接話を伺うことも多

い中で、悲痛な声が上げられております。

農畜産業の所得安定化に向けた物価高騰対策

について、県はどのように取り組んでいらっ

しゃるのか、知事の見解を伺います。

燃料や飼料等の価格高○知事（河野俊嗣君）

騰が長引いておりまして、こうしたコスト増の

価格転嫁がままならない農畜産業の経営が非常

に厳しい状況にあるという声は、生産者をはじ

め多くの方々から、私自身も直接伺っておりま

す。

全国有数の食料供給基地である本県にとりま

して、基幹産業である農畜産業を守ること、そ

して食の安全保障が叫ばれる中で、この食料供

給機能を保っていくことというのは、非常に重

要な課題であると認識しております。

このため、県としましては、昨年度に引き続

き、燃料やビニール等の資材、肥料、飼料に対

する価格高騰対策や、耕畜連携による地域資源

の有効活用に向けた取組に加え、経営安定のた

めの技術支援やコンサル等を行っているところ

であります。

また、不安定な国際情勢等によりまして、燃

料や飼料等の価格が高止まりすることが懸念さ

れることから、私は、あらゆる機会を捉え、国

に対して、農畜産業におけるエネルギーや飼料

等の価格高騰対策の拡充・強化を要望している

ところであります。

今後とも、価格高騰の状況や国の動向も注視
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しながら、農畜産業の所得の安定化につながる

支援を継続的に行ってまいります。

国、県の対策補助に関しまし○本田利弘議員

ては、単年度であり、不安は隠せないというよ

うな声も上がっております。先々も見据えて、

県民の皆様の声にしっかりと応えた施策展開を

強く要望いたします。よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、新規就農者の状況について伺い

ます。

2022年の県内新規就農者数は389人で、３年連

続で減少している状況であることが新聞でも報

道されました。農業法人などへの就農者が減少

したことが原因で、給与など待遇面が影響して

いると見て、国や県が就農支援策の活用を呼び

かけるなど実施されているようです。

新規就農者の直近の状況と課題、そして新規

就農者確保の取組について、農政水産部長にお

伺いします。

御質問のとお○農政水産部長（久保昌広君）

り、新規就農者数は３年連続で減少し、令和４

年は389人となりましたが、このうち自営就農者

は、就農トレーニング施設での研修や資金面の

支援など、サポート体制の充実により、前年よ

り５人増加し166人でした。

一方、雇用就農者は、21人減少し223人とな

り、県の調査でも、約４割の農業法人が人材不

足と回答するなど、対策が急務となっておりま

す。

このため県では、農業法人での「お試し就

農」や、トイレなど働きやすい環境整備に対す

る支援により、雇用就農の促進を図っておりま

す。

令和７年の新規就農者の目標数である500人の

達成に向け、今後とも、関係機関と連携し、就

農しやすい環境づくりを進め、新規就農者の確

保に努めてまいります。

ありがとうございます。○本田利弘議員

さらに関連質問でございますけれども、本年

も台風第６号の影響や線状降水帯の発生による

豪雨により、耕作地の浸水も発生している状況

でございます。新規就農者の皆様から、就農に

関して事前情報の説明、特に農地情報について

伝わっていないとする声もいただきました。

就農希望者に対する農地情報の提供の在り方

について、農政水産部長にお伺いします。

近年、気候変○農政水産部長（久保昌広君）

動等の影響により災害が激甚化・頻発化し、農

業分野でも大きな被害が生じており、御質問の

新規就農者にとりましては、農地や農機具等の

取得に多額の初期投資を行うため、特に深刻な

問題であります。

このような中、国は、今年３月に農業者が自

然災害リスクを把握し、正しく認識できるため

に、必要な情報提供や啓発、適切な助言等を行

うよう、各都道府県に通知したところです。

県としましては、この通知を市町村や農業委

員会等に速やかに周知したところですが、引き

続き農業委員等に研修会等で啓発を促すととも

に、就農希望者に対しても、ハザードマップの

確認等によって災害リスクを十分把握できるよ

う、様々な機会を通じて周知を図ってまいりま

す。

農業を志される皆様は、当県○本田利弘議員

にとって金の卵であります。１次産業立県であ

り、基幹産業でもある農業について、待ったな

しの取組であり、付加価値を上げていくために

欠かせないものであると思います。引き続き、

よろしくお願いいたします。

次に、環境森林施策について、森林環境譲与
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税の状況について御質問いたします。

宮崎県の森林面積は県土の76％であり、地球

温暖化防止や災害防止・国土保全等の公益的な

機能を有する森林の整備を促進するため、森林

環境税及び森林環境譲与税が創設されておりま

す。

森林環境譲与税は、令和元年度から全国の自

治体へ譲与が開始され、その財源となる国の森

林環境税は、来年４月から県民の皆様への課税

が始まります。

このような中、森林環境譲与税は、制度開始

５年目を迎えた今でも、全国的に見てみると、

自治体によっては譲与税の執行率が低いという

報道もあります。

そこで、県内の市町村における森林環境譲与

税の活用状況について、環境森林部長にお伺い

いたします。

森林環境譲与○環境森林部長（殿所大明君）

税は、県内の市町村に、令和元年度からの４年

間で約37億7,000万円が譲与されており、その約

６割に当たる約24億3,000万円が、森林整備や人

材育成・担い手確保、木材利用などの施策に活

用されております。

一方、未活用の譲与税については、基金等で

管理されており、市町村はこの基金等を活用

し、地域の実情を踏まえて、森林経営管理制度

に係る将来の森林整備や、公共施設の木造・木

質化などに計画的に取り組むこととしておりま

す。

なお、令和５年度の配分額に対する執行率

は108％と見込まれており、県では今後とも、譲

与税が積極的かつ効果的に活用されるよう、市

町村を支援してまいります。

ありがとうございます。公益○本田利弘議員

的な機能を有する森林の整備を促進するため、

必要な費用を国民からひとしく負担する仕組み

として創設されているものであります。この目

的を実現するためにも、しっかりとした活用を

よろしくお願いいたします。

続きまして、再造林について御質問いたしま

す。

宮崎県内民有林の再造林率目標は80％になっ

ておりますが、現状では70％台であります。ま

た、地域別の状況を見ると、県北地域に比べ

て、県央地区がかなり低くなっていると聞いて

おります。

各地域において再造林率に差があり、抱えて

いる課題は複合的でありますが、利益追求型の

皆伐を行い放置すると、森林の有する公益的な

機能が損なわれるおそれがあります。森を守る

視点、付加価値を得る視点から、再造林率の向

上が求められております。

県では、令和５年度から再造林強化対策に取

り組むこととしておられますが、具体的な３本

の柱の中で、再造林の意識醸成及び推進体制の

強化に向けた取組について、環境森林部長にお

伺いいたします。

昨年、県が実○環境森林部長（殿所大明君）

施したアンケート調査等によれば、森林所有者

が所有している山林の価値を十分に理解しない

まま、また、再造林の必要性や必要経費などに

関する説明を十分に受けないまま売却している

事例が多数見受けられ、再造林が進まない原因

の一つになっています。

このため今年度から、新聞広告やチラシによ

り、県内の山元立木価格の相場や再造林の必要

性、適正な伐採と再造林を実施できる林業事業

体の周知を行い、再造林意識の醸成に努めるこ

ととしております。

さらに、再造林の担い手として期待される
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「ひなたのチカラ林業経営者」の新規登録を促

すため、林業事業体への指導・助言体制を整備

したところであります。

ありがとうございます。持続○本田利弘議員

可能な資源循環型林業を目指していくために

は、再造林を強化する一方で、収穫した木材の

需要の確保が必須であります。

さらに、木材価格を高い水準で維持し、森林

所有者への還元と、再造林意欲を喚起すること

も必要であると思います。

続きまして、出口戦略についてお伺いいたし

ます。

県産材の出口として、県内外を問わず、本県

産材のよさをアピールするなど、幅広い市場エ

リアを開拓していくことが重要であると思いま

す。

人口減少に歯止めがかからず、県内における

住宅建設の減少が見込まれる中で、県産材の県

外への販路拡大にどう取り組んでおられるの

か、環境森林部長の御見解を伺います。

令和３年の製○環境森林部長（殿所大明君）

材品出荷量の約７割に当たる73万立方メートル

を県外に出荷している本県では、住宅分野にお

ける取組に加えて、店舗などの非住宅分野や家

具などについて、新たな販路の開拓を行ってお

ります。

特に、大消費地であり、本県とのフェリー航

路がある関西圏では、建築士や商社等を対象と

したセミナーや商談会のほか、本県での産地見

学会を開催するなど、高品質で安定供給が可能

な県産材の魅力を伝えるプロモーション活動を

実施しております。

また、県外の住宅メーカーや木材流通事業者

と連携協定を締結して、官民一体となった県産

材利用を進めるなど、県外へのさらなる販路拡

大に向けて、引き続き、しっかりと取り組んで

まいります。

さらにもう一歩踏み込みまし○本田利弘議員

て、出口をさらに、海外マーケットも視野に拡

大していく必要があると考えます。

海外への県産材の輸出拡大にどのように取り

組んでいらっしゃるのか、環境森林部長に伺い

ます。

昨年度の県産○環境森林部長（殿所大明君）

材の輸出額は約77億円と推計しており、このう

ち原木が約９割を占めていることから、より付

加価値の高い製材品を輸出することが重要と

なっております。

このため韓国では、プレカットした木材と建

築技術をパッケージにした輸出を進めるため、

木造建築セミナー等による技術者の養成や、

パートナー企業の開拓などに取り組んでいま

す。

台湾では、近年、木造建築への関心が高まっ

ていることから、木材利用に関するセミナーの

開催に加え、今年度から台湾林業試験場とのシ

ロアリに関する共同研究などに取り組んでいま

す。

これらの取組に加え、新たな輸出先の開拓に

向けたニーズ調査を行うなど、さらなる輸出拡

大に取り組んでまいります。

ありがとうございます。2022○本田利弘議員

年、本県の杉丸太生産量が32年連続で日本一と

なった、うれしい発表があります。付加価値を

つけるために、加工まで踏まえた製品の他県、

海外への出荷を積極的に推進し、品質で評価さ

れる当県の杉材の需要拡大を目指したかじ取り

をよろしくお願いいたします。

続きまして、情報戦略についてお伺いいたし

ます。
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広報紙やチラシなどの紙媒体、県政記者室へ

の情報提供によるマスメディアの利用に加え、

県全体や事業ごとのホームページ、ユーチュー

ブチャンネル、ＳＮＳなどにも取り組まれてお

ります。しかし、それだけでは伝わり切れない

ことも多くなっているのではないかと感じま

す。そして、掲載をアップすることが目的では

ないかと思うような場面も多くあります。

情報提供に関して、県が東京で行うイベント

は、これまでの情報提供ルートだと、県内メ

ディアが取材して記事になることがあります

が、それでは県内の人に伝わっても、首都圏な

ど県外在住者にはほとんど伝わらない状況だと

言っても過言ではございません。県外に広く発

信したい情報が、思うように県外に伝わらない

状況にあります。

そこで、知事にお伺いいたします。情報戦略

の重要性について、どのようにお考えか伺いた

いと思います。よろしくお願いいたします。

情報戦略は極めて重要○知事（河野俊嗣君）

な課題で、これは自治体にとっても企業にとっ

ても同様であろうかと考えております。

県民の皆さんに安全・安心な生活のための必

要な情報を分かりやすく届け、県政に対する理

解や関心を深めながら、県政への参画を促すこ

と、そういった観点からも重要でありますし、

インバウンドが再開し、人々の交流が活発化し

ていく中で、国内外の多くの方から「選ばれる

宮崎県」を実現するためには、本県の様々な魅

力を適時・的確に、積極的に伝えていかなくて

はならないと考えております。

アメリカ大使館の方に、九州という地域が観

光地としてどのように映っているか聞いたこと

がありますが、まずは英語での発信、今旅行し

ようとする方は、ネットで検索して情報を得よ

うとしますので、英語での発信で検索に引っか

からないと情報がないに等しいと、そのような

ことも伺い、非常に印象深いことでありまし

た。

私自身も、日頃からＳＮＳ等での情報発信を

行っておりますが、目的やターゲットに合わせ

て情報伝達手段を選択し、タイミングや表現を

工夫しながら、伝えたいことがしっかりと伝わ

るよう、戦略的な発信は大変重要であります

し、難しいことでもあると考えております。

今、インターネットも含めてでありますが、

取り扱われる情報量が飛躍的に発達している、

言わば情報洪水のような状況の中で、いかに必

要としている方に必要な情報を届けていくかと

いうこと、これは戦略的に取り組んでいく必要

があろうかと考えております。

今年は侍ジャパンやラグビー日本代表合宿、

Ｇ７宮崎農業大臣会合等で、宮崎のことが発信

される機会にも恵まれました。来月には宮崎県

人会世界大会が開催され、本県のファンや交流

人口を増やし、観光誘客や移住等につなげるた

めの絶好の機会でありますので、こういった機

会も活用しながら様々な媒体を効果的に活用

し、戦略的な情報発信に心がけてまいります。

ありがとうございます。まさ○本田利弘議員

しく戦略的な情報発信が非常に重要かと思いま

す。議員になって、各部門から説明や情報をい

ただくことが多いわけでございますけれども、

これまで触れていないウェブページがあること

にも気づかされました。部局、外郭団体がそれ

ぞれによいものをお持ちではないかというふう

に感じております。

今回、アンケートサイト、グーグルフォーム

を使って、独自に「宮崎の情報サイトに関する

アンケート」を９月７日から３日間、実施いた
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しました。115名の方に回答いただき、県内在住

者が55.8％、県外・海外在住者が44.3％、出身

で見ると、宮崎県出身者が79.5％、県外出身者

が20.5％の皆さんに回答いただきました。

宮崎県の公式観光サイト、みやざき観光情報

「旬ナビ」を38.9％の方が活用しているという

回答をいただきました。しかし、ほかのサイト

を見ていきますと、情報の活用状況について低

いスコアであることが確認できました。

皆様からは、「宮崎のリアルかつ詳細な情報

が簡単に手に入る」など、ポジティブなものも

ありますが、「求める情報になかなかたどり着

かない」「首都圏で宮崎県内の情報があまり伝

わらない」との意見もあります。

今後、課題である交流人口、関係人口を増や

していく必要からも、県の情報を必要なときに

タイムリーに入手できることが重要だと思われ

ます。

そこで、県として情報をしっかりと伝えるた

めの具体的な取組について、総合政策部長に伺

います。

情報伝達手○総合政策部長（重黒木 清君）

段の多様化が進む中で、ホームページやＳＮＳ

など、様々な媒体の特性を生かしながら、効果

的な情報発信に努めております。

令和４年３月には、県ホームページをリニ

ューアルし、海外の方を含め、閲覧者が情報を

探しやすいよう、ページデザインや掲載情報の

分類などを変更したり、食や観光、移住などの

分野ごとに、本県の魅力を発信する場所をトッ

プページに新設したところであります。

また、ＳＮＳを積極的に活用しながら、県

ホームページへの誘導も図ることで、県内外の

皆様が、本県の様々な情報に触れる機会を増や

すとともに、職員の広報に取り組む意識やスキ

ルの向上にも取り組んでおります。

今後とも、伝えたい情報がしっかりと伝わる

よう、工夫や改善を図ってまいります。

ありがとうございます。宮崎○本田利弘議員

の価値を高めていくための情報戦略として、時

代の変化に合わせて情報媒体をうまく活用する

仕組みや、情報を発信する県職員の皆様の広い

知識、メディア活用の意識づけが必要だと感じ

ます。また、海外マーケットやインバウンド需

要の開拓も視野に、多言語化などの対応も必要

になると考えます。

アンケートで出されました、情報発信ツール

と内容を整理する、誰のための情報か明確にす

るなどを考察して、全庁としての情報戦略策定

を要望いたします。

続きまして、コロナ５類移行後について、御

質問させていただきます。

新型コロナが５類感染症に移行となり、中止

となっていた祭りの復活や、外国人観光客が回

帰している中で、どうにか夏が戻ってきた感が

ありました。

一方で、５類移行後の全国の感染状況を見て

いくと、夏場に入り、九州、沖縄を皮切りに感

染が増加し、現在は東日本を中心に感染が増加

しております。

５類移行直後の全国約5,000の定点医療機関か

らの報告者数は約１万3,000人でしたが、９月15

日公表の直近１週間の報告者数は、約10万人以

上まで増加しております。定点当たりの報告数

で見ても、５類移行直後は2.6でしたが、直近１

週間は20.2まで増加しております。

こうした状況を踏まえ、５類移行後の県内の

感染状況と、感染状況に応じた県民の皆様への

意識喚起の取組について、福祉保健部長に伺い

ます。
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新型コロナは○福祉保健部長（川北正文君）

５類移行後、緩やかな増加傾向にありました

が、過去３年と同様、夏場に入り、人の移動等

による接触機会の増加により感染が拡大し、７

月下旬には定点当たりの報告数が27.2、１日当

たりの新規感染者推計値も1,000人を超える状況

まで増加したところであります。

県では、５類移行後、独自の感染状況区分を

設け、県内外の感染状況を可視化するととも

に、感染増加の傾向を捉え、知事会見や新聞、

ＳＮＳ等による県民へのきめ細かな情報提供、

注意喚起を行ってきたところであります。

直近の定点当たりの報告数は、７月ピーク時

の報告数からは減少しておりますが、依然とし

て多くの感染が確認されていることから、引き

続き感染動向を注視し、適時適切に注意喚起を

行ってまいります。

ありがとうございます。○本田利弘議員

関連質問でございますが、公費支援の取扱い

と、県の対応について伺いたいと思います。

新型コロナが５類感染症に移行しても、高齢

者や基礎疾患のある方に感染すれば、重症化す

るリスクも残っているわけであります。５類移

行後の対応として、新型コロナ患者に関わる病

床を確保するための病床確保料のほか、患者等

に対する公費支援がなされております。

具体的には、外来医療費のうち高額であるコ

ロナ治療薬については、本人負担分について、

入院医療費については、高額療養費自己負担限

度額から最大２万円を限度に減額する形で公費

支援がなされております。これらの措置が９月

末までとなっております。

そこで、その後、制度についてはどうなるの

か、10月以降の医療提供体制及び患者等に対す

る公費支援の取扱いと県の対応について、福祉

保健部長に伺います。

新型コロナの○福祉保健部長（川北正文君）

５類移行に伴い、県は、幅広い医療機関による

医療提供体制の確保をはじめ、医療費の急激な

負担増を避けるための公費支援など、９月末ま

での時限的な措置として取り組んできたところ

であります。

こうした取組の10月以降の取扱いについて、

国は、病床確保料の支給対象期間を感染拡大時

に限定することや、医療費に係る公費支援を段

階的に縮小しながらも延長するとの方向性を示

したほか、受診相談や症状悪化時の相談窓口の

設置や、高齢者施設等に対する各種施策も継続

するなど、冬の感染拡大に備え、一定の配慮が

あったものと考えております。

県といたしましては、国の方針を踏まえ、各

種施策を継続するとともに、県民や医療機関が

混乱することのないよう、丁寧な周知に取り組

んでまいります。

継続をありがとうございま○本田利弘議員

す。引き続き、丁寧な対応をよろしくお願いい

たします。

今後のコロナ対応の支援についてということ

でお伺いいたします。

医療・介護・福祉施設に従事されている皆様

は、５類移行後も仕事を取り巻く環境は変わっ

ていない状況です。さらに言うと、施設を訪問

される方の意識や行動などが日常化している中

で、さらに気を使う場面は増えている状況だと

もお聞きします。

従前から人手不足が指摘されている高齢者施

設等においては、今後も、コロナの集団感染や

その対応のための労働力確保、感染対策のため

に購入する衛生用品等の経費、いわゆるかかり

増し経費の発生が懸念されます。
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そこで、高齢者施設等において、５類移行後

も感染対策が大きな負担となっている中、今

後、県はどのような支援に取り組んでいかれる

のか、福祉保健部長に伺います。

高齢者施設等○福祉保健部長（川北正文君）

におきましては、５類移行後も職員の方々が自

らウイルスを持ち込むことのないよう、また施

設内で感染拡大することがないよう、高い緊張

感を持って感染対策に取り組まれておられるこ

とに、改めて感謝申し上げます。

県としましても、重症化リスクの高い高齢者

等を守るために、施設訪問時におけるマスク着

用の推奨など、感染対策に係る県民への周知に

取り組むとともに、施設職員を対象とした検査

のためのキット配付や、高齢者施設等へ往診を

行う医療機関への補助を継続するほか、陽性者

発生後のサービス継続に係るかかり増し経費に

ついても、当面、支援を続けていくこととして

おります。

ありがとうございます。先ほ○本田利弘議員

ども出ましたけれども、冬場にかけてインフル

エンザの影響も出てくるリスクが高まる可能性

があります。コロナ感染症対策も、引き続き、

基本に基づいた、できる限りの対応を要望いた

します。

県央地区公共土木施設における災害復旧工事

について伺います。

昨年、令和４年度の台風第14号の復旧状況に

関しては、公共土木施設の被害件数は、県及び

市町村でトータル1,388件、金額にして347億円

に上りました。今年、令和５年度の台風第２

号、第６号の豪雨による被害で、さらに218か所

が災害に見舞われる状況になっております。

令和４年度、台風第14号の影響で、県央地区

の河川復興規模としては最大である高岡町片前

地区について、国による災害査定が翌年になる

のは、時間がかかっているのではないかといっ

た声も上がりました。

公共土木施設における災害復旧工事着手まで

の手続について、県土整備部長にお伺いしま

す。

公共土木施設○県土整備部長（原口耕治君）

において災害が発生した際には、施設管理者は

直ちに、測量や調査、設計、工事費の積算な

ど、必要な資料作成を行い、その後、国が現地

で復旧の範囲や工事費を決定する災害査定が行

われます。

災害査定は、発生から２か月以内に行うこと

とされておりますが、昨年の台風第14号では、

平成17年以来となる大規模な災害であったこと

から、最後の査定を終えるまでに５か月の期間

を要したところであります。

査定後は、速やかに復旧工事に着手すること

としておりますが、用地取得が必要な箇所や出

水期に施工できない箇所など、工事着手までに

時間を要する場合もあります。このような場合

には、応急対策を実施し、豪雨等による被害拡

大の防止に努めているところであります。

状況は大変よく理解できまし○本田利弘議員

た。ありがとうございます。復旧に向けて、で

きるだけスピードある対応をよろしくお願いい

たします。

当地区の復旧スケジュールに関して伺いま

す。

当地区について、地域住民の皆様にとって、

次の災害につながるのではないかとする心配

や、大規模な工事になることから、復旧に向け

ての作業道の敷設などについての声も出されて

いる状況です。

宮崎市高岡町片前地区における大淀川護岸崩
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壊箇所の復旧スケジュールについて、県土整備

部長にお伺いします。

片前地区の大○県土整備部長（原口耕治君）

淀川の護岸につきましては、昨年の台風第14号

により約290メートルの区間が崩壊したところで

あります。

本箇所は、出水期を避けて施工する河川内の

工事であり、工事着手までに時間を要すること

から、これまでに、大雨による出水に備え、応

急対策として大型土のうを設置しております。

復旧工事のスケジュールにつきましては、全

体を６工区に分けて、それぞれの工区を並行し

て行うことで早期完成を図ることとし、今年６

月に契約しております。

現在は、仮設道路等の準備工事を行ってお

り、来月から護岸本体の工事に着手し、来年３

月の完成を目指しているところであります。

施工に当たりましては、地元の皆様へ工事の

状況など情報を発信しながら、被災箇所の早期

復旧に努めてまいります。

ありがとうございます。今後○本田利弘議員

も、台風、線状降水帯の発生による豪雨で、今

年も出水が考えられます。当地区の住民の皆様

への対応が発生する場合は、施工関係会社、宮

崎市、高岡土木事務所等との連携を図り、しっ

かりとした対応を要望いたします。よろしくお

願いいたします。

次に、宮崎県物産貿易振興センターについて

お伺いします。

新宿の新南口を出てすぐ、サザンテラスに構

える新宿みやざき館ＫＯＮＮＥは、今年でオー

プンして25年目の歴史を刻み、首都圏在住の宮

崎出身者、ゆかりの皆様には、なくてはならな

い存在でございます。

また、宮崎に足を踏み入れたことのないお客

様も、ＫＯＮＮＥにとりこにされる方もいらっ

しゃると認識しております。私も大変お世話に

なっております。

昭和29年、宮崎県物産協会設立以降、現在は

ウェブ通販の台頭、ふるさと納税の積極的な活

用など流通も大きく変化し、取り巻く環境は大

きく変化してきております。

公益社団法人宮崎県物産振興センターの役割

をどう捉えていらっしゃるのか、商工観光労働

部長の見解をお願いいたします。

宮崎県○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

物産貿易振興センターは、県産品の国内外への

販路開拓及び需要拡大を図り、本県の経済発展

に寄与することを目的として設立された、県内

事業者を主たる会員とする公益社団法人であり

ます。

センターは、主にアンテナショップにおける

県産品のＰＲや販売、販路開拓に意欲的な事業

者に対する商談機会の提供、催事等への出店支

援などを通じ、本県の物産振興の牽引役として

の役割を担っております。

県としましては、センターが、県内全域の事

業者を対象に、販路開拓などの支援を担う唯一

の公益的団体でありますことから、今後とも、

物産貿易振興センターと緊密に連携を図りなが

ら、県産品の販路拡大やＰＲに取り組んでまい

ります。

重要性がよく分かります。○本田利弘議員

関連質問でございますけれども、国内及び香

港の５か所のアンテナショップは、県内事業者

や首都圏在住の宮崎出身者、各地のお客様から

の期待も大きい状況だと十分に分かりました。

アンテナショップでは、店内での県産品販売

プロモーション、観光のイベントが実施されて

いるという報告もありましたけれども、アンテ
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ナショップの状況と今後の展開について、商工

観光労働部長に掘り下げて御見解を伺います。

アンテ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ナショップにつきましては、宮崎と新宿に県が

設置し、県産品のＰＲや販売促進等に取り組ん

でおります。

特に新宿みやざき館ＫＯＮＮＥでは、議員か

ら御指摘いただいたとおり、平成30年のリニ

ューアルにより、イベントスペースでの催事や

レストランでの県産食材を用いた料理の提供、

大型ビジョンによるＰＲなどを展開し、首都圏

での情報発信拠点としての機能を発揮しており

ます。

近年、博多や香港に民設民営のアンテナ

ショップも誕生し、本県の魅力を発信する新た

な拠点となっております。

今後とも、アンテナショップの機能強化、ま

た、民間企業と連携した新たな販路開拓策に

しっかりと取り組んでまいります。

ありがとうございます。公益○本田利弘議員

社団法人宮崎県物産振興センターは、宮崎県ゆ

かりの皆様の重要な拠点として、ポストコロナ

の運営体制の再強化など、役割はますます重要

になってきていると存じます。引き続き、役割

の充実に向けた支援をよろしくお願いいたしま

す。

最後に、宮崎県人会世界大会及び県人会支援

について伺います。

宮崎県人会世界大会の開催まで、残すとこ

ろ38日になりました。在京宮崎県人会の役員経

験者として、この施策に対する期待を込めて御

質問いたします。

国内の各地の県人会の課題として、役員、会

員の高齢化等で継承が難しい状況になっている

と感じます。また、会を運営する財源の問題な

ど、大きな課題に直面しております。

県人会会員と県民が交流する場をつくり、県

人会の活動の活性化を図ろうと初めて開くこの

大会が、県外、そして世界につながる大きなか

け橋になることを切に願っております。

宮崎県人会世界大会開催により見込まれる効

果を開催後どのように生かしていくのか、知事

に御見解を伺います。

今回初めて行います県○知事（河野俊嗣君）

人会世界大会には、国内外の県人会から約250

名、県民の皆様約300名をはじめ、全体で700名

以上の参加を予定しております。県民との交流

や参加者同士の交流のほか、本県の文化等に触

れ合う機会を設けることとしております。

私は、この大会の会期中に行われることも、

もちろん重要ですが、その後の展開が極めて重

要だと考えております。

この大会を通じて、国内外から参加される県

人会の方々に本県の魅力を再発見していただく

とともに、世代間交流を通じて、また県人会同

士の横の交流を通じた県人会の活性化を図り、

ふるさと宮崎を中心とした強固なネットワーク

を構築したいと考えております。

大会開催後は、これらを本県の魅力発信や、

プロモーションのさらなる展開につなげていく

とともに、県民の国際理解・交流の促進や、国

際社会で活躍する人づくりに取り組むなど、み

やざきグローバルプランに掲げる「世界に開か

れ、世界を舞台に躍動するみやざき」の実現に

もつなげてまいりたいと、このように考えてお

ります。

今回初めて開催される宮崎県○本田利弘議員

人会世界大会で、皆様がつながり、そして次へ

の飛躍に結びつく大切な機会になります。今、

知事からも御見解をいただきましたが、次に
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しっかりと結びつけていくような大会にできれ

ばと思っております。

そして、県人会が宮崎ゆかりの皆様の心のよ

りどころとして新たなステージに力強く羽ばた

いていくためにも、それぞれが強くなり、宮崎

の底力を世界で発揮できるよう、県としての支

援を要望いたします。よろしくお願いいたしま

す。

以上、32年間の企業経験を踏まえ、この場に

立たされた私として、県民所得の向上、稼ぐ力

という視点から、付加価値にどう結びつけてい

くのか、また、その基盤、環境整備に向けた取

組、そして宮崎をどう発信するのかといった視

点で、今回、執行部の皆様の姿勢を伺わせてい

ただきました。

宮崎県としても、コロナを克服し、宮崎再生

に向けた大変重要な位置づけの年になります。

私としては、政治家として新たな挑戦をしてい

く大変重要なステージになります。

県民の皆様、そして全国、世界の、宮崎を愛

し、宮崎のために尽力したいという皆様の思い

を受け、「宮崎の底力を掘り起こし、未来につ

ないでいく」という私の使命を踏まえた初登壇

の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、日髙利夫議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙利夫議員

んにちは。東諸県郡選出、自由民主党の日髙利

夫であります。

本日最後になりましたが、ようやく順番が

回ってきましたので、しっかりと質問していき

たいと思います。皆様方、どうぞよろしくお願

い申し上げます。

まず、知事の政治姿勢について、３つの案件

についてお伺いいたします。

初めに、資金繰りに窮している中小企業への

経営支援についてであります。

令和２年から始まったコロナ関連融資、いわ

ゆるゼロゼロ融資の実績は、先週の山下寿議員

への答弁で、融資件数１万2,711件、融資額は

約1,811億円にも上り、令和５年７月末現在の融

資残高は、１万868件、約1,177億円となってい

るとのことでした。

このうち、約８割の事業者において元金返済

が開始され、利子補給期間も今年度から順次終

了しておりますが、売上げが回復せず、物価高

や人件費上昇など、コストアップへの対応が迫

られる中で、元金と利払いの返済負担が本格的

に重くなってきております。

８月の宮崎再生対策特別委員会の調査におき

ましても、商工会議所や金融機関から、「売上

げがいまだ回復せずに資金繰りがぎりぎりの状

態である事業者が多い。３年の元本返済据置期

間を６年まで延長できないか」とか「倒産はこ

れから増えるのではないか。今後も何らかの対

策が必要ではないか」などの切実な意見が出さ

れたところであります。

こうした厳しい状況の中で、今後の経営の見

通しをしっかりと立てて、事業を立て直してい

くことが大変重要であり、そのためにも中小企

業者の経営改善に向けた取組を県や金融機関、

商工団体などが後押ししていくことが重要であ

ると考えます。

また、こうした地方の窮状をしっかりと国に

伝え、支援策の継続・拡充を求めていくことも

必要であると考えます。

そこで、資金繰りに窮している中小企業者へ

の経営支援について、知事の考えをお伺いいた

します。

２つ目は、森林環境譲与税配分基準の見直し
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についてであります。

先ほど本田議員からも質問がありましたが、

県議会では、６月議会において、市町村が取り

組む森林経営管理制度の推進に必要な森林環境

譲与税について、森林整備を一層推進するた

め、森林の多い地域への配分を高めるよう、譲

与基準の見直しを求める意見書を採択したとこ

ろであります。

この税の目的は、温暖化防止、災害防止、国

土保全等にあり、木材需要の拡大を図るとはい

え、30％もの人口比率によって配分される基準

には、大いに不満の残るところであり、森林を

守り育てる、森林面積の多い県や市町村への配

分が優先されなければ、今後、国民に一律に森

林環境税を課すことの大義が理解されないので

はないかと考えております。

杉素材生産量32年連続日本一など、林業先進

県として、本県がリーダーシップを発揮すべき

ではないでしょうか。

では、森林整備の推進に必要な森林環境譲与

税の見直しについて、改めて知事の考えをお伺

いします。

３つ目は、水田活用の直接支払交付金につい

てであります。

本県においては、飼料用稲、いわゆるＷＣ

Ｓ、加工用米、飼料作物などに対して、令和３

年度は95億円余りの交付金が交付されておりま

すが、国において、昨年度、交付対象水田の見

直しが行われたことから、今後、交付金が縮小

されるのではないかと不安を持つ農家もいらっ

しゃいます。

特に、本県の水田農家戸数の約７割、面積に

して５割は兼業農家であります。この兼業農家

の多くは、ＷＣＳなどの交付金を受けながら水

田を守っております。何としてでも、10アール

当たり８万円の交付金を堅持していただきた

い。

また、令和５年度から、新たに米粉用米の10

アール当たり９万円の交付項目が追加されまし

た。米粉もこれからなんです。

交付金の縮小は、耕作放棄地の増加に直結す

ると懸念しております。本県の水田農業が維持

され、農家の所得が確保されていくためには、

本交付金は不可欠であり、今後とも十分な予算

措置が必要であると思います。

では、水田活用の直接支払交付金の重要性に

ついて、知事はどのように認識しておられるの

かお伺いいたします。

壇上の質問は以上とし、あとは質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、中小企業者への経営支援についてで

あります。

県ではこれまで、物価高騰関連融資を実施す

るとともに、今年１月には、県独自の上乗せ補

助により、事業者の保証料負担をゼロとする融

資制度を創設するなど、資金繰り支援を行って

きたところであります。

現在、コロナ関連融資の元利返済の本格化や

物価高などの影響もあり、今後、これらの課題

に対処していくためには、議員御指摘のとお

り、事業の将来見通しをしっかり立てて、経営

改善を図っていくことが重要であります。

このため、６月補正において、関係支援機関

や複数の外部専門家を活用した伴走支援体制の

強化や、支援を行う側のスキルアップを図るた

めの予算を確保し、商工団体や金融機関等で構

成します「県中小企業支援ネットワーク」の支

援体制をさらに強化しているところでありま

す。
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今後とも、県内中小企業の窮状を国に訴えつ

つ、引き続き、経営支援の継続・拡充に向けて

取り組んでまいります。

次に、森林環境譲与税の見直しについてであ

ります。

森林環境譲与税は、森林の整備により、二酸

化炭素の吸収をはじめ、山地災害の防止や水源

の涵養など、森林の持つ多面的かつ公益的な機

能を適切に発揮させるために重要な財源となっ

ております。

今後、森林経営管理制度の取組が広がること

などにより、森林整備量の増大が見込まれ、さ

らなる財源が必要となることから、今年５月、

国に対し、森林の多い地域で十分な森林整備を

行えるよう、譲与基準を地域の実情に即したも

のに見直すことを要望したところでありまし

て、現在、国において、検討が進められている

ものと認識しております。

先日、全国知事会の地方税財政常任委員長と

して、国の税財源に関する要望を行った際に

も、与党税調の幹部と、この問題について議論

となり、本県の実情についてもお伝えしたとこ

ろであります。

今後とも、我が国を代表する林業県として、

森林環境譲与税を有効に活用し、市町村と一体

となって、2050年ゼロカーボン社会の実現や持

続可能な森林・林業・木材産業の確立を目指し

てまいります。

最後に、水田活用の直接支払交付金について

であります。

水田活用の直接支払交付金は、水田を効率的

に活用し、麦や大豆、野菜、飼料作物等の生産

拡大など、我が国の食料政策において、大変重

要な役割を果たしていると認識しております。

また、生産者への直接的な支援によって、足

腰の強い経営体の育成や、地域の特色を生かし

た産地づくりが進み、さらには、中山間地域に

おける多面的機能の維持・強化にも貢献してお

ります。

本県におきましても、この交付金を活用しな

がら、畜産業や焼酎メーカーと連携し、ＷＣＳ

用稲や加工用米など、多様な水田営農を展開し

ており、スマート農業技術の導入等による省力

・低コスト生産の普及によって、30ヘクタール

以上の大規模経営体の増加につながっていると

ころであります。

今後とも、本交付金の維持・強化について、

国に対し強く要望していくとともに、宮崎なら

ではの持続的な水田営農の実現に向けて取り組

んでまいります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○日髙利夫議員

知事は、全国知事会の要職である地方税財政

常任委員会の委員長を令和２年11月から務めら

れ、今年の４月には知事会の副会長に就任され

ました。黒木知事、松形知事に次いで、本県で

は３人目の副会長となられましたが、宮崎県人

は、まだ誰もその先の景色を見た者はおりませ

ん。河野知事には、まだ見たことのないその先

の景色を、ぜひ私たちに見せていただきたいも

のです。

さらに、郷土宮崎のために、山積する課題に

しっかりと物を申せる知事として、たくさんの

汗を流していただきますよう御期待を申し上

げ、次の質問に移ります。

次は、コロナ後における本県の財政状況につ

いて伺います。

令和２年以来、新型コロナウイルスの世界的

な感染拡大により、我が国、そして本県におい

ても、これまでにない日常生活の変化や経済へ

の甚大な影響を受け、その対策に多大な労力を
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費やしてきました。

しかし、今年の５月、新型コロナは感染症法

上の５類に移行し、コロナ対策は一つの区切り

を迎えたものと思います。

本県ではこれまで、新型コロナの感染対策や

地域経済・県民生活を守るため、多額の予算が

様々な分野に措置されてきました。ＰＣＲの無

料検査やワクチン接種といった感染防止対策か

ら、応援消費や旅行クーポンなどの消費喚起策

まで、多岐にわたる事業を、そのときの感染状

況や経済状況に応じて、適時適切に取り組んで

きたと認識しています。

そこで、これまでコロナ対策に投じてきた事

業費総額と財源及び事業費の分野別内訳につい

て、総務部長にお伺いします。

新型コロナ対策に○総務部長（吉村達也君）

係る事業費総額は、令和元年度から４年度まで

の決算総額が1,961億円余、令和５年度予算額が

繰越額を含め334億円余、合計2,296億円余を措

置しております。

その財源内訳は、臨時交付金など国庫支出金

が2,014億円余、中小企業融資等に係る基金から

の繰入金などが152億円余、一般財源が128億円

余であります。

また、分野別事業費は、感染防止対策と地域

医療の確保に1,565億円余、生活困窮者対策など

県民の命と暮らしを守るための支援に388億円

余、地域経済の再生や応援消費対策に262億円

余、ＤＸの活用など本県の新たな成長につなげ

る取組に79億円余であります。

本県のコロナ対策事業費○日髙利夫議員

は2,296億円で、その財源のほとんどが国の財政

負担により賄われているようですが、一般財源

も128億円を投じたとのことであります。

その財源は、ここ数年の税収増や地方交付税

の追加交付などにより確保できたようで、この

ように、多額のコロナ対策費を要した令和４年

度における一般会計の決算見込みが８月に公表

されていますが、これを見ますと、財政関係２

基金残高は565億円と一定程度確保されており、

県債残高は前年度から1.5％減の8,441億円とな

るなど、現時点において財政の健全性は維持さ

れていると思われます。

しかしながら、県民生活や本県経済に多大な

影響を与えている物価高等は継続している現状

がありますし、本県の将来を見据えると、令和

９年に予定されている国スポ・障スポ大会の開

催に加えて、防災・減災、国土強靱化対策、さ

らには公共施設の老朽化対策など、中長期的に

多額の財政需要が必要となるであろう多くの課

題を抱えております。

そこで、今後も国スポや施設の老朽化対策な

どで多額の財政需要が見込まれますが、将来に

わたる本県の財政状況の見通しについて、知事

にお伺いします。

本県では、将来の財政○知事（河野俊嗣君）

状況を把握するために、必要となる歳出を可能

な限り見込んだ今後10年間の財政見通しを作成

し、新年度予算編成と併せて毎年度更新してお

ります。

最新の財政見通しによります10年後の財政状

況は、毎年度の収支不足を補う財政関係２基金

が460億円程度確保されるとともに、県債残高に

つきましても、国スポ・障スポ大会の施設整備

等により、一時的には増加しますが、現行の水

準を維持できることから、財政の健全性はしっ

かりと確保できる見込みであります。

なお、社会経済状況や国の制度改正等により

まして、歳入歳出の見込みは変わりますので、

引き続き、毎年度、財政見通しを更新し、的確
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な財政運営に努めてまいります。

中長期的な見通しを踏まえ○日髙利夫議員

て、健全な財政運営がなされていることが分か

りました。引き続き、財政の健全性の維持には

細心の注意を払いつつも、本県の抱える課題に

は適切に対応していかれるようお願いし、次の

質問に移ります。

次は、県有施設の老朽化対策についてであり

ます。

国、地方ともに財政状況の厳しい中、公共施

設の老朽化対策が全国共通の課題となっており

ますが、宮崎県公共施設等総合管理計画では、

今後50年間で道路や建物などインフラ施設を耐

用年数経過時に単純更新した場合は、約２

兆1,230億円が必要となるが、長寿命化対策を講

じることにより約１兆4,670億円へ、約6,560億

円を圧縮できると試算されています。

ですから、今後も利用ニーズが高い施設は、

建物の長寿命化や更新などを検討し、活用して

いく必要があると思います。

しかし、その一方、施設の老朽化が進み、か

つ利用ニーズが低くなった施設は、統合や廃

止、そして集約化などの思い切ったスクラップ

対策により、施設数の最適化を進めていく必要

もあると考えます。

では、公共施設はその必要性に応じ、民間へ

の売却や貸付けなどを進めて、施設の総量を減

らしていく必要があると思われますが、県の考

えを総務部長にお伺いします。

県では、宮崎県公○総務部長（吉村達也君）

共施設等総合管理計画に基づき、行政ニーズや

老朽化の状況等も踏まえ、建物系施設について

は、必要性が高いものは長寿命化や更新を、必

要性が低いものは統合や廃止を行い、施設配置

及び総量の最適化を進めていくこととしており

ます。

このため、施設類型ごとに、10年後の倉庫や

ポンプ室などの附属施設を含む必要棟数を検討

した結果、令和２年３月末の保有棟数のうち、

庁舎関連施設20棟、スポーツ関連施設７棟、警

察関連施設４棟、病院関連施設４棟、職員宿舎

関連82棟、その他施設２棟の合計119棟につい

て、廃止を検討することとしており、それらの

施設は、敷地を含め、国や市町村、民間等に売

却や貸付けを行うなど、有効活用を図ることと

しております。

今、答弁のあった廃止予定の○日髙利夫議員

棟数の中には、県営住宅は入っておりませんで

したが、近年、空き住戸の目立つ県営住宅も総

量を減らす必要があるのではないかと考えてお

ります。

中でも昭和30年代から40年代に建設された、

コンクリートブロック造平屋建ての県営住宅は

老朽化が進んでいるようですが、県営住宅の整

理の中で、廃止するなどの対応も必要ではない

でしょうか。

そこで、県営住宅の空き住戸の割合と、昭

和30年代から40年代に建てられたコンクリート

ブロック造平屋建ての空き住戸の戸数につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

県営住宅の空○県土整備部長（原口耕治君）

き住戸は、建て替えなどのために政策的に入居

募集を止めている住戸を除いて、令和５年３月

末時点で1,655戸となっており、管理戸数8,628

戸に対し、その割合は19.2％となっておりま

す。

なお、コンクリートブロック造平屋建ての県

営住宅につきましては、全て用途廃止の予定で

あるため、政策的に入居募集を止めており、入

居戸数は84戸で、空き住戸は131戸であります。
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空き住戸の割合は19.2％との○日髙利夫議員

ことですが、令和２年２月議会の時点では11.7

％と聞いておりました。こうして空き住戸が増

加する一因として、老朽化が進んでいることも

影響していると思われます。

中でも、建築後50年を過ぎている老朽化の進

むコンクリートブロック造平屋の入居戸数は84

戸で、逆に空き住戸は131戸とのことですが、宮

崎県営住宅長寿命化計画ではどのような内容と

なっているのでしょうか。

では、老朽化が進む県営住宅の整備計画につ

いて、県土整備部長にお伺いします。

県営住宅につ○県土整備部長（原口耕治君）

きましては、適切に維持管理することにより、

住宅の長寿命化と将来的な管理コスト縮減を目

的として策定した宮崎県営住宅長寿命化計画に

基づき、建て替えや改修を行っております。具

体的には、建設後の経過年数及び老朽化の状況

に応じた建て替えや、予防保全として計画的な

改修を実施しております。

このうち、コンクリートブロック造平屋建て

の住宅につきましては、敷地が狭小で、駐車ス

ペースの確保など現在の居住ニーズを満たす建

て替えが困難であり、さらには、老朽化が著し

く、改修による効果も見込めないことから、用

途廃止をするものと位置づけているところであ

ります。

コンクリートブロック造平屋○日髙利夫議員

建ての県営住宅については、用途廃止も検討し

ており、既に募集を停止しているとのことです

が、現在の入居者の多くは高齢者だと思いま

す。建築後50年を経過し、老朽化も進んでいま

すが、低所得者層の多い住宅でしょうから、建

て替え等も現実的ではないと思います。

５軒に１軒は空いているなら、御高齢の入居

者には、より安全で災害にも強く、居住環境も

よい中層の県営住宅への移転を促すことはでき

ないものでしょうか。

では、耐用年数を超えた老朽化の著しいコン

クリートブロック造平屋建ての県営住宅に住む

入居者に対し、中層の県営住宅への転居を進め

る考えはないのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

コンクリート○県土整備部長（原口耕治君）

ブロック造平屋建ての入居者に対しましては、

これまで他の住宅への転居について依頼してき

たところでありますが、入居者の高齢化が進ん

でおり、他の住宅に比べて家賃が安いことや、

住み慣れた環境を離れたくないなどの理由によ

り、転居が進まない状況にあります。

県としましても、老朽化が進むコンクリート

ブロック造平屋建て住宅から、中層の県営住宅

などへの転居は必要と考えておりますことか

ら、今後とも、入居者の意向を確認しながら、

転居について要請するとともに、他県の取組等

を調査し、対応を検討してまいります。

気象庁によると、この夏の平○日髙利夫議員

均気温は、明治31年の統計開始からの125年で最

高になったとの報道がありました。

電気代の高騰、物価高が続き、クーラーも節

約された高齢の入居者もおられたはずです。

困っておられるお年寄りがいないか、ぜひ実態

調査等をしていただき、高齢者に少しでも快適

な住宅に住んでいただけるよう、新たな空き住

戸対策の検討もよろしくお願いし、次の質問に

移ります。

次に、南海トラフ地震等の大規模災害時の輸

血用血液製剤の安定確保対策について伺いま

す。

私は役場職員でしたので、献血車が来れば必
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ず400ミリリットルの献血をしておりましたが、

平成25年に、宮崎県赤十字血液センターから

「子供の頃の肝炎の既往歴があるため、今後は

献血できない」という通知があり、結構ショッ

クを受けた覚えがあります。

以来、平成25年２月26日を最後に献血をして

おりませんが、７月18日付の宮日新聞に、本年

４月、５月の本県の献血目標達成率が九州最下

位との記事が出ておりました。

南海トラフ地震の発生が高い確率で予見され

ている中、このような状況で大規模災害が発生

した場合に、医療需要に応じた必要な血液量が

確保できるのか、大変心配になりました。

そこで、本県の献血の現状と取組について、

福祉保健部長にお伺いします。

今年度８月末○福祉保健部長（川北正文君）

までの献血目標達成率は95.6％と目標を下回っ

ている状況にありますが、現在のところ、県内

の医療機関で必要な輸血用血液製剤は確保され

ております。

近年、10代から30代の若年層の献血者が減少

傾向にあり、将来にわたる安定的な献血者の確

保は、極めて重要となっております。

このため県では、毎年、みやざき愛の献血運

動推進県民大会で、献血に功績のあった企業・

団体等の表彰や、成分献血に協力いただいた企

業・団体名の新聞掲載など、普及啓発に取り組

んでおります。

特に、若年層の献血者確保のため、400ミリ

リットル献血が可能となる高校３年生全員への

啓発リーフレットの配布、ＳＮＳを活用した情

報発信などにも力を入れております。

献血された血液から輸血用血○日髙利夫議員

液製剤が製造されますが、災害医療に必要とさ

れる赤血球製剤については、有効期間が28日間

と短く、また冷蔵保存が必要となるため、災害

支援物資や災害時緊急医薬品のような備蓄はで

きないと伺いました。

令和５年３月に修正された宮崎県地域防災計

画には、日本赤十字社は、指定公共機関として

自ら防災対策活動を推進するとともに、県及び

市町村等の活動が円滑、的確に行われるように

協力、援助すべき機関と規定されております。

このため、災害時においては、輸血用血液製

剤は県血液センターが確保し供給する、さらに

県内で輸血用血液製剤が不足する場合は、久留

米市にある日本赤十字社九州ブロック血液セン

ターを通じて確保に努めると明記してあります

が、南海トラフ地震等の大規模災害時には、県

内にある血液製剤だけでは不足することが想定

され、他県から融通してもらうなどの対策が必

要だと考えます。

では、南海トラフ地震等の大規模災害時にお

いては、県は宮崎県赤十字血液センター及び日

本赤十字社九州ブロック血液センターとどのよ

うな連携体制により、輸血用血液製剤の確保に

取り組むのか、福祉保健部長にお伺いします。

献血者の確保○福祉保健部長（川北正文君）

が難しい大規模災害時において、必要とする医

療機関に輸血用血液製剤を供給することは大変

重要であります。

このため、県内で血液製剤が不足する場合に

は、県血液センターから九州ブロック血液セン

ターに調整を依頼し、全国から確保する体制が

構築されております。

県は、災害時において、県内の医療機関へ血

液製剤を確実に届けるため、県血液センターに

被災状況や道路情報等を提供し、輸送ルートの

確保に協力するとともに、陸路輸送が困難な場

合には、ヘリコプター等による空路輸送の調整
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を行います。

今後とも、県血液センター等との訓練を行う

など、大規模災害時にも必要な血液製剤を供給

できる連携体制の強化に取り組んでまいりま

す。

大規模災害時において医薬品○日髙利夫議員

等が不足する場合は、保健所職員等が搬送体制

の確保に努めるとも地域防災計画には記載され

ております。

仮に、南海トラフ地震時に県血液センターが

被災し、完全に機能不能となった場合は、これ

は保健所職員が輸血用血液製剤の搬送体制の確

保に当たらなければならないこととなるのでは

ないでしょうか。

ならば、福祉保健部と県血液センター、九州

ブロック血液センター、そして医療機関等は、

大規模災害時に迅速に対応できる体制整備が重

要であると考えられますが、現状は果たして十

分な連携体制が構築されているのか、少々気に

なっておったところであります。

人間の生命の根源は血液であります。大規模

災害時の血液の不足は命に直結します。県は、

県血液センター等との訓練を行うとの答弁をい

ただきましたが、最悪の事態を想定し、さらな

る連携強化に努めていただきますよう、よろし

くお願いしておきます。

さらに、大規模災害時にも十分な血液を確保

するためには、平時から献血に対する県民意識

の高揚を図ることが重要だと考えます。

知事は、献血された際の様子をフェイスブッ

クで情報発信されるなど、献血への意識の高さ

が伝わってきます。日本赤十字社宮崎県支部長

も務めておられます知事の献血に対する思い

は、ひとしおのものがあると思っております。

では、大規模災害時に備えて、平時から献血

への意識啓発が必要だと思いますが、知事の献

血に対する思いをお伺いいたします。

献血は、私たちが参加○知事（河野俊嗣君）

できます身近なボランティアでありまして、血

液を人工的に製造できない現状においては、御

協力いただける方と輸血を必要とする患者をつ

なぐ、まさに「命のかけ橋」とも言える、代替

の利かないもの、かけがえのないものでありま

す。

こうしたことから、私自身も以前より定期的

に献血に協力するとともに、献血の予約や検査

結果等の確認ができます献血ＷＥＢ会員サービ

ス「ラブラッド」にも登録しているところであ

ります。このラブラッドは年々登録者が増加し

ておりまして、４年度においては２万人を超え

ていると、そのような状況もございます。

改めて、献血全般に御協力いただいている皆

様に、知事の立場で、また支部長の立場で、深

く感謝を申し上げます。

本県では、南海トラフ地震の発生が危惧さ

れ、大規模災害時の医療活動には輸血用血液製

剤は欠かせないことから、平時から県民の献血

意識を高めることは、議員御指摘のとおり、大

変重要であると考えております。

少子高齢化が進展し、献血を支える世代が減

少するなど厳しい状況もありますが、今後と

も、市町村や県赤十字血液センターなどの関係

機関及び民間企業等の献血協力団体と一体と

なって、献血のさらなる普及啓発に努めてまい

ります。

献血は、大規模災害等に備○日髙利夫議員

え、自らの命を守るためにも必要なんですよと

いうことを、今後ともしっかりと啓発していた

だきますようお願いし、次の質問に移ります。

次に、介護事業の人材確保と予防事業につい
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てお伺いします。

県内の介護職員は、令和３年で２万1,730人で

す。県が令和２年度に推計した介護需給推計に

よると、令和７年度には2,647人、令和22年度に

は9,548人の介護職員が不足するとの予測です。

これまでも県では、人材確保のために様々な

取組を実施してきましたが、今後ますます少子

高齢化が進み、生産年齢人口が急減すると見込

まれる中、介護分野だけでなく全ての産業にお

いて、人材確保は喫緊の課題となってまいりま

す。

これまでと同様の取組では、県が不足すると

推計する人材を確保することは、どう考えても

私は無理であると思っております。

では、まず、介護人材確保のためにこれまで

実施してきた取組と、今後の方向性について、

福祉保健部長にお伺いします。

県では、高齢○福祉保健部長（川北正文君）

者人口がピークを迎える2025年頃を見据え、介

護の魅力発信など「新規就労の促進」、処遇改

善加算等の取得促進など「労働環境・処遇の改

善」、介護技術に関する研修の実施など「資質

の向上」の３つの視点から対策を講じてまいり

ました。

しかし、今後、様々なニーズを有する要介護

者が増加する一方、生産年齢人口が急減するこ

とが見込まれており、介護サービスの質を確保

しつつ、限られた人材で必要なサービスを効率

的に提供することが重要になります。

県としましては、小中学生などに対する介護

の魅力発信など、人材確保の取組をさらに充実

させるとともに、介護ロボットやＩＣＴ機器の

活用等による介護現場の生産性向上についても

一体的に取り組んでまいります。

介護保険を利用するために必○日髙利夫議員

要なケアプランを作成する専門家が、介護支援

専門員、いわゆるケアマネジャーです。制度発

足当初に誕生したケアマネジャーが年齢を重

ね、平均年齢が上がってきており、高齢化が心

配されております。

ケアマネジャーは、ケアプランを作成する介

護保険制度の要であり、高齢者が制度を利用す

るためには必須の存在であります。

ケアマネジャーになるには、一定の条件を満

たした受験者が、都道府県が行う介護支援専門

員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了

し、県に介護支援専門員登録を行う必要があり

ます。

累計の登録者数は、毎年僅かに増加し、令和

４年度末の県内のケアマネジャー登録者数

は7,531人となっておりますが、近年、受験資格

の変更もあり、受験者数は減少傾向にありま

す。

令和４年度の介護支援専門員実務研修受講試

験の受験者数は746人、うち100名が合格し、合

格率は僅か13.4％とのことです。

なお、受験資格の変更前の平成29年度を見る

と、受験者数1,606名、合格者数が254名、合格

率15.8％であり、令和４年度は、平成29年度と

比べると、合格者数が154人も少なくなっており

ます。

受験資格については、医療・福祉・介護分野

で特定の資格を保持し、実務経験が５年以上あ

ることなどの条件があり、この５年の条件の

ハードルが高過ぎるとの意見が多数聞かれてお

ります。

では、介護支援専門員実務研修受講試験の受

験要件について、人材確保の観点から見直しが

必要だと考えますが、県の見解を福祉保健部長

にお伺いします。
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お尋ねの、い○福祉保健部長（川北正文君）

わゆるケアマネジャー試験につきましては、そ

の資質や専門性の向上を図るため、受験資格の

一部改正が行われ、平成30年度から受験対象者

が介護福祉士や看護師など、法定資格者等に限

定されております。

また、試験は医療・福祉に関する様々な知識

が問われ、合格率は例年10％から20％の間で推

移しており、大変難しい試験となっておりま

す。

この結果、県内事業所で就労するケアマネ

ジャー数は年々減少しており、ケアマネジャー

の確保は喫緊の課題であると考えております。

このため県としましては、毎年度、国に対し

て介護支援専門員の処遇改善と資格取得に当

たっての要件緩和をお願いしているところです

が、引き続き、他県とも連携を図りながら、

様々な機会を通じて要望してまいります。

難関を突破してケアマネ○日髙利夫議員

ジャー資格を保有した場合、ケアマネジャーと

して勤務し続けるには、５年間の有効期間内に

更新研修を受ける必要がありますが、更新研修

を受けずに資格が失効している方が、令和４年

度末時点では4,170名もおられます。資格保有者

の半数以上が更新研修を受講せずに、資格が失

効しているという現状があります。

家庭の事情等で一時期、仕事を離れている方

もおられ、そのような方は再研修を受講されま

すが、令和４年度の再研修受講者は66名と少な

く、資格は取ったものの、ケアマネジャーとし

ては勤務されていない方が多いということであ

ります。

更新研修等の法定研修は、最新の情報確認や

同じ業務を行う仲間と意見交換を行うことなど

により、スキルアップが図れる大事な場である

反面、例えば、ケアマネジャーの資格を有し、

実務経験がある方が更新研修を受講する場合で

は、合計88時間の受講が必要です。ただし、２

回目以降は32時間となるなどの例外もあります

が、仕事を続けながらの受講に大きな苦労が伴

うこと、また更新研修で３万円の受講料は大き

な負担となると聞いております。

そこで、ケアマネジャーの法定研修受講料を

対象とした市町村独自の支援策の現状と、受講

料軽減への県の支援について、福祉保健部長に

お伺いします。

ケアマネ○福祉保健部長（川北正文君）

ジャーは、居宅介護支援事業所等において、要

介護者等のケアプランを作成するほか、市町村

が運営する地域包括支援センターにおいて、高

齢者に関する相談や介護予防事業の運営に携わ

るなど、介護保険制度の中核を担っており、そ

の確保については、各市町村において重要な課

題であると考えております。

また、負担感が大きいとされる法定研修受講

料については、県内では２つの自治体が助成を

行っております。

県としましては、法定研修への参加に係る時

間的・経済的負担を軽減するため、今年度より

オンライン形式での研修を実施しております。

ケアマネジャーの負担軽減は大変重要である

と認識しておりますので、引き続き、研修実施

機関である宮崎県介護支援専門員協会と連携し

ながら検討してまいります。

では次に、介護予防事業につ○日髙利夫議員

いてお伺いします。

県高齢者保健福祉計画では、要支援・要介護

認定者数は、令和５年度に６万1,491人、令和22

年度には７万6,630人と、1.25倍に増加すると推

計しています。
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同じく介護保険給付費は、令和５年度には

約1,072億円、令和22年度には1.26倍の約1,348

億円に増加すると推計しております。

介護を必要とする高齢者は当面の間、増加す

る一方、少子高齢化の進行で、介護従事者の確

保が困難な状況は続きます。

国においては、ロボットやＩＣＴ、ＡＩを活

用した生産性向上の方針も打ち出されておりま

すが、介護予防により高齢者ができる限り自立

した生活を目指すことが大事です。

では、運動を通じた高齢者の介護予防に向け

た市町村の取組について、現状を福祉保健部長

にお伺いします。

市町村による○福祉保健部長（川北正文君）

高齢者の介護予防に関する事業のうち、運動を

主体としたものにつきましては、「通いの場」

における運動教室と、「総合事業Ｃ型サービ

ス」があります。

まず、通いの場における運動教室では、スト

レッチや健康体操などが県内全ての市町村で行

われており、令和３年度の実参加者数は２

万6,688人となっております。

また、総合事業Ｃ型サービスは、保健や医療

分野の専門職が関与しながら、３か月から６か

月ほどの期間に、運動機能や口腔機能等の回復

訓練を行うものであり、12市町が通所型を、10

市町が訪問型を実施しております。

県内各市町村も、独自にサ○日髙利夫議員

ポーターを養成するなど、試行錯誤しながら通

いの場を活用した運動教室や総合事業Ｃ型サー

ビスに取り組んでいるようですが、さらなる介

護予防事業の推進が重要と考えます。

では、県は市町村が行っている介護予防の取

組をどう評価し、支援していくのか、福祉保健

部長にお伺いします。

高齢者が通い○福祉保健部長（川北正文君）

の場を活用して楽しみながら運動に取り組み、

総合事業Ｃ型サービスによって機能回復を行う

など、市町村による介護予防の取組は、高齢者

の健康維持・増進を図るため大変重要であると

考えております。

このため県では、市町村や地域包括支援セン

ターの職員が、介護予防のケアマネジメントに

ついて先進的な取組を行っている県内市町村か

ら、直接学ぶことのできる研修機会を設けると

ともに、市町村が行う介護予防事業への理学療

法士や栄養士等の専門職派遣など、市町村支援

を実施しております。

県としましては、今後とも、高齢者が地域で

生き生きと暮らせるよう、市町村による介護予

防の取組を支援してまいります。

介護認定者は増加の一途であ○日髙利夫議員

るにもかかわらず、介護従事者は将来的には大

きく不足する事態が想定されております。日本

全国、どの職種も将来的な人材不足は解消され

ない状態が続くでしょう。

外国人材に頼るか、介護ロボットやＡＩ化に

よる働き方改革ももちろんでありますが、根本

的には要介護認定者を増やさない努力、１年で

も介護度が上がる時期を遅らせる対策が重要で

あるはずです。

県は、いま一度、運動教室等による介護予防

事業を県民運動として、全県下に推奨するなど

の対策を講じていただくよう、この点を強く要

望し、次の質問に移ります。

最後は、株式会社ロームの本県立地に向けた

支援についてお伺いします。

世界最大級のＴＳＭＣ熊本進出、国家プロ

ジェクトと言われるラピダス半導体新工場の北

海道建設、そして本県国富町へのローム株式会
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社の立地。かつては世界最高峰の半導体国家で

あった日本が、再び世界の半導体国家を目指し

て歩き出し始めようとしております。

ロームの立地は、大企業立地の少ない本県に

あっては、宮崎キャノンや宮崎日機装以来の大

型企業の進出であり、本県経済に与える影響は

極めて大きく、県民の期待も高いものがありま

す。

来年の12月には操業開始との計画です。時間

がありません。山積する課題をいかにスピー

ディーに解決していくか、全力で立地を支援す

る必要があると考えます。

一方、半導体産業では、専門的な知識や技術

を有するエンジニアの不足が深刻化しつつある

と聞いており、県内でいかに人材を育成し、確

保していくのかが課題とのことです。

将来的な半導体専門人材の育成には、宮崎大

学などの教育機関も含め、産業界、国や県など

の支援と、産学官が連携して取り組むことが必

要、重要ではないかと思います。

そこで、今後の半導体人材育成にどのように

取り組んでいくのか、県の考えを商工観光労働

部長にお伺いします。

半導体○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

人材の育成については、九州地域における半導

体人材の育成確保を目的に、昨年３月、国が設

立した産学官で構成する「九州半導体人材育成

等コンソーシアム」に本県も参画しておりま

す。

このコンソーシアムでは、理工学生を対象と

するカリキュラムのほか、小中学生や保護者に

向けた半導体関連事業の魅力発信の在り方など

について、九州各県と連携しながら検討を行っ

ております。

また、県内の半導体関連企業が必要とする人

材の育成確保には、これまで以上に取り組む必

要がありますので、半導体に特化したプログラ

ムを創設される宮崎大学などと、産学官で構成

する推進体制の整備に向け、準備を進めている

ところであります。

次に、道路整備について伺い○日髙利夫議員

ます。

県道高鍋高岡線は、国富から高岡までは２車

線で整備されており、本庄橋も架け替えられま

したので、大型車の通行が多くなっていると感

じております。

特に、高岡から国富に入る峠の下りの坂道は

スピードが出やすく、見通しが悪いカーブがあ

り危険であるために、地元からもぜひ改良して

ほしいとお願いしてきたところです。

このカーブを、県では嵐田工区として事業を

進めていると聞いております。

そこで、県道高鍋高岡線の嵐田工区の道路整

備について、県土整備部長にお伺いします。

県道高鍋高岡○県土整備部長（原口耕治君）

線につきましては、高鍋町から宮崎市高岡町を

結ぶ幹線道路であり、産業振興はもとより、沿

線住民の生活を支える大変重要な道路でありま

す。

議員お尋ねの嵐田工区につきましては、大型

車の通行が多く、カーブ区間の走行時の安全性

を確保するため、令和２年度に事業着手したと

ころであり、これまでに測量や設計を行い、工

事に必要な約３割の用地を取得したところであ

ります。

今後とも、地元の皆様の協力をいただきなが

ら、早期の工事着手に向け、取り組んでまいり

ます。

当該カーブはローム立地予定○日髙利夫議員

地から約２キロの地点ですが、過去には複数回
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の交通事故が発生したカーブでもあります。操

業開始に向けた準備に大型車両等の通行が予測

され、将来的な通勤路ともなるでしょう。早期

完成を要望しておきます。私も地元ですので、

一緒になって頑張りたいと思います。頼みま

す。よろしくお願いします。

次に、県道南俣宮崎線の嵐田交差点付近の付

け替え道路で行われている工事について伺いま

す。

現在、付け替え道路は通行止めとなっており

ますが、地元の生活道路としても利用されるた

め、早期整備が望まれています。

そこで、県道南俣宮崎線の嵐田交差点付近に

おける付け替え道路の工事の進捗状況につい

て、県土整備部長にお伺いします。

議員お尋ねの○県土整備部長（原口耕治君）

道路につきましては、県道南俣宮崎線のバイパ

ス整備に伴い、町道下田尻嵐田線として、国富

町に移管する予定の道路であり、交通の安全性

を確保するため、県道高鍋高岡線と立体交差さ

せる計画としております。

本庄橋の架け替え工事を行うため、この道路

は通行止めとしておりますが、本庄橋の整備が

おおむね完了したことから、今年度からは、排

水工事や舗装工事などの立体交差部の工事に着

手することとしております。

この道路は、沿線住民の生活道路として必要

な道路でありますことから、引き続き、早期整

備に取り組んでまいります。

本庄橋のたもとにある嵐田交○日髙利夫議員

差点は、国富町内でも朝の通勤時に最も混雑す

る交差点であります。この付け替え道路が開通

すれば、交差点のバイパス機能も生かされます

ので、ロームへのアクセス向上のためにも、早

急な供用開始を検討してくださるようお願いし

ておきます。

最後に、県道木脇高岡線のバイパス整備につ

いて伺います。

現在、国富町太田原から宮崎市吉野地区を結

ぶバイパス整備が行われております。

このバイパスが開通すれば、高速道路へのア

クセス性向上や、新相生橋や有田橋付近の慢性

的な交通渋滞の緩和などの効果が期待されてお

りますが、では、県道木脇高岡線のバイパス工

事の進捗状況について、県土整備部長にお伺い

します。

県道木脇高岡○県土整備部長（原口耕治君）

線の本庄川を横断するバイパスにつきまして

は、（仮称）宮王丸橋を含む全体延長2.2キロ

メートルの整備を進めており、これまでに約700

メートルを供用したところであります。

残る約1.5キロメートルにおきましては、令和

４年度までに全ての用地取得が完了し、現在、

盛土工事等を進めているところであり、今年度

から、延長246メートルの宮王丸橋の橋脚工事に

着手することとしております。

このバイパスが完成しますと、東九州自動車

道へのアクセス性が向上し、物流が効率化さ

れ、ひいては産業振興等の効果が期待されるた

め、今後とも、必要な予算の確保に努め、早期

整備に努めて取り組んでまいります。

開通すれば、国富スマートイ○日髙利夫議員

ンターチェンジからのロームへのアクセスは格

段に向上し、渋滞緩和も大いに期待されます。

早期完成を要望しておきます。

各種の報道等によれば、ＥＶ（電気自動車）

などで使用されるＳｉＣ製の次世代パワー半導

体は、耐久性や省エネ性能に優れ、世界規模で

の需要の拡大が期待されております。

ローム社の計画では、2021年度のその生産能
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力を2030年度までに35倍に拡大するとの目標を

掲げ、世界のトップを目指すとしております。

熊本県や北海道等の状況を注視しながら、あ

らゆる面から国の支援策も勝ち取っていけるよ

う、知事を先頭にしっかりと立地を支援してい

く必要があると思います。

ロームの予定地は、私の自宅から2.5キロ。

ジョギングでちょうど５キロの折り返し地点で

もあります。人ごとじゃないんです。ロームの

立地が宮崎県経済再生の起爆剤となりますよう

念願し、私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○日高博之副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決、議案・請願の委員会付託及び

決算議案の上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会
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令 和 ５ 年 ９ 月 2 0 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（38名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同
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議案第11号追加上程◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決、

議案・請願の委員会付託及び決算議案の上程で

ありますが、お手元に配付のとおり、知事から

議案第11号の送付を受けましたので、本案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議案第11号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

ただいま提案いたしました議案の御説明に先

立ち、家畜伝染病の豚熱について御報告を申し

上げます。

９月５日に九州全域がワクチン接種推奨地域

に設定されたことを受け、本県では同日中に、

ワクチン接種の手続等を示したプログラムを国

に提出し、12日には国からプログラムの承認を

受けました。

あわせて、可能な限り早期にワクチン接種を

開始するため、ワクチン接種実施者の養成や資

材の確保などを前倒しで進め、熊本・鹿児島両

県と足並みをそろえ、昨日19日、家畜伝染病予

防法に基づき、９月27日を接種開始日とするワ

クチン接種命令を出したところであります。

今後、県内のワクチン接種を順次進めていく

ことになりますので、引き続き関係者と危機意

識を共有し、本県への豚熱の侵入を防ぐための

対策に万全を期してまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

今回、追加提案いたしました補正予算案は、

令和５年台風第６号災害対策に必要な経費につ

いて措置するものであります。

補正額は、一般会計14億3,431万5,000円であ

ります。この結果、一般会計の予算規模は6,999

億277万4,000円となります。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源

は、国庫支出金２億468万2,000円、繰入金9,843

万3,000円、県債11億3,120万円であります。

次に、事業内容についてであります。

まず、中小河川の築堤、しゅんせつ等とし

て、災害復旧事業と併せた築堤や河川等に堆積

した土砂の除去などに取り組みます。

次に、流木除去として、海岸等に漂着した流

木の除去を行います。

なお、大規模な災害復旧事業につきまして

は、当初予算に186億円を計上しており、これを

活用し、迅速に対応してまいります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

台風で被災された皆様が一日も早く日常を取

り戻していただけるよう、早期の復旧に向けて

取り組んでまいりたいと存じますので、よろし

く御審議のほどお願いいたします。以上であり

ます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○濵砂 守議長

ます。まず、坂本康郎議員。

令和５年９月20日(水)
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〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○坂本康郎議員

県議団の坂本康郎でございます。通告に従いま

して質問いたします。

会派内の順番の関係で、私にとりましては、

昨年の11月議会以来、４月の改選後、最初の一

般質問になります。

知事選後、４期目の河野知事へは初めての質

問の機会になりますので、初めに、知事の政治

姿勢について質問いたします。

昨年12月25日に投開票が行われました県知事

―選挙におきまして、投票日当日の出口調査

これはＮＨＫが県内32か所の投票所にて有権

者4,853人を対象に実施、うち約８割の3,949人

から回答を得ているものでありますが、この出

口調査におきまして、河野県政の評価を問う質

問に対し、「大いに評価する」25％、「ある程

度評価する」61％と、合わせて８割を超える多

くの有権者が、３期目の４年間あるいは３期12

年間の河野県政に対して、肯定的な評価をして

いたことが分かります。

この調査が示す有権者の河野知事に対するプ

ラスの評価が、そのまま選挙結果につながらな

かったことについて、対立候補の人気や知名度

を横に置いても、選挙戦で知事が訴えてこられ

た「これからの宮崎をどうしていくのか」、知

事の政策ビジョンに対して、反応しなかった有

権者が決して少なくなかったことも同時に示し

ております。

知事御自身も「これだけ多くの票が別の候補

者に投じられたことは、そこに込められた県民

のメッセージをしっかりと受け止める必要があ

る」とおっしゃっていますが、この４年間、県

政の様々な課題や目標に取り組んでいく上で、

知事の政策ビジョンをより多くの県民が理解

し、県民全体で共有を図っていくことは、大変

重要な要件であると考えます。

また、それができるかどうかは、知事として

の資質が問われるところでもあります。

県民の心に届く発信の在り方について、知事

はどうお考えかお伺いします。

壇上の質問は以上とし、以降は質問者席にて

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

私は、県政のかじ取りを担うトップリーダー

には、将来に向けたしっかりとしたビジョンや

戦略を描く構想力と、それを力強く推進してい

く実行力が求められると考えております。

新型コロナへの対応や昨年の知事選挙を経験

することにより、これらとともに、発信力の重

要性についても再認識したところであります。

現在、本県を取り巻く環境が大きく変化し、

様々な課題に直面するなど、不安感や先行きの

不透明感が増す中で、県民総力を結集した県づ

くりが求められるからこそ、トップリーダーで

ある知事には、県民の皆様に対し、夢や希望を

語り、思いや政策を訴え、県政への理解や参画

を促していくためにも、高いレベルの伝える

力、共感を生む力が求められると考えておりま

す。

これまでも、そうした対話と協働という私の

政治姿勢の下で、県民の皆様と真正面から向か

い合い、その思いや考え、内容を分かりやすく

丁寧に発信することを心がけてきたところであ

ります。

今後とも、どうすれば県民の心により届くの

かという点に、より意を用いながら発信し、県

づくりに向けた私の思いや方向性を県民の皆様

としっかり共有できるよう努めてまいります。

以上であります。〔降壇〕
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知事は、急速に進む人口減少○坂本康郎議員

やコロナ禍、物価高の影響、度重なる自然災害

などを背景に、本県が今、百年に一度の危機に

直面し、歴史的転換点にあるということをおっ

しゃっています。本県にとって、今、大変重要

な局面にあるとの認識に知事が立っておられる

ものと私は理解しています。

そのような時期に、県政の指揮を執られるに

当たり、今までと違う御自身の４期目をどのよ

うな政治姿勢で臨んでいらっしゃるのかお伺い

します。

３年の長きに及んだコ○知事（河野俊嗣君）

ロナ禍や原油価格・物価高騰、さらには台風

第14号災害などが重なり、３期目のほとんどは

こうした未曽有の難局に向き合ってまいりまし

た。

さらに、急速に進む少子高齢化、人口減少、

デジタル化、脱炭素化の加速化など、大きな時

代の転換点にあると考えておりまして、先行き

の不透明感も増してきております。

そのような閉塞感が漂う中ではありますが、

私は、目の前の課題に対処するだけでなく、丁

寧に明日の宮崎をつくるための様々な種をまい

て芽吹かせてきた、そのような思いがございま

す。

その結果、直近では、国際航空路線の再開の

決定をはじめ、ＷＢＣ侍ジャパンの合宿やＧ７

農業大臣会合の成功、そして半導体企業の立地

に向けた動きなど、将来の発展、飛躍の基盤と

なる成果も着実に現れてきていると考えており

ます。

新型コロナ対策が大きく転換しつつある中、

４期目を迎え、この４期目というものが、これ

まで以上にしっかりとした成果を出していく、

そのような時期であると認識しております。

県民の皆様の安全・安心の基盤をより確かな

ものとしつつ、明るく輝かしい宮崎の未来に向

けて、今年は、県民が一丸となって果敢に新た

なチャレンジをしていく、本格始動の年にして

まいりたいと考えております。

宮崎の様々なポテンシャルというものを生か

しながら、日本一挑戦プロジェクトをはじめ、

様々な課題に積極的に取り組んでまいります。

私が先頭に立って、県民の皆様とともに、安

心と希望あふれる未来を切り開いてまいりま

す。

新型コロナウイルス感染症の○坂本康郎議員

５類移行に伴い、感染症法上は様々な制約から

解放され、この夏は、お盆の帰省ラッシュや地

域の祭り、イベントが久しぶりに再開されるな

ど、コロナ禍前の日常の姿を取り戻してきたよ

うに見受けられます。

しかし、県民生活に目を向けますと、長期に

及ぶコロナ禍の影響と、それに追い打ちをかけ

たガソリン代をはじめ物価の高騰、さらに台風

災害、豪雨災害など、手放しには喜べない日々

の生活が続いているのが実情であります。

知事は、「さきの選挙戦で県内各地をくまな

く回り、多くの県民の皆様から切実な声を伺っ

てまいりました」とおっしゃいました。

知事が聞いてこられた県民の声はどのような

ものだったのかお伺いします。

このコロナ禍も百年に○知事（河野俊嗣君）

一度のパンデミック、さらには物価高、原油高

も、やはり相当の、過去にないような難局であ

ろうかと考えております。

昨年の知事選挙で県内各地をくまなく回る中

で、またさらに、県議会をはじめ、市町村や団

体・企業、県民の皆様の御要望や御意見をお伺

いする中で、先行きへの不安について、多くの
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切実な声を伺ってまいりました。

その中で、県民や事業者の皆様からは、例え

ば、コロナ禍により客足や売上げが減少し、大

きな打撃を受けている、燃料や原材料等の価格

が高騰する中、価格転嫁も難しく、厳しい経営

状況にあるといった声、さらには食材費や光熱

費の高騰で生活が困窮している、様々なそうい

う苦しいという声を伺ったところであります。

このような切実な声を受け、何としても県民

の命と暮らし、経済を守らなければならない、

この難局から立ち上がり、一刻も早く回復を実

現しなければならないという強い思いの下で、

宮崎再生に取り組むこととしたところでありま

す。

３月28日に、私ども公明党宮○坂本康郎議員

崎県議団より、物価高騰から県民生活と事業活

動を守り抜くための追加策をまとめ、提言書を

お出しした際、知事に、私が地域を回る中で

伺った、宮崎市内のある高齢の御婦人のお話を

お伝えしました。

年金生活をされるその方は県営住宅にお住ま

いで、２か月に１度支給される年金を受け取

り、そこから家賃、電気代、水道代と最低限必

要な支払いを済ませると、手元に残るのはわず

か2,000円。外に出かけるとお金を使うし、お腹

がすくので、この２か月間、毎日寝て暮らして

いるとおっしゃいました。

知事にこの話をしながら、私は涙が出てきま

した。知事も目に涙を浮かべて私の話を聞いて

いただきました。

この同じ宮崎に、物価高の影響が直撃し、普

通の生活ができないで困っている方がまだたく

さんいらっしゃいます。

知事は、さきの議会で、こうした声を真摯に

受け止め、県民の暮らしと経済を守るという強

い覚悟をおっしゃいました。県が取り組む宮崎

再生とは、県民生活が具体的にどうなることな

のか、また、いつまでにそれを達成されるのか

お伺いします。

コロナ禍や物価高等に○知事（河野俊嗣君）

より、大きく影響を受けた県民生活や経済活動

を本格的に回復させる宮崎再生と、そしてその

後の本県のさらなる飛躍につなげる未来創造

に、現在、全身全霊で取り組んでいるところで

あります。

この中で、宮崎再生の取組につきましては、

昨年９月以降、宮崎再生基金や国からの財源も

最大限活用して、県内消費の喚起や事業活動の

継続支援、生活困窮者をはじめとする県民の暮

らしの維持、観光誘客促進などに力を注いでま

いりました。

この６月にも、その再生基金を積み増し、積

極的に活用することにより、その取組を加速化

させ、できるだけ早期に元の成長軌道へと戻す

ことを目指しているところであります。

その上で、日本一挑戦プロジェクトなどの未

来創造の取組を通したその先に、誰もが安心し

て暮らすことができ、楽しさや幸せを実感でき

る、安心と希望あふれる宮崎県を実現してまい

ります。

さきの議会で知事は、様々な○坂本康郎議員

危機事象に対応してきた経験を生かし、改めて

常在危機の意識を徹底するということをおっ

しゃっています。

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、新燃岳

の噴火、台風災害など、これまでに経験値を積

んできた危機事象に対して、今後、高い確率で

発生することが予想される南海トラフ地震は、

全く経験値のない未体験の危機事象でありま

す。

- 233 -



令和５年９月20日(水)

被災が予想される対象地域の各都道府県の知

事の危機意識によっては、防災・減災対策の取

組に差が生じるものと考えます。

震源域によっては、国内最大の被災地になり

得る本県にとって、最悪の事態も想定される南

海トラフ地震への知事の危機意識をお伺いしま

す。

南海トラフ地震は、今○知事（河野俊嗣君）

後40年以内に90％程度の確率で発生すると言わ

れております。私は、いつ起きてもおかしくな

い状況であるという危機感を持っているところ

であります。

また、東日本大震災や熊本地震の壊滅的な被

害を目の当たりにし、自然災害の恐ろしさや備

えの重要性を改めて強く認識しております。

宮城県は私が過去に勤務した経験もあるとこ

ろであり、その同僚から様々な話も伺い、そし

て、それぞれの被災地も、様々な視察の機会も

ございました。改めて知事として、県民の生命

や財産を守り抜かなくてはならない、その責任

の重さを痛感しているところであります。

私は、国土強靱化推進会議や、中央防災会議

の防災対策実行会議の委員として、地方を代表

し、国に防災・減災、国土強靱化を訴えてまい

りました。

今後とも、常在危機の意識を徹底し、強い危

機感を持ちながら、県民の防災意識の向上や受

援体制の整備、訓練の充実などに努めてまいり

ます。

2018年に県が実施しました津○坂本康郎議員

波避難等に関する県民意識調査によりますと、

南海トラフ地震について９割の人が関心を持っ

ているものの、早期避難や災害時の備えについ

ては、同様の調査を実施した静岡県、和歌山県

と比較しても、本県は県民の防災意識が低いと

県は評価をしております。

私は地域のまちづくり協議会の防災部会に参

加していますが、コロナ禍のこの３年間は、防

災訓練や防災意識啓発のためのイベントが、感

染拡大のたびに中止を余儀なくされました。

地域の防災活動にも、コロナ禍の影響は及ん

でいます。県民の防災意識は、意識調査が行わ

れた５年前からあまり改善されていないと、厳

しく見ていくべきであります。

南海トラフ地震という未曽有の災害から、県

民の命を守るための自助・共助につながる、県

民の防災意識、危機意識の向上をどう図ってい

くのか、知事の考えをお伺いします。

県が平成30年に行いま○知事（河野俊嗣君）

した県民意識調査では、就寝中に大地震が起き

た場合の避難する時期について、「揺れが収

まったらすぐ」と回答した方の割合が、「避難

する」と回答した方のうち35.8％となっており

まして、同じような調査で和歌山や静岡が50％

を超えるのと比べますと、十分とは言えない状

況にあるものと認識しております。

これは、東海地震、東南海地震への備えを進

めてきたそれぞれの県と比べても、南海トラフ

地震への対策というものが遅れたタイミングで

始まった、本県のそのような状況というものを

反映しておるのかもしれませんが、これも危機

感を持って、この数字を受け止める必要がある

と考えております。

県では、年間を通じた啓発イベントの実施

や、地域防災活動の中核を担う防災士の養成の

ほか、職員や防災士が地域に出向いて実施する

出前講座などに取り組んでおります。

また、昨年度からは、災害を自分事として捉

えてもらうため、防災小説コンテストも実施し

ております。
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さらに、今年８月には、京都大学防災研究所

と協定を結び、県民への防災教育や地域での避

難訓練などにも連携して取り組んでいくことと

しております。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、様々な取組を積極的に進め、県民の防災意

識、危機意識の向上に努めてまいります。

来年2024年に国スポ・障スポ○坂本康郎議員

が開催されます佐賀県におきまして、大会のメ

イン会場になりますＳＡＧＡアリーナが完成

し、供用を開始しました。

8,400席のキャパシティーを備えた九州最大級

の新しい施設は、同県がこれまでできなかった

国際会議や展示会・見本市など、ＭＩＣＥの誘

致を可能にし、５月の開業後は、既に全国規模

の学会の総会をはじめ、先日はＢ'ｚのライブも

行われたそうで、県内外から集客し、にぎわい

を見せており、大会前からその経済効果が期待

されているようであります。

本県におきましては、2027年の開催に向け

て、現在、新陸上競技場、体育館、プールの主

要３施設の工事が進んでいるところであります

が、これらの施設がどのような経済効果を生む

のか、気になるところであります。

本県の観光振興や地域経済の活性化に、国ス

ポ・障スポ関連施設をどう活用していくのかお

伺いします。

国スポ・障スポ関連施○知事（河野俊嗣君）

設につきましては、「スポーツランドみやざ

き」の全県展開も見据えて、整備を進めている

ところであります。

その中でも、新設されます陸上競技場、体育

館、プールについては、トップアスリートも利

用できる高水準の仕様を備え、県総合運動公園

や屋外型トレーニングセンターと並び、「ス

ポーツランドみやざき」の核となる施設であり

ます。

このため、これらの施設を十分に活用し、国

内外代表クラスのキャンプ・合宿や国際大会な

どを積極的に、また戦略的に誘致することとし

ております。

県としましては、全県下にスポーツ関連の誘

客を増加させ、地域経済の活性化や観光振興に

もつなげていけるよう、スポーツ環境日本一を

目指してしっかりと取り組んでまいります。

主要３施設が競技や練習を行○坂本康郎議員

う上で、大変グレードの高い充実したスポーツ

環境であること、それが国際大会やキャンプ・

合宿などの誘致に有効な訴求力の高いものであ

るということを理解しました。

一方で、スポーツ観光という点から見ます

と、現地までの交通の利便性や、施設周辺エリ

アの宿泊施設の事情なども考慮し、誘客につな

げる取組が必要ではないかと考えますが、県内

外からの観客の受入れ環境についてどのように

お考えかお伺いします。

スポーツ大会やキャン○知事（河野俊嗣君）

プ・合宿の受入れに当たりましては、大会の規

模や来場者の動向、地域の実情に応じて、宿泊

や交通などの対策を的確に講じることは大変重

要であると考えております。

国スポ・障スポにつきましては、現在、宿泊

や交通に関する基礎調査を実施するなど、対策

の検討を進めておりまして、大会が円滑に開催

できるよう進めているところであります。

その後、開催されます各種大会におきまして

も、国スポ・障スポで実施した対策、そしてそ

の経験を生かしていくということが大事であろ

うと考えておりますし、これまでワールドサー

フィンゲームスやＷＢＣ侍ジャパン宮崎合宿な
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どにより培った実績やノウハウを生かしなが

ら、市町村や関係団体と連携し、受入れ環境を

しっかり整え、対応してまいります。

次に、「子ども・若者」分野○坂本康郎議員

の日本一プロジェクトについてお伺いいたしま

す。

まず率直に、知事はなぜ「子ども・若者」分

野で日本一を目指すと決意されたのか、その理

由、知事の思いをお尋ねします。

併せて、具体的な今後の取組についてもお聞

かせください。

少子化対策というもの○知事（河野俊嗣君）

は、本県のみならず、我が国全体にとって将来

の国力にも関わる、極めて重要な課題であると

認識しております。

現在、出生数や婚姻数の落ち込みに加え、若

い世代の県外流出が続いている中で、このプロ

ジェクトでは、ライフステージに応じた切れ目

のない支援や、教育環境の整備を進めながら、

若者の地域への定着を図るという、子ども・若

者政策の好循環を創出することで、将来的な人

口減少の抑制を目指すこととしております。

「子供は本県の宝であり、少子化対策は未来

への投資である」、そのような思いから、子供

たちが将来大きく飛躍できるような基盤を築く

ことが、今の私たちの責任であると考えており

ます。

具体的な施策については、現在検討を進めて

おりますが、国の次元の異なる少子化対策の動

きも注視しつつ、本県独自の施策を組み合わせ

ることで、合計特殊出生率1.8台を目指してまい

ります。

日本一の合計特殊出生率1.8台○坂本康郎議員

の達成には、相当な計画と実行力を要するもの

と考えます。

国の「異次元の少子化対策」に、本県が先鞭

をつける取組として大いに評価すると同時に、

ぜひとも達成していただきたいと心から思いま

すが、目標達成のために知事はどのような展望

を描いていらっしゃるのかお伺いします。

これは本県のみならず○知事（河野俊嗣君）

全国的にもそうでありますが、若年人口の急激

な減少が予想される2030年代までに、少子化傾

向を反転できなければ、労働力の確保や地域コ

ミュニティーの維持など、地域経済や県民の暮

らしに大きな影響を与えることが懸念されま

す。

このため、本県においても、それまでがラス

トチャンスだという認識の下で、相当の覚悟に

基づく取組が必要だと考えております。

少子化対策の実効性を高めるためには、市町

村をはじめ、県内企業や団体等との連携が不可

欠でありますことから、社会全体で出会いや子

育てを応援する機運の醸成を図るとともに、市

町村長や関係者等との議論も重ねているところ

であります。

今後は、外部有識者の提言も取り入れなが

ら、これまで以上に踏み込んだ施策の構築を図

るなど、目標の達成に向けて、全力で取り組ん

でまいります。

「子ども・若者」分野の日本○坂本康郎議員

一プロジェクトについて、合計特殊出生率の具

体的な目標と少子化対策について、知事の御答

弁をいただきましたが、一方で、若者の分野に

関する具体的な取組については、現在検討され

ているものと理解しております。

ぜひこの機会に、私どもが以前から提案して

います「若者政策担当部局」の創設と、若者の

投票率日本一など、若者の積極的な政治参画に

おいて、日本一に挑戦する取組を今後の施策に
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取り入れていただくことを要望いたします。

若者の積極的な県政参画を進めていくため

に、若者を取り巻く状況の調査・研究や、調査

に基づく政策のフォローアップ、若者の団体へ

の支援事業、若者向けの広報、学校における主

権者教育のコーディネートなど、若者に関わる

一切の政策を一元的に取り扱うための「若者政

策担当部局」の創設について、昨年の９月議

会、代表質問の中で提案いたしました。御一考

いただきますようお願いいたします。

宮崎市から企業誘致の推進に対する積極的な

支援について要望が出されています。

若者の県外転出超過や人口減少、また企業誘

致のための工業用地の不足などの課題を背景

に、県と市が連携した企業誘致戦略の策定や、

県が主体となった工業団地の主導・造成を進め

ることが含まれております。

知事の政策提案の中では直接的に触れられて

いないように見受けられますが、企業立地や工

業団地の計画について、今後どのように進めて

いかれるのかお伺いします。

企業立地は、投資効果○知事（河野俊嗣君）

や雇用創出はもとより、地場企業にとっても取

引拡大が見込まれるなど、地域経済の活性化に

有効であると考えております。

このため、本県の強みでありますフードビジ

ネス関連産業や、今後、投資の活発化が予想さ

れる半導体関連産業など、７つの分野を重点産

業分野として定め、支援制度を充実させること

により、企業へのインセンティブ強化も図って

いるところであります。

また、企業立地の受皿となる工業団地につき

ましては、市町村がその地域の実情に応じて整

備を行っており、県では、その整備に必要な調

査等への補助の支援を行っているところであり

ます。

今後とも、市町村と十分連携を図りながら、

戦略的な企業立地に取り組んでまいります。

知事の政治姿勢について、最○坂本康郎議員

後の質問になります。

前の質問同様に、知事の政策提案の中で触れ

られていませんが、新幹線の整備についてお伺

いします。

県内企業・団体の皆さんと意見交換をしてい

ても、最近は東九州新幹線のことが話題に上が

ることがほとんどなくなりました。既に過去の

ことといった印象を受けております。

私、個人的には、福岡に出かける際に、Ｂ＆

Ｓを使って新八代経由で九州新幹線を利用する

こともあり、大分経由の東九州よりも、吉都線

エリアを通して八代へ向かうほうが現実的では

ないかと考えたりもするわけですが、それはと

もかく、本県の交通ネットワークの充実を図っ

ていく上で、新幹線の整備をどう考えていらっ

しゃるのかお伺いします。

大都市圏から遠隔地に○知事（河野俊嗣君）

ある本県にとりまして、主要都市間を結ぶ高速

交通網の整備は、将来に向けての重要な課題で

あり、新幹線の整備は選択肢の一つであると認

識しております。

東九州新幹線に関しましては、関係する４県

１市で、この建設促進期成会を組織しておりま

して、私がその会長を務めております。毎年、

関係する４県１市合同で、東九州新幹線の整備

計画路線への格上げ等について、国に対して要

望活動を行っているところであります。

一方で、このような要望活動の中でも国のほ

うから指摘があるわけでありますが、全国の新

幹線整備の進捗状況を見ますと、整備計画路線

においても、いまだ建設工事中の区間や未着工
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区間が残っており、早期に基本計画路線からの

格上げの検討がなされるような見通しは、国か

ら示されておりません。

計画するとしても、この整備新幹線が一段落

した、その次のことであるということを、毎年

説明を受けているところであります。

新幹線の整備は、長い時間軸の中で継続して

取り組むべき課題だと考えております。声を上

げ続けることが本県の将来につながるものと考

えておりますので、引き続き、関係自治体と連

携しながら、国への要望に取り組んでまいりま

す。

次に、本県の水産施策につい○坂本康郎議員

て質問をいたします。

まず、ＡＬＰＳ処理水の放出に伴う影響につ

いて、既に複数の議員が質問されていますが、

今回の中国の日本産水産物の全面輸入禁止措置

により、市場のだぶつき、特に鮮魚の品余りに

よる魚価の下落を、県内の漁業関係者が心配さ

れていますが、現在の状況を農政水産部長にお

伺いします。

今般の中国の○農政水産部長（久保昌広君）

輸入禁止措置により、本県漁獲物の価格に直接

影響を与える可能性があるものとして、マグロ

類が挙げられます。

中国では、高級なクロマグロが好まれてお

り、これに伴い養殖物の輸出が増大していたも

のですが、本県の主な漁獲物はキハダマグロで

あり、直接競合しないため、今のところ、影響

はないものと考えております。

実際に、本県マグロ船の水揚げ地の価格を調

査しておりますが、現在のところ、顕著な下落

は見られておりません。

今回の中国の対応に対して、○坂本康郎議員

県内の漁業関係者から懸念の声が出た背景に

は、2011年の東日本大震災、福島第一原発事故

の発生以降、約２年間にわたり、本県漁業者も

魚価の下落の影響を受けた苦い経験がありま

す。

中国の輸入禁止措置が長期化する場合の影響

を念頭に、今後の動向を注視していただき、影

響が生じた際には、速やかに国の支援策が適用

できるような働きかけや、県独自の消費支援策

を講じるなど、適切な対応をお願いいたしま

す。

近年の消費者の食の嗜好の変化に伴って、水

産加工品の需要が高まる一方で、本県において

は、他県と比較して、水産加工品の生産量が低

い状況にあります。

本県の水産加工業の振興を図るために、県は

どのように取り組んでいるのか、農政水産部長

にお伺いします。

本県の水産加○農政水産部長（久保昌広君）

工業は、生産量及び生産額ともに九州で低い位

置にあり、生産規模の拡大や、マーケットイン

の視点による商品づくりが課題であると認識し

ております。

このため県では、国の事業を活用した施設整

備などの支援や、消費者ニーズに沿ったレトル

ト食品などの開発に向けた技術指導を行ってお

ります。

さらに、加工品の輸出促進を図るため、衛生

面を強化した荷さばき施設を整備するととも

に、県内漁港の衛生管理レベルの向上に取り組

んでいるところです。

漁業関係者からは、県内に水○坂本康郎議員

産加工場がまだまだ少ないという声がありま

す。

今回の国の水産支援策には、水産物の加工能

力を強化するための設備投資に充てる予算も含
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まれております。

国の事業を活用して、県内加工場の生産性の

向上を図りながら、新たな企業立地にも積極的

に取り組んでいくよう要望いたします。

第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画の中

で、ここでは漁村振興について、漁村の役割

と、長期計画にうたう「魅力にあふれた漁村づ

くり」のための県の取組を、農政水産部長にお

伺いします。

漁村は、新鮮○農政水産部長（久保昌広君）

な水産物を安定的に提供する役割に加え、休養

や交流、教育の場を提供するなど、多面的な機

能を担っております。

このため、県としましては、直売所やレスト

ラン、イベントによる地元水産物の販売強化

や、漁協女性部などによる魚食普及の取組に対

する支援に加え、学校給食の食材開発や新たな

水産加工品の開発を支援しております。

今後とも、関係市町や団体と連携し、地域主

体の魅力あふれる漁村づくりに取り組んでまい

ります。

漁獲量の減少、燃料・資材の○坂本康郎議員

高騰など大変厳しい環境の中で、漁業者の高齢

化、新規就業者の減少、低所得など課題が多い

本県の水産業に対して、県は基幹産業の柱の一

つとして成長産業化を図り、経営の安定、所得

向上のためにさらなる施策が求められておりま

す。

国はさきの国会で、漁港漁場整備法と水産業

協同組合法の一部改正を行い、海業と呼ばれる

新しい業態への転換に乗り出しました。

今回の法改正によって、行政財産である漁港

施設の貸付けや、漁港水面施設運営権の設定、

水面等の長期占用などが可能になり、水産庁が

示した事業イメージでは、販売施設や水産食

堂、交流施設、宿泊施設など、漁業以外の施設

を取り入れることで観光客を呼び込むなど、漁

港の活性化と雇用機会の確保、地域の所得向上

を図っていくとしております。

大小23の漁港を抱える本県においても、この

事業が漁村振興に有効な手だてになるのか、関

心を持って注目しているところでありますが、

海業について、県は今後どのように取り組んで

いくのか、農政水産部長にお伺いします。

海業は、漁業○農政水産部長（久保昌広君）

体験や漁港内での釣堀など、漁村の地域資源の

価値や魅力を生かして、漁業者の所得機会の増

大を図る取組であります。

国は、令和４年度から水産基本計画におい

て、海業を重点課題に位置づけ、長期的かつ計

画的な漁港施設等の活用制度の創設のほか、着

実な実施のための体制構築などを進めていると

ころであります。

このため県では、国や他県の情報を収集する

とともに、取組の主体となる漁協への説明会を

開催したところであり、今後、新たな制度に基

づく計画策定に向けて、地域と連携しながら着

実に推進してまいります。

次に、学校教育に関係する県○坂本康郎議員

の施策について質問いたします。

高校生を対象にした職業体験、企業説明会の

実施状況を商工観光労働部長にお伺いします。

高校生○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

を対象とした職業体験や企業説明会は、若者の

県内就職につながる重要な取組であります。

その実施内容につきましては、まず職業体験

ですが、学校において仕事の一部を生徒が体験

できる職業体験ガイダンスを、１、２年生向け

に県内５校で実施しております。

また、企業説明会ですが、宮崎労働局と共同

- 239 -



令和５年９月20日(水)

で、３年生向けに県内４か所で７月に開催し、

県立学校の普通科系９校、職業系15校及び私立

学校９校から、延べ1,034人の生徒が参加してお

ります。

さらに、県内就職に向けては早期の情報提供

が重要なことから、１、２年生向けのオンライ

ンによる企業説明会も開催することとしており

ます。

これはコロナ禍前になります○坂本康郎議員

が、私も一度、宮崎県内就職・進学体験フェア

に足を運び、会場の様子を拝見したことがあり

ます。会場に設けられたブースには、県内企

業、専門学校などから多くの出展があり、参加

した学校の広報を見ましても、生徒が将来の就

職を考える上で大変有意義な機会になったよう

であります。

このときの就職・進学体験フェアは、高校１

年生を対象に開催されたものでありましたが、

参加者のほとんどが工業高校や商業高校など実

業系の学校の生徒で、宮崎市内の４校をはじ

め、県立の普通科高校からの参加がなかったの

が気になりまして、県の担当者に確認しました

ら、毎回案内はしているものの、なかなか参加

に至っていないとのことでありました。

普通科高校の中でも進学校と呼ばれる学校

は、大学の進学のほうに力点を置かざるを得な

いことはよく承知しておりますが、生徒の将来

の進路形成を考えると、進学校の生徒にとって

も、地元企業を知ること、それを通じて様々な

職業に触れ、見聞を広めることには意味がある

と私は思います。

普通科高校の生徒に対して、企業見学会や職

業体験の機会をつくることについて、教育長の

御見解をお伺いします。

学校におきまして○教育長（黒木淳一郎君）

は、学校のほうから直接職場や企業に赴く職場

体験や企業見学会を実施しておりまして、普通

科高校の生徒が職場体験や企業見学会に参加

し、地元企業の魅力を知ることは、大学等を卒

業後、県内就職を選択するきっかけとなる大変

有意義なものと認識しております。

現在、職場体験や企業見学会は、全ての職業

系高校で実施しておりますが、普通科高校20校

におきましては、クラスや学年での一斉参加に

よる職場体験が７校、企業見学会は８校の実施

となっております。

また、全ての普通科高校におきまして、保護

者や卒業生による職業講話を実施したり、希望

する生徒が医師体験や看護体験等に参加したり

しております。

今後とも、これらの取組に加えまして、県の

職業体験ガイダンス等を活用しながら、普通科

高校の生徒が地元企業を理解する機会をつくっ

てまいります。

県内の公立学校へのエアコン○坂本康郎議員

整備が進んでおり、普通教室については全て設

置が完了していると伺っていますが、体育館の

ほうはいかがでしょうか。

県内の公立学校の体育館におけるエアコンの

設置状況について、教育長にお伺いします。

県内では、体育館○教育長（黒木淳一郎君）

等にエアコンを設置している公立学校の数は、

文部科学省の調査では、令和４年９月現在、小

学校７校、中学校４校、高等学校１校でありま

す。

なお、高等学校の１校につきましては、体育

館に類する小規模な部活動支援施設でありま

す。

また、設置率に直しますと、約３％でありま

す。
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子供を熱中症から守るために○坂本康郎議員

積極的な設置が望まれるわけですが、文科省の

データを見ますと、全国的にも公立の小中学校

の体育館のエアコン設置率は11.9％と、まだ低

いようであります。

学校の体育館は、日常の学校の授業や集会で

使用されるほか、災害時には住民の避難所とし

て使われます。そのため、体育館のエアコン設

置には、総務省の緊急防災・減災事業債、いわ

ゆる緊防債が財源として活用できることになっ

ております。

緊防債を使いますと、元利償還金の７割は国

の地方交付税が措置され、実質的な自治体の負

担は３割で済むことになります。既にこれを活

用して、市内全ての小中学校の体育館にエアコ

ンの整備をした埼玉県草加市などの実例もあり

ます。

本県におきましては、近年、台風災害、豪雨

災害が多発し、避難所としての使用頻度が高く

なっていることも考慮し、避難所の環境整備の

点からも、この緊防債を活用したエアコン整備

を積極的に進めたほうがよいと考えますが、教

育長の御見解をお伺いします。

公立学校の体育館○教育長（黒木淳一郎君）

につきましては、避難所として使用する可能性

が高いため、環境を整備することは大変重要で

あると認識しております。

また、確かに議員の御指摘にありましたよう

に、緊急防災・減災事業債は、県や市町村の負

担が少ない制度であります。

しかしながら、体育館のエアコンの設置につ

きましては、体育館が大空間を有し、断熱性能

が低いといった建物の特性からくる技術的な制

約や、多大な費用を要することなど、様々な課

題もあります。

したがいまして、県立学校におきましては、

他県の事例を参考にしながら、どのような対応

ができるのか、必要な研究をしてまいります。

併せまして、市町村に対しましては、会議や

研修会等において、随時情報を提供してまいり

ます。

最後に、県の防災対策全般に○坂本康郎議員

ついて、幾つか質問いたします。

災害時に24時間体制で傷病者の受入れなどを

担う災害拠点病院について、全国でその３割が

洪水浸水想定区域内にあることを厚生労働省の

研究班が発表しました。

もともと災害拠点病院は、阪神・淡路大震災

を契機に、主に地震による被害を想定して整備

されてきたという事情があるため、浸水被害に

ついてあまり想定されていなかったということ

が背景にあります。

県内の災害拠点病院について、豪雨災害や津

波災害の際の浸水リスクとその対策について、

福祉保健部長にお伺いします。

国及び県で○福祉保健部長（川北正文君）

は、法律の規定に基づき、想定し得る最大規模

の降雨により河川が氾濫した場合や、最大クラ

スの津波が発生した場合についての浸水想定を

示しております。

本県にある12の災害拠点病院のうち、８つの

病院が、洪水や津波による浸水が想定される区

域に所在しておりますが、各病院におかれて

は、それぞれの浸水被害の想定に応じて、建物

を想定水位より高くする、医療・電気設備を上

層階に設置する、止水板等を設置するといった

対策を講じております。

本県の地域防災の中心的な役○坂本康郎議員

割を担っている、消防団員や消防職員の教育訓

練を実施する機関であります県の消防学校につ
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いて、先日、総務政策常任委員会で現地調査を

行い、昨年度、同委員会から要望のあった老朽

化する学生寮や、水難救助訓練には必要な深さ

が足りないため、現在、学校外で訓練を実施し

ているプール施設の状況などを視察いたしまし

た。

消防学校内の教育訓練施設について、このま

までいいのか、改修・建て替えなど、一度見直

す時期に来ているのではないかという感想を持

ちました。

複雑・多様化する災害や高度化する消防業務

に対応していくために、今後どのように整備し

ていくのか、危機管理統括監にお伺いします。

消防学校で○危機管理統括監（横山直樹君）

は、公共施設等総合管理計画に基づき策定いた

しました個別施設計画により、施設の改修や修

繕を行っております。

また、大規模災害発生時に、迅速かつ的確に

救助活動等が行えるよう、倒壊建物や瓦礫を模

した訓練施設を整備するなど、実践的な訓練環

境の充実にも取り組んでおります。

今後、災害の複雑化・多様化、消防における

女性の活躍、救急や救助、消火活動の高度化な

ど、社会情勢の変化や技術の進展を踏まえると

ともに、市町村消防などの意見も伺いながら、

新たな時代の要請に応えられる施設の整備に努

めてまいります。

先日、読売新聞が、南海トラ○坂本康郎議員

フ地震が予測される向こう30年間の津波浸水予

想地域のうち、３割が限界集落になることを報

じています。これは、津波発生時に住民の命を

守るための防災・減災対策の根幹をなす、自助

・共助の働きが機能しない可能性があることを

意味しております。

高齢化や人口減少の進行で、避難タワーに自

分で上がれない、背負って上げてくれる人も周

りに誰もいないというような事態は、本県でも

地域によって起こり得ると考えて、そのための

対策を講じる必要があります。

他県の高齢者施設では、施設建物が沿岸部に

位置することから、津波の到達時間内に入所者

全員を避難させることは困難と判断し、津波対

応型救命艇を導入している事例を目にしまし

た。

この津波対応型救命艇の活用や導入の必要性

について、県の見解を危機管理統括監にお伺い

します。

津波対応型○危機管理統括監（横山直樹君）

救命艇は、大型の船舶等に搭載される救命艇の

技術を応用し、国土交通省が考案したもので、

エンジン等の動力はなく、漂流しながら、救難

信号を発信して救助を受けることも可能なもの

であります。

宮崎空港のターミナルビル東側に常設展示し

てありますが、県が共催し、９月１日から10日

まで宮崎空港で開催された防災展においても、

改めてＰＲが行われており、津波から迅速に避

難できない場合の有効な避難手段の一つと考え

られます。

全国では、昨年３月時点で、港湾管理事務所

や沿岸部の社会福祉施設など30か所に導入事例

があり、県内でも障がい者支援施設や企業など

４か所で導入されております。

県としましては、ホームページなどで紹介を

行うとともに、今後、導入の必要性などについ

て研究してまいります。

南海トラフ地震発生時の甚大○坂本康郎議員

な被害想定や、近年の自然災害の激甚化・頻発

化などから、地籍調査の必要性が高まっていま

す。被災後の早期の復旧・復興のために、本県
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においては特に、津波浸水想定区域の調査が急

がれております。

災害を想定した地籍調査の取組について、農

政水産部長にお伺いします。

土地の境界や○農政水産部長（久保昌広君）

所有権を明確にする地籍調査は、南海トラフ巨

大地震など、災害からの復旧・復興を迅速に行

うためにも重要であると認識しております。

10市町の沿岸部にある津波浸水想定区域で

は、住宅や商業施設が密集する地域が多く、調

査に多額の費用や期間を要しており、昨年度末

の進捗率は、県全体の73％に対し58％にとど

まっております。

このため県では、関係市町に対して、この区

域を優先して調査するよう働きかけるととも

に、完了には期間を要することから、復旧の要

となる道路と民地との境界調査を先行するよう

推進しているところです。

災害関連死を含む28人が犠牲○坂本康郎議員

になった、2021年７月の静岡県熱海市の土石流

災害は、その後の調査で、業者が持ち込んだ建

設残土によって、不適切に造成された盛土が被

害を拡大させたとされています。

この災害を受けて、国は各都道府県に対し、

盛土総点検を実施しました。その結果、本県に

おいては、災害防止措置が確認できない盛土は

なかったとしています。

県が行った盛土総点検の内容と、その際に調

査の対象にならなかった、それ以外の危険な盛

土箇所の把握を今後どのように進めていくの

か、県土整備部長にお伺いします。

県におきまし○県土整備部長（原口耕治君）

ては、令和３年の盛土総点検において、大規模

盛土造成地や土砂災害警戒区域等から抽出し

た174か所の緊急点検を行い、危険な盛土は確認

されなかったところであります。

その後、令和４年に成立した盛土規制法にお

いて、隙間なく規制区域を指定し、区域内の既

存盛土等の分布や危険性の調査を実施すること

が位置づけられました。

このため県では、現在、年代の異なる空中写

真等を比較し、地形の変化から既存盛土等の分

布を把握する調査を県内全域で行っているとこ

ろであります。

今後は、この調査結果を踏まえ、現地での安

全性の確認等を行い、危険な盛土箇所を特定す

ることとしております。

県としましては、引き続き関係部局と連携

し、適切に対応してまいります。

盛土総点検の結果、危険な盛○坂本康郎議員

土は確認されなかったと聞きますと、県内に危

険な盛土は全くないものと受け取りがちです

が、御答弁いただきましたように、安全が確認

されたのは総点検で抽出した174か所のことで、

まだ調査されていない既存の盛土は、その数

倍、相当な数が残っているのではないかと想像

しております。

そうしたことを踏まえて、盛土規制法の施行

に伴う基礎調査については、規制区域の指定の

みを優先させるようなことのないよう、県内の

既存盛土の調査、危険箇所の洗い出しについて

も、着実に進めていただくことを要望いたしま

す。

併せて、「盛土110番」の設置につきまして

も、不適切な駆け込み盛土を防ぐために、早期

の設置を進めていただきますようお願いいたし

ます。

最後の質問は知事にお伺いします。「ぼうさ

いこくたい」についてであります。

「ぼうさいこくたい」、初めて聞いたという
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方もまだ多いようでありますので、概要を説明

しますと、正式名称は防災推進国民大会、平仮

名で「ぼうさいこくたい」と表記します。

東京大学本郷キャンパスにて開催された2016

年の第１回を皮切りに、これまで仙台、名古

屋、神戸など、毎年、全国各地を巡回開催され

ており、防災に関する活動を実践する様々な団

体・機関が一堂に会し、その取組や知見を発信

・共有する講義型セッションをはじめ、来場者

参加の体験型ワークショップ、ブースにおける

プレゼンテーション、屋外展示などで構成され

る日本最大級の防災イベントであります。

この「ぼうさいこくたい」を本県にも誘致し

てはいかがでしょうか。様々な自然災害の脅威

を経験し、今、南海トラフ地震という危機事象

に向き合う本県が開催する意義は大変大きいと

思いますし、県民の防災意識の向上など、本県

の防災力強化にも寄与するものと考えます。

2027年の国スポ・障スポ前後の時期に、関連

施設も活用して開催ができれば、関連する県内

開催のイベントスケジュールに、もう一つ新し

い催しを加えることができます。

「ぼうさいこくたい2026」もしくは「ぼうさ

いこくたい2028」の誘致について、知事の御所

感をお伺いします。

「ぼうさいこくたい」○知事（河野俊嗣君）

は、内閣府が主催して行われているものであり

まして、国内最大級の防災イベントです。第８

回となります今年度は、今月17日から２日間、

関東大震災100年事業の一環として横浜市で行わ

れております。

本県もこれに職員を派遣しておりまして、南

海トラフ地震関係で10の県が知事会議を組織

し、国への要望活動を行っておりますが、今

回、「ぼうさいこくたい」に展示ブースを出展

し、そこに職員を派遣しております。

職員からは、この会場は、防災に関連する最

新技術の紹介や、参加者体験型の講座、講演会

などがあって、多くの来場者があったと報告を

受けているところであります。

このイベントは、南海トラフ地震に対する県

民の防災意識向上の契機になるものと考えられ

ます。本県への誘致につきましては、開催の条

件とか地元負担など、まだ不明な点もあります

ことから、今後、情報を収集し、検討してまい

ります。

以上で用意しました全ての質○坂本康郎議員

問を終わります。御答弁いただき、ありがとう

ございました。（拍手）

次は、内田理佐議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 皆様、こん○内田理佐議員

にちは。延岡市選出の内田理佐です。

私は２年前、この議場を去る前に、ここで御

挨拶をさせていただきました。再びこうやって

質問する機会を与えていただいたことに対しま

して、心より感謝申し上げます。ありがとうご

ざいます。

それではまず、県の喫緊の課題である人口減

少対策について質問いたします。

令和４年までの過去10年の人口推移を見ます

と、宮崎県は７万4,391人減っています。一番減

少しているのは延岡市で１万4,201人、そして都

城市の9,276人、日南市の7,345人と続きます。

では、令和４年までの２年間に絞りますと、

延岡市の3,293人、次いで日南市の1,892人、そ

して宮崎市と都城市が1,863人と続きます。

しかし、この２つの市の増減率は、県内でも

三股町に次いで最少となっています。これらを

踏まえると、都城市と宮崎市が近隣市町村を

引っ張っているのが分かります。
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商工建設常任委員会で都城の工業団地を調査

した際、昨年の企業立地件数が歴代最高の26件

で、雇用は701人増加を見込み、都城は10年後、

今の人口を上回っていると予想されていまし

た。

確かに、全国からの移住者に対し、夫婦と子

供２人の場合、１世帯当たり最大500万円給付が

可能とし、４か月で439人と過去最多の移住があ

り、また保育料や子供医療費、妊産婦健診費用

の完全無償化など、若い人たちの心をつかむ政

策が目立ちます。

そこで、県内各地域における人口減少の現状

等について、知事にお伺いします。

また、10万人以上の市である延岡市と都城市

では、人口の増減率で見ると、令和３年が都城

市がマイナス0.63、延岡市がマイナス1.31、令

和４年が都城市がマイナス0.54、延岡市がマイ

ナス1.49と、宮崎県の３大都市である延岡市の

人口減少が進んでいるのが分かります。

地元企業対策、企業誘致、子育て支援、移住

政策などの違いが数字に表れてきているのでは

ないでしょうか。

そこで、市町村の取組の現状と、県としての

今後の人口減少対策の方向性を知事にお伺いし

ます。

以上で、壇上からの質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、人口減少の現状等についてでありま

す。

本県の総人口は、毎年10月１日時点の推計で

は、平成８年の約117万7,000人をピークに減少

しており、特に平成15年以降は、自然減と社会

減が同時に進行し、人口減少が加速しておりま

す。

また、直近の令和２年と平成27年の国勢調査

結果を比較しますと、この間、人口が増加した

のは宮崎市と三股町のみで、本県全体の人口増

減率はマイナス3.1％となっております。

このうち、県内の９市ではマイナス2.7％であ

るのに対し、町村ではマイナス5.3％と、数字に

して２倍近い開きが見られます。

これは、市町村によって差異はあるものの、

全体的な傾向として、特に町村部、特に山間地

域では、超高齢化に伴う死亡超過、すなわち自

然減、そして、進学や就職による人口流出、す

なわち社会減による人口の減少率が、いずれも

都市部と比べて高いことによるものと考えてお

ります。

次に、今後の人口減少対策の方向性について

であります。

人口減少は、今後も長期にわたって続く見通

しであり、持続可能な県政の発展につなげてい

く上でも、その抑制と将来の人口安定化を図る

ことは急務であると考えております。

このような中、市町村によっては、御指摘が

ありましたように、保育料・医療費の無償化

や、妊産婦の健診費用の助成、独自の移住支援

や積極的な企業誘致など、創意工夫を重ね、

様々な対策を打ち出しております。

県としましても、例えば、保育所等における

おむつの定額利用等への支援や、妊産婦の通院

支援、県内就職の促進など、自然減・社会減対

策に取り組んでいるところであります。

人口減少の状況や要因、必要な対策は、市町

村ごとに異なるものと認識しております。

引き続き、県民の皆様や市町村との連携を深

め、地域ごとの課題や強み、将来像の共有をこ

れまで以上に図りながら、各市町村が地域の実
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情に合わせたさらなる対策を講じることができ

るよう、積極的に後押しをしてまいります。以

上であります。〔降壇〕

今、人口減少の状況や要因、○内田理佐議員

必要な対策は、市町村ごとに異なると認識して

いるという答弁がありました。

一つの少子化対策への近道として、宮崎県と

して男女格差をさらになくしていく取組という

のが大事ではないかと思っております。

そこで、ジェンダー平等と少子化対策につい

て質問させていただきます。

日本のジェンダーギャップ、男女格差は先進

国で最低レベルと言われています。

今年６月、宮崎県男女共同参画センターの冨

山幸子さんの「ジェンダー平等が社会を救う」

というタイトルの講演を聴きました。

経済を伸ばしてきている国はジェンダー平等

が進み、幸福度も高く生産性も高い。

特に興味深かったのは、経済発展が極めて高

いレベルに達すると、出生率が上昇する。なぜ

ならば、ジェンダー平等の進展により、強力な

社会基盤の下、男性の家事育児への参画が進

み、女性の労働参加と出産、育児の両立が図ら

れ、出生率が上がるそうです。大事なのは、人

生の満足度の高まりなのです。

男性も子育てに参加したい、女性は育児など

の負担を軽減したい、夫も妻も仕事と家庭を両

立したい。

ジェンダーギャップ指数ランキングでは、世

界146か国中、日本は125位で過去最低となって

います。韓国、中国よりも遅れています。

そのような中、親日で知られる台湾は、アジ

アでもトップクラスと言われており、女性が活

躍し、経済が元気です。

宮崎県には、女性の国会議員、市町村長がい

ません。女性がゼロの議会が、前年の全国40位

から順位を落とし、45位となりました。

しかし、ここでまた都城市の登場ですが、都

城市議会議員26人中、女性が７人で約27％。全

国の市議会全体の18.1％を大幅に上回っていま

す。都城市役所の女性管理職比率も、2022年４

月時点で20.4％とかなり高い状況です。少子化

対策を推し進める都城市の躍進も、女性議員、

そして女性管理職の増加が関係するのではとも

考えられます。

そこで、女性参画が進んでいる国ほど出生率

も高いという結果より、女性が活躍できる宮崎

づくりを進めるべきと考えますが、知事のお考

えをお伺いします。

先ほどのジェンダー○知事（河野俊嗣君）

ギャップ指数ですが、大変残念な状況で、しっ

かりと取り組んでいく必要があると考えており

ます。

急速な少子高齢化や人口減少の進展、価値観

の多様化が進む中で、あらゆる分野において女

性の活躍が進むということは、地域経済の発展

につながることはもとより、多様な視点が確保

されることによって、全ての人々が暮らしやす

い社会の実現につながるものと考えておりま

す。

しかしながら、ジェンダーによる無意識の思

い込み、長年の習慣等によりまして、分野に

よっては、女性の活躍が十分には進んでいない

状況にあると考えております。

このため、今年６月に策定した新たなアク

ションプランにおきまして、「女性も輝く地域

づくり」を重点項目の一つとして掲げたところ

でありまして、男女共同参画社会づくりに向け

た県民意識を高める広報・啓発のほか、官民一

体となって設立しました「みやざき女性の活躍
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推進会議」におきまして、女性のキャリア講座

や女性の活躍について、企業への働きかけなど

を行っているところであります。

また、政務活動に関することで恐縮でござい

ますが、来月予定しております私の県政報告会

でも、女性の活躍をテーマとしまして、各界の

代表者との対談を行ってまいりたいと、そのよ

うに考えております。

今後とも、性別に関わりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる、男女共同参

画社会の実現に向けて、積極的に取り組んでま

いります。

やはり重要なのは、女性が輝○内田理佐議員

く、また男性も輝くという人生の満足度なのだ

と思います。

家庭を持つすばらしさ、子供を産む充実感と

いうか、子供を育てることで人生の幅が広がる

というようなこととかを、私たち大人がしっか

りと子供たちに伝えていく、そういう取組が自

然と企業とかいろいろな勉強会の中でも出てく

るといいなということも感じておりますし、数

字というものは後からついてくるものだと思っ

ておりますので、知事の県政報告並びにいろん

な場において、男女共同の実現に向けて、積極

的な取組をお願いしたいと思います。

次に、農振除外を伴う土地利用調整について

伺います。

商工建設常任委員会で、熊本県のＴＳＭＣ進

出に伴う取組、また、都城市の工業団地整備状

況を調査させていただきました。

その際、興味深かったのは、地元住民の協力

の下、農振を除外し、企業誘致のための土地利

用を進めていた点です。

熊本県では、企業進出や住宅団地の整備を迅

速に進めるため、市町村と協力し、基盤整備が

行われていない農用地に、進出企業や住宅を集

約し、調整しているという説明をいただきまし

た。

開発案件の総合相談窓口も用意され、また、

農振除外の手続に時間がかかることもあるた

め、進捗を関係部局、農林、土木、商工、環境

等と共有し、集中的に市町村を支援していま

す。

本県において、農村地域における農村産業法

を活用した産業の導入について、どのように進

めていくのか、農政水産部長にお伺いします。

御質問のあり○農政水産部長（久保昌広君）

ました、農村地域への産業の導入につきまして

は、農業の従事者の安定的な就業機会の確保

や、農業と産業の均衡ある発展などを目的とし

た農村産業法の制度を活用することができま

す。

この制度を活用する場合には、まずは市町村

において、産業を導入する地域や業種などにつ

いて、具体的な実施計画を策定する必要があ

り、県がその実施計画に対して同意した後に、

農用地区域からの除外や農地転用等の土地利用

規制に係る所定の手続を行うこととなります。

県としましては、研修会等を通じて市町村に

制度の周知を図るとともに、相談があった場合

には適切に助言を行うなど、円滑な制度の活用

に向け、丁寧に対応してまいります。

何も地域差があるということ○内田理佐議員

ではないということが分かりました。

例えば企業側から増設や立地の相談があった

場合は、農地の所有者の協力、同意、そして市

町村がしっかりと実施計画を策定し、県に相談

をしっかりしていただいて、例えば都城市のよ

うに立地を進めることができるので、地域差も

なく、やる気があれば県もきちんと対応してい
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くということだと思います。

そこで、ＴＳＭＣの質問に移らせていただき

ますが、熊本県でのＴＳＭＣ進出に伴う宮崎県

の取組についてです。

ＴＳＭＣは世界最大級の台湾の半導体メー

カーで、世界シェアが50％以上を占め、時価総

額はトヨタの２倍以上と言われている巨大な半

導体企業です。

熊本県では、台湾ＴＳＭＣの進出に伴い、国

も国家プロジェクトとして最大4,760億円の助成

額を予定し、市町村との連携により、28社の企

業と立地協定を結んでいるということでした

が、立地したいが場所がないとの説明もありま

した。

そのような中、ＴＳＭＣ側は記者会見で、経

済的に考え、第２工場も熊本県で考えていると

いうことを表明されています。

そこで、九州地方知事会でも会長を務める熊

本県知事は、「本県だけではできない。新生シ

リコンアイランド九州の実現に向け、半導体関

連産業のさらなる集積に期待」とおっしゃって

います。

宮崎県がこのチャンスをものにできるか、非

常に期待しているところですが、企業集積を図

るための体制づくりが重要かと思います。

ＴＳＭＣ関連企業の誘致に向けた取組につい

て、商工観光労働部長にお伺いします。

ＴＳＭ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

Ｃをはじめ九州における半導体関連企業の投資

活発化の動きに対応するため、県では、半導体

関連産業を重点産業分野に追加し、支援制度を

充実させ、立地企業へのインセンティブ強化を

図ったところであります。

また、立地活動に当たっては、本県の強みを

生かした立地環境や支援制度等の情報発信を

行っており、新たな取組といたしまして、ＰＲ

動画や外資系企業向けのパンフレットを作成し

ているところです。

現在のところ、ＴＳＭＣ関連企業の本県への

具体的な進出の動きはございませんが、引き続

き、積極的なプロモーション活動を展開し、戦

略的な企業立地に取り組んでまいります。

今のところ、具体的な進出の○内田理佐議員

お話をいただいていないというようなことだと

思いますが、県はオーダーメード方式でいいの

かということです。私は、レディーメード方式

で準備できています、いつでも来てください、

どんな話でも対応しますよという姿勢も大事か

と思っております。

ただ、先輩方からの質問にもありますが、人

材が足りないというような課題もある中で、本

当に悩ましいところだとは思いますが、でもア

ンテナを張っていただいて、レディーメード、

いつでも来てくださいと、市町村と連携を取っ

てしっかりと農振除外なども取り組みながら、

用意はできていますよというような状況で、

チャンスをものにしていただきたいと思って質

問させていただいております。

そこで、企業誘致だけでなく、ＴＳＭＣの工

場建設の関連企業の立地に伴う、県内企業との

マッチングも大事だと思っております。図るべ

きだと思っておりますが、現在の取組について

商工観光労働部長にお伺いします。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、県内企業の取引拡大を図るため、宮崎県産

業振興機構と連携しながら、受発注企業の登

録、取引のあっせんを行っておりますが、これ

までのところ、ＴＳＭＣやその関連企業から、

県内企業に関する問合せ等は確認しておりませ

ん。
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九州での半導体関連企業による投資の活発化

は、県内企業にとっても取引拡大を図る好機と

捉えております。

県といたしましては、本県へ進出するローム

社をはじめ、ＴＳＭＣなど半導体関連企業の動

向を見極めながら、県内外での商談会などを通

じ、県内企業とのマッチングが図れるよう取り

組んでまいります。

企業誘致も大事なんですが、○内田理佐議員

地元企業をもっと育てていく、成長させていく

ということも大事ですので、いろんなチャンス

があると思います。

民間企業の企業努力というのも必要だと思い

ますが、地元企業の皆様はいろんなチャンスを

求められていて、それをものにしたいと、どう

すれば企業とのつながりを得ることができるか

という課題等も抱えられておりますので、いろ

んな機会に県が協力していただいて、マッチン

グする機会を与えていただければと思っており

ます。

「九州は一つ」という合い言葉が、今は最も

大事だと思っております。知事に御来賓として

来ていただきました九州の県議会野球大会、そ

ちらでも各県の県議の皆様から「九州は一つ」

というような言葉が飛び交っておりました。

新しいシリコンアイランド九州の実現に向け

た、知事の思いをお伺いします。

九州はかつて半導体産○知事（河野俊嗣君）

業の集積地として「シリコンアイランド」と呼

ばれておりましたが、ＴＳＭＣの進出を契機

に、再び九州で産業集積が急速に進んでいると

ころであります。

国は、半導体産業基盤の強化に国家事業とし

て取り組むこととしておりまして、産学官で構

成する九州半導体人材育成等コンソーシアムに

おきまして、我が国の半導体産業の復活を九州

から推進していこうとしているところでありま

す。

そのような中、九州地方知事会におきまして

も、このテーマについて度々議論を重ねており

まして、半導体関連企業の設備投資や、自治体

が行うインフラ整備に要する財政支援等につい

て、国への提言・要望も行っているところであ

ります。

本県におきましても、ローム社の進出が予定

されておりまして、半導体関連企業の進出は新

たな投資や取引拡大など、本県経済の発展にも

大きな貢献が期待できますことから、この九州

全体の流れを本県にも呼び込み、今後、九州各

県ともさらに連携しながら、新しいシリコンア

イランド九州の創造に向けて、しっかり取り組

んでまいります。

期待しておりますので、よろ○内田理佐議員

しくお願いいたします。

質問はＴＳＭＣから台湾交流に移らせていた

だきます。

日本統治時代に台湾に渡った西都市出身の画

家、塩月桃甫氏。塩月桃甫から台北高校で習っ

た宮崎市出身の小説家、中村地平氏。中村地平

は、現太陽銀行の２代目社長であります。ま

た、同じく教鞭に立った日向市出身で、後に初

代日向市長となった三尾良次郎氏。

現在、延岡観光大使で画家の小松孝英さん

が、３人のドキュメンタリー映画を制作中。塩

月桃甫の映画は完成し、宮崎、台湾でも上映さ

れました。

３年前、日台友好議連の皆様にも、西都市で

上映されたときに御案内があったかと思いま

す。３人ゆかりの台北高校、現在の台湾師範大

学は創立100周年を迎え、この映画が縁となり、
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今年４月に教授たちが宮崎を訪れ、河野知事、

黒木教育長、宮崎市、西都市、日向市の市長、

企業局長、県立美術館館長などを表敬されてい

ます。

一緒に訪れた台湾を代表するデザイナー、林

名誉教授は、「台湾には宮崎県の先人たちが残

した美術、文学、教育の歴史があり、宮崎は台

湾と独自に文化交流ができる県である」「台湾

は、日本の都道府県の中で宮崎とのつながりが

一番強い」とおっしゃったそうです。

塩月桃甫は、台湾の教科書にも載っている方

です。また、台湾の国立博物館には、延岡市出

身で日本動物学者の菊池米太郎氏も紹介されて

います。

知事は実際にお会いされ、御説明を受けたと

思われますが、現在の交流基盤には先人たちの

御尽力があることを御理解いただいたと思いま

す。

私としては、歴史的背景を知っていただいた

上で、観光、経済の交流につなげていただける

と、より関係が深まり、結果に結びつくのだと

考えていますが、本県における台湾との交流の

現状とこれまでの取組について、知事にお伺い

します。

台湾は地理的に近く、○知事（河野俊嗣君）

経済的なつながり、さらにはスポーツや文化、

合唱など、そういった活動を通じた交流もあり

ます。

そしてそれに加えて、御指摘のとおり、塩月

桃甫氏や中村地平氏など、本県ゆかりの先人の

活躍もありまして、歴史的、文化的なつながり

も深いことから、国際交流のパートナーとして

大変重要な地域であると認識しております。

こうした中、県では、平成29年に新竹県及び

桃園市と友好交流協定を結び、高校生の招聘事

業や訪問団による交流を行っております。

また、県内では、西都市と高千穂町が姉妹都

市を締結するとともに、各地で文化・スポーツ

交流が行われているほか、今年７月には、県商

工会議所連合会が台日商務交流協進會と業務協

力の覚書を交わすなど、行政、民間レベルでの

様々な交流が積み重ねられております。

また、先日も台湾日本関係協会の蘇会長が来

県され、私も懇談したところであります。

また、毎年、音楽祭の時期に来県される台湾

師範大学の葉樹涵教授等に、みやざき大使も委

嘱して、さらなる交流のお力添えというものも

いただいているところであります。

これまで、県議会や民間団体の皆様とともに

現地を訪問し、県産品や観光のＰＲなどのトッ

プセールスを行ってきたところであります。

今後とも、市町村や関係団体と連携しなが

ら、様々な分野における相互交流や輸出拡大、

そして直行便の再開といった経済面の取組を進

めて、台湾とのつながりをさらに発展させてま

いります。

コロナ禍では、宮崎県にも台○内田理佐議員

湾からマスクとか消毒液が届いたり、ワクチン

を送るなど、日台議連の先輩方や知事をはじめ

県の皆様方の御尽力があり、今の台湾との良好

な関係につながっていると思っております。

さて、ＴＳＭＣが熊本に進出したのは、空港

からのアクセスがよいということもあるのでは

と思います。ビジネスチャンスを広げ、ビジネ

ス客をつかむためにも、宮崎からの直行便が必

要です。

宮崎－台北線の再開に向けた取組について、

総合政策部長にお伺いします。

台北線につ○総合政策部長（重黒木 清君）

きましては、これまで再開に向けて、知事が
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チャイナエアライン本社を訪問し、要望活動を

行うなどの取組を行っておりますが、同社から

は機材とパイロットの不足を理由に、再開の時

期が示されていない状況にあります。

このため、現在、他の航空会社に対するアプ

ローチや、現地旅行会社とのチャーター便実施

に向けた協議をはじめ、先週、台湾日本関係協

会の会長が来県された際には、早期再開に向け

ての協力をお願いするなど、あらゆる機会を捉

え、再開に向けた取組を行っているところであ

ります。

本県にとりまして台北線は、経済活性化や交

流拡大を図る上で大変重要な基盤であり、県内

においてもソウル線に続く定期便再開の機運も

高まっておりますので、引き続き、一日も早い

再開に向けて取り組んでまいります。

宮崎県の歴史的背景を絆とし○内田理佐議員

て生かし、台湾からのインバウンド誘客に向け

た取組について、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、台湾をインバウンドの重点地域と位置づ

け、これまで誘客に取り組んでおり、コロナ禍

前には延べ宿泊者数が年間約６万人と、外国人

全体の２割程度を占める状況にありました。

台湾からのインバウンドを早期に回復させる

ためには、台北線の再開が必要と考えておりま

すが、当面は他県空港を利用し、九州に入る観

光客を本県に取り込んでいくことが重要と考え

ております。

このため、現在は、ＳＮＳでの情報発信等に

より、本県の魅力について広くＰＲを行うとと

もに、現地旅行者に対し、福岡や熊本など、他

県空港経由で本県を周遊する旅行商品の造成支

援等を行っているところであります。

今後とも、これらの取組をしっかりと進めな

がら、台湾からの誘客促進に努めてまいりま

す。

ぜひ、インバウンド、アウト○内田理佐議員

バウンドを積極的にアピールのほうもお願いし

たいと思います。新竹県にお仕事に行かれた方

や、新竹県の方々が「宮崎県はアピールがまだ

少ないよ」と、「長野県だったかは空港や駅な

どにポスターもたくさん貼っている」というよ

うなお話もあって、期待の声もありましたの

で、どんどんアピールをしていただきたいと思

います。

続きまして、記紀編さん1300年についてで

す。

私は、宮崎県のシンボルは神話だと思いま

す。神話は、宮崎県の観光であり、シンボルと

して定着させるために、記紀編さん1300年記念

事業を進めてきたのだと理解し、以前の質問で

もお話ししました。

知事も御答弁で、「神話は、本県における観

光の大きなシンボルであり、神話の源流みやざ

きブランドがしっかりと引き継がれていくよ

う、市町村や関係団体とも連携しながら、神話

を生かした観光誘客に取り組んでまいります」

とお答えいただきました。

そこで、記紀編さん1300年記念事業終了から

２年が経過しましたが、成果をどのように捉え

ているか、知事にお伺いします。

記紀編さん1300年記念○知事（河野俊嗣君）

事業は、本県の宝であります日向神話や、その

ゆかりの地、神楽などを広く発信し、県づくり

に生かしていくため、平成24年から９年間にわ

たり実施したものであります。

その間、本県の宝をより深く学ぶ講座や神楽

公演、神話巡りバスツアー、旅行会社と連携し

- 251 -



令和５年９月20日(水)

たキャンペーン等を展開することによりまし

て、国内外に「神話の源流みやざき」のイメー

ジが徐々に浸透し始め、定着してきているので

はないかと、そのように考えております。

また、県民の郷土に対する誇りの醸成が図ら

れ、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向けた

現在の動きへとつながるなど、大きな成果を得

ることができたものと考えております。

これらの成果を踏まえ、令和４年３月に文化

振興条例を、そして今年６月には、みやざき文

化振興計画を策定したところでございます。こ

ういう体制も整えました。

私は、50年先、100年先を振り返ったとき

に、1300年記念事業というものが、これまでも

県民の間で意識され共有されてきた、こういっ

た宝というものに改めて光を当て直すことがで

きた、そして、先人から受け継いできた、こう

した文化を次の世代へ継承・発展させ、文化を

通じて県民一人一人が生き生きと暮らすことの

できる宮崎づくりへの礎を築くことができた、

そのように評価をいただくことができるのでは

ないかと考えております。

先日、ラグビーの特集を見さ○内田理佐議員

せていただきました。以前のお話ですけれど

も、日本代表の方々が大御神社に行かれて、さ

ざれ石を見学し参拝されたという様子を見て、

とても宮崎県を誇りに感じました。

そこで、記紀編さん1400年に向けた今後の展

開について、知事にお伺いします。

記紀編さん1300年記念○知事（河野俊嗣君）

事業を一過性のものとせず、次の100年を見据

え、これまで磨き上げてきた本県の宝をしっか

りと県内外に発信し、これからの宮崎づくりに

生かしていくことが重要であると考えておりま

す。

現在、文化振興条例や、みやざき文化振興計

画に基づき、文化を活用した地域づくりを進め

ているところであります。

人口減少や少子高齢化の進行により文化の担

い手が不足する中で、本県の特色ある文化を後

世に残すとともに、観光誘客などにつなげてい

くことが大きな課題であると考えております。

神楽サポーターなど、文化を支える環境整備

や人づくり、神話を生かした観光振興に、これ

まで以上に取り組まなければならないと考えて

おります。

また、先日も、宮崎の神話のふるさと県民大

学に作家の三浦しをんさんが来県し、講演もい

ただいたところであります。

こうした記念事業を通じて培った、様々な文

化人、様々な宮崎を応援しようという方とのつ

ながりというものもこれから生かしていく、大

変重要な課題であろうかと考えております。

今年10月の県人会世界大会や、令和９年の国

スポ・障スポなど、あらゆる機会を通じて「神

話のふるさとみやざき」を県内外に力強く発信

するとともに、今後とも市町村や関係団体と連

携しながら、本県の宝を最大限に生かした人づ

くりや観光振興による地域活性化に邁進してま

いります。

ありがとうございます。神話○内田理佐議員

の話は次の質問にも続きます。

延岡市の環状道路の整備についてです。

現在、安賀多通線構口工区が事業中であり、

並行して平原工区も今年度より新規着手すると

御説明いただいております。平原地区の沿線の

方々は、地元説明を待ち望んでいるようです。

安賀多通線構口工区及び平原工区の進捗状況

について、県土整備部長にお伺いします。

安賀多通線に○県土整備部長（原口耕治君）
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つきましては、渋滞対策や通学路の安全確保の

ため、南延岡駅前交差点付近から北側の970メー

トル区間を構口工区として、平成27年度から都

市計画事業により整備を進めております。

現在、必要な用地の約94％を取得したところ

であり、昨年度から約360メートルの区間で、電

線の地中化を含めた拡幅工事を行っておりま

す。

また、構口工区の南側に接続する800メートル

区間について、本年度、平原工区として新規事

業化したところであり、測量や設計を行う予定

であります。

県としましては、引き続き、必要な予算の確

保に努めるとともに、地元の皆様の御協力をい

ただきながら、早期整備に取り組んでまいりま

す。

現在工事中の安賀多通線沿い○内田理佐議員

に、愛宕山という山があります。江戸時代まで

「笠沙山」と呼ばれておりました。ニニギノミ

コトとコノハナサクヤヒメが出会ったという

「出逢いの聖地」と言われるところで、ここの

公園の名称が令和３年４月に「笠沙の御碕公

園」という名前に変えられました。

今は工事中の歩道なんですが、「出逢いの聖

地通り」として、歩道にモニュメントなど、

カップルが歩きたくなるようなシンボルロード

として整備していただくと、市民の皆さんに

「神話の源流みやざき」ということがしっかり

と定着すると思いますので、要望させていただ

きたいと思います。

続きまして、西環状線完成後の計画について

です。

鉄工団地のある大武地区の交通混雑は、現在

も深刻な状況です。

現在の鉄工団地に勤める社員は約1,000人ほど

いらっしゃいます。隣接する大武工場地域など

も今もなお企業立地が進んでいることから、周

辺企業を合わせると2,000人は優に超える一大工

業地帯となっています。

青果市場、森林組合、採石場、高校、保育

園、地域住民、国道10号までのアクセス道路を

利用される方はたくさんいらっしゃいます。津

波対策、物流の面からも、渋滞緩和が喫緊の課

題となっております。

まずは、大武地区の渋滞状況について調査を

進めていただきたいと考えますが、県の考え方

を県土整備部長にお伺いします。

延岡市大武地○県土整備部長（原口耕治君）

区につきましては、鉄工団地を中心に多くの企

業が集積していることもあり、大武地区内を通

る県道延岡港線と市道柚の木田大武線の２路線

と、国道10号との交差点付近の交通量は多いも

のと認識しております。

このため、関係機関と連携し、左折車線の２

車線化や信号表示の見直しなどの対策を講じて

きたところでありますが、時間帯によっては渋

滞が発生している状況にあります。

このようなことから、県としましては、大武

地区における時間帯別の交通量や、渋滞の状況

などを詳しく把握するため、道路管理者である

国や延岡市と調査に向けた協議を進めてまいり

ます。

この大武一帯は、昔は東環状○内田理佐議員

線という名前もありましたが、計画はなくなっ

てしまっているんです。西環状線完成後の計画

がもしないのであれば、産業道路としてしっか

り計画を上げていただけるとありがたいなと

思っておりますので、まずは調査のほうからお

願いしたいと思います。

続きまして、新県立体育館についてです。
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令和３年６月定例会の私の質問で、車両の混

雑を低減させるための取組についてお聞きしま

した。その際、「現在の延岡市民体育館の２倍

以上の規模となり、駐車スペースの拡充や大会

時等における周辺交通対策は大変重要であり、

県及び延岡市で役割分担の下、新たな駐車場の

確保や交通予測を踏まえた道路整備箇所の把握

などに取り組んでいる」とお答えいただきまし

た。

あれから２年が経過し、改めて大規模大会時

の車両混雑が予想される中、駐車場、道路整備

について、どのような対策を考えているのか、

総合政策部長にお伺いします。

アスリート○総合政策部長（重黒木 清君）

タウン延岡アリーナは、スポーツ大会やイベン

トなど多くの方々が利用することを想定してお

り、周辺道路の交通対策や駐車スペースの確保

は大変重要であると考えております。

そのため、県と延岡市、それぞれの役割分担

の下、対策を行うこととしており、道路の整備

につきましては、交通予測を踏まえた左折レー

ンの設置など、周辺の交差点改良を計画すると

ともに、駐車場につきましては、アリーナの敷

地に加え、市において近隣に複数の駐車場の整

備を進めているところであります。

さらに、国スポのような大規模大会が開催さ

れる際には、臨時駐車場の設置やシャトルバス

の運行など、延岡市などとの協力の下、必要な

車両混雑の緩和対策が講じられるものと考えて

おります。

この体育館の近くには消防署○内田理佐議員

等もあり、救急車両も行き来します。その点も

踏まえて、また体育館を利用していただいた方

が二度三度と利用したくなるような、満足のい

くような環境整備をお願いしたいと思います。

続きまして、ＪＲ日豊本線「佐伯－延岡間」

の利用促進についてです。

この区間は特に乗車客が少ないように感じま

す。今のような乗車実績の中で、存続に関して

心配の声が聞かれるようになりました。

例えば、北の鉄路である日高線は、災害で復

旧を諦め廃線となりました。日田彦山線も復旧

できず、バスが線路を走る形式となりました。

留萌線は高速道路が延びたので、容赦なく廃線

となりました。

延岡駅のもう一つの顔は、コンテナ貨物の発

着駅であるということです。鉄道輸送の農業や

産業分野における重要性は言うまでもありませ

ん。トラック輸送も運転手不足、環境問題も深

刻、鉄道網を守るために、荷主を増やす努力も

必要で、今のうちから手を打つべきだと思いま

す。

そこで、日豊本線は拠点となる都市間を結ぶ

ものであり、貨物列車も走行していることか

ら、すぐに走らなくなる可能性は低いとお聞き

しましたが、ＪＲ日豊本線「佐伯－延岡間」の

利用者数及び収支の推移について、総合政策部

長にお伺いします。

ＪＲ九州に○総合政策部長（重黒木 清君）

よりますと、佐伯－延岡間における１日当たり

の利用者数を示す平均通過人員は、令和元年度

が858人でありましたが、翌年度は新型コロナの

影響により、半分以下の353人となりました。

その後は、３年度が431人、４年度が604人と

緩やかな回復傾向にあるものの、以前の水準に

は戻っていないところであります。

また、収支につきましては、令和元年度が約

７億5,000万円の赤字、以降も、２年度が約７

億9,000万円、３年度が約６億6,000万円、４年

度が約４億8,000万円の赤字となっており、改善
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はしているものの、依然として厳しい状況にあ

ります。

例えば、イベントとして観光○内田理佐議員

列車を走らせる企画とか、利用者が増えるよう

な取組を県北地域の関係者と一体となって、県

も協力して取り組んでいただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。

続きまして、養殖魚の餌代価格高騰に対する

支援策についてです。

県は、子牛価格の低迷で安定的な経営が難し

くなっている和牛繁殖農家の支援事業に１

億8,000万円余りを補正予算案として組まれまし

たが、確かに生産基盤を担う繁殖農家の現状は

厳しいです。

同じく、漁業も大変厳しい状況が続いていま

す。延岡市北浦町、島野浦、串間市の養殖業に

おいて、コロナで苦しみ、台風で苦しみ、今回

は燃油高騰で苦しみ、経営難が続いています。

ある水産会社では、今年3,000～4,000万円の

赤字だと話します。ウクライナ侵攻により生餌

は30～35％上がり、配合飼料も30％ほど上がっ

ています。魚の値は30年前からほとんど上がっ

ていないため、値段を上げることもできず、経

営は悪くなるばかりです。

ブリ、シマアジは中国への輸出が止まり、カ

ンパチ、タイの値段は上がっています。２～３

年後には倒産が相次ぐのではと聞こえてくる

中、北浦では今年、養殖業者が１件辞め、さら

にもう１件が辞める予定、来年も１件辞めるだ

ろうと伺いました。

せっかく漁業をしに地元に戻ってきた若者た

ちに、頑張れと言えない状況にある、先輩養殖

業者たちの悔しさが伝わります。

宮崎牛ブランドを支える農家だけでなく、水

産ブランド、「宮崎カンパチ」などを支えてい

る漁業者も守っていただきたいです。このまま

では、宮崎県から水産がなくなってしまうとい

う危機感さえあります。

そこで、養殖魚の餌料高騰に対する県の支援

について、農政水産部長にお伺いします。

県では、養殖○農政水産部長（久保昌広君）

業の経費の約５割を占める餌料価格が令和３年

度から上昇し始めたため、国のセーフティー

ネット事業の活用を推進するとともに、餌料価

格の上昇に対する支援を行ってきたところであ

ります。

今年度も価格の高騰が続いていることから、

６月補正予算において、国のセーフティーネッ

ト事業に係る漁業者の積立金相当額の一部を補

助することにより、経営継続を支援していると

ころであります。

また、物価高騰に左右されない持続可能な養

殖業を確立するため、天然資源の影響を受けな

い人工種苗や、成長のよい配合飼料への転換を

支援するなど、養殖業の体質強化を図っている

ところであります。

漁業者の皆様は、正月に向け○内田理佐議員

て、今、何とか頑張られているところでありま

す。この正月までの２～３か月を何とかしのい

でいきたい、餌を与えずにやっているんだとい

うようなお話もあります。久保部長は、私が市

議時代、副議長だったときに副市長でいらっ

しゃったので、説明は要らないと思います。漁

業者の皆様の顔が浮かんでいると思います。ぜ

ひ、漁業者の皆様の顔を思い浮かべながら、そ

ちらに対して今必要な支援を御用意していただ

きたいと切に願っておりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。

続きまして、子宮頸がんワクチンについてで

す。
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宮崎県では、現在、若年女性における子宮頸

がんがとても多く、問題になっています。解決

のために、昨年４月から積極的勧奨となった子

宮頸がんワクチンの普及が鍵となっています。

15歳から39歳までの思春期、若年成人の方

で、がんが発症する方が毎年約２万人います。

その主な原因は子宮頸がんと乳がんです。子宮

頸がんは一度でも性的接触の経験があれば、誰

でも感染する可能性があります。しかし、たく

さんあるがんの中で、唯一ワクチンで防げるが

んでもあります。

宮崎県では、2019年の子宮頸がん罹患率が

ワースト１となっています。患者数が398例、そ

して死亡数が22名でした。

専門医によると、このまま宮崎県でワクチン

の普及が進まなかった場合、10年間で罹患者が

約3,500人、死亡者数が約300人、30代までに子

宮を摘出される方が約100人と予測されていま

す。問題視されるワクチン接種による重篤な副

反応者は１人となっています。

副反応発症時の医療体制も、宮崎大学を中心

に完備されているところです。

そこで、本県における子宮頸がんワクチンの

接種状況について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

現在、子宮頸○福祉保健部長（川北正文君）

がんワクチンの接種は、小学６年生から高校１

年生までを対象とした定期接種と、積極的勧奨

の差し控えにより、接種の機会を逃した方を対

象とするキャッチアップ接種の２種類を実施し

ております。

接種状況については、速報値となりますが、

令和４年度は定期接種の対象者３万282人に対

し、初回接種を終了された方が1,654人、キャッ

チアップ接種の対象者３万9,464人に対し、初回

接種を終了された方が2,043人となっておりま

す。

また、令和５年度は７月末時点で初回接種の

終了者が定期接種1,084人、キャッチアップ接

種1,124人となっております。

令和４年度定期接種の対象者○内田理佐議員

３万人に対して初回接種1,654人、キャッチアッ

プが３万9,464人に対して2,043人ということ

で、大変低い接種者数となっております。

日本は世界的に見てもワクチン接種率が低

く、多くの国で80％以上である中、１桁となっ

ております。

多くの先進国では、検診の普及で子宮頸がん

患者は減少傾向にあり、世界全体でも検診とワ

クチンの組合せで今世紀中の排除が可能とのシ

ミュレーション結果も提示されています。接種

率と検診受診率を上げることで、罹患率を下げ

ることができると推測できます。

そこで、県内の接種状況が伸び悩んでいる中

ですが、県としてどのように取り組んでいくの

かお伺いします。

ワクチン接種○福祉保健部長（川北正文君）

を推進するためには、子宮頸がん予防の重要性

やワクチンの効果、接種方法、接種後の症状に

関する相談窓口等、必要な情報を提供し、正し

い理解の下、接種を検討していただくことが重

要です。

このため、６月補正予算で議決いただいた、

子どもを取り巻く感染症緊急対策事業におい

て、ワクチン接種の普及啓発に取り組むことと

しており、医療機関、学校、市町村等の関係者

向け研修会の開催や、接種対象となる若者や、

その保護者に向けたテレビＣＭやラジオ、ＳＮ

Ｓ等による啓発を展開してまいります。

特に、キャッチアップ接種が令和６年度まで
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の措置ということもあり、一人でも多くの方に

接種していただけるよう、実施主体である市町

村とも連携し、ワクチン接種の普及啓発に取り

組んでまいります。

その実施主体である市町村と○内田理佐議員

の連携ということですが、市町村の取組には温

度差があるように感じております。

県として正しい情報をしっかりと提供してい

ただいて、学生へは教育の現場から、性教育な

どの機会に啓発と推奨をしていただくことが大

切ではないかと思います。産婦人科の先生方と

一緒になって、ワースト１から抜け出せるよう

に、ぜひともよろしくお願いいたします。

続きまして、子供の発育、アスリートとして

の成長についてです。

無名の県立釜利谷高校男子バレー部の監督と

して６度日本一へ導き、名門順天堂大学でも男

子バレー部を日本一に導いた名将、蔦宗浩二氏

をバレーボールアスリート教室の講師としてお

呼びし、２日間の練習会を開きました。多数の

全日本選手、実業団選手を育てる先生ですの

で、指導方法に大変説得力がありました。

さて、私は、指導者の指導力、選手の技術力

などを磨くのは大切だと思っておりますが、け

がをしない丈夫な体をつくり、体を大きく育て

ることが重要ではないかと考えております。

宮崎県として、国スポでもよい結果を残して

いくためにも、現在の育ち盛りの中高生たちの

体を大きく育てることが、勝利への近道、メダ

ルへの近道ではないかと考えます。

先生によれば、身長を伸ばすためには、食

事、睡眠、ストレスの少なさ、適度な運動が大

切とのことです。

先生が、身長190センチ以上のＶリーグの選手

たち70名にアンケート調査を行われました。全

員に共通のものが分かったそうです。何だと思

いますか。私もそれが大好きです。牛乳です。

全員牛乳を中毒なぐらいに飲んでいたと。牛乳

が好きで１食に１リットルは飲んでいたとおっ

しゃっていました。

今日、母が傍聴に来ているんですが、家の冷

蔵庫には５～６本、１リットルの牛乳が並んで

おりました。私も毎日飲んでおりました。両親

が大きくない方でも、大量の牛乳を飲んで190セ

ンチ以上に成長したという例もあるというお話

です。

また、よく寝る、よく食べる。よく食べる能

力のある子は、練習量が増えても平気、運動能

力も高いといいます。

県内の学校健診に行くドクターによれば、学

生の肥満も増えているということですので、ま

すます体を健康的に丈夫に育てることは、今の

宮崎県の子供たちにとって重要であると考えま

す。

そこで、県内の児童生徒の身長と体重の状況

について、教育長にお伺いします。

食育の観点からも○教育長（黒木淳一郎君）

健康で丈夫な体をつくることは、大切なことで

あります。

令和３年度学校保健統計調査における、児童

生徒の身長と体重の本県の平均と全国順位につ

きましては、まず、小学６年生男子の身長は146

センチで18位、体重は41.2キロで６位。また、

女子の身長は146.9センチで35位、体重は40.6キ

ロで８位であります。

次に、中学３年生男子の身長は164.6センチ

で44位、体重は54.5キロで26位。また、女子の

身長は155.6センチで45位、体重は51キロで５位

であります。

最後に、高校３年生男子の身長は170.1センチ
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で41位、体重は63.5キロで12位、また、女子の

身長は156.8センチで45位、体重は52.6キロで24

位となっております。

県教育委員会におきましては、これらのデー

タの活用には至っていないところであります。

データの活用に至っていない○内田理佐議員

ということですが、重要視していただきたいな

と思います。

身長、体重を見ますと、体重のほうが重い肥

満の子が多いんじゃないかなと、そして身長が

全国的に低いということは、環境のよい、食材

のよい宮崎県において、やっぱり大きい体の子

供が多いよと、そしてスポーツも強い、そうい

うような県になってほしいと思いますので、ぜ

ひ考えていただきたいと思っております。

最後に、西南戦争終結150年についてです。

令和５年４月22日の読売新聞に、宮崎県埋蔵

文化財センターが2020年から続けてきた、国内

最後の内戦である西南戦争の遺跡分析調査が３

月に終了し、500か所を超える土塁やざんごうの

台場跡である遺構が確認されたと、調査結果が

書かれていました。

西南戦争の激戦地といえば、熊本県の田原

坂、鹿児島県の城山が知られていますが、熊本

県、鹿児島県、大分県には遺構がそのままの形

で保存してあることがほとんどない。宮崎県に

は遺構がそのまま残っているというようなこと

で、重要な資料となっています。

今後、重要な遺跡については、国史跡への指

定も目指していく方針と書かれておりました。

西南戦争遺跡に関する取組について、教育長へ

お伺いします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、西南戦争関連遺跡の所在地や現状の把握

と、今後の保存・活用を進めるために必要な情

報収集を目的としまして、令和２年度から４年

度まで、現地での記録資料との照合等の基礎調

査と、その中から、重要な遺跡は測量調査を実

施いたしました。

その結果、521基の土塁やざんごうなどが見ら

れる台場跡と、510基の墓地や慰霊碑等が把握さ

れ、それらの中には、延岡市の和田越台場跡を

はじめ、小林市や日向市、日之影町など県内の

広い範囲で、他県には類例のない、当時の形状

を良好に残す貴重な遺跡が確認されたところで

あります。

現地で出土した銃弾等の遺物を含む調査結果

は、随時、地元市町村において展示会等を実施

し、還元しております。

それでは最後に、西南戦争終○内田理佐議員

結150年となる令和９年に向けた取組について、

教育長にお伺いします。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、西南戦争終結150年目となる令和

９年度の国の史跡指定を目指し、本年度より、

文化資源としての価値をさらに高めるため、こ

れまでの調査成果に基づき、さらに詳細な調査

を実施しているところであります。

西南戦争関連遺跡は、何より西南戦争が本県

の分県運動につながったという点でも、日本の

近代史上において、本県にとっても大変重要な

出来事のあかしであります。

今後、ここ宮崎県に残された、これらの貴重

な歴史の痕跡を後世につなぐため、関係自治体

等とも連携しながら、博物館等で展覧会を開催

するなど、様々な活用に取り組んでまいりま

す。

ぜひ令和９年に向けた取組の○内田理佐議員

強化をよろしくお願いします。ありがとうござ

いました。（拍手）
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以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 通告してお○図師博規議員

りました質問に入ります前に、一つ御報告がご

ざいます。

先日、私が成年後見人をさせていただいてい

たおばあちゃんが亡くなられました。

木城町の同じ地区に住んでおられたおばあ

ちゃんで、私の亡き祖母とも仲よくしていただ

き、私も小さい頃からかわいがられたり怒られ

たりしてお世話になってきましたが、身内では

ありませんでした。

このおばあちゃんの出身は鹿児島県で、親族

はいたものの若いときに宮崎に越されてきてか

らは疎遠となり、こちらで内縁の夫がいた時期

もありましたが先立たれ、子供はおられず、晩

年は天涯孤独となられました。

そして、一人暮らしをされているときに交通

事故に遭われ入院、退院後は自宅療養をされて

いましたが、孤独に耐え切れず、家に放火し自

殺を図られました。私は地元消防団員として消

火活動に当たり、おばあちゃんは自分の意に反

する形で救出をされました。家は全焼、おばあ

ちゃんは病院へではなく、放火犯として刑務所

へ行くことになりました。

私は定期的に面会に行きましたが、行くたび

に心身ともに衰え、出所する頃にはすっかり介

護が必要な状態になっていました。介護が必要

なおばあちゃんが入所できる高齢者施設を探

し、何とか少ない年金でも入ることのできる施

設を見つけることはできました。

その後の入居費用の支払いや、整形外科等へ

の通院の際に診療費が発生するため、誰かが金

銭管理や、もしものときの身元引受人になる必

要があったので、公証役場におばあちゃんと一

緒に行き、成年後見人と遺言書作成の手続をし

ました。

あれから８年、おばあちゃんは施設になじみ

笑顔を取り戻した時期もありましたが、最近は

コロナ禍で面会制限があり、なかなか会えず、

そんな中、ある日の朝、施設から電話があり、

息を引き取られたとの知らせを聞きました。享

年93歳でありました。

それから葬儀場、火葬場の手配をし、通夜式

及び告別式、初七日の法要を済ませ、納骨先を

探し納骨までして、私は成年後見人としての役

割を終わらせていただきました。

今回のように、家族の代わりに成年後見人や

行政が死後のお世話までする事象が全国的に増

加の一途をたどっており、総務省が地方自治体

に対し調査を実施したところ、2021年に行政が

家族らの代わりに葬祭費を負担した例が全国で

約５万件あり、過去最多を更新しています。

また、死亡時に引取手がなかった死者数

が、2018年４月から2021年10月までの２年半の

間だけでも約10万6,000人に上り、そのうち身内

が分からない人は約3,0 0 0人で、あとの10

万3,000人もの人は、身元は分かるが葬儀を行っ

てくれる人がいない方々で、現在も遺骨さえ引

取手のいない、いわゆる無縁遺骨が全国の市区

町村に約６万柱も管理されているという報告が

されております。

そこでまず、無縁社会が拡大している現状
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と、地方自治体が新たに担わなければならない

役割について、知事はどのような見解をお持ち

かお伺いいたします。

あとの質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

御紹介のありました女性の御逝去を心よりお

悔やみ申し上げます。

人生の最期を迎えられた後、誰にも弔われな

い方が多くいらっしゃるという事実は、私も大

変心痛む思いがしております。

引取手のない、いわゆる無縁と言われる御遺

体が多い背景には、核家族化の進行や単身者の

増加など、世帯状況の変化のほか、近所付き合

いが疎遠となり、人間関係が希薄化するといっ

た地域社会の変化もあると考えております。

現代社会の中で、この無縁や疎遠といった流

れを少しでも食い止めるためには、家族や住民

の絆を深め、支え合いの関係をつくる地道な努

力が必要と考えております。

一方で、老人クラブやＮＰＯ、民生委員な

ど、地域のつながりをつくり、守る活動に懸命

に取り組んでいただいている方も多数いらっ

しゃいます。

県としても、市町村をはじめ関係する団体等

と連携・協働しながら、人と人とが世代や分野

を超えてつながりを築くことのできる地域社会

の実現に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

今の知事の答弁にもありまし○図師博規議員

たが、高齢化が進み地縁、血縁が薄れる中で、

自分自身での財産管理、施設や病院などの選定

などが困難で、生活の場及び人生終えんの場を

誰かがお手伝いする必要のある方々は、間違い

なく増えております。

その方々の支援をするために、成年後見人の

制度が創設されていますが、本県におけるこの

制度の運用実績と、それに係る県の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県における○福祉保健部長（川北正文君）

成年後見制度の利用者は年々増加しており、令

和４年12月末現在で2,781人となっております。

また、利用者を支える成年後見人は、社会福

祉士や司法書士等の専門職が約８割を占めてお

ります。

今後、認知症の方や一人暮らしの高齢者の増

加に伴い、制度の利用を必要とする人は、さら

に増えると予想されることから、利用促進のた

めには担い手確保が重要な課題であります。

このため県では、専門職に加え、市町村社会

福祉協議会等の法人や一般の県民を担い手とし

て育成するため、必要な基礎知識等を学ぶ研修

を実施しております。

成年後見制度の利用を必要とする方が、尊厳

ある生活を続けられるよう、引き続き、市町村

などの関係機関と連携しながら、支援体制の整

備に取り組んでまいります。

答弁のとおり、人権擁護、尊○図師博規議員

厳ある生活、また終えんのためにも、成年後見

人の制度充実は不可欠かと考えます。

次に、潜在化していて実態が見えにくい無縁

社会の実態を顕在化させるための質問を幾つか

してまいります。

まず、県内の高齢者のみの世帯や単身者世帯

がどれほどあり、今後どのように推移すると考

えられるのか、福祉保健部長、お願いします。

国勢調査によ○福祉保健部長（川北正文君）

りますと、令和２年の県内の世帯主年齢が65歳

以上の高齢世帯数は、10年前の平成22年と比較
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すると、約16万1,000世帯から約1.2倍となり、

約３万7,000世帯増加し、約20万世帯となってお

ります。

このうち、65歳以上の単独世帯数は、10年前

の約５万3,000世帯から約1.3倍となり、約１

万7,000世帯増加し、約７万1,000世帯となって

おります。

さらに、75歳以上の後期高齢者の単独世帯数

は、10年前の約３万3,000世帯から約1.2倍とな

り、約7,000世帯増加し、約４万世帯となってお

ります。

75歳以上の後期高齢者の方の○図師博規議員

単独世帯も増えておるという答弁でございまし

た。

しかし、必ずしも高齢者のみの世帯や単身世

帯が無縁というわけではありません。御家族が

近所にいたり、遠方からでも定期的に親元を訪

ねて来られる方も少なくはありません。

それでもやはりコロナの影響で、地域での行

事や集団活動が敬遠されるようになり、本県に

おいても、地域の相互扶助機能が低下している

ことは事実です。さらに、血縁者がいても経済

的支援が受けられず、やむなく生活保護を受給

されている方々もいらっしゃいます。

その方々も、高齢化や単身世帯の割合が一般

世帯同様、増加していると推察されますが、実

態はどのようになっているでしょうか、同じく

福祉保健部長、お願いします。

本県における○福祉保健部長（川北正文君）

生活保護受給世帯のうち、単身世帯、高齢者世

帯及び単身高齢者世帯の数並びに全体に占める

割合については、まず単身世帯が、令和２年度

は１万2,003世帯、84.5％、３年度は１万1,973

世帯、85.1％、４年度は１万1,875世帯、85.5％

です。

次に、高齢者世帯は、令和２年度が8,320世

帯、58.6％、３年度は8,421世帯、59.9％、４年

度は8,332世帯、60％です。

最後に、単身高齢者世帯は、令和２年度

が7,7 9 0世帯、54 . 9％、３年度は7, 8 8 9世

帯、56.1％、４年度は7,818世帯、56.3％となっ

ております。

これも一般世帯同様、これか○図師博規議員

ら団塊の世代が後期高齢者に突入していく中、

数字は低下することはないと思われます。

次に、その被保護世帯のうち、行政が家族ら

に代わって葬祭費を負担し第三者が葬儀を行

う、いわゆる葬祭扶助の状況についてお伺いし

ます。

壇上でも述べましたが、全国では葬祭扶助の

件数が年間約５万件にも上り、20年前からする

と2.4倍にもなっています。本県の状況はどのよ

うになっておりますでしょうか、福祉保健部

長、お願いします。

葬祭扶助は、○福祉保健部長（川北正文君）

生活保護法に規定された扶助の一つであり、困

窮のため葬祭を行うことのできない扶養義務者

等や、亡くなった生活保護受給者等の葬祭を行

う第三者に対して支給されるものであります。

本県における葬祭扶助の支給実績は、令和２

年度が287人、令和３年度が317人、令和４年度

は362人となっております。

また、扶養義務者がいるにもかかわらず、第

三者に葬祭扶助を支給した事例について市町村

に確認したところ、亡くなった生活保護受給者

との関係悪化等により、葬祭の実施や遺骨の引

取りを扶養義務者に拒否されたことから、地域

の住民や成年後見人、入所施設の施設長が葬祭

を実施し、共同墓地に埋蔵したケースなどがあ

りました。
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答弁にもありましたが、地域○図師博規議員

によっては、共同墓地の中に無縁遺骨を納める

場所、そのようなお墓もあるところがございま

す。

では次に、臨終時に家族や医師などの立会い

がなく、孤独死、孤立死で警察が取り扱った遺

体数が、2022年だけでも全国で20万件に上ると

いう報告が警察庁から公表されました。コロナ

禍も相まって、この数も前年からは大きく増加

しているようです。

独居の高齢者を含む県警の遺体取扱い件数の

状況はどうなっているのでしょうか、警察本部

長、お願いします。

過去３年間の本○警察本部長（平居秀一君）

県警察での遺体取扱い件数は、令和２年は1,314

件、令和３年は1,362件、令和４年は1,467件で

あります。

そのうち、65歳以上の独居高齢者の取扱い件

数と割合は、令和２年は455件で、全体の34.6

％、令和３年は465件で、全体の34.1％、令和４

年は455件で、全体の31.0％であります。

令和４年と、その10年前の平成24年の遺体取

扱い件数を比較すると、147件の増加となってお

ります。

葬祭扶助を受けられたから、○図師博規議員

また警察の方が遺体を取り扱われたから無縁だ

と、無縁遺骨になるというわけではございませ

んが、やはり今の数字が根底にあることは間違

いございません。

次に、総務省の調査によりますと、身元が分

からない遺骨や、身元が分かっていても親族が

遺骨の引取りをせず、成年後見人などの第三者

の選任もされていない、いわゆる無縁遺骨が全

国で６万柱を超えていることは、さきにも述べ

ましたが、この遺骨は、市区町村の執行室の

キャビネットや倉庫、または寺などの納骨堂や

遺品整理業者の倉庫などに公費で保管している

という報告がされております。

本県における無縁遺骨の行政対応の現状を福

祉保健部長にお伺いします。

身元が分から○福祉保健部長（川北正文君）

ない方や、地域の住民、成年後見人などの第三

者がおらず、引取手が全くない方の場合、墓地

埋葬法に基づき、お亡くなりになった所在地の

市町村長が、御遺体の火葬を行うこととなって

おります。

また、市町村では、火葬後に縁故者を探し、

無事に遺骨の引取手が見つかる場合もあると

伺っておりますが、引取手が見つからない場合

におきましては、市町村の公営墓地等に保管さ

れると伺っております。

この総務省の自治体への調査○図師博規議員

は任意であったために、宮崎県の市町村は、半

数以上がこの調査に対応していないということ

で、無縁遺骨の実態、実数などは、県も把握し

ていないという内容でした。

しかし、今答弁があったとおり、市町村長が

対応しているということは、間違いなく本県で

もございます。

それでは、全国的には、地域の中での孤立を

防止するため、様々な取組が県主導によって展

開されています。

例えば、山形県、秋田県、福井県において

は、３世代同居のような多世代同居の新築住宅

やリフォームに対して、80万円程度の工事費補

助をして、同居の後押しをしています。

また、茨城県では、住民が相互に支え合う仕

組みづくりとして、金銭のやり取りをせずに

サービスを提供し合う、「時間銀行」という取

組を始めています。
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これは、高齢者などに一定の時間預金を付与

し、ごみ出しや買物代行などの依頼をすると、

事務局が対応可能な登録者をマッチングし、高

齢者は自分の時間預金から支払いを行い、サー

ビスを提供した側は受け取った時間を預金し、

自分が誰かにサービスを依頼する際に利用でき

るといったもので、地域の共助を促進する効果

を発揮しております。

それでは、本県における高齢者の孤立防止な

ど、無縁社会化を改善する取組はどのようなも

のが今実施されているのでしょうか、福祉保健

部長、お願いします。

少子高齢化が○福祉保健部長（川北正文君）

進み、一人暮らしの高齢者が増加する中、孤立

を防ぐ取組は重要であります。

このため、各市町村には、地域の支え合いを

促進する生活支援コーディネーターが、本年４

月１日現在で合計98名配置されており、庭掃除

やごみ出しなど、日常生活上の困り事を地域で

解決する仕組みづくりに取り組むほか、地域包

括支援センターにおいて、健康体操などを行う

「通いの場」や、認知症の方等が集う「認知症

カフェ」の運営など、居場所づくりに努めてお

ります。

また、県では、生活支援コーディネーターや

地域包括支援センター職員向けの研修、通いの

場等へのリハビリ専門職の派遣など、市町村を

支援しております。

今後とも、高齢者が孤立せず、住み慣れた地

域で安全・安心に暮らし続けられるよう、市町

村や関係機関と連携して取り組んでまいりま

す。

今答弁がありました生活支援○図師博規議員

コーディネーターは大変重要な役割かと思いま

すが、聞きますと、役場の職員さんが一定の研

修を受け、兼務でコーディネーターをされてい

るということが多いようです。できれば専任、

専従の地域の生活支援コーディネーターの方を

さらに増やしていくような働きかけができれば

と思います。

それでは、次の質問に参ります。

次に、ケアリーバー支援について伺ってまい

ります。

ケアリーバーとは、虐待や貧困、または親と

の死別で児童相談所に保護され、児童養護施設

などで育った社会的養護の経験がある方で、そ

の社会的養護から離れた状況にある方を指しま

す。ケア、つまり守られることから、リー

バー、リーブ、離れるということです。

これまでは、児童養護施設などは原則18歳ま

で、最長でも22歳で自立を求められていました

が、児童福祉法の改正により、年齢ではなく自

立可能かどうかで判断し、大人向けの社会的支

援に引き継ぐまで継続的にサポートを受けられ

るようになりました。

事実、児童養護施設を出た後、５人に１人が

貧困状態であったり、虐待などのトラウマに

よって就職できず、若くして生活保護を受ける

事例があります。

よって、この年齢上限が撤廃されたことは、

親元を頼れないケアリーバーにとっては有益な

政策ではありますが、18歳もしくは22歳以上の

方々が、就労しながら施設での生活を継続され

た場合、施設定員のキャパシティーの問題や、

専門職員の配置などの課題も考えられます。

そこで、社会的養護の年齢上限撤廃に伴う支

援や、これまでケアリーバーとなっている方々

への働きかけも必要となってきますが、現在、

県内はどのような状況となっているのか、福祉

保健部長にお伺いします。
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児童養護施設○福祉保健部長（川北正文君）

を退所した、いわゆるケアリーバーは、22歳に

なるまでは、児童自立生活援助事業により運営

を行う自立援助ホームに生活の場を変えて、生

活指導等の援助を受けることができ、本年９月

１日現在、県内に４か所が設置され、18名が利

用しています。

令和６年４月からは、当該事業の対象施設等

が拡大され、自立援助ホームに加え、児童養護

施設や里親においても活用が可能となるととも

に、さらにこれらの施設等では、年齢要件の緩

和により、22歳を超えても支援を受けることが

できるようになります。

県としましては、ケアリーバーが社会に適応

できるよう、当該事業の拡充を図るとともに、

自立援助ホームや出身施設と連携しながら、支

援に取り組んでまいります。

答弁にありました自立援助○図師博規議員

ホームを今現在18名が利用しているということ

ですが、これからも利用を望む方が増えるのは

間違いありませんし、これまでに施設を離れた

ケアリーバーの方も、その自立援助ホームを利

用されたいという方もいらっしゃるでしょうか

ら、今後、そのホームの拡充が必然ではありま

す。

では、この社会的養護の年齢上限撤廃は、施

設だけではなく、答弁にもありましたとおり、

里親制度についても同様です。

このことも年齢に関係なく自立を促し、そし

て自分の家庭を築くまでのよりどころとして、

親代わりの里親がいてくれることは大変心強い

と思われます。

では、本県の里親制度の現状と里親率を向上

させるための取組について、福祉保健部長にお

伺いします。

里親制度は、○福祉保健部長（川北正文君）

家庭での生活を通じて、特定の大人との愛着関

係の中で子供の健全な育成を図る制度であり、

児童相談所が措置する児童については、まずは

里親等への委託が優先されることとなります。

一方、本県の里親等委託率は、令和４年度

が10.2％で、全国と比較しても低い傾向が続い

ております。

このため県としましては、里親委託を進める

ため、先進地の事例を積極的に取り入れるとと

もに、県民に対する制度の広報・啓発を強化す

ることにより、受皿となる里親数の増加を目指

すなど、里親制度の推進に全力で取り組んでま

いります。

本県は、孤児の父と言われる○図師博規議員

石井十次の理念が浸透しているということもあ

り、施設型の児童養護、児童福祉が非常に充実

しているというのもあるんですけれども、里親

率が10％少しというのは、全国最低の数字なん

です。なので、今後さらに里親率の向上ができ

る取組を期待しております。

では次に、今回の児童福祉法の改正には、も

う一つ注目すべき点がございます。それは、深

刻化する児童虐待への対応強化のために、新た

に「こども家庭ソーシャルワーカー」という資

格が創設されたことであります。

この資格は、精神保健福祉士や社会福祉士の

国家資格を持ち、実務経験が２年以上ある者な

どが、厚生労働省が定める100時間以上の研修や

試験を経て取得できる、非常に専門性の高い資

格になります。

県としては、こども家庭ソーシャルワーカー

をいかに養成し、どう活用しようとしているの

か、これも福祉保健部長にお伺いします。

こども家庭○福祉保健部長（川北正文君）
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ソーシャルワーカーは、子ども家庭福祉に関す

る相談支援の質の向上等を図るため、令和６年

４月から創設される新たな公的資格です。

この資格は、児童相談所や児童養護施設等で

実務を経験する者の取得が想定され、資格取得

後は、それぞれの職場において、専門性の高い

相談対応を行うとともに、職員に対する指導的

な役割や人材育成を担うことが期待されます。

なお、この資格を取得するためには、100時間

を超える研修等の受講が条件となっており、職

場や職員本人への負担も大きいことから、現

在、国が研修等への参加を促すための支援策を

検討していると伺っております。

この新たな資格が動き出すと○図師博規議員

きには、本県もまず先に手を挙げていただき、

速やかな配置を心がけていただきたい。

では次に、障がい児教育について伺ってまい

ります。

障がい児教育の現場は大きく分けて２つあり

ます。１つは、障がい種別や特性に応じて地域

ごとに開設されている特別支援学校で学ぶ場合

と、もう１つは、各小中学校に設置してある特

別支援学級で学ぶ場合です。

今回は、小中学校内にある特別支援学級に通

う障がい児の教育について取り上げます。

先般、文部科学省が全国約1,000校の小中学校

を対象に調査を行ったところ、特別支援学級に

在籍する児童生徒のうち、総授業数の半分以上

を通常学級で受けている割合が、小学校では54

％、中学校でも49％に上っていることが判明し

ました。

これを受け文部科学省は、障がいの特性など

に十分に対応できない通常学級での授業が多い

と、学びの保障ができないとして、週の授業時

間数の半分以上を目安に、障がいがある児童生

徒は特別支援学級での授業を求める通知を全国

の教育委員会に出しています。

一方、文部科学省は、障がいがあっても健常

者とともに学ぶインクルーシブ教育推進も打ち

出しており、障がい者団体や保護者の中から

は、どっちが重要なんだという困惑の声が上

がっています。

そこでまず、本県の小中学校の特別支援学級

に通う障がい児の状況と障がい別内訳につい

て、教育長にお伺いします。

本県の特別支援学○教育長（黒木淳一郎君）

級数と在籍する児童生徒数は、令和５年５月１

日現在、小学校530学級、2,559人、中学校245学

級、966人となっております。

障がい種別では、主に、自閉症・情緒障がい

が497学級、2,56 7人、知的障がいが268学

級、948人であります。

その他、１人ずつの在籍ではありますが、肢

体不自由が４、難聴が３、身体虚弱が２、弱視

が１の学級数であります。

また、10年前と比較しますと、小中学校の全

児童生徒数が１割減少する中、特別支援学級に

在籍する子供は2.2倍に増加しており、多いとこ

ろでは、特別支援学級が１つの学校に８学級設

置されるなど、急増している状況であります。

急増している現状が答弁で明○図師博規議員

らかになりました。

では、特別支援学級に重きを置くべきなの

か、インクルーシブに重きを置くべきなのか、

今回の文部科学省からの通知の趣旨をどう理解

すべきなのでしょうか。

また、その趣旨が小中学校に正しく伝わるた

めにどう取り組まれているのか、またその結

果、教育現場はどう変わったのか、教育長にお

伺いします。
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本通知は、特別支○教育長（黒木淳一郎君）

援学級に在籍している児童生徒のうち、障がい

の状況等に改善が見られ、通常の学級で多くを

学ぶことができる場合には、通常の学級への在

籍変更への検討を促すものでありまして、イン

クルーシブの理念を推進するために出されたも

のであります。

県教育委員会では、通知の趣旨が正しく伝わ

るよう、全ての市町村を訪問し、本通知の趣旨

を丁寧に説明しております。

また、各市町村の担当者を対象とした説明会

を開き、正しい理解の周知を図るとともに、学

校の職員や保護者に対しても、説明をお願いし

たところであります。

それにより、週の授業の半分以上を通常の学

級で受けている児童生徒の割合は、昨年度の51

％から13％へと改善され、教育的ニーズに的確

に応じた教育がなされております。

今の答弁内容ですが、インク○図師博規議員

ルーシブ教育を推進しますと言われつつも、実

際は通常学級で授業を受けていた子供たちが51

％から13％に減らされている。つまり、特別支

援学級での教育に重きが置かれているというの

が現状のようです。

本県においては、小中学校の特別支援学級に

通う児童生徒は、答弁にありましたとおり3,500

人を超えており、今後も増えることが考えられ

ます。

障がい児教育は、健常児の教育以上に個別性

が高く、個性を伸ばすためにはきめ細やかな指

導が必要となり、特別支援教育支援員や特別教

育支援コーディネーターなどの拡充・充実も求

められています。

今後、文部科学省通知も踏まえ、強引なイン

クルーシブではなく、本来のインクルーシブ教

育を実現するために、市町村教育委員会や教育

現場とどう連携を取っていくのか、再度教育長

にお伺いします。

本通知の趣旨は、○教育長（黒木淳一郎君）

インクルーシブ教育システムの構築・推進であ

ります。

県教育委員会といたしましては、その趣旨を

実現するために、通常の学級に在籍しながら、

障がいによる困難さの改善を図る、いわゆる

「通級による指導」の拡充に取り組んでおりま

す。

また、授業のユニバーサルデザイン化を促進

したり、学校全体で児童生徒の行動を認めて伸

ばす、例えば、挨拶を目標にして、できたら褒

めて定着させる、いわゆる「スクールワイドＰ

ＢＳ」の普及を進めております。これらは、い

ずれも市町村と連携した取組であります。

今後は、市町村が配置する特別支援教育支援

員につきましても、資質の向上に取り組むな

ど、市町村との連携の下、本通知の趣旨の実現

に取り組んでまいります。

この障がい児の通級による通○図師博規議員

常学級での授業をしっかり確立させていくに

は、今教育長が言われたように、特別支援教育

支援員の増員は絶対必要なんです。

実は、私の友人のお子さんが障がいがあるお

子さんで、特別支援学級に通われていたんで

す。ところが、明らかに授業についていけてい

ないと、さらに学力が伸びていないイコール教

室内でストレスを抱える、そしていじめの原因

になるということで、特別支援学級から特別支

援学校に転校していったという子供もいらっ

しゃいます。

なので、インクルーシブ教育を本当に充実さ

せようと思うのだったら、こういう形だけじゃ
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なくて、専門員の配置というのを真剣に、そこ

に予算もしっかり充てられるような取組が必要

だと考えます。

では次に、障がい者スポーツに関して伺って

まいります。

私は現在、宮崎県ボッチャ協会の会長を務め

させていただいており、審判員の資格も取得し

ました。

知事をはじめ執行部の方々も、ボッチャ競技

に触れていただいたことはあろうかと思います

が、パラリンピックの正式競技であり、全国障

害者スポーツ大会にも組み入れられています。

そして本県には、このボッチャ競技で、昨年

オランダで開催された世界大会で優勝し、来年

のフランスパラリンピックの候補選手がいらっ

しゃいます。

マスコミにも取り上げられるようになり、御

存じの方もいらっしゃると思いますが、ボッ

チャ競技でも最重度の障がいのクラスの選手

で、自身ではボールの投球ができないため、ア

シスタントが投球補助具にボールをセッティン

グして、そのセッティングされたボールをス

ティック、棒を使って動かし、押して滑らせて

投球されるというスタイルになります。

そして、そのアシスタントとは、ルール上、

会話することはできませんが、このお二人は双

子の姉妹で、妹さんに重度障がいがあります

が、双子ならではのあうんの呼吸で、見事な試

合運びをされます。

このお二人をはじめ、障がい者スポーツに取

り組む方々の活躍は、同じ障がい者のみなら

ず、全ての県民に感動と勇気を与えることは間

違いありません。

しかし、障がい者スポーツは、健常者のス

ポーツと比べると、どうしても競技人口は少な

く、競技者の多くが練習場所や指導者の確保に

苦労されており、さらにスポンサーを見つける

ことも難しく、世界レベルの実力がありなが

ら、国際大会の遠征費や高価な競技用具は、ほ

ぼ自腹で用意されています。

私は、ボッチャ競技支援のためのＮＰＯ法人

の一員でもあり、先ほど紹介しました姉妹が世

界大会に参加される際には、ＮＰＯ法人から渡

航費の一部を支援させてもらいましたが、まだ

まだ不十分です。

そこで、本県のパラアスリートを含む障がい

者スポーツ支援の内容と、全国障害者スポーツ

大会への取組状況について、福祉保健部長にお

伺いします。

県では、全国○福祉保健部長（川北正文君）

障害者スポーツ大会に向けて、競技団体等に対

する用具の貸付けや、練習拠点施設の改修のほ

か、障がい者スポーツクラブの活動経費の一部

助成等により、選手の活動を支援しておりま

す。

また、選手の発掘・育成のための体験会や、

指導者養成のための講習会の開催等により、競

技力向上に取り組んでおりますほか、特に団体

競技につきましては、今年度からチームの一体

感を高めるための合同練習会や、県外チームと

の交流試合の開催等を通じて、さらなるチーム

力の強化に取り組んでおります。

今後とも関係機関と連携し、全国障害者ス

ポーツ大会に向けて、競技力向上や普及拡大に

取り組むとともに、障がい者の社会参加の一層

の推進を図ってまいります。

さらなる支援を期待しており○図師博規議員

ます。

次に、群馬県におきましては、山本一太知事

の肝煎りで「ぐんまパラアスリート支援ワンス
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トップセンター」が開設され、競技者からの相

談に対応するとともに、競技力向上のための環

境整備はもちろんのこと、スポンサー企業と

マッチングにも取り組んでいます。

また同センターは、学校や企業に対して、パ

ラスポーツ体験会や講演会のために、選手の

あっせんも行っています。

同様な取組は、三重県も障がい者スポーツ支

援センターを設置し、障がい者スポーツの支援

を拡充しています。

本県は、障がい福祉課の中に担当職員はい

らっしゃいますが、専門部署とはなっていませ

ん。

群馬県では、さらに障がい者スポーツ大会な

どを通じて県外からの誘客にも力を入れてお

り、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが

観光を楽しめる、ユニバーサルツーリズムも強

化しており、「ぐんまユニバーサルツーリズム

相談窓口」も開設され、障がい者などからの問

合せや、観光客を受け入れる施設からの相談に

も応じ、バリアフリー対応情報を集約し、市町

村と連携して情報の発信を行っております。

本県は、スポーツランド構想の名の下に、ス

ポーツ合宿や試合などによる観光誘客には成果

を上げていますが、同じスポーツでも障がい者

スポーツに関する成果は、いまだ見えてきてお

りません。

では、本県において、このユニバーサルツー

リズムに関してどのような取組をされているの

でしょうか、これは商工観光労働部長にお伺い

します。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、年齢や障がい等の有無にかかわらず、誰も

が気兼ねなく旅行していただけるよう、宿泊事

業者が実施する手すりやスロープの設置等に補

助を行うなど、ユニバーサルツーリズムを推進

しております。

また、県観光協会に設置しているユニバーサ

ルツーリズムセンターにおいて、県内の観光施

設のバリアフリー情報を調査し、ホームページ

等で旅行者へ情報提供を行うとともに、観光事

業者の意識醸成のための研修会にも取り組んで

おります。

今後とも、パラスポーツ等の合宿受入れも含

め、関係機関と連携し、ユニバーサルツーリズ

ムを推進してまいります。

このユニバーサルツーリズム○図師博規議員

に関しましては、今年２月の重松議員の質問で

取り上げられておりますので、ぜひ障がい者ス

ポーツ、またそれを応援する方々、そして観光

される方々に優しい、そういうような県づくり

にも取り組んでいただきたいと思います。

それでは次に、県立自然公園内の安全対策に

ついて伺ってまいります。

この内容は、昨年９月議会でも取り上げたの

ですが、残念ながら、その後に遭難死亡事故が

起こってしまったため、再度取り上げるもので

す。

まず、昨年７月と８月に尾鈴県立自然公園で

発生した遭難事故後、県はどのように対応した

のか伺ってまいります。

昨年７月の遭難は、地元実行委員会主催の尾

鈴滝めぐりイベントの中で、参加者が県の管理

する九州自然歩道の登山道から滑落されたもの

です。

また、同８月の遭難は、同じく県が管理する

九州自然歩道内に横たわる大木を乗り越えよう

として、誤って急斜面を約10メートル滑落さ

れ、防災ヘリの救助により九死に一生を得られ

ました。
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まず、この２件の遭難後、県は具体的にどの

ような対応をされたのか。昨年９月の答弁で

は、都農町や関係団体の意見を聞いて、速やか

に施設改修に取り組むと答弁をされています

が、その内容について、環境森林部長にお伺い

します。

尾鈴県立自然○環境森林部長（殿所大明君）

公園内の県が管理している九州自然歩道におい

て、昨年７月と８月に発生した２件の遭難事故

後の対応につきましては、原因となった倒木の

撤去を行うとともに、定期的な巡視の中で、危

険箇所の点検等を行い、事故の発生防止に努め

ているところであります。

また、九州自然歩道を安全に利用していただ

くため、今後、老朽化した橋の架け替えや、落

石防止対策等の整備を行うこととしており、今

年度、測量設計を実施しているところです。

登山道に横たわる大木の撤去○図師博規議員

はされたということですが、2015年の登山道整

備中に誤って崖から転落したパワーショベル

は、オペレーターが死亡する事故となりました

けれども、そのパワーショベルは、いまだ谷底

に横たわったままです。この撤去も急ぐべきで

す。

そして昨年10月に、同じ尾鈴県立自然公園内

で遭難死亡事故が発生しています。都農町と木

城町にまたがる登山道で道に迷われ、ヘリコプ

ター２台と80人態勢で捜査が行われ、遭難者か

ら携帯電話で通報があり、位置情報はおおむね

確認できていたにもかかわらず、発見するまで

に２日間を要し、低体温症で死亡されました。

この事故の原因と県の対応について、環境森

林部長にお伺いします。

尾鈴県立自然○環境森林部長（殿所大明君）

公園において、昨年10月に発生した滑落による

遭難死亡事故後の対応につきましては、10月か

ら11月にかけて、県警察本部、地元の消防、木

城町、都農町、県などの関係機関が参集して、

尾鈴山系山岳遭難防止対策会議及び危険箇所の

現地調査が実施されました。

その結果、遭難者が、昔から一部の登山者が

利用してきた整備されていない登山道に入り、

迷ったことが遭難につながった可能性が指摘さ

れました。

このため、関係機関で協議の上、当該登山道

入り口に通行禁止の看板を設置し、ロープを

張って、立ち入らないようにいたしました。

登山者の中には、正規の登山○図師博規議員

道ではなく、独自の登山ルートを開拓しようと

されたり、山野草を取るために、危険なことは

承知で山に入る方もいると聞いております。

今回の方がそうだとは限りませんけれども、

やはり遭難され、大捜査が行われるということ

は避けなければなりません。今まで以上に強い

注意喚起が必要だと考えます。

それでは、尾鈴県立自然公園をはじめ、県内

には６つの県立の自然公園があり、ピーク時に

は年間150万人もの利用者がおり、また、県立自

然公園以外にも登山できる山は幾つもありま

す。

県民のみならず、県外からの登山愛好者にも

安全に安心して登山していただくための対策は

必要ですが、残念ながら、先ほどの答弁にあり

ますとおり、事故が相次いでいることも事実で

あります。

そこで近年、県内で発生した山岳遭難事故の

内容及びその対応について、警察本部長にお伺

いいたします。

県内における警○警察本部長（平居秀一君）

察が把握している過去５年間の山岳遭難の発生
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件数及び死者数についてでありますが、山菜取

り中のものなども含め、平成30年が発生件数15

件、死者５名、令和元年が発生件数27件、死者

４名、令和２年が発生件数20件、死者２名、令

和３年が発生件数13件、死者１名、令和４年が

発生件数23件、死者６名となっております。

警察といたしましては、山岳遭難を防ぐため

には、気象条件や体調等に見合った無理のない

登山計画を立てること、通信手段を確保してお

くこと、トラブルに対処しやすい複数人による

登山に努めることなどが重要と考えておりま

す。

これらの留意点につきましては、県警察の

ホームページなどで広報しておりますけれど

も、引き続き、様々な広報媒体を活用して、山

岳遭難の防止に向け、県民の皆様に周知を徹底

してまいります。

今答弁がありましたとおり、○図師博規議員

ここ５年でも18名の方が宮崎の山で亡くなられ

ている。これは決して看過できる少ない数字で

はございません。

ただ、この死亡事故、また遭難事故を全部防

ぐというのも本当に難しい話だとは思いますけ

れども、このくらい事故が多発してるんだとい

うのを、もっとさらに強く周知していく必要が

あろうかと思います。

県民の生命を守るための最善の安全確保策、

そして県民へ徹底した注意喚起は絶対的に必要

なので、再度環境森林部長に伺いますが、今

後、県立自然公園を含む多くの登山者の安全確

保策をさらに充実させるためにはどう取り組ま

れるのか、答弁を求めます。

尾鈴山をはじ○環境森林部長（殿所大明君）

めとする自然公園の山々は、県民はもちろん、

県外、海外からの登山客も訪れることから、登

山道等の安全確保対策は大変重要であると考え

ております。

このため、県が管理している登山道等におい

ては、危険箇所の把握に努め、必要に応じて順

次、整備を行っているところであります。

今後とも、市町村や関係団体と連携を図りな

がら、登山道の整備や案内板の設置を進めると

ともに、登山者に対し、体調や携行品をチェッ

クすること、安全なルートを確認し、登山届を

提出すること、単独行動を避け、整備されてい

ない登山道には入らないことなどの安全対策の

周知をより一層徹底してまいります。

ぜひその注意喚起をさらに進○図師博規議員

めていただきたい。

また現在、都農町においては、尾鈴キャンプ

場の再整備と矢研の滝までの歩道を中心とした

再整備検討会が発足しており、来年度から整備

に着手される準備が進められています。

キャンプ場が整備されても、登山道が荒れた

ままでは何の意味もありません。ぜひ都農町と

一体となった再整備及び安全確保策の拡充を再

度、環境森林部長にはお願いいたしまして、私

の一般質問を終わらせていただきます。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○濵砂 守議長

た。

次に、今回提案されました議○濵砂 守議長

案第１号から第11号までの各号議案を一括議題

といたします。

議案に対する質疑◎

質疑についての発言時間は１○濵砂 守議長

人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。
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日本共産党の前屋敷恵美で○前屋敷恵美議員

ございます。

今議会に提案されました議案について、質疑

を行わせていただきます。

まず、議案第１号「令和５年度一般会計補正

予算（第３号）」の事業について、幾つか伺い

ます。

一つには、宗教法人調査費340万8,000円につ

いてです。

宗教法人の認証及び調査に関する経費で、新

規事業として不活動宗教法人対策事業とありま

すが、その事業内容についてお聞かせくださ

い。

本県では、○総合政策部長（重黒木 清君）

現在1,207の宗教法人を所轄しており、そのう

ち105法人が、宗教活動を行っていない、不活動

の疑いがある法人となっております。

不活動の宗教法人につきましては、放置され

ることにより、脱税や営利目的の行為に悪用さ

れるおそれがあります。

国においては、その解消に向け対策を強化し

ているところであり、この事業では国の補助を

活用し、県所轄の宗教法人のうち、不活動の疑

いがある法人について、登記事項の確認や現地

調査等を行い、任意での解散や合併、解散命令

による解散などにより、不活動状態の解消を図

るものであります。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

次に、自殺対策費について伺います。

今回、842万8,000円の補正予算が計上されま

した。対策強化がどのように図られるのか、そ

の具体的な内容についてお聞かせください。

今回の補正に○福祉保健部長（川北正文君）

つきましては、市町村が実施する自殺対策事業

に対する交付金等であり、国の要綱に基づき、

国から県が受け入れた上で、全額を市町村に交

付するものであります。

今年度は合わせて16市町村に交付され、市町

村ではこれらの財源を活用し、自殺対策行動計

画の改定や相談対応等を行うこととなります。

では次に、森林環境推進費○前屋敷恵美議員

として計上されました440万円について伺いま

す。

新規事業として「森林由来Ｊ－クレジット認

証促進事業」に充てられるようですが、具体的

な事業内容、そしてまた、その取組や目標、効

果などについてお聞かせください。

「森林由来Ｊ○環境森林部長（殿所大明君）

－クレジット認証促進事業」では、制度に関す

る説明会の開催や相談対応により、制度の周知

を図るとともに、クレジットの認証等に必要な

経費について支援することとしております。

こうした取組により、クレジットの認証及び

取引の拡大による新たな収入源を確保し、再造

林を核とした循環型林業を推進してまいりたい

と考えております。

また、この事業において、○前屋敷恵美議員

申請費用の助成をするとありますけれども、そ

の係る経費と助成額についてお聞かせくださ

い。

クレジットの○環境森林部長（殿所大明君）

認証等に必要な経費は、森林面積等の条件によ

り異なりますが、平均すると約100万円が必要と

なります。

本事業では、補助率２分の１としており、２

件分の補助金として、100万円をお願いしており

ます。

次に、スポーツランドみや○前屋敷恵美議員

ざき推進事業費7,328万2,000円について伺いま

す。
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事業費のうち、プロチームキャンプ受入強化

事業に5,528万2,000円が計上されております。

事業内容を具体的にお聞かせいただきたいと思

います。

本事業○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、本県で実施するＪリーグなどのプロチーム

のキャンプにおける誘客の増加や、受入れ環境

の充実を図ることなどを目的としております。

主な事業内容ですが、宮崎市や関係機関と連

携して開催するＪリーグチームの「サッカー春

季キャンプ強化試合」の実施、屋外型トレーニ

ングセンターへのトレーニング器具の導入、ま

た、県総合運動公園のプロチームの春季キャン

プに向けた必要な芝の管理などを行うものであ

ります。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

次に、みやざき米政策改革推進対策支援事業

費464万円について伺います。

「みやざき水田農業確立推進体制整備事業」

として、生産性の高い水田農業を確立するとあ

りますけれども、どのような事業なのか伺いた

いと思います。

本事業は、国○農政水産部長（久保昌広君）

の水田活用の直接支払交付金等を運用するため

の、農業再生協議会への推進事務費でありま

す。

本事業により、交付金が生産者へ円滑に交付

されるとともに、ＷＣＳ用稲などの地域の特性

を生かした水田営農の確立により、生産者の所

得確保につながっています。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

次に、議案第８号「土地改良施設突発事故復

旧事業（直轄）一ツ瀬川地区の執行に伴う市町

村負担金徴収について」を伺います。

今回の突発事故とはどのような事故なのかお

聞かせください。

突発事故の内○農政水産部長（久保昌広君）

容は、およそ40年前に国営事業で道路内に埋設

された農業用パイプラインにおいて、昨年、劣

化による漏水事故が発生したものであります。

復旧事業の費用において、○前屋敷恵美議員

今回、１市３町に総額で66万3,051円の負担が及

んでおります。今御説明ありましたように、も

ともと国の直轄事業で、また老朽化に伴う復旧

事業ということです。国が負担することにはな

らないのか、制度についても伺いたいと思いま

す。

この事業にお○農政水産部長（久保昌広君）

ける国の負担割合は、実施要綱により事業費の

３分の２と定められております。

この負担ですけれども、こ○前屋敷恵美議員

れは未来永劫、それはないでしょうが、この割

合がずっと何十年も何百年も続くということな

のでしょうか。ちょっと質疑の通告から外れて

おりますけれども、未来永劫続くものなのかど

うか、お願いします。

現時点で、こ○農政水産部長（久保昌広君）

れは実施要綱のほうでしっかりと定められてお

りますので、これに基づいて我々は今対応して

いるという状況でございます。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

では最後ですけれども、議案第９号の「財産

の取得について」を伺います。

防災救急ヘリコプター取得に26億6,200万円が

提案されました。

防災消防活動にとって必要なヘリコプターで

すが、今回、更新することに至った経過、理

由、また取得価格がどのように決定されたの

か、併せて伺いたいと思います。

本県の防災○危機管理統括監（横山直樹君）
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救急ヘリコプターは、導入からおおむね20年が

経過し、機体の老朽化が進み、機器や装備品の

修繕や交換の頻度が高まっておりますことか

ら、更新を行うものであります。

取得価格につきましては、価格のみでなく、

本県の地勢や特性、機体の性能、整備体制、安

定した運航に関する事項などを総合的に評価し

て落札者とする総合評価一般競争入札方式によ

り決定したものであります。

以上で質疑を終わります。○前屋敷恵美議員

ありがとうございました。

ほかに質疑の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で質疑は終わりました。

議案第10号採決◎

ここで、教育委員会委員の任○濵砂 守議長

命の同意についての議案第10号について、お諮

りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第10号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第９号まで及び第11号◎

並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第９号○濵砂 守議長

まで及び第11号の各号議案並びに新規請願は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

議案第12号から第16号上程◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、知事から、議案第12号から第16号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 それでは、議○知事（河野俊嗣君）

案の概要について御説明いたします。

初めに、議案第12号「令和４年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは、令和４年度の一般会計と15の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入7,343億1,328万1,000円、

歳出7,075億3,878万8,000円となっており、令和

５年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支

は145億1,729万円となっております。

令和４年度の財政運営につきましては、税収

が堅調に推移する中、防災・減災、国土強靱化

に係る支出が平年化するなど、実質収支が前年

度と比べて増加しております。

しかしながら、今後、増加する社会保障関係

費に加え、国土強靱化対策をはじめとする防災

・減災対策や、国民スポーツ大会・全国障害者
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スポーツ大会の開催に係る経費などに、多額の

財政負担が見込まれております。

また、物価高騰は継続しており、引き続き、

国の対策に適切に対応していくとともに、コロ

ナ禍、物価高騰からの宮崎再生や、本県の強み

をさらに伸ばす日本一挑戦プロジェクトなど、

本県の抱える課題や将来を見据えた施策に取り

組んでいく必要があります。

このため、今後とも財政健全化に不断に取り

組み、健全な財政運営を推進してまいります。

次に、議案第13号から第16号までは、令和４

年度の電気事業会計、工業用水道事業会計、地

域振興事業会計及び県立病院事業会計の決算に

つきまして、地方公営企業法の規定に基づき、

議会の認定に付するものなどであります。

このほか、報告が３件ございますが、令和４

年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率につきまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、また、令和４

年度宮崎県公営企業会計継続費精算報告書２件

につきまして、地方公営企業法施行令の規定に

基づき、それぞれ議会に御報告するものであり

ます。

以上、追加提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

明日からの日程をお知らせいたします。

明日21日から28日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、29日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決まで、決算議案に対

する質疑、決算特別委員会の設置及び決算議案

の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時６分散会
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令 和 ５ 年 ９ 月 2 9 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）４番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）５番 工 藤 隆 久 同

（ ）６番 内 田 理 佐 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 川 添 博 同

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 江 藤 利 彦

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡

- 277 -



議席の一部変更◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

ここで、議席の一部を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

常任委員長審査結果報告◎

本日の日程は、常任委員長の○濵砂 守議長

審査結果報告から採決まで、決算議案に対する

質疑、決算特別委員会の設置及び決算議案の委

員会付託であります。

まず、議案第１号から第９号まで及び第11号

の各号議案、並びに請願第２号から第４号まで

の各号請願を一括議題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、山下寿委員

長。

〔登壇〕 御報告いたします。○山下 寿議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願１件の計６件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、いずれも全会一致で決定いたしました。以

下、審査の主な概要について申し上げます。

初めに、令和５年度宮崎県一般会計補正予算

についてであります。

このうち、議案第１号に係る補正は、県民の

暮らしや産業を守る緊急対策、日本一挑戦プロ

ジェクトに係るもの及び国庫補助決定に伴うも

のなどに要する経費について措置するもので、

146億4,400万円余の増額となっており、歳入財

源の主なものは、繰越金145億1,700万円余、繰

入金6,400万円余であります。

次に、議案第11号に係る補正は、令和５年度

台風第６号災害対策に必要な経費について措置

するもので、14億3,400万円余の増額となってお

り、歳入財源の主なものは、県債11億3,100万円

余、国庫支出金２億400万円余であります。

この結果、補正後の一般会計の予算規模

は6,999億200万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で300万円余の増額であり、特別会計を合わせ

た補正後の予算額は、308億6,900万円余となり

ます。

また、総務部の補正予算は、一般会計で141

億100万円余の増額であり、特別会計を合わせた

補正後の予算額は、2,449億1,800万円余となり

ます。

次に、宮崎県中山間地域振興計画に基づいて

行った令和４年度の主な施策についてでありま

す。

このことについて委員より、「実施施策の一

つに「戦略的な移住・定住の促進」とあるが、

県内には独自の移住支援金制度等で、積極的に

移住者を呼び込む財政力のある自治体とそうで

ない自治体がある。財政力により県内自治体間

に不均衡が生じると考えるが、県としてこの状

況をどのように捉えているのか」との質疑があ

り、当局より、「県独自の移住支援金について

は、地方間で移住者の取り合いとならないよ

う、対象者を大都市圏からの移住に限定してい

る。県内の各自治体が積極的な移住政策を打ち

出すことにより、県内での移動ではなく、県全

体として移住者の増加につながることが望まし

いと考えている」との答弁がありました。

これに対して別の委員より、「県として大都

市圏からの移住に力を入れる方針であれば、県

令和５年９月29日(金)
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内自治体とその方針を共有し、取組方法を検討

する場が必要である」との意見がありました。

当委員会といたしましては、都市圏からの移

住が促進され、県の移住支援施策の目的が達せ

られるよう、県内自治体と連携した戦略的な取

組を検討していただくよう要望します。

次に、令和４年度内部統制評価報告書につい

てであります。

このことについて委員より、「内部統制制度

の導入により、事務上のミスが抑制されてはい

るものの、いまだ発生している中で、再発防止

に向けた意識啓発が重要であると考えるが、ど

のように取り組んでいるのか」との質疑があ

り、当局より、「年度初めに起こり得るリスク

を洗い出し、６月に中間点検を、２月に年間点

検を行うため、職員には少なくとも年３回、当

制度に触れる機会がある。また、その点検結果

を全庁的にフィードバックすることで、職員の

意識啓発につなげている」との答弁がありまし

た。

次に、「私学助成の拡充・強化を求める意見

書」についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました、新規

請願第２号に基づくものであります。

国全体で少子化が深刻化する中、教育界にお

いてはＩＣＴの活用による個人に最適化した学

習が日常化し、デジタル技術改革への対応をは

じめとする教育環境の整備が引き続き急務と

なっております。

このようなことから、国に対して、私学助成

に係る国庫補助制度の一層の拡充を図るととも

に、就学支援金制度の拡充・強化や、私立学校

の教育環境整備のさらなる充実を要望するもの

であります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」については、地方自治法第109条第８項の

規定により、閉会中の継続審査といたしたいの

で、議長においてその取扱いをよろしくお願い

いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、重松○濵砂 守議長

幸次郎委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○重松幸次郎議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号及び新規請願２件の計３件でござい

ます。慎重に審査いたしました結果、お手元に

配付の議案・請願委員会審査結果表のとおり決

定いたしました。

なお、議案第１号及び請願第３号については

全会一致により、請願第４号については賛成少

数により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。

今回の補正は、一般会計で800万円余の増額で

あり、この結果、一般会計と特別会計を合わせ

た補正後の予算額は2,670億2,100万円余となり

ます。

このうち、「「いのちをつなぐ」「地域で支

える」自殺対策推進事業」等についてでありま

す。

これは、市町村が実施する自殺対策事業に対

して、国が補助金等を交付するものであり、県
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で一旦受け入れて、その全額を市町村に交付す

るものであります。

このことについて委員より、「自殺対策にお

いて肝腎なことは電話相談であるが、どのよう

に相談対応の充実を図っていくのか」との質疑

があり、当局より、「早朝の相談対応について

の課題があるが、まずは人材育成を進めること

などにより、電話相談の体制を充実していきた

い」との答弁がありました。

次に、公立大学法人宮崎県立看護大学の経営

状況についてであります。

このことについて委員より、「学生の県内就

職率の目標が50％以上とあるが、県内での看護

師不足を考慮したときに、この目標値のままで

よいのか」との質疑があり、当局より、「県内

就職率を高めるには、県内出身者の意識醸成が

重要だと考えており、県内医療機関の紹介や訪

問などを通じて、まずは目標値の達成に向けて

取り組んでいきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「県立看護大学の設

置目的には、県内医療の充実や高度化があるこ

とを念頭に、将来は県内就職率100％を目指して

いただきたい」との要望がありました。

次に、県が出資している法人等の経営状況の

報告の在り方についてであります。

このことについて委員より、「担当課によっ

て評価のつけ方が異なっているのではないか」

との質疑があり、当局より、「より一層、統一

的な見方ができる工夫ができないか、部として

も関係部局と協議しながら検討してまいりた

い」との答弁がありました。

次に、「宮崎県病院事業計画2021」の改定に

ついてであります。

これは、令和３年度に策定された「宮崎県病

院事業計画2021」について、国が示した新たな

ガイドラインを受けて、今年度中に改定を行う

ものであります。

このことについて委員より、「病院の機能を

分化することにより、限られた医療資源を有効

活用するとのことであるが、中心地に機能が集

中することとなり、中山間地域に住む県民は通

院することが困難になるのではないか」との質

疑があり、当局より、「具体的な地域の医療圏

のありようについては、医療計画や地域医療構

想で記載することになるが、策定に当たっては

地域としっかり議論し、医療需要の変化など、

地域の実情も考慮しながら進めていきたい」と

の答弁がありました。

次に、「生涯を通じた国民皆歯科健診の実現

を求める意見書」についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました新規請

願第３号に基づくものであります。

歯科健診は、乳幼児や児童生徒に対しては義

務づけられていますが、成人期以降の受診率は

極めて低いものとなっております。

健康寿命を延ばすためには、歯を含めた口腔

内の健康維持が極めて重要であり、国民皆歯科

健診の実現に向けて、必要な法改正や財源措置

等を講じるよう、強く要望するものでありま

す。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○濵砂 守議長

佐藤雅洋委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○佐藤雅洋議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で１億2,300万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は668億2,400万円余と

なります。

次に、県営国民宿舎等の次期指定管理候補者

の募集結果についてであります。

このうち、県営国民宿舎えびの高原荘及び県

営えびの高原スポーツレクリエーション施設に

ついて、当局より、「令和６年度以降の新たな

指定管理者の募集に対し応募がなかったため、

募集条件を変更の上、再度公募することを予定

している」との説明がありました。

これに対して委員より、「応募者の目線に

立った、思い切った条件変更が必要ではない

か」との意見があり、当局より、「再公募の条

件は、様々な選択肢についてしっかりと検討し

てまいりたい」との答弁がありました。

これに関連して委員より、「えびの高原への

アクセスについても、現在改良中の県道えびの

高原小田線について早期の整備を図ってほし

い」との要望がありました。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

議案第１号は、公共土木災害復旧事業の工事

期間が年度をまたがるため、その経費として５

億4,000万円の債務負担行為を設定するものなど

であり、議案第11号は、８月の台風第６号の災

害復旧に伴う追加補正で、一般会計で13億6,800

万円の増額であります。この結果、一般会計と

特別会計を合わせた補正後の予算額は85 0

億5,000万円余となります。

次に、宮崎県道路公社の経営状況についてで

あります。

このことについて委員より、「一ツ葉有料道

路について、有料を継続することとしたのは、

橋梁の耐震対策等の費用に充てるためであった

が、計画どおりに進んでいるのか」との質疑が

あり、当局より、「おおむね順調に進んでい

る」との答弁がありました。

これに関連して委員より、「ＥＴＣを設置す

ることで、利便性が向上するのではないか」と

の意見がありました。

次に、河川管理者として県が管理する樋門の

操作委託についてであります。

このことについて委員より、「先日、新富町

が樋門操作の委託を断るとの報道があったが、

どういう状況なのか」との質疑があり、当局よ

り、「新富町から、水害が発生した場合の責任

の所在の不明確さや操作員の高齢化などを理由

に、今後、樋門操作の受託を続けられないとの

要望書の提出があったものである。県として

は、今後も委託を継続したいと考えており、樋

門操作により発生した水害の責任は、原則とし

て河川管理者である県が負うことなどをしっか

り説明して協議してまいりたい」との答弁があ

りました。

これに関連して委員より、「雨風が強くて操
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作員が樋門に行けなかったことにより水害が起

きた場合も、河川管理者が責任を負うのか」と

の質疑があり、当局より、「そのような場合も

河川管理者が責任を負う。委託先の市町村にも

その旨を丁寧に説明してまいりたい」との答弁

がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○濵砂 守議長

会、安田厚生委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○安田厚生議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、環境森林部の補正予算についてであ

ります。

今回の補正は、一般会計で440万円の増額であ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は223億3,800万円余となりま

す。

このうち、新規事業「森林由来Ｊ－クレジッ

ト認証促進事業」についてであります。

これは、森林由来Ｊ－クレジットについて、

制度の周知を図るとともに、申請費用を支援す

ることにより、クレジットの認証及び取引の拡

大による新たな収入源を確保し、植栽未済地発

生の抑制に取り組むとともに、再造林を核とし

た循環型林業を推進するものであります。

このことについて委員より、「森林由来Ｊ－

クレジットの申請時に約100万円の申請手数料が

かかることは、林業事業者にとって大きなハー

ドルであると感じている。事業者にとってメ

リットがあるのか」との質疑があり、当局よ

り、「県内の再造林活動の事例であれば、二酸

化炭素の吸収量が多いため、クレジットの売却

により収入が得られ、再造林のための費用を賄

うことが可能となる」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で２億7,300万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は434億7,800万円余と

なります。

このうち、新規事業「宮崎県和牛繁殖経営維

持緊急対策事業」についてであります。

これは、子牛価格が急激に下落しているた

め、繁殖農家に対して補助金を交付することに

より、経営継続を支援するとともに、生産性が

低下した高齢母牛の更新を促すことで、繁殖農

家の経営改善を図るものであります。

このことについて委員より、「子牛の価格差

補塡の発動基準は60万円となっているが、この

基準は低いと感じている。物価高騰の影響によ

るコスト上昇分を価格に反映することについて

の議論はないのか」との質疑があり、当局よ

り、「食料・農業・農村基本法の改正に当た

り、国において生産者から消費者までの関係者

が議論する場が設置され、適正な価格形成の在

り方について検討が進められているところであ

り、その動きについても注視していきたい」と

の答弁がありました。
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次に、豚熱ワクチンの接種開始についてであ

ります。

このことについて委員より、「ワクチンを既

に接種した地域においても豚熱が発生した事例

があるが、ワクチン接種後に農家への指導をど

のように行っていく予定なのか」との質疑があ

り、当局より、「ワクチンを接種した場合で

も、免疫を得ることができる個体は８から９割

であるため、ウイルスを農場に入れない対策が

重要であり、家畜防疫員による農家への巡回指

導をしっかりと進めてまいりたい」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、景気回復に伴い

旅行者が増加し、他の地域からウイルスが持ち

込まれることが懸念されるため、ウイルスを持

ち込ませない対策をしっかり講じていただくこ

とを要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○濵砂 守議長

会、山内佳菜子委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○山内佳菜子議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、企業局の令和５年台風第６号による

被害状況についてであります。

このうち、被害の大きかった猿瀬発電所につ

いて、委員より、「ゴム堰の破損に対して、今

後どのような対策を行うのか」との質疑があ

り、当局より、「流木等による破損を防ぐた

め、ゴム堰内の空気を抜き、倒伏させるなどの

対策を講じていたが、今回の被害について、明

確な原因の特定は困難である。流量や流速など

を勘案して、今後の対策を検討する」との答弁

がありました。

このことについて委員より、「線状降水帯を

はじめ集中豪雨が今後ますます増加する可能性

があることを十分考慮して、対策を検討してい

ただきたい」との要望がありました。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で１億9,500万円余を

増額するものであり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は1, 1 0 2

億7,200万円余となります。

このうち、「県有スポーツ施設環境整備事

業」についてであります。

これは、プロスポーツキャンプの受入れ等の

ため、県有スポーツ施設の修繕や改修を行い、

スポーツランドみやざきの推進に不可欠な中核

施設としての機能を維持するものであります。

このことに関連して委員より、「修繕や改修

にかかる費用の見通しを立て、ランニングコス

トとして加味した上で、使用料を設定すべきで

はないか」、また別の委員より、「県民が誰で

も利用しやすい使用料を設定することが公共の

福祉につながるのではないか」との意見があ

り、当局より、「利用者に対する応分の負担の

検討が必要である一方、子供たちの健全育成や

- 283 -



令和５年９月29日(金)

スポーツの推進を図るためには減免などの措置

も必要であり、バランスを取りながら進めてい

きたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県有スポーツ施

設の使用料について、例えば、県民とそれ以外

の方の使用料を区分して設定するなど、施設の

設置目的に沿った見直しを行っていただくこと

を要望します。

また、委員より、「県外からのキャンプの受

入れや、スポーツランドみやざきの推進を図る

ため、県有スポーツ施設を整備することは重要

であるが、観光や地域活性化を図ることに重き

が置かれているのであれば、観光部局が対応す

べきではないか。予算措置や施設管理はどこが

行っているのか」との質疑があり、当局より、

「サンマリンスタジアムについては、財産の所

管は県土整備部、キャンプの受入れ等は商工観

光労働部、施設管理は教育委員会と、３つの部

局が役割を分担して予算措置を行っている」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、施設の効果的な

整備と利用を図るとともに、子供たちの教育予

算の明瞭化につながることを期待し、県有ス

ポーツ施設における、現状に即した部局間の役

割分担の整理を検討していただくよう要望しま

す。

次に、公益財団法人宮崎県暴力追放センター

の経営状況についてであります。

このことに関連して委員より、「心のよりど

ころのない若者や非行グループなどが暴力団に

入らない、入らせないための取組をされている

のか」との質疑があり、当局より、「非行グ

ループなどの情報も、暴力団を担当する課に集

約するようなシステムを構築し、情報の把握に

努めている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、暴力団のいない

安心・安全な宮崎県を目指して、官民一体と

なって暴力団排除に係る取組を推進し、厳正に

対処していただくよう要望します。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○濵砂 守議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○濵砂 守議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

先ほど厚生常任委員会委員長より「不採択」

と報告されました、請願第４号「「健康保険証

の廃止をしないよう求める意見書」を政府に送

付することを求める請願書」について、「採

択」を求め、討論を行います。

マイナンバー法改正案は、国会論議を通じ、

与野党議員を含めて様々な問題を浮き彫りにし

ました。

保険証廃止とマイナ保険証への一本化によっ

て「無保険」が大量に発生するという事実や、

マイナ保険証の他人ひもづけ事案の深刻さ、介
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護支援を必要とする高齢者や障がいを持つ方々

が、マイナンバーカードの取得や利用から事実

上排除されていることなど、今やマイナカード

のトラブルは底なしの様相です。

しかし、政府は、第211回通常国会で同法案を

可決・成立させ、2024年、来年秋に保険証を廃

止しようとしています。

これまでの国会審議を通じて明らかにされた

問題は何ら解決されておらず、マイナンバー

カードとマイナンバー制度に対する国民の信頼

は大きく失墜し、世論調査でも７割を超える国

民が「保険証の廃止撤回、延期」を求め、多く

の新聞が社説で「マイナンバーカードの運用停

止を」と主張しています。

「現行の健康保険証を廃止しないでほしい」

と求めている本請願は、こうした国民の不安を

反映したものです。

任意のはずのマイナンバーカードの取得が事

実上強制になること、他人の医療情報が誤って

ひもづけされれば、命に関わる問題に及ぶ危険

性があること、また、マイナ保険証を使うこと

で、ひもづけられている医療や健康などデリ

ケートなプライバシーが企業のもうけに利用さ

れる心配なども指摘しています。

政府は、マイナ保険証の便利さ、メリットを

強調しますが、例えば本人の医療・投薬情報な

どが反映されるまでに、受診から１か月から２

か月かかるケースもあり、リアルタイムでどん

な薬を処方しているかが分かる「お薬手帳」の

ほうが、はるかに有効だと言われています。

また、マイナ保険証は５年ごとの更新が必要

で、忘れたり更新できない場合は、「無保険」

扱いになり、保険医療が受けられなくなるとい

う、まさに国民皆保険制度の崩壊につながりか

ねません。

政府は、こうした制度の不備を承知しなが

ら、なぜ来年秋の保険証廃止を急ぐのか、保険

証廃止に道理も根拠もありません。

「現行の健康保険証を残してほしい」との思

いは、請願者はもとより県民の切実な要求であ

り、県民の誰一人として医療が受けられない事

態を招かないためにも、県議会は現行保険証の

存続を求める県民の声をしっかり受け止めるこ

とが必要ではないでしょうか。

本請願を「不採択」とせず「採択」すること

を求め、議員各位の賢明な御判断を切に求めて

討論といたします。以上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号から第９号まで及び第11号◎

採決

これより採決に入ります。○濵砂 守議長

まず、議案第１号から第９号まで及び第11号

の各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

請願第４号採決◎

次に、請願第４号についてお○濵砂 守議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○濵砂 守議長

は、委員長の報告のとおり不採択とすることに

決定いたしました。

請願第２号及び第３号採決◎

次に、請願第２号及び第３号○濵砂 守議長

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、両請願は、委員長の報告のとおり採択とす

ることに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から、閉

会中の継続審査及び調査の申出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申出のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和５年９月29日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 議会運営委員長 野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

の拡充を求める意見書

議員発議案第２号

地方の中小企業・小規模事業者への支援充

実を求める意見書

令和５年９月29日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 山下 寿総務政策常任委員長

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

私学助成の拡充・強化を求める意見書

令和５年９月29日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 厚生常任委員長 重松幸次郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求め

る意見書
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議員発議案第１号から第４号まで◎

追加上程、採決

ただいま朗読いたしました議○濵砂 守議長

員発議案第１号から第４号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○濵砂 守議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

決算議案に対する質疑◎

次に、議案第12号から第16号○濵砂 守議長

までの各号議案を一括議題といたします。

これより議案に対する質疑に入ります。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

日本共産党の前屋敷恵美で○前屋敷恵美議員

ございます。

議案第12号「令和４年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」の質疑を行います。自席から

行わせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

まず、財政運営についてです。歳入について

伺います。

個人県民税についてですが、収入額は増えて

いるものの、収入未済額も増えています。個人

県民税の収入未済額及び前年度との比較につい

てお聞かせください。

個人県民税の収入○総務部長（吉村達也君）

未済額は６億9,366万円余、前年度と比べ2,182

万円余の増となっております。

次に、財産収入における財○前屋敷恵美議員

産売払収入６億9,200万円余について、また財産

運用収入５億2,700万円余について、その主な内

容をお聞かせください。

財産売払収入の主○総務部長（吉村達也君）

なものは、県が所有する不動産の売払い収入で

あり、宮崎市花ケ島の元県営住宅の土地が２
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億950万円、延岡市塩浜の元職員宿舎の土地及び

建物が１億2,113万円などであります。

次に、一般会計と特別会計○前屋敷恵美議員

を合わせた県債発行額、そのうち臨時財政対策

債の額について、前年度比についても併せてお

聞かせください。また、県債残高についても伺

います。

お尋ねの県債発行○総務部長（吉村達也君）

額は664億2,959万円余で、前年度と比べ241

億8,502万円余の減、うち臨時財政対策債の発行

額は48億4,399万円余で、237億4,702万円余の減

となっております。

また、令和４年度末の県債残高は8,5 2 1

億4,910万円であります。

次に、歳出について伺いま○前屋敷恵美議員

す。

翌年度への繰越額が総額900億3,000万円余に

及んでいます。衛生費、農林水産業費、土木費

について、その額と理由についてお聞かせくだ

さい。

衛生費の翌年○福祉保健部長（川北正文君）

度繰越額は15億4,411万円となっております。

その主なものは、地域医療介護総合確保計画

推進事業や介護サービス継続支援事業などで、

事業主体において事業が繰越しとなることや、

関係機関との調整に日時を要したことなどによ

るものであります。

農林水産業費○農政水産部長（久保昌広君）

の繰越額は、全体で247億3,070万円余となって

おります。

その主なものは、公共土地改良事業や緊急治

山事業などで、関係機関との調整等に日時を要

したことや、国の補正予算の関係等により工期

が不足することなどによるものであります。

土木費の翌年○県土整備部長（原口耕治君）

度繰越額は、道路事業や河川事業などで437

億7,819万円余となっております。

その主な理由は、国の補正予算の関係により

工期が不足したことや、関係機関との調整に日

時を要したことなどによるものであります。

次に、不用額ですが、総○前屋敷恵美議員

額291億9,800万円余に及んでいます。

民生費、衛生費、農林水産業費について、そ

の額と理由についてお聞かせください。

民生費の不用○福祉保健部長（川北正文君）

額は31億5,081万円余で、その主なものは、看護

・介護職員等処遇改善事業や生活保護扶助費な

どに係るものであります。

また、衛生費の不用額は137億194万円余で、

その主なものは、自宅療養者に対する健康観察

体制確保事業や感染患者入院費公費負担などに

係るものであります。

不用となった理由でありますが、それぞれの

実績が見込みを下回ったことによるものであり

ます。

農林水産業費○農政水産部長（久保昌広君）

の不用額は、全体で33億420万円余となっており

ます。

その主なものは、家畜防疫体制整備事業にお

いて、昨年の11月定例会で、高病原性鳥インフ

ルエンザの防疫措置に要する経費を増額補正

し、最大限の備えをしておりましたが、鳥イン

フルエンザの発生件数が少なく、執行額が抑え

られたことなどにより、不用となったものであ

ります。

次に、公有財産における地○前屋敷恵美議員

上権の減についてですが、森林整備センター分

収林の地上権の無償譲渡とはどのようなものか

伺いたいと思います。

水源林の造成○環境森林部長（殿所大明君）

- 288 -



令和５年９月29日(金)

・整備を行う国立研究開発法人森林研究・整備

機構の森林整備センターでは、県との分収林契

約について、事務手続の簡素化を図るため、平

成26年度から、地上権については、県からセン

ターに無償譲渡、造林者としての権利・義務に

ついては、県から森林組合に承継させる手続を

進めております。

その際には、センターや県、森林組合等で覚

書を交わしており、主伐等により収入が生じる

場合には、県に当初契約に基づく分収金相当額

が支払われることや、対象となる森林について

は、森林組合が適切に管理することを明記して

おります。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

ではその前に、財政運営についての財産収入

における財産運用収入５億2,700万円余について

のお答えがなかったので、お願いしたいと思い

ます。

申し訳ありませ○総務部長（吉村達也君）

ん。

財産運用収入の主なものは、財産貸付収入と

利子及び配当金であります。

このうち、財産貸付収入は、土地、建物の貸

付料が１億2,081万円余、職員宿舎の貸付料が２

億46 2万円余、公募型自動販売機の貸付料

が9,197万円余、また、利子及び配当金は、基金

の運用利子等で１億57万円余であります。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

では続けます。

次に、各種施策・事業について伺います。

まず、令和４年４月１日時点における知事部

局の職員数及び会計年度任用職員数を、前年度

比の増減についても併せてお聞かせください。

また、知事部局全体で会計年度任用職員の占

める割合も伺いたいと思います。

令和４年４月１日○総務部長（吉村達也君）

時点の知事部局等の職員数は3,785人、前年度同

期比で６人の減、同時点の知事部局の会計年度

任用職員数は1,305人、前年度同期比で７人の減

となっております。

また、お尋ねの会計年度任用職員の割合

は26.6％であります。

では次に、厚生・福祉関連○前屋敷恵美議員

で伺いたいと思います。

まず、医師、看護師及び臨床研修医受入れ機

関数と研修開始者数についてお聞かせくださ

い。

国の調査で○福祉保健部長（川北正文君）

は、令和２年12月時点の県内医師数は2,879人、

看護師数は１万4,631人となっています。

また、令和４年度の臨床研修開始者数は、８

つの研修病院で51人となっています。

次に、県立病院における医○前屋敷恵美議員

師及び看護師職員数を前年度比増減と併せてお

聞かせください。

県立病院における○

医師数は、令和４年４月時点で216人で、前年度

と比較して３人増加しております。

また、看護師は令和４年４月時点で1,125人

で、前年度と比較して25人増加しております。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

次に、市町村国保におけるお尋ねです。

加入世帯数、それから国保税の滞納世帯数、

短期被保険者数及び資格証明書の交付状況につ

いて伺います。

また、国保税は市町村によって金額が異なり

ますが、１人当たりの国保税の引上げや引下げ

の状況についても、併せてお伺いしたいと思い

ます。

市町村国保の○福祉保健部長（川北正文君）
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加入世帯数につきましては、令和４年６月１日

現在で16万849世帯であります。

このうち、滞納世帯数は１万5,124世帯となっ

ており、短期被保険者証を6,204世帯に、資格証

明書791世帯に交付しております。

また、１人当たりの国保税の状況につきまし

ては、直近の確定値である令和３年度の調定額

では、９市町村で前年度から増加し、17市町村

で減少しております。

次に、特別養護老人ホーム○前屋敷恵美議員

の入所待機者数についてお聞かせください。

県内の特別養○福祉保健部長（川北正文君）

護老人ホームの入所申込者、いわゆる待機者の

数につきましては、令和４年４月１日時点

が2,103人、令和３年４月１日時点が2,507人

と、４年度は３年度から404人減少しておりま

す。

続いてですが、介護職員数○前屋敷恵美議員

についても、直近の現状をお聞かせください。

県内の介護職○福祉保健部長（川北正文君）

員数につきましては、令和２年度には２万2,060

人と、それまでは増加傾向にありましたが、令

和３年度は２万1,730人となっております。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

では続いて、雇用、商工関連について伺いた

いと思います。

令和４年度に企業立地促進補助金を交付した

企業数と、同企業の雇用者数について伺いま

す。

令和４○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

年度に企業立地促進補助金を交付した企業数

は32企業、また、その対象となった雇用者数

は870人となっております。

併せて、令和４年度、県内○前屋敷恵美議員

の企業倒産件数、また同企業に勤めていた従業

員数についてもお聞かせください。

民間の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

調査会社によりますと、令和４年度の負債

額1,000万円以上の県内の企業倒産件数は28件

で、前年度と比べ８件の増となっております。

また、その従業員数は213人で、前年度と比

べ151人の増となっております。

次に、信用保証協会におけ○前屋敷恵美議員

る保証承諾、県が信用保証協会に行った損失補

償の件数、また金額について伺います。

令和４○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

年度の信用保証協会における保証承諾と、県が

信用保証協会へ行った補償件数でございますけ

れども、御質問の県が信用保証協会へ補償した

件数は40件で、前年度と比べ26件の増、金額は

約1,231万円で、前年度と比べ約1,000万円の増

となっております。

保証承諾数は分かります○前屋敷恵美議員

か。

宮崎県○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

信用保証協会が保証承諾を行った件数は5,403件

で、前年度と比べ1,628件の増、保証承諾額は

約502億円で、前年度と比べ約244億円の増と

なっております。

ありがとうございます。○前屋敷恵美議員

では最後に、農業について伺いたいと思いま

す。

本県の直近の農家戸数、そして農業法人数、

また、新規就農者数と親元就農者数についてお

聞かせください。

本県における○農政水産部長（久保昌広君）

総農家戸数は、令和２年２月１日時点で３万940

戸、農業法人数は、令和５年１月１日時点で910

法人となっております。

また、令和４年の新規就農者数は389人で、う
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ち親元就農者数は88人となっております。

次に、本県の遊休農地の面○前屋敷恵美議員

積について、前年との比較でお願いしたいと思

います。

本県の令和３○農政水産部長（久保昌広君）

年時点の遊休農地面積は1,335ヘクタールで、前

年より51ヘクタール増加しております。

御答弁ありがとうございま○前屋敷恵美議員

した。

以上で質疑を終わらせていただきます。

ほかに質疑の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で質疑は終わりました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和５年９月29日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 議会運営委員長 野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

決算特別委員会の設置について

議員発議案第５号上程、採決◎

ただいま朗読いたしました議○濵砂 守議長

員発議案第５号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明及び質疑を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第５号についてお諮りいたしま

す。

本案を、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

議案第12号から第16号まで◎

決算特別委員会付託

次に、議案の委員会付託につ○濵砂 守議長

いてお諮りいたします。

議案第12号から第16号までの各号議案につい

ては、お手元に配付の付託表のとおり、ただい

ま設置が決定いたしました決算特別委員会に付

託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

なお、執行部はここで退席となります。

午前11時０分休憩

午前11時９分再開

議長の報告（決算特別委員会正副委員長◎

互選結果）

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長
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ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 日高 博之

副 委 員 長 山下 寿

ただいまの朗読のとおりであ○濵砂 守議長

ります。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日30日から10月10日までは、決算特別委員

会及び議事整理等のため、本会議を休会いたし

ます。

次の本会議は、10月11日午前10時から、決算

特別委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

本日はこれで散会いたします。

午前11時10分散会
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令 和 ５ 年 1 0 月 1 1 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）４番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）５番 工 藤 隆 久 同

（ ）６番 内 田 理 佐 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 川 添 博 同

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 江 藤 利 彦

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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決算特別委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決までであります。

まず、議案第12号から第16号までの各号議案

を一括議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、日高博之委員長。

〔登壇〕 おはようございま○日高博之議員

す。当決算特別委員会に付託されました、議案

第12号から第16号に係る「令和４年度決算の認

定」等について、各分科会を中心に審査を行っ

てきたところでありますが、その審査の経過及

び結果について御報告申し上げます。

まず、議案第12号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

令和４年度の一般会計決算額は、歳入7,343

億1,328万1,000円、歳出7,075億3,878万8,000円

で、前年度決算額と比べ、歳入が0.6％の増、歳

出が1.3％の減となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収

支は267億7,449万3,000円であり、このうち翌年

度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は145

億1,729万円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など15の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が2,143

億8,954万9,000円、歳出が2,049億9,236万8,000

円となっております。

次に、議案第13号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

令和４年度の事業収益は45億4,935万5,000

円、事業費用は49億2,641万5,000円で、当年度

純損失は３億7,706万円となっており、その他未

処分利益剰余金変動額と合わせた当年度未処理

欠損金は１億6,888万2,000円となっておりま

す。

なお、供給電力量の目標達成率は、96.4％と

おおむね目標を達成しております。

次に、議案第14号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

令和４年度の事業収益は３億9,935万3,000

円、事業費用は４億1,802万4,000円で、当年度

純損失は1,867万1,000円となっており、その他

未処分利益剰余金変動額と合わせた当年度未処

分利益剰余金は4,278万3,000円となっておりま

す。

また、その処分については、その全部を資本

金へ組み入れることとされております。

なお、常時使用水量の目標達成率は、細島工

業団地の工場等の需要が増加したことから、

101.9％となっております。

次に、議案第15号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

令和４年度の事業収益は1,392万7,000円、事

業費用は2,362万3,000円で、当年度純損失は969

万6,000円となっており、前年度繰越欠損金と合

わせた当年度未処理欠損金は1,900万7,000円と

なっております。

なお、施設利用者数の目標達成率は、台風の

冠水被害による臨時休業で利用者が減少したこ

となどにより、86.6％となっております。

最後に、議案第16号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

令和４年度の事業収益は380億4,030万9,000

円、事業費用は392億1,438万6,000円で、当年度

純損失は11億7,407万7,000円となり、前年度と

比べ、13億573万1,000円の減益となっておりま

す。

令和５年10月11日(水)
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これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正、効

率的になされ、かつ所期の事業目的が達成され

たかどうかについて審査することを基本とした

決算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案第12号については賛成多数、議案第13号から

第16号については全会一致で、認定、または可

決及び認定すべきものと決定いたしました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項であります。

年々増加する社会保障関係費に加え、防災・

減災、国土強靱化対策や公共施設の老朽化対

策、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会開催に係る経費、さらには物価高騰等対策な

ど、今後、多額の財政負担が見込まれており、

引き続き厳しい状況が続くものと考えられま

す。

当局におかれては、今後の財政負担を見込ん

だ上で、さらなる財政健全化に向けた取組を進

め、予算の効率的・効果的な執行に努めるとと

もに、歳入確保にもしっかりと取り組み、引き

続き、健全な財政運営を行うことを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取組や検討、改善を求

めるものであります。

１つ、防災・減災体制の充実に向け、真に必

要な対策を講じることができるよう、引き続

き、県内の防災・減災体制の実態を反映した指

標を研究すること。

１つ、地域における社会貢献活動や、多様な

住民ニーズに応える公益活動の担い手として、

重要な役割を担うＮＰＯ法人等の活動状況を

しっかりと確認しながら、さらなる活動促進に

取り組むこと。

１つ、高齢者の自殺が増加していることにつ

いて、高齢世代になっても安心して住み続けら

れる社会を実現するため、地域コミュニティー

活動の促進や、市町村などとの連携を深めるこ

と。

１つ、青少年自然の家について、運営に係る

費用対効果の分析を行い、青少年の健全育成と

いう目的を達成するための事業の在り方につい

て検討を行うこと。

１つ、車検切れの公用車が運行されていたこ

とについて、原因究明をしっかりと行い、再発

防止対策を組織として徹底すること。

１つ、県立病院について、新型コロナ対策を

継続しながら、全県あるいは地域の中核病院と

して、県民に高度で良質な医療を安定的に提供

するため、引き続き、医療スタッフの確保・充

実、医療提供体制の強化等に努め、適時適切な

経営判断により、収支バランスの取れた病院事

業を継続すること。

１つ、県内で実施する教育旅行について、教

育委員会と連携し、県内の学校の利用の定着に

取り組むとともに、県外の学校に対して積極的

にＰＲを図ること。

１つ、建設産業の担い手の確保について、建

設産業の魅力発信にとどまらず、関心を持つ学

生に継続的な働きかけを行うなど、実際に就業

につながるよう、より一層取り組むこと。

１つ、港湾施設使用料の適切な納付により、

収入未済額が縮減されるよう、引き続き、滞納

者に対して厳格に対応すること。

１つ、ゼロカーボン社会づくりについて、実

現に向けた機運醸成に取り組むとともに、温室

- 297 -



令和５年10月11日(水)

効果ガス排出削減のための県民や事業者に向け

た支援事業を継続的に行うこと。

１つ、宮崎牛の販売促進について、国内はも

とより世界に向けて「おいしさ日本一の宮崎

牛」を積極的にＰＲし、宮崎牛のさらなる認知

度向上や輸出量拡大を推進すること。

１つ、農産物の価格転嫁について、さらに消

費者の理解が深まるよう、国の動向を注視しな

がら、引き続き啓発を行うこと。

１つ、宮崎県地域振興事業について、近年の

豪雨による災害状況のほか、ゴルフ人口の増減

等の動向を見極めながら、ゴルフ場の存続の可

否も含めて、今後の経営の在り方を検討するこ

と。

１つ、スクールサポートスタッフの配置につ

いて、市町村との情報共有を行いながら、さら

に推進するとともに、スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーも含めた学校のサ

ポート体制の一層の充実を図ること。

１つ、特殊詐欺の防止について、地域との連

携により高齢者宅への警告メッセージ機能つき

自動録音機の設置を進めるとともに、事業者と

の連携により、対策を強化すること。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて特段の改善と努力が図られるよう、重ね

て要望するものであります。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、決算特別委員長の審○濵砂 守議長

査結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入ります。討○濵砂 守議長

論についての発言時間は、１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。私

は、議案第12号「令和４年度宮崎県歳入歳出決

算の認定について」に反対の立場から、討論を

行います。

令和４年度は、コロナウイルスのオミクロン

株が第７波、８波と猛威を振るい、医療現場や

介護・高齢者施設は切迫し、地域経済にも多大

な影響を及ぼしました。しかし、政府の対策は

不十分。社会保障削減と、敵基地攻撃能力の保

有など大軍拡を進める国の予算の下、国の施策

が様々に県政運営に深く関わるだけに、どれほ

ど県民の立場に立った行財政運営を進めるのか

が大きく県政に問われました。

まず、財政運営についてです。

令和４年度一般会計当初予算は6,414億7,700

万円、前年度比2.6％の増額予算でした。９回に

わたる補正予算が組まれ、新型コロナ感染症対

策や原油・物価高騰対策なども取り組まれ、一

般会計の決算は、実質収支、単年度収支とも

に、黒字を確保したとしています。

歳入では、使い道が特定される国庫支出金

は85億円余の増額ですが、地方公共団体の格差

を調整する地方交付税は76億円余の減額です。

その分、臨時財政対策債の減、県債発行の減に

もつながり、県債残高は減少したとはいえ8,521

億4,900万円余と、依然として厳しい財政状況に

変わりはありません。

自主財源の主たる収入である県税収入は３年
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続けて増収となっています。しかし、収入未済

額は９億9,600万円余と前年度より2.1％増え、

そのうち個人県民税が７割を占めています。こ

のことは、なぜ県税が納められず増えているの

か、しっかり分析する必要があります。

また、地方消費税清算金は546億7,800万円余

と18億円余の増収ですが、消費税10％が県民の

暮らしに大きな負担となっていることの表れで

あり、こうした県民の置かれている暮らしの状

況をしっかり把握して、県民の苦労に心を寄

せ、地方自治体の本旨を全うする県行政が求め

られました。

歳出においては、前年度をさらに上回る900億

円余を翌年に繰り越しました。また、各部局で

の不用額も総額291億円余と、前年度の245億円

余を上回る額です。

民生費や衛生費における不用額が多額を占

め、看護・介護職員の処遇改善事業や生活保護

扶助費、またコロナ感染対策事業等の実績が見

込みを下回ったことなどを主な理由に挙げてい

ますが、他の部局も含めて、必要として組まれ

た予算です。県民の命や暮らしを支える十分な

活用を図ることが必要です。

次に、各種施策について述べます。

一つには、新規事業のマイナポイント取得促

進事業に予算を組み、マイナンバーカードの普

及や活用の促進を図ってきた問題です。

同事業では、取得に関する広報や手続支援、

マイナンバーカードの安全性の啓発などをテレ

ビＣＭ、テレビ・ラジオ番組で進め、マイナ

カードの交付率日本一を誇っていますが、これ

ほど無責任なことはありません。

国はデジタル化ありきで、マイナンバーカー

ドの取得を半強制的に国民に迫っています。デ

ジタル化そのものを否定するものではありませ

んが、その前提には、プライバシーは守られる

という国や行政との信頼関係がなくてはなりま

せん。

しかし、個人情報を一元管理する監視国家へ

の懸念とともに、マイナンバーカードにひもづ

けられた多様な個人情報を民間企業が利用する

ことの問題も問わなければなりません。プライ

バシー侵害の危険性を伴うマイナンバーカー

ド、まさに人権問題です。進めるべきではあり

ません。

次に、屋外トレーニングセンター事業に関し

て述べます。

これまでも同事業の在り方については指摘し

てまいりましたが、令和４年度には、さらに、

整備費、機材購入費などの開設準備費１億2,700

万円余の補正予算を組み、施設の管理運営を、

フェニックスリゾート株式会社、株式会社馬原

造園建設、株式会社ＭＲＴアドの３社で構成す

るグループ、シーホース宮崎に委ね、指定管理

者の指定を行った問題と運営の問題がありま

す。

指定管理候補者はシーホース宮崎だけで決定

されました。指定管理料は、年額5,280万円、３

年間で１億5,840万円です。収支計画では、ト

レーニングセンターの使用料収入は年間820万円

が見込まれています。公共施設の運営であると

はいえ、主たる利用者は、スポーツキャンプで

誘致するプロのチームや実業団です。この820万

円をどう見るのか。指定管理料をどう見るの

か。

フェニックスリゾート社から土地の無償提供

を受け、約20億円もかけた設備投資、初期投資

から見て、「スポーツランドみやざき」による

経済効果をはかりにかけても、税金の使い方が

大きく問われる問題を指摘しなければなりませ
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ん。

あわせて、公営住宅の指定管理について述べ

ます。

これまでも、県営住宅の管理を民間事業者に

委託することについては、個人のプライバシー

の保護という点からも、生活に直接関わる家賃

の徴収や督促業務などに関して、本来、行政が

担うべき、指定管理制度はふさわしくないと反

対してまいりました。改めて、見直しを求めた

いと思います。

統一協会問題についても触れておきたいと思

います。

世界平和統一家庭連合と名称を変更した統一

協会ですが、同団体のイベント「ピースロー

ド2022ｉｎ宮崎」に宮崎県が後援団体として名

を連ねたことに関して、当時、団体の性格は分

からなかったとして、後援は取り消さないとの

態度を示されました。しかし、反社会的な団体

ということが明らかになった以上、遅くなって

も県は、後援を取り消すことが賢明な措置であ

ることを指摘しておきたいと思います。

職員の働き方についてです。

知事部局の正規職員数は令和４年度3,785人で

６人の減、会計年度任用職員は1,305人で７人の

減です。知事部局職員数の26.6％に当たりま

す。

また、教職員数では、小中学校で7,285人、臨

時的任用職員は1,043人、県立学校では3,435

人、うち臨時的任用職員は557人、会計年度任用

職員は、小中学校で358人、県立学校で549人で

す。

とりわけ教職員の多忙化や採用試験の受験者

が減少している現状の中、臨時的任用職員の正

規化の必要性、また、会計年度任用職員の処遇

改善を図ること、これは知事部局の職員につい

ても同様です。そもそも会計年度任用職員制度

は、正規職員を原則とする地方公務員法におい

て、新たな非正規を制度化するものであり、必

要な職員の調整弁として利用することのないよ

う強く指摘するものです。

県民の安心できる暮らしのためには、依然と

して特別養護老人ホームの2,000人を超える入所

待機者をこのままにしておくことはできません

し、１万5,000世帯を超える国民健康保険税の滞

納世帯に正規の保険証が交付されていない問題

は、命にも関わる問題として、保険証の交付は

もとより、国保税の引下げが求められるもので

す。

以上、令和４年度決算について、問題点を

絞って述べさせていただきました。県民は、ま

だまだ収束しないコロナ禍の中、物価高騰が家

計を直撃、厳しい暮らしを余儀なくされていま

す。県民の福祉の増進に寄与し、子供たちの未

来を支える教育の充実など、地方自治体の本旨

を全うし、県民の期待に応えられるよう、今後

の予算編成に生かしていただくことを述べて、

決算認定についての反対討論といたします。以

上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第12号採決◎

これより採決に入ります。○濵砂 守議長

まず、議案第12号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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起立多数。よって、本案は委○濵砂 守議長

員長の報告のとおり認定されました。

議案第13号から第16号まで採決◎

次に、議案第13号から第16号○濵砂 守議長

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

認定、または可決及び認定であります。委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は、委員長の報告のとおり認定、

または可決及び認定されました。

閉 会◎

以上で、本定例会の議事は全○濵砂 守議長

て終了いたしました。

これをもちまして、令和５年９月定例会を閉

会いたします。

午前10時24分閉会
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３４日間

月　日 曜 区　分 議　　　　事 備　　考

　９．　８ 金 本会議

開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

議会運営委員会　   9:30

　　　　９ 土

　　　１０ 日

　　　１１ 月 代表質問通告締切　12:00

　　　１２ 火 一般質問通告締切　12:00

　　　１３ 水

　　　１４ 木

　　　１５ 金 一 般 質 問 請願締切　　　　　16:00

　　　１６ 土

　　　１７ 日

　　　１８ 月 （ 閉 庁 日 ） 敬 老 の 日

　　　１９ 火 一 般 質 問
議員発議案締切　　17:00
（会派提出）

　　　２０ 水

一 般 質 問
議 案 に 対 す る 質 疑
討論、採決 ( 人事案件 )
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託
議 案 上 程 （ 決 算 議 案 ）
知 事 提 案 理 由 説 明

議会運営委員会　   9:30

　　　２１ 木

　　　２２ 金

　　　２３ 土 （ 閉 庁 日 ） 秋 分 の 日

　　　２４ 日 （ 閉 庁 日 ）

　　　２５ 月 常 任 委 員 会
議員発議案締切　　17:00
（会派提出を除く）

　　　２６ 火 特 別 委 員 会
議会運営委員会
（特別委員会終了後）

　　　２７ 水

　　　２８ 木

休　会

令和５年９月定例会日程

（議案調査･議事整理）

（ 閉 庁 日 ）

（ 議 案 調 査 ）

本会議
代 表 質 問

休　会
（ 閉 庁 日 ）

本会議

休　会

常 任 委 員 会
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月　日 曜 区　分 議　　　　事 備　　考

常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決
議案に対する質疑(決算議案)
議員発議案上程、採決
（決算特別委員会設置）
議案委員会付託(決算議案)

決 算 特 別 委 員 会

　　　３０ 土

１０．　１ 日

　　　　２ 月

　　　　３ 火

　　　　４ 水

　　　　５ 木

　　　　６ 金 決 算 特 別 委 員 会

　　　　７ 土

　　　　８ 日

　　　　９ 月 （閉庁日） スポーツの日

　　　１０ 火 （ 議 事 整 理 ）

　　　１１ 水 本会議
決算特別委員長審査結果報告
質疑、討論、採決
閉会

議会運営委員会　　 9:30

議会運営委員会　　 9:30　９．２９ 金

決 算 特 別 委 員 会

休　会
（ 議 事 整 理 ）

（ 閉 庁 日 ）

（ 閉 庁 日 ）

本会議
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２１５－１１６２

令和５年９月８日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和５年９月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第 1号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）

議案第 2号 令和５年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 3号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 4号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第 5号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第 6号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例

議案第 7号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

議案第 8号 土地改良施設突発事故復旧事業（直轄）一ツ瀬川地区の執行に伴う市町村

負担金徴収について

議案第 9号 財産の取得について

議案第10号 教育委員会委員の任命の同意について

（文書取扱 財政課）
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２１５－１１７９

令和５年９月２０日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和５年９月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第11号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）

（文書取扱 財政課）
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２１５－１１８２

令和５年９月２０日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和５年９月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第12号 令和４年度宮崎県歳入歳出決算の認定について

議案第13号 令和４年度宮崎県電気事業会計決算の認定について

議案第14号 令和４年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

議案第15号 令和４年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定について

議案第16号 令和４年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について

（文書取扱 財政課）
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令和５年９月定例会

代 表 質 問 時 間 割

９月１３日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 日髙 陽一 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 野﨑 幸士 １３：００～１５：００

９月１４日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 公 明 党 重松幸次郎 １０：００～１１：２０ 休憩

４ 県 民 連 合 立 憲 岩切 達哉 １３：００～１４：２０
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令和５年９月定例会

一 般 質 問 時 間 割

９月１５日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １０：００～１１：００

２ 志 誠 会 齊藤 了介 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 山下 寿 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 荒神 稔 １４：００～１５：００

９月１９日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 県 民 連 合 立 憲 山内佳菜子 １０：００～１１：００

６ 県 民 連 合 立 憲 永山 敏郎 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 本田 利弘 １３：００～１４：００

８ 自 由 民 主 党 日髙 利夫 １４：００～１５：００

９月２０日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 公 明 党 坂本 康郎 １０：００～１１：００

１０ みやざき未来の会 内田 理佐 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 無所属の会チームひむか 図師 博規 １３：００～１４：００
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令和５年９月定例会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
令和５年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決

第４号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

可決

第５号
地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

可決

第６号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決

第７号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一
部を改正する条例

可決

第８号
土地改良施設突発事故復旧事業（直轄）一ツ瀬川
地区の執行に伴う市町村負担金徴収について

可決

第９号 財産の取得について 可決

第11号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２号 私学助成の拡充・強化についての請願 採択

第３号
「生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意
見書」を国に提出することを求める請願書

採択

第４号
「健康保険証の廃止をしないよう求める意見書」
を政府に送付することを求める請願書

不採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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令和５年９月定例会

［議　案］

番　号 件　名

第１２号 令和４年度宮崎県歳入歳出決算の認定について

第１３号 令和４年度宮崎県電気事業会計決算の認定について

第１４号
令和４年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の
認定について

第１５号 令和４年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定について

第１６号 令和４年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について

決算議案　委員会審査結果表

委員会審査結果

認　定

認　定

可決及び認定
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和５年９月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

るため

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に
円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会
関する調査

運営を図る

ため

- 314 -



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） ９月29日・ 可 決

〃 第２号 令和５年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する 〃第４号

条例

〃 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃第５号

改正する条例

〃 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃第６号

〃 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃第７号

を改正する条例

〃 土地改良施設突発事故復旧事業（直轄）一ツ瀬川地 〃第８号

区の執行に伴う市町村負担金徴収について

〃 財産の取得について 〃第９号

〃 教育委員会委員の任命の同意について ９月20日・ 同 意第10号

〃 第11号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） ９月29日・ 可 決

〃 令和４年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月11日・ 認 定第12号

〃 令和４年度宮崎県電気事業会計決算の認定について 〃第13号

〃 令和４年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及 10月11日・ 可決及び第14号

び決算の認定について 認定

〃 令和４年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定につ 10月11日・ 認 定第15号

いて

〃 令和４年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について 〃第16号

議員発議案 第１号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を ９月29日・ 可 決

求める意見書

〃 地方の中小企業・小規模事業者への支援充実を求め 〃第２号

る意見書

〃 私学助成の拡充・強化を求める意見書 〃第３号

〃 生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書 〃第４号

〃 決算特別委員会の設置について 〃第５号
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議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書  

 

改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げら

れているが、今後は、中学校での35人学級の早期実施など少人数学級の実現が求め

られる。 

 学校では、障がいのある子ども達に対する合理的配慮への対応、いじめ・不登校

の課題など、解決すべき課題が山積しており、教職員が教材研究や授業準備の時間

を十分に確保することが困難な環境となっている。 

また本県では、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われている

が、地域の実情に応じた教育施策を実現できる教職員定数改善が求められている。 

義務教育費国庫負担制度について、国庫負担率が引き下げられているが、自治

体が安定的に教職員を配置し、一人ひとりの子ども達へのきめ細かな対応や、学

びの質を高める教育環境を実現するため、また、教育の機会均等と水準の維持向

上を図るため、国においては、次年度予算編成において下記事項のとおり対応さ

れるよう強く要望する。 
 

記 
 

１ 教職員の働き方改革、長時間労働の是正、加配教員や少数職種の配置増など

計画的な教職員定数改善ができるよう国全体として取り組むこと。 

２ 新規採用の持続的な確保に加え、定年引上げ期間中にも教職員の安定的な新

規採用ができるよう、定数加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずるこ

と。 

３ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財源を確保した上で、義

務教育費国庫負担制度の堅持はもとより、義務教育費国庫負担割合の拡充を実

現すること。 

４ 自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよ

う、加配の削減は行わないこと。 

 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 
令和５年９月２９日 

                           宮 崎 県 議 会 
 

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿 
参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿 
内 閣 総 理 大 臣 岸 田  文 雄  殿 
総 務 大 臣 鈴 木 淳 司 殿 
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿 
文 部 科 学 大 臣 盛 山 正 仁 殿 
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿 
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議員発議案第２号 
地方の中小企業・小規模事業者への支援充実を求める意見書 

 
 

新型コロナウイルス感染症の流行以降、中小企業・小規模事業者は急激な売上減

など、厳しい経営状況に耐えてきたが、現在においては、原油価格・物価高騰の影

響により、中小企業・小規模事業者は極めて厳しい経営を迫られている。 

中小企業・小規模事業者は、日本企業の９割以上、雇用の約７割を占め、日本経

済の屋台骨であるのみならず、地域コミュニティの支え役となっているが、中小企

業・小規模事業者を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人手不足、経営者の高齢

化、後継者の不在、働き方改革関連法の中小企業への適用、最低賃金引上げに対応

する責務等、大きな変革期にある。 

よって、国においては、努力と創意工夫を重ねながら日本経済・地域経済に活力

を与えてきた中小企業・小規模事業者への支援を一層充実するよう、下記事項につ

いて対応することを強く要望する。 

 
記 

 
１ 原油価格・物価高騰による企業倒産など、影響を最小限にするため、解雇や雇
い止めを防ぐ雇用調整助成金のさらなる拡充や税の減免等の支援策を躊躇するこ
となく実行すること。 

 
２ コロナ関連融資の返済開始によって倒産する企業もあることから、融資返済の
繰り延べや利子補給、過剰債務の整理相談など、事業を継続するために必要な支
援を行うこと。 

 
３ 中小企業憲章の理念の実践、ものづくりの技術・技能の伝承、起業・創業・育
成支援の体制強化、商店街を核とした地方中心市街地の活性化の支援等を一元的
に推進していくこと。 

 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 
 

令和５年９月２９日 
                           宮 崎 県 議 会 
 
衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿 
参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿 
内 閣 総 理 大 臣 岸 田  文 雄  殿 
総 務 大 臣 鈴 木 淳 司 殿 
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿 
厚 生 労 働 大 臣 武 見 敬 三 殿 
経 済 産 業 大 臣 西 村 康 稔 殿 
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿 
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議員発議案第３号
私学助成の拡充・強化を求める意見書

本県の私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校及び各種学校（以下
「私立学校」という。）は、それぞれ建学の精神に基づく、個性豊かな活動を展開し、
本県の学校教育の発展・普及や多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進
に重要な役割を果たし、本県の学校教育を支えている。
さて、我が国の少子化は深刻さを増しており、昨年の出生数は770,759人で、一

昨年より40,863人減少し、1899年に統計を取り始めて以降、最も少なくなり、初め
て80万人を下回った。本県の昨年の出生数も7,136人と過去最低になっており、国
と同様、深刻な状況が続いている。今後も少子化が進行することが見込まれており、
地域経済を維持する上でも、これ以上放置できない待ったなしの課題である。
少子化が進む背景にはさまざまな要因が複雑に絡み合っているが、特に子育てに

かかる教育費の家計負担の問題が大きいと考えられる。2009年文部科学白書による
と、大学卒業までに各家庭が負担する平均的な教育費は、公立の幼稚園から高等学
校まで在学し国立大学に進学した場合が約1,000万円、それが私立の場合で約2,300
万円に上ると報告されている。
また、近年、ＩＣＴを積極的に活用することにより、一人ひとりに最も適した学

びは日常のものになっており、時代や社会の変化に対応しつつ、個人の可能性が最
大限に引き出される教育の実現に向けた動きを着実に進めることが求められている。
このような状況下において、「公の性質」を有し、国公立学校とともに、我が国

の教育制度の一翼を担う私立学校が、国の進める教育改革に的確に対応し、質の高
い教育を実現することはもちろん、私立学校の経営を維持し、デジタル技術改革へ
の対応などの教育環境整備を進めていくためには、経常費助成費等に対する補助の
拡充・強化や、これからの公教育の共通基盤となるＩＣＴ環境の整備等への公私を
問わない支援が不可欠である。
よって、国においては、私立学校における教育の重要性を鑑み、教育基本法第８

条の「私立学校教育の振興」を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国
庫補助制度の一層の拡充を図るとともに、誰もが家庭の経済事情にかかわらず学ぶ
ことができるための就学支援金制度の拡充・強化や、私立学校のＩＣＴ化及び学校
施設の耐震化などの教育環境整備のさらなる充実を要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和５年９月２９日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿
内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿
文 部 科 学 大 臣 盛 山 正 仁 殿
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
デ ジ タ ル 大 臣 河 野 太 郎 殿
内閣府特命担当大臣

加 藤 鮎 子 殿
（ 男 女 共 同 参 画 ）
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議員発議案第４号

生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書

現在、我が国では、乳幼児歯科保健制度に基づく健診や、小学校、中学校、高等

学校の児童・生徒に対する学校歯科保健制度に基づく健診が義務づけられている。

一方で、成人期においては、健康増進法に基づく40歳、50歳、60歳、70歳の歯周疾

患検診や、高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診が行われているが、その

受診率は極めて低いものとなっている。また、事業所における歯科健診は、歯科特

殊健康診断として有害業務に従事する労働者に限られている。

近年、歯の本数と全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等について科学的

な根拠が明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすために

は、「8020運動」の取組をさらに進めるなど、歯を含めた口腔内の健康維持が極めて

重要である。そのためには、ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の受診

機会を確保する必要がある。

こうした中、令和５年６月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方

針2023」において、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた取

組の推進が盛り込まれた。

よって、国においては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進

めるとともに、次の事項につき措置を講ずるよう強く求める。

記

１ 早期に国民皆歯科健診実現に向けた法改正を行うこと。

２ 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地

方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じるこ

と。

３ 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財源措置を講じること。

４ 国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯

科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うな

ど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和５年９月２９日

宮 崎 県 議 会
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衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿

参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿

総 務 大 臣 鈴 木 淳 司 殿

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿

厚 生 労 働 大 臣 武 見 敬 三 殿

経 済 産 業 大 臣 西 村 康 稔 殿

内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿

内閣府特命担当大臣 新 藤 義 孝 殿

（ 経 済 財 政 政 策 ）
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議員発議案第５号

決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第１２号「令和４年度宮崎県歳入歳出決算の認定に

ついて」

・議案第１３号「令和４年度宮崎県電気事業会計決算の認

定について」

・議案第１４号「令和４年度宮崎県工業用水道事業会計利

益の処分及び決算の認定について」

・議案第１５号「令和４年度宮崎県地域振興事業会計決算

の認定について」

・議案第１６号「令和４年度宮崎県立病院事業会計決算の

認定について」

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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議 員 派 遣

令和５年９月２９日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 地方議会活性化シンポジウム２０２３

(１) 目 的 多様な人材が参画する地方議会の実現や議員のなり手不足解

消に向けた取組について、各議会等における事例を共有する

とともに、議会関係者以外を含めた幅広い意見交換を行う。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 令和５年１１月１３日（月）

(４) 派遣議員 福田 新一 本田 利弘 齊藤 了介
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議 員 派 遣

令和５年９月２９日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 第２３回都道府県議会議員研究交流大会

(１) 目 的 主権者教育の促進、デジタルツールの活用による住民との信

頼関係の構築について、各都道府県議会における取組事例等

を共有するとともに意見交換を行う。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 令和５年１１月１４日（火）

(４) 派遣議員 福田 新一 本田 利弘 山内いっとく 山口 俊樹

黒岩 保雄 齊藤 了介 下沖 篤史
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請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 ２ － ２

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ３ － ３
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請願第２号 受理年月日 令和５年９月１３日

私学助成の拡充・強化についての請願

（要旨）

私学助成の拡充・強化についての請願

（理由）

本県の私立幼稚園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、

専修学校及び各種学校（以下「私立学校」という。）は、それぞ

れ建学の精神に基づく、個性豊かな活動を展開し、本県の学校教

請願の件名 育の発展・普及や多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の

推進に重要な役割を果たし、質及び量の両面から本県の学校教育

を支えている。

さて、我が国の少子化は深刻さを増しており、静かな有事とも

言える状況にある。昨年の出生数は７７０，７４７人で、おとと

しより４０，８７５人減少し、１８９９年（明治３２年）に統計

を取り始めて以降、最も少なくなり、初めて８０万人を下回った。

第二次ベビーブームで２００万人を超えていた１９７４年（昭和

４９年）の３８．０％である。

また、本県の昨年の出生数も７，１３６人と過去最低になって

おり、統計のある１９７５年（昭和５０年）と比べても３９．４

％と、国と同様、深刻な状況が続いている。今後も少子化によっ

て子どもの数が引き続き減少していくことが見込まれており、こ

の少子化の問題は地域経済を維持する上でも、これ以上放置でき

ない待ったなしの課題である。さらに、大学進学や就職に伴う若

年層の人口流出も進んでおり、今後の地域社会の変化に対応でき

る優れた人材を、幼少期からいかにして育成・輩出し、あるいは

呼び込んでいくかが重要となっている。

少子化が進む背景には、結婚、出産、子育て等の希望の実現を

阻むさまざまな要因が複雑に絡み合っているが、特に子育てにか

かる教育費の家計負担の問題が最も大きいと考えられる。２００９

年文部科学白書によると、大学卒業までに各家庭が負担する平均

的な教育費は、公立の幼稚園から高等学校まで在学し国立大学に
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進学した場合が約１，０００万円、それらが私立の場合で約

２，３００万円に上ると報告されている。

教育は、国の礎であり、個人を尊重し、真理と正義を希求し、

公共の精神を学び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を

期するものであり、国民一人ひとりが、潜在的な力を最大限に発

揮し、幸福を実感し、それを次世代へと引き継ぐことができるよ

うに、教育の充実を図っていかなければ、各人の豊かな生活はも

とより、国民主権に基づく社会の存在と継続的発展は望めないの

である。

近年、ＩＣＴを積極的に活用することにより、一人ひとりに最

も適した学びは日常のものになっている。このように、時代や社

会の変化に対応しつつ、誰一人取り残されず、誰もが自分らしさ

を大切にしながら学ぶことができ、個人の可能性が最大限に引き

出される教育の実現に向けた動きを着実に進めることが求められ

ている。

このような状況下において、「公の性質」を有し、国公立学校

とともに、我が国の教育制度の一翼を担う私立学校が、国の進め

る教育改革に的確に対応し、質の高い教育を実現することは勿論、

私立学校の経営を維持し、デジタル技術改革への対応などの教育

環境整備を進めていくためには、経常費助成費等に対する補助の

拡充・強化や、これからの公教育の共通基盤となるＩＣＴ環境の

整備等への公私を問わない支援が不可欠である。

よって、国会及び政府におかれては、私立学校における教育の

重要性を鑑み、教育基本法第８条の「私立学校教育の振興」を名

実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅

持し一層の拡充を図るとともに、誰もが家庭の経済事情にかかわ

らず学ぶことができるための就学支援金制度の拡充・強化や、私

立学校のＩＣＴ化及び私立学校施設の耐震化などの教育環境整備

の更なる充実を強く要望する。

ついては、貴議会より国会及び政府に対し意見書を提出される

よう特段のご高配をお願い申し上げます。

紹 介 議 員 野﨑 幸士 山内 いっとく
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請願第３号 受理年月日 令和５年９月１４日

「生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書」を国に提

出することを求める請願書

（要旨）

生涯を通じた切れ目のない歯科健診の重要性を鑑み国民皆歯科

健診の実現を求める件について

（理由）

現在、我が国では法的根拠に基づく歯科健診として、１歳６か

請願の件名 月児、３歳児における乳幼児歯科保健制度に基づく健診、小学校、

中学校、高等学校の児童・生徒に対する学校歯科保健制度に基づ

く健診が行われ、この年代の全ての国民が歯科健診を受診できて

います。一方で、成人期においては、健康増進法に基づく４０、

５０、６０、７０歳の歯周疾患検診、高齢者医療確保法に基づく

後期高齢者歯科健診が行われていますが、その受診率は極めて低

いものとなっています。

現在では多くの研究により、歯の本数と全身の健康状態、歯周

病と全身疾患との関係等についての科学的な根拠が明らかになっ

ており、人生１００年時代を迎える中で健康寿命を延ばすために

は、「８０２０運動」の取組をさらに進めるなど、歯を含めた口

腔内の健康維持が極めて重要であると考えます。そのためには、

ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の受診機会を確保

する必要があります。 ；

こうした中、国においては、令和５年６月１６日に閣議決定さ

れた「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」において、生涯

を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた取組の推

進が盛り込まれました。

一方、宮崎県においても、生涯にわたる歯・口腔の健康づくり

に関する県民の自主的な努力の促進とともに、全ての県民が必要

な口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を基本

理念とした「宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」が平成２３

年３月に制定され、県民の歯と口腔の健康づくりを推進している
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ところです。

このような現状を踏まえ、下記事項を請願します。

記

地方自治法第９９条の規定により「生涯を通じた国民皆歯科健

診の実現を求める意見書」を国に対して提出していただきたい。

紹 介 議 員 丸山 裕次郎 野﨑 幸士 岩切 達哉 坂本 康郎
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請願第４号 受理年月日 令和５年９月１５日

「健康保険証の廃止をしないよう求める意見書」を政府に送付す

ることを求める請願書

（請願趣旨）

現行の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードに

一本化するマイナンバー法等改定案が第211回通常国会で成立し

ました。

しかし、健康保険証を廃止してマイナンバーカードの取得を事

実上強制することは、「申請に基づき個人番号カードを発行（交

請願の件名 付）する」と定めた同法第16条の２及び第17条や憲法第13条（個

人の尊重）に反しています。

健康保険証が廃止されれば、マイナンバーカードの申請・取得

・管理・利用に困難を抱える人たちが公的医療保険から遠ざけら

れる危険があります。

他人の医療情報が誤ってひも付けされた事例も相次いで明らか

にされており、生命にかかわる問題として不安が広がっています。

マイナ保険証を使うことでひも付けられる医療や健康など機微

なプライバシーが企業の儲けに利用されるという問題も指摘され

ています。

こうした趣旨から、以下のことを請願します。

（請願項目）

１、健康保険証の廃止をしないよう求める意見書を政府に送付し

ていただくこと。

紹 介 議 員 山内 佳菜子 前屋敷 恵美
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（本田利弘議員、岩切達哉議員）

議会運営委員長審査結果報告
９月８日 金 本 会 議

会期決定

議案第１号～第10号上程

知事提案理由説明

（閉庁日）
９月９日 土

休 会
９月10日 日

（議案調査）
９月11日 月

９月12日 火

代表質問（宮崎県議会自由民主党・日髙陽一議員、
９月13日 水

宮崎県議会自由民主党・野﨑幸士議員）

代表質問（公明党宮崎県議団・重松幸次郎議員、
９月14日 木 本 会 議

県民連合立憲・岩切達哉議員）

一般質問（後藤哲朗議員、齊藤了介議員、山下 寿議員、
９月15日 金

荒神 稔議員）

（閉庁日）
９月16日 土

９月17日 日 休 会

９月18日 月 （閉庁日）敬老の日

一般質問（山内佳菜子議員、永山敏郎議員、本田利弘議員、
９月19日 火

日髙利夫議員）

議案第11号追加上程

知事提案理由説明

一般質問（坂本康郎議員、内田理佐議員、図師博規議員）
本 会 議

議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）
９月20日 水

採決（議案第10号）（同意）

議案・請願委員会付託

議案第12号～第16号上程

知事提案理由説明

常任委員会
９月21日 木

休 会
９月22日 金

９月23日 土 （閉庁日）秋分の日

９月24日 日 （閉庁日）

- 339 -



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月25日 月 常任委員会

９月26日 火 特別委員会
休 会

（議案調査・議事整理）
９月27日 水

９月28日 木

常任委員長審査結果報告

討論（請願第４号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号～第９号、第11号）（可決）

採決（請願第４号）（不採択）

採決（請願第２号、第３号）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申出のとおり）

議員発議案送付の通知

９月29日 金 本 会 議 議員発議案第１号～第４号追加上程、採決（可決）

議員派遣の件

決算議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

議員発議案送付の通知

議員発議案第５号上程、採決（可決）

議案第12号～第16号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

（閉庁日）
９月30日 土

10月１日 日

決算特別委員会
10月２日 月

10月３日 火

（議事整理）
10月４日 水

10月５日 木 休 会

10月６日 金 決算特別委員会

（閉庁日）
10月７日 土

10月８日 日

10月９日 月 （閉庁日）スポーツの日

10月10日 火 （議事整理）

- 340 -



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

決算特別委員長審査結果報告

討論（議案第12号に反対）（前屋敷恵美議員）

10月11日 水 本 会 議 採決（議案第12号）（認定）

採決（議案第13号～第16号）（認定、または可決及び認定）

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 濵 砂 守

日 高 博 之宮 崎 県 議 会 副 議 長

本 田 利 弘宮 崎 県 議 会 議 員

岩 切 達 哉宮 崎 県 議 会 議 員


